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後
世
に
お
け
る
大
慧
宗
杲
の
評
価

野
口
善
敬

は
じ
め
に

　
宋
代
の
禅
僧
で
あ
る
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
～
一
一
六
三
）
は
「
臨
済
宗
を
中
興
し
た
（
妙
喜
中
興
臨
済
宗
）」（『
南
石
文
琇
禅
師

語
録
』
巻
三
・
偈
頌
上
・
賀
益
仲
虚
住
江
陰
光
孝
・Z124-203c

）
と
称
さ
れ
、
南
宋
以
降
、
元
代
か
ら
明
清
代
に
至
る
ま
で
、
中
国

に
お
い
て
高
い
評
価
を
受
け
続
け
た
。
そ
の
声
望
は
、
後
世
の
禅
僧
を
賞
讃
す
る
際
に
彼
の
名
前
が
比
較
対
象
さ
れ
る
人
物
の

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
万
暦
三
高
僧
の
一
人
で
あ
る
雲
棲
袾
宏
（
一
五
三
五

～
一
六
一
五
）
は
元
の
高
峰
原
妙
を
評
し
て
、「
近
代
で
は
慈
明
（
石
霜
楚
円
）
や
妙
喜
（
大
慧
宗
杲
）
の
風
貌
が
あ
る
し
、
遠
く

は
徳
山
宣
鑑
や
臨
済
義
玄
と
い
っ
た
諸
老
宿
に
負
け
な
い
（
近
有
慈
明
妙
喜
之
風
、
遠
之
不
下
徳
山
臨
済
諸
老
）」（『
高
峰
原
妙
禅
師

語
録
』・
元
高
峰
大
師
語
録
序
、Z122-327a

）
と
言
い
、
明
末
の
文
人
と
し
て
「
博
物
君
子
」
と
称
さ
れ
た
竹
嬾
居
士
こ
と
李
日

華
（
一
五
六
五
～
一
六
三
五
）
は
、
袾
宏
同
様
、
万
暦
三
高
僧
の
一
人
と
さ
れ
た
紫
栢
真
可
（
一
五
四
三
～
一
六
〇
三
）
を
評
し
て

「
近
代
〔
の
尊
宿
〕
に
は
匹
敵
す
る
者
が
い
な
い
。〔
も
し
〕
昔
に
探
す
な
ら
ば
妙
喜
（
大
慧
宗
杲
）
や
幻
住
（
中
峰
明
本
）
が
似

通
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
（
近
代
未
見
其
儔
。
求
之
於
古
、
妙
喜
幻
住
、
庶
或
近
之
）」（『
紫
柏
尊
者
全
集
』・
紫
栢
大
師
集
序
、Z126-

310d

）
と
述
べ
て
い
る
。
大
慧
の
名
前
は
、
並
外
れ
た
禅
僧
と
し
て
人
々
の
頭
に
焼
き
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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た
だ
、
上
記
引
用
文
で
大
慧
と
共
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
臨
済
・
徳
山
・
石
霜
の
三
人
と
中
峰
と
は
、
家
風
を
異
に
し

て
お
り
、
大
慧
が
ど
の
様
な
観
点
か
ら
彼
ら
と
並
べ
ら
れ
、
名
僧
と
し
て
賞
讃
さ
れ
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
臨
済

と
徳
山
は
「
徳
山
の
棒
、
臨
済
の
喝
（
徳
山
棒
臨
済
喝
）」（『
円
悟
仏
果
禅
師
語
録
』
巻
一
四
・
示
張
持
満
朝
奉
〔
法
語
〕、T47-775c

）

と
称
さ
れ
た
様
に
激
烈
な
機
用
が
特
徴
で
あ
る
が
、
臨
済
は
別
に
三
玄
三
要
・
四
料
揀
・
四
賓
主
な
ど
の
宗
旨
の
提
出
を
行

な
っ
て
お
り
、
石
霜
は
そ
の
臨
済
の
機
用
と
宗
旨
と
を
挙
揚
し
て
、
楊
岐
・
黄
龍
の
二
派
を
打
出
し
た
臨
済
宗
中
興
の
祖
と
し

て
知
ら
れ
る
。
一
方
、
中
峰
は
元
朝
と
い
う
異
民
族
国
家
に
あ
っ
て
五
山
十
刹
に
背
を
向
け
隠
遁
の
生
涯
を
送
っ
た
禅
僧
で
あ

り
、
儒
仏
一
致
の
唱
道
や
浄
土
へ
の
傾
倒
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
禅
風
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
大
慧
の
禅
に
は
、
こ
の
様
な
異

な
っ
た
家
風
の
禅
僧
と
並
列
さ
れ
得
る
、
様
々
な
要
素
が
具
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
明
代
末
期
に
吹
万
広
真
（
一
五
八
二
～
一
六
三
九
）
と
い
う
蜀
（
四
川
省
）
の
禅
僧
が
、
大
慧
派
を
中
興
し
た
と
し
て
問
題
と

な
り
、
当
時
の
禅
門
に
お
け
る
宗
旨
論
争
と
も
絡
み
あ
っ
て
、
大
慧
の
存
在
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
吹
万

に
つ
い
て
は
、
別
論
で
取
り
上
げ
る
が
（
拙
稿
「
明
末
に
お
け
る
大
慧
派
出
現
の
意
味
」
＝
『
吉
田
公
平
先
生
退
休
記
念
論
集
』
所
収
、

研
文
出
版
・
二
〇
一
三
年
三
月
出
版
予
定
）、
以
下
、
明
末
清
初
ま
で
続
い
た
「
大
慧
」
と
い
う
禅
僧
の
名
前
に
伴
う
イ
メ
ー
ジ
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
大
慧
の
後
世
に
お
け
る
評
価
に
関
わ
る
要
素
を
十
項
目
に
分
類
整
理
し
て
紹
介
し
た
い
。

（
一
）
看
話
禅
の
提
唱

　
大
慧
の
禅
に
お
け
る
最
大
の
特
色
と
さ
れ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
看
話
に
よ
る
禅
接
化
の
確
立
と
そ
の
唱
道
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
公
案
参
究
の
方
法
を
、「
無
字
」「
乾
屎
橛
」
な
ど
、
文
脈
や
論
理
に
沿
っ
た
理
解
が
通
用
し
な
い
「
無
義
味
」
と
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さ
れ
る
特
定
の
話
頭
に
限
定
特
化
し
た
も
の
で
、
動
静
一
貫
の
工
夫
に
よ
っ
て
必
ず
悟
道
で
き
る
と
い
う
、
悟
り
の
存
在
を
主

眼
と
し
て
い
た
。

　
そ
の
具
体
的
な
参
究
方
法
に
つ
い
て
は
、『
大
慧
書
』『
大
慧
法
語
』
に
詳
し
い
が（
1
）、「
工

修
行
の
や
り
方

夫
と
は
、
世
間
の
尽

煩
わ
し
い
物
事

労
に
思
い

を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
心
を
、〔
雲
門
の
〕「
乾
屎
橛
」〔
と
い
う
話
頭
〕
の
上
に
振
り
向
け
て
、
土
や
木
で
つ
く
っ
た
偶人

人形

の
よ

う
に
、
情迷

い
識の

心
が
は
た
ら
か
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
だ
（
所
謂
工
夫
者
、
思
量
世
間
塵
労
底
心
、
回
在
乾
屎
橛
上
、
令
情
識
不
行
、
如

土
木
偶
人
相
似
）」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
二
八
・
答
呂
舎
人
第
一
書
・T47-931c

）
と
あ
る
よ
う
に
、
散
乱
し
て
い
る
意
識
を
、
与
え

ら
れ
た
特
定
の
話
頭
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
要
点
と
さ
れ
る
。
大
慧
は
言
う
、

　
　�

た
だ
、
日
頃
、〔
あ
れ
こ
れ
〕
疑
問
が
起
こ
っ
た
所
で
、〔
話
頭
を
思
い
起
こ
し
て
〕
つ
ね
に
奮
起
さ
せ
、
つ
ね
に
目
覚
め

さ
せ
な
さ
い
。
た
と
え
ば
、
あ
る
僧
が
雲
門
禅
師
に
質
問
し
た
、「
仏
と
は
何
で
す
か
」。
雲
門
は
言
っ
た
、「
乾
屎
橛
」

と
。
た
だ
、
他
人
の
こ
と
を
疑
い
、
仏
や
祖
師
の
こ
と
を
疑
い
、〔
な
ぜ
〕
生
ま
れ
て
死
ぬ
の
か
と
疑
っ
て
い
る
心
を
、

「
乾
屎
橛
」
の
上
に
移
し
か
え
て
看
て
み
な
さ
い
。〔
話
頭
を
い
つ
も
〕
看
つ
づ
け
て
、
い
ま
述
べ
た
〔
そ
う
い
っ
た
〕
疑

い
が
、
に
わ
か
に
「
乾
屎
橛
」
の
上
で
消
息
が
途
絶
え
た
ら
、〔
そ
こ
が
〕
と
り
も
な
お
さ
ず
一
番
最
後
の
と
こ
ろ
（
＝

悟
り
）
な
の
だ
。

　
　
　�

但
於
平
昔
所
疑
処
、
時
時
提
撕
、
時
時
挙
覚
。
如
僧
問
雲
門
、
如
何
是
仏
。
門
云
、
乾
屎
橛
。
但
将
疑
他
人
、
疑
仏
祖
、
疑
生
死
底

心
、
移
來
乾
屎
橛
上
看
。
看
來
看
去
、
如
上
所
説
之
疑
、
驀
然
向
乾
屎
橛
上
絶
消
息
、
便
是
徹
頭
処
也
。（『
大
慧
禅
師
普
説
』
巻
四

付
録
・
示
妙
徳
居
士
法
語
・M

59-971b

）

　
こ
れ
以
後
の
中
国
禅
門
に
お
け
る
接
化
方
法
は
、
大
慧
の
看
話
指
示
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
大
慧
に
お
い
て
は
、

本
邦
の
白
隠
慧
鶴
の
よ
う
に
、
段
階
を
踏
む
公
案
の
体
系
化
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、「
一
悟
一
切
悟
」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
二
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七
・
答
劉
宝
学
・T47-925c

、『
大
慧
禅
師
普
説
』
巻
一
・
妙
円
居
士
張
検
点
祖
燈
請
普
説
・M

59-791a

、
巻
二
・
方
敷
文
請
普
説
・M

59-

854b

）
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
つ
の
話
頭
参
究
に
よ
る
一
悟
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た（
2
）。
と
は
い
え
、

悟
道
へ
至
る
確
実
な
手
段
と
し
て
今
日
に
至
る
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
る
修
行
方
法
で
あ
り
、
臨
済
禅
に
お
け
る
一
大
変
革
を
成

し
遂
げ
た
と
言
え
よ
う
。

（
二
）
黙
照
禅
批
判

　
大
慧
は
、
看
話
禅
の
唱
道
と
同
時
に
、「
近
年
こ
の
か
た
、
一
種
の
邪
師
が
い
て
、
黙
照
禅
を
説
い
て
い
る
（
近
年
以
来
、
有

一
種
邪
師
、
説
黙
照
禅
）」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
二
六
・
答
陳
少
卿
・T47-923a

）
な
ど
と
再
三
に
わ
た
っ
て
述
べ
、
黙
照
禅
を
批

判
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　
彼
が
批
判
す
る
黙
照
と
は
、
具
体
的
に
は
「
今
時
の
邪
師
た
ち
は
、
と
も
す
れ
ば
黙だ

照ま

っ
て
静す

坐わ

る
の
を
究
極
の
法真

理
だ
と
し

て
い
る
（
今
時
邪
師
輩
、
多
以
黙
照
静
坐
為
究
竟
法
）」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
二
六
・
答
陳
少
卿
第
二
書
・T47-923c

）
と
言
っ
て
い
る

様
に
、
静
か
に
坐
る
こ
と
だ
け
を
勧
め
る
輩
を
指
し
て
い
る
。
禅
宗
で
は
、『
六
祖
壇
経
』
の
「
禅
門
で
い
う
坐
禅
と
は
、
…

ジ
ッ
と
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
（
此
門
坐
禅
…
亦
不
是
不
動
）」（
坐
禅
第
五
・T48-353b

）
と
い
う
言
葉
や
、
南
嶽
懐
譲
が
馬
祖

道
一
に
向
か
っ
て
「
坐
禅
し
て
仏
に
な
ろ
う
と
す
る
の
は
、
塼か

わ
らを

磨
い
て
鏡
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
」
と
言
っ
た
有
名
な

「
磨ま

塼せ
ん

作さ

鏡き
ょ
う」（『

景
徳
伝
燈
録
』
巻
五
・
南
嶽
懐
譲
禅
師
条
、T51-240c
）
の
話
に
見
え
る
よ
う
に
、
静
坐
を
否
定
的
に
扱
う
表
現
も

見
ら
れ
る
が
、
達
磨
の
「
九
年
面
壁
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
践
に
お
い
て
は
当
然
、
静
坐
の
工
夫
を
行
な
っ
て
い
る
。

大
慧
自
身
も
、「
雲わ

た
し門

は
日
頃
、
人修

行
者に

静
か
な
と
こ
ろ
で
坐
禅
し
て
工
夫
を
さ
せ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
雲
門
尋
常
不
是
不
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教
人
坐
禅
向
静
処
做
工
夫
）」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
二
五
・
答
曾
侍
郎
第
三
書
・T47-918b

）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
動
静
一
貫

の
工
夫
を
重
視
す
る
看
話
禅
を
主
張
す
る
大
慧
は
、
達
磨
の
「
九
年
面
壁
」
に
つ
い
て
、
次
の
様
に
言
っ
て
い
る
。

　
　�
老達

磨
大
師胡

が
〔
少
林
寺
で
〕
九
年
〔
間
ひ
っ
そ
り
と
坐
っ
て
い
た
〕
と
い
う
話ふ

ざ
け
た
話堕

を
、
残
念
な
こ
と
に
当
時
見
逃
し
て
し
ま
っ

た
か
ら
、
黙
照
の
徒や

か
らを

鬼墓

窟穴

で
長
年
坐
り
込
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

　
　
　�

老
胡
九
年
話
堕
、
可
惜
当
時
放
過
、
致
令
黙
照
之
徒
、
鬼
窟
長
年
打
坐
。（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
六
・
上
堂
・T47-836b

）

　
で
は
、
な
ぜ
大
慧
は
静
坐
を
重
視
す
る
黙
照
禅
を
批
判
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
慧
の
黙
照
批
判
は
、
静
坐
そ
の
も
の
に
対

し
て
で
は
な
く
、「
ま
っ
た
く
妙
悟
を
求
め
な
い
（
更
不
求
妙
悟
）」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
二
六
・
答
陳
少
卿
・T47-923a

）
と
い
う

点
に
向
け
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　�

今
、
黙
照
の
邪
師
た
ち
は
、
た
だ
黙
っ
て
何
も
言
わ
な
い
の
を
極最

高
の
真
理則

だ
と
し
、
威仏

が
出
る
前
の
状
態

音
那
畔
の
事
と
喚
び
、
ま
た
空天

地
開
闢劫

以
前

の
事
と
喚
ん
で
、
悟
門
が
あ
る
の
を
信
じ
な
い
で
、
悟
り
を
う
そ

0

0

だ
と
し
、
悟
り
を
第
二
義
だ
と
し
、
悟
り
を
方手

便段

と
し

て
の
言
葉
だ
と
し
、
悟
り
を
接誘

引導

の
た
め
の
言
葉
だ
と
し
て
い
る
。

　
　
　�

而
今
黙
照
邪
師
輩
、
只
以
無
言
無
説
為
極
則
、
喚
作
威
音
那
畔
事
、
亦
喚
作
空
劫
已
前
事
。
不
信
有
悟
門
。
以
悟
為
誑
、
以
悟
為
第

二
頭
、
以
悟
為
方
便
語
、
以
悟
為
接
引
之
辞
。（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
二
八
・
答
宗
直
閣
・T47-933c

）

　
大
慧
の
看
話
禅
は
、「
仏
道
を
学
ぶ
の
に
他
の
手
立
て
は
な
い
。〔『
潙
山
警
策
』
に
も
あ
る
よ
う
に
〕
悟
る
こ
と
が
則き

ま
りな

の

だ
（
学
道
無
他
術
。
以
悟
為
則
）」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
二
〇
・
示
真
如
道
人
・T47-895a

）
と
述
べ
た
よ
う
に
、「
悟
」
が
必
須
で

あ
り
、
黙
照
禅
批
判
は
看
話
禅
の
唱
道
と
表
裏
を
な
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
黙
照
禅
と
し
て
大
慧
が
批
判
し
た
の
は
、
具
体
的
に
は
誰
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
慧
と
同
時
代
、
天
童
山

に
住
し
て
い
た
禅
僧
に
洞
門
の
宏
智
正
覚
（
一
〇
九
一
～
一
一
一
五
七
）
が
あ
り
、
宏
智
に
は
「
黙
照
銘
」（『
宏
智
禅
師
広
録
』
巻
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八
・T48-100a

）
の
著
が
あ
っ
て
、「
黙
照
」
を
唱
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
従
来
、
大
慧
が
批
判
し
た
「
黙
照
禅
」
は
、
宏
智

を
指
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が（
3
）、
近
年
、
大
慧
が
指
弾
し
た
の
は
、
宏
智
の
師
兄
で
あ
る
真
歇
清
了
（
一
〇
八
八
～

一
一
五
一
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（
4
）。

（
三
）
竹
　
　
篦

　
問
答
接
化
の
際
、
大
慧
は
棒
喝
機
用
を
多
用
し
て
お
り
、
大
慧
の
禅
は
決
し
て
看
話
一
辺
倒
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
棒
喝

の
使
用
は
臨
済
の
末
裔
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、『
大
慧
禅
師
語
録
』
の
「
上
堂
」「
示
衆
」
に
は
「
喝
一
喝
」
の

使
用
例
が
五
十
個
所
以
上
見
え
て
お
り
、
頻
度
が
高
い
。
棒
打
に
つ
い
て
は
「
上
堂
」「
示
衆
」
に
は
三
例
だ
け
だ
が
、
大
慧

に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
室
内
に
お
け
る
竹
篦
の
多
用
で
あ
っ
た
。
大
慧
の
竹
篦
が
、
臨
済
下
第
五
世
の
首
山
省
念
（
九
二

六
～
九
九
三
）
の
「
首
山
竹
篦
」
の
公
案
（
後
に
『
無
門
関
』
第
四
三
則
に
入
れ
ら
れ
る
）
と
の
関
わ
り
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

「
師
（
＝
大
慧
）
は
室
内
で
常
に
竹
篦
を
持
ち
上
げ
て
、
修
行
者
に
、『
竹
篦
と
呼
ぶ
な
ら
〔
執
着
の
罪
に
〕
触
れ
る
し
、
竹
篦

と
呼
ば
な
い
な
ら
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
』
と
質
問
し
、
弟
子
た
ち
は
下回

語答

し
た
が
、
誰
も
認
め
て
も
ら
え
な
か
っ
た
（
師
室

中
常
挙
篦
問
学
者
曰
、
喚
作
竹
篦
則
触
、
不
喚
作
竹
篦
則
背
。
衆
下
語
皆
不
契
）」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
一
〇
・
頌
古
・T47-856a

）
と
あ

る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
が（
5
）、
単
な
る
竹
箆
の
公
案
の
使
用
だ
け
で
な
く
、
竹
篦
に
よ
る
棒
打
を
実
行
し
て
い
た
。
大
慧

の
「
室
中
機
縁
」
二
十
二
条
中
、
最
終
条
に
「
師
（
＝
大
慧
）
は
言
葉
を
言
い
終
わ
っ
て
か
ら
竹
篦
で
一
発
打な

ぐ
っ
て
言
っ
た
、

『
答
え
て
み
ろ
、
こ
れ
は
お
前
を
賞
め
た
の
か
、
お
前
を
罰
し
た
の
か
』
と
（
師
随
後
打
一
竹
篦
云
、
且
道
、
是
賞
爾
是
罰
爾
）」

（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
九
・850b

）
と
あ
り
、
そ
の
他
、
竹
篦
を
使
用
し
た
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
「
打
」
の
場
面
が
十
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六
個
所
出
て
い
る（
6
）。

　
ま
た
、「
自
讃
」
の
中
で
、
大
慧
自
ら
次
の
様
に
述
べ
て
お
り
、
室
内
に
お
け
る
竹
篦
に
よ
る
棒
打
の
多
用
が
窺
わ
れ
る
。

　
　�
こ
の
粗
野
な
和
尚
は
、〔
恐
ろ
し
く
て
〕
近
寄
れ
る
人
が
少
な
く
、
黒
漆
の
粗
末
な
竹
篦
で
、
仏
が
や
っ
て
来
て
も
一い

っ
棒ぱ

つ

く
ら
わ
す
。

　
　
　�

這
箇
村
和
尚
、
少
人
能
近
傍
。
黒
漆
麁
竹
篦
、
仏
来
也
一
棒
。（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
一
二
・
呉
提
刑
請
讃
・T47-860b

）

　
後
代
、
大
慧
の
禅
に
お
け
る
竹
篦
の
存
在
が
著
名
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
明
末
臨
済
宗
の
漢
月
法
蔵
（
一
五
七
三
～
一
六
三
五
）

が
、「
日
頃
、
大
慧
禅
師
の
竹
篦
の
話公

案

で
修
行
者
を
接
化
し
て
い
た
（
師
生
平
以
大
慧
禅
師
竹
篦
子
話
接
人
）」（『
三
峰
清
涼
寺
志
』

巻
一
二
・
潭
吉
弘
忍
撰
「
三
峰
蔵
禅
師
行
状
」・13b

）
と
さ
れ
、
そ
の
法
孫
に
当
た
る
晦
山
戒
顕
（
一
六
一
〇
～
一
六
七
二
）
が
「
竹

篦
は
、
首
山
か
ら
始
ま
り
、
大
慧
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、
三
峰
（
漢
月
）
で
再
興
さ
れ
た
（
蓋
竹
篦
起
自
首
山
、
盛
行
於
大
慧
、
再
興

於
三
峰
）」（『
禅
門
鍛
錬
説
』
垂
手
鍛
錬
第
五
・Z112-496d

）
と
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

（
四
）『
碧
巌
録
』
の
棄
板

　『
碧
巌
録
』
百
則
は
、
大
慧
の
嗣
法
師
で
あ
る
圜
悟
克
勤
の
著
と
し
て
名
高
い
が
、『
碧
巌
録
』
の
序
文
に
拠
れ
ば
、
大
慧
は

そ
の
板
木
を
焼
却
廃
棄
し
た
と
さ
れ
る（
7
）。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
、
南
宋
・
黄
龍
派
の
心
聞
曇
賁
（
生
卒
年
不
詳
）
は
次
の
様

に
述
べ
て
い
る
。

　
　�

教
外
別
伝
の
道
は
、
至
っ
て
簡
要
で
あ
り
、
も
と
も
と
説
く
べ
き
こ
と
は
な
い
。
先
輩
方
は
疑
う
こ
と
な
く
〔
教
外
別
伝

を
〕
実
行
し
、
変
え
る
こ
と
な
く
守
っ
て
き
た
。〔
と
こ
ろ
が
〕
天
禧
年
間
（
一
〇
一
七
～
一
〇
二
一
）、
雪
竇
重
顕
は
雄
弁
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博
学
の
才
能
に
よ
っ
て
、
善
意
か
ら
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
て
、
新
た
な
指
導
法
を
求
め
、
汾
陽
善
昭
の
あ
と
を
継
い
で
頌
古

を
つ
く
っ
て
、
当
世
の
修
行
者
を
丸
め
込
み
、
禅
宗
の
特
色
が
こ
れ
に
よ
っ
て
一
変
し
て
し
ま
っ
た
。〔
北
宋
最
末
期

の
〕
政
和
・
宣
和（
8
）年
間
（
一
一
一
一
～
一
一
二
五
）
に
な
っ
て
、
圜
悟
克
勤
が
更
に
自
分
の
考
え
〔
で
雪
竇
の
頌
古
に

評
釈
〕
を
付
け
、
別
に
『
碧
巌
集
』
と
し
た
。
そ
の
頃
、
開
福
道
寧
・
死
心
悟
新
・
霊
源
惟
清
・
仏
鑑
慧
懃
と
い
っ
た
、

古
人
を
超
え
る
ほ
ど
の
純
然
た
る
禅
僧
た
ち
が
い
た
が
、
だ
れ
も
そ
の
説
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
若

い
修
行
者
た
ち
は
、
そ
の
言
葉
を
珍
重
し
て
、
朝
か
ら
晩
ま
で
読
み
習
い
、
こ
の
上
な
い
学
問
だ
と
思
っ
て
、
そ
の
非
を

悟
る
も
の
が
い
な
か
っ
た
。
痛
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
修
行
者
の
心
配
り
が
ダ
メ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

紹
興
年
間
（
一
一
三
一
～
一
一
六
二
）
の
初
め
に
、
仏
日
大
師
（
＝
大
慧
）
が
閩
（
福
建
省
）
に
入
り（
9
）、
修
行
者
が
〔
圜
悟

の
『
碧
巌
録
』
の
評
唱
に
〕
引
き
ず
ら
れ
て
引
き
返
せ
ず
、
日
に
日
に
か
け
ず
り
回
り
、
し
み
込
ん
で
弊
害
と
な
っ
て
い

る
の
を
目
に
し
、
そ
の
板
木
を
破
砕
し
、
そ
の
説
を
退
け
た
。

　
　
　�

教
外
別
伝
之
道
、
至
簡
至
要
、
初
無
他
説
。
前
輩
行
之
不
疑
、
守
之
不
易
。
天
禧
間
、
雪
竇
以
辯
博
之
才
、
美
意
變
弄
、
求
新
琢
巧
、

継
汾
陽
為
頌
古
、
籠
絡
当
世
学
者
、
宗
風
由
此
一
変
矣
。
逮
宣
政
間
、
圓
悟
又
出
己
意
、
離
之
為
碧
巌
集
。
彼
時
邁
古
淳
全
之
士
、

如
寧
道
者
・
死
心
・
霊
源
・
仏
鑑
諸
老
、
皆
莫
能
迴
其
説
。
於
是
新
進
後
生
、
珍
重
其
語
、
朝
誦
暮
習
、
謂
之
至
学
、
莫
有
悟
其
非

者
。
痛
哉
。
学
者
之
心
術
壊
矣
。
紹
興
初
、
仏
日
入
閩
、
見
学
者
牽
之
不
返
、
日
馳
月
騖
、
浸
漬
成
弊
、
即
碎
其
板
闢
其
説
。（『
禅

林
宝
訓
』
巻
四
・T48-1036b

）

　
大
慧
の
『
碧
巌
録
』
毀
板
に
よ
る
評
唱
禅
の
否
定
が
、「
言
句
ば
か
り
学
ん
で
、
言
句
の
中
で
奇
特
な
想
像
を
起
こ
す
（
多

学
言
句
、
於
言
句
中
作
奇
特
想
）」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
二
〇
・
示
真
如
道
人
・T47-895b

）
と
い
う
知
解
の
弊
害
に
向
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
も
あ
れ
、
毀
板
と
い
う
派
手
な
手
段
を
用
い
た
示
威
行
動
は
、
大
慧
の
禅
風
を
示
す
も
の
と
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し
て
、
後
世
、
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る（
10
）。

　
そ
の
一
方
で
大
慧
は
、
唐
宋
の
上
堂
・
示
衆
・
問
答
を
集
め
た
『
正
法
眼
蔵
』
六
巻（
11
）を
編
輯
し
て
い
る
。
評
唱
を
主
と

し
た
『
碧
巌
録
』
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
の
、
そ
の
一
部
の
条
に
は
簡
単
な
著
語
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
単
な
る
無
義
味

の
公
案
集
で
は
な
く
理
致
的
な
側
面
も
備
え
て
い
る（
12
）。

　
た
だ
、
大
慧
は
こ
の
書
物
編
纂
の
意
図
に
つ
い
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
お
り
、
そ
の
目
的
は
あ
く
ま
で
修
行
者
を
悟
道
に
向

か
わ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
知
解
の
弊
害
を
も
た
ら
す
危
険
性
を
孕
ん
だ
評
唱
と
は
一
線
を
画
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
　�

思
う
に
、
衆
生
の
根能

器力

が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
、
祖
師
方
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
手
だ
て
を
立
て
て
、
衆
生
の
機資

根質

に
〔
合

わ
せ
て
〕
準
備
を
し
、
機資

根質

に
し
た
が
っ
て
教
化
し
た
の
だ
。
…
だ
か
ら
『
正
法
眼
蔵
』
を
編
集
す
る
の
に
、
雲
門
・
臨

済
・
曹
洞
・
潙
仰
・
法
眼
の
各
宗
を
問
わ
ず
、
人
を
悟
入
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
正
し
い
知
見
が
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て

収
載
し
た
の
だ
。

　
　
　�

蓋
衆
生
根
器
不
同
故
、
従
上
諸
祖
、
各
立
門
戸
施
設
、
備
衆
生
機
、
随
機
攝
化
。
…
所
以
集
正
法
眼
蔵
、
不
分
門
類
、
不
問
雲
門
臨

済
曹
洞
潙
仰
法
眼
宗
、
但
有
正
知
正
見
、
可
以
令
人
悟
入
者
、
皆
収
之
。（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
二
九
・
答
張
侍
郎
・T47-937b

）

　
尚
、
こ
の
『
正
法
眼
蔵
』
は
、
日
本
の
道
元
禅
師
が
、
そ
れ
に
対
抗
も
し
く
は
踏
襲
し
て
同
名
の
書
物
を
出
し
た
こ
と
で
知

ら
れ
て
い
る（
13
）。

（
五
）
流
　
　
罪

　
順
風
満
帆
の
人
生
よ
り
、
苦
し
く
長
期
間
に
わ
た
る
受
難
と
そ
の
超
克
は
劇
的
で
あ
り
、
一
つ
の
見
せ
場
と
な
る
。
大
慧
も
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法
難
に
遭
遇
し
て
、
配
流
の
辛
酸
を
嘗
め
て
い
る
。

　
大
慧
は
事
に
連
座
し
て
紹
興
十
一
年
（
一
一
四
一
）
五
月
、
径
山
住
持
を
解
か
れ
、
追
牒
さ
れ
て
七
月
に
衡
州
（
湖
南
省
）
に

貶
さ
れ
、
九
年
後
の
紹
興
二
十
年
（
一
一
五
〇
）
に
は
梅
州
（
広
東
省
）
に
移
さ
れ
、
こ
こ
で
五
年
間
、
紹
興
二
十
五
年
（
一
一

五
五
）
冬
に
恩
赦
を
蒙
る
ま
で
、
都
合
十
五
年
の
流
謫
生
活
を
送
っ
て
い
る
（『
大
慧
普
覚
禅
師
年
譜
』
当
該
年
条
参
照
）。
特
に
梅

州
は
瘴
癘
の
地
と
し
て
知
ら
れ
、
随
行
し
た
弟
子
の
中
で
「
梅
州
に
死
す
る
も
の
六
十
有
三
人
（
其
死
於
梅
州
六
十
有
三
人
）」

（『
雲
臥
紀
譚
』
巻
下
付
録
・
雲
臥
庵
主
書
・Z148-23c

）
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
た
覚
範
慧
洪
（
一

〇
七
一
～
一
一
二
八
）
も
、
讒
訴
な
ど
に
よ
り
四
度
の
入
獄
を
経
験
し
（『
続
伝
燈
録
』
巻
二
二
・T51-620a~c

）、
そ
の
三
度
目
の

政
和
元
年
（
一
一
一
一
）
に
は
海
南
島
に
流
さ
れ
て
い
る
が
、
三
年
で
赦
免
を
蒙
っ
て
お
り
（
同
上
・『
仏
祖
歴
代
通
載
』
巻
一
九
・

T49-683b

）、
期
間
の
長
さ
か
ら
言
え
ば
大
慧
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

　
大
慧
の
流
罪
の
直
接
の
原
因
は
、
仏
教
そ
の
も
の
に
対
す
る
弾
圧
で
は
な
く
、
政
局
と
の
絡
み
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大

慧
が
活
躍
し
た
時
代
は
、
金
の
南
下
に
よ
り
宋
王
朝
内
で
金
に
対
す
る
主
戦
派
と
講
和
派
が
対
立
し
て
い
た
が
、
大
慧
は
張
浚

（
一
〇
九
七
～
一
一
六
四
・
字
は
徳
遠
）
や
張
九
成
（
一
〇
九
二
～
一
一
五
九
・
字
は
子
韶
）
と
い
っ
た
主
戦
派
の
士
大
夫
と
深
い
つ
な

が
り
を
持
っ
て
お
り
、『
宋
史
』
は
張
九
成
と
の
関
係
で
講
和
派
の
秦
檜
（
一
〇
九
〇
～
一
一
五
五
）
か
ら
疎
ま
れ
た
た
め
の
流

謫
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
巻
三
七
四
・
列
伝
・
張
九
成
・p.11579

）。
流
罪
に
な
っ
た
紹
興
十
一
年
と
い
え
ば
、
六
月
に
秦
檜

が
尚
書
左
僕
射
（
＝
左
丞
相
）
に
特
進
し
、
十
一
月
に
金
国
と
の
和
議
が
成
立
し
、
十
二
月
に
主
戦
派
の
岳
飛
（
一
一
〇
三
～
一

一
四
一
）
が
誅
殺
さ
れ
た
年
で
あ
る
（『
宋
史
』
巻
二
九
・p.549~551
）。

　
僧
侶
で
政
治
事
件
に
連
座
し
て
投
獄
さ
れ
た
僧
侶
は
数
多
い
が
、
明
初
、
胡
惟
庸
の
獄
に
連
座
し
て
処
刑
さ
れ
た
見
心
来
復

（
一
三
一
九
～
一
三
九
一
）
や
、
明
末
、
皇
太
子
冊
立
に
関
わ
る
怪
文
書
事
件
に
絡
ん
で
罪
に
問
わ
れ
て
獄
中
死
し
た
紫
栢
真
可
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（
一
五
四
三
～
一
六
〇
三
）
と
は
違
い
、
大
慧
は
赦
免
後
に
宗
門
の
ト
ッ
プ
に
返
り
咲
き
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
も
彼
の

評
価
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
六
）
士
大
夫
と
の
交
流

　
禅
僧
に
限
ら
ず
、
護
法
と
し
て
の
国
王
・
大
臣
・
官
僚
と
の
関
わ
り
は
仏
教
で
は
珍
し
く
な
い
が
、
大
慧
に
お
い
て
は
特
に

顕
著
で
あ
り
、『
大
慧
書
』
や
『
大
慧
法
語
』
の
題
目
に
並
べ
ら
れ
た
数
多
く
の
居
士
の
名
前
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

幅
広
い
士
大
夫
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
。
特
に
流
罪
か
ら
放
免
さ
れ
て
径
山
に
返
り
咲
い
て
後
、
主
戦
派
・
講
和
派
を
問
わ
ず
、

高
位
高
官
と
の
交
流
が
広
が
っ
て
い
た
。
大
慧
は
遷
化
に
当
た
っ
て
講
和
派
で
あ
っ
た
左
僕
射
（
＝
左
丞
相
）
の
湯
思
退
（
？
～

一
一
六
四
・
字
は
進
之
）
と
、
右
僕
射
（
＝
右
丞
相
）
で
あ
っ
た
主
戦
派
の
張
浚
（
一
〇
九
七
～
一
一
六
四
・
字
は
徳
遠
）
と
の
二
人

に
外
護
を
嘱
し
た
と
い
う
（『
大
慧
禅
師
年
譜
』62a

）。
こ
の
無
節
操
と
も
言
え
る
大
慧
の
態
度
に
つ
い
て
、
南
宋
の
朱
熹
（
一

一
三
〇
～
一
二
〇
〇
）
は
批
判
的
な
立
場
か
ら
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

　
　�

大
慧
宗
杲
は
中
央
政
界
の
高
貴
な
権
力
者
と
仲
が
良
く
、
湯
思
退
と
張
浚
の
二
人
は
水
と
火
の
よ
う
に
相
容
れ
な
い
間
柄

だ
っ
た
の
に
、
宗
杲
は
両
者
ど
ち
ら
と
も
仲
が
良
か
っ
た
。

　
　
　�

如
杲
老
、
与
中
貴
権
要
及
士
夫
皆
好
。
湯
思
退
与
張
魏
公
、
如
水
火
、
杲
老
与
湯
張
皆
好
。（『
朱
子
語
類
』
巻
一
二
六
、
和
刻
本
・

33b

）

　
大
慧
が
孝
宗
か
ら
「
大
慧
禅
師
」
の
号
を
特
賜
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
（『
大
慧
禅
師
年
譜
』61a

）。
動
中
の

工
夫
を
主
眼
と
す
る
看
話
禅
が
、
士
大
夫
へ
の
接
化
に
威
力
を
発
揮
し
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
が
、
こ
の
よ
う
な
士
大
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夫
へ
の
接
近
こ
そ
が
、
投
獄
や
流
罪
な
ど
の
危
険
性
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
清
初
、
雍
正
帝
か
ら
大
慧
が
嫌
悪
さ

れ
る
原
因
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る（
14
）。

（
七
）
儒
仏
一
致
・
三
教
一
致

　
前
項
と
深
い
繋
が
り
が
あ
る
項
目
だ
が
、
士
大
夫
を
始
め
と
す
る
在
俗
の
倫
理
規
範
で
あ
る
儒
教
や
、
世
俗
宗
教
と
し
て
強

大
な
力
を
持
つ
道
教
と
の
宥
和
を
図
る
た
め
に
、
儒
仏
一
致
・
三
教
一
致
を
唱
え
た
こ
と
も
、
大
慧
の
特
色
と
し
て
良
く
知
ら

れ
て
い
る（
15
）。
大
慧
は
、「
世儒

間教

と
出仏

　
　教

世
間
と
は
、
も
と
も
と
行
き
着
く
先
は
い
っ
し
ょ
だ
（
世
出
世
間
初
無
二
致
）」（『
大
慧
禅

師
普
説
』
巻
四
・
湯
丞
相
請
普
説
・468c
）
と
言
い
、「
三
教
の
聖
人
は
教
え
の
立
て
方
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
道
の
帰
着
す

る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
（
三
教
聖
人
立
教
雖
異
、
而
其
道
同
帰
）」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
二
二
・
示
張
太
尉
・T47-906b

）
と
述
べ

た
。
そ
の
三
教
一
致
の
根
拠
は
、
次
の
資
料
に
見
え
る
よ
う
に
、
禅
の
悟
り
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
万
人
本
具
の
仏
心
に
置

か
れ
て
い
た
。

　
　�

こ
の
〔
人
生
の
〕
一
大
事
因
縁
は
、
生
ま
れ
る
こ
と
も
な
く
滅
す
る
こ
と
も
な
く
、
出
て
く
る
こ
と
も
な
く
無
く
な
る
こ

と
も
な
い
、
す
べ
て
各
人
の
広
大
な
寂さ

と
り滅

の
妙こ

こ
ろ心

の
中
か
ら
あ
ふ
れ
出
た
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
〔
こ
の
〕
世
界
が
な
い
時

に
、
す
で
に
こ
の
性こ

こ
ろは

存
在
し
て
お
り
、
円
満
で
動
揺
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。〔
こ
の
世
界
が
〕
混
沌
と
し
た
状

態
か
ら
出
来
上
が
っ
て
か
ら
、
上
に
は
君
主
が
、
下
に
は
臣
下
が
お
り
、
親
子
は
家
で
仲
良
く
暮
ら
し
、
尊
卑
は
位
を
異

に
し
、
士
農
工
商
も
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
人
の
根
性
に
し
た
が
っ
て
、
皆
な
〔
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
〕
受う

用け

る
こ
と
に
な
っ
た
。

だ
か
ら
、
大
地
が
〔
万
物
を
〕
生
み
育
て
る
の
に
は
陰
陽
や
寒
暑
が
あ
り
、
立
派
な
王
の
治
世
に
は
生
殺
や
賞
罰
が
あ
り
、
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仏
法
が
行
わ
れ
る
の
に
は
権
実
や
頓
漸
が
あ
り
、
孔
子
が
教
え
を
敷
く
に
は
礼
や
楽
が
あ
〔
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い

が
生
じ
〕
る
の
で
あ
る
。
後
世
の
学修

行
者者

は
こ
れ
ら
に
依
拠
し
て
実
践
す
る
わ
け
だ
が
、
一
家
が
こ
れ
に
依
拠
す
れ
ば
一
家

は
無
事
だ
し
、
一
国
が
こ
れ
に
依
拠
す
れ
ば
一
国
は
安
泰
と
な
る
。
こ
れ
〔
ら
の
作
用
〕
も
外
か
ら
来
る
の
で
は
な
く
、

す
べ
て
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
〔
心
に
具
わ
っ
た
〕
般智

若慧

の
妙は

た
ら
き用

な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
〔
そ
の
〕
用は

た
処ら

き
に
は
、
万
物
を
生

み
だ
す
春
と
い
う
も
の
に
姿
形
が
無
い
よ
う
に
、
痕
跡
が
な
い
。
姿
形
は
無
い
け
れ
ど
も
、
紅
い
桃
の
花
や
白
い
李す

も
もの

花

や
、
草
木
が
生
い
茂
っ
た
と
こ
ろ
を
目
に
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
春
の
影す

が
た子

な
の
で
あ
る
。
士
大
夫
が
、
仁
義
礼
智
信
〔
の

五
常
〕
に
つ
い
て
〔
霊
妙
な
は
た
ら
き
を
〕
受う

用け

る
の
も
同
様
で
あ
り
、
一
切
の
生ひ

と
び
と霊

を
生
か
す
鍵
が
、〔
公
文
書
を
作

成
す
る
〕
筆
先
で
ひ
と
り
で
に
開
い
て
、
不
可
思
議
な
利
益
〔
が
手
に
入
る
〕
事
柄
が
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
。〔
ま

た
〕
出
家
し
た
士ひ

と
が
、
も
し
戒
定
慧
と
い
う
三
無
漏
の
学
を
具
え
た
な
ら
ば
、
そ
れ
で
こ
そ
本
物
の
衲
僧
で
あ
る
し
、
道

家
の
人
た
ち
な
ら
、
一
に
慈
悲
、
二
に
倹
約
、
三
に
〔
人
々
の
〕
先
頭
に
は
立
た
な
い
〔
と
い
う
『
老
子
』
第
六
七
章
に

見
え
る
「
三
宝
」〕
を
実
践
で
き
れ
ば
、〔
第
三
七
章
に
あ
る
〕
無
為
な
る
道
に
造い

た
る
こ
と
が
で
き
る
。〔
儒
教
に
し
ろ
、

仏
教
に
し
ろ
、
道
教
に
し
ろ
〕
そ
う
な
っ
て
こ
そ
、
一
〔
な
る
心
が
〕
即
ち
一
切
〔
の
世
界
〕
で
あ
り
、
一
切
〔
の
世

界
〕
が
即
ち
一
〔
な
る
心
〕
で
あ
り
、
す
べ
て
吾
が
心
の
常も

ち
分ま

え
で
あ
っ
て
、
別
の
術手

立
てを

借
り
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

が
分
か
る
だ
ろ
う
。

　
　
　�

当
知
此
一
段
大
事
因
縁
、
不
生
不
滅
、
無
去
無
来
、
尽
従
各
各
当
人
広
大
寂
滅
妙
心
中
流
出
。
未
有
世
界
、
早
有
此
性
、
円
陀
陀
地
、

不
動
不
変
。
及
乎
混
元
剖
判
之
後
、
上
則
有
君
、
下
則
有
臣
、
父
子
親
其
居
、
尊
卑
異
其
位
、
以
至
士
農
工
商
、
一
一
随
其
根
性
、

皆
得
受
用
。
是
故
大
地
造
化
、
有
陰
有
陽
、
有
寒
有
暑
。
明
王
治
世
、
有
生
有
殺
、
有
賞
有
罰
。
仏
法
流
行
、
有
権
有
実
、
有
頓
有

漸
。
孔
老
設
教
、
有
礼
有
楽
。
後
之
学
者
依
而
行
之
。
一
家
依
之
則
一
家
無
事
、
一
国
依
之
則
一
国
寧
肅
。
此
亦
不
従
外
来
、
皆
是
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各
各
当
人
般
若
妙
用
。
然
用
処
亦
無
迹
、
如
春
行
万
物
本
無
形
模
。
雖
無
形
模
、
但
観
桃
紅
李
白
、
草
木
栄
茂
処
、
即
是
春
之
影
子

也
。
士
大
夫
於
仁
義
礼
智
信
得
受
用
、
亦
復
如
是
。
能
活
一
切
生
霊
関
棙
子
、
自
然
向
筆
頭
上
転
、
成
就
不
思
議
利
益
之
事
。
出
家

之
士
、
若
具
戒
定
慧
三
無
漏
学
、
方
為
本
分
衲
僧
。
道
家
者
流
、
行
得
一
慈
二
儉
三
不
敢
為
天
下
先
、
可
以
造
無
為
之
道
。
然
後
知

一
即
一
切
、
一
切
即
一
、
皆
吾
心
之
常
分
、
非
假
於
他
術
。（『
大
慧
禅
師
普
説
』
巻
三
・
楊
撫
幹
請
普
説
・M

59-922b

）

　
大
慧
に
は
、
明
教
契
嵩
（
一
〇
〇
七
～
一
〇
七
二
）
の
『
輔
教
編
』
三
巻
な
ど
の
よ
う
な
、
儒
仏
一
致
な
ど
に
関
す
る
纏
ま
っ

た
著
述
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
考
え
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
様
な
融
合
思
想
が
、
行
き
着
く
先
は
、
大
慧
に
帰
依
し
て
い
た
孝
宗
が
著
し
た
「
原
道
弁
」
に
見
え
る
、「
仏
教
で
心

を
修
め
、
道
教
で
命
を
養
い
、
儒
教
で
こ
の
世
を
修
め
れ
ば
良
い
の
だ
（
以
仏
修
心
、
以
道
養
生
、
以
儒
治
世
、
則
可
也
）」（『
鄮
峰

真
隠
漫
録
』
巻
一
〇
・
奏
議
回
奏
宣
示
御
製
原
道
辨
・2b

）
と
い
っ
た
言
葉
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
八
）
愛
国
心

　
大
慧
の
儒
仏
一
致
思
想
は
、
表
面
的
な
論
理
の
主
張
だ
け
で
な
く
、
そ
の
裡
面
に
は
、「
私
は
仏
教
を
学
ぶ
〔
出
家
者
〕
で

は
あ
る
が
、
主
君
を
愛
し
国
家
を
憂
え
る
心
は
、
忠
義
の
士
大
夫
と
同
じ
だ
（
予
雖
学
仏
者
、
然
愛
君
憂
国
之
心
、
与
忠
義
士
大
夫

等
）」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
二
四
・
示
成
機
宜
・T47-912c

）
と
い
う
熱
い
愛
国
心
が
あ
っ
た
。
大
慧
は
、
禅
の
一
悟
の
世
間
に
対

す
る
威
力
に
つ
い
て
、「
も
し
こ
の
様
に
〔
悟
る
こ
と
が
〕
で
き
た
な
ら
ば
、
生
死
〔
輪
廻
〕
の
道
筋
の
上
で
力
を
得
ら
れ
る

だ
け
で
な
く
、
他
日
、
再
び
鈞政

軸柄

を
秉と

っ
て
、
君
主
を
〔
古
代
の
聖
人
で
あ
る
〕
堯
や
舜
よ
り
立
派
に
す
る
の
も
容た

や
す易

い
こ
と

で
あ
る
（
果
能
如
是
、
豈
独
於
生
死
路
上
得
力
。
異
日
再
秉
鈞
軸
。
致
君
於
堯
舜
之
上
。
如
指
諸
掌
耳
）」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
二
六
・
答
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富
枢
密
第
二
書
・T47-922a

）
と
ま
で
豪
語
し
て
い
た
。

　
大
護
法
で
あ
っ
た
張
浚
は
、
大
慧
に
つ
い
て
、「
師
（
＝
大
慧
）
は
方仏

外教

の
士
で
は
あ
っ
た
が
、
君
臣
・
親
子
の
義
理
に
篤

か
っ
た
。
時
事
に
〔
話
が
〕
及
ぶ
ご
と
に
、
君
主
を
愛
し
時
勢
を
憂
え
〔
る
気
持
ち
が
〕、
語
気
に
示
さ
れ
た
が
、
そ
の
論
議

は
甚
だ
正
確
で
あ
っ
た
（
師
雖
為
方
外
士
而
義
篤
君
親
。
毎
及
時
事
、
愛
君
憂
時
、
見
之
詞
気
。
其
論
甚
正
確
）」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻

六
付
録
・
張
浚
撰
大
慧
普
覚
禅
師
塔
銘
・T47-837a

）
と
称
賛
し
て
い
る
。
だ
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
世
事
に
容
喙
す
る
こ
と
は
、

出
家
者
の
行
な
い
と
し
て
論
議
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
大
慧
が
配
流
に
な
っ
た
原
因
は
、
彼
が
「
力
を
尽
く
し
て
権
勢

を
持
っ
た
臣
下
を
批
判
し
、
豪
快
な
気
性
で
屈
服
し
な
い
（
妙
喜
力
詆
権
臣
、
剛
気
不
屈
）」（『
蒲
室
集
疏
』
元
叟
和
尚
住
径
山
杭
諸

山
疏
・30a~b

）
と
い
う
正
義
感
に
溢
れ
た
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
た
で
あ
ろ
う
が
、「
人
前
で
是
非
を
論
じ

る
の
が
好
き
だ
っ
た
（
愛
向
人
前
説
是
非
）」（『
大
慧
禅
師
年
譜
』
紹
興
十
一
年
条
・41a

、
張
昭
遠
の
偈
語
）
と
揶
揄
さ
れ
た
様
に
、

儒
教
的
な
倫
理
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
発
言
を
行
な
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
朱
子
が
大
慧
を
評
し
て
「
禅
家
の

侠
（
＝
義
侠
心
を
持
っ
た
人
物
）」（『
朱
子
語
類
』
巻
一
二
六
、
和
刻
本
・33b

）
と
述
べ
た
の
も
、
類
似
し
た
観
点
か
ら
だ
と
思
わ
れ

る
。

（
九
）
語
録
入
蔵

　
大
蔵
経
は
も
と
も
と
イ
ン
ド
撰
述
に
か
か
る
経
・
律
・
論
の
集
大
成
で
あ
る
が
、
後
世
、
中
国
で
撰
述
さ
れ
た
経
論
の
疏
鈔

や
各
宗
派
の
著
述
が
入
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
禅
宗
も
例
外
で
は
な
く
、
宋
代
以
降
、
次
々
と
入
蔵
の
栄
誉
を
得
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
が
『
大
慧
禅
師
語
録
』
で
あ
り
、
大
慧
の
名
を
高
か
ら
し
め
た
大
き
な
要
素
で
あ
っ
た
。
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　『
大
慧
禅
師
語
録
』
の
巻
頭
に
付
さ
れ
た
「
進
大
慧
禅
師
語
録
奏
箚
」（T47-811a~b

）
に
拠
れ
ば
、
大
慧
の
法
嗣
の
一
人
で

あ
る
蘊
聞
は（
16
）、
大
慧
示
寂
八
年
後
の
孝
宗
の
乾
道
七
年
（
一
一
七
一
）
三
月
に
入
蔵
の
上
奏
を
行
い
、
福
州
東
禅
報
恩
光
孝

禅
寺
で
十
冊
三
十
巻
が
刊
刻
入
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
東
禅
寺
版
大
蔵
経
へ
の
入
蔵
で
あ
り
、『
福
州
東
禅
大
蔵

経
目
録
』
に
「
御
降
大
慧
語
録
」
と
し
て
そ
の
名
前
が
見
え
て
い
る
（『
法
宝
総
目
録
』
第
三
冊
・p.690

）。
翌
年
正
月
、
蘊
聞
は

入
蔵
を
謝
す
る
「
謝
降
賜
大
慧
禅
師
語
録
入
蔵
奏
箚
」
を
上
奏
し
て
い
る
（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
末
付
録T47-943a~b

）。
語
録

入
蔵
が
如
何
に
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
が
窺
わ
れ
よ
う
。
以
後
、
官
版
で
あ
る
明
代
の
「
南
蔵
」「
北
蔵
」
の
大
蔵
経
に

も
『
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
』
三
十
巻
と
し
て
入
蔵
さ
れ
て
い
る
（『
法
宝
総
目
録
』
第
二
冊
・「
大
明
三
蔵
聖
教
北
蔵
目
録
」296b

、

「
大
明
三
蔵
聖
教
南
蔵
目
録
」354a
）。
但
し
、
大
慧
を
批
判
し
た
雍
正
帝
の
発
願
に
な
る
「
乾
隆
大
蔵
経
（
龍
蔵
）」
か
ら
は
除
外

さ
れ
て
い
る
（
同
前
・「
大
清
三
蔵
聖
教
目
録
」386a

）。

（
十
）
名
刹
へ
の
住
持

　
大
慧
は
名
刹
で
あ
る
径
山
能
仁
禅
寺
、
後
の
径
山
興
聖
万
寿
寺（
17
）に
住
持
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
大
慧
が
径
山

に
住
し
て
い
た
の
は
、
紹
興
七
年
（
一
一
三
七
）
七
月
か
ら
同
十
一
年
（
一
一
四
一
）
四
月
ま
で
の
四
年
近
く
と
、
紹
興
二
十
八

年
（
一
一
五
八
）
正
月
か
ら
隆
興
元
年
（
一
一
六
三
）
八
月
に
遷
化
す
る
ま
で
の
四
年
余
の
、
二
回
、
計
九
年
ほ
ど
で
あ
る
（『
大

慧
禅
師
年
譜
』
当
該
年
条
参
照
）。

　
杭
州
の
径
山
は
、
唐
代
、
牛
頭
宗
の
国
一
大
師
法
欽
（
七
一
四
～
七
九
二
）
が
天
宝
三
年
（
七
四
四
）
に
結
庵
し
た
場
所
で
あ

り
（『
釈
氏
稽
古
略
』
巻
三
・T49-830a

）、
そ
こ
に
建
て
ら
れ
た
寺
院
が
径
山
寺
で
あ
る
。
僖
宗
の
乾
符
六
年
（
八
七
九
）
に
乾
符
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鎮
国
院
と
改
め
ら
れ
、
宋
の
大
中
祥
符
元
年
（
一
〇
〇
八
）
に
承
天
禅
院
の
名
前
を
下
賜
さ
れ
、
更
に
政
和
七
年
（
一
一
一
七
）

に
径
山
能
仁
禅
寺
に
改
め
ら
れ
て
い
る
（『
径
山
志
』
巻
一
二
・1b

）。
大
慧
が
住
持
し
た
の
は
こ
の
時
期
で
あ
り
、
大
慧
の
住
持

期
に
は
千
僧
閣
が
建
て
ら
れ
、「
優
れ
た
修
行
者
が
馳
せ
集
ま
り
、
夏
安
居
に
参
加
し
た
者
、
千
七
百
有
余
人
で
あ
っ
た
（
龍

象
駢
集
坐
夏
者
一
千
七
百
有
奇
）」（『
大
慧
年
譜
』
紹
興
九
年
己
未
条
）
と
、
そ
の
盛
況
ぶ
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
以
後
、

「
大
慧
以
来
、
名
徳
が
次
々
に
出
た
（
大
慧
以
来
、
名
徳
継
起
）」（『
攻
媿
集
』
巻
五
七
・
径
山
興
聖
万
寿
禅
寺
記
、
四
部
叢
刊
本
・

11a

）
と
言
わ
れ
た
通
り
、
密
菴
咸
傑
（
淳
煕
四
年
・
一
一
七
七
住
持
）
や
仏
照
徳
光
（
紹
煕
四
年
・
一
一
九
三
住
持
）
な
ど
著
名
な

禅
僧
が
住
持
す
る
。
こ
の
様
に
歴
代
に
わ
た
る
隆
盛
が
続
い
た
結
果
と
し
て
、
径
山
は
、
寧
宗
の
嘉
定
年
間
（
一
二
〇
八
～
一

二
二
三
）、
五
山
十
刹
制
度
が
確
立
さ
れ
た
際
に
、
五
山
の
第
一
位
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る（
18
）。
つ
ま
り
、
南
宋
以
降
、
径

山
を
禅
刹
の
最
上
位
に
押
し
上
げ
た
最
大
の
功
労
者
で
あ
り
、
そ
こ
に
住
持
し
て
い
た
の
が
「
径
山
杲
」（『
仏
祖
歴
代
通
載
』
巻

二
〇
・T49-689c

、『
仏
祖
統
紀
』
巻
五
四
・T49-473b

）
と
呼
ば
れ
た
大
慧
宗
杲
な
の
で
あ
る
。

結
　
　
び

　
以
上
の
十
項
目
で
、
大
慧
の
特
徴
は
、
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る
か
と
思
う
。
第
一
～
四
は
大
慧
の
禅
接
化
そ
の
も
の
に
関
す

る
要
素
、
第
五
～
八
は
儒
教
倫
理
を
背
景
と
し
た
当
時
の
社
会
や
在
家
士
大
夫
と
の
関
わ
り
、
第
九
～
十
は
大
慧
遷
化
後
に
関

わ
る
事
柄
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
混
ざ
り
合
っ
て
後
世
の
大
慧
像
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
言
で
表
現
す

る
こ
と
は
難
し
い
が
、
と
も
か
く
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
突
出
し
た
「
や
り
手
」
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
尚
、
大
慧
の
後
世
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
固
め
た
要
素
と
し
て
、
朱
熹
に
よ
る
一
連
の
批
判
が
あ
る
が
、
先
論
が
あ
る
の
で
、
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そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い（
19
）。

注（
1
）�
和
訳
本
と
し
て
、『
大
慧
書
』
に
は
、
荒
木
見
悟
訳
『
大
慧
書
』（
筑
摩
書
房
・
禅
の
語
録
17
・
一
九
六
九
）
が
あ
り
、『
大
慧
法

語
』
に
は
、
石
井
修
道
訳
「
大
慧
普
覚
禅
師
法
語
」（
中
央
公
論
社
・
大
乗
仏
典
12
・
禅
語
録
・
一
九
九
二
、
所
収
）
が
あ
る
。
大

慧
の
看
話
禅
に
つ
い
て
は
、
両
書
の
「
解
説
」
に
詳
し
い
。
ま
た
、
近
年
、
小
川
隆
氏
が
、
圜
悟
か
ら
大
慧
へ
の
流
れ
の
中
で
、
大

慧
の
看
話
禅
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
小
川
隆
著
『
語
録
の
思
想
史
ー
中
国
禅
の
研
究
』（
岩
波
書
店
・
二
〇
一
一
）、「
鉄
酸
餡
ー

問
答
か
ら
公
案
へ 
公
案
か
ら
看
話
へ
」（『
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
学
研
究
紀
要
』
第
八
号
・
二
〇
一
〇
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）�

古
く
は
市
川
白
弦
『
大
慧
』
に
も
、「
大
慧
は
…
今
日
の
看
話
禅
の
や
う
に
、
系
統
的
に
多
数
の
話
頭
を
看
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
の
う
ち
只
一
つ
を
徹
底
的
に
究
明
さ
せ
た
」（
禅
叢
書
4
・
弘
文
堂
書
房
・
一
九
四
一
、p.177~8

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）�

例
え
ば
、
忽
滑
谷
快
天
著
『
禅
学
思
想
史
』
も
、
大
慧
の
黙
照
批
判
を
宏
智
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
解
し
、「〔
宗
〕
杲
は
黙
照
禅

を
曲
解
し
て
、
枯
木
寒
灰
の
禅
と
し
、
黙
黙
冷
坐
の
禅
と
し
、
二
乗
の
そ
れ
と
同
視
す
。
然
れ
ど
も
〔
宏
智
〕
正
覚
が
人
に
教
ふ
る

所
は
、
即
ち
大
に
之
に
異
る
」（
下
巻
・p.382

）
と
述
べ
て
い
る
。

（
4
）�

大
慧
の
黙
照
禅
批
判
に
つ
い
て
は
、
柳
田
聖
山
「
看
話
と
黙
照
」（『
花
園
大
学
研
究
紀
要
』
第
六
号
・
一
九
七
五
）、
石
井
修
道

「
大
慧
宗
杲
と
そ
の
弟
子
た
ち
（
六
）」
―
真
歇
清
了
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
三
巻
・
第
一
号
・
一

九
七
四
）、
同
「
大
慧
宗
杲
と
そ
の
弟
子
た
ち
（
八
）
―
真
歇
清
了
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
（
承
前
）」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第

二
五
巻
・
第
一
号
・
一
九
七
六
）
な
ど
を
参
照
。

（
5
）�

大
慧
自
身
も
、「
所
以
に
妙わ

た
し喜

、
室
中
常
に
禅
和
子
に
問
う
、『
喚
ん
で
竹
篦
と
作
さ
ば
則
ち
触
れ
、
喚
ん
で
竹
篦
と
作
さ
ず
ん
ば

則
ち
背
く
』
と
。
下
語
す
る
を
得
ず
、
無
語
な
る
を
得
ず
、
思
量
す
る
を
得
ず
、
卜
度
す
る
を
得
ず
、
払
袖
し
て
便
ち
行
く
を
得
ず
。

一
切
総
て
得
ず
（
所
以
妙
喜
室
中
常
問
禅
和
子
、
喚
作
竹
篦
則
触
、
不
喚
作
竹
篦
則
背
。
不
得
下
語
、
不
得
無
語
、
不
得
思
量
、
不

得
卜
度
、
不
得
払
袖
便
行
。
一
切
総
不
得
）」（『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
一
六
・
傅
経
幹
請
普
説
・T47-879c

）
と
述
べ
て
い
る
。
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（
6
）�

『
大
慧
禅
師
語
録
』
巻
一
七
「
銭
計
議
請
普
説
」
に
も
、
竹
篦
で
打
っ
た
次
の
様
な
話
が
出
て
く
る
。「
晩
間
に
至
り
来
っ
て
入
室

す
。
乃
ち
他
に
問
う
、『
今
年
幾
歳
な
り
や
』
と
。
曰
く
、『
六
十
四
』
と
。
又
た
問
う
、『
爾な

ん
じ六

十
四
年
前
、
甚い

麼ず

処こ

従よ

り
来
た
る

や
』
と
。
渠か

れ
口
を
開
き
得
ず
。
我
に
竹
篦
を
将も

つ
て
劈
脊
に
打
出
し
去
ら
る
。（
至
晩
間
来
入
室
。
乃
問
他
、
今
年
幾
歳
。
曰
、
六
十

四
。
又
問
、
爾
六
十
四
年
前
、
従
甚
麼
処
来
。
渠
開
口
不
得
。
被
我
将
竹
篦
劈
脊
打
出
去
。）」（T47-885c

）

（
7
）�
『
碧
巌
録
』
巻
頭
の
方
回
序
に
「
雪
竇
・
圜
悟
の
老
婆
心
切
、
大
慧
已
に
一
炬
も
て
之
を
丙や

く
（
雪
竇
・
圜
悟
、
老
婆
心
切
、
大

慧
已
一
炬
丙
之
矣
）」（
大
徳
四
年
・
一
三
〇
〇
撰
、T48-139a

）
と
あ
り
、
同
じ
く
三
教
老
人
序
に
も
「
圜
悟
は
子
を
顧
み
孫
を

念
ず
る
の
心
多
し
。
故
に
重
ね
て
雪
竇
の
頌
を
拈
ず
。
大
慧
は
焚
を
救
い
溺
を
拯
う
の
心
多
し
。
故
に
立
ち
ど
こ
ろ
に
『
碧
巌
集
』

を
毀
つ
（
圜
悟
顧
子
念
孫
之
心
多
。
故
重
拈
雪
竇
頌
。
大
慧
救
焚
拯
溺
之
心
多
。
故
立
毀
碧
巌
集
）」（
大
徳
八
年
・
一
三
〇
四
撰
、

T48-139c

）
と
あ
る
。

（
8
）�

原
文
「
宣
政
間
」
は
、
徽
宗
皇
帝
の
年
号
で
あ
る
政
和
（
一
一
一
一
～
一
一
一
八
）・
宣
和
（
一
一
一
九
～
一
一
二
五
）
を
併
称

し
た
も
の
。
北
宋
の
最
晩
年
に
当
た
り
、
宣
和
が
終
わ
っ
た
翌
年
、
靖
康
の
変
が
起
こ
り
、
徽
宗
は
長
子
の
欽
宗
と
共
に
捕
虜
と
な

り
満
州
に
連
れ
去
ら
れ
る
。『
碧
巌
録
』
の
巻
頭
に
付
さ
れ
た
普
照
の
「
碧
巌
録
序
」
が
撰
述
さ
れ
た
「
建
炎
戊
申
（
二
年
・
一
一

二
八
）」（T48-139a

）
は
そ
の
二
年
後
に
当
た
る
。

（
9
）�

大
慧
が
福
建
に
入
っ
た
の
は
、『
大
慧
禅
師
年
譜
』
に
拠
れ
ば
、
紹
興
四
年
（
一
一
三
四
）
の
こ
と
で
あ
り
（27b

）、
同
七
年
、

径
山
に
移
る
ま
で
、
洋
嶼
庵
・
天
宮
庵
・
雲
門
庵
に
住
し
て
い
る
（28b~34b

）。

（
10
）�

た
と
え
ば
、
明
末
臨
済
宗
の
密
雲
円
悟
（
一
五
六
六
～
一
六
四
二
）
は
、
大
慧
に
よ
る
『
碧
巌
録
』
の
焼
毀
を
、「
大
慧
は
そ
の

板
木
を
焼
毀
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
は
恩
を
わ
き
ま
え
て
恩
に
報
い
た
と
呼
べ
よ
う
。
ど
う
し
て
仏
果
（
＝
圜
悟
克
勤
）
を
欺馬

鹿
に圧

し
た
り
し
た
で
あ
ろ
う
か
（
大
慧
欲
毀
其
板
、
是
則
名
為
知
恩
報
恩
者
。
又
何
嘗
欺
圧
仏
果
来
）」（『
闢
妄
救
略
説
』
巻
七
・
五
祖

法
演
③
・164b

）
と
賞
讃
し
、
曹
洞
宗
の
評
唱
禅
を
批
判
す
る
に
際
し
て
、
こ
の
大
慧
毀
板
の
事
実
を
援
用
し
て
次
の
様
に
述
べ

て
い
る
。「
祖
師
（
＝
達
磨
）
西
来
し
て
、
教
外
単
伝
・
別
行
一
路
を
秉
る
も
、
仏
果
（
＝
圜
悟
克
勤
）、『
碧
巌
集
』
を
作
り
て
自よ

り
、
大
慧
、『
宗
門
、
此
こ
に
至
り
て
一
大
変
す
』
と
謂
う
。
故
に
特
に
其
の
板
を
毀
つ
。
後
の
曹
洞
宗
の
人
、
少
室
に
入
る
も
、
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本
分
の
、
人
の
為
に
す
る
無
く
し
て
、
提
唱
評
唱
す
。
少
室
に
絶
え
て
本
分
の
衲
僧
の
出
る
者
無
き
こ
と
、
天
下
共
に
之
を
知
れ
り
。

（
祖
師
西
来
、
秉
教
外
単
伝
・
別
行
一
路
、
自
仏
果
作
碧
巌
集
、
大
慧
謂
宗
門
至
此
一
大
変
。
故
特
毀
其
板
。
後
曹
洞
宗
人
、
入
少

室
、
無
本
分
為
人
、
而
提
唱
評
唱
。
少
室
絶
無
本
分
衲
僧
出
者
、
天
下
共
知
之
。）」（『
天
童
直
説
』
巻
一
・
七
書
・
与
漢
月
上
座
・

5a~b

）

（
11
）�
『
正
法
眼
蔵
』
は
三
巻
だ
が
、
各
巻
が
上
下
に
分
か
れ
て
お
り
、
都
合
六
巻
と
な
る
。
紹
興
十
七
年
（
一
一
四
七
）、
衡
州
（
湖
南

省
）
に
配
流
中
の
編
纂
で
あ
り
、
福
建
で
『
碧
巌
録
』
を
毀
板
し
て
か
ら
十
年
ほ
ど
後
の
こ
と
と
な
る
。

（
12
）�

柳
田
聖
山
は
大
慧
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
性
格
に
つ
い
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。「
衡
梅
配
流
の
間
に
、
唐
よ
り
宋
初
の
代
表

的
な
示
衆
を
集
大
成
す
る
の
が
、
大
慧
の
『
正
法
眼
蔵
』
で
あ
る
。『
正
法
眼
蔵
』
の
名
は
、
先
に
い
う
臨
済
遷
化
の
話
を
ふ
ま
え

る
。
大
慧
の
胸
裏
に
、
強
烈
な
道
統
意
識
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。『
正
法
眼
蔵
』
は
編
集
で
あ
っ
て
、
著
作
の
書
で
は

な
い
け
れ
ど
も
、
大
慧
は
す
で
に
そ
う
し
た
編
集
に
よ
っ
て
、
臨
済
正
宗
の
立
場
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
大
慧
が
特
に
唐
宋
の
示

衆
を
選
ぶ
の
は
、
先
に
い
う
理
致
の
意
を
含
む
け
れ
ど
も
、
一
方
で
数
百
人
に
及
ぶ
門
下
の
士
大
夫
た
ち
に
、
趙
州
無
字
の
工
夫
を

す
す
め
る
、
多
数
の
手
紙
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
む
し
ろ
理
致
と
機
関
を
共
に
工
夫
さ
せ
る
こ
と
で
、
文
字
通

り
に
正
法
眼
蔵
の
再
編
を
ね
ら
い
、
円
悟
の
期
待
に
答
え
た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。」（『
語
録
の
歴
史
』p.581

、『
東
方
学

報
』
第
五
七
冊
・
一
九
八
五
）

（
13
）�

松
岡
由
香
子
「
古
仏
道
元
の
思
惟
」（
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
『
研
究
報
告
』
第
三
冊
・
一
九
九
五
）
の
第
二
部
・
五
章

「
大
慧
宗
杲
へ
の
評
価
」（p.371

）
参
照
。

（
14
）�

拙
稿
「
雍
正
帝
と
仏
教
」（『
町
田
三
郎
教
授
退
官
記
念 
中
国
思
想
史
論
叢
』
一
九
九
五
、
所
収
）
参
照
。

（
15
）�

既
に
久
保
田
量
遠
著
『
中
国
儒
仏
道
三
教
史
論
』
第
二
二
章
「
宋
代
に
於
け
る
儒
仏
二
教
調
和
論
」（
東
方
書
院
・
一
九
三
一
、

p.556

）
の
中
で
、
宗
杲
の
「
三
教
帰
一
説
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
荒
木
見
悟
『
大
慧
書
』
の
「
解
説
」
参
照
。

（
16
）�

蘊
聞
は
、
燈
史
類
に
「
福
州
雪
峰
崇
聖
普
慈
蘊
聞
禅
師
」
と
し
て
出
て
い
る
。
洪
州
（
江
西
省
）
の
出
身
で
、
号
は
普
慈
、『
大

慧
禅
師
語
録
』
の
各
巻
頭
の
上
進
者
名
と
し
て
「
慧
日
禅
師
臣
蘊
聞
」
と
記
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
皇
帝
よ
り
「
慧
日
禅
師
」
と
賜
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号
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
く
大
慧
に
参
じ
、
嗣
法
後
、
信
州
（
江
西
省
）
の
懐
玉
山
に
出
世
す
る
。
そ
の
後
、
福
州
（
福

建
省
）
の
雪
峰
山
崇
聖
寺
に
移
り
、
勅
旨
に
よ
り
径
山
に
第
二
十
三
代
住
持
と
し
て
入
り
、
後
に
致
仕
し
て
雪
峰
に
戻
っ
た
と
さ
れ

る
。『
聯
燈
会
要
』
巻
一
八
（Z136-362a

）、『
径
山
志
』
巻
二
（7b

）
等
を
参
照
。

（
17
）�
径
山
興
聖
万
寿
寺
の
賜
額
に
つ
い
て
、『
径
山
志
』
は
「
開
禧
年
間
（
一
二
〇
五
～
七
）、
孝
宗
御
書
額
、
賜
径
山
興
聖
万
寿
寺
」

（
巻
一
二
・2a

）
と
す
る
。『
武
林
梵
志
』
巻
六
（
四
庫
全
書
本
・22a

）、『
浙
江
通
志
』
巻
二
二
七
（
四
庫
全
書
本
・17a~b

）
も

同
様
で
あ
る
が
、
開
禧
と
い
う
年
号
は
孝
宗
よ
り
後
の
寧
宗
の
時
の
も
の
で
あ
り
、
孝
宗
（
在
位
一
一
六
二
～
一
一
八
九
）
は
紹
煕

五
年
（
一
一
九
四
）
に
既
に
逝
去
し
て
い
る
。
南
宋
の
楼
鑰
撰
「
径
山
興
聖
万
寿
禅
寺
記
」
に
は
、「
孝
宗
皇
帝
書
興
聖
万
寿
禅
寺
、

又
賜
以
円
覚
経
解
」（『
攻
媿
集
』
巻
五
七
、
四
部
叢
刊
本
・11a

）
と
孝
宗
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
言
う
『
円
覚
経
解
』
と

は
、『
円
覚
経
御
註
』
二
巻
（
Ｚ
一
五
所
収
）
の
こ
と
を
指
し
、
趙
希
弁
撰
『
郡
斎
読
書
志
』
巻
五
上
の
「
御
注
大
円
覚
了
義
経
二

巻
」
条
に
「
右
孝
宗
皇
帝
賜
径
山
興
聖
万
寿
禅
寺
僧
宝
印
者
也
」（
四
部
叢
刊
本
・54b

）
と
あ
る
。
密
菴
咸
傑
の
「
臨
安
府
径
山

興
聖
万
寿
禅
寺
語
録
」
に
は
孝
宗
の
「
淳
熙
四
年
（
一
一
七
七
）
正
月
初
七
日
、
師
（
＝
密
菴
咸
傑
）
在
常
州
華
蔵
受
請
」（T47-

965c

）
と
あ
り
、『
釈
氏
稽
古
略
』
巻
四
に
は
孝
宗
と
寧
宗
の
間
の
「
光
宗
紹
熙
四
年
（
一
一
九
三
）
正
月
二
十
六
日
、
詔
〔
仏
照

徳
〕
光
住
臨
安
府
径
山
興
聖
万
寿
寺
」（T49-894c

）
と
い
う
記
載
が
あ
る
か
ら
、『
径
山
志
』
な
ど
に
見
え
る
「
開
禧
年
間
」
と
い

う
記
述
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
孝
宗
は
宗
杲
の
最
晩
年
に
「
大
慧
禅
師
」
の
号
を
特
賜
し
て
い
る
が
（『
大
慧
禅
師
年
譜
』
紹

興
三
十
二
年
壬
午
条
）、
径
山
へ
の
賜
額
は
恐
ら
く
こ
の
賜
号
と
一
連
の
動
き
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
18
）�

五
山
十
刹
制
度
の
確
立
に
つ
い
て
は
、
今
枝
愛
真
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
〇
）
第
二
章
第
二
節

収
載
の
「
中
国
禅
林
の
官
寺
制
度
」（p.141

）、
石
井
修
道
「
中
国
の
五
山
十
刹
制
度
の
基
礎
的
研
究
（
一
）
～
（
四
）」（
駒
沢
大

学
仏
教
学
部
論
集
・
第
一
三
～
一
五
号
・
一
九
八
二
～
八
五
）、
西
尾
賢
隆
『
中
世
の
日
中
交
流
と
禅
宗
』（
第
七
章
・
日
中
の
五
山

之
上
、
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
九
）
を
参
照
。
拙
稿
「
元
代
に
お
け
る
五
山
十
刹
の
位
次
」（『
元
代
禅
宗
史
研
究
』
禅
文
化
研
究

所
・
二
〇
〇
五
、
所
収
）
も
参
考
に
な
る
。

（
19
）�

朱
熹
の
大
慧
批
判
に
つ
い
て
は
、
荒
木
見
悟
『
仏
教
と
儒
教
』「
第
三
章 
朱
子
の
哲
学
」
第
一
節
～
第
二
節
（
平
楽
寺
書
店
・
一
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九
六
三
）、
柳
田
聖
山
「
仏
教
と
朱
子
の
周
辺
」（『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
八
号
・
一
九
七
一
）
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、
資
料
の

口
語
訳
と
し
て
、『
朱
子
語
類
』
巻
一
二
六
「
釈
氏
」（『
東
洋
古
典
学
研
究
（
広
島
大
学
）』
26
～
33
・
二
〇
〇
八
～
二
〇
一
二
）
も

参
考
に
な
る
。
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臨
済
宗
五
山
派
と
し
て
の
美
濃
国
の
瑞
龍
寺

横
山
住
雄

目
　
次

一
、
五
山
派
を
目
指
し
た
頃
の
瑞
龍
寺

二
、
十
刹
寺
院
へ
の
指
定
と
十
方
住
持
制
度
の
採
用

三
、
五
山
派
か
ら
の
住
山
僧

四
、
ま
と
め

五
、
付
録

　
瑞
龍
寺
紫
衣
輪
番
世
代
幉
写
の
紹
介

一
、
五
山
派
を
目
指
し
た
頃
の
瑞
龍
寺

　
岐
阜
市
の
中
心
部
・
寺て

ら
町ま

ち
（
江
戸
期
は
上
加
納
村
）
に
在
る
金
宝
山
瑞
龍
寺
は
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
う
ち
の
東
海
派
祖
・
悟

渓
宗
頓
が
開
い
た
寺
と
し
て
、
現
在
ま
で
法
灯
が
続
い
て
い
る
。『
岐
阜
市
史
』
史
料
編
・
近
世
一
収
録
の
貞
享
四
年
（
一
六

八
七
）
十
月
、
瑞
龍
寺
御
朱
印
願
書
に
、

　
開
山
（
悟
渓
）
滅
後
よ
り
今
に
到
る
に
、
一
派
中
紫
衣
の
人
、
一
年
づ
つ
輪
番
住
持
相
い
勤
め
申
し
候
、

と
あ
り
、
妙
心
寺
派
の
中
核
寺
院
と
し
て
存
続
し
て
き
た
。
こ
の
瑞
龍
寺
が
美
濃
国
守
護
職
の
土と

岐き

成し
げ

頼よ
り

の
菩
提
寺
と
し
て
創
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建
さ
れ
た
の
は
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
か
ら
二
年
に
か
け
て
の
こ
と
と
見
ら
れ
る
。『
岐
阜
市
史
』
通
史
編
は
応
仁
元
年
と

し
、『
瑞
龍
寺
誌
』
は
応
仁
二
年
と
し
て
い
る
。
開
山
に
は
雪
江
宗
深
を
勧
請
し
、
創
建
開
山
は
悟
渓
宗
頓
と
な
っ
て
い
る
。

雪
江
が
悟
渓
に
印
可
状
を
与
え
た
の
が
応
仁
元
年
六
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら（
1
）、
瑞
龍
寺
の
創
建
は
そ
の
後
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
美
濃
の
執
権
・
斎
藤
妙み

ょ
う
ち
ん椿

や
土
岐
成
頼
の
尽
力
で
、
文
明
二
年
（
一
四
七
〇
）
三
月
十
四
日
付
で
、
後
土
御

門
天
皇
か
ら
瑞
龍
寺
を
十
刹
に
準
ず
る
旨
の
綸
旨
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
文
面
は
、
悟
渓
宗
頓
の
語
録
「
虎
穴
録
」
上
の
巻
頭
に

掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
金
宝
山
瑞
龍
寺
者
、
紫
野
大
徳
寺
之
門
徒
也
、
先
院
御
時
草
創
之
刻
、
被
下
勅
額
上
者
、
早
以
準
十
刹
之
例
数
、
可
奉
祝

万
歳
之
宝
祚
者
、
天
気
如
此
、
仍
執
達
如
件
、

　
　
　
文
明
二
年
庚
寅
三
月
十
四
日

　
権
右
中
弁
兼
顕

　
　
宗
頓
上
人
禅
室

　
な
お
、『
美
濃
国
史
料
』
を
引
用
し
た
『
岐
阜
市
史
』
史
料
編
や
『
岐
阜
市
史
』
史
料
編
・
古
代
中
世
で
は
、「
紫
野
大
徳
寺

之
門
徒
也
」
と
文
明
二
年
の
次
の
「
庚
寅
」
が
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
十
九
年
後
の
永
正
六
年
（
一
五
〇
九
）
に
妙
心
寺
派

は
大
徳
寺
か
ら
独
立
を
し
て
お
り
、
そ
れ
以
降
大
徳
寺
の
末
寺
で
あ
る
よ
う
な
表
記
は
、
妙
心
寺
派
に
と
っ
て
は
全
く
タ
ブ
ー

と
な
っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
部
分
を
削
除
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
綸
旨
に
よ
れ
ば
、
先
院
（
後
花
園
天
皇
、
文
明
二
年

十
二
月
二
十
七
日
没
。
在
位
は
寛
正
五
年
ま
で
）
が
勅
額
（
山
号
の
金
宝
山
）
を
下
げ
渡
し
た
と
い
い
、
同
時
に
十
刹
位
の
指
定
が
な

さ
れ
た
と
『
岐
阜
市
史
』
も
見
て
い
る
。

　
と
も
か
く
も
、
瑞
龍
寺
が
十
刹
に
準
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
寺
が
五
山
派
に
所
属
し
、
な
お
か
つ
十
方
刹
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
例
外
と
し
て
南
北
朝
末
か
ら
は
度つ

弟ち

院え
ん

で
あ
る
こ
と
も
特
別
に
認
め
ら
れ
て
き
て
お
り
、
瑞
龍
寺
は
こ
れ
が
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準
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
五
山
十
刹
の
制
度
は
、
元
来
は
室
町
幕
府
の
所
管
で
あ
り
、
朝
廷
が
準
十
刹
に
指
定
す
る
例
が
有
っ
た
か
ど
う
か
。

足
利
義
満
に
よ
る
準
十
刹
六
ケ
寺
が
配
さ
れ
た
の
は
、
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
正
月
二
十
六
日
頃
の
こ
と
と
さ
れ
る（
2
）。
準

十
刹
と
い
う
の
は
、
等
持
院
以
下
の
六
ケ
寺
（
十
ケ
寺
を
超
え
た
分
）
に
付
さ
れ
た
も
の
で
、
十
刹
と
同
等
の
意
味
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
瑞
龍
寺
は
五
山
派
の
諸
山
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
林
下
の
妙
心
寺
派
の
寺
で
あ
り
な
が
ら
、
天
皇

か
ら
「
準
十
刹
」
に
指
定
し
て
も
ら
っ
た
。
全
く
の
制
度
外
の
こ
と
な
の
で
、
幕
府
の
制
度
に
準
ず
る
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う

か
。
そ
れ
で
十
方
住
持
制
度
を
と
ら
ず
、
徒
弟
院
で
良
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
悟
渓
宗
頓
存
命
中
に
、
他
派
の
人
が
瑞

龍
寺
に
住
山
し
た
と
い
う
記
録
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

　
た
だ
、
準
十
刹
に
な
っ
た
以
上
は
、
何
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
発
想
の
も
と
か
、
瑞
龍
寺
で
も
五
山
版
「
圜
悟

碧
岩
集
」
五
冊
の
開
版
刊
行
が
な
さ
れ
た
。
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
に
各
務
原
市
鵜
沼
の
承
国
寺
（
諸
山
）
か
ら
聚
分
韻
略

が
刊
行
さ
れ
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
に
は
岐
阜
市
下
川
手
の
正
法
寺
（
諸
山
）
か
ら
臨
済
録
が
刊
行
さ
れ
た
。
瑞
龍
寺
で
の

刊
行
も
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
御
茶
の
水
図
書
館
に
所
蔵
の
善
本
を
解
説
し
た
『
成
簣
堂
善
本
書
目
』
に
よ
れ
ば
、

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
仏
果
圜
悟
禅
師
碧
巌
集

　
　
　
寛
永
三
年
刊
古
活
字
印
本
。
双
辺
。
十
行
二
十
一
字
。
序
跋
の
み
整
板
を
用
ふ
。
朱
墨
点
書
入
を
施
せ
り
。
巻
末
に
、

「
寛
永
三
年
丙
寅
暮
秋
中
旬
、
洛
陽
於
押
小
路
新
刊
」
の
刊
記
あ
り
。
本
書
は
「
本
朝
濃
州
路
瑞
龍
寺
新
刊
」
室
町
時
代

刻
本
の
覆
刻
な
り
。「
雲
祥
蔵
書
」
印
記
あ
り
。

　
な
お
、『
土
岐
氏
の
時
代
』（
3
）に
は
、
岐
阜
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
と
し
て
そ
の
巻
頭
の
写
真
を
載
せ
て
い
る
。
西
尾
市
の
岩
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瀬
文
庫
に
も
、
こ
の
寛
永
三
年
刊
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
明
～
延
徳
の
頃
に
か
瑞
龍
寺
で
刊
行
さ
れ
た
原
本
は

伝
来
し
て
い
な
い
ら
し
い
。

二
、
十
刹
寺
院
へ
の
指
定
と
十
方
住
持
制
度
の
採
用

　
江
戸
中
期
の
無
著
道
忠
に
よ
る
「
正
法
山
誌
」（
4
）に
よ
れ
ば
、

　
　
　
瑞
龍
寺
古
ヘ
行
二
西
堂
一

　
　
瑞
龍
寺
悟
渓
和
尚
時
、
賜
二
準
十
刹
綸
旨
一
、
見
二
悟
渓
録
（
虎
穴

集
）
上
一
、
凡お

よ
そ十

刹
ノ

西
堂
、
黒
衣

ニ
シ
テ

而
著
二
綵い

ろ
袈
裟
一
、

　
　
こ
れ
に
依
つ
て
、
古
瑞
龍
寺
は
、
西
堂
を
行
う
。
よ
つ
て
黒
衣
に

し
て
綵い

ろ
袈
裟
を
著
す
。
皆
未
だ
伝
法
せ
ざ
る
人
に
し
て
平
僧
也
。

故
に
其
の
位
は
、
妙
心
の
前
堂
の
下
に
在
り
。

　
　
　
尾
州
源
敬
公
（
徳
川
義
直
）
の
時
、
諸
寺
年
の
礼
あ
り
。
源
敬

公
、
黒
衣
に
し
て
綵い

ろ
掛か

絡ら

を
著
す
る
者
が
前
堂
の
下
に
在
る
を
見

て
、
怪
し
ん
で
こ
れ
を
問
う
に
曰い

わ
く
、
瑞
龍
寺
の
西
堂
な
り
。
公

は
悦よ

ろ
こば

ず
し
て
い
う
に
、
聞
く
に
江
都
唯
今
大
徳
・
妙
心
の
紫
衣

の
事
を
糾き

ゅ
う
め
い明

す
と
。
此
の
般
に
ま
た
こ
れ
を
罷や

む
べ
し
。
こ
れ
に

よ
り
瑞
龍
西
堂
衣
を
罷
め
た
り
。

圜悟碧巌録（岐阜市歴史博物館蔵）
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禅
扃
和
尚
云
わ
く
、
古い

に
し
へ
は者

瑞
龍
を
魏ぎ

阜ふ

の
瑞
龍
寺
と
称
す
。
故
に
年
の
礼
を
名
護
屋
城
主
に
修
む
。
そ
の
後
瑞
龍
は
加
納

瑞
龍
寺
と
称
す
。
ゆ
え
に
今
は
年
の
礼
を
加
納
の
主
に
修
む
。
し
か
し
て
名
護
屋
の
礼
を
罷
む
。

と
あ
る
。
十
刹
に
準
じ
た
瑞
龍
寺
が
、
江
戸
初
期
ま
で
も
旧
例
を
守
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
中
世
の
瑞
龍
寺
に
つ
い
て
は
、
岐

阜
県
八
百
津
町
の
大
仙
寺
に
「
瑞
龍
寺
紫
衣
輪
番
世
代
幉
写
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
悟
渓
下
の
東
海
派
僧
に
よ
る
一
年

一
夏
の
輪
番
で
住
職
を
つ
と
め
て
お
り
、
他
派
の
人
が
住
山
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
五
山
派
僧
を
受

入
れ
て
、
形
式
的
に
せ
よ
十
方
住
持
制
度
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
最
初
に
触
れ
ら
れ
ら
の
は
玉
村
竹
二
氏
で
、
昭
和

五
十
年
の
『
金
沢
文
庫
研
究
紀
要
』
12
号
に
載
せ
た
、「
中
世
前
期
の
美
濃
国
に
於
け
る
禅
宗
の
発
展
」
と
題
す
る
論
考
の
中

で
あ
っ
た
。
少
し
長
い
が
こ
こ
に
紹
介
す
る
。

　
　
　
美
濃
の
十
刹
と
し
て
第
三
（
筆
者
注
「
定
林
寺
と
天
福
寺
の
次
に
」）
に
は
金
宝
山
瑞
龍
寺
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
寺
は
後
花
園
天
皇
治
世
に
斎
藤
利
藤
に
よ
っ
て
、
土
岐
成
頼
追
薦せ

ん
の
た
め
に
創
建
さ
れ
、
妙
心
寺
派
下
関
山
派
の
雪
江

宗
深
の
高
弟
悟
渓
宗
頓
を
開
山
（
一
説
に
雪
江
を
開
山
と
し
た
と
も
い
う
。）
に
請
じ
た
寺
院
で
あ
る
。
斎
藤
氏
は
概
し
て
関

山
派
に
帰
依
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
手
に
成
る
寺
院
が
、
同
派
の
人
を
招
請
し
て
開
山
と
す
る
事
は
当
然
で
あ
る
が
、
本

来
は
林
下
の
寺
院
で
あ
る
べ
き
も
の
が
、
文
明
二
年
に
至
っ
て
、
後
土
御
門
天
皇
の
綸
旨
を
受
け
て
、
十
刹
に
準
ぜ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
真
正
の
十
刹
は
室
町
幕
府
に
よ
っ
て
列
位
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
当
寺
は
朝
廷
の
綸
命
に
よ
っ
て
い
る
か

ら
、
純
粋
の
十
刹
で
は
な
い
。
よ
っ
て
「
準
十
刹
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
林
下
が
五
山
派
に
対
し

て
、
一
種
の
羨
望
と
競
争
意
識
が
あ
る
の
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
事
象
で
、
当
寺
の
場
合
も
純
粋
の
十
刹
に
極
力
近

ず
け
よ
う
と
す
る
努
力
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
妙
心
寺
側
と
し
て
は
、
関
山
派
一
色
の
度つ

弟ち

院え
ん

に
し
た
い
所
を
、
檀
那
斎
藤

氏
の
意
志
に
よ
っ
て
か
、
創
建
当
初
は
十
方
住
持
制
度
の
実
を
挙
げ
よ
う
と
尽
力
し
た
ら
し
く
、
五
山
派
の
う
ち
大
覚
寺
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派
の
月
江
寿
訓
と
い
う
人
と
か
、
法
灯
派
の
霊
薬
山
正
法
寺
出
身
の
春
岳
寿
崇
（
春
蘭
）
と
か
が
、
当
寺
住
持
に
任
ぜ
ら

れ
て
い
る
ら
し
く
、
入
寺
疏
が
見
ら
れ
る
。
入
寺
疏
が
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
入
院
住
山
し
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
場

合
が
多
い
が
、
と
に
か
く
、
こ
れ
ら
他
派
の
人
の
住
持
任
命
の
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
永

正
以
後
に
も
な
れ
ば
、
美
濃
の
五
山
派
は
、
殆
ど
絶
滅
し
て
し
ま
う
か
ら
、
当
寺
も
名
実
共
に
関
山
派
の
度
弟
院
と
な
り
、

妙
心
寺
の
有
力
な
末
寺
に
な
り
、
そ
の
後
の
こ
の
派
の
美
濃
国
中
へ
の
発
展
の
本
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
玉
村
氏
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
、
瑞
龍
寺
が
創
建
当
初
か
ら
十
方
住
持
制
度
を
守
ろ
う
と
努
力
し
た
と
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と

も
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
に
悟
渓
が
示
寂
す
る
ま
で
は
、
他
派
の
人
が
瑞
龍
寺
へ
入
寺
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
十
方
住

持
制
度
を
導
入
し
た
の
は
そ
れ
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
悟
渓
が
存
命
中
は
独
住
を
守
る
と
い
う
よ
う
な
不
文
律
が
存
在
し
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

三
、
五
山
派
か
ら
の
住
山
僧

　
悟
渓
示
寂
後
の
早
い
時
期
の
入
住
者
と
し
て
は
、
永
正
期
の
春
蘭
寿
崇
・
安
渚
□
保
・
大
邦
□
治
・
月
江
元
脩
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
の
四
名
の
山
門
疏
が
常
庵
龍
崇
の
「
寅
闇
和
尚
疏
藁
」（
5
）に
見
え
て
い
る
。

　
春
蘭
寿
崇

　
こ
の
人
は
、
土
岐
成
頼
・
政
房
の
執
権
・
斎
藤
妙
純
の
実
弟（
6
）で
、
主
と
し
て
革
手
の
正
法
寺
で
活
躍
し
、

万
里
集
九
と
も
親
交
が
あ
っ
た
。
こ
の
人
に
つ
い
て
は
、
玉
村
竹
二
氏
の
『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
に
詳
し
く
、
ま
た
私
も
平

成
二
十
二
年
度
の
当
論
叢
第
五
号
に
詳
述
し
た
の
で
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
中
で
、
瑞
龍
寺
へ
の
入
寺
時
期
に
つ
い
て
は
、

常
庵
龍
崇
の
「
寅
闇
疏
」
に
「
東
旭
住
正
法
并
序
」
が
あ
り
、
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今こ

茲と
し

丁（
永
正
四
）卯

夏
、
前
席
春
蘭
禅
師
、
将
移
錫
於
太
方
、
乃
聞
于
官
府
、
挙
堂
中
第
一
座
東
旭
牧
公
、
…
…

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
夏
の
住
山
と
推
定
で
き
る
と
し
た
。
永
正
四
年
七
月
～
八
月
頃
に
は
、
妙
心
寺

派
悟
渓
下
の
興
宗
宗
松
が
瑞
龍
寺
へ
入
寺
し
た
と
い
う
の
で（
7
）、
春
蘭
の
住
山
は
同
年
四
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
の
短
期
間

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
安
渚
□
保

　
山
門
疏
に
、「
桃
園
山
仏
心
寺
開
山
無
象
法
海
禅
師
、
嗣
仏
海
」
と
の
注
記
が
あ
り
、
大
覚
派
蘭
渓
道
隆
の
流

れ
を
汲
む
人
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
「
二
月
已
破
三
月
来
」
と
見
え
て
、
某
年
三
月
の
入
寺
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
常

庵
は
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
九
月
五
日
の
示
寂
だ
か
ら
、
そ
れ
以
前
で
あ
る
も
の
の
、
い
つ
頃
の
住
山
で
あ
っ

た
か
特
定
は
難
し
い
。

　
大
邦
□
治

　
山
門
疏
に
、「
夢
想
領
旨
凌
霄
」
と
の
語
が
あ
り
、
夢
想
派
の
人
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
詳
細
は
不
明
。

　
月
江
元
脩

　
こ
の
人
の
山
門
疏
に
、「
月
江
住
瑞
龍
大
覚
派
」
と
注
が
あ
り
、
大
覚
派
蘭
渓
道
隆
の
法
系
を
引
く
人
と
わ
か
る
。

『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
建
長
寺
に
昇
住
し
、
永
正
五
年
十
二
月
五
日
に
示
寂
し
た
と
い
う
。
瑞
龍
寺

へ
の
入
寺
は
永
正
初
年
頃
で
あ
ろ
う
し
、
坐
公
文
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
東
明
□
杲

　
そ
の
山
門
疏
に
よ
っ
て
、
永
正
十
年
十
月
の
入
寺
で
あ
る
と
確
認
出
来
る
。
た
だ
、
何
派
に
属
す
る
人
な
の
か

は
読
み
と
れ
な
い
。
玉
村
竹
二
氏
の
『
五
山
禅
林
宗
派
図
』
に
よ
れ
ば
、
夢
想
派
下
に
東
明
梵
杲
、
一
山
派
雪
江
派
下
に
東
明

宗
杲
の
名
が
み
え
る
。
東
明
梵
杲
は
『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
に
見
え
、
明
応
年
間
か
ら
大
永
年
間
に
か
け
て
の
人
で
、
の
ち

山
城
真
如
寺
（
十
刹
）
の
公
帖
を
受
け
、
西
堂
位
に
昇
進
し
た
と
あ
る
。
ま
た
、
東
明
宗
杲
は
同
じ
く
集
成
に
見
え
、
一
山
派

の
人
で
、
相
国
寺
住
持
少
蕙
梵
夡
の
令
下
に
あ
り
、
後
堂
の
首
座
の
位
に
拠
っ
て
、
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
に
秉ひ

ん

払ぽ
つ

を
遂
げ
、

同
寺
玉
龍
庵
に
移
籍
、
九
峰
宗
成
に
師
事
し
て
法
を
嗣
い
だ
。
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
七
月
一
日
示
寂
と
い
う
。
山
門
誌
に
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は
、「
妙
喜
は
孟
軻
（
孟
子
）
と
冥
合
す
」
と
の
句
が
あ
る
の
で
、
中
巌
円
月
の
大
慧
派
下
の
人
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
梅
精
□
研

　
こ
れ
ま
で
は
永
正
前
半
の
入
寺
者
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
永
正
後
半
～
大
永
前
半
入
寺
の
人
と
し
て
こ
の
梅

精
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
鎌
倉
・
松
ケ
岡
文
庫
の
「
法
語
偈
頌
」（
8
）の
中
に
、

　
　
　
尾
州
春
日
井
郡
山
田
印
庭
荘
万
安
山
良
福
寺

　
　
開
山

　
無
翁
和
尚

　
初
三
日
寂

　
　
前
住
当
山

　
月
舟
暁
禅
師

　
　
前
住
当
山

　
梅
精
研
禅
師

　
　
　
　
自
賛

　
　
　
元
来
無
相
々
、
喚
底
作
真
空
、
呑
却
乾
坤
去
、
黒
蛇
師
手
中
、

　
　
　
　
大
永
甲（

四
）申

中（
八

　月
）秋

初
三
、
前
瑞
龍
寺
精
叟
書
、

と
あ
る
こ
と
で
判
明
す
る
。
こ
の
頂
相
は
今
日
良
福
寺
に
伝
来
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
賛
は
梅
精
自
賛
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
多
分
示
寂
直
前
の
も
の
か
と
思
う
。
梅
精
は
示
寂
前
に
瑞
龍
寺
に
入
寺
を
果
し
、
東
堂
位
（
西
堂
位
）
を
得
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
梅
精
は
無
翁
（
東
福
寺
円え

ん
爾に

四
世
の
孫
）
の
法
系
を
引
き
、
聖
一
派
の
人
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
東
英
□
暹せ

ん
　
聖
一
派
の
彭
叔
守
仙
の
「
猶
余
昨
夢
」
に
、
東
英
□
暹
の
瑞
龍
寺
入
寺
山
門
疏
が
み
え
る
。
そ
の
標
題
に
、

　
　
東
英
住
濃
州
瑞
龍
寺
山
門

　
天
文
四
乙
未
三
月
、
仏
日
有
縁

と
あ
る
。
聖
一
派
の
仏
日
禅
師
了
庵
桂
悟
に
縁
が
有
る
と
い
う
の
で
、
了
庵
の
孫
弟
子
に
当
る
の
だ
ろ
う
か
。
五
山
派
と
し
て

は
末
期
的
状
況
の
中
で
の
入
寺
で
あ
っ
た
。

　
惟
信
西
堂

　
東
大
影
写
本
「
葛
藤
集
」
に
次
の
よ
う
な
惟
信
西
堂
寿
像
賛
が
見
え
る
の
で
、
全
文
を
掲
げ
る
。
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賛

　
　
惟
信
西
堂
、
無
準
派
下
之
白
眉
而
韜
晦
日
久
矣
、
俄
有
濃
之
瑞
龍
請
、
不
獲
固
辞
、
時
乎
命
乎
、
不
亦
栄
哉
、
徒
弟
写
寿

像
、
就
予
索
賛
、
賦
祗
夜
一
篇
、
塞
其
命
云
、

　
　
一
派
烏
頭
千
聖
蹤
、
軒
聞
友
竹
起
先
宗
、
非

大
士
老
禅
叟
、
又
震
威
雄
住
瑞
龍
、

　
　
　
天
文
乙（

四
）未

臘
月
吉
日
、
前
妙
心
勝
岩
叟
書
、

　
こ
の
賛
を
書
い
た
の
は
妙
心
寺
派
の
東
海
派
仁
済
門
派
の
勝
岩
宗
殊
で
あ
る
が
、
惟
信
西
堂
は
無
準
派
下
の
人
で
あ
る
と
い

う
。
天
文
六
年
以
降
、
勝
岩
は
稲
沢
市
の
禅
源
寺
に
住
山
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
前
住
が
惟
信
な
の
で
あ
ろ
う
。
禅
源
寺

は
、
嘉
慶
の
初
め
（
一
三
八
七
）
一
山
派
の
太
清
宗
渭
が
中
興
し
た
寺
で
あ
る
が（
9
）、
他
派
の
無
準
派
下
（
お
そ
ら
く
聖
一
派
）

の
人
が
特
別
に
入
寺
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
文
四
年
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
四
十
四
年
前
の
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
に
、
尾

張
知
多
郡
生い

く

道ち

村
の
常
照
庵
に
惟
信
と
い
う
禅
僧
が
居
た
の
で（
10
）、
こ
の
人
と
同
じ
か
と
思
う
。
惟
信
は
瑞
龍
住
山
一
年
後

の
天
文
五
年
十
二
月
に
示
寂
し
、
葬
儀
の
導
師
は
勝
岩
が
つ
と
め
た
。
そ
の
下あ

火こ

語の
ご

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
△
前
住
瑞
龍
惟
信
西
堂
和
尚
秉
炬
之
法
語

　
天
文
五
丙
申
十
二
月
廿
六
日

　
　
受
請
花
開
春
泰
和
、
何
曽
辞
去
界
娑
婆
、
倒
騎
鉄
馬
泥
丸
路
、
不
是
蓬
莱
皈
卒
陀
、

　
　
　
烏
頭
末
派
、
龍
渕
甲
科
、
参
詩
参
禅
、
指
花
為
伝
家
屈
□
布
、
有
名
有
実
、
除
松
呼
瑞
世
優
鉢
羅
、
叢
社
忽
零
落
、
法

施
何
遷
俄
到
這
裡
、
着
力
於
腕
頭
拶
出
泥
犂
黄
達
磨
、
開
口
於
舌
上
罵
倒
浄
土
紅
釈
迦
、
井
底
蝦
蟆
跳
出
、
海
上
蚯
蚓
抹

過
、
孤
逈
々
悄
巍
々
、
説
甚
麼
、
我
相
人
相
衆
生
相
、
清
寥
々
白
滴
々
、
論
甚
麼
、
陰
魔
死
魔
煩
悩
魔
、
芳
草
緑
揚
、
泥

牛
触
雲
鉄
、
狗
吠
月
青
松
翠
竹
、
石
女
成
舞
木
人
唱
歌
、
這
个
葛
藤
三
昧
旦
置
、
即
今
惟
信
西
堂
、
穏
坐
道
場
底
如
何
、

擲
火
把
云
、
黄
金
鋳
出
崑
崙
鉄
、
紅
焔
炉
中
激
白
波
、
同

（
勝
岩
）
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四
、
ま
と
め

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
瑞
龍
寺
へ
入
寺
し
た
五
山
派
僧
は
、
玉
村
氏
が
紹
介
し
た
二

名
に
加
え
て
六
名
を
掲
げ
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
八
名
は
い
づ
れ
も
坐
公
文
も
し
く
は

短
期
の
住
山
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
れ
で
も
瑞
龍
寺
と
し
て
は
準
十
刹
と
し
て

十
方
住
持
制
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
天
文
中
期
以
降
に
つ
い

て
は
史
料
が
見
ら
れ
ず
、
恐
ら
く
は
実
行
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
天
文
十
三

年
（
一
五
四
四
）
以
降
、
美
濃
の
各
地
で
戦
乱
が
続
き
、
五
山
派
寺
院
の
存
続
も
危
く
な

っ
て
き
た
。
永
禄
期
に
入
る
と
、
信
長
の
侵
入
な
ど
で
焼
失
す
る
寺
院
が
相
つ
い
だ
。
瑞

龍
寺
は
戦
火
の
都
度
再
建
さ
れ
た
の
で
、
今
日
ま
で
法
灯
が
存
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

檀
越
土
岐
・
斎
藤
氏
の
支
援
を
失
っ
た
五
山
派
の
寺
は
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
瑞
龍
寺
の
中
世
の
歴
代
に
つ
い
て
は
、
こ
の
あ
と
に
掲
げ
る
「
瑞
龍
寺
紫
衣
輪

番
世
代
幉
写
」
を
参
照
願
い
た
い
が
、
そ
の
中
に
五
山
派
の
人
が
入
寺
し
た
こ
と
は
全
く

記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
記
載
さ
れ
て
い
な
い
方
が
正
し
い
の
で
は
な
く
て
、
寺
の
都
合
で

改
変
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
棒
頭
に
掲
げ
た
文
明
二
年
の
綸
旨
も
同
様
で
あ
る
。
版
本
虎
穴

録
に
見
ら
れ
た
も
の
が
、
瑞
龍
寺
の
写
文
書
で
は
消
さ
れ
て
い
る
。
お
寺
と
し
て
の
体
裁

を
整
え
る
こ
と
と
学
問
と
は
別
と
考
え
て
、
あ
え
て
一
文
を
草
し
た
次
第
で
あ
る
。

享保 6 年開版の「虎穴録」収録の綸旨
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五
、
収
録
　
瑞
龍
寺
紫
衣
輪
番
世
代
幉
写
の
紹
介

　（
表
紙
）

　「
瑞
龍
寺
紫
衣
輪
番
世
代
幉
写

　 

　
　
　
　
　
　
　
　
紀
綱
寮
」

（
一
丁
オ
）

明
応
九
庚
申
年
九
月
六
日
、
悟
渓
和
尚
示
寂
後
、
瑞
龍
寺
徒
弟
輪
番
住
世
牌

文
亀
元
年
辛
酉

　
　
　

塔
頭
瑞
雲
院

　
　

創
建
席
田
慈
雲
寺
　
　
天
縦
宗
受
和
尚

　
　
二
年
壬
戌

　
　
　

塔
頭
龍
徳
院

　
　

創
建
池
田
龍
徳
寺
　
　
西
川
宗
洵
和
尚

　
　
三
年
癸
亥

　
　
　

塔
頭
龍
振
院

　
　

創
建
蜂
屋
瑞
林
寺
　
　
仁
済
宗
恕
和
尚

永
正
元
年
甲
子

　
　
　

塔
頭
息
耕
院

　
　

創
建
山
県
大
智
寺
　
　
玉
浦
宗
珉
和
尚

　
　
二
年
乙
丑

　
　
　

塔
頭
龍
岡
院

　
　

創
建
一
色
天
衣
寺
　
　
瑞
翁
宗
縉
和
尚

（
一
丁
ウ
）

　
　
三
年
丙
寅

　
七
年
忌
塔
頭
鶴
棲
院

　
　

創
建
長
良
崇
福
寺
　
特（

独
）秀

乾
才
和
尚

　
　
四
年
丁
卯

　
　
　

塔
頭
開
善
院

　
　

創
建
岐
陽
大
宝
寺
　
　
興
宗
宗
松
和
尚

　
　
五
年
戊
辰

　
　
　
　
　
　
　
　
再
住
天
縦
和
尚

　
　
六
年
己
巳

　
　
　
　
　
　
　
　
再
住
瑞
応
和
尚

　
　
七
年
庚
午

　
　
　
　
　
　
　
　
再
住
仁
済
和
尚
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八
年
辛
未

　
　
　
　
　
　
　
　
再
住
玉
浦
和
尚

　
　
九
年
壬
申

　
十
三
年
忌

　
　
　
再
住
独
秀
和
尚

（
二
丁
オ
）

　
　
十
年
癸
酉

　
　
　
　
　
　
　
　
再
住
興
宗
和
尚

　
　
十
一
年
甲
戌

　
　
筵
田
慈
雲
寺
二
世
大
宗
宗
弘
和
尚

　
天

　
　
十
二
年
乙
亥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
湖
宗
范
和
尚

　
西

　
　
十
三
年
丙
子

　
十
七
年
忌

　
　
　
三
住
仁
済
和
尚

　
　
十
四
年
丁
丑

　
　
代
雪
岫
和
尚

　
三
住
玉
浦
和
尚

　
　
十
五
年
戊
寅

　
　
　
　
崇
福
寺
二
世
仁
岫
和
尚

　
特

（
独
）

　
　
十
六
年
己
卯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
希
文
建
和
尚

　
玉

（
二
丁
ウ
）

　
　
十
七
年
庚
辰

　
　
　
　
　
　
　
三
住
興
宗
和
尚

大
永
元
年
辛
巳

　
　
　
当
国
妻
木
崇
禅
寺
桂
峯
玄
昌
和
尚

　
仁

　
　
二
年
壬
午

　
二
十
三
年
忌
瑞
雲
院
二
世

　
　
　
　
　
春
岳
祖
泰
和
尚

　
天

　
　
三
年
癸
未

　
　
　
　
　
　
　
　
再
住
春
湖
宗
范
和
尚

　
西

　
　
四
年
甲
申

　
二
十
五
年
忌

　
　
　
　
雪
岫
宗（

瑞
）秀

和
尚

　
玉

　
　
五
年
乙
酉

　
七
月
十
六
日
雪
岫
和
尚
退
院

自
八
月
朔
日
大
乱
故
無
住

　

　
　
六
年
丙
戌

　
大
乱
無
住
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（
三
丁
オ
）

　
　
七
年
丁
亥

　
　
　

当
山
松
源
院

　
　
　
　
　	

一
渓
宗
統
和
尚

　
特

享
禄
元
年
戊
子

　
　
　

信
之
松
源
寺

　
　
　
　
　	

文
淑（

叔
）郁

和
尚

　
玉

　
　
二
年
己
丑

　
　
　

尾
之
妙
光
寺

　
　
　
　
　	

笑
渓
誾
和
尚

　
寿

　
　
三
年
庚
寅	

清
林
勤
和
尚

　
独

　
　
四
年
辛
卯	

友
峰
益
和
尚

　
寿

天
文
元
年
壬
辰

　
三
十
三
年
忌	

信
淑（

叔
）紹

允
和
尚

　
特

　
　
二
年
癸
巳

　
　
　

尾
之
禅
源
寺

　
　
　
　
　	

勝
嵓
宗
珠
和
尚

　
仁

（
三
丁
ウ
）

　
　
三
年
甲
午

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
成
韶
和
尚

　
興

　
　
四
年
乙
未

　
自
八
月
十
七
日

大
乱
炎
上
無
住

　
　
五
年
丙
申

　
無
住

　
　

　
　
六
年
丁
酉

　
無
住

　
　

　
　
七
年
戊
戌

　
無
住

　
　

　
　
八
年
己
亥

　
自
信
州
以
職

銭
勤
之

　
　	

大
極
初
和
尚

　
玉

　
　
九
年
庚
子

　
　
　

勢
州
白
子
龍
源
寺
開
山

遷
化
瑞
雲
院

　
　
　
　
江
南
殊
栄
和
尚

　
天

（
四
丁
オ
）

　
　
十
年
辛
丑

　
仁
岫
和
尚
被
勤
之

代
天
瑞
座
元

　

	

乾
三
玄
稜
和
尚

　
特
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十
一
年
壬
寅	

趙
庵
諗
和
尚

　
興

　
　
十
二
年
癸
卯

　
　
　
　
　 

瑞
林
三
世

　
　
　
　	

剛
岳
玄
確
和
尚

　
仁

　
　
十
三
年
甲
辰

　
自
尾
州
以

　
熱
田
龍
珠
寺

職
銭
勤
之

　
　
　
　
　
　	

南
溟
紹
化
和
尚

　
玉

　
　
十
四
年
乙
巳	

春
荘
晄
和
尚

　
端

　
　
十
五
年
丙
午

　
　
　
　 	

開
善
院
二
世

当
山
対
月
院	

邦
叔
宗
禎
和
尚

　
興

　
　
十
六
年
丁
未

　
　
　	

筵
田
慈
雲
寺
三
世

又
住
甲
之
東
光
寺	

岐
秀
玄
伯
和
尚

　
天

（
四
丁
ウ
）

　
　
十
七
年
戊
申

　
仮
方
丈
再
興
、
酉
三
月

廿
二
日
作
事
初
、　

　	

徹
堂
祖
透
和
尚

　
仁

　
　
十
八
年
己
酉

　
五
十
年
忌
焼

　
大
宝
寺

香
有
法
語
、　

　
　
　	

泰
秀
宗
幹（

韓
）和

尚
　

興

　
　
十
九
年
庚
戌	
北
溟
渭
和
尚

　
西

　
　
二
十
年
辛
亥	
明
伯
宝
和
尚

　
西

　
　
廿
一
年
壬
子	

松
峯
永
和
尚

　
寿

　
　
廿
二
年
癸
丑	

黙
宗
瑞
渕
和
尚

　
玉

　
　
廿
三
年
甲
寅	

大
運
宗
章
和
尚

　
寿

（
五
丁
オ
）

弘
治
元
年
乙
卯

　
代
雲
外
和
尚

　
甲
之
慧
林

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

快
川
紹
喜
和
尚

　
特

　
　
二
年
丙
辰

　
　
　
　
　
　

尾
之
政
秀

　
　
　
　	

澤
彦
宗
恩
和
尚

　
興

　
　
三
年
丁
巳	

南
農（

豊
）宗

瑠
和
尚

　
玉
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永
禄
元
年
戊
午	

天
桂
玄
長
和
尚

　
特

　
　
二
年
己
未	

仁
甫
珠
善
和
尚

　
興

　
　
三
年
庚
申

　
　
　

信
州
伊
那
開
善
寺

　
　
　
　
　
　
　	

速
伝
宗
販
和
尚

　
特

　
　
四
年
辛
酉	

十
州
宗
喆
和
尚

　
興

（
五
丁
ウ
）

　
　
五
年
壬
戌	

周
峯
中
昭
和
尚

　
独

　
　
六
年
癸
卯

　
自
遠
州
以

　
　
遠
龍
潭

職
銭
勤
之
、　

　
　
　	

南
渓
瑞
聞
和
尚

　
玉

　
　
七
年
甲
子	

三
陽
玄
韶
和
尚

　
西

　
　
八
年
乙
丑

　
自
甲
州
以

　
西
坂
垣
東
光
寺

職
銭
勤
之
、　

　
　
　
　
　	

春
国
光
新
和
尚

　
天

　
　
九
年
丙
寅

　
　
　

当
国
高
桑
慈
恩
寺

　
　
　
　
　
　

	
雲
外
玄
嶂
和
尚

　
特

　
　
十
年
丁
卯

　
自
甲
州
以
職
銭
勤
之
、　

九
月
織
田
上
総
介
乱
入
、	
雪
庵
宗
柏
和
尚

　
独

　
　
十
一
年
戊
辰

　
　
　
　

当
国
長
春
寺

　
　
　
　

	

高
庵（

安
）瑞

登
和
尚

　
玉

（
六
丁
オ
）

　
　
十
二
年
己
巳	

雲
叔
宗
動（

勤
）和

尚
　

仁

元
亀
元
年
庚
午	

快
川
紹
喜
和
尚

　
特

　
　
二
年
辛
未	

湖
叔
宗
永
和
尚

　
興

　
　
三
年
壬
申	

南
化
玄
興
和
尚

　
特

天
正
元
年
癸
酉	

海
翁
晏
和
尚

　
仁
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二
年
甲
戌

　
　
　
　
　
　

崇
福
寺

　
　
　	

柏
堂
景
森
和
尚

　
特

　
　
三
年
乙
亥

　
　
　
　
　
　

乙
津
寺

　
　
　	

蘭
叔
玄
秀
和
尚

　
特

（
六
丁
ウ
）

　
　
四
年
丙
子	

天
心
智
寛
和
尚

　
玉

　
　
五
年
丁
丑

　
　
　

当
国
上
有
知
清
泰
寺

　
　
　
　
　
　
　
　	

大
圭
紹
琢
和
尚

　
玉

　
　
六
年
戊
寅

　
　
　

奥
州
仙
台
覚
範
寺

　
　
　
　
　
　
　	

虎
哉
宗
乙
和
尚

　
天

　
　
七
年
己
卯

　
　
　

当
国
粟
野
大
竜
寺

　
　
　
　
　
　
　	

淳
嵓
玄
朴
和
尚

　
特

　
　
八
年
庚
辰

　
　
　

当
州
津
保
天
正
寺

　
　
　
　
　
　
　	

灯
外
宗
普
和
尚

　
仁

　
　
九
年
辛
巳	

了
庵
日
了
和
尚

　
玉

　
　
十
年
壬
午

　
　
　
　
　
　
　

崇
福
寺

　
　
　	
虚
庵
慧
洪
和
尚

　
特

（
七
丁
オ
）

　
　
十
一
年
癸
未	

笑
山
宗
忻
和
尚

　
仁

　
　
十
二
年
甲
申	

大
円
智
円
和
尚

　
興

　
　
十
三
年
乙
酉	

梅
船
善
法
和
尚

　
玉

　
　
十
四
年
丙
戌	

玉
堂
宗
琨
和
尚

　
興

　
　
十
五
年
丁
亥

　
　
　
　

越
前
法
泉
寺

　
　
　
　
　	

海
晏
道
陸
和
尚

　
特

　
　
十
六
年
戊
子

　
　
　
　

大
坂
安
住
寺

　
　
　
　
　	

功
澤
宗
勲
和
尚

　
興

　
　
十
七
年
己
丑

　
無
住
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（
七
丁
ウ
）

　
　
十
八
年
庚
寅	

説
嵓
和
尚

　
　
十
九
年
辛
卯	

大
林
紹
偉
和
尚

　
玉

文
禄
元
年
壬
辰

　
　
　
　

尾
州
稲
場
禅
源
寺

　
　
　
　
　
　
　	

策
甫
宗
勝
和
尚

　
仁

　
　
二
年
癸
巳

　
　
　
　
　

奥（
宇
都
宮
）州

興
禅
寺

　
　
　
　
　	

物
外
紹
播
和
尚

　
玉

　
　
三
年
甲
午

　
　
　
　
　

日
州
大
光
寺

　
　
　
　
　	

西
院
瑞
竺
和
尚

　
特

　
　
四
年
乙
未	

天
叔
宗
瑞
和
尚

慶
長
元
年
丙
申

　
　
　
　
　

本
山
蟠
桃
院

　
　
　
　
　	

一
宙
東
黙
和
尚

　
特

（
八
丁
オ
）

　
　
二
年
丁
酉	
仁
宿
周
寛
和
尚

　
特

　
　
三
年
戊
戌

　
　
　
　
　

岐
阜
大
宝
寺

　
　
　
　
　	
菊
潭
祖
采
和
尚

　
興

　
　
四
年
己
亥

　
百
年
忌

　
　
　
　
　
　
趙
室
常
有
和
尚

　
興

　
　
五
年
庚
子	

仙
林
禅
彭
和
尚

　
仁

　
　
六
年
辛
丑

　
　
　
　
　

予
州
曹
渓
院

　
　
　
　
　	

九
岳
紹
桓
和
尚

　
特

　
　
七
年
壬
寅

　
　
　
　
　

本
山
大
通
院	

湖（
湘
）南

宗
化（

岳
）和

尚
　

特

　
　
八
年
癸
卯

　
　
　
　
　

本
山
養
徳
院	

水
庵
宗
掬
和
尚

　
特

（
八
丁
ウ
）

　
　
九
年
甲
辰

　
　
　

当
国
上
有
知
清
泰
寺	

鉄
松
玄
固
和
尚

　
玉
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十
年
乙
巳

　
　
　

尾
州
一
宮
妙
興
寺	

鰲
山
景
存
和
尚

　
特

　
　
十
一
年
丙
午

　
　

遠
州
山
崎
安
寧
寺	

南
州
宗
薫
和
尚

　
玉

　
　
十
二
年
丁
未

　
天
縦
派
江
南
下
大
虫
七
世
有
一
嶽

宗
端
非
乎
妙
心
第
一
座
乎

　
　
　	

一
岳
和
尚

　
　
十
三
年
戊
申	

大
樹
玄
玕
和
尚

　
特

　
　
十
四
年
己
酉

　
　
　
　

甲
州
慧
林
寺	

末
宗
瑞
曷
和
尚

　
特

　
　
十
五
年
庚
戌	

高
屋
紹
岫
和
尚

　
特

（
九
丁
オ
）

　
　
十
六
年
辛
亥	

春
龍
玄
済
和
尚

　
仁

　
　
十
七
年
壬
子	

天
長
元（

玄
）長

和
尚

　
興

　
　
十
八
年
癸
丑

　
　
　
　

本
山
智
勝
院	

単
伝
士
印
和
尚

　
特

　
　
十
九
年
甲
寅

　
無
住

元
和
元
年
乙
卯	

定
山
祖
慧
和
尚

　
特

　
　
二
年
丙
辰

　
　
　
　

尾
州
城
下
白
林
寺	

蘭
叟
紹
秀
和
尚

　
特

　
　
三
年
丁
巳

　
　
　
　

信
州
飯
田
長
久
寺	

蒲
礀
宗
陳
和
尚

　
特

（
九
丁
ウ
）

　
　
四
年	

覚
堂
宗
筠
和
尚

　
玉

　
　
五
年	

龍
雲
宗
珠
和
尚

　
特

　
　
六
年
庚
申	

南
源
宗
薫
和
尚

　
特
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七
年
辛
酉

　
　
　
　
　

本
山
亀
仙
庵	

海
山
元
珠
和
尚

　
特

　
　
八
年
壬
戌	

丈
林
宗
規
和
尚

　
特

　
　
九
年
癸
亥

　
　
　
　

信
州
伊
那
聞
善
寺	

球
山
宗
温
和
尚

　
特

寛
永
元
年
甲
子

　
　
　
　

若
州

　
　
泰
雲
寺	

月
岑
宗
貯
和
尚

　
特

（
十
丁
オ
）

　
　
二
年
乙
丑	

南
栄
玄
策
和
尚

　
特

　
　
三
年
丙
寅

　
　
　
　

越
前
福
井
華
蔵
寺	

龍
洲
宗
真
和
尚

　
興

　
　
四
年
丁
卯

　
　
　
　

勢
州
山
田
常
勝
寺	

別
山
紹
褆
和
尚

　
玉

　
　
五
年
戊
辰	

回
嵓
玄
登
和
尚

　
特

　
　
六
年
己
巳

　
　
　

遠
州
保
六
島
宝
珠
寺	

龍
澤
宗
級
和
尚

　
仁

　
　
七
年
庚
午

　
　
　
　
　

本
山
鳳
台
院	

輝
岳
□
暾
和
尚

　
興

　
　
八
年
辛
未

　
無
住

（
十
丁
ウ
）

　
　
九
年
壬
申

　
無
住

　
　
十
年
癸
酉

　
無
住

　
　
十
一
年
甲
戌

　
　

阿
州
定
恵
山
大
安
寺	

泰
雲
□
峻
和
尚

　
特

　
　
十
二
年
乙
亥

　
　
　
　
　
　

崇
福
寺	

慶
甫
玄
賀
和
尚

　
特

　
　
十
三
年
丙
子

　
　

遠
州
伊
井
谷
龍
潭
寺	

昊
天
宗
建
和
尚

　
玉
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十
四
年
丁
丑

　
　

因
州

　
　
　
安
禅
寺	

梁
山
宗
棟
和
尚

　
興

寛
永
十
五
年
戊
寅

　
　

尾
州
城
下
政
秀
寺	

槐
山
宗
三
和
尚

　
興

（
十
一
丁
オ
）

　
　
十
六
年
己
卯

　
　

妙
心

　
　
　
養
徳
院	

周
室
紹
盛
和
尚

　
特

　
　
十
七
年
庚
辰

　
　

尾
州

　
稲
場
禅
源
寺	

清
嵓
宗
源
和
尚

　
仁

　
　
十
八
年
辛
未

　
　
　
　
　
　

興
禅
寺	

渭
川
周
瀏
和
尚

　
玉

　
　
十
九
年
壬
午

　
　

奥
州
仙
台
瑞
鳳
寺	

清
岳
宗
拙
和
尚

　
天

　
　
二
十
年
癸
未

　
　

妙
心

　
　
　
長
寿
院	

圭
瑞
周
封
和
尚

　
特

正
保
元
年
甲
申

　
　
　

奥
州
松
島
瑞
嵓
寺	

雲
居
希
膺
和
尚

　
特

　
　
二
年
乙
酉

　
　
　

本
山

　
　
　
長
寿
院	

堅
室
元
因
和
尚

　
特

　（
追
記
）「
夬
室
和
尚
東
海
正
保
二
年
ノ
日
単
ニ
ア
リ
」

（
十
一
丁
ウ
）

　
　
三
年
丙
辰	

一
燈
宗
多
和
尚

　
特

　
　
四
年
丁
亥

　
　
　

豊
後	

回
天
法
旧
和
尚

　
特

慶
安
元
年
戊
子

　
　
　

因
州

　
　
　
広
徳
寺	

江
外
宗
禹
和
尚

　
興

　
　
二
年
己
丑

　
百
五
十
年
忌

　
代
焼
香

　
　

同
派
梁
屋
和
尚
香
語
首
尾
□	

松
屋
玄
貞
和
尚

　
玉

　
　
三
年
庚
寅

　
　

越
前
田
谷
大
安
寺	

大
愚
宗
築
和
尚

　
特

　
　
四
年
辛
卯

　
　（

当
国
山
県
大
智
寺
勧

　

化
帳
ニ
ハ
江
戸
心
宗
寺	

了
堂
宗
歇
和
尚

　
玉

承
応
元
年
壬
辰

　
　

遠
州
伊
井
谷
竜
潭
寺	

万
亀
宗
鑑
和
尚

　
玉
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（
十
二
丁
オ
）

　
　
二
年
癸
巳

　
　

播
磨
姫
路
慶
雲
寺	

南
室
東
隣
和
尚

　
興

　
　
三
年
甲
午

　
　

尾
州
城
下
白
林
寺	

喝
堂
全
用
和
尚

　
特

明
暦
元
年
乙
未

　
　

因
州

　
玄
高
寺	

滅
山
玄
崇
和
尚

　
興

明
暦
二
年
丙
午

　
　

本
山

　
桂
春
院	

桂
南
守
仙
和
尚

　
特

　
　
三
年
丁
酉	

龍
天
宗
登
和
尚

　
特

万
治
元
年
戊
戌

　
　

若
州
小
浜
常
高
寺	

槐
堂
周
虎
和
尚

　
特

　
　
二
年
己
亥

　
　

木
曽
富
田
山
長
福
寺	

江
安
紹
和
尚

（
十
二
丁
ウ
）

　
　
三
年
庚
子

　
　

備
前

　
蔭
涼
寺	

潜
龍
宗
沕
和
尚

　
興

寛
文
元
年
辛
丑

　
　

筑
前
博
多
聖
福
寺	

三
高
祖
益
和
尚

　
特

　
　
二
年
壬
寅

　
　

当
国
上
有
知
清
泰
寺	

梁
屋
□
棟
和
尚

　
玉

　
　
三
年
癸
卯

　
　

妙
心

　
　
麟
祥
院	

霊
峰
元

和
尚

　
特

　
　
四
年
甲
辰

　
　

因
州
鳥
取

　
龍
峯
寺	

提
宗
全
和
尚

　
興

　
　
五
年
乙
巳

　
　

江
戸
浅
草
海
禅
寺	

雲
渓
宗
碩
和
尚

　
天

　
　
六
年
丙
午

　
　

阿
州
徳
島
慈
光
寺	

香
南
禅
慧
和
尚

　
特

（
十
三
丁
オ
）

　
　
七
年
丁
未

　
　

信
州
木
曽
興
禅
寺	

桂
岳
祖
昌
和
尚

　
特
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八
年
戊
申

　
　

妙
心
寺

　
海
福
院	

鶻
山
宗
俊
和
尚

　
特

　
　
九
年
己
酉

　
　

雲
州
松
江

　
天
輪
寺
乎	

唯
道
玄
識
和
尚

　
特

　
　
十
年
庚
戌

　
　

妙
心

　
　
鳳
台
院	

渕
室
玄
長
和
尚

　
興

　
　
十
一
年
辛
亥	

快
翁
玄
活
和
尚

　
特

　
　
十
二
年
壬
子

　
妙
心

　
　
大
雄
院	

生
銕
以
清
和
尚

　
特

延
宝
元
年
癸
丑

　
　

奥
之
仙
台

　
瑞
鳳
寺	

徹
宗
宗
源
和
尚

　
天

（
十
三
丁
ウ
）

　
　
二
年
甲
寅

　
　

江
戸

　
　
麟
祥
院	

洞
院
玄

和
尚

　
玉

　
　
三
年
乙
卯

　
　

当
国
長
良
崇
福
寺	

物
堂
宗
接
和
尚

　
特

　
　
四
年
丙
辰

　
　

土
佐

　
明
源
院	

大
牛
永
覚
和
尚

　
特

　
　
五
年
丁
巳

　
　

江
州
彦
根
龍
潭
寺	

喝
岩
玄
震
和
尚

　
玉

　
　
六
年
戊
午

　
　

肥
後

　
　
見
性
寺	

三
級
玄
省
和
尚

　
特

　
　
七
年
己
未	

藍
岫
宗
□
和
尚

　
特

　
　
八
年
庚
申

　
　

淡
州

　
江
国
寺	

天
岑
禅
理
和
尚

　
興

（
十
四
丁
オ
）

天
和
元
年
辛
酉

　
　

尾
州
城
下
政
秀
寺	

徹
源
祖
侃
和
尚

　
興

　
　
二
年
壬
戌

　
　

阿
州

　
　
慈
高
寺	

黙
宗
禅
宜
和
尚

　
特

　
　
三
年
癸
亥

　
　

遠
州

　
　
貞
永
寺	

大
宙
全
宝
和
尚

　
玉
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貞
享
元
年
甲
子

　
　

丹
波

　
　
東
山
寺	

旭
峰
宗
寔
和
尚

　
仁

　
　
二
年
乙
丑

　
　

妙
心

　
　
大
通
院	

顕
宗
宗
密
和
尚

　
特

　
　
三
年
丙
寅

　
　

大
坂

　
　
大
仙
寺	

南
江
慧
昌
和
尚

　
玉

　
　
四
年
丁
卯

　
　

筑
后
久
留
米
梅
林
寺	

方
室
玄
杲
和
尚

　
特

（
十
四
丁
ウ
）

元
禄
元
年
戊
辰

　
　

奥
州
松
島

　
瑞
岩
寺	

鵬
雲
東
搏
和
尚

　
特

　
　
二
年
己
巳

　
　

阿
州
徳
島

　
慈
光
寺	

南
山
祖
団
和
尚

　
特

　
　
三
年
庚
午

　
　

尾
州
城
下

　
白
林
寺	

檀
渓
通
徹
和
尚

　
特

　
　
四
年
辛
未

　
　

江
戸
谷
中

　
南
泉
寺	

江
岩
祖
吸
和
尚

　
特

　
　
五
年
壬
申

　
　

江
戸

　
　
　
長
徳
院	

碧
雲
智
岫
和
尚

　
天

　
　
六
年
癸
酉

　
　

紀
州
由
良

　
興
国
寺	

瑞
峰
紹
□
和
尚

　
玉

　
　
七
年
甲
戌

　
　

尾
州

　
　
　
政
秀
寺	

江
天
景
屋
和
尚

　
興

（
十
五
丁
オ
）

　
　
八
年
乙
亥

　
　

妙
心

　
　
　
大
通
院	

湖
山
祖
浄
和
尚

　
特

　
　
九
年
丙
子

　
　

遠
州
山
崎

　
永
安
寺	

十
劫
慧
通
和
尚

　
玉

　
　
十
年
丁
丑

　
　

尾
州
熱
田
龍
珠
寺	

大
州
紹
覚
和
尚

　
玉

　
　
十
一
年
戊
寅

　
備
後
三
次
鳳
源
寺	

璘
渓
片
玉
和
尚

　
特

　
　
十
二
年
己
卯

　
妙
心

　
　
　
麟
祥
院

二
百
年
忌

　
　
　
　	

鰲
雲
元
什
和
尚

　
特
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十
三
年
庚
辰

　
奥
州
仙
台

　
保
春
院	

烟
水
自
樵
和
尚

　
天

　
　
十
四
年
辛
巳

　
当
国
比
良
竜
福
寺	

達
堂
玄
通
和
尚

　
玉

（
十
五
丁
ウ
）

　
　
十
五
年
戊
午

　
江
戸
谷
中
天
眼
寺	

越
叟
甫
格
和
尚

　
玉

　
　
十
六
年
己
未

　
豊
后
臼
杵
月
桂
寺	

銕
帚
宗
州
和
尚

　
特

宝
永
元
年
甲
申

　
　

遠
州
伊
井
谷
龍
潭
寺	

徹
叟
法
珍
和
尚

　
玉

　
　
二
年
乙
酉

　
　

讃
州
丸
亀
玄
要
寺	

鋼
峰
周
良
和
尚

　
特

　
　
三
年
丙
戌

　
　

越
前
福
井
華
蔵
寺	

凍
雲
季
先
和
尚

　
特

　
　
四
年
丁
亥

　
　

江
州
奈
良
崎
高
源
寺	

粹
岩
祖
純
和
尚

　
玉

　
　
五
年
戊
子

　
　

当
国
比
久
見
妙
楽
寺	

黙
隠
禅
宣
和
尚

　
仁

（
十
六
丁
オ
）

　
　
六
年
己
丑

　
　

当
国
高
洲
禅
海
寺

九
月
祖
忌
焚
香

	

仏
鑑
祖
円
和
尚

　
特

　
　
七
年
庚
寅

　
　

阿
州

　
　
金
蓮
寺	

雪
渓
志
錬
和
尚

　
特

正
徳
元
年
辛
卯

　
　

江
戸
牛
込
済
松
寺	

湘
山
楚
潭
和
尚

　
興

　
　
二
年
壬
辰

　
　

阿
州

　
　
臨
江
寺	

暁
山
祖
発
和
尚

　
特

　
　
三
年
癸
巳

　
　

妙
心
寺
中
大
通
院	

明
岩
普
聦
和
尚

　
特

　
　
四
年
甲
午

　
　

尾
州
古
渡
泰
雲
寺	

湛
海
如
然
和
尚

　
特

　
　
五
年
乙
未

　
　

妙
心
寺
中
智
勝
院	

瑞
堂
紹
本
和
尚

　
特



臨済宗五山派としての美濃国の瑞龍寺

47

（
十
六
丁
ウ
）

享
保
元
年
丙
申

　
　

江
州

　
　
龍
潭
寺	

藍
渓
慧
湛
和
尚

　
玉

　
　
二
年
丁
酉

　
　

江
戸

　
　
麟
祥
院	

伝
外
祖
竺
和
尚

　
玉

　
　
三
年
戊
戌

　
　

日
州

　
　
二
厳
寺	

柏
岩
宗
茂
和
尚

　
特

　
　
四
年
己
亥

　
　

奥
州
仙
台

　
瑞
鳳
寺	

桂
林
宗
琛
和
尚

　
天

　
　
五
年
庚
子

　
　

江
戸
谷
中

　
天
眼
寺	

嵩
禅
全
峻
和
尚

　
玉

　
　
六
年
辛
丑

　
　

江
戸
谷
中

　
南
泉
寺	

曇
渓
願
和
尚

　
特

　
　
七
年
壬
寅

　
　

阿
州
徳
島

　
瑞
岩
寺	

龍
南
智
徳
和
尚

　
興

（
十
七
丁
オ
）

　
　
八
年
癸
卯

　
　

土
州

　
　
　
明
源
院	

峻
嶺
玄
昌
和
尚

　
玉

　
　
九
年
甲
辰

　
　

筑
後

　
　
　
梅
林
寺	

岱
堂
全
和
尚

　
特

　
　
十
年
乙
巳

　
　

勢
州

　
　
　
龍
津
寺	

物
道
禅
超
和
尚

　
特

　
　
十
一
年
丙
午

　
奥
州

　
　
　
瑞
岩
寺	

夢
庵
幼
和
尚

　
特

　
　
十
二
年
丁
未

　
讃
州
高
松

　
慈
恩
寺	

月
潭
祖
桂
和
尚

　
特

　
　
十
三
年
戊
申

　
江
戸
駒
込

　
養
源
寺	

実
禅
朴
和
尚

　
　
十
四
年
己
酉

　
甲
州

　
　
　
法
泉
寺	

天
圭
東
愚
和
尚

　
興

（
十
七
丁
ウ
）

　
　
十
五
年
庚
戌

　
奥
州
松
島

　
瑞
岩
寺	

天
嶺
性
空
和
尚

　
特
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十
六
年
辛
亥

　
妙
心

　
　
　
隣
華
院	

大
渓
玄
乗
和
尚

　
特

　
　
十
七
年
壬
子

　
妙
心

　
　
　
蟠
桃
院

後
住
江
戸

　
済
松
寺	

荊
山
楚
璉
和
尚

　
　
十
八
年
癸
丑

　
淡
州

　
　
　
江
国
寺	

一
洞
慧
音
和
尚

　
　
十
九
年
甲
寅

　
越
前
田
谷

　
大
安
寺	

関
道
希
芸
和
尚

　
　
二
十
年
乙
卯

　
江
戸

　
　
　
海
禅
寺	

愚
渓
頑
和
尚

　
天

元
文
元
年
丙
辰

　
　

勢
州
刑
部
禅
蔵
寺	

培
□
唯
然
和
尚

　
特

（
十
八
丁
オ
）

　
　
二
年
丁
巳

　
　

若
州
小
浜

　
常
高
寺	

百
癡
亢
和
尚

　
特

　
　
三
年
戊
午	

則
堂
玄
軌
和
尚

　
　
四
年
己
未

　
　

淀
　
　
　
　
養
源
寺	

提
河
慧
祥
和
尚

　
　
五
年
庚
申

　
　

阿
州
徳
島

　
慈
光
寺	

絶
沖
悦
和
尚

寛
保
元
年
辛
酉

　
　

豊
后
臼
杵

　
月
桂
寺	

篁
谷
宗
貞
和
尚

　
　
二
年
壬
戌

　
　

遠
州

　
　
　
安
泰
寺	

大
淑
紹
悦
和
尚

　
玉

　
　
三
年
癸
亥

　
　

阿
州
徳
島

　
瑞
岩
寺	

珪
峯
智
脱
和
尚

（
十
八
丁
ウ
）

延
享
元
年
甲
子

　
　

大
顛
和
尚
住
妙
心
、
当
山
依
例
発
請
疏
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

依
京
本
山
東
海
、
以
新
記
録
差
留
大
顛
和
尚
之
遷
住
之
争
論
起
、
自
七
月
無
住

　
　
二
年
乙
丑

　
　

自
正
月
東
海
惣
代
来
下
、
大
顛
和
尚
遷
住
一
件
不
相
済
、
二
月
当
山
惣
代
官
訴
ノ
為
出
府
、
依
之
無
住

　
　
三
年
丙
寅

　
　

大
顛
和
尚
遷
住
一
件
、
公
命
降
、
本
山
当
山
惣
代
上
京
、
自
正
月
本
山
推
判
故
実
矣
、
二
月
四
日
大
顛
和
尚
遷
化
訃
音
来
、
于
京
師
東
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光
三
級
座
元
・
竜
門
禹
門
座
元
・
護
国
大
渓
座
元
、
受
本
師
大
顛
和
尚
末
上
遺
命
以
連
署
云
、
挙
次
籍
輪
差
住
持
之
和
尚
遷
住
云
令
不

違
開
祖
遺
命
、
正
瑞
竜
古
格
矣
、

　
　
四
年
丁
卯

　
　

十
月
廿
七
日
、
公
験
分
明
、
当
山
復
古
規
、
雖
然
公
命
逼
塞
故
、
毎
事
不
能
執
行
、

　
　
　
　
　
　（
以
下
欠
）

注（
1
）	

雪
江
が
悟
渓
に
与
え
た
印
可
状
は
、
明
和
二
年
可
山
禅
悦
編
の
「
仏
日
真
照
禅
師
語
録
」（
雪
江
和
尚
語
録
）
や
東
大
印
度
哲
学

教
室
の
「
異
本
葛
藤
集
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）	

今
枝
愛
真
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
一
七
一
頁
に
よ
る
。

（
3
）	

『
土
岐
氏
の
時
代
』
は
Ａ
4
版
一
一
二
頁
立
で
、
平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
に
特
別
展
・
土
岐
氏
の
時
代
の
際
に
岐
阜
市
歴
史
博

物
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

（
4
）	

『
正
法
山
誌
』
は
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
九
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
無
著
道
忠
の
著
作
で
あ
る
。
本
稿
は
昭
和
十
年
に
翻
刻

し
た
も
の
を
昭
和
五
十
年
に
思
文
閣
か
ら
再
刊
し
た
も
の
に
よ
っ
た
。

（
5
）	

「
寅い

ん
誾あ

ん
和
尚
疏
藁
」
は
、
東
大
史
料
編
纂
所
所
架
の
も
の
に
拠
っ
た
。

（
6
）	

春
蘭
寿
崇
が
斎
藤
持
是
院
妙
純
の
実
弟
で
あ
る
こ
と
は
、「
蔭
涼
軒
日
録
」
の
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）
正
月
二
十
九
日
条
に
、

「
持
是
院
弟
崇
書
記
、
正
法
寺
裡
聯
芳
院
塔
主
也
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

（
7
）	

永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
の
瑞
龍
寺
輪
番
当
住
者
は
「
瑞
龍
寺
紫
衣
輪
番
世
代
幉
写
」
に
よ
れ
ば
興
宗
宗
松
で
あ
っ
た
。

（
8
）	

「
法
語
偈
頌
」
は
、
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
の
『
松
ケ
岡
文
庫
研
究
年
報
』
13
号
の
松
ケ
岡
文
庫
所
蔵
禅
籍
目
録
（
二
）
に

は
見
当
ら
な
い
。

（
9
）	

尾
張
の
瑞
松
山
禅
源
寺
を
太
清
宗
渭
が
中
興
し
た
こ
と
は
、
五
山
文
学
全
集
の
「
峨
眉
鴉
臭
集
」
に
見
え
る
瑞
松
山
禅
源
寺
修
造
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化
縁
疏
に
よ
る
。

（
10
）	

万
里
集
九
の
「
梅
花
無
尽
蔵
」
第
六
巻
に
よ
る
。
こ
の
延
徳
三
年
（
一
四
九
二
）
の
記
事
の
少
し
前
か
と
思
わ
れ
る
記
事
が
同
じ

第
六
巻
に
あ
り
、
美
濃
国
各
務
郡
蘇
原
郷
の
前
円
巨
寺
住
職
と
し
て
惟
慎
禅
師
の
名
が
見
え
る
。
発
音
が
同
じ
で
、
こ
れ
も
参
考
に

掲
げ
る
。
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西
谷
啓
治
の
空
の
立
場
（
二
） 

―― 

道
元
の
上
堂
説
法
に
お
け
る
時 

―― 

清
水
大
介

　
小
稿
は
、
西
谷
啓
治
（
一
九
〇
〇
―
一
九
九
〇
）
の
難
解
を
も
っ
て
鳴
る
主
著
『
宗
教
と
は
何
か 

―― 

宗
教
論
集
一（
1
）』（
一

九
六
一
年
）
の
註
解
で
あ
る
。
初
学
者
が
テ
キ
ス
ト
読
解
の
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
願
い
か
ら
叙

述
さ
れ
て
い
る
。
西
谷
は
本
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
東
洋
的
な
「
空
の
立
場
」
を
提
示
し
、
そ
れ
が
如
何
な
る
立
場
で
あ
る
か

を
究
明
し
て
い
る
。
前
稿
の
「
西
谷
啓
治
の
空
の
立
場
（
一
）（
2
）」
が
「
空
の
立
場
」
に
入
る
た
め
の
入
門
的
な
概
説
を
行
っ

た
の
に
対
し
、
今
回
の
（
二
）
か
ら
「
空
の
立
場
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
註
解
を
試
み
る

　
空
の
立
場
の
世
界
構
造
は
主
伴
の
回え

互ご

的
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
を
論
ず
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
無
相
の
真

の
自
己
に
自
己
決け

つ
じ
よ
う定

し
、
根
源
的
時
間
を
時
熟
せ
し
め
る
脱
落
身
心
の
実
存
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
回
互
的
相
入
と
い
う
空
の
立
場
の
世
界
構
造
を
、
対
象
的
に
理
解
し
て
し
ま
い
、
西
谷
の
描

き
出
し
た
世
界
を
全
く
正
反
対
に
誤
解
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
前
稿
で
は
、『
存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間
性
が
、
空
の
立
場
に
比
し
て
、
未
だ
無
や
死
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の

残
る
時
間
性
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
索
は
、
西
洋
文
明
圏
に
お
け
る
形
而
上
学
の
終
結
点
と
見
倣
さ

れ
う
る
と
同
時
に
、
新
し
い
人
類
文
明
へ
の
思
惟
の
始
ま
り
の
可
能
性
を
開
い
て
お
り
、
人
類
文
明
の
一
極
で
あ
る
東
洋
思
想

へ
の
大
き
な
接
近
可
能
性
を
蔵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
一
九
三
六
年
以
降
の
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
超
越
論
的
主
観
性
か
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ら
で
は
な
く
、
対
象
化
を
許
さ
な
い
此
岸
の
本
源
そ
れ
自
身
の
ほ
う
か
ら
存
在
と
時
間
を
思
索
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
彼
の
思
索
は
、
一
層
主
客
未
分
の
現
実
的
生
の
東
洋
的
思
惟
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
西
谷
の
説
く
東
洋
的
絶

対
此
岸
と
し
て
の
空
の
立
場
に
お
い
て
は
、
無
と
か
死
と
い
う
こ
と
と
対
立
し
な
い
根
源
的
な
存
在
と
時
間
は
、
ど
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
空
の
立
場
に
お
け
る
存
在
と
時
間
、
就
中
時
間
に
つ
い
て
論
述
さ
れ
た
の
は
、
本
テ
キ
ス
ト

で
は
第
五
章
「
空
と
時
」、
特
に
第
四
節
と
第
五
節
（
二
〇
六
頁
―
二
二
一
頁
）
で
あ
る
。
私
た
ち
は
そ
の
前
の
第
三
節
（
一
九
九

頁
以
下
）
か
ら
検
討
を
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

１
　
生
死
即
涅
槃

　
『
宗
教
と
は
何
か
』
に
お
け
る
大
き
な
主
題
の
一
つ
は
、
苦
の
源
泉
で
あ
る
死
と
か
虚
無
を
真
に
乗
り
超
え
る
も
の
と
し
て

の
、
大
乗
仏
教
的
な
「
生
死
即
涅
槃
」
の
概
念
で
あ
っ
た
。
乗
り
超
え
る
と
い
っ
て
も
、
無
と
か
死
を
他
と
し
て
対
象
化
し
な

い
と
い
う
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
無
と
か
死
と
対
立
し
な
い
と
い
う
絶
対
自
化
の
仕
方
で
乗
り
超
え
る
の
で
あ
る
。
西
谷
は
「
生

死
即
涅
槃
」
を
、
永
平
道
元
（
一
二
〇
〇
―
一
二
五
三
）
の
『
正
法
眼
蔵
』「
生
死
」
巻
か
ら
の
引
用
を
手
懸
り
に
究
明
を
始
め

て
い
る
。

　
　
生
死
す
な
は
ち
涅
槃
と
こ
ゝ
ろ
え
て
、（
…
）
は
じ
め
て
生
死
を
は
な
る
ゝ
分
あ
り
。（
…
）
こ
の
生
死
は
す
な
は
ち
仏
の

御
い
の
ち
な
り（
3
）。

　
有
無
の
対
立
、
生
成
と
消
滅
、
生
と
死
の
相
克
か
ら
の
真
の
離
脱
・
超
越
は
、
生
死
即
涅
槃
と
い
う
実
存
に
お
い
て
初
め
て

可
能
で
あ
る（
4
）。
西
谷
は
こ
こ
で
、
生
死
か
ら
涅
槃
へ
と
い
う
離
脱
・
超
越
に
お
い
て
両
者
の
区
別
・
対
立
が
示
さ
れ
て
い
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る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
生
死
と
涅
槃
は
切
り
離
せ
ず
、
涅
槃
は
生
死
と
分
離
し
て
自
存
し
え
な
い
の
か
と
い
う
「
生
死
即

涅
槃
」
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
明
示
的
に
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
、
前
稿
の
「
絶
対
的
此
岸
へ
の

道
」
で
検
討
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
離
脱
・
超
越
は
、
修
行
的
に
は
絶
対
の
自
己
を
有
無
・
生
滅
・
生
死
上
の
別
次
元
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂

行
さ
れ
る
。
絶
対
の
自
己
は
、
有
無
・
生
滅
・
生
死
に
対
し
て
は
寂
滅
・
不
生
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
絶
対
の
真

の
自
己
な
る
寂
滅
の
別
次
元
は
、
ま
さ
し
く
有
無
・
生
滅
・
生
死
と
ぴ
っ
た
り
一
つ
（
一
如
）
で
あ
り
、
有
無
・
生
滅
・
生
死

の
内
実
を
な
し
て
お
り
、
有
無
・
生
滅
・
生
死
と
異
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
実
際
に
別
次
元
へ
の

最
終
的
な
、
従
っ
て
真
で
本
当
の
離
脱
・
超
越
と
い
う
こ
と
は
成
就
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
一
如
で
な
く
、
他
な
る
も
の
と
し

て
知
的
に
表
象
さ
れ
、
対
象
化
さ
れ
た
別
次
元
へ
の
離
脱
・
超
越
に
は
、
そ
れ
が
無
へ
の
超
越
で
あ
っ
て
も
、
他
と
自
の
区
別

が
残
っ
て
し
ま
う
の
で
、
他
と
自
の
区
別
を
乗
り
超
え
る
た
め
に
、
必
ず
再
度
の
離
脱
・
超
越
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

生
死
と
い
う
自
己
の
自
性
そ
の
も
の
が
超
越
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
生
死
自
体
に
絶
対
の
真
の
自
己
は
寂

滅
・
不
生
と
し
て
現
前
し
て
い
る
。
こ
の
一
如
・
一
体
の
事
態
は
最
終
的
に
は
、
そ
う
な
っ
て
い
る
か
ら
そ
う
な
の
だ
と
し
か

言
い
よ
う
の
な
い
現
事
実
の
事
態
で
あ
る
。
現
事
実
的
に
本
源
は
本
源
か
ら
出
て
き
た
も
の
と
一
つ
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

有
が
寂
滅
即
妙
有
と
し
て
回
復
さ
れ
て
い
る
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
形
而
上
学
の
祖
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
は
、
現
象
界
と
イ
デ
ア
界
を
峻
別
し
、
現
象
（
仮
象
）
と
そ
の

超
越
者
で
あ
る
イ
デ
ア
（
真
実
在
）
と
の
関
係
を
コ
ー
リ
ス
モ
ス
（
分
離
）
と
メ
テ
ク
シ
ス
（
関
与
）
の
二
つ
の
面
か
ら
考
察
し

た
。
こ
こ
に
は
、
そ
れ
と
意
識
さ
れ
ず
に
対
象
化
に
よ
る
思
惟
が
働
い
て
い
る
。
前
稿
で
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

古
代
哲
学
の
実
体
概
念
が
実
は
主
観
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
破
っ
た
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
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世
以
降
の
主
観
性
の
形
而
上
学
、
と
り
わ
け
カ
ン
ト
の
認
識
論
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
以
降
の
哲
学
で
も
、
対

象
化
・
客
観
化
的
思
惟
は
、
抜
き
難
く
働
い
て
い
た
。
真
に
根
源
的
主
観
性
へ
と
、
す
な
わ
ち
絶
対
此
岸
へ
と
取
っ
て
返
せ
ば
、

現
象
と
そ
の
超
越
者
と
の
関
係
は
、
第
一
次
的
に
は
一
如
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
潮
流
で
そ
の
こ
と
に
気

づ
い
て
い
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
流
れ
で
あ
る
。
た
だ
、
現
象
と
超
越
者
の
一
如
と
い
う
思
想
は
、
一
神
論
の
教

義
か
ら
は
汎
神
論
（Pantheism

us

）
で
あ
る
と
誤
解
・
排
斥
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
嫌
疑
を
避
け
る
た
め
に
登
場

し
た
の
が
、「
万
有
内
在
神
論
」（Panentheism

us

）
と
い
う
考
え
方
で
あ
る（
5
）。
超
越
者
が
離
在
し
て
自
存
す
る
と
い
う
認

識
は
、
対
象
化
・
客
観
化
の
見
方
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
対
象
化
さ
れ
た
超
越
的
普
遍
概
念
の
世
界
に
逃
げ
込
み
、
そ
う
し
た
超
越
界
に
依
拠
し
て
現
実
界
を
説
明
し
現
実
界
で
行
動

す
る
、
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
現
実
の
リ
ア
リ
テ
ィ
、
す
な
わ
ち
三
昧
に
お
け
る
主
客
未
分
の
真
実
在
に
と
ど

ま
る
他
は
な
い
。
そ
の
こ
と
が
時と

き
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
時
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
生
死
即
涅
槃
」
と

は
、
時
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

　
苦
と
し
て
の
生
死
を
乗
り
超
え
ん
と
し
、
苦
な
る
生
死
と
は
別
の
安
心
の
涅
槃
を
求
め
て
出
発
し
た
は
ず
の
「
己
事
究
明
」

は
、
涅
槃
と
は
生
死
で
あ
っ
た
と
自
覚
す
る
と
こ
ろ
、
言
い
換
え
れ
ば
「
生
死
即
涅
槃
」
が
真
の
涅
槃
、
真
の
超
越
、
真
の
無

限
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
く
る
の
で
あ
る（
6
）。

　

真
の
涅
槃
は
涅
槃
で
は
な
く
生
死
そ
の
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
も
「
涅
槃
は
涅
槃
に
あ
ら
ず
、
故
に
涅
槃
な

り（
7
）」
と
い
う
、『
宗
教
と
は
何
か
』
に
特
徴
的
な
、
事
象
Ａ
に
つ
い
て
の
「
Ａ
は
Ａ
で
な
い
か
ら
Ａ
で
あ
る
」
と
い
う
定
式

が
現
わ
れ
る
。

　
「
Ａ
で
な
い
か
ら
Ａ
だ
」
と
主
張
す
る
の
は
、
通
常
の
対
象
的
な
分
別
論
理
か
ら
す
る
と
背
理
で
あ
り
、
逆
説
・
不
条
理
・



西谷啓治の空の立場（二）

55

無
意
味
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
真
に
絶
対
的
な
、
す
な
わ
ち
相
対
（
繋
縛
）
を
絶
し
た
端
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
、
要
す
る
に

活
発
な
「
生
」
そ
の
も
の
は
、
対
象
化
以
前
の
主
客
未
分
に
お
け
る
動
性
で
あ
る
の
で
、
通
常
の
対
象
的
な
分
別
論
理
を
超
え
、

あ
ら
ゆ
る
意
味
を
超
え
た
無
意
味
に
お
い
て
現
示
さ
れ
る
し
か
な
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
い
たLeben ohne W

arum

（
何

故
な
し
に
生
き
る
）
に
該
当
す
る（
8
）。

　
　
誰
か
が
生
に
向
か
っ
て
「
お
前
は
何
故
に
生
き
る
の
か
」
と
千
年
も
の
間
問
い
続
け
る
と
し
て
も
、
も
し
生
が
答
え
る
こ

と
が
出
来
る
な
ら
ば
、「
私
は
生
き
る
が
故
に
生
き
る
」
と
答
え
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
生
が
そ
れ
自
身
か
ら
、

そ
れ
自
身
の
固
有
の
根
底
か
ら
生
き
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
か
ら
滾こ

ん
々こ

ん
と
湧
き
出
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
故
に
、
生

は
、
そ
れ
が
そ
れ
自
身
を
生
き
る
ま
さ
に
そ
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
「
何
故
な
し
に
」
生
き
て
い
る
の
で
あ
る（
9
）。

　
本
質
的
な
「
生
」
を
追
求
す
る
と
、「
生
」
を
超
え
た
「
生
」
の
非
本
質
が
現
わ
れ
る
。
非
本
質
が
真
の
本
質
で
あ
る
。
科

学
技
術
時
代
に
お
け
る
私
た
ち
東
洋
人
の
日
常
生
活
を
も
支
配
す
る
「
本
質
」
の
観
念
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
、「
こ
れ
は

何
で
あ
る
か
」
と
問
う
場
合
の
「
何
で
あ
る
」
の
「
何
性
」
と
い
う
、
事
物
の
表
層
的
な
、
対
象
化
さ
れ
た
「
本
質
」
概
念
か

ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
本
質
概
念
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
象
化
的
思
惟
に
よ
る
イ
デ
ア
（
見
ら
れ
た
原
型
）
と
い
う

共
通
普
遍
概
念
か
ら
出
発
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
前
三
八
四
―
前
三
二
二
）
の
「
本
性
上
先
な
る
も
の
」
と
し
て
の
ト
・
テ
ィ

・
エ
ー
ン
・
エ
イ
ナ
イ
（「
何
で
あ
る
か
」
の
「
何
性
」）（
10
）、
す
な
わ
ち
デ
ウ
テ
ラ
・
ウ
ー
シ
ア
（
第
二
の
「
存
在
す
る
も
の
性
」、

第
二
実
体
）
の
概
念
に
ま
で
固
め
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
ス
コ
ラ
学
にessentia

（
存
在
す
る
も
の
性
、
本
質
）
と
し
て
受
け

継
が
れ
た
概
念
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
お
い
て
は
「
も
の
」
の
「
何
で
あ
る
か
」
の
「
何
性
」
が
本
質
で
あ
る
。
ま
た
、

古
来
か
ら
の
日
本
人
の
本
質
を
め
ぐ
る
諸
観
念
に
も
、
主
客
未
分
の
三
昧
境
に
立
脚
す
る
日
本
的
な
修
道
論
、
武
道
論
、
芸
道

論
を
別
に
す
れ
ば
、
平
板
な
生
活
の
日
常
性
に
お
い
て
流
通
し
て
き
た
対
象
化
的
理
解
の
仕
方
が
、
西
洋
文
明
に
お
け
る
と
同
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様
に
働
い
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
対
象
化
的
思
惟
に
よ
る
本
質
概
念
に
よ
っ
て
は
真
の
生
の
本
質
は

捉
え
ら
れ
な
い
。
真
の
生
の
本
質
は
、
対
象
化
以
前
の
主
客
未
分
に
お
い
て
現
示
さ
れ
る
。
真
の
生
の
本
質
は
、
対
象
化
さ
れ

た
面
に
す
ぎ
な
い
西
洋
文
明
の
「
本
質
」
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
非
本
質
で
あ
る
。
永
遠
に
し
て
か
つ
時
間
的
な
真
の
生
は
、

本
質
性
は
本
質
的
に
非
対
象
的
な
非
本
質
で
あ
る
と
言
え
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ（
11
）。「
Ａ
で
な
い
か
ら
Ａ
だ
」
と
い
う
定
式

は
、
一
切
の
意
味
を
超
え
た
非
本
質
、
非
対
象
的
な
真
の
本
質
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
象
化
さ
れ
た
客
観
的
な
本
質

（essentia

）
を
成
り
立
た
し
め
る
手
前
の
、
根
源
的
な
絶
対
此
岸
の
場
が
非
本
質
の
場
で
あ
る
。

　
生
死
に
つ
い
て
も
、
涅
槃
と
同
様
の
定
式
化
が
可
能
で
あ
る
。「
生
死
は
生
死
に
あ
ら
ず
、
故
に
生
死
な
り（
12
）」
と
い
う
の

が
真
の
生
死
で
あ
る
。
生
死
と
涅
槃
が
一
体
で
あ
る
の
で
、
涅
槃
に
つ
い
て
も
生
死
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
Ａ
は
Ａ
に

非
ず
、
故
に
Ａ
で
あ
る
」
と
い
う
定
式
化
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
生
死
即
涅
槃
に
つ
い
て
纏
め
る
と
、

　
　
生
死
即
涅
槃
が
真
の
生
死
で
あ
り
真
の
涅
槃
で
あ
り
、
真
の
「
時
」
で
あ
り
真
の
永
遠
で
あ
る
。
生
死
的
な
生
が
そ
の
ま

ま
寂
滅
現
前
の
当
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ（
13
）。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
涅
槃
は
生
死
の
無
底
性
に
な
る
。
生
死
の
無
底
性
、
す
な
わ
ち
涅
槃
と
い
う
無
底
性
が
生
死

の
真
の
有
限
性
で
あ
る
。
対
象
化
以
前
の
主
客
未
分
の
情
況
に
お
い
て
、
涅
槃
と
い
う
無
底
性
か
ら
、
生
死
の
そ
の
時
そ
の
時

が
底
な
き
無
相
の
自
己
と
し
て
現
成
す
る
。
道
元
の
「
生
死
は
す
な
は
ち
仏
の
御
い
の
ち
」
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
生

死
即
涅
槃
に
お
い
て
は
、

　
　

底
な
き
も
の
と
し
て
現
成
し
て
く
る
そ
の
時
そ
の
時
が
、（
…
）
仏
の
生
命
と
し
て
リ
ア
ラ
イ
ズ
（
現
成
即
会
得
）
さ
れ

る（
14
）。

そ
こ
か
ら
真
の
「
時
」
の
時
熟
す
る
無
底
性
が
、
脱
落
身
心
の
実
存
の
立
つ
「
時
の
発
生
の
初
め（
15
）」
で
あ
り
、
禅
の
用
語
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で
は
「
父
母
未
生
以
前
」
で
あ
る
。
後
述
す
る
。

　
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
の
実
存
は
、

　
　
時
の
一
つ
一
つ
の
瞬
間
に
お
い
て
底
な
く
時
の
う
ち
に
あ
り
、
果
て
し
な
い
過
去
と
果
て
し
な
い
未
来
と
を
無
底
的
に
包

括
し
つ
つ
、
そ
の
時
そ
の
時
に
「
時
」
を
時
熟
せ
し
め
る（
16
）。

後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
の
実
存
と
は
、
万
象
に
現
前
す
る
絶
対
の
真
の
自
己
と
し
て
、
す
な
わ
ち
万
象

の
主
と
し
て
、
自
己
決
定
し
た
実
存
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
全
時
間
を
現
在
（
瞬
間
）
に
お
い
て
包
括
・
総
持
し
、
底
な
き
時
を

瞬
間
毎
に
時
熟
せ
し
め
る
実
存
で
あ
る
。

　
「
空
と
時
」
第
三
節
の
残
り
の
大
部
分
の
「
こ
こ
ろ
」
と
「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
（
二
〇
〇
頁
―
二
〇

六
頁
）
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
か
ら
註
解
を
掲
載
し
な
い
。
直
接
第
四
節
（
二
〇
六
頁
以
下
）
に
入
る
こ
と
に
す

る
。

２
　
道
元
の
上
堂
説
法
「
任
運
に
且
ら
く
時
を
延
ぶ
」

　
生
死
即
涅
槃
と
こ
こ
ろ
え
て
初
め
て
生
死
を
離
れ
る
分
が
あ
る
。
し
か
し
身
心
脱
落
（
身
心
が
脱
落
）
が
即
脱
落
身
心
（
脱
落

し
た
と
こ
ろ
が
身
心
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
生
死
を
離
れ
た
と
こ
ろ
は
生
死
の
身
心
の
直
下
で
あ
る
。
そ
う
い
わ
れ
て
く
る
の

は
、
只
管
打
坐
の
身
心
が
、
そ
の
ま
ま
で
三
昧
王
三
昧
で
あ
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
で
あ
る
。
仏
の
御
い
の
ち
は
生
死
を
離
れ
て

は
な
い
。
生
死
即
涅
槃
、
生
死
即
ち
仏
の
御
い
の
ち
と
い
う
こ
と
は
、
王
三
昧
と
し
て
の
身
心
脱
落
の
実
存
に
帰
着
す
る（
17
）。

王
三
昧
と
し
て
の
身
心
脱
落
の
実
存
が
、
真
実
な
る
「
時
」
の
時
熟
と
し
て
の
実
存
に
な
る
。
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西
谷
は
道
元
の
『
永
平
広
録
』
巻
一
か
ら
次
の
よ
う
な
上
堂
説
法
を
も
っ
て
き
て
、
真
実
な
る
「
時
」
の
時
熟
と
し
て
の
実

存
の
解
明
を
試
み
て
い
る
。

　
　
山
僧
叢
林
を
歴
る
こ
と
多
か
ら
ず
、
た
だ
こ
れ
等
閑
に
天
童
先
師
に
見
え
て
、
当
下
に
眼
横
鼻
直
な
る
を
認
得
し
、
人
の

瞞
を
被
む
ら
ず
、
す
な
わ
ち
空
手
に
し
て
郷
に
還
る
。
所
以
に
一
毫
も
仏
法
な
く
、
任
運
に
且
ら
く
時
を
延
ぶ
。
朝
々
日

は
東
に
出
で
、
夜
々
月
は
西
に
沈
む
。
雲
収
っ
て
山
骨
露
わ
に
、
雨
過
ぎ
て
四
山
低
し
。
畢
竟
如
何
。
良
久
し
て
曰
く
。

三
年
一
閏
に
逢
い
、
鶏
五
更
に
向
っ
て
啼
く（
18
）。

２
・
１
　
眼
横
鼻
直
と
空
手
還
郷

２
・
１
・
１
　
眼
横
鼻
直

　
「
眼が

ん
横の

う
鼻び

直ち
よ
く」

と
は
自
分
の
顔
の
当
た
り
前
の
様
子
を
言
い
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
本
来
の
面
目
」
を
意
味
し
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
。
だ
か
ら
、
眼
横
鼻
直
は
王
三
昧
の
場
で
の
身
心
、
色
で
も
識
で
も
な
い
脱
落
の
身
心
を
い
わ
ん
と
し
て
い
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
眼
横
鼻
直
で
あ
る
こ
と
が
、「
生
死
す
な
わ
ち
仏
の
御
い
の
ち
」
と
い
う
場
、
生
死
を
は
な
れ
た
場

で
の
実
存
で
あ
る（
19
）。
眼
横
鼻
直
は
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
の
実
存
を
象
徴
し
た
表
現
な
の
で
あ
る
。

　
西
谷
は
、
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
の
実
存
を
「
万
象
之
中
独
露
身
」
の
実
存
と
結
び
付
け
て
い
る
。
西
谷
が
そ
う
規
定
す
る

の
は
、『
正
法
眼
蔵
』「
生
死
」
巻
の
古
い
註
解
が
、「
生
死
即
涅
槃
と
こ
こ
ろ
え
て
初
め
て
生
死
を
離
れ
る
分
が
あ
る
」
と
い

う
箇
所
に
こ
の
語
を
付
け
て
い
る
こ
と
に
依
っ
て
い
る（
20
）。
前
稿
で
説
明
さ
れ
た
よ
う
に
「
万
象
之
中
独
露
身
」
と
は
、
世

界
が
世
界
し
、
万
法
が
自
己
を
修
証
す
る
「
乾
坤
新
た
な
り
」
に
お
い
て
、
万
法
が
「
本
来
の
面
目
」（
無
相
の
真
の
自
己
）
と

し
て
独
露
・
現
前
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
徳
川
時
代
の
独
庵
玄
光
（
一
六
三
〇
―
一
六
九
八
）
が
眼
横
鼻
直
に
つ
い
て
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「
天
地
を
即
席
に
破
蕩
し
、
三
祇
を
弾
指
に
跨
越
す
」
と
喝
破
し
て
い
る
の
も
、
も
っ
と
も
な
こ
と
な
の
で
あ
る（
21
）。
そ
れ
は

主
客
未
分
の
自
受
用
三
昧
の
世
界
で
あ
る
。
自
受
用
三
昧
の
自
受
用
性
に
お
い
て
は
、「
自
己
が
絶
対
的
に
自
己
自
身
」
で
あ

り
、「
一
切
が
真
に
わ
が
『
屋
裡（
22
）』
の
『
家
珍（
23
）』」
で
あ
り
、
要
す
る
に
そ
の
世
界
は
、
万
象
に
本
来
の
面
目
が
独
露
す

る
絶
対
自
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
身
心
脱
落
の
実
存
は
、
仏
祖
か
ら
も
「
瞞
を
被
む
ら
ず
」、
独
立
無
依
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
が
生
死
す
な
わ
ち
仏
の
御
い
の
ち
な
の
で
あ
る（
24
）。
仏
の
い
の
ち
の
真
髄
は
主
客
未
分
の
三
昧
経
験
に
お
い
て
現
わ
れ

る
。「
万
象
之
中
独
露
身
」
は
無
相
の
真
の
自
己
の
露
現
と
し
て
実
存
の
真
理
（
ア
―
レ
ー
テ
イ
ア
、
非
―
覆
蔽
）
で
あ
っ
た
。

　
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
の
実
存
は
究
極
の
三
昧
状
態
の
実
存
で
あ
る
。
究
極
の
三
昧
と
は
、
事
三
昧
な
い
し
個
々
三
昧
に
対

す
る
王
三
昧
の
こ
と
で
あ
る
。
事
三
昧
が
個
別
的
な
三
昧
（
集
中
）
を
謂
う
の
に
対
し
、
王
三
昧
の
集
中
は
全
的
で
あ
り
、
そ

こ
で
は
自
己
は
一
切
・
万
象
と
一
如
と
な
り
、
自
己
即
世
界
全
体
と
な
る
。
王
三
昧
は
こ
こ
で
「
三
昧
王
三
昧
」、「
自
受
用
三

昧
」、「
塵
々
三
昧
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
万
象
が
自
己
で
あ
る
主
客
未
分
の
三
昧
状
態
に
お
い
て
は
、
万
象
は
「
絶
対
的
に
対

象
化
さ
れ
得
な
い
」。
そ
こ
で
は
「
眼
は
眼
を
見
ず
、
火
は
火
を
焼
か
ず
、
柳
は
緑
で
は
な
く
花
は
紅
で
な
い
」
が
、「
然
も
そ

れ
故
に
こ
そ
眼
は
見
、
火
は
焼
き
、
柳
は
緑
」
で
あ
る（
25
）。
西
谷
は
こ
の
根
本
事
態
を
「
定
在
」
と
かPosition

と
名
付
け

て
概
念
化
し
て
い
る
。
次
稿
の
課
題
と
す
る
。

２
・
１
・
２
　
空
手
還
郷

　
先
の
道
元
『
永
平
広
録
』
の
引
用
に
戻
ろ
う
。
次
の
「
空く

う
手し

ゆ
還げ

ん
き
よ
う

郷
」
と
は
差
し
当
た
り
、
何
も
持
た
な
い
で
故
郷
に
帰
っ
て

き
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
元
来
得
る
も
の
は
何
も
な
く
、
元
々
具
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
西
谷
の
論
究
は
、

「
空
手
」
よ
り
も
「
還
郷
」
の
ほ
う
に
着
眼
し
て
い
る
。
道
元
が
「
生
す
な
わ
ち
不
生
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
西
谷
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は
還
郷
を
「
不
生
の
郷
に
還
る
」
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
。
道
元
は
も
と
も
と
支
那
に
も
渡
ら
ず
、
日
本
に
も
帰
ら
な
か
っ
た
。

そ
う
い
う
脱
落
身
心
の
不
生
の
生
に
、
西
谷
の
眼
差
し
は
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　
空
手
還
郷
の
生
は
眼
横
鼻
直
の
生
で
も
あ
る
か
ら
、
西
谷
は
眼
横
鼻
直
に
対
す
る
独
庵
玄
光
の
先
の
コ
メ
ン
ト
を
引
い
て
、

　
　
任
運
に
時
を
延
ぶ
る
平
常
な
生
活
は
、
同
時
に
、
涯
知
れ
ず
広
い
空
間
を
即
座
に
破
り
は
ら
い
、
数
え
き
れ
ぬ
長
い
時
間

を
一
瞬
に
跨
ぎ
越
え
る
と
こ
ろ
の
、
今
此
処
で
の
三
昧
王
三
昧
の
実
存
〔
で
あ
る
〕（
26
）。

と
解
説
を
付
け
て
い
る
。
主
客
未
分
の
場
に
お
け
る
、
任
運
に
時
を
延
ぶ
る
「
生
す
な
わ
ち
不
生
」
の
王
三
昧
の
平
常
生
活
は
、

そ
の
時
そ
の
時
の
「
今
此
処
」、「
瞬
間
」
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
時
そ
の
時
の
不
生
の
「
瞬
間
」
に
、
無
限
に
広
が
る
生

の
空
間
と
時
間
は
包
括
・
総
持
さ
れ
る
。
真
の
時
は
普
通
に
考
え
ら
れ
た
対
象
的
時
間
で
は
な
い
。
真
の
時
は
三
昧
（
集
中
）

に
お
け
る
時
間
、
自
己
が
世
界
と
一
致
し
た
時
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
流
れ
行
く
と
さ
れ
る
時
間
の
現
在
の
頂
点
に
お
い
て
成
就

さ
れ
て
い
る
。
時
間
の
現
在
と
は
集
中
で
あ
る
。
そ
れ
は
不
生
と
し
て
の
生
の
瞬
間
、
西
谷
の
用
語
で
い
え
ば
「
永
遠
性
の
モ

ナ
ド
」
で
あ
る
。
時
間
の
本
質
・
根
源
は
、
生
と
し
て
の
時
間
で
は
な
い
不
生
の
瞬
間
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
時
は
時
で
な

い
か
ら
時
で
あ
る
。「
任
運
に
時
を
延
ぶ
」
生
と
は
、
王
三
昧
の 

―― 

す
な
わ
ち
自
己
が
世
界
と
一
体
化
し
た
主
客
未
分
の
全

体
状
況
で
の 

―― 

瞬
間
瞬
間
に
成
り
立
つ
真
の
「
時
」
と
し
て
の
生
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
空
手
還
郷
、
眼
横
鼻
直
に
し
て
、

一
毫
の
仏
法
も
な
い
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
禅
」
も
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
王
三
昧
の
集
中
生
活
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は

時
と
一
体
化
し
、
時
と
な
っ
た
実
存
の
生
で
あ
る
。
時
と
は
、
真
実
の
生
に
お
い
て
は
三
昧
に
お
け
る
自
己
即
世
界
の
、
す
な

わ
ち
無
相
の
真
の
自
己
の
現
在
化
す
る
瞬
間
瞬
間
で
あ
る
。
自
己
が
一
々
の
世
界
瞬
間
で
あ
り
、
こ
の
瞬
間
か
ら
本
来
的
時
が

流
れ
、
時
熟
す
る
。
こ
う
し
た
真
実
の
「
時
」
の
時
熟
に
お
け
る
脱
落
身
心
の
実
存
を
、
西
谷
は
「
真
実
な
る
『
時
』
の
時
熟

と
し
て
の
実
存（
27
）」
と
呼
ん
だ
。
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２
・
２
　
永
遠
性
の
モ
ナ
ド

　
西
谷
は
、
王
三
昧
の
生
に
お
け
る
一
々
の
不
生
な
る
時
の
瞬
間
を
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（
一
八
一
三
―
一
八
五
五
）
の
「
永
遠
の

ア
ト
ム
」
と
い
う
周
知
の
用
語
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（
一
六
四
六
―
一
七
一
六
）
の
「
モ
ナ
ド
」（
単
子
）
と
い
う
古
典
的
用
語
と

を
借
り
合
わ
せ
て
、「
永
遠
性
の
モ
ナ
ド
」
と
表
現
す
る
。「
不
生
」
と
い
わ
れ
る
事
態
と
「
永
遠
」
と
い
わ
れ
る
事
態
と
は
、

こ
こ
で
は
同
じ
事
柄
で
あ
る
。

　
　
そ
の
時
そ
の
時
の
「
生
す
な
わ
ち
不
生
」
は
、
時
の
う
ち
に
お
け
る
永
遠
性
の
モ
ナ
ド
と
も
い
う
べ
き
「
瞬
間
」
に
成
り

立
つ
。
そ
れ
は
（
…
）
脱
落
身
心
の
生
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
時
は
一
々
に
〔
瞬
間
と
し
て
〕
時
で
は
な
い
、
そ
れ
故
に

時
で
あ
る
。（
…
）「
任
運
に
時
を
延
ぶ
」
と
は
、
そ
う
い
う
「
時
」
に
お
け
る
生
で
あ
る
と
い
え
る
。（
…
）
一
毫
の
仏
法

も
無
く
し
て
任
運
に
時
を
延
ぶ
る
そ
の
生
活
は
、「
朝
朝
日
東
出
、
夜
夜
月
落
西
、
云
々
」
と
い
う
平
常
生
活
の
外
に
は

な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
王
三
昧
」
な
の
で
あ
る（
28
）。

「
生
す
な
わ
ち
不
生
」、
生
死
即
涅
槃
の
時
間
性
は
、
不
生
に
し
て
永
遠
の
瞬
間
に
成
り
立
つ
。
不
生
す
な
わ
ち
永
遠
か
ら
の
時

間
性
は
、
例
え
ば
至
道
無
難
（
一
六
〇
三
―
一
六
七
六
）
の
道
歌
に
「
生
き
な
が
ら
死し

人び
と

と
な
り
て
な
り
果
て
て
、
思
い
の
ま
ま

に
す
る
わ
ざ
ぞ
よ
き（
29
）」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
脱
落
し
、
不
生
・
永
遠
に
入
っ
た
身
心
の
「
死
人
」
と
し
て
の
生
で
あ
る
。

不
生
の
瞬
間
は
現
在
の
瞬
間
と
し
て
、
過
去
・
現
在
・
未
来
よ
り
成
り
立
つ
現
世
的
な
通
常
の
時
間
一
般
を
超
え
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
、
一
々
の
不
生
と
し
て
の
瞬
間
は
、
時
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
不
生
・
永
遠
と
し
て
の
瞬
間
に
お
い
て

時
が
成
り
立
つ
以
上
、
時
は
（
瞬
間
と
し
て
は
）
時
で
は
な
い
が
故
に
、
時
と
な
る
。「
任
運
に
時
を
延
ぶ
」
脱
落
身
心
の
実
存

の
生
は
、
不
生
永
遠
な
る
瞬
間
か
ら
流
れ
出
る
時
と
な
っ
た
実
存
の
生
で
あ
る
。
瞬
間
と
し
て
の
無
相
の
真
の
自
己
の
現
前

（
現
在
）
が
「
時
」
と
な
る
。
そ
こ
に
は
、
仏
法
も
「
禅
」
も
「
悟
り
」
も
な
い
。
ま
し
て
や
、
対
象
化
さ
れ
た
絶
対
的
超
越
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神
の
よ
う
な
も
の
も
な
い
。
た
だ
、
四
囲
の
自
然
の
移
り
行
き
の
時
と
一
体
化
し
た
実
存
の
平
常
生
活
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
平
常
生
活
は
、
坐
禅
を
基
礎
と
す
る
三
昧
境
か
ら
開
け
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
生
死
即
涅
槃
と
は
不
住
涅
槃
で
あ
り
、
日
常
生
活
の
主
客
未
分
の
三
昧
の
一
々
の
瞬
間
（
永
遠
）
か
ら
時
熟
す

る
真
の
生
死
の
時
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
真
実
な
る
『
時
』
の
時
熟
と
し
て
の
実
存
」
で
あ
る
。

２
・
３
　
大
龍
「
山
花
開
い
て
錦
に
似
た
り
、
澗
水
湛
え
て
藍
の
如
し
」

　
大
龍
智
洪
（
生
卒
年
不
明
、
宋
代
徳
山
系
）
が
「
色
身
は
敗
壊
す
、
如
何
な
る
か
是
れ
堅
固
法
身
」
と
問
わ
れ
て
、「
山
花
開

い
て
錦
に
似
た
り
、
澗
水
湛
え
て
藍
の
如
し
」
と
自
然
の
情
景
を
も
っ
て
答
え
た
と
き（
30
）、
そ
こ
で
は
「
万
象
之
中
独
露
身
」

の
万
象
に
示
さ
れ
る
「
独
露
身
」、
ア
―
レ
ー
テ
イ
ア
（
露
現
）
が
直
指
さ
れ
て
い
る
。「
独
露
身
」
と
は
前
稿（
31
）で
説
明
さ
れ

た
よ
う
に
、
万
象
に
お
け
る
真
の
自
己
の
現
前
で
あ
っ
た
。
任
運
に
時
を
延
ぶ
と
は
、
万
象
に
現
ず
る
真
の
自
己
を
も
っ
て
生

き
抜
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
相
の
真
の
自
己
自
体
は
概
念
的
に
取
り
出
す
な
ら
ば
、
不
生
で
あ
り
、
永
遠
で
あ
り
、
金
剛

で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
現
象
、
生
滅
、
生
死
、
敗
壊
と
一
如
に
現
ず
る
。
そ
の
外
に
堅
固
法
身
と
見
倣
さ
れ
る
よ

う
な
不
滅
の
霊
魂
と
か
霊
知
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い（
32
）。
真
の
自
己
と
は
万
象
で
あ
る
。
脱
落
身
心
の
実
存
の
生
滅
が
即
永

遠
で
あ
り
、
生
滅
の
身
体
が
そ
の
ま
ま
で
金
剛
の
身
体
で
あ
る
。
瞬
間
瞬
間
に
お
い
て
万
象
が
絶
対
自
と
し
て
現
前
し
て
い
く

こ
と
が
、
世
界
の
時
が
流
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
金
剛
即
生
滅
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
対
象
化
さ
れ
て
客
観
的
に
見
ら
れ

た
世
界
で
は
な
い
。
主
客
未
分
、
自
他
不
二
の
三
昧
の
実
存
の
世
界
で
あ
る
。
西
谷
が
、
対
象
的
に
理
論
化
さ
れ
る
こ
と
を
嫌

っ
て
、「
山
花
開
い
て
錦
に
似
た
り
、
澗
水
湛
え
て
藍
の
如
し
」
と
い
わ
れ
る
「
こ
と
」（
言
に
し
て
事
）
が
、
そ
の
「
こ
と
」

の
出
て
く
る
「
も
と
」
の
脱
落
身
心
の
主
客
未
分
・
生
死
即
涅
槃
の
実
存
の
境
域
に
お
い
て
は
、「
堅
固
法
身
」
に
関
わ
る
別
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種
の
無
限
の
妙
味
を
含
む
と
婉
曲
に
述
べ
、
こ
の
世
界
は
「
山
花
澗
水
が
そ
の
ま
ま
堅
固
法
身
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
理
論
的

に
ロ
ゴ
ス
化
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
」
世
界
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る（
33
）。

２
・
４
　
万
象
の
主 

２
・
４
・
１
　
万
象
の
主 

　
先
の
上
堂
に
お
い
て
道
元
は
最
後
に
「
畢
竟
如
何
」
と
問
い
、
暫
く
沈
黙
し
た
後
に
「
閏
年
は
三
年
の
間
を
お
い
て
め
ぐ
り
、

鶏
は
夜
の
明
け
方
に
鳴
く
も
の
だ
」
と
述
べ
、
任
運
に
時
を
延
ぶ
る
実
存
の
情
景
と
し
て
直
前
に
描
出
し
た
自
然
の
景
観
よ
り

さ
ら
に
時
間
的
法
則
性
の
強
い
表
現
を
提
出
し
て
い
る（
34
）。
こ
こ
で
は
時
間
性
に
お
け
る
存
在
の
法
則
性
が
例
示
さ
れ
て
い

る
。
任
運
に
時
を
延
ぶ
る
実
存
と
は
、「
真
実
な
る
『
時
』
の
時
熟
と
し
て
の
実
存
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
脱
落
身
心
の
実
存
、

空
手
還
郷
の
実
存
、「
生
す
な
わ
ち
不
生
」
の
実
存
と
も
い
わ
れ
た
。
そ
れ
は
王
三
昧
の
平
常
生
活
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
万

象
が
「
法
爾
と
し
て
自
然
」
で
あ
り
、
如
法
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
主
客
未
分
の
王
三
昧
の
実
存
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ

る
。
万
象
の
如
法
性
と
は
、「
あ
る
が
ま
ま
に
」
と
い
う
こ
と
が
「
空
」
に
お
い
て
「
あ
る
べ
き
よ
う
に
」
と
一
つ
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る（
35
）。「
あ
る
べ
き
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
う
で
あ
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
空
の
場
に
お
け

る
「
あ
る
べ
き
よ
う
」
が
「
あ
る
が
ま
ま
」
で
あ
る
よ
う
な
万
象
の
如
法
性
は
、
脱
落
身
心
・
王
三
昧
の
実
存
が
、
空
の
場
に

お
け
る
真
実
の
時
の
時
熟
と
し
て
、
万
象
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
自
体
と
し
て
現
成
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
万
象
を
包
括
・
総
持
す

る（
36
）と
い
う
仕
方
で
、
万
象
を
統
べ
て
い
る
根
源
の
法
則
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
源
の
場
所
に
お
け
る
存
在
そ
の
も
の
の
生

成
に
か
か
わ
る
法
則
性
で
あ
る
。
そ
う
で
し
か
あ
り
え
な
い
法
則
性
で
あ
る
。
根
源
の
法
則
性
に
お
い
て
は
、「
あ
る
が
ま

ま
」
と
「
あ
る
べ
き
よ
う
に
」
と
は
一
如
で
あ
る
。
王
三
昧
の
実
存
は
、
一
切
の
「
も
の
」
を
集
め
て
空
の
場
、
世
界
を
形
成
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す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
万
象
は
世
界
の
う
ち
に
あ
る
も
の
た
ら
し
め
ら
れ
る（
37
）。
存
在
生
成
の
法
則
性
と
は
、「
も
の
」
と
世

界
の
生
成
に
関
す
る
根
源
の
場
の
法
則
性
で
あ
る
。

　
西
谷
は
こ
こ
で
、
あ
る
い
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
世
界
と
物
」
の
思
索
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
思
索
と
異
な
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
エ
ァ
ア
イ
ク
ニ
ス
」（Ereignis

）
の
「
そ
れ
」（Es

）
へ
と
帰
趨
す
る
に
対
し
て
、

西
谷
が
脱
落
身
心
の
実
存
、
真
の
自
己
と
し
て
の
「
万
象
の
主
」
に
主
軸
を
据
え
る
点
に
あ
る
。
万
象
の
包
括
・
総
持
と
世
界

形
成
と
い
う
本
源
の
場
と
そ
の
働
き
が
、
即
、
放
下
し
、
決
定
し
た
「
人
」
の
実
存
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
立
場
が
、
西

谷
と
道
元
の
「
王
三
昧
」
の
立
場
で
あ
り
、
臨
済
の
「
随
処
に
主
と
な
る
」
立
場
で
あ
る（
38
）。「
随
処
に
主
と
な
る
」
と
は
、

主
客
未
分
の
三
昧
境
に
あ
っ
て
、「
も
の
」（「
随
処
」）
が
真
の
自
己
（「
主
」）
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
脱

落
身
心
・
王
三
昧
の
実
存
は
、
随
処
に
主
と
な
り
、
万
象
を
包
括
・
総
持
す
る
立
場
と
し
て
「
万
象
の
主
」
に
他
な
ら
な
い
。 

　
　
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、（
…
）
空
手
還
郷
の
実
存
に
総
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
実
存
は
万
象
の
如
法
性
と
し
て
、

ま
た
如
法
な
る
万
象
と
し
て
、（
…
）
万
象
の
主
で
あ
る（
39
）。 

「
空
手
還
郷
の
実
存
が
万
象
の
如
法
性
に
し
て
如
法
な
る
万
象
と
し
て
万
象
の
主
」
と
な
る
に
は
、
一
切
を
放
下
し
無
我
と
な

っ
た
実
存
が
、
万
象
に
現
ず
る
無
相
の
真
の
自
己
そ
の
も
の
だ
と 

―― 

言
い
換
え
れ
ば
無
相
の
真
の
自
己
と
同
体
の
万
象
そ
の

も
の
だ
と 

―― 

決
定
し
て
生
き
抜
く
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
点
が
一
番
肝
心
で
あ
る
。
修
行
の
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

　
無
相
の
真
の
自
己
を
リ
ア
ラ
イ
ズ
し
た
人
は
、
リ
ア
ラ
イ
ズ
し
た
も
の
を
対
象
的
に
表
象
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
認
識

主
観
と
客
観
が
離
れ
て
、
か
え
っ
て
自
我
中
心
性
が
復
活
す
る
。
自
己
が
リ
ア
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
の
当
体
で
あ
る
無
相
の
真
の

自
己
に
な
り
切
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
が
脱
落
身
心
の
実
存
の
決
定
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
実

存
は
万
象
の
主
と
な
り
、
時
と
な
る
の
で
あ
る
。 
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西
谷
は
、『
正
法
眼
蔵
』「
生
死
」
巻
の
古
註
で
脱
落
身
心
が
「
万
象
之
中
独
露
身
」
と
い
わ
れ
る
の
も
、
空
手
還
郷
の
実
存
、

す
な
わ
ち
脱
落
身
心
の
実
存
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
総
持
す
る
万
象
の
主
で
あ
る
故
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る（
40
）。
万
象
の

主
と
は
、
万
象
に
現
ず
る
無
相
の
真
の
自
己
に
他
な
ら
な
い
。
上
堂
で
道
元
の
示
唆
し
て
い
る
万
象
の
如
法
性
と
は
、
空
の
場

に
お
い
て
、
万
象
の
主
と
し
て
の
王
三
昧
の
実
存
の
行
使
す
る
、
万
象
に
現
ず
る
王
法
の
法
則
性
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
万

象
の
主
の
統
べ
る
法
則
性
が
如
何
な
る
万
象
の
法
則
性
な
の
か
が
、
次
に
詳
論
さ
れ
る
。 

２
・
４
・
２
　
存
在
の
ロ
ゴ
ス
（
理
法
） 

　
第
五
章
「
空
と
時
」
第
五
節
の
最
初
の
長
い
段
落
（
二
一
四
頁
二
行
目
か
ら
二
一
六
頁
二
行
目
ま
で
）
は
錯
綜
と
し
て
お
り
、
論

旨
が
掴
み
に
く
い
。
速
読
す
る
限
り
、
ほ
と
ん
ど
と
り
と
め
も
な
い
よ
う
に
見
え
、
読
者
は
茫
然
と
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

著
者
は
一
つ
ひ
と
つ
の
着
想
を
順
に
陳
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
着
想
さ
れ
た
一
小
思
想
が
段
落
内
で
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま

で
で
あ
る
か
区
切
り
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
著
者
の
諸
着
想
全
体
を
め
ぐ
る
論
旨
は
判
然
と
し
て
く
る
。
こ
う
し
た
区

切
り
を
入
れ
る
と
い
う
作
業
は
、
哲
学
の
テ
キ
ス
ト
を
読
解
す
る
際
に
必
要
な
手
続
き
の
一
つ
で
あ
る
。
落
ち
つ
い
て
取
り
組

め
ば
、
論
旨
は
判
然
と
し
て
く
る
。
試
み
に
本
段
落
に
区
切
り
を
入
れ
て
み
よ
う
。（
一
）「
上
に
、
存
在
論
的
な
秩
序
と
か
ロ

ゴ
ス
と
か
…
…
「
も
の
」
が
説
法
す
る
の
で
あ
る
」（
二
一
四
頁
二
行
目
―
二
一
四
頁
最
終
行
）。
二
行
目
か
ら
四
行
目
ま
で
の
「
通

常
、
か
か
る
ロ
ゴ
ス
は
…
…
捉
え
ら
れ
な
い
と
語
っ
た
の
で
あ
る
」
も
、
一
纒
ま
り
と
し
て
読
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）「
併
し
そ
こ
に
、
自
ら
無
説
に
し
て
…
…
（
な
ほ
後
に
も
触
れ
る
）」（
二
一
四
頁
最
終
行
―
二
一
五
頁
一
行
目
）。
こ
の
短
い
部

分
が
強
調
さ
れ
て
独
立
し
た
主
張
に
な
っ
て
い
る
。（
三
）「
と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
『
空
』
に
お
け
る
…
…
存
在
の
如
法
性
で
あ

る
」（
二
一
五
頁
一
行
目
―
二
一
五
頁
一
三
行
目
）。（
四
）「『
も
の
』
が
法
を
説
く
と
い
へ
ば
を
か
し
く
…
…
全
く
一
つ
だ
か
ら
で
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あ
る
」（
二
一
五
頁
一
四
行
目
―
二
一
六
頁
二
行
目
）。
以
下
順
次
、
こ
の
区
分
け
に
従
っ
て
註
解
す
る
。 

　
鶏
が
夜
明
け
に
啼
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
る
存
在
論
的
な
根
源
レ
ベ
ル
、
絶
対
此
岸
で
の
法
則
性
を
、
西
谷
は
「
存
在

の
ロ
ゴ
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
。
存
在
の
ロ
ゴ
ス
（
理
法
）
は
こ
こ
で
は
二
通
り
の
意
義
が
あ
る
。
第
一
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア

由
来
の
理
性
認
識
の
対
象
と
し
て
の
法
則
性
で
あ
っ
て
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
世
以
降
で
は
科
学
的
法
則
の
性
格
を
と
っ
て
き

た
。
し
か
し
、
理
性
認
識
の
対
象
と
し
て
の
法
則
性
と
理
解
さ
れ
た
ロ
ゴ
ス
で
は
、
絶
対
此
岸
に
お
け
る
根
源
的
な
「
も
の
」

の
自
体
は
捉
え
ら
れ
な
い
。「
も
の
」
の
自
体
を
捉
え
る
に
は
、
対
象
的
な
も
の
の
見
方
が
廃
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

根
源
の
レ
ベ
ル
で
の
存
在
の
ロ
ゴ
ス
と
は
、
脱
落
身
心
の
実
存
が
三
昧
境
に
お
い
て
万
象
を
自
体
的
に
総
持
す
る
仕
方
に
現
わ

れ
る
如
法
性
（「
あ
る
が
ま
ま
」
が
「
あ
る
べ
き
よ
う
」
で
あ
る
こ
と
）
で
あ
る
。
そ
れ
が
第
二
の
西
谷
の
「
存
在
の
ロ
ゴ
ス
」
の
意

味
で
あ
る（
41
）。 

　
そ
こ
で
は
、
ロ
ゴ
ス
は
理
法
の
意
味
と
と
も
に
、
言
葉
の
意
味
を
も
帯
び
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
脱
落
身
心
の
実
存
の
レ
ベ

ル
に
お
い
て
は
、
ロ
ゴ
ス
と
は
窮
極
的
な
「
こ
と
」
で
あ
り
、
事こ

と
に
し
て
言こ

と
で
あ
る
。
西
谷
が
こ
の
よ
う
に
論
ず
る
背
景
に
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ロ
ゴ
ス
（
理
法
）
も
、
レ
ゲ
イ
ン
（
語
る
）
と
い
う
動
詞
か
ら
成
立
し
て
き
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
古
代

ギ
リ
シ
ア
で
も
、
存
在
の
理
法
は
語
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ロ
ゴ
ス
か

ら
、
近
代
以
降
の
「
論
理
」（
英
語
で
は
ロ
ジ
ッ
ク
）
も
発
展
し
て
き
た
。
さ
て
、
存
在
の
ロ
ゴ
ス
は
、
万
象
の
主
、
無
相
の
真

の
自
己
の
声
な
き
言
葉
、
説
法
で
あ
る
。
事こ

と
は
言こ

と
で
あ
る
。
理
法
そ
の
も
の
が
言
葉
な
の
で
あ
り
、「
も
の
」
そ
の
も
の
が
説

法
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
説
法
は
沈
黙
の
説
法
で
あ
り
、
何
も
説
か
な
い
説
法
と
し
て
無
説
の
説
で
あ
る（
42
）。
こ
の
よ

う
な
「
も
の
」
そ
の
も
の
の
説
法
と
い
う
こ
と
で
は
、
禅
で
よ
く
い
わ
れ
る
「
無
情
説
法
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う（
43
）。
万
象
に
万
象
の
主
、
無
相
の
真
の
自
己
が
現
前
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
万
象
す
な
わ
ち
「
も
の
」
の
説
く
説
法
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で
あ
り
、
無
情
説
法
で
あ
る
。 

　
「
も
の
」
が
法
を
説
い
て
い
る
の
で
、
人
は
「
も
の
」
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
人
が
存
在
の
理
法
を
知
る
の
は
、
根
源

的
に
「
も
の
」
が
語
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る（
44
）。
そ
の
こ
と
が
、
松
尾
芭
蕉
（
一
六
四
四
―
九
四
）
が

「
松
の
こ
と
は
松
に
習
へ
、
竹
の
こ
と
は
竹
に
習
へ（
45
）」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
が
通
常
の
自
己

中
心
的
な
（
即
ち
自
我
中
心
的
な
）
有
り
方
を
抜
け
、
対
象
的
に
「
も
の
」
を
見
る
こ
と
を
止
め
、「
も
の
」
が
自
得
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
転
入
し
、
自
分
自
身
も
「
も
の
」
の
自
体
的
な
有
り
方
に
な
っ
て
、「
も
の
」
を
会
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
。 

　
事
に
し
て
言
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
は
、「
あ
る
が
ま
ま
」
と
「
あ
る
べ
き
よ
う
」
が
一
如
で
あ
る
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
る
。「
も

の
」
が
法
を
説
く
と
は
、「
あ
る
が
ま
ま
」
の
「
も
の
」
が
「
あ
る
べ
き
よ
う
」
に
万
象
の
主
の
命
法
に
従
い
、
聴
従
す
る
こ

と
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
い
うGeheiß
（
46
）に
も
、「
も
の
」
の
従
う
命
法
に
近
い
趣
き
が
あ
る
。「
あ
る
べ
き
よ
う
」
の
如

法
性
は
脱
落
身
心
の
実
存
と
い
う
万
象
の
主
の
命
法
で
あ
り
、「
も
の
」
が
原
本
的
に
現
成
す
る
本
源
の
場
に
お
け
る
根
源
的

事
態
な
の
で
、
カ
ン
ト
の
用
語
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
定
言
的
命
法（
47
）」（kategorischer Im

perativ

）
と
名
づ
け
て
よ
い
ほ

ど
の
「
べ
し
」
の
絶
対
性
を
も
つ
。
そ
こ
で
は
、「
も
の
」
は
自
ら
を
言
い
現
わ
す
と
と
も
に
、
自
ら
を
あ
ら
し
め
て
い
る
万

象
の
主
、
無
相
の
真
の
自
己
を
「
あ
か
し
」（
明
・
証
）
し
て
い
る
。
法
を
説
く
と
は
自
ら
を
言
い
現
わ
す
こ
と
で
あ
り
、
命
法

に
従
う
こ
と
が
万
象
の
主
を
「
あ
か
し
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
両
面
が
一
如
で
あ
る
こ
と
が
、
西
谷
の
い
う
根
源
的
な
存

在
の
ロ
ゴ
ス
（
如
法
性
）
で
あ
る（
48
）。 

　
以
上
を
、
第
五
節
最
初
の
長
い
錯
綜
と
し
た
段
落
の
論
旨
と
し
て
よ
い
と
思
う
。 
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２
・
４
・
３
　「
こ
れ
わ
が
い
ま
尽
力
し
て
現
成
す
る
な
り
」 

　

存
在
の
ロ
ゴ
ス
と
い
う
「
も
の
」
の
如
法
性
に
お
い
て
、「
も
の
」
は
自
ら
を
原
本
的
に
存
在
せ
し
め
て
い
る
「
万
象
の

主
」
を
言
い
現
わ
し
、「
あ
か
し
」
し
て
い
る
。「
も
の
」
に
よ
っ
て
言
い
現
わ
さ
れ
、「
あ
か
し
」
さ
れ
る
「
万
象
の
主
」
と

は
、「
空
」
の
場
に
な
り
、
時
に
な
っ
た
脱
落
身
心
の
実
存
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
万
法
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
」、
す

な
わ
ち
一
切
の
「
も
の
」
が
真
の
自
己
を
証あ

か
し
し
つ
つ
現
前
す
る
と
い
わ
れ
る
と
き
の
無
相
の
真
の
自
己
、「
無
我
」
と
し
て

の
自
己
で
あ
る
。
ま
た
、
随
処
に
主
と
な
る
も
の
と
し
て
の
真
の
自
己
で
あ
る
。
無
相
の
真
の
自
己
は
、
三
年
た
っ
て
閏
年
に

逢
う
と
か
鶏
を
夜
明
け
に
聞
く
と
い
う
よ
う
な
法
爾
自
然
な
時
の
時
熟
に
お
い
て
、「
も
の
」
を
「
あ
る
べ
き
よ
う
」
に
あ
ら

し
め
る
立
法
者
と
し
て
の
「
人
」、
根
源
的
な
人
格
と
し
て
現
わ
れ
る
。
す
べ
て
の
も
の
が
、
一
切
理
法
が
、
こ
の
根
源
的
人

格
に
よ
っ
て
総
持
さ
れ
、
現
成
せ
し
め
ら
れ
る（
49
）。
道
元
の
「
こ
れ
わ
が
い
ま
尽
力
し
て
現
成
す
る
な
り（
50
）」
と
い
わ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
切
の
「
も
の
」
の
現
成
に
尽
力
す
る
「
わ
れ
」
と
は
「
無
我
」
と
し
て
の
自
己
で
あ
り
、
立
法
者
で
あ
る

根
源
的
人
格
、
万
象
に
現
ず
る
無
相
の
真
の
自
己
と
し
て
の
脱
落
身
心
の
実
存
で
あ
る
。
個
的
身
体
の
中
に
存
在
す
る
と
仮
想

さ
れ
た
心
に
お
い
て
、
対
象
的
に
仮
想
化
・
実
体
化
さ
れ
て
、
執
着
さ
れ
る
自
我
（
エ
ゴ
）
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
万
象
の
主
と
し
て
の
脱
落
身
心
の
実
存
の
時
の
時
熟
に
お
い
て
、
一
切
は
現
成
す
る
。 

２
・
４
・
４
　
ロ
ゴ
ス
と
ア
レ
ー
テ
イ
ア 

　
「
も
の
」
の
原
本
的
な
如
法
性
が
存
在
の
ロ
ゴ
ス
（
理
法
）
で
あ
る
の
だ
が
、「
も
の
」
の
原
本
的
な
如
法
性
と
は
、
別
の
見

方
を
す
れ
ば
「
も
の
」
が
そ
の
「
も
の
」
自
身
と
し
て
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
「
露
わ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
り
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
い
う
、
真
理
の
根
源
の
意
味
で
あ
る
「
ア
―
レ
ー
テ
イ
ア
」（
非
―
覆
蔽
性
、Un-Verborgenheit

）
と
別
の
こ
と
で
は



西谷啓治の空の立場（二）

69

な
い
。「
も
の
」
の
如
法
性
と
は
、「
も
の
」
の
如
実
性
で
あ
り
、「
真
如
」
な
の
で
あ
る（
51
）。「
も
の
」
の
如
実
・
如
法
の
現

わ
れ
と
は
「
も
の
」
が
真
に
「
露
わ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
と
は
ア
レ
ー
テ
イ
ア
と
別
の
こ
と

0

0

で
は
な
い
。

一
九
三
六
年
以
降
の
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
（
前
五
三
五
頃
―
前
四
七
五
頃
）
の
箴
言
を
手
懸
り
に
ロ
ゴ
ス
論

と
ア
レ
ー
テ
イ
ア
論
を
展
開
し
た（
52
）。
西
谷
が
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
所
論
を
下
敷
き
に
し
て
、
自
分
の
ロ
ゴ
ス
論
と
ア
レ
ー

テ
イ
ア
論
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
が
な
い
。
そ
こ
に
は
、
両
者
の
思
索
の
親
縁
性
が
窺
わ
れ
る
。 

　
さ
ら
に
、「
も
の
」
が
あ
り
の
ま
ま
に
「
露
わ
に
な
っ
て
い
る
」
と
こ
ろ
に
は
、
一
切
の
「
も
の
」
の
主
で
あ
る
無
相
の
真

の
自
己
が
露
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
本
源
の
場
に
お
け
る
人
格
的
な
立
法
者
で
あ
り
、
万
象
の
主
で
あ
る
。
そ
れ
が
脱
落
身
心

の
実
存
な
の
で
あ
る
。
こ
の
根
源
の
無
相
の
真
の
自
己
が
、
根
源
の
絶
対
的
真
理
、
即
ち
、
ア
―
レ
ー
テ
イ
ア
、
非
―
覆
蔽
性
、

露
、
で
あ
る（
53
）。
こ
れ
ま
で
何
度
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
無
相
の
真
の
自
己
と
は
「
万
象
之
中
独
露
身（
54
）」（
長
慶
慧
稜
）

と
し
て
万
象
に
独
露
し
て
い
る
本
源
の
当
体
で
あ
っ
た
。
無
相
の
真
の
自
己
が
露
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、「
も
の
」
が

あ
り
の
ま
ま
に
「
露
わ
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
で
あ
る
。
無
相
の
真
の
自
己
が
露
現
し
て
い
な
け
れ
ば
、「
も
の
」
は
あ
り
の

ま
ま
に
露
わ
に
な
っ
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
超
個
と
個
の
即
非
的
一
如
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
55
）。 

２
・
５
　
真
実
な
る
「
時
」
の
時
熟
と
し
て
の
実
存 

　
道
元
の
最
初
の
上
堂
説
法
に
お
け
る
「
三
年
一
閏
に
逢
い
、
鶏
五
更
に
向
っ
て
啼
く
」
と
い
う
表
現
は
、「
山
僧
叢
林
を
歴

る
こ
と
多
か
ら
ず
、
た
だ
こ
れ
等
閑
に
天
童
先
師
に
見
え
て
、
当
下
に
眼
横
鼻
直
な
る
を
認
得
し
、
人
の
瞞
を
被
む
ら
ず
、
す

な
わ
ち
空
手
に
し
て
郷
に
還
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
遍
歴
の
末
に
到
り
着
い
た
、
道
元
の
王
三
昧
の
境
涯
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
表
現
は
万
象
を
総
持
す
る
実
存
を
意
味
す
る
。
万
象
を
総
持
す
る
実
存
と
は
、
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「
も
の
」
を
自
ら
の
「
も
と
」
に
集
め
る
実
存
で
あ
る（
56
）。
そ
れ
は
他
の
箇
所
で
実
存
な
い
し
現
存
在
の
「
向
自
性
」、「
真
実

の
自
己
中
心
性
」
と
い
わ
れ
て
い
る（
57
）。
実
存
な
い
し
現
存
在
は
一
切
の
も
の
を
自
ら
の
「
も
と
」
に
集
め
、
一
切
の
も
の

の
絶
対
的
中
心
と
し
て
随
処
に
主
と
な
る
。
自
己
中
心
性
と
い
っ
て
も
、「
自
己
な
ら
ぬ
自
己
」、
無
我
で
あ
る
自
己
の
自
己
中

心
性
で
あ
る
。 

　
「
自
己
な
ら
ぬ
自
己
」、
無
我
で
あ
る
自
己
と
は
、
一
切
の
も
の
に
現
ず
る
無
相
の
真
の
自
己
で
あ
り
、「
万
象
之
中
独
露

身
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
無
相
の
真
の
自
己
が
万
象
に
現
ず
る
こ
と
を
基
礎
と
し
て
、
万
象
相
互
の
回
互
的
相
入
が
可
能
に

な
る
。
脱
落
身
心
の
実
存
な
い
し
現
存
在
は
万
象
の
一
個
で
あ
る
と
と
も
に
、
即
無
相
の
真
の
自
己
で
あ
る
。
万
象
の
一
個
で

あ
り
な
が
ら
無
相
の
真
の
自
己
で
あ
る
実
存
の
「
も
と
」
に
、
回
互
的
相
入
に
よ
り
万
象
が
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
実
存

の
向
自
性
、
真
実
の
自
己
性
で
あ
る
。 

　
反
面
、
こ
の
実
存
は
無
我
で
あ
る
自
己
と
し
て
、
回
互
的
相
入
に
お
い
て
一
切
の
も
の
を
主
と
し
、
一
切
の
も
の
に
従
い
、

一
切
の
も
の
を
有
ら
し
め
る
と
い
う
向
他
性
、
他
者
中
心
性
の
面
を
も
も
つ（
58
）。 

　
回
互
的
相
入
に
お
け
る
こ
う
し
た
脱
落
身
心
の
実
存
の
も
つ
向
自
性
と
向
他
性
の
う
ち
、
こ
こ
で
上
堂
説
法
が
示
し
て
い
る

の
は
、
一
切
の
も
の
を
自
己
の
「
も
と
」
に
集
中
さ
せ
る
実
存
の
向
自
性
の
面
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
描
か
れ
た
自
然
の
情

景
に
お
い
て
向
他
性
の
面
も
表
裏
一
体
に
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
し
か
し
、「
任
運
に
且
ら
く
時
を
延
ぶ
」

と
い
う
表
現
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
脱
落
身
心
の
実
存
に
よ
る
万
象
の
総
持
・
包
括
と
い
う
向
自
性
の
面
の
ほ
う

が
強
く
出
さ
れ
て
い
る
。 

　
ま
た
、「
三
年
一
閏
に
逢
い
、
鶏
五
更
に
向
っ
て
啼
く
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
万
象
が
生
成
流
転
の
相
の
内
に
、

す
な
わ
ち
時
の
相
の
内
に
現
ず
る
こ
と
が
強
く
示
さ
れ
て
い
る
。
万
象
の
回
互
的
相
入
と
い
う
だ
け
な
ら
、
ま
だ
静
態
的
で
あ
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り
、
空
間
的
な
見
方
に
終
わ
り
か
ね
な
い
。
万
物
の
あ
り
の
ま
ま
の
有
り
方
は
、
動
的
な
生
成
流
転
の
相
に
お
い
て
見
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
面
か
ら
見
る
な
ら
、
そ
う
し
た
生
成
流
転
す
る
万
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
総
持
す
る
脱
落
身
心
の

実
存
は
、「『
時
』
と
し
て
あ
る
」
こ
と
に
な
る（
59
）。
脱
落
身
心
の
実
存
は
、
無
相
の
真
の
自
己
と
し
て
「
時
」
な
の
で
あ
る
。

「
永
遠
性
の
モ
ナ
ド
」
と
い
う
絶
対
の
現
在
が
「
時
」
に
な
る
。
脱
落
身
心
の
実
存
が
無
我
か
ら
性
起
す
る
自
己
で
あ
る
よ
う

に
、「
時
」
は
底
な
き
底
か
ら
時
熟
す
る
。
流
れ
出
て
く
る
源
は
無
底
で
あ
る
。
分
別
に
よ
る
根
拠
・
理
由
が
無
い
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
が
「
時
は
時
に
非
ず
、
故
に
時
な
り
」
と
も
定
式
化
さ
れ
る
。
涅
槃
か
ら
の
生
死
で
あ
る
。
そ
う
し
た
脱
落
身
心
の

実
存
が
「
真
実
な
る
『
時
』
の
時
熟
と
し
て
の
実
存（
60
）」
と
い
わ
れ
る
。 

　
　
「
三
年
逢
一
閏
、
鶏
向
五
更
啼
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
生
成
流
転
の
世
界
の
う
ち
に
あ
る
万
象
を
そ
れ
ら
の
あ
る
が

ま
ま
に
（
そ
の
如
法
性
に
お
い
て
）
総
持
す
る
如
き
立
場
と
し
て
の
実
存
を
意
味
し
、
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
「
も
と
」
に
あ
る

「
も
の
」
を
す
べ
て
自
ら
の
「
も
と
」
へ
集
め
る
実
存
の
立
場
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
脱
落
身
心
の
実
存
は
、

ま
た
真
に
「
時
」
の
う
ち
に
、
或
は
む
し
ろ
「
時
」
と
し
て
、
あ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
生
す
な

わ
ち
不
生
」
と
し
て
、
底
な
く
時
熟
す
る
「
時
」
の
う
ち
に
、
或
は
む
し
ろ
「
時
」
と
し
て
、
底
な
く
有
る
。
さ
き
に
言

っ
た
よ
う
に
、
時
は
時
に
非
ず
、
故
に
時
な
り
、
と
い
う
如
き
「
時
」
と
し
て
有
る
。
そ
れ
は
か
か
る
真
実
な
る
「
時
」

の
時
熟
と
し
て
の
実
存
で
あ
る
。「
朝
々
日
東
出
、
夜
々
月
沈
西
、
雲
収
山
骨
露
、
雨
過
四
山
低
」
と
い
う
世
界
の
う
ち

に
、「
時
」
と
し
て
の
世
界
の
う
ち
に
、
然
も
そ
の
「
時
」
を
時
熟
せ
し
め
つ
つ
生
き
て
い
る
実
存
で
あ
る
。
そ
れ
は
時

の
う
ち
に
生
き
つ
つ
、
然
も
そ
の
一
歩
一
歩
に
「
生
す
な
わ
ち
不
生
」
で
あ
る
。
即
ち
、
任
運
に
且
ら
く
時
を
延
ぶ
る
生

活
で
あ
る（
61
）。 

　
道
元
の
到
り
着
い
た
実
存
の
境
涯
は
、
こ
の
平
常
の
「
時
」
と
し
て
生
き
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
「
任
運
に
且
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ら
く
時
を
延
ぶ
」
と
表
現
さ
れ
て
き
て
い
る
。「
朝
々
日
は
東
に
出
で
、
夜
々
月
は
西
に
沈
む
。
雲
収
っ
て
山
骨
露
わ
に
、
雨

過
ぎ
て
四
山
低
し
」
と
は
、
世
界
の
時
と
一
体
化
し
た
自
己
実
存
に
他
な
ら
な
い
。
世
界
が
「
世
界
す
る
」
こ
と
と
時
が
時
に

な
る
（
時
熟
す
る
）
こ
と
と
は
同
一
の
事
柄
で
あ
る
。
道
元
の
四
囲
の
世
界
は
時
で
あ
り
、
時
と
は
道
元
自
身
で
あ
る
。
道
元

自
身
と
は
脱
落
身
心
の
実
存
で
あ
る
こ
と
は
、
述
べ
る
を
ま
た
な
い
。
時
を
持
続
せ
し
め
、
時
熟
せ
し
む
る
の
は
、
無
我
か
ら

性
起
し
た
自
己
、「
本
来
的
な
自
己（
62
）」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
万
象
の
主
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
「
時
」
そ
の
も
の
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
「
今
」
継
起
と
し
て
対
象
化
さ
れ
た
、
直
線
的
な
数
値
化
さ
れ
る
時
間
で
は
な
い
。
主
客
未
分
の
次
元

に
お
け
る
よ
り
根
源
的
な
時
で
あ
る
。 

　
時
間
が
人
間
の
心
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（
三
五
四
―
四
三

〇
）
で
あ
る（
63
）。
さ
ら
に
、
カ
ン
ト
が
「
時
空
の
観
念
性
」
に
着
想
し
て
批
判
的
観
念
論
を
樹
立
し
て
い
っ
た
と
き
、
時
間

は
人
間
の
心
の
超
越
論
的
な
有
り
方
と
切
り
離
せ
な
い
世
界
の
枠
組
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
自
然
科
学
的

時
間
概
念
を
打
破
す
る
真
の
時
間
理
解
へ
の
地
平
が
開
か
れ
て
い
た
。
一
九
三
六
年
以
前
の
前
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時

間
』
で
構
想
し
た
現
存
在
の
時
間
性（
64
）（Zeitlichkeit
）
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
い
し
カ
ン
ト
的
な
時
間
概
念
の
系
譜

に
属
す
る
と
い
え
よ
う
が
、
こ
こ
で
西
谷
の
究
明
し
て
い
る
「
時
」
と
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
個
的
に
主
観
的
で
あ
る
。
個
人

の
表
層
の
心
と
結
び
つ
き
、「
気
遣
い（
65
）」（Sorge

）
を
介
し
て
人
間
学
的
に
表
層
の
心
の
動
き
か
ら
説
明
さ
れ
た
時
間
概
念

は
、
超
越
論
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
て
も
、
無
や
死
と
対
立
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
こ
か
ら
脱
落
身
心
の
実
存

の
「
時
」
の
流
れ
る
と
こ
ろ
の
根
源
の
無
相
の
真
の
自
己
は
個
的
な
主
観
性
を
超
え
て
お
り
、
通
常
の
表
層
の
心
で
は
な
い
。

無
も
死
も
包
み
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
万
物
と
一
体
化
し
て
現
ず
る
無
相
の
真
の
自
己
は
、
そ
の

名
の
通
り
真
の
自
己
、
本
当
の
自
分
な
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
華
厳
で
「
三
界
唯
心
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
宇
宙
の
根
源
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の
心
と
い
っ
て
よ
く
、
脱
落
身
心
の
実
存
は
こ
の
真
の
自
己
な
の
で
あ
る
。
本
当
の
自
分
と
は
、
万
物
に
現
ず
る
真
の
自
己
に

他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
私
の
時
と
な
る
。
一
九
三
六
年
以
降
の
後
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
時
間
を
「
そ
れ
」（Es

）
が
「
与
え
る
」

（geben
）
と
い
う
仕
方
で
論
じ（
66
）、
西
谷
の
宇
宙
的
な
「
時
」
の
立
場
に
接
近
す
る
。
し
か
し
、
存
在
と
時
間
を
与
え
る
「
そ

れ
」
が
端
的
に
真
の
自
己
、
す
な
わ
ち
こ
の
私
だ
と
は
い
わ
れ
な
い
し
、
従
っ
て
、「
四
方
界
」（Geviert

）
に
お
い
て
の
人
が

「
死
を
能
く
す
る
者
」（die Sterblichen

）
と
し
て
至
道
無
難
の
「
死
人
」
の
立
場
に
近
づ
く
と
は
い
え（
67
）、
脱
落
放
下
し
た

実
存
が
世
界
の
時
と
な
る
と
い
う
ほ
ど
ま
で
に
、「
万
象
之
中
独
露
身
」
の
無
相
の
真
の
自
己
に
成
り
切
っ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
。
要
す
る
に
、
道
元
の
よ
う
な
絶
対
自
の
境
涯
と
は
微
妙
に
異
な
る
と
い
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
６
　
時
の
始
め 

　
脱
落
身
心
の
実
存
は
、「
生
死
」
と
し
て
時
の
う
ち
に
あ
り
つ
つ
、「
即
涅
槃
」
と
し
て
時
の
始
め
に
あ
る（
68
）。 

　

実
存
の
「
も
と
」（
当
下
）
は
時
の
始
め
（
初
め
）
で
あ
り
、
時
そ
の
も
の
の
生
成
の
源
で
あ
る
。
時
の
始
め
、
時
の
生
成

（
発
生
）
の
源
は
、
あ
ら
ゆ
る
過
去
よ
り
も
以
前
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
未
来
よ
り
も
以
後
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
は
、

時
の
始
め
が
そ
も
そ
も
時
と
レ
ベ
ル
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
時
の
始
め
は
、
時
と
は
レ
ベ
ル
を
異
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、

時
以
前
、
時
間
発
生
の
以
前
で
あ
る
。
時
の
始
め
は
、
時
の
生
成
の
源
と
し
て
、
過
去
か
ら
未
来
に
流
れ
る
生
死
の
時
と
は
レ

ベ
ル
・
次
元
が
異
な
る
。
時
の
始
め
は
、
即
涅
槃
と
し
て
、
生
死
の
時
を
次
元
的
に
超
え
た
超
越
面
に
存
す
る
。
脱
落
身
心
の

実
存
の
「
も
と
」
は
涅
槃
で
あ
り
、
生
死
を
離
れ
て
い
る
。 

　
時
の
始
め
が
涅
槃
と
し
て
生
死
の
時
と
は
次
元
の
異
な
る
超
越
的
な
時
以
前
で
あ
る
こ
と
は
、
禅
で
は
「
父ぶ

母も

未み

生し
よ
う以い

前ぜ
ん

」

と
呼
ば
れ
て
い
る（
69
）。「
父
母
未
生
以
前
」
と
は
、
自
分
が
未
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
と
き
よ
り
も
遥
か
に
以
前
と
い
う
意
味
で
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こ
の
よ
う
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
が
、
単
に
自
分
の
父
母
が
生
ま
れ
て
い
な
い
前
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
天
地
未
分
以

前
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
時
」
そ
の
も
の
の
以
前
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
天
地
を
創
造
す
る
以

前
、
神
は
何
を
し
て
い
た
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
て
、
時
も
世
界
と
と
も
に
神
か
ら
創
ら
れ
た
の
だ
と
答
え
た
が（
70
）、
脱

落
身
心
の
実
存
の
立
つ
「
父
母
未
生
以
前
」
と
は
、
そ
う
い
う
世
界
創
造
の
以
前
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
い
え
ば
神
の
永
遠

の
現
在
の
こ
と
で
あ
る
。 

　
他
方
、
生
死
（
輪
廻
）
す
な
わ
ち
無
限
な
る
有
限
性
は
、
脱
落
身
心
の
実
存
の
「
も
と
」
と
し
て
の
涅
槃
を
離
れ
な
い（
71
）。

生
死
即
涅
槃
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
涅
槃
に
も
住
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
真
の
涅
槃
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
問
題
性
に
つ
い
て
は
先
に
小
稿
の
第
一
節
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

　
脱
落
身
心
の
実
存
に
お
い
て
は
、
生
死
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
と
生
死
を
離
れ
て
い
る
こ
と
（
涅
槃
）
と
が
一
つ
に
な
っ
て
い

る
。
生
死
と
涅
槃
が
一
如
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
実
存
が
時
と
し
て
あ
り
な
が
ら
時
の
初
め
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。 

　
い
か
な
る
過
去
の
出
来
事
も
未
来
の
出
来
事
も
、
す
べ
て
こ
の
時
の
始
め
に
集
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時
の
始
め
か
ら
時
熟

す
る
時
そ
の
も
の
に
総
持
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
と
き（
72
）、
そ
う
し
た
時
の
始
め
と
は
、
先
に
論
じ
ら
れ
た
「
永
遠
性
の

モ
ナ
ド
」
と
し
て
の
絶
対
現
在
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
い
え
ば
「
神
の
永
遠
」、「
今
日
」、「
現
在
」

に
相
当
す
る
。
絶
対
現
在
と
し
て
の
時
の
始
め
か
ら
時
そ
の
も
の
が
時
熟
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
脱
落
身
心
の
実
存
が
生
死
の

う
ち
に
あ
っ
て
生
死
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
生
死
即
涅
槃
と
い
う
こ
と
の
時
間
論
的
意
味
で
あ
る
。
そ
の
実
存
は
あ
ら
ゆ
る
時

に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど
時
の
時
熟
す
る
時
の
始
め
、
絶
対
現
在
に
立
っ
て
お
り
、
生
死
を
離
れ
て
い
る
。
三
昧
（
集
中
）
の
絶

対
現
在
に
お
い
て
「
Ａ
は
Ａ
で
な
い
」
と
い
う
「
非
Ａ
」
が
現
じ
て
い
る
。「
非
Ａ
」
を
底
な
き
底
と
す
る
三
昧
集
中
の
現
在
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に
、
時
の
う
ち
の
過
去
と
未
来
の
す
べ
て
の
出
来
事
が
集
め
ら
れ
、
世
界
が
「
世
界
し
」、
時
が
時
に
な
る
。 

２
・
７
　
三
昧
の
行 

２
・
７
・
１
　
時
と
行 

　
時
の
時
熟
は
主
客
未
分
の
三
昧
の
行
に
お
け
る
こ
と
で
あ
り
、
端
坐
依
行
の
三
昧
境
と
切
り
離
せ
な
い
。
西
谷
は
こ
の
こ
と

を
示
す
た
め
に
、ま
ず
「
時
」
の
時
熟
が
脱
落
身
心
の
実
存
の
事
柄
で
あ
っ
た
こ
と
を
振
り
返
り
、「
行
」
に
つ
い
て
も
「
時
」

と
同
様
に
論
じ
ら
れ
る
と
す
る
。 

　
　
そ
の
実
存
は
、
万
法
進
み
て
自
己
を
修
証
す
る
と
上
に
い
わ
れ
た
よ
う
な
意
味
で
の
「
自
己
」
の
実
存
で
あ
り
、「
時
」

と
し
て
の
世
界
の
う
ち
に
、
然
も
恒
に
「
時
」
が
時
熟
し
世
界
が
「
世
界
す
る
」
そ
の
初
め
か
ら
、
生
き
る
自
己
の
実
存

で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
の
実
存
は
、
そ
の
本
質
的
な
「
時
」
と
別
で
は
な
い（
73
）。 

　
す
で
に
何
度
も
言
及
さ
れ
た
よ
う
に
、
万
法
に
証
せ
ら
れ
た
「
自
己
」
と
は
、
表
層
の
自
我
意
識
で
は
な
く
、
表
層
の
自
我

意
識
に
は
覆
蔽
さ
れ
た
無
相
の
真
の
自
己
で
あ
っ
た
。
無
相
の
真
の
自
己
は
万
象
に
現
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
こ
と

が
万
法
進
み
て
自
己
を
修
証
す
る
と
い
わ
れ
た
。
脱
落
身
心
の
実
存
は
、
こ
う
し
た
無
相
の
真
の
自
己
に
な
り
き
る
実
存
で
あ

っ
た
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
実
存
は
、
世
界
の
万
象
に
現
ず
る
自
己
の
実
存
と
し
て
、
万
象
世
界
の
実
存
で
あ
り
、
従
っ
て
世
界

の
時
の
実
存
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
西
谷
は
、
か
か
る
意
味
で
の
実
存
は
、
本
質
的
な
「
時
」
と
別
で
は
な
い
と
結
論
し
、

「
行
」
に
つ
い
て
も
同
じ
仕
方
で
論
じ
て
い
く
。 

　
実
存
が
時
と
別
で
な
い
こ
と
の
か
な
め
と
な
る
の
は
、
万
象
に
お
け
る
無
相
の
真
の
自
己
の
現
前
（
万
象
之
中
独
露
身
）
と
い

う
事
態
で
あ
り
、
万
象
に
即
し
て
の
自
己
の
現
前
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
実
存
が
世
界
の
時
と
な
る
こ
と
も
な
い
。
だ
が
、
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万
象
に
真
の
自
己
が
現
ず
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、
端
坐
依
行
、
す
な
わ
ち
坐
禅
し
て
修
行
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
の

他
に
は
な
い
。
自
己
が
「
万
法
に
証
せ
ら
れ
る
」
と
こ
ろ
と
は
、「
自
受
用
三
昧
に
端
坐
依
行
す
る
」
と
こ
ろ
、「
王
三
昧
を
結

跏
す
る
」
と
い
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

　
　
身
心
脱
落
の
実
存
の
も
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
も
の
」
が
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
如
法
性
に
お
い
て
集
め
ら
れ
て
世
界
が
「
世

界
す
る
」
と
こ
ろ
、
即
ち
自
己
が
「
万
法
に
証
せ
ら
れ
る
」
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
こ
が
諸
祖
な
ら
び
に
諸
仏
の
「
と
も
に

自
受
用
三
昧
に
端
坐
依
行
す
る
」（『
弁
道
話
』
既
出
二
〇
八
頁
）
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
…
）
自
己
が
万
法
に
証
せ
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
、
即
ち
そ
う
い
う
仕
方
で
世
界
が
「
世
界
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、「
王
三
昧
を
結
跏
す
る
」
と
い
わ
れ
た
こ
と

で
あ
り
、
そ
こ
に
ま
た
万
法
が
す
す
ん
で
自
己
を
「
修
証
す
る
」
の
で
あ
る（
74
）。 

「
自
己
が
万
法
に
証
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
」
と
は
、
万
象
に
お
い
て
無
相
の
真
の
自
己
が
現
前
す
る
事
態
で
あ
り
、
生
死
即
涅
槃
、

生
即
不
生
、
滅
即
不
滅
の
事
態
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
世
界
が
根
源
的
に
「
世
界
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
行

に
よ
る
王
三
昧
に
お
け
る
こ
と
で
あ
り
、
自
受
用
三
昧
に
端
坐
依
行
す
る
と
こ
ろ
に
お
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
自
己
即
万
象

と
し
て
世
界
が
世
開
す
る
こ
と
が
、
王
三
昧
を
結
跏
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
主
客
未
分
の
根
源
の
事
態
に
お
い
て
、
身
心
脱

落
・
脱
落
身
心
の
実
存
は
「
時
」
と
な
る
。 

　
端
坐
依
行
と
は
、
万
象
の
中
に
露
堂
々
と
独
露
せ
る
無
相
の
真
の
自
己
へ
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
「
真
理
」（
ア
―
レ
ー
テ
イ

ア
）
へ
と
帰
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
万
象
が
進
み
て
「
本
来
の
面
目
」
を
証
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
が
「
世
界
す

る
」
初
め
（
不
生
）
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
面
目
現
前
の
と
こ
ろ
と
は
、
自
ら
の
宝
蔵
を
開
く
「
自
受
用
三
昧
」
の
と

こ
ろ
で
あ
る
。
実
存
は
王
三
昧
に
お
い
て
無
相
の
真
の
自
己
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
主
客
未
分
・
自
他

不
二
の
三
昧
集
中
の
行
に
お
け
る
事
柄
に
他
な
ら
な
い
。
実
存
が
「
時
」
に
な
る
こ
と
は
実
存
の
「
行
」
と
密
接
に
連
関
し
、
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「
行
」
を
前
提
す
る
。 

２
・
７
・
２
　
無
相
の
行 

　
行
に
お
い
て
実
存
が
時
と
な
る
に
は
、
実
存
に
対
象
的
に
表
象
す
る
態
度
が
入
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
。 

　
　
も
し
対
象
的
に
表
象
す
る
態
度
が
入
っ
て
く
れ
ば
、
直
ち
に
、
自
己
の
外
な
る
或
る
も
の
と
し
て
の
「
相
」
が
生
じ
、
自

ら
の
宝
蔵
で
な
い
も
の
、
自
己
の
自
由
に
受
用
し
得
ぬ
も
の
が
現
れ
て
く
る（
75
）。 

　
万
象
・
万
事
に
な
り
切
る
三
昧
の
行
は
、
と
ど
の
つ
ま
り
万
象
・
万
事
に
現
ず
る
無
相
の
真
の
自
己
と
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ

か
ら
離
れ
な
い
自
他
不
二
の
行
で
あ
る
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
万
象
之
中
独
露
身
を
リ
ア
ラ
イ
ズ
し
た
と
い
っ
て
も
、
リ
ア
ラ

イ
ズ
さ
れ
た
無
相
の
真
の
自
己
を
す
ぐ
に
対
象
的
に
表
象
し
が
ち
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
た
ち
ま
ち
、
一
つ
で
あ
っ
た
も
の
が

二
つ
に
な
り
、
た
だ
単
に
表
象
し
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
個
々
の
行
に
お
い
て
、
復
活
し
た
表
層
の
自
我
意
識
に
自

己
の
行
為
の
中
心
が
置
か
れ
、
無
相
の
真
の
自
己
す
ら
も
そ
れ
に
対
立
す
る
抽
象
的
な
表
象
・
思
い
浮
か
べ
に
な
る
。
他
が
無

く
な
っ
た
は
ず
の
絶
対
自
に
そ
の
外
部
が
で
き
、
主
観
と
客
観
が
分
離
す
る
。
自
我
と
そ
れ
に
抵
抗
す
る
外
物
が
成
立
し
、
そ

の
結
果
自
我
は
自
受
用
三
昧
を
失
い
、
不
安
に
陥
る
。
生
死
即
涅
槃
が
生
死
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
主
客
未
分
の

三
昧
を
離
れ
、
対
象
的
に
表
象
す
る
と
い
う
傾
向
は
、
非
本
来
的
と
は
い
え
、
人
間
存
在
の
活
動
に
お
い
て
避
け
ら
れ
ぬ
宿
命

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
一
々
の
行
に
お
い
て
そ
の
つ
ど
三
昧
が
保
持
さ
れ
る
よ
う
に
気
を
つ
け
、
対
象
的
表
象
化
に
執
し
な
い
よ

う
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

　
こ
う
し
た
注
意
に
つ
い
て
西
谷
は
、
白
隠
慧
鶴
（
一
六
八
五
―
一
七
六
八
）
の
『
毒
語
心
経
』
の
「
行
」
に
対
す
る
著
語
を
引

用
し
て
説
明
し
て
い
る
。 
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著
語
の
意
味
は
大
体
、
手
足
を
動
か
し
た
り
食
っ
た
り
飲
ん
だ
り
、
雲
が
行
き
水
が
流
れ
葉
が
落
ち
花
が
飛
ん
だ
り
す
る

こ
と
は
ど
う
だ
、
も
し
そ
こ
に
一
毫
で
も
相
を
著
け
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
『
荘
子
』
に
あ
る
寓
話
の
よ
う
に
、

「
混
沌
」
を
刔
っ
て
眼
睛
を
つ
け
て
や
っ
た
ら
却
っ
て
混
沌
が
死
ん
だ
と
い
う
の
と
等
し
い
結
果
に
な
る
ぞ
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。（
…
）
そ
こ
に
特
に
「
行
」
と
い
う
も
の
を
表
象
的
に
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
既
に
「
相
」
に
著
す
る
こ
と

で
あ
る
。（
…
）
手
足
を
動
か
す
動
作
や
、
行
雲
流
水
、
墜
葉
飛
花
も
、「
行
」
が
真
に
「
行
」
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
無

相
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
相
」
は
「
無
相
の
相
」
で
あ
る（
76
）。 

　
「
相
」
と
は
「
形
相
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
対
象
化
さ
れ
た
表
象
の
こ
と
で
あ
る
。「
相
」
に
著
す
る
と
は
、
対
象
的
表
象

に
執
着
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
も
の
」
を
対
象
化
し
て
反
省
・
分
別
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
混
沌
に
目
鼻
を
つ
け
る
、

即
ち
主
客
未
分
の
絶
対
自
に
傷
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
真
の
行
は
、「
も
の
」
と
世
界
に
な
り
切
っ
た
、
従

っ
て
真
の
自
己
（
万
象
の
主
）
に
な
り
切
っ
た
三
昧
の
行
で
あ
る
。
そ
の
行
は
、
対
象
的
表
象
が
成
立
す
る
以
前
の
行
で
あ
る

か
ら
、
元
来
無
相
で
あ
る
。
そ
う
し
た
行
に
は
、「
手
足
を
動
か
す
動
作
」
だ
け
で
な
く
、「
行
雲
流
水
」
や
「
墜
葉
飛
花
」
も

入
り
う
る
。 

　
西
谷
は
『
毒
語
心
経
』
の
「
深
般
若
波
羅
蜜
多
」
と
「
時
」
に
対
す
る
白
隠
の
著
語
を
解
説
し
て
、 

　
　
こ
と
さ
ら
「
般
若
」
と
い
い
「
時
」
と
い
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
が
特
別
に
あ
る
か
の
如
く
考
え
る
の
は
、
渾
然
と
し
た

無
傷
の
肉
に
傷
を
つ
け
る
に
も
等
し
い
と
い
う
の
で
あ
る（
77
）。

と
述
べ
て
い
る
。「
般
若
」
と
か
「
時
」
と
い
っ
て
も
、
対
象
的
に
表
象
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
実
存
は
そ
の
当
体
か
ら
逸
脱

し
て
し
ま
う
。
対
象
的
表
象
化
に
よ
る
当
体
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
こ
と
は
、「
無
相
の
真
の
自
己
」
に
も
「
生
死
即
涅
槃
」
に

も
同
様
に
当
て
嵌
る
。
ど
ん
な
に
貴
重
で
か
け
が
え
の
な
い
経
験
や
知
的
直
観
で
も
、
対
象
化
し
て
主
観
に
対
し
て
立
て
て
し
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ま
え
ば
、
只
の
思
い
浮
か
べ
に
な
る
。
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
い
つ
ま
で
も
そ
れ
に
執
着
し
て
い
る
。
日
常
生
活
の
具
体
的
な

個
々
の
行
為
に
直
面
し
て
、
そ
の
つ
ど
主
客
未
分
の
三
昧
集
中
に
心
が
け
、
無
相
の
真
の
自
己
の
当
体
と
ぴ
っ
た
り
一
致
し
て

生
き
て
い
く
よ
う
に
工
夫
し
な
け
れ
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
貴
重
だ
っ
た
対
象
的
表
象
や
思
い
浮
か
べ
は

却
っ
て
「
相
」
を
失
い
、
消
失
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
道
元
も
「
眼
横
鼻
直
」、「
空
手
還
郷
」、「
所
以
に
一
毫
も
仏
法
な
く
」

と
述
べ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

〔
続
く
〕

注（
1
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か 

―― 

宗
教
論
集
一
、
創
文
社
、
一
九
六
一
年
。

（
2
） 

清
水
大
介
、
西
谷
啓
治
の
空
の
立
場
（
一
）、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
、
第
七
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
、
九
五
頁
以
下
。

（
3
） 

道
元
、
水
野
弥
穂
子
校
注
、
正
法
眼
蔵
（
四
）、
生
死
、
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
二
刷
、
一
九
九
八

年
、
四
六
七
頁
。
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
〇
頁
。

（
4
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
一
頁
。

（
5
） 

万
有
内
在
神
論
（Panentheism

us

）
は
、
近
世
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ク
ラ
ウ
ゼ
（Karl Christian Friedrich Krause

、
一
七

八
一
―
一
八
三
二
）
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
。
論
争
中
の
事
柄
を
弁
別
・
精
密
化
し
て
、
教
会
権
力
に
よ
る
悲
劇
的
な
弾
圧
を
除
こ

う
と
し
た
考
え
方
に
な
っ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
当
局
か
ら
非
難
さ
れ
る
「
汎
神
論
」（Pantheism

us

）
で
は
、
万
有
の
一

つ
ひ
と
つ
が
実
体
的
な
神
（
い
わ
ゆ
る
八や

百お

万よ
ろ
ずの

神
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
万
有
内
在
神
論
は
神
の
内
に
万
有
が

内
在
し
（All-in-Gott-Lehre

）、
神
は
万
有
に
超
越
す
る
と
と
も
に
万
有
に
内
在
す
る
と
い
う
見
方
を
と
る
。
恐
ら
く
こ
の
よ
う

な
見
方
が
、
汎
神
論
者
と
し
て
攻
撃
さ
れ
た
人
々
に
お
け
る
神
秘
主
義
的
経
験
の
内
実
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
か

く
万
有
内
在
神
論
の
提
出
は
、
汎
神
論
と
唯
一
神
論
の
和
解
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
。
正
統
と
さ
れ
る
神
学
思
想
で
も
、
万
有
内
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在
神
論
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
と
い
わ
れ
る
。

（
6
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
二
頁
。

（
7
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
二
頁
。

（
8
） 
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
二
頁
、
二
七
八
頁
。

（
9
） 
上
田
閑
照
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
講
談
社
、
一
九
九
八
年
、
説
教
三
、
四
〇
一
頁
。Quint, Josef, M

eister 
Eckehart: Deutsche Predigten und Traktate, M

ünchen 1963, 4. Auflage 1977, Predigt 6, S. 180.

（
10
） 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
分
析
論
後
書
、
八
二
ｂ
三
八
、
形
而
上
学
、
九
八
三
ａ
二
八
、
一
〇
一
七
ｂ
二
二
。

（
11
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
二
頁
。

（
12
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
三
頁
。

（
13
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
三
頁
。
生
死
即
涅
槃
が
真
の
「
時
」
で
あ
る
と
定
式
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、

小
稿
の
時
間
論
に
と
っ
て
大
事
な
点
で
あ
る
。

（
14
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
三
頁
。

（
15
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
八
頁
。

（
16
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
三
頁
。

（
17
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
八
頁
。

（
18
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
九
頁
。
西
谷
は
流
布
本
の
卍
山
本
に
依
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
伊
藤
俊
光
、
永
平

広
録
註
解
全
書
、
上
巻
、
永
平
広
録
註
解
全
書
刊
行
会
、
一
九
六
一
年
、
三
頁
参
照
。
そ
れ
に
対
し
て
門
鶴
本
（
祖
山
本
）
で
は
次

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
上
堂
。
云
。
山
僧
是
歴
叢
林
不
多
。
只
是
等
閑
見
先
師
天
童
。
然
而
不
被
天
童
謾
、
天
童
還
被
山
僧
謾
。

近
来
空
手
還
郷
。
所
以
山
僧
無
仏
法
。
任
運
且
延
時
。
朝
朝
日
東
出
、
夜
夜
月
落
西
。
雲
収
山
谷
静
、
雨
過
四
山
低
。
三
年
必
一
閏
、

鶏
向
五
更
啼
」（
鏡
島
元
隆
校
註
、
道
元
禅
師
全
集
第
三
巻
、
永
平
広
録
上
、
道
元
和
尚
広
録
第
一
、
三
四
頁
）。
卍
山
本
と
は
異
同

が
あ
る
が
、
文
意
が
よ
り
明
瞭
な
箇
所
も
見
ら
れ
る
。
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（
19
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
九
頁
以
下
。

（
20
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
〇
八
頁
。
正
法
眼
蔵
註
解
全
書
刊
行
会
編
、
正
法
眼
蔵
註
解
全
書
第
九
巻
、
正
法
眼

蔵
註
解
全
書
刊
行
会
発
行
、
一
九
五
七
年
、
四
五
三
頁
参
照
。
道
元
の
テ
キ
ス
ト
「
た
だ
生
死
す
な
は
ち
涅
槃
と
こ
こ
ろ
え
て
、
生

死
と
し
て
い
と
ふ
べ
き
も
な
く
、
涅
槃
と
し
て
ね
が
ふ
べ
き
も
な
し
、
こ
の
と
き
、
は
じ
め
て
生
死
を
は
な
る
る
分
あ
り
」
に
対
し

て
、「【
私
記
】
と
は 

い
と
ふ
べ
き
も
な
く
、
ね
が
ふ
べ
き
も
な
し
と
は
、
參
本
の
圓
頓
章
を
ひ
く
、
こ
れ
を
萬
象
之
中
獨
露
身
と

い
ふ
」
と
あ
る
。「
私
記
」
と
は
安あ

心じ

院む

蔵
海
撰
述
の
『
正
法
眼
蔵
私
記
』
の
略
称
。
ま
た
、
永
平
正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
刊
行
会
、

永
平
正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
、
第
十
九
巻
、
註
解
・
研
究
篇
（
九
）、
正
法
眼
蔵
傍
註
、
正
法
眼
蔵
私
記
、
大
修
館
、
一
九
七
七
年
、

八
五
一
頁
に
、写
真
版
に
て
「
コ
レ
ヲ
萬
象
之
中
獨
露
身
ト
イ
フ
」
と
い
う
文
字
が
見
え
る
。
以
上
よ
り
し
て
、西
谷
の
い
う
「『
正

法
眼
蔵
生
死
』
の
古
い
註
解
」
と
は
、
安
心
院
蔵
海
（
雑
華
蔵
海
、
一
七
三
〇
―
一
七
八
八
）
の
正
法
眼
蔵
註
解
書
『
正
法
眼
蔵
私

記
』（
一
七
八
五
年
完
結
）
の
こ
と
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

（
21
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
一
頁
。
独
庵
は
江
戸
前
・
中
期
の
曹
洞
宗
の
僧
。
明
僧
道
者
超
元
に
参
じ
、
長
崎

皓
台
寺
の
住
持
と
な
る
。
独
庵
の
こ
の
文
の
出
典
と
し
て
西
谷
は
『
独
語
稿
』
を
挙
げ
て
い
る
が
、
独
庵
の
詩
文
全
集
と
し
て
集
大

成
さ
れ
た
『
独
庵
玄
光
護
法
集
』（
一
六
九
七
年
）
中
の
「
独
庵
稾
第
四
」
に
「
永
平
道
元
禅
師
画
像
讃
」
と
題
さ
れ
た
文
章
が
あ

り
、
そ
こ
に
こ
の
「
破
蕩
天
地
於
即
席
、
跨
越
三
祇
於
弾
指
」
と
い
う
文
は
見
出
さ
れ
る
。
鏡
島
元
隆
監
修
、
独
庵
玄
光
護
法
集
、

至
言
社
、
一
九
九
六
年
、
二
一
〇
頁
参
照
。「
稾
」
は
「
稿
」
に
同
じ
。『
独
庵
稾
』
自
体
は
一
六
八
六
年
に
編
ま
れ
て
い
る
。

（
22
） 

「
屋
裡
」
と
は
「
自
分
の
家
、
お
の
れ
自
身
」
と
い
う
こ
と
。
用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
例
え
ば
「
爾
要
與
祖
佛
不
別
、
但

莫
外
求
。
爾
一
念
心
上
清
淨
光
、
是
爾
屋
裡
法
身
佛
。
爾
一
念
心
上
無
分
別
光
、
是
爾
屋
裡
報
身
佛
。
爾
一
念
心
上
無
差
別
光
、
是

爾
屋
裡
化
身
佛
。
此
三
種
身
、
是
爾
即
今
目
前
聽
法
底
人
」（
臨
済
録
）。
柳
田
聖
山
編
、
禅
語
録
、
世
界
の
名
著
続
三
、
中
央
公
論

社
、
一
九
七
四
年
、
臨
済
録
、
二
二
四
頁
。
柳
田
聖
山
、
臨
済
録
、
佛
典
講
座
三
〇
、
大
蔵
出
版
、
一
九
七
二
年
、
七
四
頁
。

（
23
） 

「
門
よ
り
入
る
者
は
、
是
れ
家
珍
に
非
ず
」（
碧
巌
録
二
二
則
本
則
評
唱
、
雪
峰
語
録
）。「
門
よ
り
」
と
は
「
他
か
ら
」
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
絶
対
自
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
「
屋
裡
の
家
珍
」
と
は
「
自
家
の
宝
蔵
」（
二
二
〇
頁
）
と
同
様
の
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意
味
で
あ
る
。

（
24
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
〇
頁
。

（
25
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
〇
頁
。

（
26
） 
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
一
頁
。

（
27
） 
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
一
頁
、
二
一
二
頁
、
二
一
七
頁
。「
時
熟
」（sich zeitigen

）
の
語
は
、
差
し
当

た
り
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
第
六
五
―
七
一
節
に
お
け
る
時
間
論
の
用
語
法
に
由
来
す
る
。
時
が
時
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、

時
間
の
生
成
を
意
味
す
る
。

（
28
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
一
頁
。「
生
す
な
わ
ち
不
生
、
滅
す
な
わ
ち
不
滅
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、『
時
』
の

瞬
間
が
永
遠
性
の
モ
ナ
ド
で
あ
る
と
い
わ
れ
得
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
限
り
な
く
遡
り
得
る
如
何
な
る
過
去
の
時
点
も
、
一
々
猶

お
現
在
と
同
時
的
で
あ
り
、
ま
た
限
り
な
く
展
望
し
得
る
如
何
な
る
未
来
の
時
点
も
、
一
々
既
に
現
在
と
同
時
的
で
あ
る
。
現
在
の

瞬
間
は
、
い
わ
ば
そ
の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
過
去
と
未
来
を
映
す
も
の
と
し
て
の
み
現
成
す
る
。（
…
）『
瞬
間
』
は
、
あ
ら
ゆ

る
過
去
と
あ
ら
ゆ
る
未
来
と
を
す
べ
て
現
在
の
も
と
に
総
持
し
つ
つ
成
立
す
る
。（
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『
永
遠
性
の
ア
ト
ム
』
と

い
う
概
念
の
代
わ
り
に
、
永
遠
性
の
モ
ナ
ド
と
い
っ
た
の
は
そ
の
故
で
あ
る
）。（
…
）
現
在
は
あ
く
ま
で
『
時
』
の
現
在
で
あ
り
つ

つ
、
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
過
去
と
未
来
に
お
け
る
時
点
の
一
々
と
同
時
的
で
あ
る
。（
…
）
そ
の
同
時
性
に
お
い
て
現
在
は
、
あ
ら
ゆ

る
過
去
と
未
来
と
を
包
括
し
総
持
す
る
の
で
あ
る
」（
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
歴
史
、
二
九
三
頁
以
下
）。「
無
始
無
終

な
る
限
り
な
き
『
時
』
の
一
瞬
一
瞬
は
、
そ
の
限
り
な
き
『
時
』
の
す
べ
て
を
現
在
に
う
つ
す
『
永
遠
性
の
モ
ナ
ド
』
で
あ
り
、
か

か
る
『
時
』
と
し
て
性
起
す
る
現
存
在
は
、
限
り
な
い
世
界
連
関
の
う
ち
に
現
れ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
他
の
も
の
を
限
り
な
く
荷
う

無
碍
の
『
行
』
に
お
い
て
、
自
己
自
身
で
あ
り
、
自
己
を
自
己
自
身
に
な
し
、
ま
た
自
己
自
身
に
な
る
」（
空
と
歴
史
、
二
九
九
頁
）。

「
永
遠
性
の
モ
ナ
ド
」
は
そ
の
他
、
空
と
歴
史
、
二
七
七
頁
、
三
〇
〇
頁
に
も
出
て
く
る
。
大
元
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、「
瞬
間
は
も

と
も
と
時
間
の
ア
ト
ム
で
は
な
く
て
永
遠
の
ア
ト
ム
な
の
で
あ
る
。
瞬
間
は
時
間
に
お
け
る
永
遠
の
最
初
の
投
影
で
あ
」
る
と
述
べ

て
い
る
（
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
田
渕
義
三
郎
訳
、
不
安
の
概
念
、
第
三
章
。
桝
田
啓
三
郎
責
任
編
集
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
世
界
の
名
著
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第
四
〇
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
六
年
、
二
八
九
頁
）。
西
谷
が
「
ア
ト
ム
」
を
「
モ
ナ
ド
」
と
改
め
た
の
は
、
モ
ナ
ド
が
可
能

的
に
内
容
豊
か
な
全
体
と
し
て
の
一
単
位
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
あ
ら
ゆ
る
過
去
と
あ
ら
ゆ
る
未
来
と
を
す
べ
て
現
在
の
も
と
に
総

持
し
つ
つ
成
立
す
る
」
と
い
う
「
瞬
間
」
の
義
と
合
致
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ト
ム
に
は
、
そ
れ
以
上
分
割
さ
れ

ざ
る
極
小
単
位
と
い
う
原
義
が
あ
り
、
抽
象
的
で
内
容
を
欠
い
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
の
で
、
内
容
全
体
を
含
意
す
る
「
瞬
間
」
に

は
厳
密
に
は
不
適
切
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
29
） 

「
即
心
記
」。
公
田
連
太
郎
、
至
道
無
難
禅
師
集
、
春
秋
社
、
一
九
五
八
年
、
三
一
頁
。
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
歴
史
、

三
〇
九
頁
。

（
30
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
一
頁
。
碧
巌
録
第
八
二
則
「
大
龍
堅
固
法
身
」。

（
31
） 

拙
論
「
西
谷
啓
治
の
空
の
立
場
（
一
）」。

（
32
） 

拙
論
、
西
谷
啓
治
に
お
け
る
真
の
自
己 

―― 

長
沙
景
岑
の
偈
頌
の
解
釈
、
第
二
節
「
セ
ー
ニ
カ
の
霊
知
の
立
場
」
参
照
。
花
園
大

学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
、
第
五
号
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
、
二
一
四
頁
以
下
。

（
33
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
一
頁
。
西
谷
は
続
い
て
「
西
田
哲
学
に
お
い
て
歴
史
的
身
体
と
い
わ
れ
る
も
の
も
、

畢
竟
か
か
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
二
一
二
頁
）
と
付
言
す
る
。
そ
こ
か
ら
歴
史
も
形
成
さ
れ
る
、
西
谷
の
い
う
真
実
の

時
と
し
て
の
脱
落
身
心
の
王
三
昧
の
実
存
も
、
西
田
の
「
歴
史
的
身
体
」
も
、
万
象
と
一
如
の
無
相
の
真
の
自
己
以
外
の
何
も
の
で

も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
34
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
二
頁
。

（
35
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
二
頁
以
下
、
二
一
五
頁
、
空
と
歴
史
、
二
八
六
頁
。「
あ
る
べ
き
よ
う
に
」
と
い

う
こ
と
を
強
調
し
た
日
本
の
仏
教
僧
と
し
て
は
栂
尾
の
明
恵
上
人
高
弁
（
一
一
七
三
―
一
二
三
二
）
が
著
名
で
あ
る
。『
遺
訓
』
冒

頭
参
照
。
久
保
田
淳
・
山
口
明
穂
校
注
、
明
恵
上
人
集
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
二
〇
一
頁
。
ま
た
、「
空
」
に

お
け
る
「
あ
る
べ
き
よ
う
に
」
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
のEs lässt Sein
のLassen

の
働
き
と
近
い
響
き
合
い
が
あ
る
。Lassen

の
働
き
は
、
後
述
さ
れ
るGeheiß

の
働
き
と
別
で
は
な
い
。Heidegger, M

artin, Zur Sache des Denkens, Tübingen 
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1969, S. 40. Heidegger, M
artin, Vier Sem

inare, Frankfurt am
 M

ain 1977, S. 101–103.

（
36
） 

「
一
切
が
そ
れ
ぞ
れ
自
体
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
そ
れ
が
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」（
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は

何
か
、
空
と
時
、
二
一
三
頁
）。

（
37
） 
「
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
と
い
わ
れ
る
実
存
は
、
一
切
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
も
と
に
あ
る
場
の
無
限
の
開
け
を
含
ん
で
い

る
。（
…
）
そ
れ
は
、
一
切
の
も
の
は
同
じ
一
つ
の
『
世
界
』
を
形
成
す
る
よ
う
に
集
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
切
の
も
の
が

『
世
界
の
う
ち
に
あ
る
』
も
の
た
ら
し
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
道
元
は
そ
こ
に
『
王
三
昧
』
の
立
場
を
見
た
」（
西
谷
啓
治
、
宗

教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
三
頁
）。

（
38
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
三
頁
、
二
一
六
頁
、
空
と
歴
史
、
二
八
七
頁
。「
隨
處
作
主
、
立
處
皆
真
」
に
つ

い
て
は
、
臨
済
録
示
衆
参
照
。
柳
田
聖
山
、
臨
済
録
、
佛
典
講
座
三
〇
、
九
六
頁
、
一
二
〇
頁
。
柳
田
聖
山
編
、
禅
語
録
、
世
界
の

名
著
続
三
、
臨
済
録
、
二
三
三
頁
、
二
四
二
頁
。

（
39
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
三
頁
。「
万
物
の
主
」
と
し
て
は
一
八
〇
頁
、
た
だ
の
「
主
」
と
し
て
は
二
一
五

頁
に
、「
立
法
者
」
と
し
て
は
二
一
六
頁
に
出
て
く
る
。
西
谷
が
『
禅
の
立
場
』
で
取
り
上
げ
た
長
沙
の
「
四
海
五
湖
皇
化
の
裏
」

に
お
い
て
も
、「
万
象
の
主
」
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
西
谷
啓
治
、
禅
の
立
場
、
創
文
社
、
一
九
八
六
年
、
一
三
二

頁
以
下
参
照
。
如
法
性
の
主
伴
の
構
造
は
、
他
の
と
こ
ろ
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
回
互
的
関
係
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
脱

落
身
心
の
実
存
が
万
象
の
主
に
な
っ
て
い
く
事
態
に
つ
い
て
は
、
窪
田
慈
雲
（
一
九
三
二
年
生
）
の
次
の
よ
う
な
解
説
が
相
応
し
い

か
も
し
れ
な
い
。「
一
度
体
験
し
た
悟
り
の
粕
が
次
第
に
と
れ
て
い
く
と
、（
…
）
仏
と
我
と
一
体
、
自
他
一
如
で
あ
る
が
、
そ
の
ま

ん
ま
仏
は
仏
、
我
は
我
、
他
は
他
と
し
て
独
立
無
伴
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
宇
宙
は
た
だ
自
分
一
人
き
り
と
い
う

世
界
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
分
の
他
に
誰
も
い
な
い
世
界
で
あ
る
。
従
っ
て
自
分
一
人
き
り
と
言
う
必
要
も
な
い
。
そ
こ
に
は
悟
っ

た
自
分
は
い
な
い
。
仏
も
い
な
い
。
他
も
い
な
い
。
言
う
な
ら
ば
自
分
一
人
き
り
の
世
界
で
あ
る
」（
窪
田
慈
雲
、
悟
り
な
き
「
悟

り
」
へ
の
道
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
七
五
頁
）。
敢
え
て
解
釈
を
付
け
る
と
、「
自
分
の
他
に
誰
も
い
な
い
世
界
」
と
は
絶
対

自
の
世
界
で
あ
る
。「
従
っ
て
自
分
一
人
き
り
と
言
う
必
要
も
な
い
」
と
い
う
の
は
、
自
他
不
二
だ
か
ら
で
あ
る
。「
悟
っ
た
自
分
」
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と
は
自
我
で
あ
る
。
そ
う
し
た
悟
っ
た
自
分
が
い
な
い
の
は
、
無
相
の
真
の
自
己
と
一
体
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
仏
も
い
な

い
」
と
は
、
無
相
の
真
の
自
己
と
一
体
化
し
て
生
き
て
い
け
ば
、
そ
の
よ
う
な
概
念
的
構
想
物
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
他
も
い
な
い
」
と
は
、
万
象
が
自
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
40
） 
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
三
頁
、
二
一
九
頁
、
二
〇
八
頁
。

（
41
） 
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
四
頁
。

（
42
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
四
頁
以
下
。

（
43
） 

「
無
情
説
法
」
と
は
「
無
生
物
が
法
を
説
く
」
こ
と
。
大
乗
涅
槃
経
の
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
「
衆
生
」
の
範
囲
が
、
生
物

の
み
な
ら
ず
山
川
草
木
、
松
風
溪
声
、
土
石
に
ま
で
及
ぶ
と
い
う
解
釈
の
立
場
を
と
り
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
山
川
草
木
、
松
風
溪
声
、

土
石
が
法
を
説
い
て
い
る
と
す
る
。
南
陽
慧
忠
（
？
―
七
七
五
）
が
著
名
。
古
賀
英
彦
、
訓
注
祖
堂
集
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究

所
、
二
〇
〇
三
年
、
巻
第
三
、
六
六
頁
、
六
九
頁
以
下
参
照
。
洞
山
良
价
（
八
〇
七
―
八
六
九
）
は
こ
の
話
頭
に
疑
著
し
て
最
初
の

見
性
を
遂
行
し
た
。「
師
〔
洞
山
〕
云
く
、
無
情
説
法
は
何
の
典
教
を
か
該そ

な
う
。
雲
厳
云
く
、
豈
に
見
ず
や
、
弥
陀
経
に
云
く
、
水

鳥
樹
林
悉
く
皆
な
仏
を
念
じ
法
を
念
ず
、
と
。
師
、
此
に
於
て
省
有
り
、
乃す

な
わち

偈げ

を
述
べ
て
云
く
、
也や

大た
い

奇き

、
也
大
奇
、
無
情
説
法
、

不
思
議
な
り
。
若
し
耳
を
将も

っ
て
聴
か
ば
終
に
会え

し
難
し
、
眼
処
に
声
を
聞
き
て
方は

じ
めて

知
る
こ
と
を
得
ん
」（
柳
田
聖
山
編
、
禅
語

録
、
世
界
の
名
著
続
三
、
洞
山
録
、
二
九
六
頁
。
柳
田
聖
山
編
、
四
家
語
録
・
五
家
語
録
、
禅
学
叢
書
之
三
、
中
文
出
版
社
、
再
版

一
九
八
三
年
、
一
二
四
頁
以
下
）。

（
44
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
五
頁
。

（
45
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
五
頁
、
空
の
立
場
、
一
四
五
頁
、
一
五
八
頁
。「
松
の
こ
と
は
松
に
習
へ
、
竹
の

こ
と
は
竹
に
習
へ
」
は
、
土
芳
の
『
三
冊
子
』
中
の
「
あ
か
さ
う
し
」
に
見
出
さ
れ
る
。
潁
原
退
蔵
校
訂
、
去
来
抄
・
三
冊
子
・
旅

寝
論
、
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
二
五
刷
、
一
九
七
五
年
、
一
〇
一
頁
。

（
46
） Heidegger, M

artin, W
as heißt Denken?, Tübingen Dritte Auflage 1971, S. 102 ff., S. 151 ff.

（
47
） 

カ
ン
ト
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
、
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
、
第
二
章
。
野
田
又
夫
責
任
編
集
、
カ
ン
ト
、
世
界
の
名
著
第
三
二
巻
、
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中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
、
二
五
七
頁
、
二
六
五
頁
、
二
七
三
頁
。Kant, Im

m
anuel, Grundlegung zur M

etaphysik 
der Sitten, Ham

burg: M
einer 1965, S. 34, S. 42, S. 50. 

（
48
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
五
頁
。

（
49
） 
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
六
頁
。

（
50
） 
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
六
頁
。
正
法
眼
蔵
第
二
十
「
有
時
」
巻
。
道
元
、
正
法
眼
蔵
（
二
）、
ワ
イ
ド
版

岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
二
刷
、
一
九
九
八
年
、
五
三
頁
。

（
51
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
六
頁
以
下
。

（
52
） Heidegger, M

artin, Heraklit, Gesam
tausgabe Band 55, Frankfurt am

 M
ain 1979. Heidegger, M

artin, 
Vorträge und Aufsätze, Pfullingen 1. Auflage 1954, S. 207 ff, S. 257 ff, 3. Auflage 1967, Teil III, S. 3 ff, S. 53 ff.

（
53
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
七
頁
。

（
54
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
七
頁
。
そ
の
他
の
「
万
象
之
中
独
露
身
」
の
出
典
箇
所
は
、
二
〇
八
頁
、
二
一
〇

頁
、
二
一
三
頁
、
二
一
九
頁
。
な
お
、
本
段
落
後
半
（
五
行
目
―
九
行
目
）
の
註
解
は
省
略
す
る
。
繰
り
返
し
の
念
押
し
に
す
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
。

（
55
） 

見
方
を
変
え
れ
ば
、
無
相
の
真
の
自
己
が
露
現
す
る
と
き
に
は
「
も
の
」
は
背
後
に
回
り
、「
も
の
」
が
「
も
の
」
と
し
て
現
ず

る
と
き
に
は
、
む
し
ろ
無
相
の
真
の
自
己
は
覆
蔽
さ
れ
る
、
と
い
う
面
も
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
超
個
と
個
の
相
反
の
面

は
、
超
個
と
個
の
相
即
な
し
で
は
成
り
立
ち
え
ず
、
超
個
と
個
の
相
即
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
56
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
七
頁
。

（
57
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
歴
史
、
二
八
七
頁
、
二
九
〇
頁
。

（
58
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
歴
史
、
二
八
六
頁
、
向
他
性
、
他
者
中
心
性
に
つ
い
て
の
西
谷
の
た
ぎ
る
思
い
は
、
三
〇
三

頁
―
三
一
四
頁
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
59
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
七
頁
。
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（
60
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
七
頁
、
二
一
一
頁
。

（
61
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
七
頁
。

（
62
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
歴
史
、
二
八
三
頁
。

（
63
） 
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
告
白
、
一
一
巻
二
〇
章
―
三
一
章
。Augustinus, Confessiones, M

ünchen:Kösel 1955, p. 620–
670. 

（
64
） 

ハ
イ
デ
ガ
ー
、
存
在
と
時
間
、
第
一
部
第
二
篇
「
現
存
在
と
時
間
性
」。Heidegger, M

artin, Sein und Zeit, Erste 
Hälfte, Halle a. d. S. 2. Auflage 1929, S. 231 ff. 

（
65
） 

ハ
イ
デ
ガ
ー
、
存
在
と
時
間
、
三
九
―
四
五
、
五
七
、
六
三
―
六
五
節
。Heidegger, M

artin, Sein und Zeit, S. 180–235, 
274–280, 310–331.

（
66
） Heidegger, M

artin, Zur Sache des Denkens, Tübingen 1969, Zeit und Sein, S. 10–17.

（
67
） Heidegger, M

artin, Vorträge und Aufsätze, 1. Auflage, S. 171, S. 177, 3. Auflage, Teil II, S. 45, S. 51. 
Heidegger, M

artin, Unterw
egs zur Sprache, Pfullingen 1959, 5. Auflage 1975, S. 22 f. 

こ
の
問
題
はEreignis

の

構
造
に
お
い
て
改
め
て
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
68
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
七
頁
以
下
。

（
69
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
八
頁
。
禅
の
公
案
と
し
て
は
「
父
母
未
生
前
に
お
け
る
本
来
の
面
目
如
何
」
と
い

う
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
。
法
身
の
則
で
あ
り
、
初
関
の
則
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
解
説
と
し
て
優
れ
て
い
る
の
は
大
燈
国
師
（
一
二

八
二
―
一
三
三
七
）『
仮
名
法
語
』
中
の
「
萩
原
上
皇
の
后
に
示
す
」
で
あ
る
。
現
代
語
訳
で
は
、
平
野
宗
浄
、
大
燈
、
日
本
の
禅

語
録
第
六
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
八
年
、
五
二
頁
参
照
。
現
代
の
解
説
と
し
て
は
、
伊
藤
探
玄
、
禅
の
一
本
道
、
明
治
書
院
、
一
九

六
八
年
、
八
二
頁
以
下
、
竹
村
牧
男
、
禅
の
哲
学
、
沖
積
舎
、
二
〇
〇
二
年
、
一
三
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。「
本
来
の
面
目
」（
無
相

の
真
の
自
己
）
と
は
「
父
母
未
生
以
前
」
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
同
公
案
は
『
無
門
関
』
に
、「
父
母
未
生
前
」
の
語
を
付
け
る
こ

と
な
く
第
二
三
則
「
不
思
善
悪
」
と
し
て
載
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
宗
門
葛
藤
集
』
第
二
則
「
六
祖
衣
鉢
」
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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梶
谷
宗
忍
訳
注
、
宗
門
葛
藤
集
、
法
蔵
館
、
一
九
八
二
年
、
五
頁
。

（
70
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
八
頁
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
告
白
、
一
一
巻
一
二
章
―
一
四
章
。「
私
は
大
胆

に
断
言
い
た
し
ま
す
。『
天
地
を
創
造
す
る
以
前
、
神
は
何
事
を
も
し
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
』
と
」（
山
田
晶
訳
、
告
白
、
世
界
の
名

著
一
四
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
、
四
一
二
頁
）。「
ま
さ
に
時
間
そ
の
も
の
を
、
あ
な
た
は
お
造
り
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、

時
間
を
お
造
り
に
な
る
前
に
、
時
間
が
過
ぎ
さ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
よ
う
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
が
、
天
地
の
存
在
す
る

以
前
に
は
時
間
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
と
、『
そ
の
と
き

0

0

0

0

あ
な
た
は
何
を
し
て
い
た
か
』
な
ど
と
、
ど
う
し
て
た
ず
ね
る
の
で

し
ょ
う
か
。
時
間
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、『
そ
の
と
き
』
な
ど
も
な
か
っ
た
の
で
す
」（
四
一
三
頁
）。「
あ
な
た
は
時
間
に
先
だ

ち
ま
す
が
、
時
間
に
お
い
て
時
間
に
先
だ
つ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
が
『
す
べ
て
の
時
間
に
先
だ
つ
』
こ

と
は
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
あ
な
た
が
す
べ
て
の
過
ぎ
さ
っ
た
時
間
に
先
だ
つ
の
は
、
常
に
現
在
で
あ
る
永
遠

の
高
さ
に
よ
る
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
な
た
は
、
す
べ
て
の
来
た
る
べ
き
時
間
を
追
い
こ
し
て
お
ら
れ
ま
す
」（
同
頁
）。「
で

す
か
ら
あ
な
た
は
何
か
を
お
造
り
に
な
る
の
に
、
時
間
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

お
造
り
に
な
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
時
間
そ
の

も
の
も
、
あ
な
た
が
お
造
り
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
」（
四
一
四
頁
）。

（
71
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
八
頁
。

（
72
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
八
頁
。

（
73
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
八
頁
。

（
74
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
一
八
頁
以
下
。
原
文
で
「
自
己
が
『
万
象
に
証
せ
ら
れ
る
』
と
こ
ろ
が0

あ
り
」
と
あ

る
の
は
、「
自
己
が
『
万
象
に
証
せ
ら
れ
る
』
と
こ
ろ
で0

あ
り
」
の
誤
殖
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
文
割
注
に
「『
弁
道
話
』
既
出
二
〇

七
頁
」
と
あ
る
の
は
「
二
〇
八
頁
」
の
誤
り
で
あ
る
。
な
お
、「
結
跏
」
と
は
「
結
跏
趺
坐
」
の
略
で
あ
り
、
坐
禅
で
両
足
と
も
に

組
み
上
げ
る
坐
り
方
を
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
片
足
だ
け
組
む
の
を
半
跏
趺
坐
と
い
う
。
結
跏
の
ほ
う
が
定
に
入
り
易
い
と
い
わ
れ

る
。
参
禅
に
お
い
て
「
万
法
に
証
せ
ら
れ
る
」
身
心
脱
落
・
脱
落
身
心
の
経
験
に
つ
い
て
、
西
谷
は
こ
こ
で
道
元
の
「
現
成
公
案
」

中
の
有
名
な
文
句
「
仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
自
己
を
な
ら
ふ
な
り
、
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。
自
己
を
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わ
す
る
る
と
い
ふ
は
万
法
に
証
せ
ら
る
る
な
り
。
万
法
に
証
せ
ら
る
る
と
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心
お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落

せ
し
む
る
な
り
」
を
引
用
し
て
い
る
。
西
谷
は
こ
こ
で
は
道
元
に
従
い
、
主
客
未
分
の
三
昧
を
成
就
す
る
行
を
坐
禅
・
参
禅
に
絞
っ

て
論
じ
て
い
る
が
、
他
宗
教
に
お
い
て
も
同
様
の
行
の
存
す
る
こ
と
は
顧
慮
さ
れ
て
よ
い
。

（
75
） 
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
二
〇
頁
。

（
76
） 
西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
二
〇
頁
。『
毒
語
心
経
』
の
相
当
箇
所
に
つ
い
て
は
、
山
田
無
文
、
白
隠
禅
師
般
若

心
経
毒
語
註
、
禅
文
化
研
究
所
、
第
二
版
、
一
九
八
四
年
、
八
一
頁
な
ど
を
参
照
。「
無
相
の
相
」
で
西
谷
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、

恐
ら
く
、
臨
済
系
坐
禅
会
で
よ
く
唱
え
ら
れ
る
「
白
隠
禅
師
坐
禅
和
讃
」
中
の
文
句
で
は
な
か
ろ
う
か
。
芳
澤
勝
弘
訳
注
、
白
隠
禅

師
法
語
全
集
、
第
十
三
冊
、
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
二
年
、
二
六
七
頁
参
照
。

（
77
） 

西
谷
啓
治
、
宗
教
と
は
何
か
、
空
と
時
、
二
二
〇
頁
。
ま
た
二
三
七
頁
も
参
照
。
山
田
無
文
、
白
隠
禅
師
般
若
心
経
毒
語
註
、
九

一
頁
。「
渾
然
と
し
た
無
傷
の
肉
」
と
は
「
好
肉
」
の
説
明
。
元
々
「
好
肉
」
と
は
「
美
し
い
肌
」
の
義
。
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『
香
積
南
英
禪
師
語
録
』
に
つ
い
て

堀
川
貴
司

は
じ
め
に

　
本
書
は
南
英
周
宗
（
一
三
六
二
～
一
四
三
七
、
諸
辞
典
等
一
三
六
三
～
一
四
三
八
と
す
る
の
は
誤
り
）
の
語
録
で
、
刈
谷
市
中
央
図

書
館
村
上
文
庫
所
蔵
の
五
山
版
で
あ
る
が
、
川
瀬
一
馬
『
五
山
版
の
研
究
』
に
も
著
録
は
な
く
、
管
見
の
範
囲
で
は
こ
れ
ま
で

特
に
研
究
の
対
象
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
た
だ
し
後
述
す
る
天
龍
寺
蔵
本
の
転
写
本
は
『
大
日
本
史
料
』
応
永
二
一
年

九
月
七
日
条
（
白
崖
宝
生
示
寂
の
記
事
）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
）。
稿
者
も
高
木
浩
明
氏
か
ら
の
御
教
示
を
得
て
始
め
て
そ
の
存
在
を

知
っ
た
の
で
あ
り
、
取
り
敢
え
ず
概
要
の
紹
介
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
今
後
中
世
禅
宗
史
の
一
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と

を
願
っ
て
い
る
。

一
、
書
誌
と
概
要

　
香
積
南
英
禪
師
語
録
不
分
巻　
　
南
英
周
宗
撰
・〔
長
杲
編
〕　
〔
室
町
前
期
〕
刊　
大
本
一
冊

　
　
刈
谷
市
中
央
図
書
館
村
上
文
庫　

W
238
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改
装
茶
色
無
地
表
紙
（
二
七
・
四
×
二
〇
・
一
糎
）、
外
題
後
補
題
簽
墨
書
「
□
珠
［　
　
　
］」（
ほ
と
ん
ど
剥
落
）。

　
前
付
「
香
積
南
英
禪
師
語
録
刊
行
化
縁
疏
有
序
」
二
丁
あ
り
。
末
尾
「
永
享
丁
巳
十
一
月　
日
幹
縁
比
丘
某
疏
」。
九
行
一

八
字
、
版
心
「
南
疏　
一
（
二
）」。

　
本
文
冒
頭
「
香
積
南
英
禪
師
語
録
／
示
衆
／
観
音
生
日
師
打
一
圓
相
云
山
河
大
地
是
普
門
境
界
／
…
…
」。
版
式
、
四
周
双

辺
有
界
一
〇
行
二
〇
字
（
一
八
・
六
×
一
二
・
四
糎
）、
版
心
単
黒
魚
尾
中
黒
口
、
中
縫
部
分
、
第
一
丁
お
よ
び
第
一
〇
七
丁
（
本

文
最
終
丁
）
の
み
黒
菱
形
四
個
を
並
べ
た
記
号
、
他
は
「
南
語
」、
下
部
丁
付
「
一
（
～
百
七
）」。
下
象
鼻
黒
口
内
に
喜
捨
者
名

を
陰
刻
（
後
掲
）。

　
後
付
「
香
積
南
英
禪
師
行
狀
」
一
九
丁
あ
り
。
末
尾
「
永
享
九
年
十
月
十
／
六
日
長
杲
謹
狀
」
九
行
一
八
字
、
版
心
、
第
一

丁
お
よ
び
第
一
九
丁
の
み
黒
菱
形
四
個
、
他
は
「
南
狀
」、
下
部
丁
付
「
一
（
～
十
九
）」。
一
オ
「
貞
」
字
闕
筆
。

　
ノ
ド
部
分
に
前
後
の
丁
の
一
部
が
墨
付
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
版
木
が
片
面
三
丁
掛
け
で
あ
る
と

判
明
す
る
。

　
前
付
・
本
文
・
後
付
に
わ
た
っ
て
詳
密
な
朱
句
点
・
朱
引
、
墨
返
点
・
送
仮
名
・
竪
点
を
付
し
、
ま
ま
欄
上
等
に
語
注
等
を

墨
書
す
る
。
一
部
を
除
き
、
室
町
中
期
以
前
の
も
の
と
見
ら
れ
る
（
あ
る
い
は
刊
行
間
も
な
い
頃
か
）。
ま
た
、
本
文
第
二
丁
か
ら

第
八
丁
に
か
け
て
袋
綴
の
折
り
目
を
切
り
、
内
側
白
紙
部
分
（
第
六
丁
か
ら
第
八
丁
ま
で
は
版
面
余
白
に
も
）
に
大
徳
寺
関
係
の
偈

頌
等
を
墨
書
す
る
。
こ
れ
ら
は
室
町
後
期
の
書
き
入
れ
で
あ
ろ
う
。
印
記
「
常
」（
黒
陽
方
一
・
九
糎
、
冊
首
）「
幡
」（
朱
陽
円
双

辺
、
二
・
八
糎
、
冊
首
。
野
口
道
直
）。

　
版
心
の
喜
捨
者
名
は
以
下
の
通
り
（
カ
ッ
コ
内
は
丁
付
を
示
す
。
破
損
や
印
刷
不
鮮
明
の
た
め
難
読
・
不
読
箇
所
あ
り
。
字
体
は
原
本

に
近
似
し
た
も
の
を
用
い
た
）。
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祖
甚
（
？
）（
1
・
2
）
祖
端
（
7
・
8
）
長
怤
（
9
）
順
珎
（
10
）
鉄　

品　

照
（
11
）
聖
有
（
12
）
淂
霖
（
13
）
祖
潭

（
14
）

（
車
偏
の
み
見
え
る
）（
15
）
立
敏
（
16
）
信
斅
（
17
）
亭
英
（
18
）
長
杲
（
19
・
20
）
杲　
誓
（
21
）
理
誓
（
22
・
23
）

明
幸
（
24
・
25
）
幸　

應
（
26
）
福　

梁
（
27
）
性
希
（
28
・
29
）
見
聡
（
30
）
見
志
（
31
）
見
喜
（
32
）
見
富
（
33
）
見
仿

（
34
）
理
競
（
35
）
瑞
鵷
（
36
）
永
枩
（
？
）（
37
）
明
鑒
（
38
）
栄
本
（
39
）
元
知
（
40
）
兔
好
（
41
）
理
有
（
42
・
48
）
㚑
照

（
43
）
正
的
（
44
）
妙
祐
（
45
）
壽
聲
（
46
）
道
壽
（
47
）
中
峩
（
49
）
智
哲
（
50
）
良
禎
（
56
）
理
豊
（
57
）
西
蔵
（
あ
る
い
は

茂
か
）（
58
）
権
宥
（
59
）
瑤
明
（
60
）
宗
賀
（
61
）
友
仙
（
62
）
士

（
下
部
破
損
）（
69
）
宗
訢
（
？
）（
70
）
順
及
（
？
）

（
71
）
見
泰
（
72
）
元
祐
（
73
）
慶
澤
（
74
）
智
壽
（
107
）

　
第
一
一
・
二
一
・
二
六
・
二
七
丁
は
複
数
の
人
名
を
一
文
字
ず
つ
列
挙
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
一
九
・
二
〇
（
及
び
二
一

の
半
分
も
か
）
丁
の
長
杲
は
行
状
の
著
者
で
あ
り
、
本
書
の
編
纂
お
よ
び
刊
行
に
関
わ
っ
た
弟
子
で
あ
る
。
従
っ
て
他
の
人
名

も
、
弟
子
お
よ
び
教
え
を
受
け
た
在
俗
の
人
々
な
ど
で
あ
ろ
う
か
。

　
内
容
は
、
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
、
原
則
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
改
丁
し
て
始
ま
る
。

示
衆　
一
～
三

偈
頌　
四
～
十
一

真
讃　
十
二
～
十
三
（
オ
一
行
目
ま
で
）

自
讃　
十
三
（
オ
二
行
目
か
ら
）

拈
香　
十
四
～
廿
七

慶
讃　
廿
八
～
卅

秉
炬　
三
一
～
四
十
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題
銘　
四
一
～
四
二

頌
古　
四
三
～
四
九
（「
無
門
関
禅
師
四
十
八
段
機
縁
」
を
含
む
）

下
語
代
別
附　
五
十
～
六
八
（「
永
嘉
大
師
證
道
歌
」
下
語
を
含
む
）

傳
燈
録
諸
方
雑
擧
徴
拈
代
語　
六
九
～
八
十

有
僧
擧
碧
巌
集
一
百
則
公
案
請
益
師
随
問
下
語　
八
一
～
九
五

問
答　
九
六
～
九
九

法
語　
百
～
百
七

　
五
山
僧
の
語
録
で
は
入
寺
法
語
お
よ
び
住
持
と
し
て
の
説
法
が
中
心
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
書
に
は
全
く
収
め
な
い
。
逆

に
下
語
・
代
語
・
別
語
と
い
っ
た
、
公
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
は
、
五
山
僧
の
語
録
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
も
の
で
、
臨
済
宗
で
は
大
応
派
や
幻
住
派
の
特
徴
で
あ
る
（
近
年
の
網
羅
的
研
究
に
は
安
藤
嘉
則
『
中
世
禅
宗
に
お
け
る
公
案
禅
の

研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
一
）
が
あ
る
が
、
本
書
に
は
言
及
が
な
い
）。
著
者
南
英
周
宗
は
、
後
掲
の
行
状
を
見
れ
ば
わ
か
る
と

お
り
、
幻
住
派
で
あ
り
、
隠
遁
的
態
度
を
貫
い
た
僧
で
あ
っ
た
。
地
方
寺
院
に
お
け
る
彼
の
接
化
は
懇
切
丁
寧
で
あ
り
、
相
手

の
力
量
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
取
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
一
つ
と
し
て
公
案
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
与
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
が
弟
子
に
よ
っ
て
丁
寧
に
記
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
本
書
は
国
文
学
研
究
資
料
館
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（30-892-1

）。

　
ま
た
、
伝
本
に
は
も
う
一
本
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
天
龍
寺
蔵
本
の
大
正
一
〇
年
転
写
本
が
蔵
さ
れ
る
（2016-57

）。

外
題
・
扉
題
と
も
「
香
積
南
英
禪
師
語
録
一
名
南
英
和
尚
録
」
と
し
、
前
付
・
後
付
と
も
本
文
同
様
一
〇
行
二
〇
字
で
書
写
さ

れ
て
い
る
。
詳
細
な
比
較
は
ま
だ
果
た
し
て
い
な
い
が
、
収
録
作
品
に
は
異
同
が
な
い
模
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
掲
す
る
よ
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う
に
疏
お
よ
び
行
状
の
本
文
に
は
異
同
が
あ
り
、
特
に
行
状
（
編
纂
所
本
は
「
行
録
」
と
す
る
）
に
は
、
転
写
時
の
誤
写
と
は
考

え
に
く
い
異
同
が
多
く
存
す
る
。
原
本
の
天
龍
寺
蔵
本
は
、
版
本
そ
の
も
の
（
あ
る
い
は
そ
の
転
写
本
）
で
は
な
く
、
刊
行
直
前

の
稿
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

二
、
疏
お
よ
び
行
状

　
本
稿
で
は
、
疏
と
行
状
を
紹
介
す
る
。
南
英
の
伝
は
『
延
宝
伝
燈
録
』
巻
二
七
お
よ
び
『
本
朝
高
僧
伝
』
巻
四
〇
に
収
め
ら

れ
て
い
る
が
、
次
の
部
分
を
除
き
、
こ
の
行
状
を
節
略
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
御
史
台
中
原
実
斎
居
士
、
創
建
香
積
寺
、
師
為
開
山
。
上
堂
、「
挙
、
仏
眼
禅
師
曰
、
趙
州
不
見
南
和
泉
、
山
僧
不
識
五

祖
、
甜
瓜
徹
蔕
甜
、
苦
瓜
連
根
苦
」。
師
曰
、「
仏
法
根
蔕
甚
処
得
来
、
喝
一
喝
、
瞎
驢
不
受
霊
山
記
」。
一
日
遊
山
次
、

地
上
画
円
相
、
内
著
花
片
曰
、「
作
麼
生
会
」。
衆
無
語
。
師
掃
去
花
片
、
以
靴
抹
却
円
相
。
僧
問
、「
如
何
是
本
来
面
目
」。

師
曰
、「
洗
面
摸
著
鼻
」。「
如
何
是
香
積
境
」。
師
曰
、「
臘
雪
連
天
白
」。「
如
何
是
境
中
人
」。
師
曰
、「
怕
寒
懶
剃

鬆

髪
、
愛
暖
頻
添
榾
柮
柴
」。「
人
境
倶
奪
時
如
何
」。
便
打
。
師
見
僧
来
便
喝
。
僧
礼
拝
。
師
又
喝
。
僧
亦
喝
。
師
便
打
。

（『
延
宝
伝
燈
録
』
に
よ
る
）

　
後
半
生
を
送
っ
た
近
江
多
賀
神
社
近
く
の
香
積
寺
は
現
在
浄
土
真
宗
寺
院
と
な
っ
て
い
る
同
名
の
寺
院
の
場
所
（
多
賀
町
八

重
練
）
に
あ
っ
た
も
の
か
。
外
護
者
の
「
中
原
実
斎
居
士
」
は
多
賀
氏
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　
翻
刻
に
際
し
て
は
、
現
行
の
字
体
を
用
い
、
底
本
書
き
入
れ
を
参
照
し
て
句
読
点
・
カ
ギ
括
弧
等
を
付
し
、
内
容
に
よ
っ
て

段
落
分
け
を
行
っ
た
。
ま
た
、
＊
を
記
し
た
字
句
に
つ
い
て
、
史
料
本
と
の
異
同
（
異
体
字
同
士
の
場
合
も
一
部
採
用
し
た
）
お
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よ
び
底
本
の
様
態
に
つ
い
て
注
記
し
た
。

香
積
南
英
禅
師
語
録
刊
行
化
縁
疏
有
序

　
　
香
積
開
山
南
英
禅
師
、
受
業
於
福
山　
古
天
和
尚
、
得
法
於　
普
覚
円
光
禅
師
。
而
後
痛
自
韜
晦
、
影
不
離
山
殆
五
十
年
。

然
而
道
化
所
召
帰
者
如
市
、
遇
其
不
獲
已
、
対
機
之
語
甚
夡
矣
。
師
皆
塞
一
時
之
需
、
不
許
収
録
。
侍
者
慮
其
逸
、
或
竊

記
一
二
。
今
之
存
者
、
蓋
太
山
之
毫
芒
也
。
其
徒
相
謂
曰
、　
先
師
平
生
施
設
、
皆
是
無
味
之
談
、
雖
非
時
之
所
好
、
後

生
倘
有
文
王
屈
到
（
1
オ
）
之
流
、
蜇
吻
於
芰
角
、
渋
舌
於
昌
歜
、
而
自
得
其
味
、
以
忘
其
物
、
非
惟
有
補
於
道
、
亦
不

負
其
不
収
録
之
意
也
。
若
覆
瓿
而
止
、
罪
不
在
吾
輩
乎
。
乃
謀
鏤
諸
棗
以
寿
其
伝
。
而
費
用
浩
繁
、
資
力
綿
蕝
。
故
持
短

疏
徧
干
同
道
有
識
、
他
家
名
徳
、
宰
官
居
士
、
長
者
士
民
、
不
問
豊
倹
、
不
拘
多
寡
、
無
心
而
施
、
無
心
而
受
、
則
幸
同

成
勝
縁
焉
。

右
宓
以
、
香
林
録
韶
石
説
、
爛
尽
紙
衾
、
護
国
読
翠
岩
詞
、
打
破
漆
桶
。
豈
先
師
無
此
語
、
庶
諸
人
参
得
禅
。
至
（
1
ウ
）
理

絶
詮
、
雖
以
指
喩
指
非
指
、
微
言
難
泯
、
＊
必
大
書
屡
書
特
書
。
無
量
三
昧
之
門
、
尽
是
一
法
所
印
。
南
地
竹
＊
兮
北
地
木
、

要
示
本
分
鉗
鎚
、
相
州
纈
＊
兮
鄂
州
花
、
笑
無
今
時
綺
藻
。
不
妨
因
人
成
事
也
、
胡
云
雕
文
喪
徳
乎
。
屡
寄
尺
書
、
欲
招
青
銭

学
士
、
允
重
一
諾
、
勿
化
烏
有
先
生
。
式
植
福
田
、
＊
宜
破
慳
袋
。
謹
疏
。

　
　
永
享
丁
巳
十
一
月　
日
、
幹
縁
比
丘
某
疏
（
2
オ
）

　
　
＊
必
大
書
屡
書
特
書
―
心
大
書
特
書
屡
書
、
＊
兮
―
子
、
＊
兮
―
子
、
＊
宜
―
空

香
積
南
英
禅
師
行
＊
状
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師
、
＊
俗
姓
秦
氏
、
諱
周
宗
、
字
南
英
、
自
称
懶
雲
叟
、
晩
更
号
嬾
牛
。
＊
貞
治
元
年
壬
寅
七
月
、
生
於
武
州
入
西
郡
。
出

胎
之
初
、
母
屡
夢
、
有
一
道
光
明
、
自
州
之
＊
比
其
巌
戸
、
往
来
于
産
室
内
。
巌
戸
蓋
白
衣
大
士
垂
化
霊
場
也
。
嶷
々
之
質
、

既
見
提
孩
、
殆
匪
凡
人
。
父
母
平
居
崇
釈
、
飰
水
雲
。
師
六
七
歳
、
毎
見
僧
来
、
則
喜
自
延
之
。
応
安
二
年
、
師
八
歳
、
其
親

携
徙
仏
寺
、
以
験
其
志
、
動
止
云
為
、
皆
有
出
塵
之
儀
。
遂
以
四
年
辛
亥
、
命
依
建
長
（
1
オ
）
古
天
和
尚
、
以
受
業
。
師
将

詣
其
室
、
道
拾
得
画
松
扇
子
。
天
祝
曰
、「
此
嘉
兆
也
、
宜
扇
揚
宗
風
」。
因
名
以
宗
。

　
　
＊
状
―
録
、
＊
俗
姓
秦
氏
―
ナ
シ
、
＊
貞
治
―
世
族
秦
氏
貞
治
、
＊
比
其
―
比
金

　
永
和
三
年
、
師
歳
十
六
、
従
天
以
薙
髪
受
具
。
不
幾
擢
侍
客
。
既
長
穎
敏
邁
人
、
経
史
子
集
之
説
、
莫
不
通
習
。
周
旋
福
鹿

之
間
、
従
珍
蔵
海
・
登
大
年
・
快
古
剣
等
諸
老
、
以
究
所
業
。
嘉
慶
戊
辰
、
掌
蔵
鑰
於
福
山
伯
英
会
下
、
結
制
秉
払
。
師
謂
、

「
秉
払
以
提
綱
為
眼
、
不
可
胡
説
乱
道
、
須
求
名
公
指
画
」。
連
成
三
語
、
就
大
慈
蔵
海
受
教
。
海
素
難
許
可
、
一
読
盛
歎
美
之
。

至
其
登
座
説
法
、
堂
（
1
ウ
）
頭
伯
英
、
上
堂
以
賛
揚
焉
。

　
古
天
化
後
、
其
徒
因
事
議
択
入
雒
専
使
。
師
膺
其
選
。
投
京
師
、
歴
游
瑞
龍
・
霊
亀
・
万
年
之
三
刹
、
留
半
年
、
一
時
名
勝
、

如
鹿
王
・
勝
定
二
国
師
、
慈
氏
・
慈
聖
二
大
老
、
皆
講
叔
姪
之
好
。
観
師
所
述
、
拊
髀
称
佳
。
有
「
楼
前
飛
絮
春
無
力
」
之
句
、

特
為
勝
定
師
褒
歎
。
事
成
、
諸
老
挽
留
、
以
為
帝
畿
僧
宝
、
師
不
可
、
還
相
以
通
復
命
。
是
後
叢
社
緇
群
、
倍
加
推
奨
、
有

「
琉
璃
燈
籠
」・「
賛
目
連
尊
者
」
等
偈
頌
、
時
為
奇
作
。

　
嗜
学
不
怠
、
仍
発
重
痼
、
伏
枕
三
年
。
曁
其
革
、
熟
念
生
死
大
（
2
オ
）
事
、
来
昧
来
処
、
去
昧
去
処
。
纊
息
在
須
臾
、
前

路
茫
々
。
至
是
平
生
所
学
、
一
字
不
能
敵
之
。
且
泣
且
誓
云
、「
如
吾
疾
愈
、
決
発
無
上
菩
提
心
、
＊
剿
断
生
死
根
株
」。
疾
復

後
、
不
復
従
事
外
書
＊
文
筆
、
偏
留
心
於
仏
祖
言
教
。
明
徳
二
年
辛
未
、
師
歳
而
立
、
嫌
処
衆
之
＊
憒
閙
、
将
入
山
以
専
禅
寂
、

預
自
閑
其
勤
苦
。
剋
期
一
百
日
、
長
坐
不
臥
、
向
畢
期
、
半
睡
半
醒
之
際
、
見
天
龍
正
覚
師
親
至
坐
床
旁
、
与
偈
一
篇
、
有
督
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送
以
出
寺
之
意
。
寤
後
記
其
偈
云
、「
本
来
面
目
没
遺
踪
、
悩
乱
梅
花
度
雪
中
、
耳
（
2
ウ
）
辺
遮
莫
暁
声
鐘
」。
而
遺
忘
第
三

句
。
乃
潜
脱
身
出
寺
。
自
謀
謂
、「
凡
撥
草
瞻
風
、
非
已
悟
之
勘
験
、
則
為
求
初
入
之
路
頭
也
。
我
己
事
未
明
、
既
無
勘
験
分
、

且
初
心
入
路
者
、
一
切
時
中
受
誰
恩
力
、
現
成
＊
太
疑
、
非
就
人
求
、
宜
先
謝
事
縁
、
鏖
妄
識
、
飽
喫
尽
辛
苦
、
做
尽
工
夫
、

見
有
一
分
欛
柄
、
乃
可
出
訪
尋
知
識
決
休
咎
、
不
可
漫
去
他
一
千
五
百
人
処
、
随
人
俯
仰
、
徒
過
時
光
也
」。

　
　
＊
剿
―
底
本
、
正
確
ニ
ハ
「
巣
（
旧
字
体
）
＋
斤
」、
＊
文
筆
―
文
華
、
＊
憒
閙
―
憤
閙
、
＊
太
―
大

　
遂
誓
死
入
武
之
清
水
山
、
去
人
寰
可
五
里
、
凌
険
而
陟
。
時
属
雪
後
、
生
縛
茅
梢
為
龕
、
掃
雪
敷
蒲
団
、
危
（
3
オ
）
坐
者

三
日
夜
。
里
人
游
山
、
見
師
以
為
異
、
為
屋
一
間
、
以
居
焉
。
僅
蔽
風
日
而
已
。
凡
斎
糧
、
非
有
施
者
、
不
敢
往
而
乞
。
自
煮

菜
根
喫
、
或
収
山
果
、
以
供
＊
午
盂
、
聊
取
支
命
。
不
見
濁
漿
、
動
七
八
日
、
而
曰
、「
我
打
成
一
片
、
更
無
雑
用
心
、
故
不

食
而
不
饑
矣
」。
偶
有
同
志
者
、
来
分
半
間
、
見
其
清
苦
、
皆
望
崖
而
退
。
攻
苦
食
淡
不
下
山
者
三
年
、
屡
有
千
手
観
音
之
状
、

影
現
於
彷
彿
之
中
、
衣
服
端
麗
、
瓔
珞
鏗
鏘
、
雍
々
微
笑
。
師
謂
、「
百
千
諸
仏
、
皆
出
無
相
三
昧
、
而
不
離
一
心
内
、
焉
有

真
底
観
音
（
3
ウ
）
之
是
者
哉
、
蓋
魔
来
撓
我
耳
」。
不
肯
目
成
、
而
後
不
復
現
矣
。
四
年
冬
之
孟
、
夢
有
二
僧
、
闍
維
師
全

身
而
拾
骨
、
師
亦
偕
拾
焉
。
自
謂
、「
吉
夢
也
。
焚
焼
父
母
汙
肉
、
発
露
天
真
妙
体
、
我
功
漸
于
茲
乎
」。
師
素
提
持
自
心
是
仏

話
。

　
　
＊
午
盂
―
于
盂

　
於
是
稍
々
疑
端
生
。
有
参
歴
之
志
。
有
一
老
僧
云
、「
而
今
洞
上
一
派
、
蔓
延
東
西
、
真
偽
胥
半
。
欲
知
済
北
正
宗
、
在
野

州
泉
龍
白
崖
生
公
」。
師
乃
問
其
派
源
。
僧
対
云
、「
生
公
者
、
太
宋
仏
鑑
七
世
孫
、
稟
承
大
拙
能
、
能
稟
千
巌
長
、
々
稟
中
峰

本
、
々
稟
高
峰
妙
、
々
稟
雪
（
4
オ
）
巌
欽
、
々
師
乃
無
準
也
」。
師
欣
然
相
将
下
山
、
入
白
崖
翁
室
。
翁
詰
其
従
来
、
師
具

陳
発
心
始
率
、
山
居
日
用
処
、
与
自
心
是
仏
公
案
、
挨
去
挨
来
。
翁
前
席
側
聴
、
愕
然
曰
、「
恁
麽
痛
着
得
他
二
三
十
年
死
工
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夫
。
且
其
自
心
是
仏
話
、
大
拙
先
師
所
毎
示
人
也
。
暗
符
耳
。
且
住
我
会
裏
、
不
久
有
入
処
」。
仍
命
寓
止
真
牧
菴
。
々
乃
泉

龍
山
中
也
。
師
益
発
大
勇
猛
心
、
矻
々
不
止
。
暮
夜
以
木
頭
或
畳
紙
、
当
牙
咬
定
、
握
両
拳
支
膝
上
、
強
竪
脊
梁
、
目
不
交
睫
。

至
旦
、
則
木
頭
畳
紙
皆
糜
爛
焉
。
翁
見
（
4
ウ
）
師
悟
縁
已
近
、
翻
転
旧
話
頭
曰
、「
且
看
即
今
上
人
性
、
在
什
麽
処
」。
師
念

茲
在
茲
、
至
忘
飲
食
。
有
僧
夢
、
師
在
深
井
中
坐
、
翁
於
井
上
、
与
一
拶
曰
、「
明
眼
人
落
井
時
如
何
」。
師
突
然
跳
出
。
会
裏

皆
伝
説
之
。
翁
復
夢
、
有
人
恵
虎
子
、
養
之
不
幾
、
頓
長
威
獰
、
有
食
翁
之
気
、
自
原
曰
、「
宗
蔵
主
生
歳
直
寅
、
吾
其
難
養

耶
」。
一
日
因
毉
入
真
牧
菴
、
診
師
脈
、
駭
曰
、「
脈
有
死
候
、
中
無
患
乎
」。
師
曰
、「
無
患
」。
翁
聞
以
為
死
尽
中
心
之
験
。

翁
又
作
偈
両
句
贈
師
、
請
続
後
句
。
蓋
激
励
以
進
之
也
。

　
是
歳
臘
月
二
（
5
オ
）
十
五
日
、
晩
参
罷
、
菴
僧
施
食
唱
呪
。
師
不
下
床
而
和
之
。
和
訖
、
不
転
身
与
衆
背
坐
。
旁
僧
知
其

忘
坐
底
、
取
師
転
而
面
単
位
。
五
更
聞
僧
鳴
尺
漱
口
吐
水
声
、
礙
膺
之
物
釈
然
。
黎
明
詣
方
丈
、
欲
通
所
得
。
翁
預
知
開
室
待

至
。
問
曰
、「
前
日
所
与
両
句
、
続
得
否
」。
師
索
筆
書
而
呈
之
。
翁
接
取
未
観
便
問
、「
者
箇
是
消
息
底
、
如
何
是
宗
」。
師
云
、

「
仏
語
心
為
宗
、
無
門
為
法
門
」。
翁
云
、「
猶
有
者
個
在
」。
師
云
、「
万
里
一
条
鉄
」。
翁
笑
而
頷
之
。
師
口
占
以
見
意
曰
、

「
多
年
騎
得
一
頭
牛
、
今
日
抛
鞭
笑
点
頭
（
5
ウ
）、
八
角
磨
盤
空
裏
走
、
不
風
流
処
也
風
流
」。
及
致
拝
下
去
。
翁
便
示
以
牛

過
窓
櫺
公
案
。
師
提
掇
三
日
、
及
晩
如
厠
、
有
物
鉤
留
衣
袖
、
回
顧
則
柴
籬
之
曲
枝
也
。
忽
然
打
破
翁
所
示
公
案
、
便
入
呈

翁
。
々
称
善
若
曰
、「
夫
参
禅
以
悟
為
則
、
直
饒
雖
一
回
悟
了
、
従
上
列
祖
関
捩
子
、
其
難
透
、
古
人
譬
之
過
荊
棘
林
。
若
止

一
悟
、
而
無
透
関
手
脚
、
不
言
非
一
仏
、
不
可
言
向
上
衲
僧
」。
師
奮
発
究
伝
灯
録
一
千
七
百
則
機
縁
、
及
其
余
雑
挙
一
々
参

決
、
無
遺
漏
者
。
惟
至
徳
山
托
鉢
話
、
所
疑
未
（
6
オ
）
快
解
、
以
請
益
於
翁
。
々
曰
、「
是
宗
門
末
後
牢
関
也
。
我
於
此
公
案
、

用
尽
平
生
精
力
、
消
磨
歳
月
。
曾
住
菴
時
、
因
煮
粥
喫
、
忘
其
已
熟
、
為
薪
不
止
、
見
粥
然
成
火
炭
。
方
得
見
徹
。
公
須
猛
着

手
、
始
抓
山
僧
痒
処
去
」。
師
雖
纔
泥
此
一
句
、
＊
機
辯
不
譲
、
動
有
超
師
之
作
。
翁
毎
有
垂
示
、
大
衆
不
契
其
意
、
則
召
師
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以
下
語
。
々
一
出
輒
定
旨
。
翁
以
同
門
之
請
董
野
州
宝
林
之
席
。
師
従
而
輔
之
、
主
綱
維
。
居
亡
何
、
翁
退
而
回
泉
龍
、
師
亦

入
旧
山
。
恬
養
者
一
年
、
復
出
依
翁
於
泉
龍
。
翁
移
武
州
延
（
6
ウ
）
福
、
命
師
以
権
泉
龍
。
師
固
辞
不
獲
、
住
止
者
一
夏
、

営
僧
堂
三
門
、
切
乞
去
其
職
、
往
入
延
福
以
従
翁
。

　
　
＊
機
辯
―
機
辨

　
応
永
五
年
戊
寅
、
越
州
織
田
大
隠
居
士
、
遣
使
延
師
、
以
牛
山
畊
雲
。
師
備
問
、
得
其
山
寺
閑
適
之
状
、
甘
心
而
許
焉
。
是

歳
八
月
辞
翁
赴
越
、
戻
止
牛
山
。
清
修
益
進
、
昼
夜
静
坐
、
出
堂
則
商
確
祖
仏
法
要
、
口
不
説
世
事
、
衆
粛
如
也
。
一
日
因
居

士
請
、
講
棱
厳
経
。
先
有
一
僧
、
不
知
其
何
来
、
佯
狂
於
街
市
、
乞
食
自
供
。
時
来
陪
師
講
、
至
二
十
五
大
士
、
説
所
証
円
通

処
、
講
未
畢
、
驀
撫
掌
（
7
オ
）
高
声
乱
叫
、
設
礼
走
出
。
退
語
人
曰
、「
畊
雲
師
古
仏
也
、
講
経
有
益
」。
其
後
失
所
之
。
是

時
泉
龍
法
席
甚
盛
、
衆
常
余
半
千
、
＊
耆
衲
宿
徳
及
新
進
有
頭
角
者
、
多
不
遠
千
里
、
来
越
従
師
、
以
探
其
頤
、
親
炙
獲
利
而

去
。
翁
或
指
以
依
師
。
如
長
善
云
者
、
気
識
才
量
、
翁
所
深
期
也
。
命
而
嗣
師
、
々
撝
謙
不
受
其
礼
。
善
蚤
世
、
翁
歎
曰
、

「
孔
門
之
回
也
乎
」。

　
　
＊
耆
衲
―
者
衲

　
十
年
癸
未
、
衆
益
尋
至
。
師
逃
去
、
隠
江
州
西
湖
朽
木
山
中
。
八
月
吾
先
君
中
原
公
及
一
二
信
士
、
聞
師
道
風
、
渇
望
不
已
。

発
使
屈
師
入
＊
洛
。
館
而
（
7
ウ
）
居
之
三
月
余
。
時
白
崖
翁
、
以
檀
門
之
請
、
且
赴
河
内
、
取
道
於
＊
洛
。
師
就
逆
旅
、
呈
徳

山
托
鉢
話
。
翁
従
頭
肯
首
、
至
巌
頭
密
啓
処
云
、「
非
無
会
処
、
但
道
得
未
十
成
。
昔
張
天
覚
疑
此
公
案
者
久
矣
。
一
夕
遭
真

寂
大
師
激
発
、
憤
悶
不
能
寝
、
夜
将
五
鼓
、
失
脚
趯
翻
溺
器
、
大
得
省
発
。
看
他
経
甚
時
節
、
公
且
従
我
去
、
徹
所
恐
在
旦

夕
」。
師
云
、「
我
不
欲
促
迫
、
任
運
牧
将
、
待
＊
醇
自
至
角
之
時
也
」。
翁
曰
、「
真
大
器
也
。
大
法
無
私
、
若
其
自
悟
自
証
至

透
徹
処
、
不
必
待
我
印
之
。
往
欽
哉
」。
師
従
此
留
（
8
オ
）
眼
一
処
、
造
次
拳
々
。
後
幾
年
、
一
旦
豁
然
忘
所
解
、
頌
以
発
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揮
之
云
、「
托
鉢
来
＊
兮
托
鉢
帰
、
烏
鶏
夜
半
貼
天
飛
、
岩
頭
密
啓
聞
天
下
、
不
許
称
成
末
後
機
」。
是
歳
冬
大
隠
居
士
命
＊
冡

子
入
都
、
以
請
再
領
牛
山
。
師
愍
其
懇
而
回
越
。
十
一
年
、
白
崖
翁
臥
疾
於
泉
龍
。
以
付
法
未
有
人
、
特
発
使
抵
書
以
招

師
。
々
曰
、「
我
不
往
矣
。
翁
必
無
恙
也
」。
使
云
、「
翁
疾
病
、
僉
曰
不
起
。
師
何
以
識
之
」。
師
曰
、「
天
鑑
無
私
」。
使
回
則

翁
愈
。
人
皆
服
其
先
知
之
明
焉
。
翁
即
示
衆
云
、「
宗
蔵
主
在
千
里
外
、
為
什
麽
知
（
8
ウ
）
我
疾
安
否
」。
大
衆
各
下
語
。
翁

皆
不
肯
曰
、「
待
諸
仁
者
無
私
始
得
」。

　
　
＊
洛
―
雒
、
＊
洛
―
雒
、
＊
醇
―
純
、
＊
兮
―
子
、
＊
冡
子
―
家
子

　
九
月
先
君
又
請
師
入
＊
洛
、
以
講
心
要
。
居
二
百
日
、
源
礼
部
屈
躬
就
師
、
詢
以
即
心
即
仏
旨
。
赤
松
公
通
問
、
以
決
択
所

疑
。
二
公
皆
朝
臣
之
豪
酋
也
。
時
先
君
除
御
史
、
日
接
政
務
。
約
師
云
、
吾
今
官
職
不
閑
、
公
務
無
暇
。
不
能
専
私
意
。
数
年

後
、
乞
骸
致
仕
、
為
蓮
社
之
陶
陸
也
必
矣
。
吾
有
近
江
之
食
邑
。
有
民
人
、
有
山
村
。
願
師
択
其
可
意
者
、
而
居
之
。
師
唯
々

焉
。
明
年
三
月
又
還
越
。
十
二
年
九
月
、
白
崖
翁
於
泉
龍
辨
（
9
オ
）
大
拙
師
三
十
三
回
忌
斎
。
師
以
是
歳
三
月
、
預
赴
野
州
、

既
至
、
解
包
上
方
丈
、
乃
問
翁
曰
、
特
来
拝
和
尚
意
如
何
。
翁
曰
、
賊
無
空
手
。
師
曰
、
者
老
賊
。
翁
曰
、
賊
識
賊
。
至
其
祖

忌
、
事
無
大
小
、
翁
挙
以
委
師
、
々
統
之
、
成
褫
者
多
矣
。

　
　
＊
洛
―
雒

　
月
末
辞
而
赴
江
、
以
先
君
之
約
也
。
乃
相
攸
於
多
賀
。
其
東
、
小
巒
隆
起
、
四
顧
団
円
。
南
靡
以
遠
、
北
走
以
止
。
西
有
脩

嶺
偃
然
、
其
東
南
最
深
邃
、
有
澗
截
山
、
小
流
可
掬
。
雖
去
人
村
不
遠
、
而
径
術
縈
紆
、
山
勢
鬱
茂
、
別
一
乾
坤
也
。
師
喜
曰
、

「
可
栖
」。
躬
尋
入
山
、
々
足
（
9
ウ
）
有
竹
林
、
々
中
有
遺
址
。
々
之
平
卑
、
有
一
茅
菴
。
毀
敗
甚
矣
。
師
入
居
之
、
時
従
者

十
余
人
、
徐
問
山
中
故
事
。
里
人
対
云
、「
小
巒
之
隆
然
、
状
如
覆
盂
者
、
名
曰
鉢
伏
。
山
足
遺
址
者
、
曩
中
原
氏
之
先
、
所

廬
也
。
村
僧
即
其
址
以
卓
菴
。
僧
去
菴
尚
遺
耳
。
東
南
之
深
邃
、
而
有
澗
水
涓
々
者
、
昔
之
曰
深
谷
、
今
俗
不
呼
之
、
故
無
識
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者
。
我
曾
聞
之
父
老
。
去
山
西
一
二
里
、
杉
檜
森
々
者
、
当
境
鎮
主
多
賀
大
明
神
祠
所
也
」。
侍
僧
聞
皆
有
駭
異
之
色
。
初
師

在
越
、
夢
有
峨
冠
束
帯
之
馬
騎
、
従
執
事
（
10
オ
）
者
数
人
、
白
衣
或
黄
衣
也
。
下
馬
門
前
、
従
者
持
馬
、
主
者
径
到
方
丈
。

師
見
其
有
貴
人
之
象
、
引
之
上
席
。
主
者
曰
、「
師
有
移
居
入
深
之
意
、
吾
有
一
佳
山
。
師
如
允
許
、
吾
為
外
護
也
」。
蓋
師
近

頃
有
去
此
之
志
。
心
許
之
。
送
至
門
首
、
問
所
説
地
名
、
対
云
、「
深
谷
」。
既
覚
以
語
衆
、
遍
問
諸
人
、
皆
曰
、「
州
中
無
此

地
。
時
以
為
妄
夢
也
」。
於
是
皆
説
前
夢
、
以
成
奇
哉
之
歎
。
其
冠
帯
貴
人
者
、
当
境
之
神
乎
。
今
之
事
神
者
、
皆
用
黄
白
衣
、

執
事
者
豈
是
乎
。
因
遂
駐
錫
。
庚
戌
正
月
、
以
所
菴
之
汙
下
無
曠
（
10
ウ
）
達
之
勝
、
択
所
謂
覆
盂
之
腰
、
佳
於
面
勢
者
、
欲

始
経
営
。
遠
邇
者
、
不
期
相
裒
。
斫
榛
莽
、
斬
崖
巌
、
畚
鍤
之
下
易
成
厥
功
。
梁
棟
欂
櫨
之
材
、
如
鬼
輸
神
運
而
至
。
蛇
豕
之

栖
、
化
為
梵
刹
。
実
師
之
力
也
。
遂
号
山
曰
鉢
盂
、
寺
曰
香
積
。

　
十
八
年
、
先
君
以
討
飛
州
逆
賊
、
免
御
史
職
。
軍
功
告
成
、
亟
求
勇
退
之
策
。
蓋
欲
従
師
以
償
前
志
也
。
仍
占
居
於
山
北
一

里
、
日
夜
相
従
請
益
。
将
欲
増
其
宏
構
、
以
安
広
衆
。
師
剛
制
之
曰
、「
吾
以
孤
寂
辨
道
為
雅
志
。
華
居
稠
衆
、
非
所
欲
也
。

多
衆
則
多
事
縁
（
11
オ
）、
易
妨
諸
徒
之
修
練
。
或
修
証
無
障
、
而
獲
一
真
実
人
、
則
誠
過
獲
千
百
衆
。
万
不
以
為
多
、
一
不

以
為
少
。
我
主
於
道
已
。
若
増
其
制
、
以
奪
老
僧
志
、
決
焉
攀
蘿
又
上
去
也
」。
先
君
不
能
強
之
。
而
雖
寺
不
大
、
衆
不
広
、

進
退
折
旋
之
儀
、
鍾
鼓
香
燈
之
規
、
儼
乎
抗
衡
大
方
巨
刹
。
至
其
衆
之
精
進
、
則
有
倍
于
在
越
時
者
。
人
指
以
為
一
方
禅
窟
。

初
師
之
未
至
、
有
和
州
人
善
占
相
者
、
経
歴
之
次
、
瞥
茲
山
曰
、「
震
者
崇
以
厳
、
坎
者
虚
而
遠
。
左
右
翼
蔽
、
有
龍
蟠
鳳
逸

之
象
、
実
霊
区
焉
。
俗
居
之
（
11
ウ
）
不
祥
也
、
利
于
建
梵
宇
」。
至
是
如
其
言
。
類
百
丈
之
司
馬
頭
陀
焉
。
先
君
居
三
年
、

以
元
戎
之
薨
、
遺
言
託
其
孤
、
奉
柩
還
＊
洛
。
甲
午
秋
有
疾
、
招
師
以
入
都
。
臨
＊
其
已
呈
和
歌
一
首
、
以
攄
訣
別
之
意
。
師

和
而
答
之
。
既
卒
師
回
江
。

　
　
＊
洛
―
雒
、
＊
其
已
―
易
簀
（
底
本
ミ
セ
ケ
チ
墨
書
「
易
簀
」
ト
ア
リ
）
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九
月
七
日
、
白
崖
翁
告
寂
於
延
福
。
至
十
月
交
訃
至
。
師
以
継
席
難
拒
、
不
能
自
往
、
遣
僧
以
伸
弔
慰
之
礼
。
先
是
翁
一
再

寄
書
曰
、「
我
求
嗣
法
人
、
無
如
公
。
々
悟
処
才
器
、
実
不
恥
為
先
師
之
孫
。
我
有
青
松
老
漢
法
衣
一
頂
、
切
欲
付
公
」。
師
曰
、

「
吾
宗
不
可
妄
受
（
12
オ
）
授
、
自
眷
任
重
力
乏
。
不
若
晦
跡
巌
穴
、
与
草
木
之
倶
腐
矣
。
且
拠
実
論
、
則
以
心
伝
心
、
尚
為

剰
法
。
何
況
衣
盂
耶
。
吾
祖
臨
済
、
得
断
際
禅
板
几
案
、
便
欲
火
之
。
作
家
機
格
可
見
矣
。
我
其
庶
幾
乎
」。
辞
而
不
受
其
衣
。

翁
曰
、「
我
既
得
斯
人
、
何
必
用
伝
信
」。
遂
命
留
衣
於
延
福
塔
下
。
翁
滅
後
徒
弟
及
泉
龍
施
主
那
波
大
江
氏
、
以
翁
之
遺
意
延

師
以
補
処
。
専
使
往
還
者
凡
十
有
四
回
、
而
師
堅
臥
不
起
。
其
後
福
山
同
門
并
其
旧
識
、
惜
師
之
通
才
、
而
不
施
用
於
世
、
屡

寄
書
疏
偈
頌
、
擬
羅
（
12
ウ
）
而
致
之
。
先
以
師
之
素
聞
於
副
元
帥
源
公
。
々
亦
聞
而
欽
之
。
故
欲
招
取
以
尸
福
鹿
両
山
、
以

挙
揚
正
宗
也
。
師
答
所
招
偈
云
、「
人
天
福
報
住
持
事
、
不
似
林
間
半
日
閑
」。
而
不
赴
矣
。
戊
戌
間
、
源
氏
適
源
居
士
、
依
師

毎
＊
扣
教
外
之
旨
、
斗
仰
不
慊
、
創
寺
於
宅
之
北
、
奉
師
為
開
山
。
丁
未
夏
那
波
江
捴
州
、
奉
関
東
副
元
帥
使
通
命
於
相
公
。

其
経
江
、
将
幣
入
山
、
以
講
道
義
。
永
享
四
年
秋
、
今
礼
部
郎
源
公
屡
扣
籌
室
参
問
道
要
。

　
　
＊
扣
―
招

　
丁
巳
春
師
既
有
去
世
之
意
。
以
群
信
所
施
、
遍
頒
与
扣
（
13
オ
）
謁
之
人
、
殆
無
虚
去
者
、
至
室
内
罄
然
。
故
旧
隣
好
之
厚

者
、
皆
輿
至
而
欵
語
。
既
而
至
四
月
初
、
従
容
謂
其
徒
曰
、「
夏
首
不
寒
不
暑
、
宜
老
病
者
行
脚
之
秋
也
。
仏
之
禁
網
、
豈
能

羅
籠
我
乎
。
我
去
矣
、
送
終
之
礼
、
勿
敢
厚
。
大
方
葬
礼
、
典
章
詳
見
禅
苑
古
規
。
而
随
処
制
礼
、
由
人
用
儀
、
如
我
菴
居
、

不
在
此
例
。
且
死
生
無
二
、
何
存
異
想
。
死
宜
用
生
礼
。
我
五
十
年
以
冷
淡
為
家
風
、
慎
莫
倣
末
俗
奢
侈
諸
色
繁
多
。
皆
非
我

志
也
。
纔
死
了
、
別
不
用
龕
棺
。
便
載
平
日
坐
物
、
拽
出
焚
成
一
坑
（
13
ウ
）
之
灰
。
事
貴
簡
易
也
。
已
焚
了
、
以
骨
投
河
、

勿
瘞
存
遺
臭
。
此
仮
合
幻
化
之
物
、
既
壊
無
用
、
不
可
尚
生
執
矣
。
又
勿
作
塔
堂
。
我
塔
遍
河
沙
、
我
堂
塞
天
地
。
不
労
故
安

排
焉
。
而
後
勿
営
辨
忌
斎
、
勤
修
法
事
。
韶
陽
遷
化
後
、
命
徒
挙
巴
陵
三
転
語
、
以
充
供
養
。
実
古
道
榜
様
也
」。
復
曰
、「
吾
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雖
不
忘
本
師
之
慈
庥
、
而
知
宗
門
有
過
量
事
者
。
白
崖
翁
之
貺
也
。
吾
留
遺
書
、
汝
等
贈
於
泉
龍
塔
院
、
以
示
嗣
承
之
意
焉
、

而
自
若
無
恙
」。
衆
以
為
戯
譚
矣
。

　
是
月
十
五
日
結
制
講
礼
之
人
、
終
日
憧
々
。（
14
オ
）
師
皆
対
＊
談
如
常
。
至
晩
人
事
罷
、
巡
警
山
中
、
勉
諭
諸
徒
、
乃
示
有

疾
。
其
徒
驚
進
湯
薬
。
師
揶
揄
不
受
。
至
夜
分
後
、
跏
趺
泊
然
而
逝
。
体
特
温
軟
、
惟
瞑
目
絶
気
耳
。
弟
子
奉
以
平
生
交
椅
、

＊
槀
葬
於
寺
之
北
渓
。
遵
治
命
也
。
人
如
喪
其
考
妣
。
慟
哭
之
声
、
相
答
於
途
。
世
寿
七
十
六
、
臘
六
十
二
。
度
弟
子
若
干
人
。

　
　
＊
談
―
譚
、
＊
槀
葬
―
槀
塟

　
師
豊
顱
電
眸
、
眉
長
二
寸
、
音
吐
如
洪
鐘
。
性
剛
毅
、
聡
瞭
甚
。
語
直
少
裱
飾
、
外
雖
荘
重
、
内
実
灑
落
。
処
事
精
通
、
而

水
鏡
無
痕
。
以
慈
為
先
、
周
於
人
急
。
而
至
其
不
可
、
万
牛
挽
不
回
（
14
ウ
）
首
。
風
化
之
所
及
、
緇
素
奔
波
、
争
捨
信
財
。

師
一
視
以
侔
土
泥
。
人
或
供
衣
帛
、
便
脱
与
寒
者
。
凡
其
所
為
、
皆
非
人
所
測
矣
。
毎
謂
、「
法
如
巨
海
、
随
入
随
深
。
得
其

一
漚
＊
一
渧
、
以
為
満
腹
之
意
者
、
皆
易
知
足
之
魔
也
」。
是
以
脇
未
嘗
沾
席
、
昼
夜
如
枯
株
。
見
凡
愚
之
人
、
則
無
識
不
識
、

憫
然
諭
云
、「
離
苦
得
楽
之
法
、
無
如
安
心
。
一
失
今
生
、
更
期
何
刦
。
雖
一
刹
那
、
回
光
返
照
、
我
為
汝
生
大
歓
喜
也
」。
対

可
発
之
機
、
説
法
要
、
則
委
曲
精
切
、
触
物
引
類
、
諄
々
憐
撫
、
如
＊
護
嬰
児
。
暮
語
或
達
旦
、
不
（
15
オ
）
見
有
倦
色
。
人

為
投
親
之
思
、
以
不
忍
其
去
。

　
　
＊
一
渧
―
一
滴
、
＊
護
―
譲

　
至
四
来
参
禅
則
曰
、「
我
是
一
員
無
事
僧
耳
、
懶
聞
禅
道
之
名
」。
便
閉
門
趕
出
。
石
頭
路
滑
、
躂
倒
皆
退
。
有
三
到
九
登
、

横
身
＊
虎
口
者
、
得
入
其
室
、
則
迅
機
閃
電
、
＊
峻
辯
建
瓴
、
如
触
＊
太
阿
剣
、
似
向
猛
火
聚
、
略
不
可
犯
。
要
於
一
棒
一
喝
下
、

辨
其
邪
正
、
点
鉄
成
金
。
纔
渉
言
句
、
皆
有
斬
釘
截
鉄
之
気
。
而
為
其
未
悟
者
、
不
立
階
級
、
一
向
撒
手
、
趁
逼
至
冷
氷
々
処
、

頓
得
活
句
。
為
已
悟
者
、
痛
与
主
丈
、
剥
尽
従
前
活
路
頭
、
貶
向
二
鉄
囲
山
。
為
出
格
（
15
ウ
）
者
、
照
用
同
時
、
賓
主
互
換
、



『香積南英禪師語録』について

105

却
来
緊
把
定
封
疆
、
有
不
犯
鋒
鋩
、
随
賊
擒
賊
之
行
。
以
要
言
之
、
入
体
入
用
、
入
浄
入
染
、
左
転
右
転
、
横
説
竪
説
、
妙
応

無
碍
、
変
通
自
在
。
古
人
愛
皮
殻
漏
子
禅
、
笑
琉
璃
瓶
裏
搗
糍
餻
者
。
蓋
師
之
意
与
。
其
作
用
、
大
率
類
此
。

　
　
＊
虎
口
―
逓
口
、
＊
峻
辯
―
峻
辨
、
＊
太
阿
―
大
阿

　
師
曾
依
一
二
講
師
、
渉
猟
天
梯
教
乗
。
復
従
密
宗
達
者
、
染
指
秘
観
悉
地
之
法
、
旁
闚
悉
曇
書
。
故
其
対
揚
談
論
、
旁
午
汪

洋
、
不
見
涯
涘
矣
。
師
雖
臥
而
不
出
、
以
臨
済
正
宗
、
自
為
己
任
。
不
落
今
時
膚
浅
、
法
令
森
厳
、
如
見
金
科
玉
条
（
16
オ
）

自
成
一
家
機
杼
。
痛
罵
鉄
炉
歩
之
徒
、
打
開
鋪
席
、
玷
汙
法
門
者
、
以
為
市
頭
商
賈
、
＊
疾
之
如
讐
。
又
極
訶
黙
照
邪
禅
輩
、

使
其
向
阿
屎
放
尿
処
、
以
作
活
工
夫
、
毎
論
法
道
之
陵
夷
、
慨
然
発
浩
歎
至
泣
下
。
凡
読
先
哲
語
録
、
至
其
打
之
遶
処
、
即
唾

而
投
地
、
不
再
手
巻
。
一
日
有
僧
来
参
。
問
答
激
揚
之
次
、
師
讞
其
所
解
。
僧
云
、「
我
已
有
印
可
之
師
、
不
欲
復
呈
師
」。
々

云
、「
若
有
実
詣
、
不
妨
拈
出
。
其
或
瞞
人
自
瞞
、
以
無
眼
為
有
眼
。
恐
不
免
其
報
、
＊
已
後
有
喪
你
眼
去
」。
其
僧
憤
悱
不
肯
。

辞
去
（
16
ウ
）
游
都
、
不
数
月
忽
失
明
。
嘗
有
患
怪
疾
者
、
聞
師
演
法
要
、
或
竊
頂
拝
法
衣
、
其
疾
立
愈
。
般
若
＊
霊
功
、
如

此
者
夥
矣
。
師
昔
在
定
中
、
自
観
前
身
、
聞
空
中
歴
々
有
声
唱
云
、「
楊
柳
一
瓶
甘
露
滴
」。
時
不
知
何
謂
也
。
後
於
中
峯
広
録

得
斯
句
。
乃
自
題
其
真
之
語
也
。
識
者
以
為
幻
住
国
師
後
身
也
。
実
不
誣
矣
。

　
　
＊
疾
―
底
本
左
傍
墨
書
「
女
」（「
嫉
」
ニ
訂
正
）、
＊
已
後
―
他
後
、
＊
霊
功
―
霊
験

　
平
生
撰
述
、
碧
巌
集
一
百
則
、
証
道
歌
一
編
下
語
、
無
門
四
十
八
関
頌
古
、
其
余
法
語
・
偈
頌
・
代
・
別
・
問
答
、
不
可
枚

挙
。
皆
一
時
吐
出
、
不
敢
収
録
。
或
見
人
抄
記
、
則
怒
詬
取
而
焼
之
。
侍
（
17
オ
）
者
剽
竊
記
其
万
一
。
嘗
因
僧
問
三
玄
三
要

旨
、
以
頌
掲
示
云
、「
畊
翻
大
地
種
虚
空
、
日
月
星
辰
没
暗
中
、
無
孔
鉄
椎
重
下
橛
、
売
花
人
恨
夜
来
風
」。
又
有
僧
請
益
趙
州

狗
子
話
、
答
以
偈
云
、「
老
倒
趙
州
眼
没
睛
、
道
無
道
有
堕
人
情
、
泥
牛
吼
落
天
辺
月
、
狗
子
堦
前
眠
不
驚
」。
衲
子
輿
誦
焉
。

　
師
懐
茲
宏
器
、
深
潜
不
出
世
。
湖
海
之
士
評
云
、「
近
江
臥
龍
也
」。
設
使
有
能
移
師
之
意
者
、
出
以
当
世
、
拈
椎
竪
払
、
挙
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揚
宗
乗
、
必
克
振
祖
綱
於
已
墜
、
追
還
万
古
也
、
亦
吾
道
之
光
華
焉
。
師
聿
確
乎
（
17
ウ
）
不
貳
其
操
、
無
乃
法
門
之
不
幸
乎
。

竊
以
、
至
人
之
応
世
、
必
有
用
於
道
。
其
出
処
顕
晦
、
一
徇
時
之
機
宜
、
以
得
移
風
易
俗
。
否
、
則
不
見
其
所
以
為
応
世
之
益

也
。
故
群
迷
溺
空
、
則
仏
出
以
説
＊
有
。
万
類
膠
有
、
則
祖
来
以
談
空
。
以
至
逓
代
聖
賢
、
皆
視
弊
而
後
出
、
非
居
然
而
来
焉
。

而
法
道
之
汙
隆
、
係
乎
出
世
領
徒
、
名
位
当
局
者
。
苟
非
其
人
、
則
吾
道
為
之
軽
、
吾
法
為
之
賤
。
魔
外
之
群
、
覘
以
為
得
計
、

而
遂
致
法
道
易
破
壊
。
＊
経
所
謂
、
師
子
身
中
虫
、
自
食
師
子
肉
者
耶
。
罪
在
我
而
不
（
18
オ
）
在
彼
也
。
仏
法
流
化
之
盛
、

莫
若
本
邦
。
而
代
降
時
下
、
不
能
無
斯
弊
矣
。
今
蔑
備
于
内
、
自
欺
以
貪
位
趨
名
者
、
比
々
皆
然
。
法
道
之
不
衰
、
能
幾
時
哉
。

師
方
茲
時
、
丕
備
非
常
之
才
、
屡
却
諸
方
之
聘
、
而
以
力
微
而
不
堪
荷
法
為
辞
、
終
身
不
出
。
於
是
乎
、
汲
々
於
進
取
者
、
始

圜
視
重
足
、
相
謂
曰
、「
嘻
乎
斯
人
而
然
。
法
道
之
難
荷
、
名
位
之
難
当
如
茲
。
得
不
恐
而
畏
乎
」。
乃
知
高
風
清
徳
、
能
廉
彼

貪
。
移
風
易
俗
、
所
以
為
益
者
大
焉
。
凡
推
師
応
世
之
迹
、
初
罔
不
以
此
。
然
則
其
隠
晦
、
法
門
（
18
ウ
）
之
大
幸
、
而
非
其

不
幸
也
。

　
　
＊
有
―
甘
、
＊
経
―
仏

　
＊
杲
以
父
執
、
自
幼
従
師
、
中
間
游
学
於
都
下
、
及
長
益
有
希
顔
之
志
。
徠
往
師
之
門
、
前
後
二
十
許
年
、
毎
侍
左
右
、
聞

師
自
説
行
道
顛
末
。
其
未
詳
者
、
質
於
相
従
之
久
於
予
者
、
尽
獲
之
。
故
＊
以
記
焉
。
或
曰
、
以
俗
例
、
釈
公
之
＊
状
不
避
師

諱
何
也
。
曰
、
儒
礼
不
云
乎
、
二
名
不
偏
諱
。
永
享
＊
九
年
十
月
十
六
日
長
杲
謹
＊
状
。（
19
オ
）

　
　
＊
杲
―
長
果
、
＊
以
記
焉
―
録
其
大
略
以
詒
後
之
修
僧
史
者
焉
、
＊
状
―
録
、
＊
九
―
元九

カ
元
、
＊
状
―
録



『香積南英禪師語録』について

107

三
、
大
徳
寺
関
係
偈
頌
等
の
書
き
入
れ

　
本
書
は
室
町
後
期
に
大
徳
寺
派
関
係
の
寺
院
の
所
有
と
な
っ
た
ら
し
く
、
本
文
第
二
丁
か
ら
第
八
丁
に
か
け
て
、
主
と
し
て

裏
面
（
袋
綴
じ
の
内
側
）
に
書
き
入
れ
が
あ
る
。
た
だ
し
第
七
・
八
丁
は
表
面
（
版
面
）
余
白
に
も
連
続
し
て
記
さ
れ
る
。
一
筆

と
見
ら
れ
る
。
最
も
新
し
い
年
記
が
27
の
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
）
で
あ
り
、
そ
の
頃
の
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
春
浦

宗
煕
（
9
・
12
）
が
最
も
古
く
、
判
明
す
る
作
者
は
い
ず
れ
も
そ
の
法
系
に
属
す
る
僧
侶
で
、
特
に
小
渓
紹
怤
お
よ
び
そ
の
会

下
が
多
数
を
占
め
る
。
19
～
25
は
小
渓
の
弟
子
清
庵
宗
胃
へ
の
追
悼
の
偈
と
そ
の
次
韻
で
あ
る
。

　
翻
刻
に
際
し
て
は
、
漢
字
は
通
行
字
体
、
前
書
・
後
書
部
分
は
改
行
二
字
下
げ
に
統
一
、
作
品
に
通
し
番
号
を
付
し
た
（
前

書
の
あ
る
場
合
は
そ
の
冒
頭
、
な
い
場
合
は
作
品
冒
頭
）。
返
点
・
送
仮
名
は
原
文
通
り
（
竪
点
は
省
略
）、
句
点
は
私
意
。

1
我

レ

其
レ

非
スレ

渠カ
レ

ニ
、
洒
々
落
々
、
渠

レ

其
レ

非
スレ

我
ニ

、
獃ガ

イ

々
痴チ

々
、
破
砂
盆
兮
嘗シ

ヤ
ウ二

過ク
ワ

滹コ

沱ダ

水
味

ヲ一
、
麁ソ

竹シ
ツ

篦ヘ
イ

兮
慢
二

着
魏ギ

府フ
ノ

風フ
ウ

規キ
ヲ一

、
分
二
賓
主

ヲ
於
一
喝

ニ一
、
立

ス二
照
用
於
同
時

ニ一
、
一
擒
一
縦
魔
外ゲ

無
レ
測
一
、
大
機
大
用
仏
眼
難
レ
窺
一
、
伝
衣
肩カ

タ
痛イ

タ
シ

、
付
鉢

力チ
カ
ラ垂タ

ル
、
這

ノ
老
古
錐
、
々
々
々
々
、
他
家

ニ
自ヲ

有
リレ

通
宵

ノ
路
一
、
父
攘

ハレ
羊

ヲ
而シ

カ
モ子

隠
二
之
、
咄
々
々
咄
、
機
輪
通
変
難
人
到
、

正
法
還
他
五
逆
児
、
嘱

　
　
　
春
林
俶
長
老
写
予
幻
質
請
讃
、
書
以
塞
白
耳

　
　
　
天
文
十
三
年
甲
辰
季
秋
朔
日
御
使
者
蔵
主
俯
而
御
持
参
ニ
テ
三
拝
、
有
湯

　
　
　
前
大
徳
徹
岫
叟
宗
九
（
2
オ
）

　
（
頭
注
「
獃
ハ
痴
心
也
」、
脚
注
「
慢
〈
ア
ナ
ト
ル
義
也
〉」、「
魏
府
」
左
傍
注
記
「
ハ
興
化
ナ
リ
」）
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2
不

レ
堕
二
世
尊
底

ニ一
、
豈
会
二セ

ン
迦
葉

ノ
禅

ヲ
、
鍛タ

ン
二
錬レ

ン
シ

衲
子

ヲ一
、
罵
二
倒
聖セ

イ
賢ケ

ン
ヲ一

、
五
湖
四
海

ノ
、
八
蛮バ

ン
百
川
、
松
源
猶

ヲ
其

ノ
暗
黒
豆

老
、
林
際
未

タス
是

レ
白
牯
賊
攣レ

ン
ニ一

、
累ル

イ
々
嘱ゾ

ク
々
、
密ミ

ツ
々
綿メ

ン
々
、
若シ

ヤ
ク木

枝シ

頭
紅
日
出
、
扶フ

桑サ
ウ

震シ
ン

旦タ
ン

又
西
天
、
嘱

　
　
　
右
九
禅
者
写
余
幻
質
請
賛
、
書
以
塞
白
焉

　
　
　
天
文
五
祀
丙
申
林
鐘
上
浣
日

　
　
　
前
大
徳
小
渓
叟
紹
怤
老
謬

　
（「
攣
」
左
訓
「
ツ
ラ
ナ
ル
」）

3
這コ

ノ
痴チ

ク 

頑ク
ワ
ンノ

漢カ
ン

、
形カ

タ
チ槁カ

レ
耳ミ

ヽ
重ヲ

モ
シ

、
歯ハ

豁ア
バ
ラニ

顱ロ

髡ツ
フ

、
嘗

シ
ヤ
ウ

過ク
ワ

シ
滹コ

沱タ
ノ

小
味

ヲ
、
滅
二
却

ス
臨
済

ノ
正
法
眼
蔵

ヲ一
、
慢
着
魏ギ

府フ
ノ

風フ
ウ

規キ
ヲ一

、
説セ

ツ
与ヨ

ス

興コ
ウ

化ク

安ア
ン

楽ラ
ク

ノ
法
門

ヲ一
、
将

マ
サ
ニ 

謂
ヲ
モ
エ
リ是

レ
生ス

イ
苕テ

ウ
帚シ

ウ
、
元
来
唯

タ
破
沙
盆
、
開

テ二
大
（
2
ウ
）
鏡
照
二
破

シ
祖
仏
肝カ

ン
膽タ

ン
ヲ

、
荷ニ

ナ
ツ
テ

千セ
ン

斤キ
ン

ヲ
制セ

イ
断ダ

ン
人

天
ノ

脚
跟

ヲ
、
伝
衣
肩
更

ニ
痛

シ
、
付フ

鉢ハ
ツ

力
何ナ

ン
ゾ

論ロ
ン

セ
ン

、
描メ

ウ
セ
リ

兮
写ウ

ツ
セ
リ

兮
吾ワ

レ
無

レ
輔ホ

車シ
ヤ

ノ
禍

ハ
サ
ハ
イ一

、
遠
者
大
者
誰

レ
カ

使
レシ

テ
盤
礴

シ
テ

存
一
、

鬱
タ
ル

乎
屋
裡
一
株

ノ
樹キ

、
覆フ

蔭イ
ン

ス
大
干

ト
及

ヒ
後
昆
一　
咦

　
　
　
参
学
之
緇
素
写
余
幻
質
請
賛
、
書
以
塞
白
焉

　
　
　
天
文
五
祀
丙
申
仲
春
上
澣
日

　
　
　
前
大
徳
小
渓
紹
怤
自
訐

4
金
縷
伝
来
鶏
足
山
、
牛
皮
六
世
又
何
顔
、
横
眠
倒
臥
無
猶
預
、
龍
宝
楼
台
春
昼
閑

　
　
　
右
仏
照
大
鏡
禅
師
肖
像
、
嗣
法
小
比
丘
紹
怤
拝
賛
（
3
オ
）

　
　
　
天
文
五
載
夷
則
仲
浣
日

5
三
尺

ノ
吹
毛
光
照

スレ
天

ヲ
、
破ハ

犀サ
イ

在
二
手

ニ
払ハ

ラ
ウレ

塵
縁エ

ン
ヲ一

、
真
容ヨ

ウ
難
レ
写ウ

ツ
シ一

僧
繇ヨ

ウ
カ

筆
、
当
レ
軒
大
坐

ス
勢イ
凜
然

　
　
　
浅
井
備
前
守
教
外ク

ワ
イ宗

護
居
士
小
像
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前
大
徳
徹
岫
叟
宗
九
ー
ー

6　
　
豊
州
居
住
之
信
士
、
就
于
野
釈
需
法
諱
并
道
称
、
不
獲
辞
、
諱
曰
宗
盛
、
字
曰
雪
渓
、
仍
矢ノ

ベ
テ二

小
偈
旌ア

ラ
二ハ

ス
其

ノ
義

ノ
ミ

了

　
六リ

ク
出
積

テ
過

クレ
膝

ヲ
、
神
光
活
眼
加ク

ワ
ウ

、
看

ヨ
安
心

ノ
一
着
、
月

ハ
落

ツ
礀カ

ン
ノ

之
阿ア

　
　
　
天
文
十
三
歳
甲
辰
重
陽
日

　
　
　
前
大
徳
徹
岫
宗
九
迅
毫
（
3
ウ
）

　
（
冒
頭
右
傍
「
高
畑
（「
畠
」
ミ
セ
ケ
チ
）
新
衛
門
豊
州
」、「
信
」
右
傍
「
仁
」、
脚
注
「
阿
ハ
澗
ノ
ア
イ
ノ
心
ソ
」）

7
歅
禅
者
写

シ
テ

余
カ

夢
影

ヲ
需
二
賛
辞

ヲ
、
夢
影
元
来
不
レ
借
二
丹タ

ン
青セ

イ
ヲ

、
迢テ

ウ
々
十
万
里
、
如
下
絵エ

カ
イ
テ

雪
而
不
レ
絵
中
二
其

ノ
清

ヲ上
一
、
芥
子

ニ

納
ル二

須
弥

ヲ
、
如
下
絵

テ二
花
而
不
レ
絵
二
（
4
オ
）
其

ノ
馨
馨カ

ヲ上
一
、
石

ハ
従

リ二
空
裡
一
立
、
如
下
絵

テ二
泉

ヲ
而
不
絵
其

ノ
声

ヲ上
、
不
レ
渉
二
洒
々

落
ニ々

、
何
認
レ
昭
々
霊

ヲ々一
、
一
箇

ノ
烏ウ

亀キ

子シ

解
ス二

真
要

ヲ一
、
三
尺

ノ
黒
蚖
蛇
尽

ス二
法ホ

ウ
刑ケ

イ
ヲ

、
漕
渓

ノ
波
浪
難
レ
人
到
、
滴
々
酌ク

ミ
来

テ

分
ツ二

渭
涇

ヲ

　
　
　
右
葛
藤
不ス
レ
克タ

エ
二
峻シ

ユ
ン拒コ

ス
ル
ニ

書
以
応
二ス

ル
懇コ

ン
請シ

ヤ
ウニ

而ノ

已ミ

　
　
　
天
文
五
禩
丙
申
林
鐘
上
浣
日

　
　
　
前
龍
宝
山
主
小
渓
叟
紹
怤
漫
書
（
4
ウ
）

　
（「
迢
」
左
訓
「
ハ
ル
カ
」、「
拒
」
左
訓
「
フ
セ
ク
」）

8
機キ

先セ
ン

棒
喝
、
袖
裡

ノ
鉗ケ

ン
鎚ツ

イ
、
取ト

リ二
哂ワ

ラ
イ
ヲ

乎
格カ

ク
外

ニ
鬱ウ

ツ
蓊ヲ

ウ
、
起ヲ

コ
ス二

訕ソ
シ
リヲ

乎
諸
方

ニ
参
差
、
天
蓋
地
載
、
雲
行

キ
雨
施ホ

ト
コス

、
龍
驤ア

ガ
リ

虎
驟ウ

コ
ツキ

、

電
巻
雷
馳
、
白
髪
忽

チ
易カ

ウ
（
5
オ
）
容ヨ

ウ
貌ハ

ウ
、
丹タ

ン
青セ

イ
豈ア

ニ
染

ヤ二
鬚
眉
、
何
似
生
習
禅
者
習
禅
者
、
元
来
正
宗
無
等
匹
也
、
太
奇
也

太
奇　
咦

　
　
　
天
文
五
禩シ

丙
申
林
鐘
上
休
日
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前
龍
宝
山
主
小
渓
叟
紹
怤
漫
題

 （「
也
」
右
傍
ヨ
リ
補
入
）

9　
　
岐
庵
和
尚
入
牌
之
語

　
茅
亭
坐
看
片
雲
孤
、
罵
倒
諸
方
瞻
気
麁
、
挙
似
同
参
家
裡
話
、
玉
梅
已
破
觜
盧
都

　
　
　
共
惟

　
前
住
当
山
岐
庵
和
尚
大
禅
師
、
道
遍
四
海
、
名
蓋
九
区
、
挑
起
霊
光
之
余
焰
、
明
殺
群
生
之
昏
衢
、
喝
如
青
天
轟
霹
靂
、
機

似
赤
手
縛
於
菟
、
捧
牌
云
、
直
下
来
也
、
豁
開
戸
牖
坐
毘
盧
、
瞎
驢
隊
裏
抽
身
去
、
列
聖
叢
中
位
不
殊
、
敲
牌
云
（
5
ウ
）、

牌
中
数
箇
字
清
風
、
何
処
無
連
喝
両
喝

　
　
　
文
明
十
七
禩
仲
春
廿
一
日
前
大
徳
春
浦
宗
熙
書

10　
　
文
殊
賛

　
五
台
山
月
照
天
台
、
大
聖
文
殊
添
一
枚
、
得
勺
欲
題
無
紙
筆
、
風
前
拍
手
咲
咍
々

11
描
而
不
就
鉄
心
腸
、
拈
竹
篦
来
辨
短
長
、
東
海
児
孫
大
興
起
、
看
々
朝
日
上
扶
桑

　
　
　
朝
公
首
座
写
予
幻
質
求
賛
語
、
乃
書
之

　
　
　
永
正
丁
卯
五
月
十
三
日　
前
大
徳
陽
峰
老
拙
宗
韶
（
6
オ
）

12
我
不
是
渠
々
不
我
、
丹
青
紙
上
錯
担
胡
、
竹
篦
在
握
機
峰
峭
、
何
許
人
来
将
虎
鬚

　
　
　
宗
韶
蔵
主
写
予
陋
質
求
賛
語
、
書
之
云

　
　
　
文
明
二
祀
仲
冬
日　
春
浦
宗
熙

13　
　

 

新
円
寂
明
質
理
光
大
姉
、
稟
生
貞
潔
、
胸
次
柔
剛
、
久
入
山
野
室
洗
除
弊
垢
衣
、
参
古
徳
閑
語
見
処
太
諦
当
、
信
又
常
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不
浅
、
其
功
豈
消
亡
、
殺
鬼
不
待
時
、
俄
然
帰
無
常
、
唱
迦
陀
一
遍
、
餞
行
作
色
粧

　
古
来
理
窮
一
時
彰
、
心
径
苔
生
情
謂
忘
、
看
々
涅
槃
三
昧
火
、
火
星
迸
散
発
霊
光　
喝
一
喝

　
　
　
天
文
廿
三
歳
四
月
廿
七
日
（
6
ウ
）

　
（「
迸
」
右
傍
注
記
「
放
カ
」、「
四
」、「
五
」
に
上
書
）

14　
　
大
仙
亘

（
マ
マ
）岳

辞
世　
天
文
十
七
年
戊
申
六
月
廿
四
日

　
拄
丈
覓
末
後
句
、
倒
擲
万
仞
龍
峰
、
請
你
試
卓
破
看
、
滅
却
臨
済
正
宗

　
　
　
一
衆
珍
重　
六
月
廿
四
日　
宗
亘
在
判
（
6
ウ
版
面
）

15
殺
仏
打
祖
、
遊
戯
神
通
、
末
後
句
聻
、
猛
虎
展
翅
舞
碧
空

　
　
　
一
衆
珍
重
、
弘
治
二
丙
辰
四
月
十
三
日　
宗
九
在
判

16　
　
同
春
林
悼
者

　
叮
嚀
税
与
老
禅
那
、
活
眼
晴
難
逢
作
家
、
大
用
現
前
真

、
瑞
峯
薫
発
国
師
花

　
　
　
三
浦（

？
）子

ー
ー
（
7
オ
版
面
）

17　
　
花
庵
号

　
万
紫
千
紅
帯
露
新
、
馨
香
各
自
賞
芳
辰
、
挙
頭
不
用
趙
州
老
、
与
奪
従
横
分
主
賓

　
　
天
文
廿
年
亥
八
月
上
浣
日　
徹
岫
叟
宗
九

18　
　
浄
叟
号

　
碧
潭
月
影
照
胸
天
、
雪
鬢
銀
髭
公
案
円
、
截
断
塵
根
無
一
物
、
神
仙
秘
夫
不
伝
々

　
　
豊
州
清
田
左
衛
門
紹
清
浄
叟
号
（
7
オ
）
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19　
　

 

今
茲
永
禄
五
夷
則
晦
余
師
叔　
正
受
堂
頭
大
和
尚
俄
然
唱
無
生
曲
、
露
柱
七
顛
、
燈
籠
八
倒
、
余
亦
不
覚
肝
飛
空
眼
落

地
、
憾
概
罔
措
、
卒
述
追
悼
一
絶
奉
呈　
真
前
、
以
焼
香
三
拝
、
兼
平
素
聞
法
之
冤
讐
、
伏
惟
尚
饗

　
踢
倒
牢
関
撃
電
中
、
黯
然
驚
殺
太
虚
空
、
唯
（
7
ウ
）
余
一
喝
白
拈
賊
、
向
瞎
驢
辺
滅
正
宗

　
　
　
春
林
野
釈
頓
首

　
（「
正
受
」
右
傍
注
記
「
上
ニ
挙
書
也
」、「
憾
概
罔
措
」
右
傍
ヨ
リ
補
入
、「
法
之
」「
冤
讐
」
間
「
恩
云
」
ミ
セ
ケ
チ
、「
黯
」、「
忽
」
ミ
セ

ケ
チ
）

20　
　
有
興
臨
東
堂
大
和
尚
追
悼
之
尊
偈
、
予
其
高
韻
者
一
絶
、
奉
呈
正
受
和
尚
大
禅
師
影
前
、
以
酬
法
叔
之
懇
請
云
、
昭
鑑

　
昨
夜
蔵
身
北
斗
中
、
燈
籠
涙
前
眼
睛
空
、
大
機
（
7
ウ
版
面
）
大
用
大
禅
仏
、
震
日
扶
桑
興
済
宗

21
独
寄
全
身
万
象
中
、
掀
天
地
踏
翻
空
、
平
生
這
老
大
機
、
南
北
東
西
興
我
宗　
此
頌
不
用

22　
　
謹
奉
依
興
臨
堂
頭
和
尚
見
悼
悼
清
庵
老
漢
厳
押

　
欲
酬
恩
乳
探
嚢
中
、
子
細
看
来
物
色
空
、
仏
法
胸
襟
無
一
点
、
扶
桑
（
8
オ
版
面
）
国
裡
滅
吾
宗

　
　
　
宗
用
合
爪

23　
　
漫
奉
依
興
堂
頭
老
師
追
悼
正
受
大
和
尚
之
厳
韻
、
霊
鑑

　
呵
風
罵
雨
話
機
中
、
曲
順
人
情
帰
太
空
、
七
尺
烏
藤
縦
拗
拆
、
児
孫
何
敢
隠
綱
宗

　
　
　
笑
嶺
老
拙
拝

24　
　
謹
奉
依
興
臨
大
和
尚
尊
韻
哭
別（

？
）正

受
老
禅
之
示
寂　
　
宗
佐
九
拝

　
久
侍
巾
瓶
笏
室
中
、
嗔
拳
熱
喝
断
心
空
、
多
年
曲
（
8
オ
）
録

（
マ
マ
）禅

床
上
、
罵
倒
五
家
兼
七
宗

25　
　
正
受
堂
頭
清
庵
大
和
尚
、
今
茲
永
五
孟
秋
晦
日
既
戢
化
、
有
興
臨
大
和
尚
見
追
悼
尊
偈
、
予
亦
豈
可
黙
止
乎
、
拙
和
一
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章
以
助
諸
徒
哀
云
、
昭
鑑

　
化
縁
已
畢
刹
那
中
、
伝
法
得
人
名
不
空
、
直
是
作
家
相
見
処
、
吹
毛
剣
截
断
真
宗

　
　
　
如
意
野
衲
宗
順
和
南

26
八
十
光
陰
昨
夢
中
、
一
機
転
処
呼
心
空
、
自
今
枝
葉
蔭
天
下
、
凛
々
威
風
百
世
宗

　
　
　
宗
巨
（
8
ウ
）

27
末
後
一
句
、
縦
吐
金
言
、
輝
天
輝
地
、
只
死
譫タ

ハ
言コ

ト

　
　
　
大
歇
辞
世　
永
禄
十
二
己
巳
四
月
廿
一
日
午
刻
興
臨
仰
作
ノ
時
（
9
オ
版
面
）

　
（「
譫
」
左
傍
「
セ
ン
」）

お
わ
り
に

　
南
英
は
鎌
倉
・
京
都
両
五
山
の
中
心
に
ひ
と
た
び
接
近
し
な
が
ら
も
、
大
病
を
き
っ
か
け
に
山
中
の
修
行
へ
と
回
心
し
、
幻

住
派
の
嗣
法
を
得
て
隠
遁
的
生
活
を
送
っ
た
。
そ
の
語
録
が
周
囲
の
人
々
の
努
力
に
よ
り
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
が
戦
国
時
代
に
は

大
徳
寺
派
の
僧
侶
の
手
に
渡
っ
た
。
大
徳
寺
す
な
わ
ち
大
応
派
も
下
語
・
代
語
等
を
好
ん
で
行
う
派
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
共

通
性
が
伝
来
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
内
容
的
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
蕪
雑
な
紹
介
を
終
え
る
。

〔
付
記
〕

　
本
書
の
存
在
を
御
教
示
頂
い
た
高
木
浩
明
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
幻
住
派
の
特
徴
に
関
し
て
は
飯
塚
大
展
氏
の
御
教
示
を
得

た
。
あ
わ
せ
て
謝
意
を
表
す
る
。
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費
隠
通
容
の
徑
山
萬
寿
禅
寺
住
持
に
つ
い
て

林
　
　
觀

　
潮

目
　
次

一
、
径
山
と
日
本
の
禅
宗

二
、
費
隠
の
弘
法
生
涯

三
、
費
隠
の
径
山
住
持

四
、
径
山
住
持
の
業
績

五
、
著
述
伝
道
の
努
力

六
、
臨
済
宗
径
山
派
の
流
伝

一
、
径
山
と
日
本
の
禅
宗

　
径
山
は
、
中
国
浙
江
省
北
西
部
に
連
な
る
天
目
山
の
北
東
の
峰
で
、
今
の
浙
江
省
杭
州
市
余
杭
区
径
山
鎮
に
あ
る
。
唐
代
天

宝
元
年
（
七
四
二
）、
法
欽
禅
師
（
七
一
四
―
七
九
二
）
は
、
そ
の
山
麓
に
寺
を
創
建
し
た
。
法
欽
は
吳
郡
昆
山
（
今
の
江
蘇
昆
山
）

の
朱
氏
の
出
身
で
あ
る（
1
）。
二
十
八
歳
の
時
、
牛
头
山
禅
の
鶴
林
玄
素
の
許
に
剃
髪
し
、
後
に
そ
の
法
を
嗣
い
だ
。
唐
の
代

宗
の
大
暦
三
年
（
七
六
八
）、
御
詔
に
応
じ
て
入
内
し
て
法
を
弘
め
、
朝
廷
の
篤
い
尊
敬
を
得
、
代
宗
よ
り
国
一
禅
師
の
号
を
賜
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っ
た
。
翌
大
暦
四
年
（
七
六
九
）、
径
山
の
法
欽
が
住
す
る
寺
に
径
山
禅
寺
の
額
を
賜
っ
た
。
そ
の
後
の
歴
史
の
中
、
径
山
禅
寺

は
興
廃
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
多
く
の
高
僧
を
輩
出
し
た（
2
）。

　
北
宋
政
和
七
年
（
一
一
一
七
）、
宋
の
徽
宗
よ
り
、
径
山
能
仁
禅
寺
の
名
を
賜
っ
た
。
南
宋
の
紹
興
七
年
（
一
一
三
七
）、
臨
済

宗
の
名
僧
で
あ
る
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
―
一
一
六
三
）
は
径
山
能
仁
禅
寺
の
法
席
を
主
し
、
紹
興
十
一
年
（
一
一
四
一
）
に
配

流
の
罪
で
退
席
し
た
。
紹
興
二
十
八
年
（
一
一
五
八
）、
大
慧
は
径
山
能
仁
禅
寺
に
再
び
住
し
た（
3
）。
こ
の
大
慧
の
住
持
に
よ

っ
て
、
径
山
能
仁
禅
寺
は
一
層
天
下
の
名
寺
と
な
り
、
臨
安
（
今
の
杭
州
）
に
都
を
定
め
た
南
宋
皇
室
よ
り
特
別
の
禮
遇
を
受

け
た
。
乾
道
二
年
（
一
一
六
六
）、
宋
の
孝
宗
は
径
山
能
仁
禅
寺
に
径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
と
い
う
新
し
い
寺
額
を
送
っ
た
。
そ
れ

以
後
、
こ
の
寺
額
は
、
清
代
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

　
南
宋
寧
宗
の
嘉
定
年
間
（
一
二
〇
八
―
一
二
二
四
）、
朝
廷
は
内
政
の
安
定
を
図
ろ
う
と
し
た
政
策
で
、
都
の
臨
安
の
周
辺
に

あ
る
径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
を
首
位
に
置
き
、
景
福
霊
隠
寺
、
南
屏
山
淨
慈
寺
、
天
童
山
景
德
寺
、
阿
育
王
山
広
利
寺
を
合
わ
せ

て
禅
寺
の
五
山
と
し
、
ま
た
五
山
の
次
に
十
刹
を
選
び
、
鎮
国
の
道
場
と
し
て
特
別
に
保
護
し
た（
4
）。
こ
の
五
山
十
刹
と
い

う
官
寺
制
度
は
、
日
本
の
鎌
倉
時
代
後
期
に
も
禅
宗
の
普
及
に
伴
っ
て
広
ま
っ
た（
5
）。
宋
日
両
国
の
禅
僧
の
往
来
に
よ
っ
て
、

径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
は
日
本
の
禅
宗
に
影
響
を
与
え
、
日
本
文
化
と
の
関
係
が
深
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た（
6
）。

　
南
宋
の
紹
定
五
年
（
一
二
三
二
）、
臨
済
宗
破
庵
祖
先
の
法
嗣
で
あ
る
無
準
師
範
（
一
一
七
七
―
一
二
四
九
）
は
勅
命
を
奉
じ
て

径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
の
住
持
の
席
に
就
い
た（
7
）。
宋
代
禅
林
中
の
巨
匠
と
し
て
、
無
準
の
門
下
で
あ
る
、
蘭
渓
道
隆
、
兀
庵

普
寧
、
無
学
祖
元
な
ど
が
渡
日
し
、
ま
た
円
爾
弁
円
を
は
じ
め
と
し
て
日
本
か
ら
参
じ
た
僧
は
多
か
っ
た（
8
）。

　
南
宋
の
西
蜀
の
出
身
で
あ
る
蘭
渓
道
隆
（
一
二
一
三
―
一
二
七
八
）
は
、
嘗
て
径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
に
上
り
、
無
準
師
範
に
学

ん
だ
。
そ
の
後
、
松
源
崇
岳
（
一
一
三
二
―
一
二
〇
二
）
の
法
嗣
で
あ
る
無
明
慧
性
の
法
を
嗣
い
だ
。
南
宋
淳
祐
六
年
（
日
本
寬
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元
四
年
、
一
二
四
六
）、
入
宋
し
た
泉
涌
寺
の
僧
月
翁
智
鏡
と
の
縁
に
よ
り
渡
日
し
、
筑
前
円
覚
寺
、
京
都
泉
涌
寺
の
来
迎
院
、

鎌
倉
寿
福
寺
、
常
楽
寺
な
ど
に
寓
居
し
た
。
日
本
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）、
執
権
北
条
時
頼
の
帰
依
を
受
け
、
鎌
倉
に
建
長
寺

を
創
り
、
開
山
と
な
っ
た
。
ま
た
京
都
建
仁
寺
、
寿
福
寺
、
鎌
倉
禅
興
寺
な
ど
で
も
住
持
を
し
た
。
蘭
渓
道
隆
は
宋
風
の
本
格

的
な
臨
済
宗
を
広
め
、
純
粋
禅
を
唱
え
、
日
本
禅
宗
の
独
立
発
展
の
基
礎
を
築
い
た
。

　
南
宋
端
平
二
年
（
日
本
嘉
禎
元
年
、
一
二
三
五
）、
日
本
僧
の
円
爾
弁
円
（
一
二
〇
二
―
一
二
八
〇
）
は
、
宋
に
渡
航
し
て
、
径
山

興
聖
萬
寿
禅
寺
に
上
り
、
無
準
師
範
に
参
じ
て
臨
済
宗
の
法
を
嗣
ぎ
、
日
本
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）、
日
本
へ
帰
国
し
、
そ
の

後
博
多
に
承
天
寺
を
、
京
都
に
東
福
寺
を
開
山
し
た
。

　
南
宋
の
開
慶
元
年
（
日
本
正
元
元
年
、
一
二
五
九
）、
鎌
倉
建
長
寺
で
蘭
渓
道
隆
に
参
禅
し
た
南
浦
紹
明
（
一
二
三
五
―
一
三
〇

九
）
は
入
宋
し
て
、径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
に
お
い
て
虚
堂
智
愚
（
一
一
八
五
―
一
二
六
九
）
の
法
を
嗣
い
だ
。
日
本
文
永
四
年
（
一

二
六
七
）
日
本
に
帰
国
し
て
鎌
倉
建
長
寺
に
戻
り
、
ま
た
博
多
崇
福
寺
、
京
都
万
寿
寺
の
住
持
を
務
め
、
後
宇
多
上
皇
か
ら
円

通
大
応
の
国
師
号
が
贈
ら
れ
、
弟
子
の
宗
峰
妙
超
（
大
灯
国
師
）、
孫
弟
子
の
関
山
慧
玄
を
有
し
、
日
本
臨
済
宗
の
応
灯
関
の
法

系
を
開
い
た
。

　
南
宋
の
景
定
元
年
（
日
本
文
応
元
年
、
一
二
六
〇
）、
無
準
師
範
の
法
嗣
で
あ
る
兀
庵
普
寧
（
一
一
九
七
―
一
二
七
六
）
は
、
蘭
渓

道
隆
と
円
爾
弁
円
の
招
き
に
よ
り
渡
日
し
、
博
多
聖
福
寺
に
入
り
、
そ
の
後
鎌
倉
幕
府
執
権
北
条
時
頼
の
尊
敬
を
得
、
建
長
寺

二
世
と
な
っ
た
。
日
本
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
に
帰
宋
し
、
晩
年
に
温
州
の
江
心
山
龍
翔
寺
に
住
ん
だ
。

　
南
宋
滅
亡
の
当
年
（
元
の
至
元
十
六
年
、
一
二
七
九
）、
無
準
師
範
の
法
嗣
で
も
あ
る
無
学
祖
元
（
一
二
二
六
―
一
二
八
六
）
は
、

鎌
倉
幕
府
執
権
北
条
時
宗
の
招
き
に
応
じ
て
渡
日
し
た
。
蘭
渓
道
隆
遷
化
後
の
鎌
倉
建
長
寺
の
住
持
と
な
り
、
時
宗
を
始
め
、

鎌
倉
武
士
の
篤
い
信
仰
を
受
け
た
。
日
本
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）、
鎌
倉
円
覚
寺
を
創
り
、
開
山
と
な
っ
た
。
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以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
南
宋
の
径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
に
住
持
を
し
た
無
準
師
範
の
門
流
は
日
本
禅
林
と
の
関
係
が
最
も
深

く
、
最
も
強
い
影
響
を
与
え
て
い
た
。
無
準
師
範
の
法
脈
は
日
本
禅
宗
に
滔
々
と
流
れ
る
と
同
時
に
、
大
陸
に
も
綿
々
と
伝
わ

っ
て
い
る
。

　
清
朝
の
順
治
七
年
（
一
六
五
〇
）
十
一
月
、
無
準
師
範
の
十
六
代
法
孫
で
あ
る
費
隠
通
容
（
一
五
九
三
―
一
六
六
一
）
は
、
径

山
興
聖
萬
寿
禅
寺
の
法
席
を
司
っ
た
。
費
隠
は
遠
祖
無
準
師
範
の
徳
風
を
慕
い
、
衰
微
し
て
い
た
径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
の
復
興

に
尽
力
し
た（
9
）。

二
、
費
隠
の
弘
法
生
涯

　
費
隠
通
容
（
一
五
九
三
―
一
六
六
一
）
は
明
の
福
建
省
福
州
府
福
清
県
の
何
氏
の
出
身
で
、
七
歳
の
時
父
を
亡
く
し
、
十
二
歳

の
時
母
を
亡
く
し
た
。
萬
暦
三
十
四
年
（
一
六
〇
六
）、
十
四
歳
で
福
清
の
三
宝
寺
の
慧
山
和
尚
に
就
い
て
出
家
し
、
翌
年
慧
山

に
伴
っ
て
福
州
華
林
寺
に
住
し
た
。
そ
の
後
、
諸
方
に
行
脚
し
、
浙
江
会
稽
の
雲
門
寺
で
湛
然
円
澄
（
一
五
六
一
―
一
六
二
六
）

に
、
江
西
新
城
の
寿
昌
寺
で
無
明
慧
経
（
一
五
四
八
―
一
六
一
八
）
に
、
江
西
信
州
の
博
山
で
晦
台
元
鏡
（
一
五
七
七
―
一
六
三

〇
）
な
ど
、
当
時
の
曹
洞
宗
の
大
徳
に
歴
参
し
た
。
萬
暦
四
十
四
年
（
一
六
一
六
）、
二
十
四
歳
で
浙
江
蕭
山
の
湛
然
円
澄
が
講

じ
る
楞
厳
会
に
参
加
し
て
具
足
戒
を
受
け
た
。

　
泰
昌
二
年
（
一
六
二
二
）、
費
隠
は
浙
江
の
吼
山
で
臨
済
宗
の
僧
密
雲
円
悟
（
一
五
六
六
―
一
六
四
二
）
を
拝
謁
し
、
問
答
の
中
、

密
雲
か
ら
厳
し
い
激
発
を
受
け
、
悟
り
を
開
い
て
法
源
を
透
徹
し
た
。
そ
の
後
、
福
建
に
帰
っ
て
、
茶
洋
山
や
鼓
山
に
庵
を
構

え
て
坐
禅
を
続
け
、
六
年
以
上
も
静
養
を
し
た
。
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崇
禎
四
年
（
一
六
三
一
）
三
月
、
福
清
の
信
徒
の
要
請
に
応
じ
、
密
雲
円
悟
は
福
清
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
に
入
っ
て
住
持
を
し

た
。
そ
の
際
、
費
隠
は
密
雲
円
悟
に
侍
し
て
法
席
を
助
け
た
。
当
年
七
月
十
五
日
、
伝
法
の
証
し
と
し
て
、
密
雲
よ
り
源
流
と

拂
子
及
び
袈
裟
を
受
け
、
密
雲
の
法
を
嗣
ぎ
、
臨
済
宗
の
第
三
十
一
伝
と
な
っ
た（
10
）。

　
崇
禎
六
年
（
一
六
三
三
）
十
月
、
故
郷
の
僧
俗
の
要
請
に
応
じ
、
費
隠
は
福
清
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
の
住
持
を
継
席
し
、
黄
檗

山
に
師
の
密
雲
が
始
め
た
臨
済
宗
の
禅
風
を
扇
い
だ
。
そ
の
間
、
弟
子
の
隠
元
隆
琦
（
一
五
九
二
―
一
六
七
三
）
や
亘
信
行
弥

（
一
六
〇
三
―
一
六
五
九
）
な
ど
に
付
法
し
た
。
そ
の
後
、
崇
禎
九
年
（
一
六
三
六
）
七
月
、
建
寧
府
建
安
県
蓮
峰
院
に
、
同
年
八

月
、
浙
江
省
温
州
府
永
嘉
県
法
通
寺
に
、
崇
禎
十
一
年
（
一
六
三
八
）
七
月
、
浙
江
省
嘉
興
府
海
塩
県
金
粟
山
広
慧
禅
寺
に
住

持
し
た
。

　
清
代
に
及
ん
で
、
順
治
三
年
（
一
六
四
六
）
十
月
、
費
隠
は
浙
江
省
寧
波
府
鄞
県
天
童
山
景
德
禅
寺
に
、
順
治
五
年
（
一
六
四

八
）
十
月
、
江
蘇
省
松
江
府
華
亭
県
超
果
寺
に
、
順
治
七
年
（
一
六
五
〇
）
四
月
、
浙
江
省
嘉
興
府
崇
徳
県
福
厳
禅
寺
を
巡
り
、

住
持
説
法
を
し
た
。
順
治
七
年
（
一
六
五
〇
）
十
一
月
、
費
隠
は
杭
州
府
余
杭
県
径
山
興
聖
万
寿
寺
の
住
持
に
就
き
、
順
治
十

一
年
（
一
六
五
四
）
四
月
退
席
し
た
。
順
治
十
二
年
（
一
六
五
五
）
二
月
、
蘇
州
府
常
熟
市
虞
山
維
摩
院
に
錫
を
移
し
、
順
治
十

四
年
（
一
六
五
七
）
四
月
、
嘉
興
府
崇
徳
県
福
厳
禅
寺
に
戻
り
、
順
治
十
八
年
（
一
六
六
〇
）
三
月
、
福
厳
禅
寺
に
お
い
て
寂
し

た（
11
）。三

、
費
隠
の
径
山
住
持

　
費
隠
禅
師
の
弘
法
生
涯
の
中
、
径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
の
住
持
は
足
掛
け
五
年
間
で
、
重
要
的
な
一
時
期
で
あ
っ
た
。
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順
治
七
年
（
一
六
五
〇
）
四
月
以
後
、
嘉
興
府
崇
徳
県
福
厳
禅
寺
に
在
住
す
る
費
隠
は
、
径
山
住
持
の
要
請
を
受
け
入
れ
、

上
堂
し
説
法
を
行
な
っ
た
。

　
　
　「
師
は
福
厳
寺
に
、
浙
江
杭
州
府
余
杭
県
径
山
寺
の
請
を
受
け
、
座
前
に
至
り
、
諸
鄉
紳
の
請
啓
を
拈
じ
て
云
わ
く
：

祥
雲
紙
を
襯
し
、
墨
海
文
を
騰
ぐ
。
錦
心
繡
口
、
鉤
章
棘
句
は
、
佛
祖
の
眼
目
を
讚
歎
し
、
知
識
の
洪
範
を
維
持
す
る
。

此
れ
は
徑
山
の
山
僧
を
請
う
公
拠
な
り
、
既
で
に
是
れ
遠
く
来
れ
ば
、
た
だ
従
命
を
得
る
。
恐
く
は
大
衆
、
聞
け
ん
と
欲

せ
ば
、
仰
い
で
煩
ふ
、
書
記
衆
に
対
し
て
宣
讀
す
る
こ
と
を
。
宣
し
て
畢
り
、
法
座
を
指
し
て
云
わ
く
：
明
か
に
目
前
の

機
を
取
れ
ば
、
便
ち
格
外
の
句
を
了
る
。
乃
ち
座
を
升
っ
て
云
わ
く
：
宝
王
刹
に
坐
り
、
大
法
輪
を
転
じ
る
。
因
緣
の
分

は
定
め
、
こ
れ
強
為
に
非
ず
。
即
ち
山
僧
、
年
将
に
六
十
な
り
、
七
処
に
住
持
し
、
多
く
機
感
に
系
り
、
曾
て
心
想
無
し
。

如
え
径
山
の
名
藍
は
、
素
よ
り
法
窟
と
称
し
、
龍
象
居
る
所
な
り
、
虚
席
は
已
に
久
し
、
未
だ
主
盟
有
ら
ず
。
意
わ
ざ
り

き
、
浙
直
の
檀
越
と
本
山
の
禅
德
は
、
書
を
修
め
て
遠
く
来
、
山
僧
を
敦
請
し
、
彼
に
到
っ
て
正
法
眼
蔵
を
弘
揚
し
、
臨

済
真
宗
を
提
持
す
。
此
れ
重
任
と
雖
も
、
承
領
し
易
し
く
せ
ざ
れ
ば
、
其
の
実
に
法
門
、
已
に
瑞
気
を
増
や
し
、
而
し
て

山
僧
に
在
れ
ば
ま
た
光
施
有
る
。
た
だ
符
到
奉
行
の
如
し
、
ま
た
作
麼
生
？
十
萬
里
の
鵬
は
才
か
に
翼
を
展
べ
れ
ば
、
一

千
年
の
鶴
は
便
ち
高
く
翔
ぶ
。
拄
杖
を
卓
し
下
座
す
。」（
師
於
福
嚴
寺
、
受
浙
江
杭
州
府
余
杭
縣
徑
山
寺
請
、
至
座
前
、
拈
諸
鄉

紳
請
啟
云
：
祥
雲
襯
紙
、
墨
海
騰
文
。
錦
心
繡
口
、
鉤
章
棘
句
、
讚
歎
佛
祖
眼
目
、
維
持
知
識
洪
範
。
此
是
徑
山
請
山
僧
底
公
據
、
既

是
遠
來
、
只
得
從
命
。
恐
大
眾
欲
聞
、
仰
煩
書
記
對
眾
宣
讀
。
宣
畢
、
指
法
座
云
：
明
取
目
前
機
、
便
了
格
外
句
。
乃
升
座
云
：
坐
寶

王
刹
、
轉
大
法
輪
。
因
緣
分
定
、
非
是
強
為
。
即
山
僧
年
將
六
十
、
七
處
住
持
、
多
系
機
感
、
曾
無
心
想
。
如
徑
山
名
藍
、
素
稱
法
窟
、

龍
象
所
居
、
虚
席
已
久
、
未
有
主
盟
。
不
意
浙
直
檀
越
同
本
山
禪
德
、
修
書
遠
來
、
敦
請
山
僧
到
彼
弘
布
正
法
眼
藏
、
提
持
臨
濟
真
宗
。
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此
雖
重
任
、
不
易
承
領
、
其
實
法
門
已
增
瑞
氣
、
而
在
山
僧
亦
有
光
施
。
秪
如
符
到
奉
行
、
又
作
麼
生
？
十
萬
里
鵬
才
展
翼
、
一
千
年

鶴
便
高
翔
。
卓
拄
杖
下
座
。）（
12
）

　
こ
の
説
法
が
示
す
よ
う
に
、
費
隠
は
径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
を
祖
師
輩
出
の
名
刹
と
仰
ぎ
な
が
ら
、
臨
済
宗
弘
布
の
使
命
感
を

抱
き
、
径
山
住
持
を
決
意
し
た
。

　
順
治
七
年
（
一
六
五
〇
）
十
一
月
二
十
七
日
、
費
隠
は
径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
に
入
り
、
入
院
の
儀
式
を
行
な
っ
た
。
そ
の
直

後
、
径
山
で
初
め
て
の
上
堂
説
法
を
し
、
そ
の
提
唱
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
が
見
え
る
。

　
　
　「
乃
ち
云
わ
く
：
高
く
祖
印
を
提
げ
ば
、
須
く
名
藍
を
藉
る
べ
し
、
正
眼
を
流
通
す
れ
ば
、
要
く
人
有
り
て
帰
す
べ
し
。

此
の
山
は
江
南
の
首
刹
と
為
り
、
天
下
の
人
聞
け
ば
、
仰
止
せ
ざ
る
こ
と
莫
れ
。
蓋
し
五
峰
有
り
て
天
に
插
し
、
萬
松
屋

を
覆
い
、
両
径
天
衢
に
走
り
、
三
門
龍
沢
を
鎖
す
。
況
や
八
十
餘
代
の
祖
師
有
り
、
此
に
大
法
幢
を
建
て
、
無
上
道
を
弘

む
。
宗
風
遐
邇
に
振
ひ
、
光
明
古
今
を
照
す
。
龍
章
は
聿
に
降
し
、
鳳
詔
は
頻
に
臻
る
。
代
に
人
は
乏
し
く
せ
ず
、
珠
聯

璧
合
し
、
赫
赫
然
に
し
て
祖
室
は
伝
灯
し
、
峨
峨
爾
に
し
て
山
は
龍
象
を
蔵
す
。
盛
ん
な
る
や
当
年
、
壮
麗
可
観
な
り
。

山
僧
は
今
日
此
の
主
席
に
到
れ
ば
、
大
い
に
鼠
尾
続
貂
に
似
、
如
何
な
る
か
相
い
似
る
こ
と
を
得
ん
や
？
…
。
遂
に
拂
子

を
以
っ
て
円
相
を
作
っ
て
云
く
：
者
顆
明
珠
を
拾
得
す
れ
ば
、
特
特
に
持
っ
て
来
、
要
く
列
代
の
祖
師
と
等
閒
に
一
た
び

賽
す
べ
し
。
蓋
し
仏
と
仏
は
、
道
同
く
な
り
、
祖
と
祖
は
異
な
ら
ず
、
且
て
道
ふ
、
此
顆
の
明
珠
と
歴
代
の
祖
師
、
是
れ

同
く
な
り
、
是
れ
異
な
る
か
。
若
し
道
、
是
れ
同
く
な
れ
ば
、
古
今
に
相
い
隔
て
、
作
麼
生
、
個
の
同
の
道
理
を
説
く
や
。

若
し
道
、
是
れ
異
な
れ
ば
、
仏
と
仏
は
、
道
一
な
り
、
作
麼
生
、
個
の
異
の
差
別
を
説
く
や
。
挙
揚
し
て
此
に
到
れ
ば
、
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大
い
に
機
輪
転
処
に
似
、
難
く
回
互
と
為
す
。
直
ち
に
八
字
打
開
を
得
れ
ば
、
縦
横
無
碍
な
り
。
閑
に
三
句
を
将
っ
て
、

権
に
人
天
を
接
す
。
四
喝
は
頻
に
施
し
、
龍
象
を
敲
磕
す
。
料
揀
し
て
将
っ
て
来
れ
ば
、
耕
夫
の
牛
を
駆
け
、
飢
人
の
食

を
奪
う
。
照
用
は
同
時
な
り
、
海
岳
を
掀
翻
す
。
別
に
知
音
を
覓
め
、
家
具
を
抛
出
す
れ
ば
、
賓
主
は
相
い
看
る
。
更
に

三
玄
三
要
を
喚
し
て
破
沙
盆
と
為
す
。
臨
済
の
家
風
を
追
回
し
、
列
祖
の
鼻
孔
を
捩
転
す
。
法
海
に
遊
ぶ
が
如
し
、
了
い

に
涯
岸
無
し
。
同
く
覚
苑
を
登
り
、
光
輝
は
目
に
満
た
す
。
正
に
恁
麼
時
に
当
た
れ
ば
、
観
瞻
上
刹
の
一
句
は
、
ま
た
作

麼
生
道
ふ
？
尊
宿
は
当
年
宝
集
の
如
し
、
無
窮
の
三
昧
は
空
を
潑
し
て
流
る
。」（
乃
云
：
高
提
祖
印
、
須
藉
名
藍
、
流
通
正
眼
、

要
有
人
歸
。
此
山
為
江
南
首
刹
、
天
下
人
聞
、
莫
不
仰
止
。
蓋
有
五
峰
插
天
、
萬
松
覆
屋
、
兩
徑
走
天
衢
、
三
門
鎖
龍
澤
。
況
有
八
十

餘
代
祖
師
、
於
此
建
大
法
幢
、
弘
無
上
道
。
宗
風
振
遐
邇
、
光
明
照
古
今
。
龍
章
聿
降
、
鳳
詔
頻
臻
。
代
不
乏
人
、
珠
聯
璧
合
、
赫
赫

然
祖
室
傳
燈
、
峨
峨
爾
山
藏
龍
象
。
盛
哉
當
年
、
壯
麗
可
觀
。
山
僧
今
日
到
此
主
席
、
大
似
鼠
尾
續
貂
、
如
何
得
相
似
去
？
…
。
遂
以

拂
子
作
圓
相
云
：
拾
得
者
顆
明
珠
、
特
特
持
來
、
要
與
列
代
祖
師
等
閒
一
賽
。
蓋
佛
佛
道
同
、
祖
祖
不
異
、
且
道
此
顆
明
珠
與
歴
代
祖
師
、

是
同
是
異
。
若
道
是
同
、
古
今
相
隔
、
作
麼
生
説
個
同
底
道
理
。
若
道
是
異
、
佛
佛
道
一
、
作
麼
生
説
個
異
底
差
別
。
舉
揚
到
此
、
大

似
機
輪
轉
處
、
難
為
回
互
。
直
得
八
字
打
開
、
縱
橫
無
礙
。
閑
將
三
句
、
權
接
人
天
。
四
喝
頻
施
、
敲
磕
龍
象
。
料
揀
將
來
、
驅
耕
夫

之
牛
、
奪
饑
人
之
食
。
照
用
同
時
、
掀
翻
海
嶽
。
別
覓
知
音
、
抛
出
家
具
、
賓
主
相
看
。
更
喚
三
玄
三
要
為
破
沙
盆
。
追
回
臨
濟
家
風
、

捩
轉
列
祖
鼻
孔
。
如
遊
法
海
、
了
無
涯
岸
。
同
登
覺
苑
、
光
輝
滿
目
。
正
當
恁
麼
時
、
觀
瞻
上
刹
一
句
、
又
作
麼
生
道
？
尊
宿
當
年
如

寶
集
、
無
窮
三
昧
潑
空
流
。）（
13
）

　
こ
の
説
法
に
お
い
て
、
費
隠
は
八
十
餘
代
の
祖
師
を
有
す
る
径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
の
栄
光
の
歴
史
を
強
調
し
、
祖
道
を
重
光

す
る
た
め
に
径
山
の
再
興
を
勘
案
し
て
い
た
。
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四
、
径
山
住
持
の
業
績

　「
一
条
の
白
棒
は
天
地
を
掀
し
、
萬
古
に
臨
済
宗
を
弘
揚
す
」（
一
條
白
棒
掀
天
地
、
萬
古
弘
揚
臨
濟
宗
）
と
高
唱
し
て
気
迫
に

満
ち
て
い
た
よ
う
に（
14
）、
足
掛
け
五
年
の
住
持
の
間
、
費
隠
は
苦
心
し
て
径
山
復
興
に
努
め
、
戒
律
清
規
を
整
え
、
禅
林
の

制
度
を
回
復
し
て
僧
材
を
育
成
し
、
ま
た
伽
藍
を
再
建
し
、
寺
産
を
増
や
し
た
。
彼
の
経
営
に
よ
っ
て
、
径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺

は
再
び
活
気
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
費
隠
の
径
山
住
持
の
業
績
は
、
次
の
い
く
つ
か
の
面
か
ら
見
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
費
隠
は
東
西
両
序
の
執
事
を
新
設
し
た
。

　
禅
寺
に
お
け
る
東
西
両
序
の
執
事
の
職
務
は
、
費
隠
が
「
蓋
し
両
序
の
設
け
は
、
衆
の
為
に
事
を
弁
し
、
而
し
て
交
わ
っ
て

相
い
肘
臂
と
な
り
、
互
い
に
屏
藩
を
作
り
、
以
っ
て
可
大
可
久
に
宗
猷
を
黼
黻
す
る
。」（
蓋
兩
序
之
設
、
為
眾
辦
事
、
而
交
相
肘
臂
、

互
作
屏
藩
、
以
黼
黻
宗
猷
於
可
大
可
久
。）（
15
）と
言
う
よ
う
に
、
衆
力
を
集
め
て
寺
務
を
運
営
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
嘉
興
府
海
塩
県
金
粟
山
広
慧
禅
寺
に
在
住
し
た
崇
禎
十
二
年
（
一
六
三
九
）、
費
隠
は
そ
れ
ま
で
の
寺
院
住
持
の
経
験
を
活
か

し
、『
百
丈
清
規
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
、『
叢
林
両
序
須
知
』
を
撰
し
て
、
寺
院
の
西
序
に
お
け
る
首
座
、
西
堂
、
書
記
、
蔵

主
、
知
客
、
浴
主
、
圊
頭
、
方
丈
侍
者
、
東
序
に
お
け
る
監
寺
、
維
那
、
副
寺
、
典
座
、
直
歳
な
ど
が
担
う
べ
き
職
務
を
明
確

に
規
定
し
た（
16
）。

　
径
山
入
院
の
当
日
、
費
隠
は
東
西
両
序
の
執
事
を
確
立
し
、
上
堂
説
法
を
し
た
。

　
　
　「
両
序
を
立
て
、
上
堂
す
。
師
は
座
を
升
っ
て
云
く
：
挙
一
明
三
な
れ
ば
、
目
機
銖
両
な
り
。
山
を
隔
て
煙
を
見
れ
ば
、
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便
ち
是
れ
火
を
知
り
、
牆
を
隔
て
角
を
見
れ
ば
、
便
ち
是
れ
牛
を
知
り
、
此
れ
は
衲
僧
の
本
分
の
伶
俐
な
り
。
若
し
恁
麼

に
本
分
の
伶
俐
を
具
え
れ
ば
、
則
ち
法
幢
を
処
処
に
建
立
し
、
宗
旨
を
在
在
に
弘
通
し
、
克
符
や
普
化
と
把
臂
共
行
す
る

こ
と
に
堪
え
、
ま
た
懶
安
や
潙
仰
と
一
鼻
出
氣
す
。
同
く
向
上
の
宗
猷
を
顕
し
、
共
に
祖
庭
の
亀
鏡
を
維
つ
。
長
河
を
攪

し
て
酥
酪
と
為
し
、
信
手
に
拈
来
し
、
大
地
を
変
え
て
黄
金
と
作
り
、
満
口
に
道
出
す
。
故
に
曰
わ
く
：
人
は
能
く
道
を

弘
め
、
道
は
人
を
弘
む
に
非
ず
。
た
だ
永
遠
奉
重
の
一
句
の
如
し
、
ま
た
作
麼
生
？
信
に
仏
法
無
多
子
を
知
り
、
荷
任
し

て
久
長
な
れ
ば
難
く
人
を
得
る
。
拄
杖
を
卓
し
て
下
座
す
。」（
立
兩
序
、
上
堂
。
師
升
座
云
：
舉
一
明
三
、
目
機
銖
兩
。
隔
山

見
煙
、
便
知
是
火
、
隔
牆
見
角
、
便
知
是
牛
、
此
是
衲
僧
本
分
底
伶
俐
。
若
具
恁
麼
本
分
伶
俐
、
則
法
幢
處
處
建
立
、
宗
旨
在
在
弘
通
、

堪
與
克
符
普
化
把
臂
共
行
、
亦
與
懶
安
潙
仰
一
鼻
出
氣
。
同
顯
向
上
宗
猷
、
共
維
祖
庭
龜
鏡
。
攪
長
河
為
酥
酪
、
信
手
拈
來
、
變
大
地

作
黄
金
、
滿
口
道
出
。
故
曰
：
人
能
弘
道
、
非
道
弘
人
。
秪
如
永
遠
奉
重
一
句
、
又
作
麼
生
？
信
知
佛
法
無
多
子
、
荷
任
久
長
難
得
人
。

卓
拄
杖
下
座
。）（
17
）

　
第
二
に
、
費
隠
は
清
規
を
整
え
、
古
制
を
復
し
、
悪
い
徒
衆
を
教
化
し
、
有
徳
の
僧
侶
を
引
き
上
げ
た
。

　
順
治
七
年
（
一
六
五
〇
）
十
一
月
、
費
隠
が
径
山
に
入
院
し
た
際
、
径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
は
既
に
住
持
の
空
席
が
長
く
続
い

て
お
り
、
修
業
を
怠
る
僧
侶
の
戒
律
は
弛
ん
で
い
た
。
そ
の
故
、
費
隠
は
戒
律
や
清
規
の
整
頓
を
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
費

隠
の
年
譜
に
は
次
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　「
順
治
七
年
庚
寅
。
師
五
十
八
歳
。
…
。
蘇
杭
の
当
道
の
紳
士
は
師
を
請
っ
て
径
山
に
住
せ
し
む
。
内
翰
の
範
公
周
は

疏
を
撰
し
、
其
の
略
は
云
わ
く
：
脈
は
広
慧
の
微
伝
に
接
し
、
心
は
曹
渓
の
正
印
を
握
る
。
風
を
敲
き
雨
を
打
て
ば
、
任
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せ
て
玉
麟
を
撃
碎
せ
し
む
。
飯
を
吃
し
衣
を
穿
け
ば
、
是
れ
処
に
鐵
馬
を
倒
騎
す
。
大
司
空
の
豈
凡
金
公
は
疏
し
て
云
わ

く
：
徹
地
通
天
す
れ
ば
、
百
萬
の
魔
嬈
は
影
を
戢
す
。
拖
泥
帶
水
す
れ
ば
、
大
千
世
界
は
恩
を
知
る
。
師
は
其
の
請
を
允

し
、
十
一
月
二
十
七
日
に
入
院
す
。
径
山
は
祖
庭
と
為
る
と
雖
も
、
い
か
ん
ぞ
法
席
は
久
し
く
虚
し
く
な
り
、
荒
乱
は
相

い
仍
な
り
、
僧
規
は
雕
弊
し
、
百
廃
は
未
だ
挙
げ
ず
。
師
は
住
し
た
後
、
駢
聚
し
て
数
千
指
な
り
、
清
規
を
粛
整
し
、
古

制
を
興
復
し
、
頑
を
駆
し
て
德
を
植
し
、
煥
然
と
し
て
改
観
す
。
時
に
諸
方
は
混
濫
な
る
と
も
、
師
は
独
り
に
孤
峰
に
卓

立
し
、
法
道
は
頼
っ
て
以
っ
て
砥
柱
し
、
四
方
の
品
行
が
超
越
す
る
者
は
み
な
こ
こ
に
趨
向
す
。」（
順
治
七
年
庚
寅
。
師
五

十
八
歳
。
…
。
蘇
杭
當
道
紳
士
請
師
住
徑
山
。
内
翰
範
公
周
撰
疏
、
其
略
云
：
脈
接
廣
慧
微
傳
、
心
握
曹
溪
正
印
。
敲
風
打
雨
、
任
教
擊

碎
玉
麟
。
吃
飯
穿
衣
、
是
處
倒
騎
鐵
馬
。
大
司
空
豈
凡
金
公
疏
云
：
徹
地
通
天
、
百
萬
魔
嬈
戢
影
。
拖
泥
帶
水
、
大
千
世
界
知
恩
。
師
允

其
請
、
於
十
一
月
二
十
七
日
入
院
。
徑
山
雖
為
祖
庭
、
奈
法
席
久
虚
、
荒
亂
相
仍
、
僧
規
雕
弊
、
百
廢
未
舉
。
師
住
後
、
駢
聚
數
千
指
、
肅

整
清
規
、
興
復
古
制
、
驅
頑
植
德
、
煥
然
改
觀
。
時
諸
方
混
濫
、
師
獨
卓
立
孤
峰
、
法
道
賴
以
砥
柱
、
四
方
品
行
超
越
者
咸
趨
向
焉
。）（
18
）

　
第
三
に
、
費
隠
は
対
機
説
法
を
続
け
、
法
嗣
を
育
成
し
、
臨
済
宗
の
禅
風
を
弘
布
し
た
。

　
例
え
ば
、
新
し
い
方
丈
が
建
て
ら
れ
た
時
、
費
隠
は
次
の
よ
う
に
説
法
し
た
。

　
　
　「
両
序
の
耆
舊
と
大
衆
は
師
を
請
っ
て
新
建
の
大
方
丈
に
進
む
。
師
は
据
立
し
て
云
わ
く
：
衆
木
は
林
を
成
し
、
衆
鐵

は
釜
と
為
す
。
方
丈
は
成
る
と
雖
も
、
多
く
諸
昆
仲
を
賴
っ
て
お
の
お
の
只
手
を
出
し
、
以
っ
て
規
模
を
就
す
。
老
僧
は

者
裏
に
坐
れ
ば
、
祖
道
を
恢
弘
し
、
人
天
を
指
点
し
、
正
脈
を
流
伝
し
、
後
賢
を
接
続
す
る
こ
と
に
過
ぎ
ず
。
昔
日
に
風

雲
は
多
く
際
会
し
、
今
朝
に
ま
た
好
因
縁
を
見
る
。
遂
に
一
喝
を
喝
し
、
坐
に
就
く
。」（
兩
序
耆
舊
同
大
眾
請
師
進
新
建
大
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方
丈
。
師
據
立
云
：
眾
木
成
林
、
眾
鐵
為
釜
。
方
丈
雖
成
、
多
賴
諸
昆
仲
各
出
只
手
、
以
就
規
模
。
老
僧
坐
在
者
裏
、
不
過
恢
弘
祖
道
、

指
點
人
天
、
流
傳
正
脈
、
接
續
後
賢
。
昔
日
風
雲
多
際
會
、
今
朝
復
見
好
因
縁
。
遂
喝
一
喝
、
就
坐
。）（
19
）

　
日
常
の
説
法
以
外
で
も
、
費
隠
は
ま
た
問
題
を
出
し
て
参
学
の
僧
を
勘
験
し
、
在
家
の
居
士
に
詩
偈
を
贈
っ
て
啓
発
を
与
え

た
。
彼
の
年
譜
に
は
、
次
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　「
順
治
八
年
辛
卯
。
師
五
十
九
歳
。
鐵
舟
済
に
付
す
。
時
に
飢
饉
に
値
ふ
、
師
は
径
山
の
最
峻
僻
に
居
し
、
跋
渋
し
易

し
く
せ
ず
、
而
し
て
僧
供
は
缺
罔
し
、
兵
革
は
縦
横
し
、
而
し
て
叢
社
は
奠
安
し
、
み
な
師
の
道
力
が
致
す
所
な
り
。
室

中
に
五
問
を
垂
ら
す
。
一
、
水
既
無
筋
、
為
什
麼
長
流
不
断
。
二
、
仏
祖
公
案
猶
空
中
紙
鷂
、
向
何
処
收
取
線
索
。
三
、

鵬
摶
峰
与
晏
坐
峰
相
交
、
且
道
説
個
什
麼
。
四
、
風
扇
大
野
、
畢
竟
作
何
形
色
。
五
、
望
江
亭
上
垂
機
、
誰
是
知
音
。
一

時
に
酬
語
す
れ
ば
、
機
に
契
す
る
者
は
罕
な
り
。
偈
を
以
っ
て
寄
っ
て
檇
李
の
譚
公
埽
庵
を
候
し
、
筆
騰
水
月
三
千
頃
、

舌
吐
河
沙
萬
斛
奇
の
句
有
り
。」（
順
治
八
年
辛
卯
。
師
五
十
九
歳
。
付
鐵
舟
濟
。
時
値
饑
饉
、
師
居
徑
山
最
峻
僻
、
跋
渋
不
易
、
而

僧
供
罔
缺
、
兵
革
縱
橫
、
而
叢
社
奠
安
、
皆
師
道
力
所
致
。
於
室
中
垂
五
問
。
一
、
水
既
無
筋
、
為
什
麼
長
流
不
斷
。
二
、
佛
祖
公
案

猶
空
中
紙
鷂
、
向
何
處
收
取
線
索
。
三
、
鵬
摶
峰
與
晏
坐
峰
相
交
、
且
道
説
個
什
麼
。
四
、
風
扇
大
野
、
畢
竟
作
何
形
色
。
五
、
望
江

亭
上
垂
機
、
誰
是
知
音
。
一
時
酬
語
、
罕
契
機
者
。
以
偈
寄
候
檇
李
譚
公
埽
庵
、
有
筆
騰
水
月
三
千
頃
、
舌
吐
河
沙
萬
斛
奇
之
句
。）（
20
）

　
四
つ
目
に
、
費
隠
は
寺
産
を
護
り
、
新
し
い
伽
藍
を
建
て
、
ま
た
官
府
を
説
得
し
て
寺
の
賦
役
を
免
除
し
た
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
費
隠
の
年
譜
に
は
次
の
二
則
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。
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　「
順
治
八
年
辛
卯
。
師
五
十
九
歳
。
…
。
径
山
の
晏
坐
峰
は
乃
ち
大
殿
の
左
脈
、
下
は
即
ち
張
九
成
建
て
る
所
の
無
垢

軒
な
り
。
前
の
主
僧
は
事
に
因
っ
て
房
僧
に
券
質
し
た
。
師
は
常
住
に
贖
帰
し
、
重
ね
て
室
に
無
垢
軒
を
榜
し
、
古
跡
は

ふ
た
た
び
顕
れ
、
山
は
樵
采
の
累
無
し
。
…
。
冬
、
徐
覲
周
は
七
袟
な
り
、
師
は
偈
を
作
っ
て
贈
祝
す
。
祖
堂
は
混
雜
し
、

賓
主
は
分
ら
ず
。
師
は
殿
右
に
列
祖
堂
を
建
て
、
以
っ
て
本
山
の
歴
代
の
開
法
住
持
を
祠
り
、
凡
そ
八
十
一
代
な
り
。
殿

左
に
方
来
名
宿
堂
を
建
て
、
以
っ
て
諸
方
の
観
光
流
寓
の
者
を
奉
じ
る
。
不
動
軒
の
後
に
方
丈
を
建
て
、
凡
そ
五
楹
な
り
。

祖
席
の
規
模
は
大
略
に
具
備
す
。
臘
月
、
古
灯
伝
の
為
に
薙
染
し
、
偈
を
以
っ
て
示
す
。
宋
の
無
準
範
禅
師
は
径
山
の
四

十
二
代
住
持
と
為
り
、
臨
済
二
十
四
世
孫
を
嗣
ぎ
、
師
の
十
七
世
祖
な
り
。
暮
年
に
張
堰
に
退
居
し
、
雲
水
を
接
待
し
、

頃
に
叢
席
を
成
し
、
規
制
は
壮
麗
な
り
。
仁
宗
皇
帝
は
御
書
し
て
額
の
萬
年
正
続
を
賜
う
。
示
寂
の
後
、
全
身
は
寺
傍
に

塔
す
。
師
は
塔
を
修
め
て
祀
掃
せ
ん
と
欲
す
。
故
址
は
湮
没
し
、
徘
徊
し
て
傷
悼
し
、
偈
を
作
っ
て
感
を
志
す
。
径
山
の

一
席
は
、
衰
を
積
ん
で
既
に
久
し
、
兼
ね
て
兵
燹
を
以
っ
て
交
訌
す
。
師
は
独
り
に
艱
険
を
避
け
ず
、
権
衡
し
て
静
鎮
し
、

寛
厳
は
並
び
に
済
み
、
力
を
竭
し
て
主
持
し
、
魔
外
は
因
っ
て
冰
釈
し
、
祖
制
は
得
て
重
煥
を
以
っ
て
す
。」（
順
治
八
年

辛
卯
。
師
五
十
九
歳
。
…
。
徑
山
晏
坐
峰
、
乃
大
殿
左
脈
、
下
即
張
九
成
所
建
無
垢
軒
。
前
主
僧
因
事
券
質
房
僧
、
師
贖
歸
常
住
、
重

榜
無
垢
軒
於
室
、
古
跡
復
顯
、
山
無
樵
采
之
累
。
…
。
冬
、
徐
覲
周
七
袟
、
師
作
偈
贈
祝
。
祖
堂
混
雜
、
賓
主
不
分
。
師
建
列
祖
堂
於

殿
右
、
以
祠
本
山
歴
代
開
法
住
持
、
凡
八
十
一
代
。
建
方
來
名
宿
堂
於
殿
左
、
以
奉
諸
方
觀
光
流
寓
者
。
建
方
丈
於
不
動
軒
後
、
凡
五
楹
。

祖
席
規
模
、
大
略
具
備
。
臘
月
、
為
古
燈
傳
薙
染
、
示
以
偈
。
宋
無
准
範
禪
師
為
徑
山
四
十
二
代
住
持
、
嗣
臨
濟
二
十
四
世
孫
、
師
十

七
世
祖
。
暮
年
退
居
張
堰
、
接
待
雲
水
、
頃
成
叢
席
、
規
制
壯
麗
。
仁
宗
皇
帝
御
書
賜
額
萬
年
正
續
。
示
寂
後
、
全
身
塔
於
寺
傍
。
師

欲
修
塔
祀
掃
。
故
址
湮
沒
、
徘
徊
傷
悼
、
作
偈
志
感
。
徑
山
一
席
、
積
衰
既
久
、
兼
以
兵
燹
交
訌
。
師
獨
不
避
艱
險
、
權
衡
靜
鎮
、
寬

嚴
並
濟
、
竭
力
主
持
、
魔
外
因
而
冰
釋
、
祖
制
得
以
重
煥
云
。）（
21
）
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　「
順
治
九
年
壬
辰
。
師
六
十
歳
。
…
。
径
山
旧
に
上
高
地
に
山
田
を
置
き
、
方
は
お
の
お
の
五
十
餘
畝
な
り
。
嘯
聚
の

後
、
賣
主
佃
戸
は
構
結
し
て
已
ま
ず
、
息
を
得
る
所
無
し
、
徒
に
為
に
餉
を
輸
す
。
師
は
償
を
責
め
ず
、
竟
に
其
の
業
を

還
す
。
費
令
公
に
書
を
致
し
、
査
收
し
て
冊
を
入
れ
る
。
数
載
の
陰
霾
は
、
一
旦
に
廓
清
す
。
時
に
有
司
は
僧
綱
の
職
を

以
っ
て
、
強
い
て
各
房
の
僧
を
こ
れ
に
任
じ
る
。
房
僧
は
其
の
役
を
艱
と
す
。
師
は
令
公
に
書
を
致
し
て
之
を
免
れ
る
。

師
は
本
寺
の
人
境
参
差
を
見
、
其
の
弊
を
清
め
ん
と
欲
し
、
乃
ち
云
わ
く
：
山
僧
は
今
よ
り
ま
た
剃
染
の
徒
衆
を
受
け
ず
、

汝
等
は
当
に
矜
式
有
る
べ
し
。
時
に
合
山
は
肅
然
に
し
て
稟
型
す
。
列
祖
名
宿
二
堂
方
丈
は
倶
に
告
成
す
。
師
は
記
を
作

っ
て
以
っ
て
其
の
事
を
紀
し
、
語
は
径
山
随
応
録
中
に
載
せ
る
。」（
順
治
九
年
壬
辰
。
師
六
十
歳
。
…
。
徑
山
舊
置
山
田
於
上

高
地
、
方
各
五
十
餘
畝
。
嘯
聚
後
、
賣
主
佃
戸
構
結
不
已
、
無
所
得
息
、
徒
為
輸
餉
。
師
不
責
償
、
竟
還
其
業
。
致
書
費
令
公
、
査
收

入
冊
。
數
載
陰
霾
、
一
旦
廓
清
。
時
有
司
以
僧
綱
職
、
強
各
房
僧
任
之
。
房
僧
艱
其
役
。
師
致
書
令
公
免
之
。
師
見
本
寺
人
境
參
差
、

欲
清
其
弊
、
乃
云
：
山
僧
從
今
亦
不
受
剃
染
徒
眾
、
汝
等
當
有
矜
式
。
時
合
山
肅
然
稟
型
。
列
祖
名
宿
二
堂
方
丈
、
倶
告
成
。
師
作
記

以
紀
其
事
、
語
載
徑
山
隨
應
録
中
。）（
22
）

　
以
上
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
費
隠
は
径
山
に
宋
代
の
遺
跡
無
垢
軒
を
回
復
し
、
新
し
い
列
祖
堂
、
方
来
名
宿
堂
、
方
丈
を
建
て
、

ま
た
十
七
世
祖
の
無
準
師
範
の
塔
墓
を
探
し
、
再
建
し
ょ
う
と
し
た
。

五
、
著
述
伝
道
の
努
力

　
五
つ
目
に
、
費
隠
は
著
述
伝
道
を
重
視
し
た
。
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径
山
在
住
の
中
、
費
隠
は
『
禅
宗
漁
樵
集
』
を
編
成
し
、『
五
灯
厳
統
』
を
刊
行
し
、
ま
た
径
山
の
寺
志
を
撰
述
し
は
じ
め

た
。

　
順
治
九
年
（
一
六
五
二
）
八
月
、
当
時
の
禅
林
に
表
れ
る
無
原
則
な
師
資
授
受
、
無
原
則
な
開
堂
説
法
の
混
乱
を
糾
正
す
る

た
め
、
費
隠
は
歴
代
に
お
け
る
真
の
修
業
に
励
み
、
世
俗
の
虚
名
や
利
益
に
溺
れ
な
い
高
僧
の
事
跡
を
集
め
、
彼
ら
の
徳
風
を

讃
え
て
、『
禅
宗
漁
樵
集
』
を
編
成
し
た（
23
）。
そ
の
序
に
、
費
隠
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

　
　
　「
か
の
叢
林
秋
晩
、
法
道
凋
傷
を
慨
す
。
多
く
見
る
、
諸
方
は
材
器
を
択
ば
ず
、
接
受
を
濫
觴
す
る
こ
と
を
。
致
す
、

斯
等
の
人
、
才
か
に
禅
社
を
出
で
ば
、
便
ち
応
世
為
人
せ
ん
と
欲
す
こ
と
を
。
全
く
操
践
行
持
無
し
、
随
処
に
依
草
附
木

す
。
神
宇
路
廊
は
都
て
開
堂
の
地
と
作
し
、
以
っ
て
宗
を
建
て
て
旨
を
立
つ
。
自
古
の
風
範
は
之
を
較
べ
れ
ば
、
甚
だ
先

覚
を
玷
す
。
吾
は
知
る
、
教
外
の
具
瞻
、
此
の
一
変
を
出
で
ば
、
何
時
に
し
て
底
止
を
得
る
を
知
ら
ざ
る
こ
と
を
。···

。

是
を
以
っ
て
漁
樵
の
中
に
向
っ
て
高
流
を
採
集
し
、
僧
宝
を
蒐
羅
し
、
輒
ち
一
た
び
評
贊
す
。
以
っ
て
四
海
の
禅
徒
に
勧

む
、
必
ず
し
も
剛
腸
の
志
を
将
っ
て
、
浮
名
の
上
に
没
汨
せ
ざ
る
を
。···

。
順
治
壬
辰
年
の
中
秋
、
径
山
費
隠
容
老
僧
識

す
。」（
慨
夫
叢
林
秋
晩
、
法
道
凋
傷
。
多
見
諸
方
不
擇
材
器
、
濫
觴
接
受
。
致
斯
等
人
才
出
禪
社
、
便
欲
應
世
為
人
。
全
無
操
踐
行
持
、

隨
處
依
草
附
木
。
神
宇
路
廊
、
都
作
開
堂
之
地
、
以
建
宗
立
旨
。
自
古
風
範
較
之
、
甚
玷
先
覺
。
吾
知
教
外
具
瞻
、
出
此
一
變
、
不
知

何
時
而
得
底
止
。···

。
是
以
向
漁
樵
中
採
集
高
流
、
蒐
羅
僧
寶
、
輒
一
評
贊
。
以
勸
乎
四
海
禪
徒
、
不
必
將
剛
腸
之
志
、
沒
汨
於
浮
名

之
上
。···

。
順
治
壬
辰
年
中
秋
徑
山
費
隠
容
老
僧
識
。）（
24
）

　
順
治
十
年
（
一
六
五
三
）
閏
六
月
、
費
隠
は
法
嗣
百
痴
行
元
や
居
士
の
徐
昌
治
、
李
士
材
ら
の
助
力
で
、
金
粟
山
広
慧
禅
寺
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に
住
し
て
い
た
崇
禎
十
五
年
（
一
六
四
二
）
よ
り
編
修
し
始
め
た
禅
宗
史
伝
の
『
五
灯
厳
統
』
を
刊
行
し
た（
25
）。『
五
灯
厳
統
』

は
南
宋
の
『
五
灯
会
元
』
を
引
き
継
い
だ
南
宋
以
後
の
僧
伝
を
掲
載
し
、
禅
林
の
乱
れ
を
食
い
止
め
、
嗣
法
伝
承
の
正
常
化
を

目
指
し
た
。
そ
の
序
に
、
費
隠
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　「
今
や
遍
地
に
弥
漫
し
、
統
を
乱
れ
て
稽
ふ
こ
と
莫
し
、
稻
麻
竹
葦
の
如
し
、
到
る
処
に
混
擾
す
。
致
す
、
満
世
間
の

人
が
み
な
知
覚
せ
ず
、
恬
と
し
て
怪
と
為
さ
ず
こ
と
を
。
意
わ
ざ
り
き
、
禅
宗
の
一
事
、
重
さ
が
単
絲
系
鼎
の
如
し
、
延

び
て
今
に
到
り
、
此
く
の
如
く
濁
惡
せ
ん
と
は
、
其
の
淵
源
を
掬
す
べ
か
ら
ず
。
あ
あ
惜
し
い
哉
！
教
外
别
传
、
直
指
の

道
は
将
に
い
ず
く
ん
ぞ
寄
ら
ん
と
す
？
容
や
、
密
雲
先
師
に
機
契
す
る
自
り
以
来
、
此
の
事
を
主
盟
し
て
、
已
に
二
十
餘

春
。
此
の
歴
來
の
訛
偽
を
覧
、
並
び
に
斯
世
の
混
淆
を
見
、
毎
に
捫
臆
痛
心
し
、
自
ら
安
ん
ず
る
こ
と
は
能
わ
ず
。
故
に

始
め
て
一
た
び
宗
門
中
の
事
有
る
を
知
り
、
便
ち
願
を
発
し
て
一
た
び
筆
を
展
べ
ん
と
欲
す
。」（
今
也
彌
漫
遍
地
、
亂
統
莫

稽
、
如
稻
麻
竹
葦
、
到
處
混
擾
。
致
滿
世
間
人
皆
不
知
覺
、
恬
不
為
怪
。
不
意
禪
宗
一
事
、
重
如
單
絲
系
鼎
、
延
到
於
今
、
如
此
濁
惡
、

莫
可
掬
其
淵
源
。
於
戯
惜
哉
！
教
外
别
传
直
指
之
道
、
將
安
寄
焉
？
容
也
自
機
契
密
雲
先
師
以
來
、
主
盟
此
事
、
已
二
十
餘
春
。
覽
此

歴
來
訛
偽
、
并
見
斯
世
混
淆
、
毎
捫
臆
痛
心
、
不
能
自
安
。
故
始
一
知
有
宗
門
中
事
、
便
發
願
欲
一
展
筆
。）（
26
）

　『
五
灯
厳
統
』
の
刊
行
と
同
時
に
、
費
隠
は
径
山
寺
志
の
編
纂
に
着
手
し
は
じ
め
た
。
彼
の
年
譜
に
、「
順
治
十
年
癸
巳
。
師

六
十
一
歳
。
…
。
閏
六
月
、
五
灯
厳
統
成
。
…
。
本
山
の
旧
志
は
紊
亂
訛
雜
し
、
師
は
古
灯
伝
を
命
じ
て
重
修
し
、
計
っ
て
八

卷
な
り
。」（
順
治
十
年
癸
巳
。
師
六
十
一
歳
。
…
。
閏
六
月
、
五
燈
嚴
統
成
。
…
。
本
山
舊
志
紊
亂
訛
雜
、
師
命
古
燈
傳
重
修
、
計
八
卷
。）（
27
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
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以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
費
隠
は
径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
の
復
興
に
情
熱
を
燃
や
し
尽
力
し
た
。
し
か
し
、『
五
灯
厳
統
』
を

巡
る
訴
訟
が
起
こ
り
、
順
治
十
一
年
（
一
六
五
四
）
四
月
、
費
隠
も
径
山
興
聖
万
寿
寺
を
退
出
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た（
28
）。

そ
の
た
め
、
彼
の
径
山
復
興
の
事
業
は
挫
折
し
た
。

　『
五
灯
厳
統
』
は
当
時
曹
洞
宗
の
名
僧
で
あ
る
晦
台
元
鏡
（
一
五
七
七
―
一
六
三
〇
）、
永
覚
元
賢
（
一
五
七
八
―
一
六
五
七
）
の

法
は
伝
承
さ
れ
て
お
ら
ず
、
無
明
慧
経
、
湛
然
円
澄
の
嗣
法
は
不
明
確
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
曹
洞
宗
の
三
宜

明
盂
（
一
五
九
九
―
一
六
六
五
）、
遠
門
浄
柱
（
一
六
〇
一
―
一
六
五
四
）
な
ど
は
激
し
く
反
発
し
、
そ
の
流
通
を
阻
止
す
る
た
め

に
浙
江
省
府
に
訴
訟
を
し
た
。
当
時
の
浙
江
省
府
の
官
員
が
曹
洞
宗
の
僧
侶
と
親
交
を
持
ち
、
彼
ら
に
偏
る
実
情
が
あ
っ
た
故
、

費
隠
は
敗
訴
し
、『
五
灯
厳
統
』
の
板
木
も
焼
毁
処
分
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
順
治
十
四
年
（
一
六
五
七
）
五
月
、
新

任
の
浙
江
省
府
官
員
は
以
前
の
『
五
灯
厳
統
』
の
処
分
に
翻
案
を
加
え
、
費
隠
が
径
山
住
持
に
戻
る
こ
と
を
許
し
た
が
、
費
隠

は
二
度
と
径
山
に
住
す
る
気
が
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
、
日
本
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）、
日
本
に
渡
っ
た
費
隠
の
法
嗣
隠
元
隆

琦
は
摂
津
普
門
福
元
寺
（
現
大
阪
府
高
槻
市
普
門
寺
）
に
お
い
て
『
五
灯
厳
統
』
を
重
刻
し
た
。
こ
の
故
、『
五
灯
厳
統
』
は
日

本
で
広
く
読
ま
れ
、
そ
の
覆
刻
本
が
大
陸
に
も
回
流
し
た（
29
）。

六
、
臨
済
宗
径
山
派
の
流
伝

　
順
治
十
八
年
（
一
六
六
〇
）
三
月
二
十
九
日
、
費
隠
は
嘉
興
府
崇
徳
県
福
厳
禅
寺
に
お
い
て
示
寂
し
た
。
そ
の
生
涯
に
、
費

隠
は
三
十
年
近
く
法
を
弘
め
、
十
箇
所
以
上
の
道
場
で
住
持
を
務
め
、
隠
元
隆
琦
や
亘
信
行
弥
を
含
め
、
六
十
四
名
の
法
子
を

育
て
た（
30
）。
本
師
密
雲
円
悟
の
開
い
た
臨
済
宗
天
童
派
の
中
で
、
費
隠
の
門
流
が
盛
ん
と
な
り
、
今
日
に
至
る
。



132

　
費
隠
の
寂
後
、
そ
の
弟
子
た
ち
は
、
彼
の
生
涯
の
事
跡
を
次
の
よ
う
に
纏
め
て
讃
え
た
。

　
　
　「
嗣
法
の
弟
子
隆
琦
ら
は
六
十
四
人
。
他
に
偈
を
与
え
て
語
を
示
し
、
及
び
参
叩
し
て
得
有
る
者
の
如
し
、
名
公
巨
儒

は
、
指
屈
に
勝
て
ず
、
要
は
み
な
身
ら
爐
鞴
に
入
り
、
法
味
を
染
指
し
、
厚
德
邃
養
し
、
大
受
用
を
得
る
者
な
る
や
。
師

は
天
童
の
重
任
を
担
荷
し
、
至
敬
至
孝
し
、
道
を
行
っ
て
三
十
餘
載
、
諸
方
に
表
冠
し
、
八
極
に
麾
斥
す
。
直
心
直
行
し
、

虚
公
し
て
我
無
し
、
奪
食
駆
耕
し
、
鉗
錘
は
毒
辣
し
、
機
用
は
全
提
す
。
稍
に
枝
葉
差
互
す
る
こ
と
有
れ
ば
、
痛
く
弾
斥

を
与
え
る
。
学
徒
は
参
扣
し
、
日
に
玄
奥
に
臻
り
、
之
を
拒
ん
で
も
ま
す
ま
す
来
、
之
を
懲
ら
し
で
も
ま
す
ま
す
親
な
り
、

獅
子
が
象
を
捉
っ
て
兔
を
捉
ま
る
こ
と
の
如
し
、
倶
に
全
力
を
用
い
、
擒
縦
し
て
自
由
な
り
、
た
だ
衲
僧
を
以
っ
て
性
命

と
為
す
。
上
に
宸
扆
公
卿
よ
り
、
下
に
閭
閻
負
販
に
逮
び
、
情
と
無
情
は
尊
仰
す
る
こ
と
莫
れ
。
即
ち
平
時
に
指
摘
を
受

け
て
毀
っ
て
且
つ
忌
む
者
は
、
ま
た
鉗
啄
結
舌
し
、
歎
息
追
悔
し
て
自
ら
已
ま
ず
。
其
の
摂
化
す
る
所
は
、
委
積
し
て
雲

の
如
し
、
誠
心
し
て
樂
施
し
、
た
だ
或
後
を
恐
れ
る
。
此
れ
は
み
な
法
雨
広
潤
、
慈
雲
弘
被
の
大
較
な
る
や
。
あ
あ
！
師

の
道
は
大
な
り
、
故
に
摂
す
る
者
は
衆
な
り
。
師
の
門
は
竣
な
り
、
故
に
登
る
者
は
難
く
な
り
。
師
の
法
は
厳
な
り
、
故

に
聞
く
者
は
懾
れ
る
。
師
の
德
は
尊
な
り
、
故
に
詒
る
者
は
遠
れ
る
。
筆
舌
は
能
く
其
の
萬
一
を
絵
く
所
に
非
ず
。
謹
ん

で
歳
月
時
日
を
按
じ
、
編
次
を
約
略
し
、
こ
い
ね
が
わ
く
は
天
下
後
世
、
当
に
標
準
有
る
や
。
師
の
世
寿
は
六
十
九
、
法

臘
は
五
十
六
な
り
。
四
十
一
歳
に
黄
檗
に
開
法
す
る
こ
と
自
り
、
蓮
峰
、
法
通
、
金
粟
、
天
童
、
超
果
、
径
山
、
維
摩
、

尭
峰
に
歴
遷
し
、
最
後
に
福
厳
に
示
寂
す
。
十
た
び
に
名
刹
に
坐
り
、
力
め
て
頽
宗
を
挽
く
。
説
法
の
語
録
は
四
冊
十
四

卷
、
及
び
祖
庭
鉗
錘
録
、
心
経
斲
輪
解
、
漁
樵
集
、
掛
瓢
集
、
別
集
、
世
に
並
行
す
。」（
嗣
法
弟
子
隆
琦
等
六
十
四
人
。
他

如
與
偈
示
語
、
及
參
叩
有
得
者
、
名
公
巨
儒
、
指
不
勝
屈
、
要
皆
身
入
爐
鞴
、
染
指
法
味
、
厚
德
邃
養
、
得
大
受
用
者
也
。
師
擔
荷
天
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童
重
任
、
至
敬
至
孝
、
行
道
三
十
餘
載
、
表
冠
諸
方
、
麾
斥
八
極
。
直
心
直
行
、
虚
公
無
我
、
奪
食
驅
耕
、
鉗
錘
毒
辣
、
機
用
全
提
。

稍
有
枝
葉
差
互
、
痛
與
彈
斥
。
學
徒
參
扣
、
日
臻
玄
奧
、
拒
之
益
來
、
懲
之
益
親
、
如
獅
子
捉
象
捉
兔
、
倶
用
全
力
、
擒
縱
自
繇
、
惟

以
衲
僧
為
性
命
。
上
自
宸
扆
公
卿
、
下
逮
閭
閻
負
販
、
情
與
無
情
、
莫
不
尊
仰
。
即
平
時
受
指
摘
而
毀
且
忌
者
、
亦
鉗
啄
結
舌
、
歎
息

追
悔
而
不
自
已
。
其
所
攝
化
、
委
積
如
雲
、
誠
心
樂
施
、
惟
恐
或
後
。
此
皆
法
雨
廣
潤
、
慈
雲
弘
被
之
大
較
也
。
嗚
呼
！
師
之
道
大
、

故
攝
者
眾
。
師
之
門
竣
、
故
登
者
難
。
師
之
法
嚴
、
故
聞
者
懾
。
師
之
德
尊
、
故
詒
者
遠
。
非
筆
舌
所
能
繪
其
萬
一
。
謹
按
歳
月
時
日
、

約
略
編
次
、
庶
天
下
後
世
當
有
標
準
云
爾
。
師
世
壽
六
十
九
、
法
臘
五
十
六
。
自
四
十
一
歳
開
法
黄
檗
、
歴
遷
蓮
峰
、
法
通
、
金
粟
、

天
童
、
超
果
、
徑
山
、
維
摩
、
堯
峰
、
最
後
示
寂
福
嚴
。
十
坐
名
刹
、
力
挽
頽
宗
。
説
法
語
録
四
冊
十
四
卷
、
及
祖
庭
鉗
錘
録
、
心
經

斲
輪
解
、
漁
樵
集
、
掛
瓢
集
、
別
集
、
並
行
於
世
。）（
31
）

　
径
山
興
聖
萬
寿
禅
寺
の
住
持
の
実
績
に
よ
っ
て
、
費
隠
は
時
に
「
径
山
費
隠
容
老
僧
」
と
自
称
し（
32
）、
ま
た
、
信
徒
よ
り

「
径
山
」
と
も
敬
称
を
付
け
ら
れ
た（
33
）。
こ
の
故
、
費
隠
の
門
流
は
臨
済
宗
径
山
派
と
も
呼
ば
れ
る
。

　
費
隠
の
法
子
の
中
で
、
隠
元
隆
琦
（
一
五
九
二
―
一
六
七
三
）
は
臨
済
宗
黄
檗
派
、
亘
信
行
弥
（
一
六
〇
三
―
一
六
五
九
）
は
臨

済
宗
南
山
派
を
開
き
、
本
師
費
隠
の
臨
済
宗
径
山
派
の
中
、
二
大
支
流
と
な
り
、
今
日
ま
で
伝
わ
る
。

　
隠
元
は
福
州
府
福
清
県
林
氏
の
出
身
で
、
崇
禎
七
年
（
一
六
三
四
）
一
月
、
福
清
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
で
費
隠
の
法
を
嗣
ぎ
、

崇
禎
十
年
（
一
六
三
七
）
か
ら
同
十
七
年
（
一
六
四
四
）
ま
で
の
初
住
と
、
南
明
隆
武
二
年
（
一
六
四
六
）
か
ら
永
暦
八
年
（
一
六

五
四
）
の
再
住
と
の
二
回
に
わ
た
っ
て
、
足
掛
け
十
七
年
で
黄
檗
山
を
経
営
し
、
黄
檗
山
教
団
を
作
り
上
げ
、
臨
済
宗
黄
檗
派

を
成
し
た
。
南
明
永
暦
八
年
（
一
六
五
四
）
七
月
、
長
崎
に
渡
り
、
日
本
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
五
月
、
江
戸
幕
府
や
日
本
皇

室
の
支
持
を
得
、
京
都
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
を
創
り
、
日
本
黄
檗
宗
を
開
立
し
た（
34
）。
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亘
信
は
泉
州
府
同
安
県
蔡
氏
の
出
身
で
、
崇
禎
八
年
（
一
六
三
五
）
十
二
月
、
福
清
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
で
費
隠
の
法
を
嗣
ぎ
、

そ
の
後
泉
州
府
南
安
県
羅
山
棲
隠
寺
、
福
州
府
候
官
県
芙
蓉
寺
、
福
清
黄
檗
山
萬
福
禅
寺
、
漳
州
府
南
山
寺
（
南
山
報
劬
禅
寺
）、

漳
浦
県
岱
山
広
岩
、
泉
州
府
承
天
寺
、
南
安
県
九
日
山
延
福
寺
、
惠
安
県
平
山
寺
、
福
州
府
閩
侯
県
雪
峰
崇
聖
禅
寺
、
福
寧
州

寧
徳
県
支
提
山
華
厳
禅
寺
、
福
州
府
内
芝
山
慶
城
寺
な
ど
の
寺
院
に
住
し
た
。
亘
信
は
特
に
福
建
南
部
の
一
円
（
閩
南
）
に
禅

風
を
弘
め
、
二
十
年
以
上
経
て
、
遂
に
漳
州
南
山
寺
を
本
拠
地
と
し
て
、
臨
済
宗
南
山
寺
派
（
南
山
派
と
も
称
す
）
を
開
き
、
閩

南
仏
教
の
主
流
と
な
っ
た（
35
）。

　
法
脈
の
伝
承
に
つ
い
て
、
費
隠
は
嘗
て
福
清
黄
檗
山
住
持
中
の
隠
元
に
、「
上
座
は
既
に
黄
檗
を
主
席
し
、
当
に
煆
煉
衲
子

を
以
っ
て
懐
と
為
し
、
須
臾
に
放
過
す
べ
か
ら
ず
。
た
だ
左
敲
右
激
し
、
挑
剔
成
材
し
、
法
系
を
し
て
直
ち
に
虚
空
と
相
い
終

始
せ
し
む
。
永
遠
に
聯
芳
し
、
断
絕
を
致
さ
ず
。
是
れ
は
老
僧
の
素
望
な
る
や
。」（
上
座
既
主
席
黄
檗
、
當
以
煆
煉
衲
子
為
懷
、
須

臾
不
可
放
過
。
惟
左
敲
右
激
、
挑
剔
成
材
、
使
法
系
直
與
虚
空
相
終
始
。
永
遠
聯
芳
、
不
致
斷
絕
。
是
老
僧
之
素
望
也
。）（
36
）と
嘱
託
を
し
た
。

今
日
ま
で
伝
承
し
て
い
る
臨
済
宗
黄
檗
派
や
南
山
派
の
有
様
は
、
正
に
費
隠
の
希
望
が
実
る
こ
と
だ
ろ
う
。

注（
1
）	

［
宋
］
贊
寧
『
宋
高
僧
傳
』
卷
九
「
唐
杭
州
徑
山
法
欽
傳
」。
大
正
蔵
五
十
冊
№
二
〇
六
一
。

（
2
）	

徑
山
寺
志
の
二
種
：『
徑
山
集
』、［
明
］
釋
宗
凈
集
、
三
卷
、
萬
曆
七
年
（
一
五
七
九
）
原
刻
本
、
二
〇
〇
六
年
版
中
國
佛
寺
志

叢
刊
一
輯
七
八
冊
所
收
。『
徑
山
志
』、［
明
］
宋
奎
光
撰
、
十
四
卷
、
天
啟
四
年
（
一
六
二
四
）
原
刊
本
、
一
九
九
四
年
版
中
國
佛

寺
史
志
匯
刊
一
輯
三
一
冊
所
收
。

（
3
）	

［
宋
］
蘊
聞
編
『
大
慧
普
覺
禪
師
語
録
』、
三
十
卷
。
大
正
蔵
四
十
七
冊
№
一
九
九
八
。

（
4
）	

［
宋
］
宋
濂
『
宋
學
士
集
』
卷
二
十
五
『
翰
苑
別
集
』
卷
五
「
天
界
善
世
禪
寺
第
四
代
覺
原
禪
師
遺
衣
塔
銘
」：「
浮
圖
之
為
禪
學
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者
、
自
隋
唐
以
來
、
初
無
定
止
、
唯
借
律
院
以
居
。
至
宋
而
樓
觀
方
盛
、
然
猶
不
分
等
第
、
唯
推
在
京
巨
刹
為
之
首
。
南
渡
之
後
、

始
定
江
南
為
五
山
十
刹
、
使
其
拾
級
而
升
。
黃
梅
曹
溪
諸
道
場
反
不
與
其
間
、
則
其
去
古
也
益
遠
矣
。」『
宋
學
士
集
』
卷
四
十
『
翰

苑
別
集
』
卷
十
「
住
持
淨
慈
禪
寺
孤
峰
德
公
塔
銘
」：「
古
者
住
持
各
據
席
說
法
、
以
利
益
有
情
、
未
嘗
有
崇
卑
之
位
焉
。
逮
乎
宋
季
、

史
衛
王
奏
立
五
山
十
刹
、
如
世
之
所
謂
官
署
。
其
服
勞
於
其
間
者
、
必
出
世
小
院
、
候
其
聲
華
彰
著
、
然
後
使
之
拾
級
而
升
。
其
得

至
於
五
名
山
、
殆
猶
仕
宦
而
至
將
相
、
為
人
情
之
至
榮
、
無
複
有
所
增
加
。
緇
素
之
人
、
往
往
歆
豔
之
。
然
非
行
業
迥
出
常
倫
、
則

有
未
易
臻
此
者
矣
。」
四
部
叢
刊
初
編
本
、
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
二
六
年
。
ま
た
、［
明
］
田
汝
成
『
西
湖
遊
覽
志
余
』
卷
十
四

「
方
外
玄
蹤
」：「
杭
州
內
外
及
湖
山
之
間
、
唐
已
前
為
三
百
六
十
寺
、
及
錢
氏
立
國
、
宋
朝
南
渡
、
增
為
四
百
八
十
、
海
內
都
會
、

未
有
加
於
此
者
也
。
為
僧
之
派
有
三
、
曰
禪
曰
教
曰
律
。
今
之
講
寺
、
即
宋
之
教
寺
也
。
嘉
定
間
品
第
江
南
諸
寺
、
以
余
杭
徑
山
寺
、

錢
唐
靈
隱
寺
、
淨
慈
寺
、
寧
波
天
童
寺
、
育
王
寺
、
為
禪
院
五
山
。
錢
唐
中
天
竺
寺
、
湖
州
道
場
寺
、
溫
州
江
心
寺
、
金
華
雙
林
寺
、

寧
波
雪
竇
寺
、
台
州
國
清
寺
、
福
州
雪
峰
寺
、
建
康
靈
谷
寺
、
蘇
州
萬
壽
寺
、
虎
丘
寺
、
為
禪
院
十
刹
。
以
錢
唐
上
天
竺
寺
、
下
天

竺
寺
、
溫
州
能
仁
寺
、
寧
波
白
蓮
寺
、
為
教
院
五
山
。
錢
唐
集
慶
寺
、
演
福
寺
、
普
福
寺
、
湖
州
慈
感
寺
、
寧
波
寶
陀
寺
、
紹
興
湖

心
寺
、
蘇
州
大
善
寺
、
北
寺
、
松
江
延
慶
寺
、
建
康
瓦
棺
寺
、
為
教
院
十
刹
。
杭
州
律
院
、
則
昭
慶
寺
、
六
通
寺
、
法
相
寺
、
菩
提

寺
、
內
外
靈
芝
寺
、
不
在
五
山
十
刹
之
列
。」
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
。

（
5
）	

玉
村
竹
二
『
扶
桑
五
山
記
』、
京
都
臨
川
書
店
、
一
九
八
三
年
。

（
6
）	

伊
吹
敦
『
禅
の
歴
史
』、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
年
。

（
7
）	

［
宋
］
宗
會
等
編
『
無
準
師
範
禪
師
語
錄
』、
五
卷
。
新
纂
卍
續
藏
經
七
十
冊
、
番
號
一
三
八
二
。

（
8
）	

福
嶋
俊
翁
『
大
宋
径
山
佛
鑑
無
準
師
範
禪
師
』、
京
都
佛
鑑
禪
師
七
百
年
遠
諱
局
、
一
九
五
〇
年
。

（
9
）	

『
費
隠
禪
師
語
録
』、
十
四
巻
、
附
「
費
隠
禪
師
紀
年
録
」
二
巻
。
隠
元
隆
琦
等
編
。
影
印
明
版
嘉
興
大
藏
経
第
二
六
册
所
收
、
台

北
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
八
七
年
四
月
。

（
10
）	

費
隠
通
容
墨
蹟
：「
從
上
承
領
本
源
、
六
祖
下
、
南
岳
讓
―
馬
祖
一
―
百
丈
海
―
黄
檗
運
―
臨
濟
玄
―
興
化
獎
―
南
院
顒
―
風
穴

沼
―
首
山
念
―
汾
陽
昭
―
石
霜
圓
―
楊
岐
會
―
白
雲
端
―
五
祖
演
―
圓
悟
勤
―
虎
丘
隆
―
應
菴
華
―
密
菴
傑
―
破
菴
先
―
無
準
範
―
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雪
巖
欽
―
高
峰
妙
―
中
峰
本
―
千
巖
長
―
萬
峰
蔚
―
寶
藏
持
―
東
明
旵
―
海
舟
慈
―
寶
峰
瑄
―
天
奇
瑞
―
絕
學
聰
―
月
心
寶
―
禹
門

傳
―
密
雲
悟
、
崇
禎
十
年
住
蓮
峰
院
費
隠
通
容
山
僧
手
書
付
隠
元
琦
禪
人
。」
京
都
黄
檗
山
文
華
殿
存
、
崇
禎
十
年
（
一
六
三
七
）

七
月
、
福
建
省
建
安
県
蓮
峰
院
に
住
す
る
費
隠
の
直
筆
。
ま
た
、
平
久
保
章
『
隠
元
』
三
二
頁
に
所
掲
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四

年
九
月
）。

（
11
）	
『
費
隠
禪
師
語
録
』、
十
四
巻
。

（
12
）	

『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
六
「
上
堂
」。

（
13
）	

『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
六
「
上
堂
」。

（
14
）	

『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
六
「
上
堂
」。

（
15
）	

『
叢
林
兩
序
須
知
』
巻
頭
「
総
引
」。『
叢
林
兩
序
須
知
』、
一
卷
、
明
費
隱
通
容
述
。
崇
禎
十
二
年
（
一
六
三
九
）
成
書
。
新
纂
卍

續
藏
經
六
十
三
冊
、
番
号
一
二
五
一
。

（
16
）	

『
叢
林
兩
序
須
知
』、
一
卷
、
明
代
費
隱
通
容
述
。
崇
禎
十
二
年
（
一
六
三
九
）
成
書
。
新
纂
卍
續
藏
經
六
十
三
冊
、
番
号
一
二
五

一
。

（
17
）	

『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
六
「
上
堂
」。

（
18
）	

『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
十
五
「
費
隱
禪
師
紀
年
録
」
卷
下
。

（
19
）	

『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
七
「
上
堂
」。

（
20
）	

『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
十
五
「
費
隱
禪
師
紀
年
録
」
卷
下
。

（
21
）	

『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
十
五
「
費
隱
禪
師
紀
年
録
」
卷
下
。

（
22
）	

『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
十
五
「
費
隱
禪
師
紀
年
録
」
卷
下
。

（
23
）	

『
禪
宗
漁
樵
集
』、
一
巻
、
費
隱
通
容
編
纂
、
清
の
順
治
九
年
（
一
六
五
二
）
成
書
。
日
本
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
刻
本
、
愛
知

県
黄
檗
堂
文
庫
藏
。

（
24
）	

『
禪
宗
漁
樵
集
』
の
「
序
」。
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（
25
）	

『
五
燈
嚴
統
』、
二
十
五
巻
、
費
隠
通
容
編
。
順
治
十
年
（
一
六
五
三
）
成
書
。
新
編
卍
続
藏
経
第
一
三
九
册
、
台
北
新
文
豊
出
版

公
司
、
一
九
九
五
年
七
月
。

（
26
）	

費
隠
「
五
燈
嚴
統
序
」、『
五
燈
嚴
統
』
巻
頭
。

（
27
）	
『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
十
五
「
費
隱
禪
師
紀
年
録
」
卷
下
。
ま
た
、
徑
山
寺
志
の
二
種
：『
徑
山
集
』（［
明
］
釋
宗
凈
集
、
三
卷
、

萬
曆
七
年
（
一
五
七
九
）
原
刻
本
、
二
〇
〇
六
年
版
中
國
佛
寺
志
叢
刊
一
輯
七
八
冊
所
收
。）、『
徑
山
志
』（［
明
］
宋
奎
光
撰
、
十

四
卷
、
天
啟
四
年
（
一
六
二
四
）
原
刊
本
、
一
九
九
四
年
版
中
國
佛
寺
史
志
匯
刊
一
輯
三
一
冊
所
收
。）
な
お
、
管
見
に
よ
れ
ば
、

費
隠
編
纂
の
径
山
寺
志
は
、
今
日
に
ま
だ
見
付
か
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
28
）	

『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
十
五
「
費
隱
禪
師
紀
年
録
」
卷
下
：「
順
治
十
一
年
甲
午
。
師
六
十
一
歳
。
春
、
作
解
惑
篇
、
並
答
呉
越
諸

縉
紳
書
、
以
息
群
囂
。
四
月
、
師
拽
杖
辭
五
峰
、
作
三
呉
法
喜
之
遊
。」

（
29
）	

拙
稿
「
費
隠
通
容
『
五
燈
嚴
統
』
に
つ
い
て
の
考
察
」、『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』
第
三
号
、
京
都
花
園
大
学
国
際
禅

学
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
三
月
。

（
30
）	

『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
末
刊
記
：「
嗣
法
門
人
隆
琦
、
行
璣
、
行
彌
、
行
元
、
行
密
、
行
定
、
行
鑒
、
行
成
、
行
盛
、
行
己
、
行
宗
、

行
敏
、
行
真
、
寂
坦
、
寂
桴
、
行
舟
、
行
廣
、
規
權
、
大
全
、
行
觀
、
行
古
、
行
宏
、
行
端
、
行
雪
、
行
法
、
行
立
、
行
謙
、
行
然
、

行
潛
、
行
朗
、
行
淨
、
行
明
、
行
臻
、
行
濟
、
行
仁
、
行
中
、
行
敬
、
行
高
、
行
鏡
、
行
湛
、
行
琛
、
行
備
、
行
省
、
行
淩
、
寂
泰
、

元
順
、
寂
乾
、
湛
瑩
、
寂
定
、
行
志
、
行
蔭
、
行
琈
、
智
經
、
行
澗
、
行
會
、
如
信
、
行
俊
等
、
居
士
王
穀
、
嚴
大
參
、
李
中
梓
、

嚴
行
達
、
徐
昌
治
、
董
行
證
、
尼
行
皓
仝
稽
首
刊
行
。」

（
31
）	

『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
十
五
「
費
隱
禪
師
紀
年
録
」
卷
下
「
順
治
十
八
年
辛
丑
」。

（
32
）	

『
禪
宗
漁
樵
集
』
の
「
序
」。

（
33
）	

三
非
性
徹
墨
蹟
、
隠
元
隆
琦
へ
の
書
信
：「
天
童
法
道
首
推
徑
山
、
徑
山
法
道
獨
推
黄
檗
。」
京
都
黄
檗
山
存
。『
旅
日
高
僧
隠
元

中
土
往
来
書
信
集
』、
陳
智
超
、
韋
祖
輝
、
何
齢
修
編
、
五
一
一
頁
所
掲
。
北
京
中
華
全
国
圖
書
館
、
一
九
九
五
年
三
月
。

（
34
）	

『
新
纂
校
訂
隠
元
全
集
』、
平
久
保
章
編
、
東
京
開
明
書
院
、
一
九
七
九
年
十
月
。
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（
35
）	

拙
稿
「
明
末
以
来
閩
南
仏
教
の
諸
流
派
に
つ
い
て
」、『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』
第
四
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
。

（
36
）	

「
復
隱
元
上
座
」、『
費
隱
禪
師
語
録
』
卷
十
一
「
書
問
」。
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『
五
燈
会
元
』「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
を
読
む
（
四
）

本
多
道
隆

　
本
稿
は
、『
五
燈
会
元
』
巻
一
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
に
対
す
る
訳
注
の
試
み
の
第
四
回
目
で
あ
る
。
訳
注
の
意
義
や
本
章
の

構
成
に
つ
い
て
は
、
第
一
回
目
（『
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』
第
四
号
・
二
〇
〇
九
）、
及
び
第
二
回
目
（
同
・
第
五
号
・
二
〇
一
〇
）
冒

頭
の
序
文
で
説
明
し
た
。
前
稿
同
様
、
底
本
に
は
、
廣
文
書
局
影
印
の
宝
祐
刻
本
を
使
用
し
、
中
華
書
局
校
点
本
（
中
国
仏
教

典
籍
選
刊
）
を
参
照
し
た
。
校
本
に
は
、
国
書
刊
行
会
『
新
纂 

大
日
本
続
蔵
経
』
第
八
〇
冊
、
新
文
豊
出
版
公
司
『
明
版
嘉

興
大
蔵
経
』
第
二
四
冊
所
収
の
『
五
燈
会
元
』
を
用
い
た
。
凡
例
は
、（
一
）（
二
）（
三
）
に
掲
載
済
み
で
あ
る
の
で
省
略
す
る
。

〔
二
七
〕　
文
殊
仗
剣

世
尊
因
靈
山（
1
）會
上
、
五
百
比
丘
得
四
禪
定（
2
）、
具
五
神
通（
3
）、
未
得
法
忍（
4
）。
以
宿
命
智
通（
5
）、
各
各
自
見
過
去
殺
父

害
母
、
及
諸
重
罪
、
於
自
心
内
各
各
懷
疑
、
於
甚
深
法（
6
）不
能
證
入
。
於
是
文
殊
承
佛
神
力
、
遂
手
握
利
劔
、
持
逼
如
來
。

世
尊
乃
謂
文
殊
曰
、
住（
7
）、
住
。
不
應
作
逆（
8
）。
勿
得
害
吾
。
吾
必
被
害
、
爲
善
被
害
。
文
殊
師
利
、
爾
從
本
已
來（
9
）無
有

我
人（
10
）。
但
以
内
心
見
有
我
人
、
内
心
起
時
、
我
必
被
害
、
即
名
爲
害
。
於
是
五
百
比
丘
自
悟
本
心
如
夢
如
幻
、
於
夢
幻
中
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無
有
我
人
乃
至
能
生
所
生（
11
）父
母
。
於
是
五
百
比
丘
同
讃
嘆
曰
、
文
殊
大
智
士
、
深
達
法
源（
12
）底
、
自
手
握
利
劔
、
持
逼
如

來
身
。
如
劔
佛
亦
爾
。
一
相
無
有
二（
13
）。
無
相（
14
）無
所
生
。
是
中
云
何
殺
。

＊

世
尊
、
因ち

な
み
に
靈

り
ょ
う

山ぜ
ん

會え

上じ
ょ
う、

五
百
の
比
丘
、
四
禪
定
を
得
て
、
五
神
通
を
具そ

な
う
る
も
、
未
だ
法
忍
を
得
ず
。
宿

し
ゅ
く

命み
ょ
う智ち

通つ
う

を
以
て
、

各
各
自み

ず
から

過
去
に
父
を
殺
し
母
を
害
し
、
及
び
諸
も
ろ
の
重
罪
を
見
て
、
自
心
の
内
に
於
い
て
各
各
疑
を
懷い

だ
き
、
甚じ

ん
深じ

ん
の
法
に

於
い
て
證
入
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
是こ

こ
に
於
い
て
文
殊
、
佛
の
神
力
を
承
け
て
、
遂
に
手
に
利り

劔け
ん

を
握
り
、
持
し
て
如
來
に
逼せ

ま
る
。

世
尊
、
乃
ち
文
殊
に
謂
い
て
曰
く
、「
住や

み
ね
、
住や

み
ね
。
應
に
逆ぎ

ゃ
くを

作な

す
べ
か
ら
ず
。
吾
れ
を
害
す
る
こ
と
を
得
る
こ
と
勿

か
れ
。
吾
れ
必
ず
害
せ
ら
る
れ
ば
、
爲た

め
に
善
く
害
せ
ら
れ
ん
。
文
殊
師
利
、
爾な

ん
じ、

從
じ
ゅ
う

本ほ
ん

已い

來ら
い

、
我が

人に
ん

有
る
こ
と
無
し
。
但た

だ
内

心
に
我が

人に
ん

有
り
と
見
て
、
内
心
起
こ
る
時
、
我が

の
必
ず
害
せ
ら
る
る
を
以
て
、
即
ち
名
づ
け
て
害
と
爲
す
」
と
。
是こ

こ
に
於
い
て

五
百
の
比
丘
、
自み

ず
から

本
心
の
夢
の
如
く
幻
の
如
く
、
夢
幻
の
中う

ち
に
於
い
て
我が

人に
ん

、
乃
至
、
能

の
う

生
し
ょ
う

所し
ょ

生し
ょ
うの

父ぶ

母も

有
る
こ
と
無
き
を

悟
る
。
是こ

こ
に
於
い
て
五
百
の
比
丘
、
同と

も
に
讃
嘆
し
て
曰
く
、「
文
殊
大
智
士
、
深
く
法
源
の
底
に
達
し
、
自み

ず
から

手
に
利
劔
を
握

り
、
持
し
て
如
來
の
身
に
逼せ

ま
る
。
劔つ

る
ぎの

如
く
佛
も
亦
た
爾し

か
り
。
一
相
に
し
て
二
有
る
こ
と
無
し
。
無
相
な
れ
ば
所し

ょ
生し

ょ
う無

し
。
是

の
中う

ち
、
云い

か
ん何

が
殺
さ
ん
」
と
。

＊

　
世
尊
〔
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
〕。
霊

り
ょ
う

鷲じ
ゅ

山せ
ん

で
の
会説

法
の
集
い座

に
お
い
て
、
五
百
人
の
僧
侶
た
ち
は
〔
離
生
喜
楽
・
定
生

喜
楽
・
離
喜
妙
楽
・
非
苦
非
楽
の
〕
四
種
の
禅
定
〔
に
入
る
こ
と
〕
を
得
て
、〔
天
眼
通
・
天
耳
通
・
他
心
通
・
神
足
通
・
宿

命
通
〕
の
五
つ
の
神
通
力
は
具そ

な

わ
っ
て
い
た
が
、〔
無
生
〕
法
忍
〔（
不
生
不
滅
の
理
に
徹
底
し
た
悟
り
）
の
境
地
〕
は
ま
だ
得
て

い
な
か
っ
た
。〔
過
去
世
で
何
を
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
神
通
力
で
あ
る
〕
宿
命
智
通
で
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自み

ず
から

が
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過
去
世
で
父
を
殺
し
た
り
母
を
傷
つ
け
た
り
、
そ
の
他
、
重
罪
〔
を
犯
し
て
い
る
の
〕
を
見
て
、〔
彼
ら
は
〕
自み

ず
から

の
心
の
内

に
各
々
〔
殺
生
な
ど
の
罪
の
た
め
に
、
無
生
法
忍
の
境
地
が
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
〕
疑
念
を
懐い

だ
き
、〔
仏
が
悟

っ
た
微み

妙み
ょ
うで

〕
深
遠
な
法教

え
に
悟
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
文
殊
が
仏
の
神
通
力
を
受
け
て
、
遂
に
鋭
利
な
剣

を
手
に
握
り
、〔
こ
れ
を
〕
携た

ず
さえ

て
如
来
に
迫
っ
た
。
世
尊
は
、
そ
こ
で
文
殊
に
向
か
っ
て
言
っ
た
、「
や
め
な
さ
い
、
や
め
な

さ
い
。
罪
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
。
私
に
危
害
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
。〔
私
の
話
を
聞
い
た
う
え
で
〕
私
が
ど
う
し
て
も
危

害
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
ら
、
甘
ん
じ
て
〔
そ
の
〕
危
害
を
受
け
よ
う
。
文
殊
師
利
よ
、
お
ま
え
に
は
、

本
来
、〔
実
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
〕
我自

己
も
人他

者
も
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
内こ

こ
ろ心

に
〔
実
体
と
し
て
の
〕
我自

己
と
人他

者
が
存
在

す
る
な
ど
と
見
て
、
内こ

こ
ろ心

が
生
起
す
る
と
き
、
我自

己
が
必
ず
や
危
害
を
受
け
る
こ
と
を
、『
害
』
と
名
づ
け
る
」
と
。
そ
こ
で
は

じ
め
て
、
五
百
人
の
僧
侶
た
ち
は
、
本
来
の
心
〔
と
捉
え
て
い
た
も
の
〕
が
夢
や
幻
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、〔
こ
の
〕
夢
幻

の
な
か
で
は
、〔
実
体
と
し
て
の
〕
我自

己
と
人他

者
や
、〔
心
に
〕
生
じ
た
り
生
ぜ
ら
れ
た
り
と
い
っ
た
〔
関
わ
り
の
も
と
に
捉
え
ら
れ

る
べ
き
〕
父
母
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
自み

ず
から

悟
っ
た
。
か
く
し
て
、
五
百
人
の
僧
侶
た
ち
は
、
一
斉
に
讃
歎
し
て

言
っ
た
、「
文
殊
大
智
士
は
、
諸
法
の
根
源
〔
の
蘊
奥
〕
に
達
し
、
進
ん
で
鋭
利
な
剣
を
手
に
握
り
、〔
こ
れ
を
〕
携た

ず
さえ

て
如
来

の
身
に
迫
ら
れ
た
。〔
そ
の
鋭
利
な
〕
剣
の
よ
う
に
、
仏
〔
の
対
応
ぶ
り
〕
も
ま
た
そ
の
よ
う
〔
に
鋭
い
も
の
〕
で
あ
っ
た
。

〔
あ
ら
ゆ
る
事
物
事
象
は
、
如
何
な
る
区
別
も
な
い
〕
一絶

対
平
等相

で
あ
っ
て
二

差
別
対
立が

な
い
。〔
固
定
的
で
実
体
的
な
差
別
の
相す

が
たな

ど
持
た

な
い
〕
無
相
で
あ
る
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
も
な
い
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
ど
う
し
て
〔
父
母
を
〕
殺
せ
よ
う
か
〔
殺
す
こ
と
が

で
き
る
父
母
な
ど
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
の
だ
〕」
と
。

＊

　

※
世
尊
因
靈
山
會
上
…
是
中
云
何
殺
＝
『
大
宝
積
経
』
巻
一
〇
五
「
神
通
証
品 
第
九
」（T11-590b~c

）
に
基
づ
く
話
。『
大
慧
語
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録
』
巻
一
三
（T47-866c

）
や
『
祖
庭
事
苑
』
巻
六
（X64-396a

）
な
ど
に
引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
臨
済
録
』「
示
衆
」
に
も

「
菩
薩
や
羅
漢
も
、
全
て
手て

枷か
せ

足あ
し

枷か
せ

の
よ
う
な
人
を
縛
る
代し

ろ
物も

の
だ
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
文
殊
は

0

0

0

、
剣
に
手
を
か
け
て

0

0

0

0

0

0

0

瞿ゴ
ー
タ
マ曇

を
殺
そ
う
と

0

0

0

0

0

し0

、
鴦お

う
掘く

つ
〔
摩ま

羅ら

〕
は
刀
を
手
に
し
て
、
釈
尊
を
殺あ

や
め
よ
う
と
し
た
の
だ
（
菩
薩
羅
漢
、
尽
是
枷
鎖
、
縛
人
底
物
。
所
以
文
殊
仗
剣

0

0

0

0

、

殺
於
瞿
曇

0

0

0

0

、
鴦
掘
持
刀
、
害
於
釈
氏
）」（T47-502c

、
岩
波
文
庫
本
・p.137

）
と
あ
る
。「
父
を
殺
し
母
を
傷
つ
け
る
」「
仏
に
危

害
を
加
え
る
」
と
い
っ
た
罪
業
は
、
所
謂
「
五
無
間
業
」（
注
8
）
に
相
当
す
る
が
、
例
え
ば
、
同
じ
く
『
臨
済
録
』
で
は
、「
お
ま

え
た
ち
、
ま
ず
は
そ
の
場
そ
の
場
で
主
人
公
と
な
れ
ば
、
自
分
の
い
る
場
が
全
て
真
実
の
場
と
な
り
、
如
何
な
る
境
（
外
的
条
件
）

も
、
そ
の
場
を
取
り
替
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
、
過
去
の
煩
悩
の
名
残
り
や
、
五
無
間
の
罪
業
が
あ
ろ
う
と
も
、
自お

の
ず
と

解
脱
の
大
海
と
な
る
の
だ
（
你
且
随
処
作
主
、
立
処
皆
真
。
境
来
回
換
不
得
。
縦
有
従
来
習
気
五
無
間
業
、
自
為
解
脱
大
海
）」

（「
示
衆
」T47-498a
、
岩
波
文
庫
本
・p.50

）
と
説
か
れ
て
い
る
。

（
1
）	

靈
山
＝
霊
鷲
山
の
こ
と
。
イ
ン
ド
・
ビ
ハ
ー
ル
州
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
、
か
つ
て
の
マ
ガ
ダ
国
の
首
府
ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ

（
王
舎
城
）
に
あ
る
小
高
い
山
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
あ
る
い
は
そ
の
俗
語
形
か
ら
「
耆ぎ

闍じ
ゃ

崛く
っ

山せ
ん

」
と
も
音
写
さ
れ
、「
鷲じ

ゅ
峰ぶ

」
と

も
訳
さ
れ
る
。
頂
上
は
僅
か
に
平
ら
に
な
っ
て
お
り
、
鷲
峰
の
名
は
そ
の
頂
上
の
形
に
由
来
す
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
釈
尊
の
説

法
地
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
、
特
に
『
法
華
経
』『
無
量
寿
経
』
な
ど
は
、
こ
こ
で
説
か
れ
た
と
さ
れ
る
。『
岩
波
』（p.1051

）
参

照
。
禅
門
で
は
、
釈
尊
が
摩
訶
迦
葉
に
付
法
し
た
場
所
と
さ
れ
て
き
た
。〔
三
五
〕「
拈
花
微
笑
」
参
照
。

（
2
）	

四
禪
定
＝
色
界
の
四
種
の
禅
定
。「
四
禅
」「
四
静
慮
」
と
も
い
う
。
色
界
は
三
界
の
う
ち
欲
界
を
超
え
た
清
浄
な
世
界
で
あ
る
が
、

無
色
界
よ
り
下
で
、
未
だ
物
質
性
が
残
っ
て
い
る
。「
初
禅
」
は
欲
望
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
る
喜
び
（
離
生
喜
楽
）、「
二
禅
」
は

禅
定
か
ら
生
ず
る
喜
び
（
定
生
喜
楽
）、「
三
禅
」
は
通
常
の
喜
び
を
超
越
し
た
真
の
喜
び
（
離
喜
妙
楽
）、「
四
禅
」
は
苦
楽
を
超
越

し
た
境
地
（
非
苦
非
楽
）
を
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
と
す
る
。
四
禅
の
そ
れ
ぞ
れ
を
修
し
て
到
達
さ
れ
る
世
界
が
「
四
禅
天
」
で
あ
る
。

『
岩
波
』「
四
禅
」
条
（p.432

）
参
照
。

（
3
）	

五
神
通
＝
〔
一
五
〕
注
（
1
）
参
照
。

（
4
）	

法
忍
＝
〔
二
六
〕
注
（
9
）
参
照
。
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（
5
）	

宿
命
智
通
＝
五
神
通
・
六
神
通
の
一
つ
で
あ
る
宿
命
通
の
こ
と
。
過
去
の
出
来
事
を
知
る
超
人
的
な
智
慧
。
自
他
の
過
去
世
の
寿

命
や
生
存
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
全
て
知
悉
す
る
能
力
。『
中
村
』（p.670

）
参
照
。

（
6
）	

甚
深
法
＝
「
甚
深
微
妙
法
」
の
略
。
深
遠
で
微
妙
な
教
え
。『
中
村
』「
甚
深
微
妙
法
」
条
（p.793

）
参
照
。
例
え
ば
、『
伝
燈

録
』
巻
一
〇
「
長
沙
景
岑
禅
師
」
章
に
「
摩
訶
般
若
照
、
解
脱
甚
深
法
、
法
身
寂
滅
体
、
三
一
理
円
常
、
欲
識
功
斉
処
、
此
名
常
寂

光
」（T51-274c

）
と
あ
る
。

（
7
）	

住
＝
『
禅
語
』
に
「
や
め
る
、
停
止
す
る
」（p.203

）
と
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
、『
碧
巌
録
』
第
六
五
則
・
本
則
評
唱
の
「
眼

云
、
住
住
。
你
擬
向
良
久
処
会
那
」（T48-195c

、
岩
波
文
庫
本
㊥p.294

、
末
木
訳
㊥p.386

）
な
ど
。

（
8
）	

作
逆
＝
逆
罪
を
作
す
こ
と
。
逆
罪
に
は
、
父
を
殺
す
・
母
を
殺
す
・
阿
羅
漢
を
殺
す
・
仏
身
よ
り
血
を
出
す
・
僧
団
を
破
壊
す
る

と
い
う
五
種
が
あ
る
。
無
間
地
獄
に
落
ち
る
五
種
の
悪
業
。
こ
れ
を
「
五
逆
罪
」「
五
無
間
業
」
と
い
う
。『
中
村
』「
五
逆
」
条

（p.357

）、「
五
無
間
業
」
条
（p.376

）
な
ど
を
参
照
。
こ
こ
に
所
謂
「
逆
」
は
、
四
つ
め
の
「
仏
身
よ
り
血
を
出
す
」
罪
に
相
当

す
る
。

（
9
）	

從
本
已
來
＝
「
本
来
」
の
意
。「
已
来
」
は
、「
以
来
」
に
同
じ
。『
大
乗
起
信
論
』
の
「
従
本
已
来
、
色
心
不
二
」（T32-579c

）

を
、『
大
乗
起
信
論
義
記
』
が
「
本
来
色
心
不
二
」（
巻
下
本
・T44-276a

）
と
書
き
換
え
て
い
る
よ
う
に
、「
本
来
」
と
同
じ
意
味

で
あ
る
。
経
典
類
に
幅
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
で
あ
る
が
、
禅
録
の
用
例
と
し
て
は
、『
円
悟
語
録
』
巻
一
四
の
「
既
逢
師
指
、

或
因
自
己
、
直
下
発
明
従
本
已
来
元
自
具
足
妙
円
真
心
、
触
境
遇
縁
、
自
知
落
著
、
便
乃
守
住
」（T47-779b

）、『
碧
巌
録
』
第
六

五
則
・
頌
評
唱
の
「
機
乃
千
聖
霊
機
、
輪
是
従
本
已
来
諸
人
命
脈
」（T48-196a

、
岩
波
文
庫
本
㊥p.298

、
末
木
訳
㊥p.393

）
な

ど
。

（
10
）	

我
人
＝
実
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
自
己
」（
我
相
）
と
、
同
じ
く
実
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
他
者
」（
人
相
）
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。
用
例
と
し
て
は
、『
碧
巌
録
』
第
九
七
則
・
本
則
評
唱
の
「
士
云
、
無
我
相
、
無
人
相
。
既
無
我
人
相
、
教
阿
誰
講
、
阿
誰

聴
」（T48-220b

、
岩
波
文
庫
本
㊦p.233

、
末
木
訳
㊦p.286

）
な
ど
。

（
11
）	

能
生
所
生
＝
能
動
の
主
体
を
「
能
」
と
い
い
、
受
動
の
客
体
を
「
所
」
と
い
う
。「
能
」「
所
」
を
冠
し
て
様
々
な
仏
教
用
語
の
対
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語
を
作
る
。
た
と
え
ば
、
認
識
主
体
な
い
し
認
識
そ
の
も
の
は
「
能
観
」「
能
縁
」「
能
取
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
認
識
対
象
は
「
所

観
」「
所
縁
」「
所
取
」
と
な
り
、
経
典
の
文
句
は
「
能
詮
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
道
理
は
「
所
詮
」
と
な
る
。

『
岩
波
』「
能
所
」
条
（p.813

）
参
照
。「
能
生
所
生
父
母
」
と
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、「
心
の
う
ち
に
生
じ
る
主
体
と

し
て
の
父
母
も
、
生
ぜ
ら
れ
る
客
体
と
し
て
の
父
母
も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
12
）	
法
源
＝
諸
法
の
根
源
・
真
如
。『
禅
学
』（p.1128

）
参
照
。
用
例
と
し
て
は
、『
禅
源
諸
詮
集
都
序
』
巻
下
の
「
心
是
法
源
、
何

法
不
備
」（T48-412d

、
岩
波
文
庫
本
・p.156

）
な
ど
。

（
13
）	

一
相
無
有
二
＝
「
一
相
無
二
」、
す
な
わ
ち
「
差
別
も
対
立
も
な
い
絶
対
平
等
の
真
如
の
相
。
共
通
し
た
一
つ
の
す
が
た
」
と
い

う
意
味
で
あ
ろ
う
。「
一
相
無
二
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、『
法
苑
珠
林
』
巻
九
九
に
「
了
義
経
者
、
説
生
死
涅
槃
一
相
無
二
」

（T53-1014b

、
中
華
書
局
校
点
本
⑥p.2844

）
と
あ
る
。

（
14
）	

無
相
＝
「
相
」
は
、
特
徴
・
属
性
な
ど
の
意
味
。
物
事
に
は
固
定
的
・
実
体
的
な
す
が
た
と
い
う
も
の
は
な
い
、
と
い
う
意
味
。

そ
の
た
め
、
実
相
は
無
相
で
あ
り
無
相
が
実
相
で
あ
る
、
な
ど
と
い
わ
れ
る
。『
中
村
』（p.1338

）
参
照
。
例
え
ば
、
釈
尊
が
摩
訶

迦
葉
に
付
法
し
た
際
の
言
葉
と
し
て
、『
会
元
』〔
一
〕
な
ど
に
は
「
吾
以
清
浄
法
眼
、
涅
槃
妙
心
、
実
相
無
相
、
微
妙
正
法
、
将
付

於
汝
」（9a

、X80-28c

）
と
あ
る
。

〔
二
八
〕　
世
尊
布
髮

世
尊
因
地（
1
）布
髮
掩
泥
、
獻
花
於
然
燈（
2
）。
然
燈
見
布
髮
處
、
遂
約
退
衆
、
乃
指
地
曰
、
此
一
方
地
、
宜
建
一
梵
刹（
3
）。
時

衆
中
有
一
賢
于
長
者（
4
）、
持
標
於
指
處
挿
曰
、
建
梵
刹
竟
。
時
諸
天
散
花
、
讃
曰
、
庶
子（
5
）有
大
智
矣
。

＊

世
尊
、
因い

ん
地ち

に
髮
を
布し

き
て
泥
を
掩お

お
い
、
花
を
然ね

ん
燈と

う
に
獻け

ん
ず
。
然ね

ん
燈と

う
、
髮
を
布し

く
處
を
見
て
、
遂
に
約
し
て
衆
を
退
け
、
乃
ち
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地
を
指ゆ

び
さ
し
て
曰
く
、「
此
の
一
方
の
地
に
、
宜
し
く
一
梵ぼ

ん
刹せ

つ
を
建
つ
べ
し
」
と
。
時
に
衆
中
に
一ひ

と
りの

賢け
ん

于う

長
ち
ょ
う

者じ
ゃ

有
り
、
標ひ

ょ
うを

持
し
て
指ゆ

び
さ
す
處
に
挿さ

し
て
曰
く
、「
梵ぼ

ん
刹せ

つ
を
建
て
竟お

わ
れ
り
」
と
。
時
に
諸
天
、
花
を
散
ら
し
、
讃
え
て
曰
く
、「
庶し

ょ
子し

、
大

智
有
り
」
と
。

＊

　
世
尊
は
、〔
前
世
で
菩
薩
と
し
て
〕
修
行
し
て
い
た
と
き
に
、〔
自み

ず
から

の
〕
髪
を
敷
き
延
べ
て
泥
〔
の
地
面
〕
を
掩お

お
い
、
然ね

ん
燈と

う

仏ぶ
つ

に
献
花
し
た
。
然ね

ん
燈と

う
仏ぶ

つ
は
髪
が
敷
き
延
べ
ら
れ
た
所
を
見
て
、〔
周
囲
を
取
り
囲
ん
で
い
る
〕
人
々
に
退さ

が
る
よ
う
言
い
つ

け
、
そ
し
て
〔
そ
の
〕
地
面
を
指
差
し
て
言
っ
た
、「
こ
の
一
画
に
〔
悟
り
を
得
た
人
が
居
る
こ
と
を
示
す
〕
幡は

た
竿ざ

お
を
建
て
な

さ
い
」
と
。
そ
の
と
き
、
人
々
の
な
か
に
賢け

ん
于う

長
ち
ょ
う

者じ
ゃ

と
い
う
人
が
お
り
、
目
印
に
な
る
も
の
を
手
に
と
っ
て
〔
然ね

ん
燈と

う
仏ぶ

つ
が
〕
指

差
し
た
所
に
〔
そ
れ
を
〕
挿さ

し
て
言
っ
た
、「
幡は

た
竿ざ

お
を
建
て
お
わ
り
ま
し
た
」
と
。〔
こ
れ
を
見
た
〕
天
界
の
神
々
は
花
を
散
ら

し
て
、〔
賢け

ん
于う

長
ち
ょ
う

者じ
ゃ

を
〕
ほ
め
た
た
え
て
言
っ
た
、「〔
こ
の
〕
庶仏

弟
子子

は
大
い
な
る
智
慧
を
具そ

な
え
て
い
る
」
と
。

＊

　
※
世
尊
因
地
布
髮
掩
泥
…
有
大
智
矣
＝
『
六
度
集
経
』
巻
八
「
明
度
無
極
章 

第
六
」（T3-48a~b

）
に
見
え
る
。
た
だ
し
、『
六
度
集

経
』
で
は
、
然
燈
仏
は
別
称
「
定
光
如
来
」
に
、
前
世
で
の
釈
尊
の
名
は
「
儒
童
」
に
、
賢
于
長
者
の
名
は
「
賢
乾
」
に
な
っ
て
い

る
。『
大
唐
西
域
記
』
巻
二
「
那
掲
羅
曷
国
」
章
に
は
、
城
の
東
二
里
の
と
こ
ろ
に
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
あ
り
、
こ
こ
は
、
釈
尊
が
前
世

で
然
燈
仏
に
会
い
、
鹿
の
皮
衣
と
自
分
の
頭
髪
を
布し

い
て
泥
を
覆
っ
た
場
所
で
あ
る
と
記
さ
れ
（T51-878c

）、
城
の
西
南
十
余
里

か
ら
更
に
東
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
ス
ト
ゥ
ー
パ
は
、
釈
尊
が
然
燈
仏
に
供
養
す
る
た
め
、
五
茎
の
花
を
買
っ
た
場
所
で
あ
る
と

記
さ
れ
て
い
る
（
同
上
）。
禅
籍
で
は
、
釈
尊
の
前
世
譚
に
重
点
を
置
く
『
天
聖
広
燈
録
』
巻
一
「
天
竺
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
に
、
類

似
の
話
が
見
え
る
。『
広
燈
録
』
で
は
、
釈
尊
の
前
世
の
名
は
「
雲
童
」
と
な
っ
て
お
り
、
雲
童
が
然
燈
仏
に
華
を
捧
げ
、
泥
の
上

に
髪
を
敷
き
延
べ
た
経
緯
や
、
然
燈
仏
が
雲
童
を
践
み
渡
り
、
彼
に
授
記
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（X78-426c~427a

）。
ま
た
、
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『
碧
巌
録
』
第
六
〇
則
・
本
則
評
唱
に
は
「
如
来
は
、
昔
、
然
燈
仏
の
時
に
、
髪
を
布し

き
泥
を
掩お

お
っ
て
、
以
て
彼
の
仏
を
待む

か
う
。
然

燈
曰
く
、『
此こ

　
こ処

に
当
に
梵ぼ

ん
刹せ

つ
を
建
つ
べ
し
』
と
。
時
に
一
天
子
有
り
、
遂
に
一
茎
草
を
標た

て
て
云
く
、『
梵
刹
を
建
て
竟お

わ
ん
ぬ
』

と
（
如
来
昔
於
然
燈
仏
時
、
布
髪
掩
泥
、
以
待
彼
仏
。
然
燈
曰
、『
此
処
当
建
梵
刹
』。
時
有
一
天
子
、
遂
標
一
茎
草
云
、『
建
梵
刹

竟
』）」（T48-192c

、
岩
波
文
庫
本
㊥p.258

、
末
木
訳
㊥p.336

）
と
あ
る
。
更
に
、『
宏
智
広
録
』
巻
二
に
も
「
世
尊
、
衆
と
行

く
次つ

い
で
、
手
を
以
て
地
を
指ゆ

び
さ
し
て
云
う
、『
此こ

　
こ処

に
宜
し
く
梵
刹
を
建
つ
べ
し
』
と
。
帝た

い
釈し

ゃ
く、

一
茎
草
を
将も

っ
て
、
地
上
に
挿
し

て
云
う
、『
梵
刹
を
建
つ
る
こ
と
已す

で
に
竟お

わ
れ
り
』
と
。
世
尊
、
微み

笑し
ょ
うす

（
世
尊
与
衆
行
次
、
以
手
指
地
云
、『
此
処
宜
建
梵
刹
』。

帝
釈
将
一
茎
草
、
挿
於
地
上
云
、『
建
梵
刹
已
竟
』。
世
尊
微
笑
）」（T48-18c

）
と
あ
っ
て
、
こ
こ
〔
二
八
〕
の
話
の
後
半
部
分
と

類
似
の
話
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
話
の
眼
目
に
つ
い
て
、
明
代
末
期
の
憨
山
徳
清
は
、

〔
憨わ

た
し山

が
〕
憶お

も
う
に
、
昔
、
世
尊
が
帝
釈
天
と
歩
い
て
い
た
と
き
、〔
世
尊
は
〕
た
ま
た
ま
地
面
を
指
さ
し
て
〔
次
の
よ
う
に
〕

言
っ
た
、「
こ
こ
に
〔
悟
り
を
得
た
人
が
居
る
こ
と
を
示
す
〕
幡は

た
竿ざ

お
を
建
て
な
さ
い
。〔
こ
こ
は
〕
私
が
昔
、〔
菩
薩
と
し
て
修

行
し
て
い
た
前
世
に
お
い
て
〕
然
燈
仏
の
た
め
に
、〔
自み

ず
から

の
〕
髪
を
敷
き
延
べ
て
泥
〔
の
地
面
〕
を
掩お

お

っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
」
と
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
長
者
が
即
座
に
一
本
の
草
を
摘つ

ま
み
あ
げ
、
そ
れ
を
〔
そ
の
場
に
〕
挿さ

し
て
言
っ
た
、「
幡は

た
竿ざ

お
を

建
て
お
わ
り
ま
し
た
」
と
。〔
こ
れ
を
見
た
〕
天
界
の
神
々
は
、〔
長
者
を
〕
ほ
め
た
た
え
た
。
仏
弟
子
た
ち
よ
、
こ
の
こ
と
か

ら
見
る
と
、
そ
の
場
そ
の
場
で
行
ず
る
と
こ
ろ
は
、
全
て
如ほ

と
け来

〔
に
な
る
た
め
〕
の
修
行
の
階
梯
で
あ
り
、
そ
の
場
そ
の
場
の

行
為
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
〔
そ
こ
に
〕
道
場
が
建
つ
の
だ
。（
憶
昔
世
尊
、
与
帝
釈
行
次
、
偶
指
其
地
曰
、「
此
処
宜
建
梵
刹
。

乃
我
昔
、
為
然
燈
布
髮
掩
泥
之
所
」。
時
長
者
即
拈
一
草
挿
之
曰
、「
建
梵
刹
竟
」。
諸
天
讚
歎
。
諸
仏
子
、
由
此
観
之
、
随
所

行
処
、
皆
是
如
来
因
地
、
随
所
施
為
、
即
建
道
場
。）（『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
二
三
・X73-627a

）

　
　
と
説
い
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
場
で
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
仏
と
な
る
た
め
の
修
行
の
場
で
あ
り
、
仏
と
な
る
た
め
の
行
為
と
な
り
得
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
1
）	

因
地
＝
『
会
元
』
の
和
刻
本
は
、「
因
地
」
を
熟
語
と
し
て
訓よ

ん
で
お
り
、
こ
の
場
合
、「
仏
と
な
る
た
め
の
原
因
と
し
て
の
修
行

の
階
梯
。
修
行
の
段
階
」（『
中
村
』p.71

）
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
和
刻
本
の
解
釈
に
従
っ
た
。
用
例
と
し
て
は
、
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『
広
燈
録
』
巻
一
の
「
此
是
第
二
阿
僧
祗
劫
最
初
発
菩
提
心
之
因
地
」（X78-427a

）
な
ど
。
ち
な
み
に
、『
従
容
録
』
第
四
則
で
は

「
世
尊
因0

布
髮
掩
泥
…
（
世
尊
、
因ち

な
み
に
髪
を
布し

き
泥
を
掩
い
…
）」
と
な
っ
て
お
り
、「
地
」
字
が
な
い
。

（
2
）	

然
燈
＝
然
燈
仏
の
こ
と
。「
定
光
如
来
」
と
も
い
う
。
過
去
仏
の
一
人
で
あ
り
、
前
世
の
釈
尊
に
成
仏
の
記
別
（
予
言
）
を
授
け

た
の
は
、
然
燈
仏
で
あ
っ
た
。『
仏
本
行
集
経
』
に
よ
れ
ば
、
前
世
に
お
い
て
「
雲
童
子
」
と
い
う
名
の
青
年
で
あ
っ
た
釈
尊
は
、

然
燈
仏
に
優
鉢
羅
華
（
青
蓮
華
）
を
捧
げ
、
仏
の
通
り
道
の
泥
土
に
自み

ず
から

の
髪
を
布し

き
、
然
燈
仏
に
践
み
渡
ら
せ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

然
燈
仏
か
ら
、「
汝
、
摩ま

那な

婆ば

、
未
来
世
に
於
い
て
僧
祇
劫
を
過
ぐ
れ
ば
、
当
に
仏
と
作な

っ
て
、
釈
迦
牟
尼
と
号
し
、
十
号
（
仏
の

十
種
の
称
号
）
具
足
す
る
を
得
べ
し
（
汝
、
摩ま

な
ば那

婆
、
於
未
来
世
、
過
僧
祇
劫
、
当
得
作
仏
号
釈
迦
牟
尼
十
号
具
足
）」（
巻
四
・

T3-668b

）
と
い
う
記
別
を
授
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
3
）	

梵
刹
＝
「
仏
教
寺
院
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
（『
中
村
』「
梵
刹
」
条
・p.1272

）、
こ
こ
は
、「
刹せ

っ
竿か

ん
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
刹

竿
は
、
寺
院
の
門
前
に
立
て
て
あ
る
長
い
竿
で
、
寺
の
標
識
と
し
た
も
の
。『
中
村
』「
刹
」
条
（p.826

）
参
照
。『
釈
氏
要
覧
』
巻

上
「
梵
刹
」
条
に
「『
梵
』
と
は
清き

よ
ら
か浄

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
梵イ

ン
ドで

は
『
剌
瑟
致
』
と
言
い
、
此中

国

で
は
『
竿
』
と
言
う
。
い
ま
は

〔
梵
刹
を
〕
略
し
て
「
刹
」
と
名
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、「
幡は

た
柱ば

し
ら」

の
こ
と
で
あ
る
。『
長
阿
含
経
』
に
言
う
、『
も
し
出
家
者
が
こ
の

寺
で
勤
め
励
み
、
一さ

と
り法

を
得
れ
ば
、
す
ぐ
に
幡は

た
を
立
て
て
四
方
の
遠
方
に
〔
次
の
よ
う
に
〕
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、「
い
ま
少

欲
知
足
の
人
が
こ
こ
に
居
る
」』
と
（
梵
者
清
浄
之
義
。
経
音
云
、
梵
云
剌
瑟
致
、
此
云
竿
。
今
略
名
刹
。
即
幡
柱
也
。
長
阿
含
経

云
、『
若
沙
門
於
此
寺
中
勤
苦
、
得
一
法
者
、
便
当
竪
幡
告
四
遠
、「
今
有
少
欲
知
足
人
居
此
」』）」（T54-262c~263a

）
と
あ
る
。

こ
こ
で
は
、『
釈
氏
要
覧
』
の
記
載
を
参
考
に
し
て
訳
を
試
み
た
。

（
4
）	

賢
于
長
者
＝
賢
于
長
者
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
話
を
載
せ
る
『
六
度
集
経
』
に
は
「
時
に
長
者
の
子
有
り
て
、

名
づ
け
て
『
賢
乾
』
と
曰
う
（
時
有
長
者
子
、
名
曰
賢
乾
）」（T3-48b

）
と
あ
り
、
ま
た
、『
仏
説
未
曽
有
正
法
経
』
巻
六
（T15-
447b

）
や
『
文
殊
支
利
普
超
三
昧
経
』
巻
三
（T15-426c

）
な
ど
に
は
「
賢
天
」
と
あ
る
こ
と
、「
乾
」
は
「
天
」
の
意
味
で
あ
る

こ
と
を
根
拠
に
、
臨
済
宗
の
学
僧
、
無
著
道
忠
は
、「
賢
天
」
が
正
し
い
だ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
（『
犂
耕
』
巻
二
八
「
賢
于
長
者

至
已
竟
」
条
・p.51

）。



148

（
5
）	

庶
子
＝
一
般
的
に
は
、
適
子
（
嫡
子
・
長
男
）
以
外
の
子
の
総
称
。
こ
こ
で
は
「
仏
弟
子
」
と
解
釈
し
た
。
例
え
ば
、
澄
観
『
大

方
広
仏
華
厳
経
疏
』
巻
七
に
「
仏
子
に
三
有
り
。
一
は
外
子
な
り
。
諸
も
ろ
の
凡
夫
、
未
だ
仏
家
の
事
を
紹
継
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る

を
謂
う
が
故
な
り
。
二
は
庶
子
な
り
。
諸
も
ろ
の
二
乗
、
如
来
の
大
法
従よ

り
生
ぜ
ざ
る
を
謂
う
が
故
な
り
。
三
は
真
子
な
り
。
大
菩

薩
、
大
法
喜
従よ

り
正ま

さ
に
生
ず
る
所
な
る
を
謂
う
が
故
な
り
（
仏
子
有
三
。
一
者
外
子
。
謂
諸
凡
夫
未
能
紹
継
仏
家
事
故
。
二
者
庶
子
。

謂
諸
二
乗
不
従
如
来
大
法
生
故
。
三
者
真
子
。
謂
大
菩
薩
従
大
法
喜
正
所
生
故
）」（T35-555c~556a

）
と
あ
る
。

〔
二
九
〕　
七
賢
女
遊
屍
陀
林

世
尊
因
七
賢
女（
1
）遊
屍
陀
林（
2
）。
一
女
指
屍
曰
、
屍
在
這

、
人
向
甚
處
去
。
一
女
曰
、
作
麼（
3
）、
作
麼
。
諸
姉
諦
觀
、
各

各
契
悟（
4
）。
感
帝
釋
散
花
曰
、
惟
願
聖
姉
有
何
所
須
。
我
當
終
身
供
給
。
女
曰
、
我
家
四
事（
5
）七
珍（
6
）、
悉
皆
具
足
。
唯
要

三
般（
7
）物
。
一
要
無
根
樹
子
一
株
。
二
要
無
陰
陽
地
一
片（
8
）。
三
要
叫
不
響
山
谷
一
所（
9
）。
帝
釋
曰
、
一
切
所
須
、
我
悉
有

之
、
若
三
般
物
、
我
實
無
得
。
女
曰
、
汝
若
無
此
、
爭（
10
）解（
11
）濟
人
。
帝
釋
罔
措（
12
）。
遂
同
往
白
佛
。
佛
言
、
憍
尸
迦（
13
）、

我
諸
弟
子
大
阿
羅
漢
不
解
此
義（
14
）、
唯
有
諸
大
菩
薩
乃
解
此
義
。

＊

世
尊
、
因ち

な

み
に
七し

ち

賢け
ん

女に
ょ

、
屍し

陀だ

林り
ん

に
遊
ぶ
。
一
女
、
屍

し
か
ば
ねを

指ゆ
び

さ
し
て
曰
く
、「
屍

し
か
ば
ねは

這こ
　
こ

に
在
り
、
人
は
甚い

ず

れ
の
處
に
か
去

る
」
と
。
一
女
曰
く
、「
作そ

麼も

、
作そ

麼も

」
と
。
諸し

ょ
姉し

、
諦た

い
觀か

ん
し
て
、
各お

の
各お

の
契か

い
悟ご

す
。
帝た

い
釋し

ゃ
くを

感
ぜ
し
め
花
を
散
じ
て
曰
く
、「
惟

だ
願
わ
く
は
聖し

ょ
う姉し

よ
、
何
の
須も

と
む
る
所
か
有
る
。
我
れ
當
に
身
を
終
え
る
ま
で
供く

給き
ゅ
うす

べ
し
」
と
。
女
曰
く
、「
我
が
家
に
四し

事じ

七し
っ

珍ち
ん

、
悉
く
皆
な
具
足
す
。
唯
だ
三
般
の
物
の
み
を
要ほ

っ
す
。
一
に
は
無
根
の
樹
子
一い

っ
株し

ゅ
を
要ほ

っ
す
。
二
に
は
無む

陰い
ん

陽よ
う

の
地
一
片
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を
要ほ

っ
す
。
三
に
は
叫さ

け
べ
ど
も
響
か
ざ
る
山
谷
一
所
を
要ほ

っ
す
」
と
。
帝た

い
釋し

ゃ
く曰

く
、「
一
切
の
須も

と
む
る
所
は
、
我
れ
悉
く
之
れ
有
る

も
、
三
般
の
物
の
若
き
は
、
我
れ
實
に
得
る
こ
と
無
し
」
と
。
女
曰
く
、「
汝
、
若
し
此
れ
無
く
ん
ば
、
爭い

か
で
か
解よ

く
人
を
濟す

く

わ
ん
」
と
。
帝た

い
釋し

ゃ
く、

措お

く
こ
と
罔な

し
。
遂
に
同と

も
に
往
き
て
佛
に
白も

う
す
。
佛
言
う
、「
憍き

ょ
う尸し

迦か

よ
、
我
が
諸
も
ろ
の
弟
子
、
大
阿

羅
漢
も
此
の
義
を
解
せ
ず
。
唯
だ
諸
も
ろ
の
大
菩
薩
の
み
有
っ
て
乃
ち
此
の
義
を
解
す
」
と
。

＊

　
世
尊
〔
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
〕。
七
人
の
賢
女
が
墓
場
に
出
か
け
た
。〔
そ
の
う
ち
の
〕
あ
る
賢
女
が
屍

し
か
ば
ねを

指
さ

し
て
言
っ
た
、「
屍

し
か
ば
ねは

こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
人
は
ど
こ
に
行
っ
た
の
で
す
か
」
と
。〔
別
の
〕
も
う
一
人
の
賢
女
が
言
っ
た
、

「
そ
れ
が
ど
う
し
た
の
」
と
。〔
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
〕
賢
女
た
ち
は
〔
真
理
を
〕
は
っ
き
り
と
見
き
わ
め
て
各
々
悟
っ
た
。

〔
こ
の
出
来
事
は
〕
帝
釈
天
を
感
激
さ
せ
、〔
彼
は
〕
花
を
散
ら
し
て
言
っ
た
、「
た
だ
お
願
い
な
の
で
す
が
、
尊
き
大
姉
が
た

よ
、
何
か
必
要
と
さ
れ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
は
必
ず
や
一
生
涯
〔
あ
な
た
方
に
対
し
て
そ
れ
を
〕
提
供
致
し
ま
し
ょ

う
」
と
。
賢
女
が
言
っ
た
、「
我
が
家
に
は
〔
衣
服
・
寝
具
・
飲
食
物
・
医
薬
の
〕
四
事
と
七七

種
の
宝珍

が
全
て
揃
っ
て
い
ま
す
。
た

だ
〔
今
か
ら
言
う
〕
三
種
の
物
だ
け
を
所
望
し
ま
す
。
一
つ
め
に
は
根
の
な
い
樹
を
一
株
所
望
し
ま
す
。
二
つ
め
に
は
陰
陽

〔
の
気
〕
が
〔
巡
ら
〕
な
い
土
地
を
一
角
所
望
し
ま
す
。
三
つ
め
に
は
叫
ん
で
も
反
響
し
な
い
山
谷
を
一
個
所
所
望
し
ま
す
」

と
。
帝
釈
天
が
言
っ
た
、「〔
こ
の
世
で
〕
求
め
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
私
は
全
て
持
っ
て
お
り
ま
す
が
、〔
い

ま
所
望
さ
れ
た
〕
三
種
の
物
の
類
に
つ
い
て
は
、
私
は
本
当
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
」
と
。
賢
女
が
言
っ
た
、

「
あ
な
た
に
も
し
こ
れ
ら
〔
三
種
の
物
〕
が
無
い
な
ら
、
ど
う
し
て
人
々
を
救
済
す
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
し
ょ
う
」
と
。
帝
釈

天
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
ま
ま
〔
賢
女
た
ち
と
〕
一
緒
に
〔
仏
の
も
と
に
〕
行
っ
て
〔
こ
れ
ま
で
の
経
緯

を
〕
申
し
上
げ
た
。
仏
が
言
っ
た
、「
憍き

ょ
う尸し

迦か

（
帝
釈
天
）
よ
、
私
の
諸
々
の
弟
子
た
ち
や
〔
修
行
を
完
成
さ
せ
た
〕
偉
大
な
阿
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羅
漢
た
ち
も
、
こ
の
義道

理
を
理
解
で
き
な
い
。
た
だ
諸
々
の
偉
大
な
菩
薩
た
ち
だ
け
が
、
こ
の
義道

理
を
理
解
で
き
る
の
だ
」
と
。　

＊

　

※
世
尊
因
七
賢
女
…
乃
解
此
義
＝
支
謙
訳
『
仏
説
七
女
経
』（T14

・No.556

）
に
見
え
る
話
に
基
づ
く
。「
世
尊
因
七
賢
女
」
か
ら

「
各
各
契
悟
」
ま
で
の
前
半
部
分
は
、
道
吾
円
智
と
漸
源
仲
興
が
弔
問
に
出
か
け
た
際
の
や
り
と
り
を
取
り
あ
げ
た
『
碧
巌
録
』
第

五
五
則
、
そ
の
本
則
評
唱
（T48-189b

、
岩
波
文
庫
本
㊥p.225

、
末
木
訳
㊥p.291

）
の
な
か
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
圜
悟
克

勤
は
、
こ
の
評
唱
の
な
か
で
、

道
吾
と
漸
源
が
あ
る
家
に
弔
問
に
や
っ
て
来
た
。
漸
源
は
棺
を
叩
い
て
言
っ
た
、「
生
き
て
い
る
か
、
死
ん
で
い
る
か
」
と
。

道
吾
が
言
っ
た
、「
生
き
て
い
る
と
も
言
わ
な
い
。
死
ん
で
い
る
と
も
言
わ
な
い
」
と
。
も
し
こ
の
言
句
で
直
ち
に
悟
入
す
る

と
こ
ろ
が
あ
り
、
帰
着
す
る
と
こ
ろ
を
知
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
生
死
を
超
脱
す
る
関
鍵
（
最
も
肝
要
な
と
こ
ろ
）
で
あ
る
。

（
道
吾
与
漸
源
、
至
一
家
弔
慰
。
源
拍
棺
木
云
、「
生
邪
死
邪
」。
吾
曰
、「
生
也
不
道
、
死
也
不
道
」。
若
向
句
下
便
入
得
、
言

下
便
知
帰
、
只
這
便
是
透
脱
生
死
底
関
鍵
。）

　
　
と
述
べ
、
道
吾
の
「
生
と
も
道い

わ
じ
、
死
と
も
道い

わ
じ
」
と
い
う
言
葉
に
、
生
と
死
を
超
脱
し
た
道
吾
の
境
涯
を
見
て
と
っ
て
い
る

が
、
賢
女
た
ち
の
悟
り
も
、
恐
ら
く
こ
れ
と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
大
慧
普
覚
禅
師
宗
門
武
庫
』
に
、

師
（
＝
大
慧
宗
杲
）
は
、
あ
る
日
、
明
月
庵
に
や
っ
て
来
て
、
壁
に
髑ど

く
髏ろ

の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
の
を
目
に
し
た
。〔
同
行
し

て
い
た
〕
憑
済
川
が
頌
を
付
し
て
言
っ
た
、「
屍

し
か
ば
ねは

こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
人
は
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
。〔
屍

し
か
ば
ねに

な
っ
た
身
体
に
は
、

も
は
や
〕
一た

ま
し
い霊

が
〔
宿
っ
て
〕
い
な
い
こ
と
が
分
か
ろ
う
」
と
。
師
は
〔
こ
の
頌
を
〕
認
め
ず
、
別
の
頌
を
作
っ
て
言
っ
た
、

「
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
の
形か

ら
だ骸

こ
そ
が
、
そ
の
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一た

ま
し
い霊

が
皮か

ら
だ袋

で
あ
り
、
皮か

ら
だ袋

が
一た

ま
し
い霊

で
あ
る
」
と
。

（
師
一
日
到
明
月
庵
、
見
壁
間
画
髑
髏
。
憑
済
川
有
頌
云
、「
屍
在
這
裏
。
其
人
何
在
。
乃
知
一
霊
、
不
居
皮
袋
」。
師
不
肯
、

乃
作
一
頌
云
、「
即
此
形
骸
、
便
是
其
人
。
一
霊
皮
袋
、
皮
袋
一
霊
。）（T47-952b

）

　
　
と
あ
る
の
も
参
考
に
な
る
。
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（
1
）	

賢
女
＝
「
有
才
徳
的
女
子
（
才
能
と
徳
行
を
兼
ね
そ
な
え
た
女
性
）」（『
漢
語
』
㊦p.6017

）
の
こ
と
を
い
う
。『
七
女
経
』
に

よ
る
と
、
彼
女
た
ち
は
、
機
惟
尼
な
る
国
王
の
娘
、
王
女
で
あ
っ
た
。

（
2
）	

屍
陀
林
＝
『
中
村
』
に
「
寒
と
漢
訳
す
る
。
い
わ
ゆ
る
寒
林
。
死
屍
を
捨
て
る
所
。
尸
陀
林
と
も
い
う
」（p.542

）
と
あ
る
。
な

お
、
尸
陀
林
に
つ
い
て
、
西
脇
常
記
氏
は
、「
野
や
林
に
死
骸
を
棄
て
鳥
や
獣
に
ま
か
せ
て
い
た
の
が
、
や
が
て
一
定
の
場
所
を
設

け
て
そ
こ
に
死
骸
を
置
く
葬
法
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
場
所
を
尸
陀
林
あ
る
い
は
寒
林
と
呼
び
、
そ
の
葬
法
を
尸
陀
林
葬
あ
る
い

は
単
に
林
葬
、
ま
た
鳥
葬
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
は
も
と
西
域
の
葬
法
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
元
来
仏
教
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
て
い

た
か
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
。
し
か
し
中
国
で
は
、
火
葬
と
違
い
、
比
較
的
早
く
か
ら
俗
人
の
間
に
広
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
」
と
し
、

中
国
に
お
い
て
は
、
尸
陀
林
法
が
僧
家
の
一
葬
法
と
し
て
既
に
陳
の
時
代
ま
で
に
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
詳
細
に

つ
い
て
は
、
西
脇
常
記
『
唐
代
の
思
想
と
文
化
』
の
第
一
章
「
唐
代
の
葬
俗
―
特
に
葬
法
に
つ
い
て
」（
創
文
社
・
二
〇
〇
〇
・

p.207

）
を
参
照
。

（
3
）	

作
麼
＝
『
禅
語
』
に
「
句
頭
に
来
る
場
合
に
は
常
に
反
語
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
、
の
意
。

ま
た
句
末
に
来
る
場
合
に
は
、
非
常
に
強
い
詰
問
の
語
気
を
示
す
。
吐
き
捨
て
る
よ
う
な
口
調
に
な
る
こ
と
も
多
い
。
ど
う
し
よ
う

と
い
う
の
だ
、
つ
ま
ら
ん
こ
と
は
す
る
な
、
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
」（p.263

）
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
作
麼
、
作
麼
」
と
単
独
で
用

い
ら
れ
て
い
る
が
、
意
味
と
し
て
は
、
恐
ら
く
後
者
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
近
い
。『
筠
州
洞
山
悟
本
禅
師
語
録
』
に
「
雲
巌
共
師
鋤
薑

地
次
、
巌
就
先
徳
事
。
師
問
、
此
人
什
麼
処
去
也
。
巌
良
久
云
、
作
麼
作
麼
。
師
曰
、
太
遅
生
也
。
師
問
雲
巌
、
未
有
陰
界
時
、
還

道
得
否
。
巌
云
、
爾
今
還
有
否
」（T47-517a

）
と
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
用
法
で
あ
ろ
う
。

（
4
）	

契
悟
＝
「
契
」
は
心
性
に
か
な
う
、「
悟
」
は
さ
と
る
、
の
意
。
道
を
さ
と
る
こ
と
。
真
理
に
契か

な
い
、
悟
る
こ
と
。
自
己
の
胸
中

の
分
別
妄
想
を
脱
却
し
て
真
理
を
悟
る
こ
と
。『
中
村
』（p.168
）
参
照
。

（
5
）	

四
事
＝
修
行
僧
の
日
常
に
必
要
な
四
種
の
品
。
飲
食
と
衣
服
と
臥
具
と
湯
薬
（
医
薬
）
の
四
つ
。『
中
村
』（p.513

）
参
照
。

（
6
）	

七
珍
＝
七
種
の
宝
。
経
論
に
よ
っ
て
そ
の
種
は
様
々
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、『
法
華
経
』「
授
記
品 

第
六
」
に
は
「
以
金
・
銀
・

琉
璃
・
車
磲
・
馬
腦
・
真
珠
・
玫
瑰
七
宝
合
成
」（T9-21b

）
と
あ
る
。『
中
村
』「
七
宝
」
条
（p.587

）
参
照
。
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（
7
）	

般
＝
『
中
国
語
』
に
「
量
詞
。
種
類
を
示
す
」（p.89

）
と
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
、『
碧
巌
録
』
第
四
三
則
・
頌
評
唱
の
「
洞
下

有
此
石
女
・
木
馬
・
無
底
籃
・
夜
明
珠
・
死
蛇
等
十
八
般
」（T48-180c

、
岩
波
文
庫
本
㊥p.129

、
末
木
訳
㊥p.163

）
な
ど
。

（
8
）
無
陰
陽
地
一
片
＝
『
易
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
国
的
世
界
観
で
は
、
気
の
二
側
面
を
陰
陽
で
表
す
。
陰
と
陽
の
交
合
が
万

物
を
生
成
し
、
そ
の
消
長
が
気
候
や
季
節
を
形
成
す
る
と
さ
れ
る
。「
一
片
」
の
「
片
」
は
、『
中
国
語
』
に
「
量
詞
。
比
較
的
大
き

な
面
積
や
範
囲
に
用
い
る
。
地
面
、
水
面
を
指
す
と
き
に
多
く
用
い
る
」（p.2319

）
と
あ
る
。

（
9
）	

一
要
無
根
樹
子
一
株
…
三
要
叫
不
響
山
谷
一
所
＝
賢
女
が
帝
釈
天
に
求
め
た
「
無
根
樹
子
」「
無
陰
陽
地
」「
叫
不
響
山
谷
」
と
は
、

い
ず
れ
も
二
項
対
立
的
な
思
慮
分
別
が
通
用
し
な
い
も
の
の
象
徴
で
あ
る
。
賢
女
が
帝
釈
天
に
対
し
て
言
っ
た
「
汝
、
若
し
此
れ
無

く
ん
ば
、
争い

か
で
か
解よ

く
人
を
済す

く
わ
ん
」
と
い
う
言
葉
は
、
思
慮
分
別
を
超
脱
し
た
境
涯
が
な
け
れ
ば
、
人
々
を
救
済
す
る
こ
と
な
ど

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
仏
（
釈
尊
）
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
を
会
得
し
て
い
る
の
は
、
諸
々
の
偉
大
な
菩
薩
た
ち
だ

け
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
10
）	

爭
～
＝
「
イ
カ
デ
カ
～
」
と
訓よ

ん
で
、
反
語
の
文
を
作
る
。『
禅
語
』「
争
解
」
条
に
「〈
争い

か
で
か
解よ

く
…
せ
ん
〉」
と
あ
り
、「
…

で
き
る
は
ず
が
な
い
」（p.266

）
と
あ
る
。
小
川
環
『
唐
詩
概
説
』
で
は
「
助
字
と
し
て
は
反
語
の
辞
、
ど
う
し
て
」
と
解
説
さ
れ
、

用
例
と
し
て
、
権
徳
輿
「
玉
台
体
」
の
「
争
で
か
敢
え
て
階
を
下
り
て
看
ん
（
争
敢
下
階
看
）」
と
い
う
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る

（
岩
波
書
店
・
一
九
五
八
・p.177

）。

（
11
）	

解
～
＝
「
…
で
き
る
」
と
い
う
意
味
。
文
語
の
「
能
」
や
口
語
の
「
会
」
に
同
じ
。『
禅
学
』（p.100

）
参
照
。
用
例
と
し
て
は
、

『
朱
子
語
類
』
巻
一
九
「
論
語
一 

語
孟
綱
領
」
の
「
如
喫
飯
様
、
喫
了
一
口
、
又
喫
一
口
、
喫
得
滋
味
後
、
方
解
生
精
血
」（
中
華

書
局
校
点
本
・p.433

）
な
ど
。

（
12
）	

罔
措
＝
『
禅
語
』
に
「
何
が
な
ん
だ
か
解
ら
な
い
で
、
自
分
自
身
を
ど
う
据
え
て
い
い
か
、
手
足
の
置
き
ど
こ
ろ
の
な
い
さ
ま
」

（p.448

）
と
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
、
馮
子
振
に
よ
る
『
碧
巌
録
』
跋
文
「
世
尊
拈
花
宗
旨
、
諸
人
罔
措
」（T48-225a

、
岩
波
文

庫
本
㊦p.283

、
末
木
訳
㊦p.350

）
な
ど
。

（
13
）	

憍
尸
迦
＝
帝
釈
天
が
人
間
で
あ
っ
た
時
の
姓
。『
中
村
』（p.239

）
参
照
。
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（
14
）	

解
此
義
＝
注
（
11
）
の
「
解
」
と
は
異
な
り
、
こ
ち
ら
の
「
解
」
は
、
文
字
通
り
「
理
解
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
義
」

は
様
々
な
意
味
を
持
つ
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
そ
れ
は
、「
道
理
。
真
理
。
文
・
教
に
対
し
て
そ
の
表
す
意
義
」（『
禅
学
』

p.191

）
の
こ
と
。

〔
三
〇
〕　
調
達
謗
仏

世
尊
因
調
達（
1
）謗
佛
、
生
身（
2
）入
地
獄（
3
）。
遂
令
阿
難
問
、
你
在
地
獄
中
安
否
。
曰
、
我
雖
在
地
獄
、
如
三
禪
天
樂（
4
）。

佛
又
令
問
、
你
還
求
出
否
。
曰
、
我
待
世
尊
來
便
出
。
阿
難
曰
、
佛
是
三
界
大
師（
5
）。
豈
有
入
地
獄
分
。
曰
、
佛
既
無
入
地

獄
分
、
我
豈
有
出
地
獄
分
。

＊

世
尊
、
因ち

な
み
に
調

ち
ょ
う

達だ
つ

、
佛
を
謗そ

し
り
、
生

し
ょ
う

身じ
ん

も
て
地
獄
に
入
る
。
遂
に
阿
難
を
し
て
問
わ
し
む
、「
你な

ん
じ、

地
獄
の
中
に
在
っ
て
安

ら
か
な
り
否や

」
と
。
曰
く
、「
我
れ
地
獄
に
在
り
と
雖
も
、
三さ

ん
禪ぜ

ん
天て

ん
の
樂
の
如
し
」
と
。
佛
、
又
た
問
わ
し
む
、「
你な

ん
じ、

還は

た
出

づ
る
を
求
む
否や

」
と
。
曰
く
、「
我
れ
、
世
尊
の
來
た
る
を
待
っ
て
便
ち
出
で
ん
」
と
。
阿
難
曰
く
、「
佛
は
是
れ
三
界
の
大
師

な
り
。
豈
に
地
獄
に
入
る
分
有
ら
ん
や
」
と
。
曰
く
、「
佛
、
既
に
地
獄
に
入
る
分
無
く
ん
ば
、
我
れ
豈
に
地
獄
を
出
づ
る
分

有
ら
ん
や
」
と
。

＊

　
世
尊
〔
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
〕。
調
達
（
提だ

い
婆ば

達だ
つ

多た

）
は
、
仏
を
謗そ

し
り
、
生
き
な
が
ら
地
獄
に
入
っ
た
。
そ
こ
で

〔
仏
は
〕
阿
難
に
質
問
さ
せ
た
、「
あ
な
た
は
、
地
獄
の
な
か
に
い
て
〔
身
心
は
〕
安
ら
か
で
す
か
」
と
。〔
調
達
が
〕
言
っ
た
、
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「
私
は
地
獄
に
い
る
け
れ
ど
も
、〔
安
楽
の
感
受
で
あ
る
〕
三
禅
天
の
禅
定
〔
に
入
っ
て
い
る
か
〕
の
よ
う
だ
」
と
。
仏
は
、
さ

ら
に
〔
阿
難
に
〕
質
問
さ
せ
た
、「
あ
な
た
は
、〔
こ
の
地
獄
か
ら
〕
出
る
の
を
望
ん
で
い
ま
す
か
」
と
。〔
調
達
が
〕
言
っ
た
、

「
私
は
、
世
尊
が
〔
こ
の
地
獄
に
〕
来
る
の
を
待
っ
て
か
ら
、
す
ぐ
に
で
も
〔
こ
こ
か
ら
〕
出
よ
う
」
と
。
阿
難
が
言
っ
た
、

「
仏
は
〔
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
〕
三
界
の
〔
衆
生
を
導
く
〕
大
導
師
で
す
。
ど
う
し
て
地
獄
に
入
る
分可

能
性が

あ
り
ま
し
ょ
う

か
」
と
。〔
調
達
が
〕
言
っ
た
、「
仏
に
も
は
や
地
獄
に
入
る
分可

能
性が

な
い
の
な
ら
ば
、
私
に
ど
う
し
て
地
獄
を
出
る
分可

能
性が

あ
ろ
う

か
」
と
。

＊

　
※
世
尊
因
調
達
…
豈
有
出
地
獄
分
＝
『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
巻
四
「
悪
友
品 

第
六
」（T3-148b~148c

）
な
ど
に
基
づ
き
、
禅
家
が

改
変
し
た
話
で
あ
ろ
う
。『
大
慧
語
録
』
巻
七
の
示
衆
（T47-839c

）
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
ほ
か
、『
虚
堂
録
』
巻
五
に
こ
の
話
に
対

す
る
頌
古
が
見
ら
れ
る
（T47-1019c

）。「
仏
、
既
に
地
獄
に
入
る
分
無
く
ん
ば
、
我
れ
豈
に
地
獄
を
出
づ
る
分
有
ら
ん
や
」
と
い

う
提
婆
達
多
の
言
葉
は
、
阿
難
の
「
仏
は
是
れ
三
界
の
大
師
な
り
。
豈
に
地
獄
に
入
る
分
有
ら
ん
や
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
反
論

で
あ
り
、
仏
も
ま
た
「
地
獄
に
入
る
分
」
た
り
得
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
大
慧
宗
杲
は
、

〔
地
獄
を
〕
出
る
分可

能
性〔

な
ど
と
い
う
も
の
〕
は
な
い
う
え
に
、
さ
ら
に
〔
地
獄
に
〕
入
る
分可

能
性〔

な
ど
と
い
う
も
の
〕
も
な
い
。

〔
そ
う
な
る
と
〕
何
を
お
釈
迦
さ
ん
と
呼
び
、
何
を
提
婆
達
多
と
呼
び
、
何
を
地
獄
と
呼
ぶ
の
か
。
さ
て
〔
こ
れ
は
ど
う
い
う

理
屈
か
〕
分
か
る
か
。〔
所
謂
る
〕「
自み

ず
から

瓶
を
携た

ず
さえ

去ゆ

き
て
村
酒
を
沽あ

が
ない

、
却か

え
っ
て
衫さ

ん
を
著つ

け
来
た
っ
て
主
人
と
作な

る
（〔
来

客
の
た
め
に
、
使
用
人
と
な
っ
て
〕
自み

ず
から

瓶
を
携た

ず
さえ

行
っ
て
地
酒
を
買
い
求
め
、
褊へ

ん
衫ざ

ん
を
着
用
し
〔
正
装
し
〕
て
来
て
主
人
と

な
〔
り
、
客
人
を
接
待
す
〕
る
）」〔
と
い
う
や
つ
だ
〕。（
既
無
出
分
、
又
無
入
分
。
喚
甚
麼
作
釈
迦
老
子
、
喚
甚
麼
作
提
婆
達

多
、
喚
甚
麼
作
地
獄
。
還
委
悉
麼
。「
自
携
瓶
去
沽
村
酒
、
却
著
衫
来
作
主
人
」。）（839c

）

　
　
と
述
べ
、
客
人
の
た
め
に
使
用
人
に
も
主
人
に
も
な
り
得
る
自
在
な
境
地
を
表
現
す
る
句
で
も
っ
て
、
こ
の
話
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
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に
つ
い
て
教
示
し
て
い
る
。
釈
尊
の
名
に
も
、
提
婆
達
多
の
名
に
も
、
地
獄
の
名
に
も
執と

ら
わ
れ
な
い
無
礙
の
境
地
で
あ
っ
て
こ
そ
、

地
獄
へ
の
出
入
如
何
に
拘
わ
ら
ず
、
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
ろ
う
と
も
、
常
に
安
楽
た
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

憨
山
徳
清
も
ま
た
、
こ
の
話
を
取
り
上
げ
、「
地
獄
と
天
上
界
に
何
の
違
い
が
あ
ろ
う
か
。
深
い
恩
恵
を
受
け
た
と
こ
ろ
こ
そ
〔
帰

る
べ
き
我
が
〕
家
で
あ
る
。
人
が
生
ま
れ
て
〔
執
着
を
離
れ
〕
思
う
が
ま
ま
に
な
れ
ば
〔
ど
ん
な
場
所
で
も
〕
安
楽
と
な
る
。
ど
う

し
て
世
間
一
般
の
情
識
を
用
い
て
彼
を
量
れ
よ
う
か
（
地
獄
天
堂
有
甚
差
。
受
恩
深
処
便
為
家
。
人
生
適
意
即
為
楽
。
何
用
間
情
検

点
他
）」（『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
三
六
・X73-723b

）
と
説
い
て
い
る
。「
多
聞
第
一
」
と
さ
れ
た
阿
難
で
は
な
く
、「
三
逆
罪
」

（
注
1
）
を
犯
し
た
と
さ
れ
る
提
婆
達
多
に
よ
っ
て
、
か
か
る
真
理
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

（
1
）	

調
達
＝
『
翻
梵
語
』
巻
二
に
「
提
婆
達
は
、『
提
婆
達
多
』
と
も
言
い
、『
調
達
』
と
も
言
う
（
提
婆
達
、
亦
云
提
婆
達
多
亦
云
調

達
）」（T54-993b
）
と
あ
る
通
り
、
提
婆
達
多
（
ダ
イ
バ
ダ
ッ
タ
・
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
）
の
こ
と
。
斛こ

く

飯ぼ
ん

王の
う

の
子
で
、
阿
難
の
兄

と
も
釈
尊
の
従い

　
と
　
こ

兄
弟
と
も
言
わ
れ
る
。
釈
尊
に
従
っ
て
出
家
を
す
る
が
、
釈
尊
を
妬
ん
で
こ
と
ご
と
く
敵
対
し
、
三
逆
罪
（
出
仏
身

血
・
殺
阿
羅
漢
・
破
和
合
僧
）
を
犯
し
た
と
さ
れ
る
。『
岩
波
』（p.675

）
参
照
。『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
や
『
六
度
集
経
』
な
ど
に

よ
れ
ば
、
そ
の
悪
行
の
た
め
に
地
獄
に
入
っ
た
と
い
う
。

（
2
）	

生
身
＝
『
中
村
』
に
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
身
体
。
父
母
か
ら
生
ま
れ
た
身
体
」（p.709

）
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
生
身
の
身
体
の

ま
ま
で
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
3
）	

地
獄
＝
『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
で
は
「
阿
鼻
地
獄
」
と
な
っ
て
い
る
。
阿
鼻
地
獄
は
、
八
大
地
獄
の
一
つ
。
諸
地
獄
の
中
の
最
も

苦
し
い
場
所
で
あ
り
、
五
逆
・
謗
法
の
重
罪
を
犯
し
た
者
が
堕
ち
る
所
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
生
ま
れ
た
者
は
激
し
い
苦
を
受
け
て
絶

え
ず
叫
喚
す
る
か
ら
、
阿
鼻
焦
熱
地
獄
と
も
い
う
。
そ
の
境
域
は
広
く
、
平
凡
な
力
で
は
脱
出
で
き
な
い
場
所
で
あ
る
た
め
、
阿
鼻

大
城
と
も
い
う
。『
中
村
』「
阿
鼻
」
条
（p.8

）
参
照
。

（
4
）	

三
禪
天
樂
＝
一
般
に
「
三
禅
楽
」
と
い
う
。
色
界
の
禅
定
に
四
段
階
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
第
三
の
段
落
で
あ
る
第
三
禅
に
存

す
る
快
楽
（
安
楽
の
感
受
）。
そ
こ
に
は
、
行
捨
（
平
静
な
心
）・
正
念
・
正
慧
・
受
楽
・
定
の
五
つ
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
最
高
の
享

楽
に
た
と
え
ら
れ
る
。『
中
村
』「
三
禅
楽
」
条
（p.480

）
参
照
。
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（
5
）	

三
界
大
師
＝
三
界
（
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
と
い
う
三
つ
の
迷
い
の
世
界
）
の
衆
生
を
導
く
偉
大
な
人
。
仏
の
こ
と
。『
中
村
』

「
三
界
の
大
導
師
」
条
（p.458

）
参
照
。

〔
三
一
〕　
文
殊
起
見
　

世
尊
因
文
殊
忽
起
佛
見
法
見
、
被
世
尊
威
神（
1
）攝（
2
）向
尊
威
神
攝
向
二
鐵
圍
山（
3
）。

＊

世
尊
、
因ち

な
み
に
文
殊
、
忽た

ち
まち

佛
見
・
法
見
を
起
こ
す
や
、
世
尊
の
威い

神じ
ん

に
二に

鐵て
つ

圍ち

山せ
ん

に
攝せ

っ
せ
ら
る
。

＊

　
世
尊
〔
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
〕。
文
殊
が
、
ふ
と
仏
や
法
に
つ
い
て
の
見
（
観
念
）
を
起
こ
し
た
と
こ
ろ
、
世

尊
の
優
れ
た
威
力
に
よ
っ
て
〔
文
殊
は
〕
二に

鉄て
つ

囲ち

山せ
ん

〔
の
間
〕
に
挟
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。

＊

　
※
世
尊
因
文
殊
…
攝
向
二
鐵
圍
山
＝
出
典
は
『
諸
仏
要
集
経
』
巻
下
（T17-763a

）
で
あ
り
、『
祖
庭
事
苑
』
巻
二
「
仏
見
法
見
」
条

が
、『
諸
仏
要
集
経
』
の
当
該
個
所
を
簡
潔
に
纏
め
て
い
る
（X64-328b~c

）。『
会
元
』〔
七
〕
に
見
ら
れ
る
「
女
子
出
定
」
の
話

が
下
敷
き
に
し
た
件く

だ
り
の
な
か
の
一
部
で
あ
る
が
、〔
七
〕
と
同
じ
く
改
変
さ
れ
て
い
る
。『
歴
代
法
宝
記
』
巻
一
は
、「『
楞
伽
経
』

に
云
う
（
楞
伽
経
云
）」
と
し
て
、「
仏
を
見
、
法
を
聞
く
と
い
っ
て
も
、
全
て
自
分
の
心
が
分
別
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
見
る
と

い
う
心
す
ら
起
こ
ら
な
い
人
を
真
に
仏
を
見
た
人
と
い
う
（
見
仏
聞
法
、
皆
是
自
心
分
別
。
不
起
見
者
、
是
名
見
仏
）」（T51-189b

、

柳
田
訳
・p.200

）
と
説
く
。
ま
た
、『
宛
陵
録
』
に
見
ら
れ
る
次
の
問
答
も
参
考
に
な
る
。

〔
問
う
て
〕
言
っ
た
、「
い
ま
ち
ょ
う
ど
妄
念
が
起
こ
っ
た
と
し
ま
す
と
、
仏
は
何
処
に
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。
師
（
＝
黄
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檗
希
運
）
が
〔
答
え
て
〕
言
っ
た
、「
お
ま
え
が
い
ま
妄
念
が
起
こ
っ
た
と
覚さ

と
っ
た
と
き
、〔
そ
の
〕
覚さ

と
り
こ
そ
が
仏
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
だ
。
も
し
妄
念
が
な
け
れ
ば
、
仏
も
あ
り
は
し
な
い
。
ど
う
し
て
そ
う
な
の
か
。
お
ま
え
が
一
念
を
起
こ
し
て
仏
と

い
う
見
（
観
念
）
を
作
る
と
、
成
る
べ
き
仏
が
あ
る
と
思
い
込
み
、
衆
生
と
い
う
見
（
観
念
）
を
作
る
と
、
済
度
さ
れ
る
べ
き

衆
生
が
あ
る
の
だ
と
思
い
込
む
。
心
を
生
じ
思
念
を
は
た
ら
か
せ
る
と
、
全
て
お
ま
え
の
見
処
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
し
一
切

の
見
（
観
念
）
が
な
け
れ
ば
、
仏
に
は
如
何
な
る
居
場
所
も
な
い
。
文
殊
に
し
て
も
、
仏
に
つ
い
て
の
見
（
観
念
）
を
生
じ
た

と
た
ん
、
た
ち
ま
ち
二に

鉄て
つ

囲ち

山せ
ん

〔
の
間
〕
に
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
」
と
。（
云
、「
今
正
妄
念
起
時
、
仏
在
何

処
」。
師
云
、「
汝
今
覚
妄
起
時
、
覚
正
是
仏
。
可
中
若
無
妄
念
、
仏
亦
無
。
何
故
如
此
。
為
汝
起
念
作
仏
見
、
便
謂
有
仏
可
成
、

作
衆
生
見
、
便
謂
有
衆
生
可
度
。
起
心
動
念
、
総
是
汝
見
処
。
若
無
一
切
見
、
仏
有
何
処
所
。
如
文
殊
纔
起
仏
見
、
便
貶
向
二

鉄
囲
山
」。）（T48-385c

、
入
矢
訳
・p.118

）

（
1
）	

威
神
＝
不
思
議
な
力
。
優
れ
た
力
。
不
思
議
な
は
た
ら
き
。
超
人
的
な
力
。『
中
村
』（p.34

）
参
照
。

（
2
）	

攝
＝
「
摂
」
は
様
々
な
意
味
を
持
つ
語
で
あ
る
が
、
大
鉄
囲
山
と
小
鉄
囲
山
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
二に

鉄て
つ

囲ち

山せ
ん

」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
（
次
注
参
照
）、
こ
の
両
山
に
「
挟
ま
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
解
釈
し
た
。『
漢
語
』「
摂
」
条
の
⑨
に

「
夾
処
」（
㊥p.3792

）
と
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
、『
論
語
』「
先
進 

第
十
一
」
の
「
千
乗
之
国
、
摂
乎
大
国
之
間
」（
岩
波
文
庫

本
・p.153

）
な
ど
。

（
3
）	

二
鐵
圍
山
＝
須
弥
山
を
中
心
と
す
る
九
重
の
山
の
第
九
で
、
大
鉄
囲
山
・
小
鉄
囲
山
の
二
重
に
な
っ
て
い
る
と
も
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
「
二
鉄
囲
山
」
と
も
い
う
。『
禅
学
』（p.984
）
参
照
。

〔
三
二
〕　
城
東
一
老
母

城
東
有
一
老
母
、
與
佛
同
生
而
不
欲
見
佛
。
毎
見
佛
來
、
即
便
回
避
。
雖
然
如
此
、
回
顧
東
西
、
緫
皆
是
佛
。
遂
以
手
掩
面
、
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於
十
指
掌
中
亦
緫
是
佛
。

＊

城
東
に
一
老ろ

う
母も

有
り
、
佛
と
同
生
な
る
も
佛
を
見
る
こ
と
を
欲
せ
ず
。
佛
の
來
た
る
を
見
る
毎ご

と
に
、
即す

な
わ便

ち
回
避
す
。
此か

く
の

如
し
と
雖い

え
ど然

も
、
東
西
を
回
顧
す
れ
ば
、
緫す

べ
て
皆
な
是
れ
佛
な
り
。
遂
に
手
を
以
て
面
を
掩お

お
う
も
、
十
指
掌
中
に
於
い
て
亦
た

緫す
べ

て
是
れ
佛
な
り
。

＊

　
城ま

ち
の
東
に
一
人
の
老
母
が
お
り
、
仏
と
同
じ
〔
年
の
〕
生
ま
れ
で
あ
っ
た
が
、〔
老
母
は
〕
仏
〔
の
姿
〕
を
見
た
が
ら
な
か

っ
た
。
仏
が
や
っ
て
来
る
の
を
見
る
度た

び
に
、
す
ぐ
に
避
け
た
。
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
東あ

ち
こ
ち西

を
振
り
か
え
っ
て
見
る
と
、
全

て
仏
で
あ
っ
た
。〔
そ
こ
で
〕
と
う
と
う
手
で
顔
を
覆
っ
た
が
、
十
本
の
指
と
掌

手
の
ひ
らの

中
も
ま
た
全
て
仏
で
あ
っ
た
。

＊

　
※
城
東
有
一
老
母
…
亦
緫
是
佛
＝
『
仏
説
観
仏
三
昧
海
経
』
巻
六
「
観
四
威
儀
品 

第
六
之
一
」（T15-676a

）
な
ど
に
見
ら
れ
る
話

に
基
づ
く
。『
円
悟
語
録
』
巻
一
二
に
こ
の
話
を
取
り
上
げ
た
問
答
が
あ
り
（T47-766b~c

）、『
虚
堂
録
』
巻
八
な
ど
に
も
確
認
で

き
る
（T47-1044a

）。〔
三
一
〕
と
同
じ
意
味
合
い
で
捉
え
る
な
ら
、
い
く
ら
仏
を
避
け
た
と
こ
ろ
で
、
妄
念
を
起
こ
し
て
自
分
の

心
で
分
別
し
て
い
る
以
上
、
仏
を
見
る
と
い
う
こ
と
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
話
と
な
る
。
一
方
、
圜
悟
克
勤
は
、

問
答
の
な
か
で
、「
老
母
は
立
派
な
男
の
心
持
ち
を
具そ

な

え
て
い
る
（
他
具
大
丈
夫
意
気
）」（766b

）
と
し
、「
尽
十
方
世
界
は
、
全

て
真
実
の
自
己
の
身
体
で
あ
る
（
尽
十
方
世
界
、
都
盧
是
箇
真
実
人
体
）」（766c

）
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
し
て
い
る
が
、
圜
悟

の
教
示
に
従
う
な
ら
、
衆
生
の
こ
の
一
身
こ
そ
が
、
世
界
に
満
ち
溢
れ
る
仏
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
話
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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〔
三
三
〕　
婦
人
分
免

殃
崛
摩
羅（
1
）因
持
鉢
至
一
長
者
門
。
其
家
婦
人
正
値（
2
）産
難
、
子
母
未
分
。
長
者
曰
、
瞿
曇
弟
子
、
汝
爲
至
聖
。
當
有
何
法

能
免
産
難
。
殃
崛
語
長
者
曰
、
我
乍
入
道
、
未
知
此
法
。
待
我
回
問
世
尊
、
却
來（
3
）相
報（
4
）。
及
返
、
具
事
白
佛
。
佛
告
殃

崛
、
汝
速
去
報
言
、
我
自
從
賢
聖
法
來
、
未
曽
殺
生
。
殃
崛
奉
佛
語
疾
往
告
之
。
其
婦
得
聞
、
當
時（
5
）分
免（
6
）。

＊

殃お
う

崛く
つ

摩ま

羅ら

、
因ち

な
み
に
持じ

鉢は
つ

し
て
一
長
者
の
門
に
至
る
。
其
の
家
の
婦ぶ

人に
ん

、
正ま

さ
に
産
難
に
値あ

い
、
子し

母も

、
未
だ
分
か
れ
ず
。
長
者

曰
く
、「
瞿く

曇ど
ん

の
弟
子
よ
、
汝
は
至し

聖し
ょ
う爲

り
。
當は

た
何
の
法
有
っ
て
か
能
く
産
難
を
免
る
る
」
と
。
殃お

う
崛く

つ
、
長
者
に
語
っ
て
曰

く
、「
我
れ
、
乍に

わ
かに

道
に
入
れ
ば
、
未
だ
此
の
法
を
知
ら
ず
。
我
れ
回か

え
っ
て
世
尊
に
問
い
、
却き

ゃ
來ら

い
し
て
相
い
報
ず
る
を
待
て
」

と
。
返
る
に
及
ん
で
、
事
を
具つ

ぶ
さに

し
て
佛
に
白も

う
す
。
佛
、
殃お

う
崛く

つ
に
告
ぐ
、「
汝
、
速す

み
や
か
に
去
っ
て
報
じ
て
言
え
、『
我
れ
、
賢け

ん

聖じ
ょ
うの

法
自よ從
り
來

こ
の
か
た、

未
だ
曽か

つ
て
殺
生
せ
ず
』」
と
。
殃お

う
崛く

つ
、
佛
語
を
奉
じ
て
疾す

み
や
か
に
往
き
て
之
に
告
ぐ
。
其
の
婦
、
聞
く
こ

と
を
得
て
、
當た

だ
ち時

に
分
免
す
。

＊

　
殃お

う
崛く

つ
摩ま

羅ら

は
托
鉢
を
し
て
い
て
、
あ
る
長資

産
家者

の
〔
家
の
〕
門
ま
で
や
っ
て
来
た
。
そ
の
家
の
婦
人
が
、
ち
ょ
う
ど
難
産
に
苦

し
ん
で
お
り
、
胎
児
と
母
体
が
未
だ
離
れ
ず
に
い
た
。
長
者
が
言
っ
た
、「
瞿ゴ

ー
タ
マ曇

の
弟
子
よ
、
あ
な
た
は
、
こ
の
う
え
な
く
優

れ
た
方
で
す
。
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
方
法
で
う
ま
く
難
産
か
ら
免
れ
さ
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
か
」
と
。
殃お

う
崛く

つ
は
、
長資

産
家者

に
語

っ
て
言
っ
た
、「
私
は
出
家
し
た
ば
か
り
で
す
か
ら
、
ま
だ
こ
の
方
法
を
知
り
ま
せ
ん
。
私
が
〔
世
尊
の
も
と
へ
〕
戻
っ
て
世

尊
に
質
問
し
、
帰
っ
て
来
て
〔
世
尊
の
指
示
を
、
あ
な
た
に
〕
報
告
す
る
ま
で
待
っ
て
い
て
く
だ
さ
い
」
と
。〔
殃お

う
崛く

つ
摩ま

羅ら

は
、
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世
尊
の
も
と
へ
〕
戻
っ
て
来
る
と
、
事
の
詳
細
を
仏
に
申
し
あ
げ
た
。
仏
は
、
殃お

う
崛く

つ
に
告
げ
た
、「
お
ま
え
は
、
す
ぐ
に
〔
長

者
の
家
へ
〕
行
っ
て
〔
こ
う
〕
報
告
し
な
さ
い
、『
私
は
、
賢け

ん
聖じ

ょ
うの

法教
え

〔
た
る
仏
法
に
帰
依
し
て
〕
以
来
、
一
度
も
殺
生
を
し

て
い
ま
せ
ん
』」
と
。
殃お

う
崛く

つ
は
、
仏
の
言
葉
を
謹
ん
で
受
け
、
速す

み
や
か
に
〔
長
者
の
家
に
〕
行
っ
て
〔
こ
れ
を
〕
彼
に
告
げ
た
。

そ
の
婦
人
は
、〔
殃お

う
崛く

つ
摩ま

羅ら

の
こ
の
言
葉
を
〕
聞
い
て
、
す
ぐ
さ
ま
子
供
を
出
産
し
た
。

＊

　
※
殃
崛
摩
羅
因
持
鉢
至
一
長
者
門
…
當
時
分
免
＝
『
仏
説
鴦
掘
摩
経
』（T2-509c~510a

）
な
ど
に
見
え
る
話
。
禅
籍
で
は
、『
大
慧

語
録
』
巻
一
〇
（T47-855b

）
な
ど
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
宋
代
の
賛
元
覚
海
（
石
霜
楚
円
の
法
嗣
）
は
、
こ
の
話
に
対
し
、

「〔
殃
崛
摩
羅
は
、
九
十
九
人
を
殺あ

や
め
て
き
た
が
、〕
聖
な
る
法教

え
〔
に
帰
依
し
て
〕
以
来
、
殺
生
を
し
て
お
ら
ず
、
そ
も
そ
も
、
生
も

殺
も
、
明
白
な
〔
区
分
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
る
〕
も
の
で
は
な
い
。
諸
々
の
人
我
（
自
己
に
対
す
る
執
着
）
は
全
て
〔
実
体
が
な

い
〕
空
相
で
あ
り
、
一
切
の
冤う

ら
みも

親
し
た
し
みも

悉
く
仮名

ば
か
り名

だ
か
ら
で
あ
る
。
甘
露
（
仏
の
教
え
）
が
潤
う
や
い
な
や
、
熱ぼ

ん
の
う悩

は
取
り
除
か
れ
、

玉
の
蓮
と
黄
金
の
果
実
が
二
つ
な
が
ら
に
開
く
の
だ
（
聖
法
従
来
不
殺
生
、
本
無
生
殺
亘
精
明
。
是
諸
人
我
皆
空
相
、
一
切
冤
親
尽

仮
名
。
甘
露
纔
霑
除
熱
悩
、
玉
蓮
金
子
両
敷
栄
）」（『
禅
宗
頌
古
聯
珠
通
集
』
巻
三
・X65-491a

）
と
い
う
頌
古
を
付
け
て
い
る
。

釈
尊
の
指
示
を
受
け
た
殃
崛
摩
羅
を
介
し
、
も
と
よ
り
執と

ら
わ
れ
る
べ
き
生
も
殺
も
な
く
、
生
殺
を
抜
け
出
る
こ
と
を
悟
っ
た
婦
人
は
、

無
事
に
子
供
を
出
産
し
た
の
で
あ
る
。

（
1
）	

殃
崛
摩
羅
＝
殃
崛
摩
羅
の
伝
は
、『
仏
説
鴦
掘
摩
経
』（
Ｔ
2
・No.118

）
に
詳
し
い
。
当
初
は
拘
薩
羅
国
舎
衛
城
の
婆
羅
門
学

者
の
も
と
で
学
ぶ
、
学
問
・
技
術
・
体
力
に
優
れ
た
容
姿
端
麗
の
門
人
で
あ
っ
た
が
、
妻
の
讒
言
を
信
じ
た
学
者
の
奸
計
に
よ
り
、

町
の
四
辻
に
立
っ
て
通
行
人
を
殺
し
、
一
人
殺
す
ご
と
に
一
本
の
指
を
切
り
取
り
、
そ
れ
を
糸
に
通
し
て
指
鬘
（
指
の
首
飾
り
）
を

作
る
よ
う
指
示
さ
れ
、
そ
れ
を
実
行
し
た
。
九
十
九
人
を
殺
し
た
と
こ
ろ
、
百
人
目
に
釈
尊
が
通
り
か
か
り
、
そ
の
方
便
・
教
訓
に

よ
っ
て
釈
尊
に
帰
依
し
た
。
そ
の
後
、
熱
心
な
修
行
に
よ
っ
て
阿
羅
漢
と
な
る
。『
禅
学
』（p.119

）
参
照
。『
仏
説
鴦
掘
摩
経
』
に

よ
る
と
、
釈
尊
に
帰
依
す
る
以
前
に
九
十
九
人
を
殺あ

や
め
て
き
た
自
分
が
「
一
度
も
殺
生
を
し
て
い
な
い
」
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
嘘
に
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な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
躊た

め
ら躇

う
殃
崛
摩
羅
に
対
し
、
釈
尊
は
、「〔
出
家
す
る
〕
以
前
と
〔
出
家
し
て
か
ら
の
〕
今
と
で
は
違
う
の

で
あ
り
、
嘘
を
つ
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
彼
女
を
災
厄
か
ら
救
っ
て
あ
げ
な
さ
い
」
と
諭
し
た
と
さ
れ
、
そ
こ
で
、
彼
は
再
び

妊
婦
の
も
と
へ
向
か
っ
た
と
さ
れ
る
（T2-509c~510a

）。

（
2
）	
値
＝
『
漢
語
』
に
「
遇
到
・

上
（
遭
遇
す
る
・
ぶ
つ
か
る
・
会
う
）」（
㊤p.16

）
と
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
、『
瑞
州
洞
山
良

价
禅
師
語
録
』
の
「
游
方
首
謁
南
泉
。
値
馬
祖
諱
辰
修
斎
」（T47-519b

）
な
ど
。

（
3
）	

却
來
＝
「
き
ゃ
ら
い
」
と
訓よ

ん
で
「
か
え
り
来
る
」（『
禅
語
』p.83

）
と
い
う
意
味
。
用
例
と
し
て
は
、『
碧
巌
録
』
第
八
七
則

・
本
則
評
唱
の
「
文
殊
一
日
令
善
財
去
採
薬
云
、
不
是
薬
者
採
将
来
。
善
財
徧
採
、
無
不
是
薬
。
却
来
白
云
、
無
不
是
薬
者
」

（T48-212b

、
岩
波
文
庫
本
㊦p.144

、
末
木
訳
㊦p.175

）
な
ど
。

（
4
）	

相
報
＝
「
相
」
に
つ
い
て
、『
中
国
語
』
に
「
動
作
は
一
方
的
で
あ
っ
て
も
、
一
定
の
対
象
を
も
つ
場
合
に
は
接
辞
的
に
加
え
ら

れ
る
」（p.3365

）
と
あ
る
。
こ
こ
の
場
合
は
、
世
尊
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
殃
崛
摩
羅
か
ら
長
者
に
報
告
す
る
と
い
う
こ
と
。

（
5
）	

當
時
＝
「
そ
の
時
」
と
い
う
意
味
と
、「
即
座
に
」「
た
だ
ち
に
」
と
い
う
意
味
と
が
あ
る
。『
禅
語
』（p.334

）
参
照
。
こ
こ
は

後
者
の
意
味
。
用
例
と
し
て
は
、『
大
慧
語
録
』
巻
二
五
の
「
某
嘗
問
之
曰
、
公
怕
落
空
、
能
知
怕
者
是
空
耶
、
是
不
空
耶
。
試
道

看
。
渠
佇
思
、
欲
計
較
祗
対
、
当
時
便
与
一
喝
。
至
今
茫
然
、
討
巴
鼻
不
著
」（T47-917c

、
荒
木
訳
・p.14

）
な
ど
。

（
6
）	

分
免
＝
「
免
」
は
、「
娩
」
の
音
通
（『
漢
語
』
㊤p.851

）。
子
供
を
産
む
こ
と
。

〔
三
四
〕　
覚
而
不
見

世
尊
嘗
在
尼
倶
律
樹（
1
）下
坐
次
、
因
二
商
人
問
、
世
尊
還
見
車
過
否
。
曰
、
不
見
。
商
人
曰
、
還
聞
否
。
曰
、
不
聞
。
商
人

曰
、
莫
禪
定
否
。
曰
、
不
禪
定
。
曰
、
莫
睡
眠
否
。
曰
、
不
睡
眠
。
商
人
乃
嘆
曰
、
善
哉
、
善
哉
。
世
尊
覺
而
不
見
。
遂
獻
白

兩
段（
一
・
2
）。
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【
校
注
】（
一
）
段
＝
底
本
・
嘉
興
蔵
本
は
「
叚
」
に
作
る
が
、
続
蔵
本
に
拠
っ
て
「
段
」
に
改
め
る
。

＊

世
尊
、
嘗か

つ
て
尼に

倶く

律り
つ

樹じ
ゅ

下げ

に
在
っ
て
坐
す
る
次つ

い
い
で
、
因ち

な
み
に
二
商
人
問
う
、「
世
尊
、
還は

た
車
の
過
ぐ
る
を
見
る
否や

」
と
。

曰
く
、「
見
ず
」
と
。
商
人
曰
く
、「
還は

た
聞
く
否や

」
と
。
曰
く
、「
聞
か
ず
」
と
。
商
人
曰
く
、「
禪ぜ

ん
定じ

ょ
うす

る
こ
と
莫
し
否や

」
と
。

曰
く
、「
禪ぜ

ん
定じ

ょ
うせ

ず
」
と
。
曰
く
、「
睡す

い
眠め

ん
す
る
こ
と
莫
し
否や

」
と
。
曰
く
、「
睡す

い
眠め

ん
せ
ず
」
と
。
商
人
、
乃
ち
嘆
じ
て
曰
く
、

「
善
き
か
な
、
善
き
か
な
。
世
尊
、
覺
す
る
も
見
ず
」
と
。
遂
に
白

び
ゃ
く
せ
ん

兩
段
を
獻
ず
。

＊

　
世
尊
が
、
か
つ
て
尼に

倶く

律り
つ

樹じ
ゅ

の
下
で
坐
禅
し
て
い
た
際
に
、
二
人
の
商
人
が
質
問
し
た
、「
世
に
尊
き
お
方
よ
、
車
が
通
り

過
ぎ
る
の
を
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
」
と
。〔
世
尊
が
〕
言
っ
た
、「
見
て
い
な
い
」
と
。
商
人
た
ち
が
言
っ
た
、「〔
車
が
通

り
過
ぎ
る
音
を
〕
お
聞
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
」
と
。〔
世
尊
が
〕
言
っ
た
、「
聞
い
て
い
な
い
」
と
。
商
人
た
ち
が
言
っ
た
、

「
禅
定
に
入
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
」
と
。〔
世
尊
が
〕
言
っ
た
、「
禅
定
に
入
っ
て
い
な
い
」
と
。〔
商
人
た
ち

が
〕
言
っ
た
、「
眠
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
」
と
。「
眠
っ
て
い
な
い
」
と
。
商
人
た
ち
は
、
そ
こ
で
感
歎
し
て
言

っ
た
、「
善

す
ば
ら
し
い
！

哉
、
善

す
ば
ら
し
い
！

哉
。
世
尊
は
、
目
覚
め
〔
た
状
態
に
あ
り
〕
つ
つ
も
、
見
る
こ
と
が
な
い
」
と
。
そ
う
し
て
〔
二
人
の
商

人
は
、
世
尊
に
〕
白
い
綿
織
物
二
反
を
献
上
し
た
。

＊

　
※
世
尊
嘗
在
尼
倶
律
樹
下
坐
次
…
遂
獻
白

兩
段
＝
『
長
阿
含
経
』
巻
三
「
遊
行
経 

第
二
中
」（T1-19a

）
に
見
ら
れ
る
話
な
ど
を
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踏
ま
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
覚
而
不
見
」
の
話
が
、
各
種
禅
録
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
形
跡
は
少
な
く
、
管
見
の
限
り
で
は
、
万

如
通
微
（
一
五
九
四
～
一
六
五
七
）
の
語
録
『
万
如
禅
師
語
録
』
巻
六
（J26-465a

）
を
は
じ
め
、
明
清
代
の
幾
つ
か
の
語
録
に
散

見
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
眼
で
見
て
も
見
て
い
な
い
か
の
よ
う
で
あ
り
、
耳
で
聞
い
て
も
聞
い
て
い
な
い
か
の
よ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、

真
の
見
、
真
の
聞
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
、
禅
定
や
睡
眠
に
入
っ
た
特
殊
な
状
況
下
で
の
作は

た
ら
き用

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆

す
る
話
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、『
碧
巌
録
』
第
八
八
則
・
本
則
評
唱
に
「
雪
竇
〔
重
顕
〕
が
言
う
、『
私
は
〔
視
力
が
非
常
に
優
れ

た
〕
離
婁
に
も
な
ら
ず
、〔
聴
力
が
非
常
に
優
れ
た
〕
師
曠
に
も
な
ら
な
い
。
何
も
な
い
窓
辺
に
独
り
坐
っ
て
、
葉
が
落
ち
た
り
花

が
咲
く
の
は
時
節
の
ま
ま
、
と
い
う
ほ
う
が
ま
し
だ
』
と
。
も
し
こ
の
境
地
に
至
れ
ば
、
見
て
も
見
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
聞

い
て
も
聞
か
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
説
い
て
も
説
か
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
飢
え
れ
ば
飯
を
食
い
、
眠
く
な
れ
ば
眠
る

〔
と
い
う
あ
る
が
ま
ま
の
平
常
の
あ
り
か
た
で
い
ら
れ
る
〕（
雪
竇
道
、『
我
亦
不
作
離
婁
、
亦
不
作
師
曠
。
争
如
独
坐
虚
窓
下
、
葉

落
花
開
自
有
時
』。
若
到
此
境
界
、
雖
然
見
似
不
見
、
聞
似
不
聞
、
説
似
不
説
、
飢
即
喫
飯
、
困
即
打
眠
）」（T48-213c

、
岩
波
文

庫
本
㊦p.159

、
末
木
訳
㊦p.193
）
と
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、『
会
元
』
に
先
行
す
る
燈
史
に
『
宗
門
聯
灯
会
要
』（X79

・No.1557

）
が
あ
る
。
石
井
修
道
「
大
慧
宗
杲
と
そ
の

弟
子
た
ち
（
三
）」
に
よ
れ
ば
、『
会
要
』
に
収
め
ら
れ
た
古
則
・
公
案
は
、
大
慧
宗
杲
『
正
法
眼
蔵
』（X67

・No.1309

）
の
影
響

を
承
け
る
と
さ
れ
る
（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
〇
巻
・
第
二
号
・
一
九
七
二
）。
一
方
、『
会
元
』「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
に
見
え

る
〔
二
〕
か
ら
〔
三
八
〕
ま
で
の
古
則
・
公
案
は
、『
会
要
』
所
収
の
そ
れ
ら
と
重
複
す
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
唯
一
こ
の
〔
三

四
〕「
覚
而
不
見
」
の
話
だ
け
が
『
会
要
』
に
採
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
会
元
』
に
の
み
採
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
『
正
法
眼
蔵
』
が
こ
の
話
を
採
録
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
同
様
に
『
会
要
』
に
も
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で

は
、『
会
元
』「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
の
こ
の
話
は
、
如
何
な
る
文
献
に
基
づ
い
た
も
の
な
の
か
。

　
　
　
北
宋
期
に
成
立
し
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
公
案
集
に
『
宗
門
統
要
集
』
が
あ
る
。
大
慧
の
『
正
法
眼
蔵
』
は
、『
統
要
集
』
を

出
典
と
し
、『
会
要
』
は
、
基
本
的
に
『
統
要
集
』
に
拠
り
な
が
ら
、『
正
法
眼
蔵
』
を
も
併
せ
踏
ま
え
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
、

既
に
、
石
井
修
道
「『
宗
門
統
要
集
』
と
『
碧
巌
録
』」
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
四
六
巻
・
第
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一
号
・
一
九
九
七
）、
実
は
、「
覚
而
不
見
」
の
話
は
、
こ
の
『
統
要
集
』「
大
覚
世
尊
釈
迦
文
仏
」
章
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
（
巻
一
・
禅
学
典
籍
叢
書
本
・p.8

）。
つ
ま
り
、『
正
法
眼
蔵
』
と
『
会
要
』
が
何
ら
か
の
理
由
で
採
録
し
な
か
っ
た
こ
の
話
を
、

『
会
元
』
は
、『
統
要
集
』
に
基
づ
い
て
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
に
採
録
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
1
）	
尼
倶
律
樹
＝
ニ
ヤ
グ
ロ
ー
ダ
。
イ
ン
ド
の
無い

ち
じ
く

花
果
の
樹
。
バ
ニ
ヤ
ン
樹
。
長
大
な
喬
木
で
、
枝
葉
が
よ
く
繁
茂
し
、
樹
陰
で
は
烈

し
い
炎
日
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
葉
は
柿
に
似
る
。
イ
ン
ド
で
は
、
こ
の
樹
を
道
端
な
ど
に
植
え
て
並
木
と
し
、
ま
た
旅
行
者

の
休
息
所
と
し
て
い
る
。
修
行
者
が
、
こ
の
樹
の
下
に
止
住
す
る
こ
と
も
あ
る
。『
中
村
』（p.1040

）
参
照
。

（
2
）	

～
段
＝
『
中
国
語
』
に
「
事
物
や
時
間
の
一
区
切
り
を
数
え
る
」
と
あ
り
、「
長
い
も
の
を
幾
つ
か
に
分
け
た
部
分
を
数
え
る
」

と
あ
る
（p.785
）。
用
例
と
し
て
は
、『
北
山
録
』
巻
二
の
「
譬
如
一
金
杖
分
為
五
段
、
段
段
皆
金
」（T52-580c

）
な
ど
。

〔
三
五
〕　
拈
花
微
笑

世
尊
在
靈
山（
1
）會
上
、
拈
花
示
衆
。
是
時
衆
皆
黙
然
。
唯
迦
葉
尊
者
破
顔
微
笑（
2
）。
世
尊
曰
、
吾
有
正
法
眼
藏（
3
）、
涅
槃
妙

心（
4
）、
實
相
無
相（
5
）、
微
妙
法
門（
6
）、
不
立
文
字（
7
）、
教
外
別
傳（
8
）、
付
囑（
9
）摩
訶
迦
葉
。

＊

世
尊
、
靈

り
ょ
う

山ぜ
ん

會え

上じ
ょ
うに

在
っ
て
、
花
を
拈ね

ん
じ
て
衆し

ゅ
に
示
す
。
是
の
時
、
衆し

ゅ
皆
な
黙も

く
然ね

ん
た
り
。
唯
だ
迦か

葉
し
ょ
う

尊そ
ん

者じ
ゃ

の
み
破は

顔が
ん

微み

笑し
ょ
うす

。

世
尊
曰
く
、「
吾
れ
に
正

し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

藏ぞ
う

、
涅ね

槃は
ん

妙み
ょ
う心　
し
ん、

實じ
っ

相そ
う

無む

相そ
う

、
微み

妙み
ょ
うの

法
門
有
り
、
不ふ

立
り
ゅ
う

文も
ん

字じ

、
教き

ょ
う外げ

別べ
つ

傳で
ん

、
摩ま

訶か

迦か

葉し
ょ
うに

付ふ

囑ぞ
く

せ
ん
」
と
。

＊

　
世
尊
は
、
霊

り
よ
う

鷲じ
ゅ

山せ
ん

で
の
会説

法
の
集
い座

に
お
い
て
〔
説
法
し
た
際
、
一
本
の
〕
花
を
拈つ

ま
み
、〔
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
〕
聴
衆
に
示
し
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た
。
こ
の
と
き
、
人
々
は
皆
な
〔
世
尊
の
真
意
が
分
か
ら
ず
に
〕
黙
っ
て
い
た
。
た
だ
迦か

葉し
ょ
う尊

者
だ
け
が
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
て

微ほ
ほ

笑え

ん
だ
。〔
そ
こ
で
〕
世
尊
が
言
っ
た
、「
私
に
は
正
し
い
法教

え
の
眼
目
、
涅
槃
の
妙
な
る
心
、〔
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
〕
あ
り
の

ま
ま
の
相す

が
たは

差
別
の
相す

が
たを

越
え
て
い
る
と
い
う
奥
深
く
て
は
か
り
し
れ
な
い
法教

　
え門

が
あ
る
。〔
こ
れ
は
〕
文
字
に
依
ら
ず
、〔
あ

れ
こ
れ
の
説
示
に
よ
る
〕
教
え
の
外ほ

か
に
別
に
伝
え
る
〔
も
の
で
あ
り
〕、
摩ま

訶か

迦か

葉し
ょ
うに

委ゆ
だ

ね
よ
う
」
と
。

＊

　
※
世
尊
在
靈
山
會
上
…
付
囑
摩
訶
迦
葉
＝
禅
門
で
は
、「
正
法
眼
蔵
（
仏
法
の
真
髄
）」
が
釈
尊
か
ら
摩
訶
迦
葉
に
伝
え
ら
れ
た
と
伝
承

し
て
い
る
。
特
に
「
不
立
文
字
、
教
外
別
伝
」
は
禅
の
宗
旨
を
表
明
し
て
い
る
と
さ
れ
、
最
も
重
視
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
「
拈
華
微

笑
」
を
取
り
上
げ
た
禅
籍
と
し
て
は
、『
無
門
関
』
第
六
則
「
世
尊
拈
花
」（T48-293c

、
岩
波
文
庫
本
・p.43

）
が
有
名
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
前
に
も
、『
天
聖
広
燈
録
』
巻
二
「
摩
訶
迦
葉
尊
者
」
章
な
ど
に
見
ら
れ
（X78-428c

）、
更
に
、
五
祖
法
演
・
圜
悟
克
勤

の
語
録
の
な
か
で
も
、
し
ば
し
ば
話
題
に
な
っ
て
い
る
（『
法
演
禅
師
語
録
』
巻
下T47-665c

、『
碧
巌
録
』
第
一
五
則
・
頌
評
唱

T48-155c

）。
例
え
ば
、
大
慧
宗
杲
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

〔
大
い
な
る
覚さ

と
り
を
ひ
ら
い
た
世
尊
は
、〕
最
後
に
涅
槃
に
入
る
に
臨
ん
で
、
百
万
も
の
天神

々
と
人人

々
の
前
で
華
を
手
に
と
っ
て
普
く

示
し
た
と
こ
ろ
、
た
だ
金
色
の
頭
陀
（
摩
訶
迦
葉
）
だ
け
が
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
て
微ほ

ほ
え笑

ん
だ
。
そ
こ
で
、〔
世
尊
は
〕
言
わ
れ

た
、「
私
に
は
正
し
い
法教

え
の
眼
目
、
涅
槃
の
妙た

え
な
る
心
が
あ
る
。〔
そ
れ
ら
を
今
〕
お
前
に
分
け
与
え
よ
う
」
と
。
こ
れ
以
後
、

西イ
ン
ド天

の
二
十
八
祖
、
東中

　
国土

の
六
祖
〔
以
下
〕、
天
下
の
老
和
尚
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
心
か
ら
心
へ
と
伝
え
、〔
そ
の
法
脈
は
〕
相

続
し
て
断
ち
切
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。（
末
後
臨
般
涅
槃
、
於
人
天
百
万
衆
前
、
拈
華
普
示
。
唯
金
色
頭
陀
、
破
顔
微
笑
。

遂
云
、「
吾
有
正
法
眼
蔵
、
涅
槃
妙
心
、
分
付
於
汝
」。
自
是
西
天
四
七
、
東
土
二
三
、
天
下
老
和
尚
、
各
各
以
心
伝
心
、
相
続

不
断
。）（『
大
慧
語
録
』
巻
一
・T47-813a~b

）

　
　
　

と
こ
ろ
で
、「
拈
華
微
笑
」
の
話
は
、
イ
ン
ド
の
経
典
類
に
は
見
ら
れ
ず
、
禅
宗
が
宋
代
に
偽
作
し
た
『
大
梵
天
王
問
仏
決
疑

経
』（
以
下
『
問
仏
決
疑
経
』
と
略
記
）
に
初
出
す
る
と
さ
れ
る
。『
問
仏
決
疑
経
』
に
は
一
巻
本
と
二
巻
本
と
が
現
存
し
、
一
巻
本
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で
は
「
拈
華
品 

第
二
」（X1-442a

・442c

）
に
、
二
巻
本
で
は
「
初
会
法
付
嘱
品 

第
一
」（X1-418c

）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
話

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
石
井
修
道
氏
は
、「
拈
華
微
笑
」
の
話
が
燈
史
の
な
か
で
如
何
な
る
成
立
過
程
を
経
て
き
た
か
を
検
討
し
、
ほ
ぼ
『
伝
燈
録
』（
一

〇
〇
四
年
成
立
）
か
ら
『
広
燈
録
』（
一
〇
三
六
年
成
立
）
に
至
る
三
十
数
年
の
間
に
成
立
し
、
特
に
臨
済
宗
の
禅
僧
た
ち
に
よ
っ

て
伝
承
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（「
拈
華
微
笑
の
話
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
平
井
俊
榮
博
士
古
稀
記
念
論
文

集
『
三
論
教
学
と
仏
教
諸
思
想
』
春
秋
社
・
二
〇
〇
〇 

所
収
）。

　
　
　
ま
た
、
石
井
氏
に
よ
れ
ば
、
王
安
石
（
一
〇
二
一
～
一
〇
八
六
）
や
仏
慧
法
泉
（
生
卒
年
未
詳
）
が
『
問
仏
決
疑
経
』
を
見
た
と

い
う
記
録
は
あ
る
も
の
の
（
晦
巌
智
昭
『
人
天
眼
目
』
巻
五
「
宗
門
雑
録
」T48-325b

）、
そ
れ
を
、
現
存
の
『
問
仏
決
疑
経
』
一

巻
本
と
二
巻
本
の
い
ず
れ
か
と
み
な
す
こ
と
に
は
慎
重
を
要
す
る
と
い
う
。
こ
の
続
蔵
経
所
収
の
一
巻
本
・
二
巻
本
に
つ
い
て
は
、

共
に
中
国
に
お
い
て
成
立
し
た
と
い
う
積
極
的
な
説
は
な
く
、
両
書
が
江
戸
期
の
日
本
で
撰
述
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
し
て

い
る
。
石
井
修
道
「『
大
梵
天
王
問
仏
決
疑
経
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
三
一
号
・
二
〇
〇
〇
）
参
照
。

（
1
）	

靈
山
＝
〔
二
七
〕
注
（
1
）
参
照
。

（
2
）	

破
顔
微
笑
＝
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
ほ
ほ
え
む
こ
と
。
禅
家
で
は
黙
識
心
通
の
状
態
を
い
う
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。『
禅
学
』

（p.1012

）
参
照
。『
碧
巌
録
』
第
一
五
則
・
頌
評
唱
に
「
世
尊
拈
花
、
唯
迦
葉
独
破
顔
微
笑
、
余
者
不
知
是
何
宗
旨
」（T48-155c

、

岩
波
文
庫
本
㊤p.215

、
末
木
訳
㊤p.270

）
と
あ
る
。

（
3
）	

正
法
眼
藏
＝
仏
法
の
真
髄
の
こ
と
を
い
う
。「
正
法
」
は
正
し
い
仏
の
教
え
。「
眼
」
は
そ
の
眼
目
の
こ
と
。「
蔵
」
は
そ
の
全
て

を
含
み
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
。『
岩
波
』（p.545

）
参
照
。『
臨
済
録
』「
行
録
」
に
「
師
臨
遷
化
時
、
拠
坐
云
、
吾
滅
後
、
不

得
滅
却
吾
正
法
眼
蔵
。
三
聖
出
云
、
争
敢
滅
却
和
尚
正
法
眼
蔵
。
師
云
、
已
後
有
人
問
你
、
向
他
道
什
麼
。
三
聖
便
喝
。
師
云
、
誰

知
吾
正
法
眼
蔵
、
向
這
瞎
驢
辺
滅
却
。
言
訖
、
端
然
示
寂
」（T47-506c
、
岩
波
文
庫
本
・p.210

）
と
あ
る
。

（
4
）	

涅
槃
妙
心
＝
〔
一
〕
注
（
49
）
参
照
。

（
5
）	

實
相
無
相
＝
〔
一
〕
注
（
50
）
参
照
。
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（
6
）	

微
妙
法
門
＝
凡
夫
の
思
議
を
超
越
し
た
仏
の
深
い
教
え
。『
禅
学
』（p.1185

）
参
照
。
こ
の
言
葉
自
体
は
古
い
経
典
類
に
も
見
え
、

鳩
摩
羅
什
ら
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た
『
禅
秘
要
法
経
』（T15-267c

）
な
ど
に
見
え
る
。

（
7
）	

不
立
文
字
＝
法
が
師
か
ら
弟
子
へ
と
伝
わ
る
際
に
は
文
字
や
経
論
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
心
か
ら
心
へ
伝
わ
っ
て
い
く
と
い
う
こ

と
。
菩
提
達
摩
の
著
と
さ
れ
る
『
血
脈
論
』
に
お
い
て
、「
以
心
伝
心
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
こ
れ
が
禅
門
に
お

け
る
最
も
早
い
用
例
で
あ
ろ
う
（X63-2a

）。
例
え
ば
、『
禅
源
諸
詮
集
都
序
』
巻
上
に
「
以
心
伝
心
、
不
立
文
字
」（T48-400b

、

岩
波
文
庫
本
・p.28

）、『
碧
巌
録
』
第
一
則
・
本
則
評
唱
に
は
「
不
立
文
字
、
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」（T48-140b

、
岩
波
文
庫

本
㊤p.39
、
末
木
訳
㊤p.28

）
と
あ
る
。『
禅
思
』（p.429

）
参
照
。

（
8
）	

教
外
別
傳
＝
禅
宗
に
は
経
論
や
文
字
の
外
に
別
に
伝
え
た
一
心
の
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
。
仏
日
契
嵩
『
伝
法
正

宗
論
』
巻
下
に
は
、

又
た
経
に
曰
く
、「
始
め
に
鹿
野
苑
従よ

り
終
わ
り
に
跋
提
河
に
至
る
ま
で
、
中あ

い
だ間

の
五
十
年
、
未
だ
曽か

つ
て
一
字
も
説
か
ず
」
と
。

斯
れ
固も

と
よ
り
其
の
教
外
の
謂
い
な
り
。
然
れ
ば
此
の
極
・
此
の
奥
密
は
、
経
に
載
す
と
雖
も
亦
た
但
だ
説
く
の
み
。
聖
人
は
此

を
験け

み
す
。
故
に
命
じ
て
心
を
以
て
相
い
伝
え
し
む
。
而
ち
禅
者
の
所
謂
る
「
教
外
別
伝
」
乃
ち
此
れ
な
り
。（
又
経
曰
、「
始
従

鹿
野
苑
終
至
跋
提
河
、
中
間
五
十
年
、
未
曽
説
一
字
」。
斯
固
其
教
外
之
謂
也
。
然
此
極
此
奥
密
、
雖
載
於
経
亦
但
説
耳
。
聖

人
験
此
。
故
命
以
心
相
伝
。
而
禅
者
所
謂
教
外
別
伝
乃
此
也
。）（T51-782b

）

　
　
と
あ
る
。「
教
外
別
伝
、
不
立
文
字
」
と
成
語
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。『
祖
庭
事
苑
』
巻
五
「
挙
揚
般
若
」
条
や
同
巻
八
「
心

印
」
条
に
は
「
教
外
別
伝
」「
不
立
文
字
」「
直
指
人
心
」「
見
性
成
仏
」
の
四
句
が
セ
ッ
ト
で
記
さ
れ
て
い
る
（X64-377b

・

424c

）。『
禅
思
』（p.167

）
参
照
。〔
三
七
〕
も
併
せ
て
参
照
。

（
9
）	

付
囑
＝
〔
一
九
〕
注
（
4
）
参
照
。
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〔
三
六
〕　
多
子
塔
前

世
尊
至
多
子
塔（
1
）前
、
命
摩
訶
迦
葉
分
座（
2
）令
坐
、
以
僧
伽
梨（
3
）圍
之（
4
）、
遂
告
曰
、
吾
以
正
法
眼
藏（
5
）密
付（
6
）於
汝
。

汝
當
護
持
、
傳
付
將
來（
7
）。

＊

世
尊
、
多た

子し

塔と
う

前ぜ
ん

に
至
り
、
摩ま

訶か

迦か

葉し
ょ
うに

命
じ
て
座
を
分
か
ち
て
坐
せ
し
め
、
僧そ

う
伽ぎ

ゃ
梨り

を
以
て
之
を
圍か

こ
み
、
遂
に
告
げ
て
曰
く
、

「
吾
れ
正

し
ょ
う

法ぼ
う

眼げ
ん

藏ぞ
う

を
以
て
密み

つ
に
汝
に
付ふ

す
。
汝
、
當
に
護ご

持じ

し
て
、
將

し
ょ
う

來ら
い

に
傳で

ん
付ぷ

す
べ
し
」
と
。

＊

　
世
尊
は
多
子
塔
の
前
ま
で
や
っ
て
来
る
と
、
摩ま

訶か

迦か

葉し
ょ
うに

命
じ
て
〔
自
身
が
〕
座
〔
っ
て
い
る
と
こ
ろ
〕
を
半
分
譲
っ
て
坐

ら
せ
、
僧そ

う
伽ぎ

ゃ
梨り

衣え

で
囲
ん
で
〔
人
の
目
を
憚
り
〕、
そ
う
し
て
告
げ
て
言
っ
た
、「
私
は
、
正
し
い
法教

え
の
眼
目
を
、
お
ま
え
に
密ひ

そ

か
に
付
与
す
る
。
お
ま
え
は
、〔
こ
れ
を
〕
護ま

も
り
持た

も
っ
て
、
未
来
に
伝
え
授
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。

＊

　
※
世
尊
至
多
子
塔
前
…
傳
付
將
來
＝
二
巻
本
『
大
梵
天
王
問
仏
決
疑
経
』
巻
上
「
梵
王
決
疑
品 

第
二
」（X1-419b

）
に
見
え
、
従
来
、

こ
の
書
が
出
典
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、〔
三
五
〕
の
注
で
も
触
れ
た
通
り
、『
問
仏
決
疑
経
』
自
体
が
、
成
立
過
程
に
お
い
て

様
々
な
問
題
を
抱
え
る
文
献
で
あ
る
た
め
、
本
書
を
出
典
と
み
な
す
こ
と
に
は
慎
重
を
要
す
る
。
釈
尊
が
摩
訶
迦
葉
に
半
座
を
譲
っ

た
伝
承
は
諸
経
典
に
散
見
さ
れ
る
が
、
例
え
ば
、『
雑
阿
含
経
』
巻
二
三
に
、

〔
優
波
崛
多
は
〕
次
に
復
た
摩
訶
迦
葉
の
塔
を
示
し
、〔
阿
育
〕
王
に
語
り
て
言
う
、「
此
れ
は
是
れ
摩
訶
迦
葉
の
塔
な
り
。

応ま
　
さ当

に
供
養
す
べ
し
」
と
。
王
問
い
て
曰
く
、「
彼
は
何
の
功
徳
有
る
か
」
と
。
答
え
て
曰
く
、「
彼
は
少
欲
知
足
に
し
て
、
頭

陀
第
一
な
り
。
如
来
、
施
す
に
半
座
及
び
僧
伽
梨
衣
を
以
て
す
。
衆
生
を
愍
念
し
、
正
法
を
興
立
せ
り
」
と
。（
次
復
示
摩
訶
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迦
葉
塔
、
語
王
言
、「
此
是
摩
訶
迦
葉
塔
。
応
当
供
養
」。
王
問
曰
、「
彼
有
何
功
徳
」
答
曰
、「
彼
少
欲
知
足
、
頭
陀
第
一
。
如

来
施
以
半
座
及
僧
伽
梨
衣
。
愍
念
衆
生
、
興
立
正
法
」。）（T2-168a

）

　
　
と
あ
り
、
僧
祐
『
釈
迦
譜
』
巻
五
「
阿
育
王
造
八
万
四
千
塔
記 

第
三
十
一
」
に
も
、『
雑
阿
含
経
』
を
出
典
と
す
る
同
じ
こ
の
話
が

見
え
る
（T50-79c

）。
ま
た
、『
雑
阿
含
経
』
巻
四
一
に
は
、

我
れ
出
家
し
已お

わ
り
、
王
舎
城
と
那
羅
聚
落
の
中あ

い
だ間

の
多
子
塔
所
に
於
い
て
、
世
尊
に
遇あ値
う
。
正
身
端
坐
し
、
相
好
奇
特
、

諸
根
寂
静
、
第
一
息
滅
に
し
て
、
猶
お
金
山
の
如
し
。
我
れ
時
に
見
已お

わ
り
て
、
是
の
念
を
作
す
、「
此
れ
は
是
れ
我
が
師
な

り
。
此
れ
は
是
れ
世
尊
な
り
。
此
れ
は
是
れ
羅
漢
な
り
。
此
れ
は
是
れ
等
正
覚
な
り
」
と
。
我
れ
時
に
一
心
に
合
掌
し
敬
礼
し
、

仏
に
白も

う
し
て
言
う
、「
是
れ
我
が
大
師
な
り
。
我
れ
は
是
れ
弟
子
な
り
」
と
。（
我
出
家
已
、
於
王
舎
城
那
羅
聚
落
中
間
多
子
塔

所
、
遇
値
世
尊
正
身
端
坐
、
相
好
奇
特
、
諸
根
寂
静
、
第
一
息
滅
、
猶
如
金
山
。
我
時
見
已
、
作
是
念
、「
此
是
我
師
。
此
是

世
尊
。
此
是
羅
漢
。
此
是
等
正
覚
」。
我
時
一
心
合
掌
敬
礼
、
白
仏
言
、「
是
我
大
師
。
我
是
弟
子
」。）（T2-303b

）

　
　
と
あ
り
、
更
に
、

仏
、
迦
葉
に
告
ぐ
、「
汝
は
当
に
我
が
糞
掃
衣
を
受
く
べ
し
。
我
れ
は
当
に
汝
の
僧
伽
梨
を
受
く
べ
し
」
と
。
仏
、
即
ち
自み

ず
から

手
も
て
我
れ
に
糞
掃
納
衣
を
授
け
、
我
れ
は
即
ち
仏
に
僧
伽
梨
を
奉
る
。（
仏
告
迦
葉
、「
汝
当
受
我
糞
掃
衣
。
我
当
受
汝
僧
伽

梨
」。
仏
即
自
手
授
我
糞
掃
納
衣
、
我
即
奉
仏
僧
伽
梨
。）（T2-303b

）

　
　
と
あ
っ
て
、「
分
座
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
多
子
塔
に
お
い
て
、
釈
尊
が
、
自み

ず
から

が
着
用

し
て
い
た
糞
掃
衣
を
、
摩
訶
迦
葉
が
着
用
し
て
い
た
僧
伽
梨
衣
と
交
換
し
た
と
い
う
話
が
見
え
る
。「
多
子
塔
前
」
の
話
は
、
こ
れ

ら
諸
説
を
踏
ま
え
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
柳
田
聖
山
氏
が
、「
多
子
塔
前
」
の
話
を
『
広
燈
録
』
の
創
唱
で
あ
る
と
指
摘
す
る
よ
う
に
（『
初
期
禅
宗
史
書
の
研

究
』《
柳
田
聖
山
集
・
第
六
巻
》
法
蔵
館
・
二
〇
〇
〇
・p.393

）、
こ
の
話
は
、
既
に
『
広
燈
録
』
巻
一
に
収
載
さ
れ
て
い
る
が

（X78-428a

）、『
広
燈
録
』
に
は
、
僧
伽
梨
衣
で
囲
ん
だ
と
い
う
記
述
が
な
い
こ
と
、「
法
は
本も

と
無
法
を
法
と
す 

無
法
の
法
も
亦

た
法
な
り 

今
ま
無
法
を
付
す
る
時　
法
法
何
ぞ
曽か

つ
て
法
な
ら
ん
（
法
本
法
無
法 
無
法
法
亦
法 

今
付
無
法
時 

法
法
何
曽
法
）」
の
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伝
法
偈
が
確
認
で
き
る
こ
と
、
と
い
っ
た
違
い
が
見
ら
れ
る
。
汾
陽
善
昭
・
仏
日
契
嵩
・
圜
悟
克
勤
、
そ
し
て
、『
広
燈
録
』
の
い

ず
れ
も
が
、「
多
子
塔
」
と
い
う
名
の
塔
の
前
で
の
付
法
に
つ
い
て
は
述
べ
る
も
の
の
、「
僧
伽
梨
衣
で
囲
ん
だ
」
こ
と
に
つ
い
て
は

触
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
恐
ら
く
、「
僧
伽
梨
衣
」
云
々
の
記
述
は
、『
広
燈
録
』
よ
り
も
後
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。『
統
要
集
』
所
収
の
「
多
子
塔
前
」
の
話
は
、『
会
元
』
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
内
容
で
あ
る
か
ら
、
現
在
知
ら
れ
る
「
多
子
塔

前
」
の
話
の
定
型
化
は
、『
広
燈
録
』
が
成
立
す
る
景
祐
三
年
（
一
〇
三
六
）
以
降
、
そ
し
て
、『
統
要
集
』
が
既
に
成
立
し
て
い
た

元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）
の
間
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
）	

多
子
塔
＝
『
雑
阿
含
経
』
に
よ
る
と
、
王
舎
城
と
那
羅
聚
落
の
あ
い
だ
に
あ
っ
た
塔
の
こ
と
（
巻
四
一
・T2-303b

）。
ま
た
、

『
祖
庭
事
苑
』
に
よ
る
と
、
辟
支
仏
道
を
得
て
涅
槃
に
入
っ
た
王
舎
城
大
長
者
の
た
め
に
、
彼
の
眷
族
（
親
族
）
が
建
て
た
塔
廟
の

こ
と
で
あ
り
、
青釈

尊
蓮
目
が
〔
摩
訶
〕
迦
葉
を
顧か

え
り
み視

た
場
所
で
あ
る
（
青
蓮
目
顧
視
迦
葉
処
也
）」（
巻
八
・X64-428c

）
と
さ
れ
る
。

「
多
子
」
と
は
、
王
舎
城
大
長
者
が
男
女
各
三
十
人
を
生
育
し
た
こ
と
に
因ち

な
ん
だ
名
で
あ
ろ
う
。
詳
し
く
は
、『
辟
支
仏
因
縁
論
』
巻

下
「
王
舎
城
大
長
者
悟
辟
支
仏
縁
」（T32-476c~477b

）
参
照
。

（
2
）	

分
座
＝
「
座
を
分
か
ち
て
」
と
訓よ

ん
で
「
座
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
半
分
譲
っ
て
」
と
訳
し
た
。
岩
井
昌
悟
氏
は
、「
半
座
を
分
か

つ
」
と
い
う
イ
ン
ド
の
伝
統
的
行
為
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
釈
尊
と
摩
訶
迦
葉
の
伝
承
に
お
い
て
見
た
場
合
、
そ
こ
に
は
単
に
「
客
に

席
の
も
う
一
方
の
半
分
を
提
供
し
て
大
き
な
敬
意
を
示
す
」
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
重
要
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
、

「
釈
尊
か
ら
半
座
を
分
か
た
れ
た
摩
訶
迦
葉
は
釈
尊
と
容
姿
が
等
し
く
、
同
等
の
権
限
を
有
し
、
同
一
で
あ
っ
て
等
し
い
能
力
を
有

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
岩
井
昌
悟
「「
半
座
を
分
か
つ
」
伝
承
に
つ
い
て
」（『
中
央
学

術
研
究
所
紀
要
』
モ
ノ
グ
ラ
フ
篇
・No.9

・
二
〇
〇
四
）
参
照
。
後
に
、
禅
門
に
お
い
て
は
、「
首
座
が
堂
頭
和
尚
に
代
わ
っ
て
接

化
す
る
こ
と
」（『
禅
学
』p.1102

）
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
分
席
（
席
を
分
か
つ
）」
と
い
う
同
じ
意
味
の
表

現
も
あ
り
、
例
え
ば
、『
円
悟
語
録
』
巻
一
四
に
「
隆
公
知
蔵
、
湖
湘
投
機
、
還
往
北
山
十
余
年
、
真
探
賾
精
通
、
本
色
衲
子
。
遂

挙
分
席
、
訓
徒
已
三
載
」（T47-777b

）
と
あ
る
。

（
3
）	

僧
伽
梨
＝
〔
一
〕
注
（
56
）
参
照
。
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（
4
）	

以
僧
伽
梨
圍
之
＝
付
法
の
際
の
こ
の
描
写
は
、
例
え
ば
、『
六
祖
壇
経
』
に
も
見
ら
れ
る
。『
六
祖
壇
経
』「
行
由
」
は
、
五
祖
弘

忍
か
ら
六
祖
慧
能
へ
の
伝
法
の
状
況
に
つ
い
て
、「
恵
能
は
即
ち
祖
意
を
会
す
。
三
鼓
に
室
に
入
る
に
、
祖
は
袈
裟
を
以
て
遮
圍
し

0

0

0

0

0

0

0

0

、

人
を
し
て
見
せ
し
め
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
為た

め
に
『
金
剛
経
』
を
説
き
、『
応
無
所
住
而
生
其
心
』
に
至
る
。
恵
能
、
言
下
に
一
切
万
法
の
自
性
を
離

れ
ざ
る
こ
と
を
大
悟
す
（
恵
能
即
会
祖
意
。
三
鼓
入
室
、
祖
以
袈
裟
遮
圍
、
不
令
人
見
、
為
説
金
剛
経
、
至
『
応
無
所
住
而
生
其

心
』。
恵
能
言
下
大
悟
、
一
切
万
法
不
離
自
性
）」（T48-349a

）
と
記
す
。
た
だ
し
、
こ
の
話
は
、
政
和
六
年
（
一
一
一
六
）
の
序

文
を
持
つ
大
乗
寺
本
以
降
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
伝
法
の
際
に
弘
忍
が
袈
裟
で
囲
ん
だ
と
い
う
伝
法
の
記
述
は
、

元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）
以
前
に
編
纂
さ
れ
た
『
統
要
集
』
所
収
の
「
多
子
塔
前
」
の
話
に
影
響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
5
）	

正
法
眼
藏
＝
〔
三
五
〕
注
（
3
）
参
照
。

（
6
）	

密
付
＝
『
臨
済
録
』
の
馬
防
の
序
に
「
面
壁
未
幾
、
密
付
将
終
」（T47-496b

）
と
あ
り
、
例
え
ば
、
入
矢
義
高
氏
は
、「
か
く

て
壁
に
面
し
て
年
を
経
ぬ
と
き
、
ひ
そ
か
な
法
の
伝
授
は
や
が
て
終
わ
っ
た
」
と
訳
す
（
岩
波
文
庫
本
・p.12~13

）。
一
方
、
道
元

『
正
法
眼
蔵
』「
密
語
」
に
は
、「
い
は
ゆ
る
密
は
、
親
密
の
道
理
な
り
。
無
間
断
な
り
」（
岩
波
文
庫
本
③p.50

）
と
あ
り
、
永
平

道
元
は
、「
密
」
字
を
「
親
密
に
」
と
か
「
ぴ
た
り
と
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
語
と
し
て
解
釈
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
三
七
〕　
一
字
不
説

世
尊
臨
入
涅
槃
、
文
殊
大
士
請
佛
再
轉
法
輪（
1
）。
世
尊
咄（
2
）曰
、
文
殊
、
吾
四
十
九
年
住
世
、
未
曽
説
一
字（
3
）。
汝
請
吾
再

轉
法
輪
。
是
吾
曽
轉
法
輪
邪
。

＊

世
尊
、
涅ね

槃は
ん

に
入
る
に
臨
ん
で
、
文
殊
大
士
、
佛
に
再
び
法ほ

う
輪り

ん
を
轉て

ん
ぜ
ん
こ
と
を
請
う
。
世
尊
、
咄と

つ
し
て
曰
く
、「
文
殊
、
吾



172

れ
四
十
九
年
世
に
住と

ど
ま
る
も
、
未
だ
曽か

つ
て
一
字
を
も
説
か
ず
。
汝
、
吾
れ
に
再
び
法ほ

う
輪り

ん
を
轉て

ん
ぜ
よ
と
請
う
。
是
れ
吾
れ
曽か

つ
て
法ほ

う

輪り
ん

を
轉て

ん
ぜ
し
や
」
と
。

＊

　
世
尊
が
涅
槃
に
入
る
段
に
な
っ
て
、
文
殊
大菩

　
薩士

が
、
仏
に
も
う
一
度
法教

　
え輪

を
説
く
よ
う
請
う
た
。
世
尊
が
〔
文
殊
を
〕
叱
っ

て
言
っ
た
、「
文
殊
よ
、
私
は
〔
成
道
以
来
〕
四
十
九
年
の
あ
い
だ
世
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
一
字
す
ら
説
法
し

た
こ
と
が
な
い
。
お
ま
え
は
、
私
に
も
う
一
度
法教

　
え輪

を
説
い
て
く
れ
と
請
う
て
い
る
が
、
私
は
こ
れ
ま
で
法教

　
え輪

を
説
い
た
こ
と

が
あ
っ
た
か
」
と
。

＊

　
※
世
尊
臨
入
涅
槃
…
轉
法
輪
邪
＝
釈
尊
が
悟
り
を
得
て
か
ら
涅
槃
に
入
る
ま
で
の
四
十
九
年
間
、
一
字
も
法
を
説
か
な
か
っ
た
と
い
う

話
。
も
と
も
と
は
、『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
三
六
「
真
実
義
品 

第
四
」
の
「
一
切
の
存
在
は
、
言
語
表
現
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
（
一

切
法
、
離
言
自
性
）」（T30-486c
）
と
い
う
説
に
基
づ
く
思
想
で
あ
り
、
唯
識
思
想
・
如
来
蔵
思
想
を
信
奉
す
る
人
々
に
よ
っ
て
重

視
さ
れ
た
。
や
が
て
、「
教
外
別
伝
」「
不
立
文
字
」
の
立
場
を
と
っ
た
禅
宗
に
お
い
て
、
求
那
跋
陀
羅
訳
『
楞
伽
阿
跋
多
羅
宝
経
』

（『
楞
伽
経
』）
巻
三
「
一
切
仏
語
心
品
之
三
」
に
説
か
れ
る
「
大
慧
は
復ま

た
仏
に
白も

う
し
て
言
う
、『
世
尊
の
所
説
の
如
き
は
、「
我
れ

某
の
夜
に
最
正
覚
を
得
て
従よ

り
、
乃
至
、
某
の
夜
、
般
涅
槃
に
入
る
。
其
の
中あ

い
だ間

に
於
い
て
、
乃
至
、
一
字
も
説
か
ず
。
亦
た
已す

で
に

説
く
こ
と
も
当
に
説
く
べ
き
こ
と
も
せ
ず
。
不
説
は
是
れ
仏
説
な
り
…
」
と
…
』
と
（
大
慧
復
白
仏
言
、『
如
世
尊
所
説
、「
我
従
某

夜
得
最
正
覚
、
乃
至
某
夜
入
般
涅
槃
。
於
其
中
間
乃
至
不
説
一
字
。
亦
不
已
説
当
説
。
不
説
是
仏
説
…
」
…
』）」（T16-498c

）
と

い
う
説
が
、
そ
の
思
想
的
根
拠
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
楞
伽
経
』
に
つ
い
て
は
、
高
崎
直
道
『
楞
伽
経
』（《
仏
典

講
座
17
》
大
蔵
出
版
・
一
九
八
〇
）
な
ど
を
参
照
。

（
1
）	

轉
法
輪
＝
〔
一
〕
注
（
45
）
参
照
。
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（
2
）	

咄
＝
叱
と
同
じ
で
、
人
を
呵し

か

り
罵の

の
しる

際
に
発
す
る
語
。『
禅
学
』（p.955

）
参
照
。
訳
語
の
一
例
と
し
て
は
「
こ
ら
っ
」
な
ど
。

「
叱
る
」
と
い
う
動
詞
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
場
合
も
多
い
。『
漢
語
』
に
「
呵
叱
（
激
し
く
詰
責
す
る
）」（
㊤p.1575

）
と
あ
る
。

こ
こ
は
「
叱
る
」
の
用
法
で
あ
ろ
う
。

（
3
）	
吾
四
十
九
年
住
世
、
未
曽
説
一
字
＝
「
四
十
九
年
住
世
」
に
つ
い
て
は
、〔
一
〕
注
（
46
）
を
併
せ
て
参
照
。
例
え
ば
、『
祖
堂

集
』
巻
一
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
章
に
「
是か

く
の
如
く
説
法
し
て
世
に
住と

ど
ま
る
こ
と
四
十
九
年
、
後の

ち
拘
尸

城
の
熙
連
河
側
の
娑
羅
双

樹
の
間
に
於
い
て
涅
槃
に
入
る
。
寿
齢
は
七
十
九
に
当
た
れ
り
（
如
是
説
法
住
世
四
十
九
年
、
後
於
拘
尸

城
熙
連
河
側
娑
羅
双
樹

入
涅
槃
。
寿
齢
当
七
十
九
矣
」（
中
華
書
局
校
点
本
・p.15

）
と
あ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
燈
史
も
、
成
道
か
ら
涅
槃
に
至
る
ま
で

の
釈
尊
に
よ
る
教
化
期
間
は
、
四
十
九
年
間
で
あ
っ
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
三
十
歳
で
成
道
し
、
七
十
九
歳
で
涅
槃
に
入
る
の
で

あ
る
。「
未
だ
曽か

つ
て
一
字
を
も
説
か
ず
」
と
い
う
こ
の
「
一
字
不
説
」
は
、
禅
僧
た
ち
の
あ
い
だ
で
頻
繁
に
話
題
に
な
っ
た
。
例
え

ば
、『
宛
陵
録
』
に
は
「
所ゆ

　
え以

に
一
切
の
声
色
は
是
れ
仏
の
慧
目
な
り
。
法
は
孤ひ

と
り
起
こ
ら
ず
、
境
に
仗よ

り
て
方は

じ
め
て
生
ず
。
物
の

為た
め

の
故
に
、
其
の
多
智
有
り
。
終
日
説
く
も
、
何
ぞ
曽か

つ
て
説
か
ん
、
終
日
聞
く
も
、
何
ぞ
曽か

つ
て
聞
か
ん
。
所ゆ

　
え以

に
釈
迦
は
四
十
九
年

説
く
も
、
未
だ
嘗
て
一
字
を
も
説と著
か
ず
（
所
以
一
切
声
色
是
仏
之
慧
目
。
法
不
孤
起
、
仗
境
方
生
。
為
物
之
故
、
有
其
多
智
。
終

日
説
、
何
曽
説
、
終
日
聞
、
何
曽
聞
。
所
以
釈
迦
四
十
九
年
説
、
未
嘗
説
著
一
字
）」（T48-385c

、
入
矢
訳
・p.118

）
と
あ
り
、

『
碧
巌
録
』
第
二
八
則
・
頌
評
唱
に
は
「
釈
迦
老
子
出
世
し
て
四
十
九
年
、
未
だ
曽か

つ
て
一
字
を
も
説
か
ず
（
釈
迦
老
子
出
世
、
四
十

九
年
、
未
曽
説
一
字
）」（T48-168c

、
岩
波
文
庫
本
㊤p.354

、
末
木
訳
㊤p.452

）
と
あ
る
。

〔
三
八
〕　
世
尊
入
滅

世
尊
於
涅
槃（
1
）會
上
、
以
手
摩

、
告
衆
曰
、
汝
等
、
善
觀
吾
紫
磨
金
色（
2
）之
身
。
瞻
仰
取
足（
3
）、
勿
令
後
悔
。
若
謂
吾
滅

度（
4
）、
非
吾
弟
子
。
若
謂
吾
不
滅
度
、
亦
非
吾
弟
子
。
時
百
萬
億
衆
、
悉
皆
契
悟
。
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＊

世
尊
、
涅ね

槃は
ん

會え

上じ
ょ
うに

於
い
て
、
手
を
以
て

む
ね

を
摩ま

し
、
衆し

ゅ
に
告
げ
て
曰
く
、「
汝
等
、
善よ

く
吾
が
紫し

磨ま

金ご
ん

色じ
き

の
身
を
觀
ぜ
よ
。

瞻せ
ん

仰ご
う

し
て
足
る
こ
と
を
取
り
、
後
悔
せ
し
む
る
こ
と
勿
か
れ
。
若
し
吾
れ
滅め

つ
度ど

す
と
謂
わ
ば
、
吾
が
弟
子
に
非
ず
。
若
し
吾
れ

滅め
つ

度ど

せ
ず
と
謂
わ
ば
、
亦
た
吾
が
弟
子
に
非
ず
」
と
。
時
に
百
萬
億
の
衆し

ゅ
、
悉
く
皆
な
契か

い
悟ご

す
。

＊

　
世
尊
は
、
入
滅
に
際
し
て
の
会説

法
の
集
い座

に
お
い
て
、
手
で
胸
を
撫な

で
、
人
々
に
告
げ
て
言
っ
た
、「
お
ま
え
た
ち
よ
、
紫し

磨ま

金ご
ん

色じ
き

の

〔
光
を
放
つ
〕
私
の
身
体
を
よ
く
観
察
し
て
お
き
な
さ
い
。
仰
ぎ
み
て
自
足
し
、〔
み
ず
か
ら
を
〕
後
悔
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

も
し
私
が
死
ん
で
い
な
く
な
る
と
言
う
な
ら
ば
、〔
お
ま
え
た
ち
は
〕
私
の
弟
子
で
は
な
い
。
も
し
私
が
死
ん
で
い
な
く
な
る

の
で
は
な
い
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
私
の
弟
子
で
は
な
い
」
と
。
そ
の
と
き
、〔
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
〕
百

数
え
き
れ
な
い
ほ
ど

萬
億
の

人
々
は
、
一
人
残
ら
ず
悟
っ
た
。

＊

　
※
世
尊
於
涅
槃
會
上
…
悉
皆
契
悟
＝
『
大
般
涅
槃
経
後
分
』
巻
上
「
遺
教
品 

第
一
」（T12-903c~904b

）
な
ど
に
基
づ
き
、
禅
家
が

改
変
し
た
話
で
あ
ろ
う
。『
虚
堂
録
』
巻
九
（T47-1056b

）
な
ど
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
臨
終
を
迎
え
た
釈
尊
は
、
弟
子
た

ち
に
対
し
、
滅
度
す
る
で
も
な
く
滅
度
し
な
い
の
で
も
な
い
、
す
な
わ
ち
、「
滅
度
」「
不
滅
度
」
を
超
え
た
と
こ
ろ
を
見
き
わ
め
る

よ
う
説
い
た
。
大
慧
宗
杲
は
、「
た
と
え
、
昔い

ぜ
ん日

の
『
生
（
生
ず
る
）』
が
本も

と
よ
り
い
ま
だ
か
つ
て
生
じ
た
た
め
し
が
な
く
、
今い

　
ま日

の

『
滅
（
滅
す
る
）』
が
本も

と
よ
り
い
ま
だ
か
つ
て
滅
し
た
た
め
し
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
真
実
に
見
通
し
て
も
、〔
自み

ず
から

体
得
す
る
こ
と

が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
〕
や
は
り
夢
は
〔
実
体
が
〕
な
い
の
に
夢
に
つ
い
て
説
く
〔
よ
う
な
こ
と
に
過
ぎ
な
い
〕。
な
ぜ
な
ら
、『
生

ず
る
も
生
ぜ
ず
』
と
い
う
の
は
、
鏡
の
中
の
〔
映
し
だ
さ
れ
た
姿
〕
形
〔
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
〕、『
滅
す
る
も
滅
せ
ず
』
と
い
う

の
は
、
水
中
の
月
で
あ
る
〔
か
の
よ
う
な
も
の
だ
〕
か
ら
だ
（
縦
饒
如
実
見
得
、
昔
日
之
生
本
不
曽
生
、
今
日
之
滅
本
不
曽
滅
、
亦
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是
無
夢
説
夢
。
何
以
故
。
生
而
不
生
、
鏡
裏
之
形
。
滅
而
不
滅
、
水
中
之
月
）」（『
大
慧
語
録
』
巻
一
六
・T47-880a~b

）
と
述
べ
、

こ
こ
の
と
こ
ろ
を
究
明
す
る
よ
う
説
い
て
い
る
。

（
1
）	

涅
槃
＝
煩
悩
の
火
が
吹
き
消
さ
れ
た
状
態
の
安
ら
ぎ
、
悟
り
の
境
地
を
い
う
。
三
毒
（
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
癡
）
を
止
滅
し
た
状
態

を
涅
槃
の
第
一
義
と
す
る
。
ま
た
、
生
命
の
火
が
吹
き
消
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
入
滅
・
死
去
を
い
う
。「
寂
滅
」「
滅
度
」「
円

寂
」
と
漢
訳
さ
れ
る
。
完
全
な
涅
槃
を
「
般は

つ
涅ね

槃は
ん

」
と
い
い
、
特
に
釈
尊
の
入
滅
を
大
い
な
る
般
涅
槃
（
大
般
涅
槃
）、
あ
る
い
は

大
円
寂
と
い
う
。『
岩
波
』（p.807

）
参
照
。

（
2
）	

紫
磨
金
色
＝
紫
磨
金
は
紫
色
を
帯
び
た
金
で
、
黄
金
の
な
か
の
最
高
の
も
の
と
さ
れ
る
。
仏
の
身
体
に
つ
い
て
い
う
。『
中
村
』

（p.546

）
参
照
。
無
著
道
忠
は
、「
純
度
の
高
い
金
を
紫
磨
金
と
す
る
（
上
金
為
紫
磨
金
）」（『
犂
耕
』
巻
二
四
・p.46

）
と
解
説
し

て
い
る
。

（
3
）	

取
足
＝
「
自み

ず
から

満
足
す
る
。
自
足
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
用
例
と
し
て
は
、『
四
十
二
章
経
』
の
「
受
道
法
、
去
世
資

財
、
乞
求
取
足
、
日
中
一
食
、
樹
下
一
宿
、
慎
不
再
矣
」（T17-722b

、
岩
波
文
庫
本
・p.20

・p.22

）
や
『
出
三
蔵
記
集
』
巻
一

〇
の
「
於
是
振
錫
取
足
者
、
仰
玄
風
而
高
蹈
、
禅
思
入
微
者
、
挹
清
流
而
洗
心
」（T55-73a

）
な
ど
。

（
4
）	

滅
度
＝
「
涅
槃
」
と
同
様
に
様
々
な
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
具
体
的
に
は
「
釈
尊
が
亡
く
な
る
こ
と
。
仏
滅
。
入
滅
」

（『
中
村
』p.1358

）
と
い
う
意
味
。
例
え
ば
、『
法
華
経
』「
如
来
寿
量
品 

第
一
六
」
に
「
衆
生
を
度す

く

わ
ん
が
為
め
の
故
に
、
方
便

し
て
涅
槃
を
現
わ
す
も
、
而
も
実
に
は
滅
度
せ
ず
し
て
、
常
に
此こ

こ
に
住
し
て
法
を
説
く
な
り
（
為
度
衆
生
故
、
方
便
現
涅
槃
、
而
実

不
滅
度
、
常
住
此
説
法
）」（T9-43b

、
岩
波
文
庫
本
㊦p.30

）
と
あ
る
。
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明
初
の
護
法
論
（
そ
の
3
） 

―― 

『
尚
直
編
』
を
中
心
に 

―― 

森
　
　
宏

　
之

は
じ
め
に

　
空
谷
景
隆
（
一
三
九
三
～
一
四
七
○
）
の
手
に
な
る
『
尚
直
編
』
二
巻
は
、
太
原
の
王
中
（
伝
記
未
詳
）、
字
は
克
平
な
る
人
物

と
の
問
答
形
式
で
著
さ
れ
た
護
法
書
で
あ
る
。
該
書
は
嘉
興
蔵
に
入
蔵
す
る
こ
と
も
な
く
、
歴
史
的
に
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ

と
は
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る（
1
）。
そ
の
理
由
は
朱
熹
（
一
一
三
○
～
一
二
○
○
）
の
仏
教
批
判
が
心
病
に
よ
る
等
の
あ
ま
り
品

の
良
い
と
は
い
え
な
い
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
発
言
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
空
谷
の
生
き
た
明
初
の
思
想
界
そ
の
も
の
が
低
調

と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る（
2
）。
勿
論
、
空
谷
に
関
す
る
研
究
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
彼
に
は
、

『
尚
直
編
』『
尚
理
編
』
と
い
っ
た
護
法
書
だ
け
で
は
な
く
語
録
も
残
さ
れ
て
お
り
、
明
末
万
暦
の
三
高
僧
の
一
人
、
雲
棲
袾
宏

（
一
五
三
五
～
一
六
一
五
）
に
先
行
す
る
禅
浄
一
致
論
の
提
唱
者
と
し
て
、
毒
峰
本
善
（
一
四
一
九
～
一
四
八
二
）
と
合
わ
せ
て
空

谷
の
思
想
に
対
す
る
分
析
及
び
思
想
史
的
位
置
付
け
が
行
わ
れ
て
い
る（
3
）。
た
だ
し
、
こ
の
時
代
に
関
す
る
評
価
は
、
思
想

史
的
に
発
展
や
変
化
に
乏
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
に

対
し
疑
義
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
。
し
か
し
、
空
谷
の
在
世
時
が
『
三
大
全
』
成
立
に
よ
り
洪
武
期
か
ら
の
儒
・
仏
・
道
三

教
一
致
的
時
代
思
潮
が
崩
れ
朱
子
学
一
尊
化
が
進
み
、
独
創
性
に
は
乏
し
い
も
の
の
篤
実
な
朱
子
学
信
奉
者
が
出
現
し
た
の
と
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重
な
る
の
を
考
え
合
わ
せ
る
時
、『
尚
直
編
』
に
は
、
前
時
代
の
護
法
書
と
は
異
な
る
、
若
干
の
注
目
す
べ
き
点
を
見
出
し
う

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
小
論
で
は
『
尚
直
編
』
に
見
え
る
朱
子
学
批
判
の
論
理
を
検
討
し
、
陽
明
学
成
立

以
前
の
思
想
界
を
見
て
い
く
た
め
の
手
立
て
と
し
た
い
。

一

　
ま
ず
『
尚
直
編
』
の
特
徴
と
し
て
採
り
上
げ
る
べ
き
こ
と
は
、
空
谷
の
歴
史 

―― 

彼
の
信
じ
る
所
の
歴
史
的
事
実 

―― 

に
対

す
る
絶
対
的
な
信
頼
で
あ
ろ
う
。
該
書
は
、
全
般
的
に
正
史
・
野
史
・
燈
史
に
残
さ
れ
た
資
料
を
駆
使
し
て
著
さ
れ
て
い

る（
4
）。
そ
れ
は
、
人
の
行
動
は
原
則
的
に
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
る
原
因
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
因
果
論
に

基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
彼
は
優
れ
た
史
書
と
し
て
、
正
史
・
野
史
を
問
わ
ず
、『
春
秋
』・『
史
記
』・『
漢
書
』・『
後
漢
書
』・『
三
国
志
』・

『
晋
書
』・『
南
北
史
』・『
隋
書
』・『
旧
唐
書
』・『
資
治
通
鑑
』・『
通
志
』・『
文
献
通
考
』・『
宋
史
』・
李
燾
『
宋
鑑
』・『
史
略
』

・『
元
史
』
を
列
挙
し
（『
尚
直
編（
5
）』
上
・8b~9a

）、
逆
に
こ
れ
ら
の
史
書
よ
り
も
劣
る
も
の
と
し
て
、『
唐
書
』・『
五
代
史
』

・
陳
子
経
『
宋
鑑
』
の
三
書
を
挙
げ
る
（
同
上
・13b~14a
）。
こ
れ
ら
の
史
書
の
優
劣
は
、『
戦
国
策
』
の
劉
向
の
序
文
に
あ
る

「
史歴

史
家氏

が
〔
守
る
べ
き
〕
法決

ま
りは

、
具
さ
に
そ
の
時
々
の
出
来
事
と
言
葉
を
記
録
す
る
こ
と
で
あ
る
。
善
悪
に
つ
い
て
は
必
ず
書

き
、
初
め
か
ら
〔
自
己
の
〕
判
断
で
選
択
す
る
こ
と
は
な
い
（
史
氏
之
法
、
具
記
一
時
之
事
辞
。
善
悪
必
書
、
初
無
所
決
択
）」
と
い

う
語
を
引
用
し
、「
劉
向
は
『
春
秋
』
の
意
図
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
（
劉
向
可
謂
知
『
春
秋
』
之
意
焉
）」
と
述
べ
る

よ
う
に
、
記
載
さ
れ
た
内
容
に
記
録
者
の
主
観
が
混
入
す
る
こ
と
な
く
、
純
粋
に
客
観
的
な
事
実
が
記
さ
れ
た
か
否
か
に
あ
る
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（
同
上
・14b

）。
先
ほ
ど
列
挙
し
た
優
れ
た
歴
史
書
は
、「
す
べ
て
天
地
の
心
を
心
と
し
て
い
る
。
是
を
是
と
い
い
、
非
を
非
と

い
い
、
私
意
を
〔
心
に
〕
留
め
る
こ
と
を
し
な
い
（
皆
以
天
地
之
心
為
心
。
是
曰
是
、
非
曰
非
、
不
存
私
意
）」（
同
上
・9a

）
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
空
谷
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、『
唐
書
』・『
五
代
史
』・
陳
桱
『
宋
鑑
』
の

三
書
が
劣
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
理
由
は
、
そ
の
逆
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
空
谷
の
見
解
に
沿
っ
て
具
体
的
に
述
べ
る

と
、『
唐
書
』・『
五
代
史
』
は
、
排
仏
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
欧
陽
脩
（
一
○
○
七
～
一
○
七
二
）
に
拠
っ
て
編
纂
さ
れ
た
。
空

谷
は
『
釈
子
資
鑑
』
巻
七
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
欧
陽
脩
の
『
韓
子
別
伝
』
の
跋
文
を
根
拠
に
、
欧
陽
脩
は
契
嵩
（
一
○
○
七
～

一
○
七
二
）
に
出
会
っ
た
後
、
排
仏
論
者
か
ら
一
転
し
仏
教
擁
護
者
へ
と
変
わ
っ
た
と
い
う（
6
）。
し
か
し
、『
唐
書
』・『
五
代

史
』
は
、
欧
陽
脩
が
契
嵩
に
出
会
う
以
前
、
即
ち
ま
だ
「
仏
を
敬
う
意気

持
ちが

無
（
無
敬
仏
之
意
）」（
同
上
・14a

）
か
っ
た
時
に
編

纂
さ
れ
た
史
書
で
あ
る
た
め
、
客
観
性
に
欠
く
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
陳
桱
『
宋
鑑
』
は
、
同
じ
く
宋
代
の
歴
史
を
扱
っ
た

『
宋
史
』・
李
燾
『
宋
鑑
』・『
史
略
』
等
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
「
宋
朝
に
は
十
六
人
の
皇
帝
が
い
て
、
合
計
三
百
十
七
年
間
天

下
を
保
ち
、
聖歴

代
皇
帝
は々仏

を
尊
ん
だ
。
身
は
帝
王
で
あ
り
な
が
ら
、
心
は
仏
祖
〔
と
同
じ
〕
だ
っ
た
（
宋
朝
一
十
六
主
、
合
三
百
十
七

年
之
有
天
下
、
聖
々
尚
仏
。
身
為
帝
王
、
心
為
仏
祖
）」（
同
上
・14a

）
と
い
っ
た
事
実
が
意
図
的
に
削
除
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
陳

桱
（
生
没
年
未
詳
）
が
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
空
谷
は
『
宋
鑑
』
の
姜
漸
（
生
没
年
未
詳
）
の
手
に
な
る
序
文
に
、「
子
経

（
陳
桱
の
字
）
は
晦
庵
（
朱
熹
）
の
『
通
鑑
綱
目
』
の
〔
筆
〕
法
に
則
っ
た
（
子
経
取
法
乎
『
晦
庵
綱
目
』）」（
同
上
・14b

）
と
あ
る

の
を
引
用
し
、「
彼
も
ま
た
晦
庵
（
朱
熹
）〔
と
同
様
〕
の
罪
人
（
此
又
晦
庵
之
罪
人
）」（
同
上
・15a

）
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
述

べ
る
。

　
さ
て
、
史
書
は
編
纂
過
程
に
於
い
て
、
何
重
も
の
主
観
的
価
値
観
が
入
り
込
む
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
残
さ
れ
た
史

料
を
編
纂
し
、
著
述
す
る
者
の
価
値
観
が
史
書
に
介
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
の
欧
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陽
脩
や
陳
桱
の
例
で
確
認
し
た
。
で
は
史
家
が
扱
う
資
料
そ
の
も
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
出
来
事
の
当
事
者
、
ま
た
は

目
撃
者
、
伝
聞
者
が
無
意
識
に
記
録
し
た
も
の
か
、
ま
た
は
意
識
的
に
記
録
し
周
囲
及
び
後
世
に
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残

そ
う
と
し
た
も
の
か
に
よ
っ
て
内
容
が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
空
谷
に
も
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
。

例
え
ば
、
唐
・
貞
観
中
に
あ
っ
た
出
来
事
と
し
て
、
傅
奕
（
五
五
五
～
六
三
九
）
が
西
域
か
ら
や
っ
て
来
た
人
の
生
死
を
自
在
に

操
る
こ
と
の
で
き
る
怪
僧
と
対
決
し
た
と
い
う
話
が
あ
る
。『
資
治
通
鑑
』
巻
一
九
五
の
記
事
で
あ
る
が（
7
）、
空
谷
は
、「
好

事
家
が
曲
解
し
た
言
葉
だ
（
好
事
者
曲
為
之
辞
）」
と
断
言
し
、
そ
う
判
断
し
た
三
つ
の
根
拠
と
し
て
、
①
記
事
に
書
か
れ
て
い

る
よ
う
な
邪
術
を
用
い
る
の
は
、
真
の
僧
で
は
な
い
。
②
仮
に
記
事
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
術
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
怪
僧
は

自
己
防
衛
す
る
術
も
身
に
付
け
て
い
る
は
ず
。
③
当
時
、
長
安
に
は
慧
乗
（
五
五
五
～
六
三
○
或
い
は
六
三
一
）・
玄
琬
（
五
六
三

～
六
三
七
）・
法
琳
（
五
七
一
～
六
三
九
或
い
は
六
四
○
）・
明
瞻
（
五
五
九
～
六
二
八
或
い
は
六
二
九
）
と
い
っ
た
高
僧
が
お
り
、
偽

僧
が
戒
律
を
破
っ
て
人
を
死
な
せ
る
よ
う
な
術
を
用
い
る
の
を
黙
っ
て
見
過
ご
す
は
ず
が
な
い
。
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ

し
て
、
司
馬
光
が
『
資
治
通
鑑
』
を
編
纂
す
る
の
に
資
料
批
判
が
不
徹
底
な
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
　
惜
し
い
こ
と
だ
。
温
公
（
司
馬
光
）
は
〔
資
料
を
〕
悉
に
検
討
す
る
こ
と
な
く
誤
伝
を
聞
き
文

『
資
治
通
鑑
』

籍
に
筆
録
し
た
。
後
世

〔
史
料
を
〕
点
検
す
れ
ば
、〔
誤
伝
は
歴
史
の
〕
理

こ
と
わ
りに

よ
り
見
逃
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
（
惜
乎
。
温
公
不
加
詳
審
輒
聴
訛

伝
筆
文
籍
。
後
世
検
点
理
不
可
逃
也
）（
同
上
・27b~28a
）

　
空
谷
が
歴
史
書
に
つ
い
て
多
く
言
及
し
た
の
は
、
要
す
る
に
、「
宋
人
で
仏
教
に
疎
い
の
は
、
た
だ
横
渠
（
張
載
）
か
ら
晦

庵
（
朱
熹
）
に
至
る
ま
で
の
数
人
だ
け
（
宋
人
昧
仏
者
、
惟
横
渠
以
至
晦
庵
数
人
而
已
）」（
同
上
・
下
・12a

）
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し（
8
）、「『
春
秋
』
か
ら
『
元
史
』
に
及
ぶ
ま
で
、
古
今
万
世
に
渡
っ
て
こ
れ
（
＝
仏
）
を
敬
い
仰
（『
春
秋
』
以
逮
『
元
史
』、

亘
古
今
窮
万
世
敬
之
仰
之
）」（
同
上
・
上
・9a

）
ぎ
、
過
去
に
仏
教
が
大
衆
に
も
て
は
や
さ
れ
、「
よ
く
帝
王
の
政
〔
治
や
教
〕
化
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を
助
け
た
（
克
輔
帝
王
政
治
之
化
）」（
同
上
・
序
・1b

）
と
い
う
歴
史
的
事
実 

―― 

空
谷
自
身
が
信
じ
る
と
こ
ろ
の 

―― 

を
確
認

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
孔
子
の
「
吾
れ
衆
に
従
う
（
吾
従
衆
）」
と
い
う
語
を
根
拠
に
、「
い
ま
ま
で
一
個
人
の
偏
見

に
従
う
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
（
未
聞
従
於
一
己
偏
意
也
）」（
同
上
・
上
・8b

）
と
述
べ
、
大
衆
が
仏
教
を
支
持
し
て

い
た
の
に
一
部
の
仏
教
批
判
者
に
従
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
空
谷
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
た
の
は
、
彼

自
身
の
在
世
当
時
の
朱
子
学
信
奉
者
が
多
数
を
占
め
る
思
想
界
を
鑑
み
て
の
こ
と
で
あ
る
。
空
谷
に
拠
れ
ば
、
仏
教
が
中
国
に

伝
来
し
た
の
は
、「
漢
儒
は
文文

字
の
学学

に
勤
し
み
は
す
る
も
、
道
学
〔
に
関
し
て
〕
は
ほ
と
ん
ど
〔
顧
み
る
こ
と
が
〕
な
（
漢
儒
雖
典

文
学
、
而
道
学
微
矣
）」
く
、
経
書
の
訓
詁
に
徹
す
る
余
り
、「
明
心
・
見
性
に
至
り
、
よ
く
本
源
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
（
至
于

明
心
・
見
性
、
克
証
本
源
之
道
）」
と
い
っ
た
工
夫
を
欠
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
（
同
上
・
序
・1b

）。
す
な
わ
ち
、
仏
教
が
中
国
に
伝

来
し
繁
栄
し
た
の
は
、
中
国
に
と
っ
て
不
可
欠
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
歴
史
の
偶
然
で
は
な
く
、
必
然
だ
っ
た
と
し
て
捉
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
朱
熹
や
朱
子
学
信
奉
者
等
の
仏
教
批
判
は
、
歴
史
の
必
然
で
は
な
く
偶
然
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
当
然
理
に
よ
っ
て
是
正
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
空
谷
の
歴
史
観
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の

偶
然
も
何
ら
か
の
原
因
で
生
じ
た
出
来
事
で
あ
る
。
で
は
、
何
故
仏
教
批
判
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
空
谷
の
儒
教
の
道

統
論
に
対
す
る
見
解
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
問
題
に
対
し
彼
が
如
何
に
考
え
て
い
た
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

二

　
儒
教
の
道
統
論
は
、
韓
愈
（
七
六
八
～
八
二
四
）
の
「
原
道
」
に
そ
の
雛
形
が
あ
り
、
そ
れ
を
継
承
し
た
朱
熹
に
よ
っ
て
成
立

す
る
。
彼
の
道
統
論
は
「
中
庸
章
句
序
」
等
に
見
ら
れ
、「
周
子
太
極
通
書
後
序
」
が
著
さ
れ
る
前
後
で
、
孟
子
に
よ
っ
て
途
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絶
え
て
し
ま
っ
た
絶
学
の
継
承
者
が
二
程
か
周
敦
頤
（
一
○
一
七
～
一
○
七
三
）
か
で
異
な
る（
9
）。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
一
先
ず
置
く
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
、「
中
庸
章
句
序（
10
）」
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
堯
・
舜
よ
り
伝
え
ら
れ
た
「
人

心
惟
れ
危
く
、
道
心
惟
れ
微
な
り
、
惟
れ
精
惟
れ
一
、
允
に
厥
の
中
を
執
れ
（
人
心
惟
危
、
道
心
惟
微
、
惟
精
惟
一
、
允
執
厥
中
）」

の
十
六
字
、
所
謂
「
十
六
字
心
法
」
が
子
思
か
ら
孟
子
、
そ
し
て
二
程
に
よ
っ
て
「
千
載
不
伝
の
緒
」
が
継
承
さ
れ
、
異
端
の

誤
り
が
批
判
さ
れ
る
ま
で
の
経
過
を
述
べ
た
後
、
次
の
一
文
に
続
く
。

　
　
子
思
は
時
が
経
つ
に
つ
れ
ま
す
ま
す
そ
の
（
＝
堯
・
舜
よ
り
伝
え
ら
れ
た
道
の
）
真
相
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
懼
れ
た
。

そ
こ
で
、
堯
・
舜
よ
り
相
伝
え
ら
れ
た
〔
道
の
真
〕
意
を
推
し
量
り
、
普
段
聞
か
さ
れ
て
い
た
父
（
＝
孔
鯉
）
師
（
＝
曽

参
）
の
言
葉
に
よ
っ
て
検
討
し
、
か
わ
る
が
わ
る
〔
両
者
の
言
葉
を
〕
つ
き
あ
わ
せ
て
〔
真
義
を
〕
引
き
出
し
、
こ
の
書

（『
中
庸
』）
を
著
し
、
後
世
の
学
者
に
示
し
た
。
思
う
に
、
彼
の
憂
い
は
深
刻
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
そ
の
言
葉
は
切
実
で
あ

り
、
彼
の
思
慮
は
遠
大
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
そ
の
論
説
は
詳
細
な
の
で
あ
る
。
…
こ
の
後
再
伝
し
孟
子
が
現
れ
た
。〔
孟

子
は
〕
こ
の
書
（『
中
庸
』）
を
深
く
究
明
し
、
先
聖
の
説
を
継
承
し
た
。
彼
が
没
す
る
と
遂
に
そ
の
伝
承
は
失
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
吾
が
〔
聖
人
の
〕
道
が
託
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
だ
言
語
文
字
の
間
だ
け
に
限
ら
れ
、
異
端
の

説
は
日
ご
と
月
ご
と
に
新
し
く
な
り
盛
ん
に
な
っ
て
、
や
が
て
老
・
仏
の
徒
が
現
れ
る
と
、
い
よ
い
よ
理
に
近
い
た
め

〔
却
っ
て
〕
大
い
に
真
〔
の
道
〕
を
乱
す
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
幸
い
に
も
こ
の
書
（『
中
庸
』）
は
滅
び
る
こ
と

は
な
か
っ
た
た
め
、
程
夫
子
兄
弟
が
現
れ
る
と
、〔
そ
の
書
（『
中
庸
』）
を
〕
考
察
し
て
そ
の
千

千
年
も
の
間
伝
わ
ら
な
か
つ
た
道
の
糸
口

載
不
伝
の
緒
を
継
承
し
、

そ
の
〔
書
（『
中
庸
』）
を
〕
根
拠
と
し
て
あ
の
〔
老
・
仏
の
〕
二
家
の
似
而
非
〔
の
主
張
〕
を
排
斥
し
た
の
で
あ
る
。
思

う
に
、
子
思
の
功
績
も
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
偉
大
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
程
夫
子
が
現
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼

（
＝
子
思
）
の
語
を
手
掛
か
り
に
彼
の
心
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
子
思
懼
夫
愈
久
而
愈
失
其
真
也
。
於
是
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推
本
堯
・
舜
以
来
相
伝
之
意
、
質
以
平
日
所
聞
父
師
之
言
、
更
互
演
繹
、
作
為
此
書
、
以
詔
後
之
学
者
。
蓋
其
憂
之
也
深
。
故
其
言
之

也
切
。
其
慮
之
也
遠
。
故
其
説
之
也
詳
。
…
自
是
而
又
再
伝
、
以
得
孟
氏
。
為
能
推
明
是
書
、
以
承
先
聖
之
説
。
及
其
没
、
而
遂
失
其

伝
焉
。
則
吾
道
之
所
寄
、
不
越
乎
言
語
文
字
之
間
、
而
異
端
之
説
、
日
新
月
盛
、
以
至
於
老
・
仏
之
徒
出
、
則
弥
近
理
而
大
乱
真
矣
。

然
而
尚
幸
此
書
之
不
泯
。
故
程
夫
子
兄
弟
者
出
、
得
有
所
考
以
続
夫
千
載
不
伝
之
緒
、
得
有
所
拠
、
以
斥
夫
二
家
似
是
之
非
。
蓋
子
思

之
功
於
是
為
大
。
而
微
程
夫
子
、
則
亦
莫
能
因
其
語
、
而
得
其
心
也
）

　
こ
こ
で
朱
熹
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
一
つ
は
、
も
と
も
と
「
十
六
字
心
法
」
の
み
で
道
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
が
、

子
思
の
時
代
に
な
る
と
異
端
が
跋
扈
し
、
そ
れ
が
出
来
な
く
な
っ
た
た
め
、『
中
庸
』
と
い
う
長
文
の
書
物
を
著
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
墨
家
や
道
家
と
い
っ
た
異
端
と
の
弁
証
に
よ
っ
て
道 

―― 

「
十
六
字

心
法
」
の
意
味 

―― 

が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
孟
子
以
後
道
統
が
断
絶
し
、
二
程
に
よ
っ

て
絶
学
が
継
承
さ
れ
た
と
い
う
、
道
の
伝
承
形
態
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
・
老
の
二
教
が
、
朱
熹
に
よ
っ
て
道
統
か
ら
排
除
さ

れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
二
程
に
し
ろ
周
敦
頤
に
し
ろ
彼
ら
を
絶
学
の
継
承
者
と
し
て
位
置
付
け
る
な
ら
ば
、
孟
子
以
来
、
道

統
に
千
四
百
年
余
の
空
白
期
間
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
朱
熹
が
「
中
庸
章
句
序
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
二
点
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
空
谷
に
よ
っ
て
も
強
く
意
識
さ
れ
て
お

り
、
後
者
に
つ
い
て
は
彼
に
は
到
底
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
、
先
に
後
者

に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
禅
に
於
け
る
道
の
伝
承
は
、
禅
匠
の
接
化
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
学修

行
者人

は
悟
境
に
達
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
、
禅
匠
に

よ
っ
て
印
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
師
家
か
ら
弟
子
へ
と
脈
々
と
続
き
、
途
絶
え
る
こ
と
は
な
い
。
空
谷
は
仏
教
の
始

祖
で
あ
る
仏
陀
や
、
ま
た
儒
教
側
の
孔
子
・
黄
帝
・
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
文
・
武
・
周
公
で
さ
え
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
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と
す
る
。
従
っ
て
、
孟
子
よ
り
途
絶
え
た
絶
学
を
千
四
百
年
余
の
時
を
経
て
周
敦
頤
が
継
承
し
た
と
い
う
朱
熹
の
道
統
論
は
、

因
果
の
道
理
を
否
定
す
る
も
の
と
な
る
。
空
谷
か
ら
す
れ
ば
、
朱
熹
の
道
統
論
に
見
え
る
発
想
は
、
ま
さ
に
東
陽
玄
策
（
生
没

年
未
詳
）
の
い
う
「
師
無
く
し
て
自
ら
悟
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
者
は
、
天
然
外
道
だ
〔
本
来
霊
妙
な
る
自
然
を
具
有
し
て

い
る
か
ら
、
接
化
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
然
に
悟
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
異
端
者
〕（
無
師
自
悟
者
、
天
然
外
道
也
）」
と
い
う

の
に
相
当
し
よ
う
（『
尚
直
編
』
巻
上
・26b

）。
で
は
、
空
谷
の
考
え
る
道
統
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
道
学
は
、
周
敦
頤
以
前
か
ら
、
国
一
禅
師
（
六
四
三
～
七
一
二
）、
寿
涯
禅
師
（
生
没
年
未
詳
）、
麻
衣
（
生
没
年
未
詳
）、
陳
搏

（
八
六
七
～
九
八
四
）、
种
放
（
九
五
五
～
一
○
一
五
）、
穆
修
（
九
七
九
～
一
○
三
二
）
と
継
承
さ
れ
、
穆
修
は
道
学
を
李
挺
之
（
生

没
年
未
詳
）
に
伝
え
、
道
学
と
「
太
極
図
」
を
周
敦
頤
に
伝
え
、
李
挺
之
は
更
に
道
学
を
邵
雍
（
一
○
一
一
～
一
○
七
七
）
に
伝

え
た（
11
）。
周
敦
頤
は
、
更
に
「
道
学
を
黄
龍
・
仏
印
・
東
林
三
禅
師
に
従
っ
て
究
明
し
（
窮
究
道
学
於
黄
龍
・
仏
印
・
東
林
三
禅

師
）」（『
尚
直
編
』
巻
下
・23a

）、
穆
修
よ
り
伝
わ
る
『
太
極
図
』
は
、「
東
林
禅
師
の
と
こ
ろ
で
易
学
を
伝
え
ら
れ
、
合
わ
せ
て

「
太
極
図
」
の
意
旨
を
説
明
さ
れ
た
（
於
東
林
禅
師
処
、
得
伝
易
学
、
并
説
明
「
太
極
図
」
之
意
旨
）」（
同
上
・27a

）。
す
な
わ
ち
、

周
敦
頤
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
い
と
す
る（
12
）。

　
そ
し
て
、
周
敦
頤
に
よ
っ
て
『
太
極
図
』
が
授
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
二
程
も
、「〔
程
顥
は
〕
深
く
『
華
厳
合
論
』
を
理
解
し
、

自
ら
心心

に
溶
け
込
む
も
の

融
意
会
が
あ
っ
た
と
謂
（
深
味
於
『
華
厳
合
論
』、
自
謂
、
有
所
心
融
意
会
）」（
下
・
十
五
丁
裏
）」
い
、「〔
程
頤
が
〕
た
び
た

び
霊
源
の
室
〔
内
〕
に
出
入
り
（〔
程
頤
〕
多
入
霊
源
之
室
）」
し
、「
道
を
霊
源
禅
師
に
問
う
た
（
問
道
於
霊
源
禅
師
）」（
同
上
・

16a

）
こ
と
を
指
摘
す
る（
13
）。
ま
た
、
張
載
（
一
一
三
三
～
一
一
八
○
）
も
周
敦
頤
と
共
に
「
道
を
東
林
に
問
う
た
（
問
道
於
東

林
）」（
同
上
・
巻
上
・5a

）
こ
と
を
挙
げ
る
。
つ
ま
り
、
北
宋
の
諸
子
す
べ
て
が
僧
と
交
わ
り
、
彼
ら
の
思
想
形
成
に
仏
教
が
大

き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
突
如
と
し
て
絶
学
が
復
活
す
る
こ
と
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は
あ
り
得
な
い
と
す
る
空
谷
の
論
理
に
基
づ
く
。

　
更
に
、
空
谷
は
仏
教
の
影
響
を
受
け
た
の
は
北
宋
諸
子
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
朱
熹
に
お
い
て
も
同
様
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
と

す
る
。
空
谷
は
「
晦
庵
（
朱
熹
）
は
若
く
か
ら
延
平
李
先
生
（
李
侗
）
に
従
学
し
た
が
、
長
い
間
〔
経
書
に
〕
新
し
い
意
見
を

見
い
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
長

徳
の
あ
る
人
物

者
を
訪
ね
る
と
、
み
な
彼
に
禅
学
を
指
し
示
し
た
。
そ
こ
で
遍
く
禅
老
に
謁
見
し
（
晦

庵
早
従
学
於
延
平
李
先
生
、
久
之
恨
不
発
明
。
及
詢
長
者
、
咸
指
之
禅
学
。
已
而
遍
謁
禅
老
）」、
呂
祖
謙
（
一
一
三
七
～
一
一
八
一
）、
張

栻
（
一
一
三
三
～
一
一
八
○
）
ら
と
共
に
大
慧
宗
杲
（
一
○
八
九
～
一
一
六
三
）
の
接
化
を
受
け
、
更
に
大
慧
の
接
化
に
関
し
、
書

簡
で
も
っ
て
開
善
道
謙
（
一
○
九
三
～
一
一
八
五
）
に
問
い
質
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
同
上
・
巻
下
・20b

）。
そ
し
て
、
朱
熹
が

排
仏
論
者
と
し
て
有
名
な
韓
愈
の
文
集
を
編
纂
し
つ
つ
も
、
韓
愈
が
大
顛
（
七
三
二
～
八
二
四
）
に
宛
て
た
書
簡
三
通
を
敢
え
て

文
集
に
残
し
た
り（
14
）、「
久
雨
斎
居
誦
経
」「
寄
山
居
僧
詩
」
等
の
詩
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
を
挙
げ（
15
）、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
、

朱
熹
自
身
が
自
ら
の
思
想
形
成
に
於
い
て
、
仏
教
か
ら
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
根
拠
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
漢

唐
訓
詁
学
か
ら
新
た
に
宋
代
性
理
学
へ
と
発
展
し
た
の
は
、
す
べ
て
禅
学
に
源
流
が
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
宋
儒
は
仏
学
に
没
頭
し
書
を
著
し
発
言
し
て
い
る
が
、〔
そ
れ
ら
は
〕
皆
な
仏
理
を
用
い
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
儒
学
が

宋
に
至
っ
て
大
い
に
変
化
し
、
六
経
や
四
書
〔
と
い
っ
た
経
書
〕
に
新
し
い
意
味
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
（
宋
儒
潜
心
仏

学
著
書
立
言
、
皆
用
仏
理
。
所
以
儒
学
至
宋
大
変
、
変
為
道
学
、
発
明
六
経
・
四
書
也
）（
同
上
・29b

）

　
従
っ
て
、
朱
熹
が
仏
教
を
批
判
し
た
理
由
を
、「
晦
庵
（
朱
熹
）
は
、
思
う
に
広
く
仏
意
を
用
い
た
為
に
、
仏
学
の
徳
を
覆

い
隠
し
た
い
と
思
い
、〔
更
に
〕
す
べ
て
自
己
の
功
績
と
す
る
た
め
に
排
仏
を
唱
え
た
の
だ
（
晦
庵
蓋
為
汎
用
仏
意
、
欲
掩
仏
学
之

徳
、
全
帰
自
己
之
功
、
故
立
排
仏
之
言
）」（
同
上
・30a~b

）
と
述
べ
る
。
空
谷
は
、
こ
の
よ
う
な
朱
熹
の
態
度
を
心
病
と
し
た
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
が
、
空
谷
の
指
摘
す
る
北
宋
諸
子
や
朱
熹
ら
の
思
想
形
成
、
そ
れ
ら
の
伝
承
、
す
な
わ
ち
儒
教
の
道
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統
論
で
あ
っ
た
。
か
か
る
道
統
論
に
対
し
、
永
覚
元
賢
（
一
五
七
八
～
一
六
五
七
）
は
、

　
　
も
し
「
諸
儒
が
悟
っ
た
も
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
釈
子
の
道
だ
」
と
謂
う
の
で
あ
れ
ば
、〔
空
谷
は
〕
た
だ
儒
教
を
知

ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
仏
教
す
ら
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
（
若
謂
、「
諸
儒
之
所
得
、
即
釈
氏
之
道
」、
則
非
独
不
知

儒
、
且
自
不
知
釈
矣
）

と
批
判
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
周
敦
頤
の
「『
太
極
図
』
は
、
も
と
よ
り
儒
家
の
要
旨
〔
を
描
い
た
も
の
〕（『
太
極
図
』、
原
是

儒
家
要
旨
）」
で
あ
る
と
し
、
ま
た
『
尚
直
編
』
に
於
い
て
程
頤
が
仏
教
の
影
響
を
自
覚
し
た
論
拠
と
す
る
語
に
つ
い
て
も
、

「
伊
川
（
程
頤
）
は
僧
が
〔
整
然
と
〕
堂
を
出
て
行
く
の
を
見
て
、
感
嘆
し
て
『〔
夏
・
殷
・
周
の
〕
三
代
の
礼
楽
は
、
こ
と
ご

と
く
こ
こ
に
あ
る
』
と
言
っ
た
と
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
、
そ
れ
は
伊
川
（
程
頤
）
が
〔
堂
を
出
て
行
く
〕
僧
〔
の
姿
〕
を
見

て
、〔
そ
こ
に
〕
彼
の
〔
思
い
描
く
〕
礼
楽
を
見
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
我
が
釈
氏
の
学
を
盗
ん
だ
と
す
る
の
か
（
如
伊
川
見

僧
出
堂
、
歎
曰
、『
三
代
礼
楽
、
尽
在
此
矣
』、
此
乃
伊
川
因
見
僧
而
自
見
其
礼
楽
。
豈
為
窃
我
釈
之
学
哉
）」
と
い
い
、
空
谷
の
朱
熹
批
判

も
、「
事
実
無
根
。
勝
手
に
彼
（
朱
熹
）
の
考
え
を
推
測
し
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
（
事
無
実
拠
。
不
過
私
揣
其
意
）」
と
い
う
（『
永

覚
元
賢
禅
師
博
録
』
巻
二
「
寝
言
」Z125-381d

）。

　
雲
棲
袾
宏
（
一
五
三
五
～
一
六
一
五
）
は
、空
谷
が
「
儒
教
と
仏
教
の
違
い
を
と
こ
と
ん
ま
で
論
じ
て
い
る
（
極
談
儒
釈
之
際
）」

と
し
つ
つ
も
、「
晦
菴
先
生
（
朱
熹
）
が
裏
で
は
仏
法
を
借
用
し
な
が
ら
表
面
で
は
仏
教
を
排
斥
し
て
い
る
と
手
厳
し
く
非
難

し
て
い
る
。
愚わ

た
しが

思
う
に
、
晦
菴
に
は
恐
ら
く
こ
う
し
た
気
持
ち
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
（
弁
晦
菴
先
生
暗
用
仏
法
而
明
排
之
。
愚

意
晦
菴
恐
無
此
心
）」
と
い
う
。
そ
し
て
『
朱
子
語
類
』
に
於
い
て
述
べ
て
い
る
朱
熹
自
身
の
発
言
を
根
拠
に
、

　
　
昔
、
あ
る
老
先
生
の
座
席
に
侍
っ
て
い
た
時
、
あ
る
僧
の
議
論
を
聞
い
て
、
す
っ
か
り
気
に
入
っ
た
。
そ
の
後
、
場

科
挙
の
試
験
会
場屋

に
行
き
、
巻解

答
用
紙中

に
〔
そ
れ
を
〕
書
き
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
試
験
官
は
某わ

た
し〔

の
解
答
〕
に
共
鳴
し
、
遂
に
合
格
す
る
こ
と
が
出
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来
た
。
延
平
先
生
（
李
侗
）
に
お
会
い
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
聖
賢
の
学
問
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
」
と
。
こ

の
こ
と
か
ら
晦
菴
（
朱
熹
）
が
仏
教
を
学
ん
だ
の
は
、
今
の
人
が
〔
仏
教
を
〕
文
章
の
飾
り
と
す
る
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ

な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
深
い
道
理
は
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
空
谷
が
彼
（
朱
熹
）
を
批
難
す

る
の
は
、
言
い
過
ぎ
の
よ
う
だ
（
昔
於
某
老
先
生
坐
中
、
聴
一
僧
議
論
、
心
悦
之
。
後
進
場
屋
、
便
写
入
巻
中
、
試
官
被
某
哄
動
、

遂
中
式
。
及
見
延
平
先
生
、
方
知
有
聖
賢
学
問
。
以
是
知
晦
菴
之
学
仏
、
不
過
如
今
人
用
資
文
筆
而
已
。
原
不
曽
得
仏
深
理
。
其
排
仏
、

是
見
解
未
到
。
空
谷
責
之
、
似
為
太
過
）」（『
雲
棲
法
彙
』
巻
一
二
所
収
、『
竹
窓
随
筆
』
初
筆
「
尚
直
尚
理
編
」J33-29a~b

）

と
述
べ
る
。

　
空
谷
の
北
宋
諸
子
や
朱
熹
の
仏
教
に
関
わ
る
指
摘
は
彼
の
捏
造
で
は
な
く
、
概
ね
そ
れ
ぞ
れ
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
永
覚
や
雲
棲
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
史
的
事
実
に
対
す
る
誤
解
や
史
料
批
判
に
不
備
が
あ
る
こ
と
は
否
め
ず
、
思
想
史
と

し
て
の
蓋
然
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
明
初
の
書
物
の
流
通
不
全
に
伴
い
、『
尚
直
編
』
が
精
細
な
史
料
批
判
が
行
え

な
い
中
で
の
執
筆
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
が（
16
）、
彼
が
信
じ
る
と
こ
ろ
の
道
統
を
、
客
観
性
が
あ
る
も
の
と
し

て
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
永
覚
や
雲
棲
の
空
谷
批
判
は
、
空
谷
に
の
み
向
け
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
空
谷
は
、
北
宋
の
諸
子
や
朱
熹

が
仏
教
思
想
と
の
関
連
や
僧
と
の
交
流
を
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
か
ら
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
彼
が
世
に
現
れ
る
以
前
に
既

に
『
仏
祖
歴
代
通
載
』・『
釈
氏
稽
古
略
』・『
仏
法
金
湯
編
』
等
の
燈
史
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
燈
史

は
空
谷
の
よ
う
に
激
し
い
論
調
で
述
べ
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
北
宋
諸
子
の
思
想
や
、
そ
れ
を
集
大
成
し
た
朱
子
学
が
、

仏
教
を
盗
用
し
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ん
で
主
張
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

仏
者
の
側
に
潜
在
的
に
あ
っ
た
思
考
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、『
道
余
録
』
に
は
、
は
っ
き
り
と
そ
の
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こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が（
17
）、
雲
棲
は
道
衍
（
姚
広
孝
・
一
三
三
五
～
一
四
一
八
）
に
言
及
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
何

も
触
れ
な
い
。

　
要
す
る
に
、
空
谷
が
『
尚
直
編
』
に
於
い
て
主
張
し
た
儒
教
の
道
統
論
は
、
空
谷
以
前
か
ら
仏
教
側
に
あ
っ
た
そ
れ
を
具
体

的
に
述
べ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

　
空
谷
が
北
宋
諸
子
の
思
想
や
朱
子
学
の
成
立
に
仏
教
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
と
主
張
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ

た
。
た
だ
し
、
空
谷
の
在
世
時
の
思
想
界
の
問
題
に
対
し
、
仏
教
が
如
何
な
る
解
答
を
与
え
う
る
か
を
述
べ
な
い
限
り
仏
教
の

意
義
を
明
ら
か
に
し
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
当
時
の
思
想
界
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
明
初
の
思
想
界
を
概
略
す
る
と
、
洪
武
か
ら
永
楽
初
期
に
か
け
て
の
儒
・
仏
・
道
三
教
一
致
論
的
思
想
風
潮
は
、
成
祖
の

『
聖
学
心
法
』
の
出
版
、『
三
大
全
』
の
成
立
に
よ
り
一
変
し（
18
）、
空
谷
の
在
世
時
は
ま
さ
に
思
想
界
が
朱
子
学
一
尊
主
義
的

風
潮
へ
と
変
わ
っ
た
頃
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
曹
端
（
一
三
七
六
～
一
四
三
四
）・
薛
瑄
（
一
三
八
九
～
一
四
六
四
）・
呉
与
弼

（
一
三
九
一
～
一
四
六
九
）
ら
が
新
た
な
思
想
界
の
担
い
手
と
し
て
登
場
す
る
。
彼
ら
は
一
様
に
博
学
多
識
を
求
め
ず
、
内
省
的

に
聖
賢
の
道
を
悟
得
し
て
い
こ
う
と
し
た（
19
）。
彼
ら
の
そ
の
よ
う
な
思
想
的
傾
向
は
、
薛
瑄
の
「
考朱

亭熹

以
降
、
斯
道
（
聖
人
に

至
る
た
め
の
道
）
は
す
で
に
大
い
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
著
作
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
。
た
だ
必
ず
身
を

も
っ
て
〔
朱
子
学
的
道
に
沿
っ
て
〕
実
践
す
る
だ
け
だ
（
自
考
亭
以
還
、
斯
道
已
大
明
、
無
煩
著
作
。
直
須
躬
行
耳
）」（『
明
史（
20
）』

巻
二
八
二
「
薛
瑄
伝
」）
と
い
う
語
に
象
徴
さ
れ
よ
う
。
彼
ら
は
朱
子
学
に
対
し
信
仰
に
も
似
た
感
情
を
抱
き（
21
）、
激
し
い
異
端
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弁
別
意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

　
す
な
わ
ち
空
谷
の
課
題
は
、
か
か
る
思
想
的
風
潮
に
対
し
ど
う
向
き
合
い
、
ど
う
克
服
し
て
い
く
か
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
は
、
程
頤
の
「
上
達
（
形
而
上
の
真
理
を
達さ

と
る
こ
と
）
は
あ
る
が
、
下
学
（
形
而
下
の
学
問
）
が
な
い
（
仏
学
有
上
達
、

無
下
学
）」
と
い
う
批
判
に
対
す
る
反
論
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。「
下
学
」「
上
達
」
の
二
語
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
論

語
』
憲
問
に
由
来
す
る
語
で
あ
る
が
、
空
谷
は
前
掲
の
引
用
文
に
対
し
、「
伊
川
（
程
頤
）
の
発
言
は
正
し
く
も
あ
り
誤
り
で

も
あ
る
（
伊
川
之
言
亦
是
、
亦
非
也
）」
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　
吾吾

が
仏
教宗

は
悟
道
を
要
と
し
て
お
り
、〔
悟
道
は

0

0

0

〕
学
問
に

0

0

0

〔
よ
っ
て
為
さ
れ
る
も
の
で
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

〕
な
い

0

0

。
仏
は
仰
っ
て
い
る
、「
千

日
の
学
恵
は
、
一
日
の
学
道
に
如
か
ず
」
と
。
従む

か
し上

の
祖
師
〔
た
ち
〕
は
、
参
禅
す
る
も
の
が
経
典
・
教
学
・
語
録
の
文

字
を
読
む
こ
と
を
許
さ
ず
、
た
だ
心
を
一
つ
に
し
て
参参

究禅

悟
道
さ
せ
た
。
実
に
上
達
（
形
而
上
の
真
理
を
達さ

と
る
こ
と
）
だ
け

で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
伊
川
（
程
頤
）
の
発
言
は
正
し
い
と
い
え
る
（
伊
川
之
言
亦
是
、
亦
非
也
。
吾
宗
以
悟

道
為
要
、
不
在
学
問
。
仏
言
、『
千
日
学
恵
、
不
如
一
日
学
道
』。
従
上
祖
師
、
不
許
参
禅
人
看
経
・
教
・
語
録
文
字
、
惟
令
一
味
参
究

悟
道
。
実
惟
上
達
也
。
以
此
論
之
、
伊
川
之
言
、
可
謂
是
矣
）（『
尚
直
編
』
巻
下
・8a

）（
傍
点
筆
者
）

か
ら
で
あ
る
。
仏
教
に
下
学
が
な
い
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、「
吾
が
仏
世
尊
は
、
諸
々
の
経経

巻典

を
説
（
吾
仏
世
尊
、
説
諸
経

巻
）」
き
、「
彼
ら
（
漢・唐
以
来
の
祖
師
た
ち
）
の
〔
語
っ
て
い
る
〕
道
は
果悟

　り位
の
地
に
到
〔
っ
た
感
が
あ
〕
り
、
彼
ら
の
〔
文
〕

才
は
、
孔
・
孟
の
文
章
〔
と
同
じ
趣
〕
が
あ
る
（
其
道
則
到
果
位
之
地
、
其
才
則
有
孔
・
孟
之
文
章
）」
こ
と
か
ら
、「
ど
う
し
て
下

学
（
形
而
下
の
学
問
）
が
無
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
伊
川
（
程
頤
）
の
発
言
は
誤
っ
て
い
る
（
豈
無
下
学
也
。

以
此
論
之
、
伊
川
之
言
、
可
謂
非
矣
）」
と
述
べ
、
程
頤
の
発
言
を
否
定
す
る
（
同
上
・8a~b

）。
　

　
こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
空
谷
の
い
う
「
下
学
」
は
、
一
般
的
な
意
味
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
例
え
ば
、
薛
瑄
は
、「
下
学
と
は
人
事
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
上
達
と
は
天
理
を
達さ

と
る
こ
と
で
あ
る
。
人
事
と
は
父
子
・

君
臣
・
夫
婦
・
長
幼
（
仁
・
義
・
別
・
序
・
信
の
所
謂
「
五
常
」）
の
類
で
あ
る
（
下
学
学
人
事
、
上
達
達
天
理
也
。
人
事
如
父
子
・
君

臣
・
夫
婦
・
長
幼
之
類
是
也
）」（『
読
書
録（
22
）』
巻
四
）
と
述
べ
て
い
る
。
彼
の
い
う
「
下
学
」
は
、『
論
語
正
義
』
に
見
え
る
孔

安
国
（
生
没
年
未
詳
）
の
注
、「
下
に
人
事
を
学
び
、
上
に
天
命
を
知
る
（
下
学
人
事
、
上
知
天
命
）」
を
具
体
的
に
述
べ
た
も
の
で
、

『
小
学
』
の
内
容
の
実
践
と
い
え
、
伝
統
的
な
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
空
谷
の
定
義
す
る
「
下
学
」
は
、『
小
学
』
の
内
容
の

み
な
ら
ず
、
読
書
や
著
作
、
す
な
わ
ち
学
問
そ
の
も
の
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
格
物
致
知
と
い
っ
た
朱
子
学
に
於
け
る

「
上
達
」
へ
と
連
な
る
最
も
重
要
な
工
夫
を
「
下
学
」
に
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
前
掲
の
引
用
文
の
傍
点
部
、

「〔
悟
道
は
〕
学
問
に
〔
よ
っ
て
為
さ
れ
る
も
の
で
は
〕
な
い
」
と
す
る
こ
と
か
ら
、「
下
学
」
と
「
上
達
」
は
完
全
に
切
り
離

さ
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
空
谷
の
見
解
は
、
参参

　禅究
悟
道
と
い
っ
た
上
達
の
工
夫
さ
え
す
れ
ば
、
読
書

と
い
っ
た
下
学
の
工
夫
な
ど
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
心
さ
え
貫
通
す
る
な
ら
万
法
を
一
挙
に

会
得
で
き
る
と
す
る
宋
代
以
来
の
禅
家
の
主
張
が
念
頭
に
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い（
23
）。
し
か
し
、
前
掲
の
引
用
文
は
あ
く
ま

で
も
「
仏
教
に
は
下
学
が
な
い
」
と
す
る
程
頤
の
批
判
に
対
し
、
仏
教
に
も
下
学
が
あ
る
と
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る

に
、
儒
・
仏
が
一
致
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
う
少
し
別
の
視
点
か
ら
空
谷
の
儒
・
仏
一
致
論
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
空
谷
は
「
仏
は
大
道
を
教
え
と
し
、
天
地

に
あ
る
〔
儒
・
仏
・
道
〕
三
教
の
究
極
の
〔
教
〕
祖
な
の
だ
（
仏
以
大
道
為
教
、
統
天
地
三
教
之
極
祖
也
）」（『
尚
直
編
』
巻
上
・

6a

）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
儒
・
道
二
教
に
対
し
、
あ
く
ま
で
も
仏
教
の
優
位
性
を
説
き
つ
つ
も
、
儒
・
仏
一
致
を
唱
え
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
単
純
な
一
致
で
は
な
く
、
綱
常
を
先
に
す
る
か
、
道
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
先
に
す
る
か
で
儒
・
仏
に
は
相

違
が
あ
る
と
す
る
。
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儒儒

宗教

は
綱
常
を
先
〔
務
〕
と
し
、
道
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
兼
ね
て
い
る
。
釈仏

宗教

は
道
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
先

〔
務
〕
と
し
、
綱
常
を
兼
ね
て
い
る
（
儒
宗
以
綱
常
為
先
、
明
道
兼
之
。
釈
宗
以
明
道
為
先
、
綱
常
兼
之
）（
同
上
・6b

）

　
こ
こ
に
い
う
「
綱
常
」
と
は
、『
大
学
』
の
明
明
徳
・
新
民
・
止
至
善
の
三
つ
と
、
仁
・
義
・
別
・
序
・
信
の
五
常
を
指
し
、

す
な
わ
ち
空
谷
の
定
義
し
た
「
下
学
」
に
属
す
る
内
容
で
あ
る
。
す
る
と
「
明
道
」
は
、「
上
達
」
を
指
す
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
呉
与
弼
は
「
大
抵
聖
賢
が
受
け
継
い
で
き
た
緊大

切
な
こ
と要

は
、
た
だ
敬
の
一
字
に
あ
る
。
人
は
衣
服
や
冠
を
き
ち
ん
と
身
に
着

け
、
言
動
に
は
威
厳
が
あ
り
、〔
そ
れ
ら
を
〕
礼
で
も
っ
て
自
制
し
て
い
け
ば
、
こ
の
心
は
自
然
に
収
斂
し
て
い
く
も
の
だ
。

読
書
し
な
く
て
も
少
し
ず
つ
〔
聖
人
に
向
か
っ
て
〕
進
ん
で
い
く
。
た
だ
し
読
書
し
て
理
を
明
ら
か
に
し
そ
れ
を
涵
養
す
れ
ば
、

更
に
良
い
（
大
抵
聖
賢
授
受
緊
要
、
惟
在
一
敬
字
。
人
能
衣
冠
整
肅
言
動
端
厳
以
礼
自
持
、
則
此
心
自
然
收
歛
。
雖
不
読
書
亦
漸
有
長
進
。

但
読
書
明
理
以
涵
養
之
、
則
尤
佳
耳
）」（『
康
斎
先
生
文
集（
24
）』
巻
二
「
与
友
人
書
」）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
読
書
窮
理
よ
り
も
朱
子
学

的
理
に
沿
う
実
践
を
重
視
し
て
い
た
。
空
谷
が
前
掲
の
引
用
文
の
傍
点
部
、「
儒儒

宗教

は
綱
常
を
先
〔
務
〕
と
す
る
」
と
し
た
の

は
、
ま
さ
に
彼
の
在
世
時
代
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
文
に
よ
っ
て 

―― 

仏
教
と
儒
教
と
の
対
比
に
於
い
て 

―― 

、

空
谷
が
仏
教
で
は
「
上
達
」
か
ら
「
下
学
」
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る（
25
）。

　
朱
熹
が
仏
教
を
「
虚
無
寂
滅
」
の
学
と
す
る
の
は
、
彼
の
仏
教
批
判
の
常
套
文
句
で
あ
る
が
、
空
谷
は
、『
老
子
』・『
易

経
』・『
礼
記
』・『
中
庸
章
句
』
を
踏
ま
え（
26
）、「〔
儒
・
仏
・
道
の
〕
三
教
の
〔
宗
〕
旨
は
、
す
べ
て
真
常
寂
滅
、
真
空
不
空

で
あ
り
、
初
め
か
ら
少
し
も
異
な
る
こ
と
は
な
い
の
だ
（
三
教
聖
賢
之
旨
、
皆
是
真
常
寂
滅
、
真
空
不
空
、
初
無
少
異
）」（『
尚
直
編
』

巻
上
・7b

）
と
述
べ
、「
虚
無
寂
滅
」
と
い
う
境
地
が
、
儒
・
仏
・
道
三
教
で
も
説
か
れ
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
妄
情
を
空

に
す
る
工
夫
に
於
い
て
仏
教
が
最
も
優
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

　
　
仏
は
「
生
滅
滅
し
已お

わ
り
、
寂
滅
を
楽
と
為
す
」
と
説
い
て
い
る
。〔
そ
れ
は
〕
ま
す
ま
す
そ
の
妄
情
を
空消

し

去

ろ

う

に
し
よ
う
と
し
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て
い
た
か
ら
だ
（
仏
説
、「
生
滅
滅
已
、
寂
滅
為
楽
」。
益
令
空
其
妄
情
也
）（
同
上
）

　
空
谷
が
こ
う
主
張
す
る
の
は
、
仏
教
（
禅
宗
）
に
は
「
参参

究禅

悟
道
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
参
禅
で
求
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、
己
事
究
明
で
あ
り
、
明
心
・
見
性
で
あ
る
。
禅
匠
は
学修

行
者人

を
接
化
す
る
際
、
綱
常
と
い
っ
た
定
型
化
し
た
何
か
を
伝
え

た
り
す
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
己
事
究
明
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
か
、
明
心
・
見
性
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
言
葉
を

尽
く
し
て
説
明
し
た
り
は
し
な
い
。
王
中
の
「
仏
〔
教
〕
を
排
斥
す
る
も
の
は
、
道
学
を
伝
え
て
い
る
と
謂
っ
て
い
ま
す
。

〔
彼
ら
は
〕
何
の
道
を
伝
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
（
排
仏
者
、
謂
伝
道
学
。
不
知
所
伝
何
道
）」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
空
谷
が
、

「
も
う
〔
そ
れ
以
上
〕
言
う
で
な
い
。
汝お

ま
えは

沢
山
の
書
を
読
ん
で
い
る
が
、
ま
だ
見
破
れ
ず
に
お
り
、
な
お
〔
私
に
対
す
る
〕

疑
い
を
〔
心
に
〕
留
め
て
い
る
（
勿
復
言
矣
。
汝
読
許
多
書
、
猶
識
不
破
、
尚
滞
狐
疑
）」（
同
上
・31b

）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
一
見

は
ぐ
ら
か
し
た
よ
う
な
答
え
を
す
る
の
は
、
道
が
言
葉
に
よ
っ
て
形
状
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
、
比
類
無
き
一
回
性
の
現
実
の
中
に
身
を
置
く
学
人
が
そ
の
説
明
に
固
執
し
た
な
ら
ば
、

内
面
に
妄
心
や
執
着
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
参
禅
と
学
問 

―― 

思
弁
や
議
論 

―― 

と
を
同
一
視
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
祖
師
た
ち
の
接
化
の
記
録
で
あ
る
語
録
を
読
む
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
読
書
に
よ
っ
て
個
別
的
理
を
集
積
し
、

豁
然
貫
通
に
至
る
と
す
る
朱
子
学
の
格
物
致
知
論
と
は
大
差
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。「
参参

究禅

悟
道
」
は
「
学
問
」
と

は
異
な
る
こ
と
を
述
べ
た
空
谷
の
主
張
と
も
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
参参

究禅

悟
道
と
は
学
問
で
は
到
達
す
る
こ
と
の
出
来
な
い

極
め
て
個
人
的
な
宗
教
体
験
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
最
終
的
に
は
自
分
自
身
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
禅
匠
が
学
人
に
対

し
て
で
き
る
こ
と
は
参参

究禅

で
き
る
機
会
を
与
え
、
明
心
・
見
性
し
た
後
に
は
印
証
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
仏
教
の
優
位
性
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
空
谷
に
拠
れ
ば
、
儒
教
は
綱
常
を
先
務
し
て

い
た
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
綱
常
を
急
ぐ
余
り
、
内
面
に
妄
心
が
入
り
込
む
余
地
あ
る
。
外
面
に
お
い
て
は
綱
常
が
実
践
さ
れ
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て
い
て
も
、
綱
常
の
理
と
内
面
の
性
と
が
一
致
し
て
い
る
と
い
う
保
証
は
何
処
に
も
な
い
。
そ
れ
は
孔
・
孟
で
さ
え
も
例
外
で

は
な
い
と
空
谷
は
い
う
。

　
　
孔
・
孟
は
情
に
溺
れ
志
を
汨乱

す
こ
と
は
な
い
が
、
真
〔
空
〕
と
妄
〔
情
〕
と
が
混ご

ち
や
ま
ぜ淆

に
な
っ
て
い
る
（
孔
・
孟
非
溺
情
汨
志

亦
真
妄
混
淆
）（
同
上
・6b

）

　
彼
は
、
朱
熹
の
「
性
即
理
」
説
を
追
求
し
、

　
　〔
朱
熹
の
〕
理
に
関
す
る
〔
発
〕
言
は
、
ど
う
し
て
性
の
道
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
（
理
之
一
言
、
豈
能
尽
性
之
道

哉
）（
同
上
・29a
）

と
批
判
し
た
が
、
そ
れ
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
論
理
の
も
と
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
個
別
的
な
理
を
如
何
に
追
求

し
、
如
何
に
実
践
し
た
と
こ
ろ
で
、
主
体
に
於
け
る
そ
の
行
動
（
の
動
機
）
と
そ
の
主
体
に
内
在
す
る
性
と
が
合
致
し
た
と
す

る
保
証
は
何
処
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
仏
教
に
於
け
る
保
証
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
ろ
う
。
空
谷
が
道
統
に

法
脈
が
介
在
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
保
証
は
禅
匠
よ
り
与
え
ら
れ
る
印
証
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
勿
論
、
印
証
は
修
行
、
参参

究禅

悟
道
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
も
し
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
や

や
他
律
的
な
感
が
あ
る
の
を
否
め
な
い
。
空
谷
が
禅
浄
一
致
論
を
唱
え
る
の
も
頷
け
る
の
で
あ
る（
27
）。

四

　
朱
熹
が
異
端
と
の
弁
証
に
よ
っ
て
道 

―― 

儒
教
に
於
け
る
理 

―― 

を
よ
り
明
確
に
す
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す

で
に
述
べ
た
。
で
は
、
空
谷
に
と
っ
て
の
外
道
と
の
弁
証
は
、
如
何
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
く
た
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め
に
次
の
引
用
文
に
注
目
し
た
い
。
空
谷
が
「
晦
庵
（
朱
熹
）
が
〔
儒
経
の
〕
書
に
多
く
註
釈
を
施
し
た
た
め
、
後
学
は
彼
の

こ
と
を
尊
敬
し
た
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
は
彼
の
心
病
を
分
か
る
は
ず
も
な
い
。
だ
か
ら
彼
（
朱
熹
）
の
発
言
に
択検

討
す
るぶ

こ
と
な
く
、

み
な
〔
盲
目
的
に
〕
彼
（
朱
熹
）
の
説
に
従
う
の
だ
（
晦
庵
多
註
書
故
後
学
敬
之
、
矧
不
識
其
心
病
。
故
不
択
其
言
、
皆
従
其
説
也
）」
と

述
べ
、
朱
子
学
が
流
行
し
た
理
由
を
朱
熹
が
経
書
の
注
釈
を
多
く
残
し
た
た
め
だ
と
し
た
後
の
、
空
谷
と
王
中
の
問
答
で
あ
る
。

　
　〔
王
中
が
〕
言
う
、「
六
経
や
孔
・
孟
等
の
書
は
、
道
・
仁
・
心
・
性
を
論
じ
た
も
の
で
す
。
晦
庵
（
朱
熹
）
の
註
釈
は
、

聖
賢
の
心
と
一
致
し
て
な
い
の
で
し
ょ
う
か
（〔
王
中
〕
曰
、「
六
経
、
孔
・
孟
等
書
、
論
道
論
仁
処
、
論
心
論
性
処
。
晦
庵
所
註
、

契
於
聖
賢
之
心
否
」）

　
　〔
空
谷
が
〕
言
う
、〔
朱
熹
が
〕
仏
法
を
曲
解
し
排
斥
し
た
発
言
に
つ
い
て
、〔
お
ま
え
の
〕
為
に
〔
そ
れ
ら
の
う
ち
の
〕

一
、
二
を
弁
明
し
た
だ
け
だ
。
そ
の
他
に
つ
い
て
は
〔
い
ち
い
ち
〕
論
じ
る
暇
は
な
い
。
ま
し
て
は
各
家
の
注
釈
書
は
そ

れ
ぞ
れ
の
所
見
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
な
お
さ
ら
だ
。〔『
易
』
繫
辞
上
伝
に
〕「
仁
者
は
之
を
見
て
之
を
仁
と
謂
い
、

智
者
は
之
を
見
て
之
を
智
と
謂
う
」〔
と
あ
る
〕。
後
〔
世
の
〕
人
は
或
い
は
こ
れ
を
宗と

う
とび

、
或
い
は
あ
れ
を
宗と

う
とぶ

。〔
そ

れ
は
〕
各
々
気時

運流

の
変
化
が
原
因
な
の
で
あ
り
、〔
気時

運流

の
変
化
は
〕
人
の
気知

　性量
に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
た
も
の
に
随
う

の
だ
（〔
空
谷
〕
曰
、「
曲
排
仏
法
之
言
、
輒
為
弁
明
一
二
而
已
。
自
余
未
暇
論
之
。
況
各
家
註
書
各
拠
所
見
。
仁
者
見
之
謂
之
仁
、
智

者
見
之
謂
之
智
。
後
人
或
宗
於
此
、
或
宗
於
彼
。
各
因
気
運
変
化
、
随
人
気
量
之
所
取
也
）（『
尚
直
編
』
巻
上
・11a

）

　
こ
こ
か
ら
、
人
の
知
的
理
解
は
そ
れ
ぞ
れ
人
の
持
つ
知
性
と
同
質
な
も
の
で
あ
り
、
大
多
数
の
人
の
知
的
理
解
が
気時

運流

、
す

な
わ
ち
社
会
通
念
を
形
成
す
る
と
空
谷
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
大
多
数
の
士
大
夫
の
朱
子
学
に
対
す
る

支
持
に
は
、
経
書
の
解
釈
と
い
っ
た
論
理
的
な
確
実
性
、
朱
子
学
へ
の
知
的
理
解
が
背
景
に
あ
っ
た
が
、
士
大
夫
の
朱
子
学
へ

の
態
度
は
、
そ
の
流
行
に
よ
り
知
的
理
解
か
ら
盲
目
的
信
仰
に
も
似
た
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
空
谷
に
拠
れ
ば
、
朱
子
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学
の
流
行
、
そ
れ
に
伴
う
仏
教
批
判
は
歴
史
の
例
外
で
あ
り
偶
然
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
歴
史
の
理

こ
と
わ
りに

戻
す
こ
と
を
、
彼
の
使
命

と
感
じ
て
い
た（
28
）。

　
そ
も
そ
も
朱
子
学
の
構
造
は
、
格
物
致
知
（
読
書
窮
理
）
及
び
居
敬
の
工
夫
と
い
っ
た
下
学
を
続
け
る
こ
と
に
よ
り
、
い
ず

れ
上
達
（
豁
然
貫
通
）
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
空
谷
は
、
仏
教
に
於
い
て
、
上
達
を
参参

　禅究
悟
道
、
下
学
を
学
問 

―― 

読

書
、
思
弁
、
議
論
や
徳
目
の
実
践 

―― 

と
し
、
儒
経
の
語
を
使
用
し
て
仏
教
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
下
学
と
上
達
の
連
続
性

を
認
め
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
儒
・
仏
一
致
を
唱
え
な
が
ら
も
、
上
達 

―― 

空
谷
の
云
う
と
こ
ろ
の 

―― 

が
あ
る
こ
と
か
ら
、

仏
教
の
方
が
儒
教
よ
り
も
悟
道 

―― 

儒
教
で
云
え
ば
、
聖
人
到
達
ま
た
は
豁
然
貫
通 

―― 

に
於
い
て
卓
越
し
て
い
る
こ
と
を
唱

え
た
。

　
し
か
し
、
い
く
ら
仏
教
の
悟
道
は
、
儒
教
で
い
う
聖
人
、
或
い
は
豁
然
貫
通
と
い
っ
た
到
達
点
を
凌
駕
す
る
と
声
高
々
に
主

張
し
て
も
、
果
た
し
て
篤
実
な
朱
子
学
信
奉
者
が
耳
を
貸
す
だ
ろ
う
か
。
薛
瑄
は
い
う
、「
孔
子
は
『
述
べ
て
作
ら
ず
』。
聖
賢

の
道
を
学
ぶ
の
に
、
聖
賢
の
言
葉
を
述
べ
ず
に
自
ら
新
奇
の
説
を
立
て
よ
う
と
す
る
の
は
、
道
を
遠
く
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
孔
子
述
而
不
作
。
学
聖
賢
之
道
、
不
述
聖
賢
之
言
而
自
立
新
奇
之
説
、
去
道
遠
矣
。）」（『
読
書
録
』
続
録
巻
四
）
当
時
の
篤
実
な
朱
子
学

信
奉
者
は
、
新
た
な
学
説
を
構
築
し
な
い
こ
と
を
決
し
て
羞
じ
る
わ
け
で
は
な
く
、
寧
ろ
朱
子
学
の
教
説
を
墨
守
す
る
こ
と
に

誇
り
を
感
じ
て
い
た
。
あ
た
か
も
信
仰
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
前
掲
の
薛
瑄
の

発
言
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
儒
・
仏
の
う
ち
ど
ち
ら
を
信
じ
る
か
を
議
論
し
た
と
こ
ろ
で
不
毛
な
だ
け
で
あ

ろ
う
。
王
中
が
「
師
は
謂
う
、『
仏
書
を
読
め
ば
晦
庵
（
朱
熹
）
の
心
病
が
分
か
る
』
と
。
師
は
人
を
籠
絡
し
て
仏
〔
教
〕
に

〔
引
き
〕
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
秘
か
に
疑
っ
て
ま
す
。
そ
う
な
の
で
す
か
（
師
謂
、『
読
仏
書
便
識
晦
庵
心
病
』。

窃
疑
、
師
欲
羅
籠
人
入
仏
之
意
。
不
知
然
否
）」（『
尚
直
編
』
巻
下
・23b

）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
あ
ら
ぬ
疑
い
ま
で
掛
け
ら
れ
か
ね
ま
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い
。

　
そ
こ
で
空
谷
が
目
を
付
け
た
の
が
、
朱
子
学
の
格
物
致
知
説
、
す
な
わ
ち
読
書
窮
理
で
あ
る
。
彼
は
当
時
の
時
代
思
潮
に
反

し
、
敢
え
て
多
読
し
博
学
で
あ
る
こ
と
を
求
め
た
。

　
　
我
が
心禅

　宗宗
の
学
は
、
あ
ま
り
文
義
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
道
理
に
貫
通
す
る
だ
け
だ
。
お
ま
え
は
沢
山
の
経
書
を
読
む
こ

と
で
、
は
じ
め
て
世
間
一
般
に
通
じ
る
事
理
に
精
通
し
た
士人

物
と
な
れ
る
の
だ
（
我
輩
心
宗
之
学
、
微
用
文
義
貫
穿
道
理
而
已
。

子
読
万
巻
経
書
、
始
為
通
方
達
士
）（
同
上
・
巻
上
・2b

）

　
そ
れ
は
、
儒
・
仏
の
悟
道
の
内
容
、
そ
の
高
さ
、
ま
た
は
儒
・
仏
の
ど
ち
ら
を
信
仰
す
る
か
に
つ
い
て
は
一
先
ず
置
き
、
儒

教
（
朱
子
学
）
と
の
弁
証
を
知
的
理
解
、
す
な
わ
ち
信
仰
か
ら
学
問
レ
ベ
ル
に
落
と
す
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

し
て
、
士
大
夫
が
読
書
窮
理
を
通
し
て
、
そ
の
過
程
で
朱
熹
の
仏
教
批
判
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
士
大
夫
自
身
に
気
付
か
せ
、

仏
教
の
外
護
の
任
を
求
め
る
か
、
あ
わ
よ
く
ば
参
禅
し
、
悟
道
を
目
指
す
仏
道
の
修
行
者
と
な
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

空
谷
の
考
え
る
外
道
と
の
弁
証
は
、
士
大
夫
を
知
的
レ
ベ
ル
の
論
争
か
ら
仏
教
へ
の
信
仰
へ
と
昇
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
を

意
味
し
、
要
す
る
に
布
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
る（
29
）。

結
　
　
語

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、『
尚
直
編
』
は
、
宋
学
の
成
立
に
仏
教
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
儒
・
仏
一
致
を
主

張
し
つ
つ
も
、
仏
教
の
優
位
性
を
確
保
す
る
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
儒
教
（
朱
子
学
）
の
徳
目
の
実
践
に
於
い
て
妄
心
が
介

在
し
か
ね
な
い
と
の
指
摘
や
、
朱
子
学
の
鬼
神
論
で
は
居
敬
の
工
夫
が
成
立
し
な
い
と
い
っ
た
指
摘
は
、
す
で
に
『
続
原
教
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論
』
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
書
の
方
が
『
尚
直
編
』
よ
り
も
朱
子
学
に
深
く
切
り
込
ん
だ
議
論
が
な
さ
れ
て
い

る（
30
）。
そ
う
で
あ
る
の
は
、
沈
士
栄
が
『
続
原
教
論
』
を
著
作
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
太
祖
と
の
会
見
で
あ
り
、
太
祖
の

意
向
を
大
き
く
反
映
し
て
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
ま
た
『
尚
直
編
』
で
は
、
当
時
の
時
代
思
潮
に
反
し
博
学
多
識

を
求
め
、
朱
子
学
の
読
書
窮
理
の
実
践
を
強
く
促
し
て
い
る
が
、『
道
余
録
』
も
朱
熹
の
読
書
窮
理
が
仏
典
に
対
し
て
は
不
徹

底
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
お
り（
31
）、
そ
こ
に
幾
分
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
仏
教
を
参
究
悟
道
と
学
問
と
の
二

重
構
造
と
し
、
士
大
夫
自
ら
が
読
書
窮
理
を
通
じ
て
仏
教
へ
の
関
心
を
喚
起
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
点
は
、『
尚
直
編
』
に
の

み
見
ら
れ
る
特
徴
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　『
尚
直
編
』
に
見
ら
れ
る
儒
教
の
道
統
論
は
思
想
史
と
し
て
の
蓋
然
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
一
つ
だ
け
興
味
深
い
こ
と

は
、
羅
鶴
（
生
没
年
未
詳
）
が
「
宋
儒
は
、
多
く
は
周
・
程
の
学
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
そ
の
始
め
は
皆
な
釈
子
〔
の
学
〕
か

ら
〔
発
想
を
〕
得
て
い
る
（
宋
儒
多
以
周
・
程
之
学
、
其
始
皆
得
於
釈
子
）」（『
応
庵
随
録
』（
32
）巻
二
「
周
程
性
学
自
」）、「
朱
子
は

〔
経
〕
書
に
註
釈
す
る
の
に
多
く
仏
書
を
用
い
て
い
る
（
朱
子
注
書
多
用
仏
書
）」（
同
上
「
朱
子
用
仏
書
」）
と
述
べ
、
ほ
ぼ
『
尚
直

編
』
と
同
様
の
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
道
統
を
国
一
禅
師
か
ら
周
敦
頤
ま
で
の
流
れ
で
説
明
す
る
の
は
、
管

見
で
は
『
尚
直
編
』
以
前
に
は
な
く
、
恐
ら
く
羅
鶴
は
『
尚
直
編
』
を
見
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
更
に
興
味
深
い
こ

と
に
は
、
羅
鶴
は
、
荘
昶
（
一
四
三
七
～
一
四
九
九
）
か
ら
字あ

ざ
なを

付
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
（『
定
山
集（
33
）』
巻
六
「
羅
鶴
子
応
字
序
」）、

荘
昶
と
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
因
み
に
、
荘
昶
は
明
代
新
思
想
の
成
立
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
さ

れ
る
陳
献
章
（
一
四
二
八
～
一
五
○
○
）
の
友
人
で
、
陳
献
章
同
様
、
無
相
太
虚
（
生
没
年
未
詳
）
と
深
い
交
わ
り
が
あ
っ
た（
34
）。

明
代
新
思
想
の
特
徴
の
一
つ
に
儒
・
仏
・
道
三
教
の
枠
組
み
に
囚
わ
れ
な
い
と
い
う
の
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
成
立
に
『
尚

直
編
』
の
影
響
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
朱
子
学
的
思
惟
に
対
す
る
反
省
か
ら
、『
尚
直
編
』
に
描
か
れ
た
よ
う
な
内
容
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を
辿
る
こ
と
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

注（
1
） 
『
帰
原
直
指
集
』
巻
下
（Z108-144b~150b

）
に
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、『
尚
直
編
』
の
一
部
の
条
に
ト
ピ
ッ
ク
を
付
け
再
編
纂

さ
れ
、
大
変
読
み
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

 

　
　
　『
帰
原
直
指
集
』
巻
下 

寛
永
十
八
年
和
刻
本
『
尚
直
編
』

 

　
　「
弁
明
異
端

　
三
八
」（Z108-144b

） 

　
上
・
一
七
条
～
一
八
条

 

　
　「
弁
明
楊
墨

　
三
九
」（Z108-144d

） 

　

上
・
五
条
＋
上
・
二
八
条

 

　
　「
弁
明
虚
無
寂
滅

　
四
十
」（Z108-145a

） 

　
上
・
六
条

 

　
　「
弁
明
鬼
神
情
狀

　
四
一
」（Z108-145d

） 

　

下
・
十
条

 

　
　「
弁
明
天
誅
雷
擊

　
四
二
」（Z108-146b

） 

　

下
・
三
条
＋
下
・
四
条

 

　
　「
君
臣
名
儒
学
仏

　
四
三
」（Z108-146d

） 

　

上
十
条
＋
下
三
四
条

 

　
　「
儒
宗
参
究
禅
宗

　
四
四
」（Z108-147c
） 

　

下
・
一
六
条

 

　
　「
学
仏
謗
仏

　
四
五
」（Z108-149b

） 

　

下
・
二
一
条

 

　
　「
従
人
傍
仏

　
附
己
見
謗
仏

　
四
六
」（Z108-150b

） 

　
下
・
二
四
条

 

　
ま
た
、『
解
惑
篇
』
巻
二
に
、「『
尚
直
・
尚
理
編
』
中
呉
沙
門
空
谷
景
隆
述
」（J35-468a

）
と
し
て
、『
尚
直
編
』
が
抄
録
さ
れ

て
い
る
。

（
2
） 

荒
木
見
悟
『
仏
教
と
陽
明
学
』
第
三
章
「
明
代
前
期
仏
教
界
の
動
向
」（
第
三
文
明
社
・
一
九
七
七
）、
参
照
。

（
3
） 

野
口
善
敬
『
元
代
禅
宗
史
研
究
』〔
Ⅲ
〕
2
「
明
代
前
期
禅
門
に
於
け
る
禅
浄
一
致
の
一
断
面 

―― 

毒
峰
本
善
と
空
谷
景

隆 

―― 

」（
禅
文
化
研
究
所
・
平
成
十
七
）、
参
照
。

（
4
） 

間
野
潜
龍
氏
は
、『
尚
直
編
』
が
多
く
の
史
書
を
挙
げ
て
自
己
に
有
利
な
形
で
利
用
し
た
こ
と
を
述
べ
、
空
谷
が
蘇
州
出
身
で
あ
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る
こ
と
か
ら
、
蘇
州
の
史
学
思
想
の
発
達
を
媒
介
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。（
間
野
潜
龍
『
明
代
文
化
史
研
究
』「
第
五

章
・
儒
道
仏
三
教
の
交
渉
・
第
一
節
・
三
・
景
隆
の
三
教
思
想
」（
同
朋
社
・
昭
和
五
四
）、
参
照
。

（
5
） 

『
近
世
漢
籍
叢
刊
思
想
四
編
』
第
五
冊
所
収
・
寛
永
十
八
年
和
刻
本
、
使
用
。

（
6
） 
相
国
韓
公
琦
・
侍
郎
欧
陽
脩
・
張
端
明
・
秘
書
関
彦
長
・
章
表
民
・
員
外
郎
陳
舜
兪
等
、
未
読
仏
書
、
未
知
敬
仏
、
逮
乎
明
教
嵩

禅
師
并
『
鐸
津
集
』
一
出
、
無
不
歛
枉
。
迭
称
讃
曰
、「
不
意
、
僧
中
有
此
郎
。
非
惟
空
宗
通
、
亦
乃
文
格
高
。
良
史
之
筆
、
大
公

之
道
也
。（『
尚
直
編
』
巻
上
・11a

）

（
7
） 

ち
な
み
に
、
こ
の
記
事
の
元
は
、『
劉
賓
客
嘉
話
録
』（
道
光
十
一
年
跋
本
『
学
海
類
編
』
所
収
）
四
九
条
に
見
え
る
。

（
8
） 

朱
子
学
が
仏
説
を
盗
用
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
朱
熹
が
仏
教
に
疎
い
と
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
矛
盾
と
な
ろ

う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
9
） 

土
田
健
次
郎
「
伊
川
易
伝
の
思
想
」（
宋
代
史
研
究
会
編
『
宋
代
の
社
会
と
文
化
』、
汲
古
書
院
、
一
九
八
三
）、「
道
統
論
再
考
」

（『
鎌
田
茂
雄
博
士
還
暦
記
念
論
集
・
中
国
の
仏
教
と
文
化
』、
大
蔵
出
版
、
一
九
八
八
）、「
宋
代
思
想
史
上
に
お
け
る
周
敦
頤
の
位

置
」（『
東
方
学
界
創
立
五
十
周
年
記
念
東
方
学
論
集
』、
一
九
九
七
）、
参
照
。
ま
た
前
掲
の
諸
論
文
で
展
開
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、

小
島
毅
『
宋
学
の
形
成
と
展
開
』「
Ⅲ
・
道
」（
創
文
社
、
一
九
九
九
）
に
、
要
領
よ
く
纏
め
ら
れ
て
い
る
。

（
10
） 

『
中
庸
章
句
』（『
朱
子
全
書
』
六
巻
所
収
、
版
本
説
明
）

（
11
） 

『
尚
直
編
』
巻
下
に
、「
国
一
禅
師
、
以
道
学
伝
於
寿
涯
禅
師
、
涯
伝
麻
衣
、
衣
伝
陳
搏
、
搏
伝
种
放
、
放
伝
穆
修
、
修
伝
李
挺
之
、

李
伝
康
節
邵
子
也
。
穆
修
、
又
以
所
伝
『
太
極
図
』
授
於
濂
渓
周
子
、
已
而
周
子
扣
問
東
林
総
禅
師
、『
太
極
図
』
之
深
旨
、
東
林

為
之
委
曲
剖
論
。
周
子
、
広
東
林
之
語
、
而
為
『
太
極
図
説
』。
周
子
長
於
禅
学
工
夫
、
是
以
工
夫
之
道
、
過
於
邵
子
。
邵
子
長
於

天
時
・
暦
数
、
是
以
数
理
之
道
、
過
於
周
子
。
至
於
道
学
、
則
一
也
。
初
無
二
致
」（12b

）
と
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
書
か
れ
た

「
太
極
図
」
及
び
『
太
極
図
説
』
の
伝
承
は
、
空
谷
の
独
自
の
見
解
の
よ
う
で
あ
る
。
空
谷
以
前
で
は
、『
仏
法
金
湯
編
』
巻
一
六

「
胡
長
孺
」
に
、「
周
子
之
伝
、
出
於
壮
固
竹
林
寺
寿
涯
禅
師
。
程
子
四
伝
而
得
朱
氏
文
公
。
文
公
後
得
張
欽
夫
講
究
此
道
、
方
覚
脱

然
処
」（Z148-494b

）
と
あ
る
だ
け
で
、
国
一
禅
師
か
ら
寿
涯
禅
師
へ
の
伝
承
は
、
典
拠
不
明
。
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（
12
） 

周
敦
頤
の
「
太
極
図
」
に
つ
い
て
は
、
吾
妻
重
二
「
太
極
図
の
形
成
」（「
日
本
中
国
学
会
報
」
四
六
、
一
九
九
四
）、
参
照
。

（
13
） 

朱
熹
は
、
程
頤
と
霊
源
惟
清
の
関
係
に
つ
い
て
、
中
華
書
局
校
点
本
『
朱
子
語
類
』
巻
一
二
六
・
一
三
五
～
一
三
六
条
で
言
及
し

て
い
る
。
し
か
し
、
朱
熹
の
見
解
も
明
確
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
朱
熹
自
身
も
空
谷
同
様
、
史
料
の
検
討
に
不
備
が
あ
る

こ
と
は
否
め
な
い
。「
野
口
善
敬
・
廣
田
宗
玄
・
本
多
道
隆
・
森
宏
之
「『
朱
子
語
類
』
巻
一
二
六
「
釈
氏
」
訳
注
（
八
）・〔
一
三

五
〕〔
一
三
六
〕」（「
東
洋
古
典
学
研
究
」
第
三
三
集
、
二
○
一
二
）
も
、
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
14
） 

有
若
韓
子
見
大
顛
後
、
所
有
敬
仏
之
辞
、
後
人
刪
而
去
之
。
晦
庵
、
校
韓
文
、
尚
留
「
韓
子
上
大
顛
」
三
通
書
、
後
人
再
刊
、
又

将
此
三
通
書
、
一
併
刪
去
。（『
尚
直
編
』
巻
上
・17b

）

（
15
） 

晦
庵
於
竹
林
小
軒
誦
仏
経
、
作
詩
曰
、「
端
居
独
無
事
、
聊
披
釈
氏
書
、
暫
息
塵
累
牽
、
超
然
与
道
俱
、
門
掩
竹
林
幽
、
禽
鳴
山

両
余
、
了
此
無
為
法
、
身
心
同
晏
如
」【
出
『
朱
子
大
全
集
』
并
『
道
余
録
』】。
晦
庵
有
書
啓
国
清
禅
師
曰
、「
寒
山
子
詩
刻
成
、
日

幸
早
見
寄
」【
字
蹟
「
見
旧
本
寒
山
詩
後
」】。
晦
庵
「
寄
山
居
僧
詩
」
曰
、「
方
丈
翛
然
屋
数
椽
、
檻
前
流
水
自
清
漣
、
蒲
團
竹
几
通

宵
坐
、
掃
地
焚
香
白
昼
眠
、
地
窄
不
容
揮
麈
客
、
室
空
那
許
散
花
天
、
箇
中
有
句
無
人
薦
、
不
是
諸
方
五
味
禅
」【
出
『
事
文
類
聚
』】。

（
同
上
・21b

）

（
16
） 

朱
子
学
関
係
の
書
物
の
出
版
流
通
に
関
し
て
は
、
馬
淵
昌
也
「
明
代
前
期
に
お
け
る
士
大
夫
の
思
想 

―― 

書
物
流
通
と
の
関
係
に

つ
い
て
の
ノ
ー
ト 

―― 

」（
伊
原
弘
・
小
島
毅
編
『
知
識
人
の
諸
相 

―― 

中
国
宋
代
を
基
点
と
し
て
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、
平
成
十

三
）、
参
照
。

（
17
） 

伊
川
言
、「
使
其
道
不
合
於
先
王
、
固
不
願
学
。
如
其
合
於
先
王
、
求
之
六
経
足
矣
、
奚
必
仏
」。〔
逃
虚
（
道
衍
）
曰
〕
斯
言
是

已
、
如
何
却
又
偷
仏
説
為
已
。
使
如
此
、
則
求
之
六
経
亦
不
足
矣
。
程
夫
子
何
其
謬
哉
。（『
道
余
録
』
二
二
条
・J20-332

）

（
18
） 

拙
稿
「
明
成
祖
と
道
衍
」（「
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
学
研
究
紀
要
」
第
九
号
、
二
○
一
一
）、
参
照
。

（
19
） 

拙
稿
「
陳
白
沙
と
明
初
の
思
想
界
」（
九
州
大
学
中
国
哲
学
研
究
会
「
中
国
哲
学
論
集
」
二
七
、
二
○
○
一
）、
参
照
。

（
20
） 

中
華
書
局
校
点
本
『
明
史
』、
使
用
。

（
21
） 

『
世
界
宗
教
史
叢
書
10
儒
教
史
』（
山
川
出
版
、
一
九
八
七
・
三
二
○
～
三
二
一
頁
）
に
、「
明
初
か
ら
弘
治
・
正
徳
に
至
る
間
の



明初の護法論（その３）

201

道
学
の
雰
囲
気
は
、
形
骸
化
ど
こ
ろ
か
新
教
に
奔
る
殉
教
者
の
ふ
う
す
ら
し
の
ば
せ
る
」
と
あ
る
。

（
22
） 

正
誼
堂
全
書
本
『
薛
文
清
公
読
書
録
』、
使
用
。

（
23
） 

荒
木
見
悟
『
仏
教
と
陽
明
学
』
第
三
章
「
明
代
前
期
仏
教
界
の
動
向
」（
既
出
）、
参
照
。

（
24
） 
明
嘉
靖
五
年
序
刊
『
康
斎
先
生
文
集
』、
使
用
。

（
25
） 
少
し
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
野
口
善
敬
氏
に
よ
れ
ば
、
空
谷
が
参
禅
悟
道
の
み
で
は
な
く
、
看
経
の
必

要
性
を
説
く
教
禅
一
致
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
、
彼
の
教
禅
一
致
は
、
一
悟
を
前
提
と
し
た
補
完
作
業
と
し
て
の
悟

後
の
修
と
の
関
わ
り
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。〔
野
口
善
敬
『
元
代
禅
宗
史
研
究
』〔
Ⅲ
〕
2
「
明
代
前
期
禅
門
に
於

け
る
禅
浄
一
致
の
一
断
面 

―― 

毒
峰
本
善
と
空
谷
景
隆 

―― 

」（
既
出
）、
参
照
〕。
従
っ
て
、
前
掲
の
引
用
文
、「
吾
宗
以
悟
道
為
要
、

不
在
学
問
」（『
尚
直
編
』
巻
下
・8a

）
の
中
の
「
学
問
」
は
、
一
般
的
な
意
味
で
の
学
問
で
、
朱
子
学
の
格
物
致
知
論
を
想
定
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
26
） 

『
老
子
』
の
「
道
可
道
、
非
常
道
。
名
可
名
非
常
名
。
無
名
天
地
之
始
、
万
物
有
名
之
母
。
常
無
欲
以
観
其
妙
、
常
有
欲
以
観
其

微
」（
第
一
章
）、
孔
子
の
「
易
無
思
也
。
無
為
也
。
寂
滅
不
動
、
感
而
遂
通
天
下
之
故
。
非
天
下
之
至
神
、
其
孰
能
与
於
此
」（『
易

経
』
繫
辞
上
伝
）。『
礼
記
』
に
あ
る
「
無
為
而
物
成
、
是
天
道
也
」（『
礼
記
』
哀
公
問
）、
子
思
の
「
上
天
之
載
無
声
無
臭
」（『
中

庸
章
句
』
第
三
十
三
章
）
等
を
引
用
す
る
。（『
尚
直
編
』
巻
上
・7a~b

）

（
27
） 

『
皇
明
名
僧
輯
略
』「
示
円
鑑
堂
」
に
、「
但
以
信
心
為
本
。
一
切
雑
念
都
不
随
之
。
如
是
行
去
。
総
然
不
悟
、
没
後
亦
生
浄
土
」。

（Z144-207

）

（
28
） 

『
尚
直
編
』（
巻
上
・9a

）
に
、「
梅
屋
常
禅
師
曰
、『
周
武
宗
廃
教
。
沙
門
犯
顔
抗
争
、
殆
数
十
人
。
唐
高
祖
時
、
傅
奕
排
仏
。
恵

乗
法
師
等
、
皇
皇
論
争
、
引
義
慷
慨
、
亦
不
失
法
王
・
真
子
之
識
。
唐
武
宗
廃
教
而
力
争
者
、
惟
知
玄
法
師
、
一
僧
而
已
』。
仏
運

数
否
。
難
莫
可
免
、
凡
釈
子
者
、
処
変
故
之
際
、
無
一
辞
可
紀
。
仏
法
尊
博
如
天
、
亦
吾
徒
失
学
之
罪
也
」
と
あ
り
、
朱
子
学
の
欺

瞞
を
博
学
で
も
っ
て
暴
き
、
自
ら
を
犯
顔
、
恵
乗
、
知
玄
に
続
く
法
難
を
救
う
傑
僧
と
位
置
付
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
29
） 

空
谷
は
、『
小
学
』
の
「
形
既
朽
滅
、
神
亦
飄
散
、
雖
有
剉
焼
㫪
磨
、
且
無
所
施
」
を
引
用
し
、『
書
経
』「
金
縢
」
の
例
を
挙
げ
、
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「
非
惟
不
契
仏
経
。
抑
示
深
悖
『
書
経
』
之
旨
」
と
述
べ
る
（『
尚
直
編
』
巻
上
・13a

）。
因
み
に
、
沈
士
栄
の
よ
う
に
、
儒
経
と
仏

経
の
矛
盾
を
、
中
世
の
中
土
論
争
を
持
ち
出
し
、
仏
経
の
方
が
真
理
を
語
っ
て
い
る
と
述
べ
る
が
、
空
谷
は
そ
の
点
に
つ
い
て
は
全

く
言
及
し
な
い
。

（
30
） 
拙
稿
「
明
初
の
護
法
論 

―― 

沈
士
栄
『
続
原
教
論
』
を
中
心
に 

―― 

」（
九
州
大
学
中
国
哲
学
研
究
会
「
中
国
哲
学
論
集
」
三
○
、

二
○
○
四
）、
参
照
。

（
31
） 

拙
稿
「
明
初
の
護
法
論
（
そ
の
2
） ―― 

『
道
余
録
』
を
中
心
に 

―― 

」（
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
「
論
叢
」
第
七
号
、
二
○

一
二
）、
参
照
。

（
32
） 

明
万
暦
間
刻
本
、
使
用
。

（
33
） 

明
・
隆
慶
五
年
序
刊
本
、
使
用
。 

（
34
） 

荒
木
見
悟
『
明
代
思
想
研
究
』「
二
、
陳
白
沙
と
太
虚
法
師
」（
創
文
社
、
昭
和
四
七
）、
参
照
。
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傅
大
士
と
菩
薩
戒
思
想

中
島
志
郎

１
　
問
題
の
所
在
　
傅
大
士
の
評
価

　
六
朝
仏
教
の
特
異
な
居
士
と
し
て
知
ら
れ
る
傅
大
士
（
傅
翕
、
傅
弘 

四
九
七
～
五
六
九
）
は
禅
宗
成
立
以
前
の
禅
者
と
評
さ
れ
、

天
台
宗
に
あ
っ
て
は
南
岳
慧
思
（
五
一
四
～
五
七
七
）
に
先
立
つ
位
置
に
置
か
れ
る
伝
説
的
な
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
著

述
と
し
て
『
善
慧
大
士
語
録
』
を
始
め
『
梁
朝
傅
大
師
頌
金
剛
経
』『
心
王
銘
』
等
が
残
さ
れ
、
寶
誌
（
四
一
八
～
五
一
四
）
と

共
に
禅
宗
の
一
淵
源
と
み
な
さ
れ
て
、
後
世
の
禅
宗
に
あ
っ
て
も
崇
敬
の
念
を
集
め
た（
1
）。

　
伝
記
資
料
と
し
て
は
、
菩
薩
戒
弟
子
、
東
海
徐
陵
が
傅
大
師
寂
後
四
年
の
太
建
五
年
（
五
七
三
）、
宣
帝
の
勅
で
撰
し
た
碑
文

「
東
陽
雙
林
寺
傅
大
士
碑
」（『
全
上
古
三
代
秦
漢
三
国
六
朝
文
』
全
陳
文
巻
十
一 

三
四
六
二
頁
、『
善
慧
大
師
語
録
』
巻
四
）、「
致
武
帝

書
」「
心
王
銘
」（『
同
』
全
梁
文 

三
三
五
二
頁
）
が
第
一
で
、
次
い
で
『
続
高
僧
伝
二
十
五
感
通
上
』『
廣
弘
明
集
』『
禅
源
諸
詮

集
都
序
』『
宗
鏡
録
』
を
経
て
、
唐
の
樓
頴
編
『
善
慧
大
士
録
』（
八
巻
本　

早
佚
「
序
」
存
）
の
抄
本
と
さ
れ
る
北
宋
の
編
本

『
善
慧
大
師
小
録
』（
九
八
五
）
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、『
傳
燈
録
』
巻
二
十
七
、
そ
し
て
南
宋
の
紹
興
十
三
年
（
一
一
四
三
）
に
、

婺
州
宝
林
寺
の
住
持
定
光
大
師
（
元
湛
）
の
依
頼
で
資
政
殿
学
士
左
朝
奉
大
夫
知
紹
興
軍
府
事
充
両
浙
東
路
、
安
撫
使
の
樓
炤

が
八
巻
本
を
再
編
し
『
善
慧
大
師
語
録
』
四
巻
本
（
一
一
四
三
、
続
蔵
本Z120
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
徐
陵
撰
の
碑
文
と
、
唐
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の
元
稹
が
撰
し
た
『
還
珠
留
書
記
』（
八
二
六
／
八
三
八
）
が
収
め
ら
れ
る
。

　
傅
大
士
と
い
う
存
在
に
は
多
分
に
伝
説
的
な
部
分
も
あ
っ
て
、
歴
史
的
に
は
仮
託
の
要
素
も
大
き
い
が
、『
楞
伽
師
資
記
』

で
は
四
祖
道
信
の
語
と
し
て
が
「
守
一
説
」
は
傅
大
士
に
依
る
と
記
さ
れ
、
初
期
禅
宗
以
来
、
思
想
的
関
連
の
深
い
重
要
な
存

在
で
あ
る（
2
）。

　
禅
宗
史
の
上
か
ら
は
傅
大
師
は
「
師
承
を
持
た
ぬ
在
俗
の
仏
教
者
」
禅
宗
以
前
の
禅
者
と
し
て
禅
思
想
の
先
駆
者
的
位
置
づ

け
が
な
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
の
論
旨
の
中
心
は
、
主
に
禅
宗
に
継
承
さ
れ
た
「
心
王
銘
」
等
の
詩
文
か
ら
禅

宗
に
通
じ
る
思
想
を
探
り
、
そ
の
根
柢
に
首
楞
厳
三
昧
を
見
る
と
い
う
禅
観
修
道
者
と
し
て
の
傅
大
師
像
で
あ
っ
た
。
近
年
の

張
勇
氏
『
傅
大
士
研
究
』
他
に
継
承
さ
れ
る
研
究
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
視
点
は
変
わ
ら
な
い（
3
）。

　
し
か
し
、
現
存
資
料
か
ら
傅
大
士
の
歴
史
的
な
実
像
や
真
説
、
仮
託
の
腑
分
け
を
お
こ
な
う
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
そ
こ

で
本
稿
は
傅
大
士
の
厳
密
な
歴
史
的
事
実
は
保
留
し
て
、
傅
大
士
の
特
異
な
仏
教
に
込
め
ら
れ
た
当
時
の
思
想
的
課
題
を
問
題

と
し
た
。
つ
ま
り
六
朝
義
学
以
来
の
『
涅
槃
經
』
研
究
の
更
な
る
展
開
と
い
う
文
脈
の
上
で
、
傅
大
士
を
居
士
仏
教
と
い
う
概

念
に
は
収
ま
ら
な
い
特
異
な
菩
薩
戒
思
想
の
運
動
と
し
て
考
察
す
る
。
つ
ま
り
『
梵
網
経
』『
菩
薩
瓔
珞
本
業
経
』（
以
下
『
瓔

珞
経
』）
の
影
響
下
に
、
傅
大
師
と
そ
の
周
辺
の
仏
教
集
団
に
よ
る
菩
薩
戒
の
運
動
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
淵
源
は
『
涅
槃
經
』

の
教
義
に
あ
る
こ
と
を
展
望
す
る
。

２
　
六
朝
の
菩
薩
戒
経
の
登
場
と
流
布
状
況

　
菩
薩
戒
は
「
大
乗
戒
が
か
の
小
乗
戒
の
よ
う
に
単
な
る
廃
悪
の
律
条
の
規
定
を
守
る
に
終
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
…
一
切
の
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生
活
が
戒
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
顕
は
」（
4
）し
、
後
期
大
乗
経
典
の
中
で
、
大
乗
戒
と
小
乗
戒
の
相
違
が
明
確
に
さ
れ
て
行
き
、

や
が
て
大
乗
経
典
に
は
大
乗
戒
の
小
乗
戒
に
対
す
る
思
想
的
優
位
性
も
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（
5
）。

　
中
国
に
あ
っ
て
も
大
乗
仏
教
の
浸
透
と
共
に
菩
薩
戒
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
菩
薩
戒
経
の
訳
出
に
至
る
が
、
小
乗
律
と
大
乗

律
を
対
立
的
に
捉
え
、
菩
薩
戒
の
思
想
的
優
位
を
主
張
す
る
鳩
摩
羅
什
訳
『
清
浄
毘
尼
方
廣
経
』、
曇
無
讖
（
三
八
五
～
四
三

三
）
訳
『
涅
槃
経
』、
ま
た
求
那
跋
摩
訳
『
菩
薩
善
戒
経
』
も
「
重
楼
四
級
次
第
」
思
想
の
上
で
徹
底
し
た
小
乗
戒
批
判
を
な

す
等
、
こ
れ
ら
菩
薩
戒
経
典
の
訳
出
が
小
乗
戒
批
判
の
起
点
と
な
っ
た
。
中
で
も
『
梵
網
経
』
は
そ
の
中
心
経
典
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
菩
薩
戒
は
『
地
持
経
』『
梵
網
経
』
が
道
俗
通
戒
を
旨
と
す
る
が
、『
瓔
珞
經
』
は
出
家
戒
と
見
ら
れ
て
、「
重
受
」

（
小
乗
と
菩
薩
戒
）
の
意
味
が
な
い
。『
瓔
珞
経
』
は
単
受
出
家
の
戒
で
、
在
俗
に
は
通
じ
な
い
、
と
解
釈
さ
れ
て
き
た（
6
）。

　
大
乗
菩
薩
戒
経
の
登
場
は
歴
史
的
に
は
南
朝
梁
天
監
十
八
年
（
五
一
九
）
四
月
八
日
「
梁
武
帝
菩
薩
戒
受
戒
」（『
南
史
』
巻
六

梁
本
紀
上
）
と
記
録
さ
れ
る
武
帝
の
菩
薩
戒
受
戒
以
降
、
南
朝
に
お
け
る
菩
薩
戒
流
行
（『
梵
網
経
』
中
心
）
は
本
格
的
な
潮
流
と

な
っ
た
と
さ
れ
る（
7
）。

　
中
国
に
お
け
る
菩
薩
戒
経
の
登
場
と
流
布
は
先
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
以
後
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
行
く
か
、
菩
薩
戒

経
各
経
の
思
想
も
流
布
状
況
も
複
雑
で
、
そ
の
分
類
は
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
。

　
た
だ
関
心
を
引
く
の
は
、
梁
代
に
は
す
で
に
従
来
の
三
学
の
あ
り
方
に
異
を
唱
え
る
主
張
と
し
て
、
寶
誌
『
十
四
歌
頌
』
善

悪
不
二
「
声
聞
執
法
坐
禅
、
如
蚕
吐
糸
自
縛
」「
三
毒
本
自
解
脱
、
何
須
摂
念
禅
観
」「
触
目
会
道
」
等
、
小
乗
具
足
戒
に
根
拠

を
も
つ
因
位
の
修
道
（
従
因
至
果
）
を
否
定
し
顚
倒
す
る
不
二
論
、
或
い
は
凡
聖
不
二
と
い
っ
た
本
覚
門
的
な
思
想
（
本
来
成
仏

説
）
の
先
駆
例
が
見
い
だ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
慧
思
撰
と
さ
れ
る
『
受
菩
薩
戒
儀
』「
菩
薩
戒
有
八
種
殊
勝
」（Z105p.2a
）
も
『
瓔
珞
経
』
等
の
影
響
を
受
け
て
二
乗
、
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声
聞
戒
に
対
す
る
菩
薩
戒
優
位
説
を
提
示
し
て
い
る（
8
）。

　
か
く
し
て
「
六
朝
期
は
菩
薩
戒
が
擡
頭
し
複
雑
な
様
相
を
し
め
す
重
要
な
時
代
で
あ
る
。
…
梵
網
戒
は
後
代
に
な
る
と
菩
薩

戒
の
主
流
と
な
る
が
、
五
九
四
年
に
編
集
さ
れ
た
法
経
録
に
よ
る
と
疑
経
あ
つ
か
い
さ
れ
る
。
…
と
こ
ろ
が
法
経
録
の
編
集
に

先
ん
ず
る
七
十
五
年
（
五
一
九
）
の
こ
の
写
本
（
ペ
リ
オ
本
「
出
家
人
受
菩
薩
戒
法
」）
に
、
梵
網
経
が
地
持
経
以
上
に
扱
わ
れ
て

い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。」
と
い
う（
9
）。

　
六
朝
以
来
の
『
涅
槃
経
』
を
中
心
と
す
る
大
乗
仏
教
思
想
研
究
の
中
か
ら
菩
薩
戒
の
思
想
的
優
位
を
主
張
す
る
思
想
と
運
動

の
系
譜
が
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
い
ま
菩
薩
戒
を
め
ぐ
る
新
た
な
思
想
原
理
の
提
案
と
実
践
の
一
例
と
し
て
、
傅
大
士
の
仏
教
に
も
菩
薩
戒
優
位
思
想
が
見
ら

れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
影
響
を
考
察
し
て
み
た
い
。

３
　
傅
大
士
の
菩
薩
戒
優
位
思
想

　
現
存
す
る
『
善
慧
大
士
語
録
』
か
ら
傅
大
士
の
真
説
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
え
る
が
、
し
か
し
思
想
の
基
本
的
骨
格

に
沿
っ
て
、
核
心
部
分
を
推
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
菩
薩
戒
優
位
思
想
と
い
う
の
は
そ
の
基
本
原
理
の
一
で
あ
る
。

　
先
ず
『
善
慧
大
士
語
録
』
巻
二
の
形
出
家
と
心
出
家
、
事
出
家
と
理
出
家
の
対
比
を
以
下
に
示
し
て
み
る
。
理
戒
と
心
出
家

の
一
節
は
張
説
で
は
、『
法
華
経
』
に
よ
っ
て
大
乗
の
世
間
出
世
間
へ
の
無
執
着
を
説
い
た
も
の
で
、
決
し
て
解
義
の
徒
で
は

な
い
が
、
大
士
の
居
士
仏
教
的
色
彩
を
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
す
る
が
、
大
乗
戒
思
想
の
特
徴
で
あ
る
理
念
主
義
（
理
戒
）

の
宣
揚（
10
）は
、
当
然
、
理
戒
中
心
、
心
出
家
優
位
を
導
く
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
菩
薩
戒
の
思
想
的
優
位
性
を
表
明
す
る
だ
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ろ
う
。

　
『
語
録
』
巻
二
に
い
う
「
心
出
家
、
理
出
家
」
と
は
、

　
　
出
家
之
法
有
二
。
一
形
出
家
、
二
心
出
家
。
形
出
家
者
、
所
謂
剃
除
鬚
髮
、
同
於
法
身
。
心
出
家
者
、
出
一
切
攀
縁
諸
有

結
家
。
若
就
即
世
而
論
、
形
出
家
勝
。
何
以
故
。
不
為
公
私
所
引
、
獨
脱
無
累
、
蕭
然
自
在
。
若
就
理
而
論
、
則
無
有
二
。

　
形
出
家
が
い
わ
ゆ
る
僧
形
だ
と
す
れ
ば
、
心
出
家
は
一
切
所
縁
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
見
、
形
出
家
が
出
家
の
本
義
に

見
え
る
が
、
理
か
ら
考
え
れ
ば
別
で
は
な
い
と
、
心
出
家
の
意
義
を
高
く
評
価
し
、
次
い
で
事
出
家
と
理
出
家
の
相
違
を
い

う（
11
）。

　
　
事
出
家
者
、
出
慳
家
、
出
貪
家
、
出
瞋
家
…
出
三
界
家
、
出
一
切
有
為
諸
結
家
。
是
名
事
出
家
。
…

　
　
理
出
家
者
、
出
八
聖
道
家
、
出
十
力
四
無
所
畏
家
、
…
出
大
悲
大
慈
家
、
出
平
等
家
、
出
覺
知
悉
達
智
家
、
出
佛
法
僧
家
、

是
名
理
出
家
。

　
形
出
家
に
対
応
す
る
事
出
家
も
世
間
三
界
の
否
定
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
理
出
家
は
世
間
出
世
間
、
否
定
肯
定
の
対
立
す
ら
も

越
え
て
し
ま
う
一
層
高
次
な
出
家
で
あ
る
。
心
出
家
が
理
に
お
い
て
形
出
家
と
不
二
で
あ
る
の
は
、
こ
の
理
出
家
が
事
出
家
を

越
え
た
次
元
の
出
家
の
意
義
を
形
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
い
で
、
出
家
と
入
家
を
説
い
て
、

　
　
　
或
曰
、
既
有
出
家
。
復
有
入
家
不
。
今
略
説
入
家
。
入
遍
寂
家
、
入
大
動
家
、
入
現
色
身
家
、
入
無
住
家
。
若
如
是
者
、

即
是
大
乘
。

　
　
　
何
以
故
。
若
以
無
生
妨
生
、
是
人
遠
離
無
生
。
若
無
滅
妨
滅
。
是
人
遠
離
無
滅
。
是
故
經
言
、
生
死
是
涅
槃
、
無
退
無

生
故
。
何
故
無
退
無
生
、
為
來
無
所
從
故
。
何
為
來
無
所
從
、
為
去
無
所
至
故
。
何
為
去
無
所
至
、
為
遠
離
三
世
有
故
。
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何
故
遠
離
三
世
有
、
為
隨
順
諸
法
性
故
。
何
故
隨
順
諸
法
性
、
為
教
化
羣
生
。
等
至
涅
槃
故
。
是
故
雖
得
佛
道
、
轉
于
法

輪
、
不
捨
菩
提
之
道
。
何
以
故
。
不
虗
本
願
故
。

　
い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
出
家
僧
形
を
越
え
た
高
次
の
出
家
を
唱
え
、
そ
の
意
味
で
出
家
と
い
う
概
念
も
克
服
さ
れ
て
入
家
を
唱

え
る
に
至
る
。
そ
れ
が
大
乗
の
次
元
で
あ
る
の
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
れ
が
理
戒
、
性
戒
と
し
て
の
菩
薩
戒
の
立
場
で
あ

る
。
続
け
て
、

　
　
　
問
曰
、
如
上
所
説
。
斷
絶
攀
縁
、
究
竟
無
染
。
不
為
結
使
所
牽
、
是
即
解
脱
者
。
何
用
坐
禪
、
繫
念
數
息
耶
。

　
　
　
答
曰
、
坐
禪
數
息
者
、
乃
是
入
道
初
門
。
正
為
眾
生
習
氣
剛
強
、
深
愛
五
欲
、
煩
惱
熾
盛
、
折
挫
不
調
。
是
以
諸
佛
菩

薩
方
便
、
令
繫
念
數
息
、
廢
其
心
慮
。

　
　
　
不
緣
世
間
麤
惡
之
事
、
又
令
觀
身
過
患
、
厭
離
生
死
、
精
勤
修
習
。
累
日
經
年
、
修
習
既
久
、
攀
緣
稍
靜
、
心
得
調
柔
、

乃
能
斷
慳
貪
瞋
等
、
有
為
一
切
諸
行
。
諸
行
既
盡
、
心
會
實
相
、
證
寂
無
為
、
是
名
得
道
。
若
人
雖
復
坐
禪
、
繫
念
數
息
、

不
斷
瞋
等
、
有
為
諸
行
者
、
終
不
得
道
。

と
、
こ
の
一
段
の
「
坐
禪
數
息
者
、
乃
是
入
道
初
門
」
は
張
勇
に
よ
れ
ば
「
当
然
了
所
謂
守
一
不
移
、
在
大
士
那
裡
、
不
過
是

入
道
初
門
罷
了
」（
張
勇 

三
七
〇
頁
）
な
の
で
あ
る
が
、
た
だ
ち
に
道
信
の
禅
観
を
想
起
さ
せ
る
。
す
で
に
、
論
理
的
に
は
頓

悟
漸
修
の
修
道
（
累
日
經
年
…
證
寂
無
為
、
是
名
得
道
）
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
後
世
の
禅
宗
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
頓

漸
を
分
か
つ
修
道
論
に
は
ま
だ
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
直
後
で
た
だ
ち
に
有
為
諸
行
に
と
ら
わ
れ
る
坐
禅
の
非
を
い
い
、「
三

乘
及
外
道
魔
業
」
即
ち
第
一
声
聞
乗
、
第
二
縁
覚
乗
、
第
三
大
乗
者
、
さ
ら
に
外
道
業
…
と
「
第
三
大
乗
者
」
以
下
に
大
乗
の

定
義
が
展
開
さ
れ
る
。

　
　
修
行
一
切
法
、
而
離
諸
法
相
。
是
故
非
世
間
。
非
不
世
間
。
非
涅
槃
。
非
不
涅
槃
。
不
縛
不
脫
。
永
為
三
界
父
母
。
廣
濟
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羣
生
。
盡
未
來
際
、
是
名
大
乘
。

　
理
出
家
、
入
家
は
「
修
行
一
切
法
、
而
離
諸
法
相
」
す
る
一
切
超
脱
の
大
乗
に
一
致
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
声
聞

戒
を
越
え
た
大
乗
戒
の
、
禁
戒
（
事
戒
＝
声
聞
戒
）
に
対
し
て
性
戒
（
理
戒
＝
菩
薩
戒
）
に
優
位
を
認
め
る
大
乗
の
菩
薩
戒
優
位

思
想
で
あ
る
。

　
形
出
家
と
心
出
家
の
対
比
か
ら
大
乗
の
定
義
へ
の
展
開
に
は
、
後
世
の
南
宗
禅
的
加
筆
が
あ
る
か
も
知
れ
ず
、
直
ち
に
傅
大

士
の
真
説
と
す
る
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
だ
が
、
心
出
家
や
理
出
家
の
根
底
に
あ
る
禁
戒
（
事
戒
＝
声
聞
戒
）
に
対
す
る
性
戒

（
理
戒
＝
菩
薩
戒
）
の
優
位
、
つ
ま
り
菩
薩
戒
優
位
思
想
は
古
層
と
し
て
理
解
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
菩
薩
戒
と
声
聞
戒
の
対
立
と

菩
薩
戒
優
位
と
い
う
主
題
は
傅
大
士
か
ら
初
期
禅
宗
で
こ
そ
重
要
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
後
世
の
禅
宗
で
は
自
覚
的
な
課
題

と
し
て
は
背
後
に
退
い
て
、
二
項
対
立
を
超
越
す
る
南
宗
禅
的
言
説
が
主
流
と
な
る
か
ら
で
あ
る（
12
）。

　
以
下
の
一
段
も
、
菩
薩
戒
の
優
位
を
主
張
す
る
、
即
ち
、

　
　
　
大
士
又
謂
人
曰
、
夫
人
何
故
常
被
五
痛
五
燒
之
苦
、

由
自
造
五
痛
五
燒
之
因
。
譬
如
有
人
五
百
鉄
壯
刺
於
身
上
、
舉

身
晝
夜
痛
楚
。
不
可
嬰
當
。
今
欲
為
諸
仁
德
拔
除
此
壯
。

　
　
令
身
心
安
樂
、
無
復
苦
惱
。
於
意
云
何
。
欲
得
階
梯
拔
、
欲
得
併
拔
。
何
謂
階
梯
拔
。

　
　
有
人
受
持　
佛
三
歸
一
。
不
殺
戒
。
月
持
六
齋
。
齋
日
菜
食
。
喩
拔
一
百
壯
。

　
　
有
人
受
持　
佛
五
戒
。
月
持
六
齋
。
齋
日
菜
食
。
喩
拔
二
百
壯
。

　
　
有
人
持　
佛
十
善
戒
。
月
持
六
齋
。
年
三
長
齋
。
齋
日
菜
食
。
喩
拔
三
百
壯
。

　
　
有
人
受
持
、
佛
聲
聞
戒
。
一
切
諸
惡
不
作
、
諸
善
奉
行
、
長
中
菜
食
、
六
時
行
道
。
喩
拔
四
百
壯
。

　
　
有
人
受
持　
佛
菩
薩
戒
。
一
切
諸
惡
不
作
、
諸
善
奉
行
、
長
中
菜
食
、
六
時
行
道
、
愛
護
正
法
、
不
惜
軀
命
、
崇
弘
聖
道
、
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廣
化
羣
生
、
共
同
解
脱
。
喩
拔
五
百
壯
、
是
為
併
拔
。

　
　
今
諸
仁
德
。
何
故
恣
心
造
惡
。
死
入
三
塗
地
獄
、
受
苦
無
量
。
若
能
一
制
心
為
善
、
壽
終
之
後
、
上
生
天
上
、
七
寶
宮
殿

之
中
、
姿
容
端
正
、
相
好
殊
特
、
尊
豪
富
貴
、
無
為
自
在
。

以
上
の
よ
う
に
『
善
慧
大
士
語
録
』
に
は
、
大
乗
菩
薩
戒
を
優
位
に
措
く
明
白
な
菩
薩
戒
優
位
の
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

菩
薩
戒
経
は
一
般
に
菩
薩
戒
に
思
想
的
優
位
を
認
め
て
い
る
が
、『
菩
薩
善
戒
經
』
が
、
優
婆
塞
戒
、
沙
彌
戒
、
比
丘
戒
、
菩

薩
戒
の
「
譬
如
重
樓
四
級
次
第
」（T30-1013c

）
を
説
く
に
対
し
、『
梵
網
経
』『
瓔
珞
経
』
は
小
乗
戒
を
否
定
し
大
乗
菩
薩
戒

の
単
受
を
唱
え
る
。
こ
の
一
段
も
、
階
梯
拔
と
併
拔
を
対
比
し
て
佛
菩
薩
戒
こ
そ
併
拔
で
あ
る
と
い
い
、
若
し
能
く
一
に
心
を

制
し
て
善
を
な
せ
ば
、
つ
い
に
上
生
天
上
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
菩
薩
戒
の
絶
対
優
位
を
説
く
後
者
の
影
響
下
に
あ
る
と

見
ら
れ
る
。

　
そ
れ
は
宝
誌
『
十
四
歌
頌
』「
律
師
持
律
自
縛
…
」
や
『
大
乘
讚
』
に
も
共
通
す
る
小
乗
戒
や
持
戒
そ
れ
自
体
の
批
判
の
論

理
で
も
あ
り
、
梁
武
の
時
代
（
五
〇
二
～
五
四
九
）、
菩
薩
戒
思
想
の
昂
揚
に
よ
く
対
応
す
る（
13
）。
で
は
『
語
録
』
に
見
ら
れ
る

菩
薩
戒
優
位
思
想
の
淵
源
は
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

４
　『
瓔
珞
経
』
と
傅
大
士
の
仏
教

　
傅
大
士
は
「
無
師
独
悟
」
の
人
と
評
さ
れ
る
。
後
に
考
え
る
よ
う
に
、
僅
か
に
嵩
頭
陀
の
語
に
従
っ
て
仏
道
修
行
に
赴
い
た

以
外
、
そ
れ
以
前
に
師
僧
も
な
け
れ
ば
出
家
受
戒
の
経
歴
も
見
ら
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
ら
修
道
を
深
め
て
「
雙
林
樹

下
當
來
解
脫
善
慧
大
士
」
と
称
す
る
に
至
り
、
や
が
て
弥
勒
仏
の
下
生
と
讃
え
ら
れ
て
、
多
く
の
僧
俗
を
弟
子
と
し
た
。
無
師
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独
悟
の
人
が
、
僧
俗
を
弟
子
と
し
、
大
士
と
称
さ
れ
、
し
か
も
あ
る
場
面
で
は
「
持
戒
修
禅
」
を
説
い
た
と
は
、
い
か
な
る
事

情
を
想
定
す
る
べ
き
か
。

　
す
で
に
樓
頴
の
語
録
序
に
「
以
持
戒
為
守
禦
。
以
金
剛
為
鋒
刃
」
と
い
い
、
語
録
に
一
貫
す
る
菩
薩
戒
に
思
想
的
優
位
を
認

め
る
立
場
か
ら
い
っ
て
、
そ
こ
に
菩
薩
戒
と
菩
薩
戒
思
想
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
も
解
脱
を
実
現

し
た
と
い
う
以
上
、
な
に
が
し
か
の
受
戒
と
い
う
与
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
も
前
提
と
な
る
。
そ
れ
は
菩
薩
戒
以
外
で
は
な

い
だ
ろ
う
が
、
傅
大
師
は
如
何
な
る
菩
薩
戒
を
如
何
に
得
た
の
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
解
脱
は
如
何
に
可
能
で
あ
っ
た

の
か
。

　
鳩
摩
羅
什
（
三
四
四
～
四
一
三
）
直
後
の
宋
（
四
二
〇
～
四
七
九
）
斉
（
四
七
九
～
五
〇
二
）
の
時
代
に
は
、『
梵
網
経
』『
瓔
珞

経
』
を
始
め
と
す
る
菩
薩
戒
経
諸
本
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が（
14
）、
傅
大
師
に
思
想
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
も
、
こ
の

菩
薩
戒
経
の
思
想
で
あ
っ
た
。

　
傅
大
師
と
『
瓔
珞
経
』
の
思
想
的
関
連
を
最
初
に
明
言
し
た
の
は
天
台
宗
で
、
教
理
面
か
ら
天
台
の
四
運
推
検
と
三
観
一
心

説
に
傅
大
師
の
思
想
的
影
響
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
た（
15
）。
そ
れ
を
最
初
に
指
摘
し
た
荊
渓
湛
然
（
七
一
一
～
七
八
二
）
の

『
止
観
義
例
』
巻
下
（T46-452c3a

）
に
は
傅
大
士
「
独
自
詩
」
を
引
用
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
、
智
顗
に
先
立
つ
天
台
の
祖

師
に
加
え
て
顕
彰
し
た（
16
）。

　
『
止
観
義
例
』
巻
下
は
、
傅
大
士
の
「
三
観
一
心
」
説
が
『
瓔
珞
経
』
に
よ
る
と
し
て
い
る
が
、『
瓔
珞
経
』
の
三
観
説
と
は
、

『
瓔
珞
経
』
賢
聖
学
観
品
に
云
う
、

　
　
　
復
次
十
觀
心
所
觀
法
者
…
初
地
已
上
、
有
三
觀
心
、
入
一
切
地
。
三
觀
者
、
從
假
名
入
空
二
諦
觀
。
從
空
入
假
、
名
平

等
觀
。
是
二
觀
方
便
道
。
因
是
二
空
觀
。
得
入
中
道
第
一
義
諦
觀（
17
）。（T24-1014ab

）
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と
い
う
一
段
で
あ
る
が
、
こ
の
『
瓔
珞
経
』
に
は
三
観
思
想
に
留
ま
ら
な
い
く
つ
も
の
思
想
的
特
性
（
三
聚
浄
戒　
五
十
二
位
説　

心
法
戒
体
説　
自
誓
受
戒　
従
他
受
戒　
頓
覚
説
等
）
が
あ
る
こ
と
も
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る（
18
）。

　
傅
大
師
の
『
語
録
』
に
見
え
る
菩
薩
戒
優
位
思
想
も
南
宗
的
改
竄
以
前
の
古
層
に
属
す
る
と
見
る
理
由
に
、
こ
の
菩
薩
戒
経

の
登
場
と
流
布
の
影
響
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。『
瓔
珞
経
』
は
『
梵
網
経
』
と
共
に
当
時
、
慧
約
に
代
表
さ
れ
る
菩
薩
戒

研
究
の
中
心
経
典
で
あ
り
、
後
世
、『
瓔
珞
経
』
自
身
が
影
響
力
を
失
っ
て
ゆ
き
、
禅
宗
自
身
も
菩
薩
戒
を
自
覚
的
に
問
題
と

す
る
こ
と
は
見
失
わ
れ
て
行
く
（
そ
れ
が
決
定
的
要
素
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
）
の
に
対
し
、
傅
大
士
に
そ
の
思
想
的
影
響
が
強
く

及
ん
だ
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
傅
大
士
の
伝
記
資
料
の
内
か
ら
い
く
つ
か
の
影
響
関
係
を
推
測
し
て
し
て
み
た
い
。

１
　
傅
大
士
の
自
誓
自
受
と
伝
記
的
事
跡

　
傅
大
士
は
補
処
菩
薩
と
も
弥
勒
化
身
と
も
称
さ
れ
る
が
、
無
師
独
悟
の
居
士
と
さ
れ
、
修
道
の
経
歴
も
不
明
で
あ
る
。

　
碑
文
は
、

　
　
有
懷
栖
遁
、
仍
隱
居
「
松
山
雙
林
寺
」、
棄
捨
恩
愛
。
非
梁
鴻
之
竝
遊
。
拜
辭
親
老
、
如
蘇
躭
之
永
別
。
自
修
禪
遠
壑
、

絶
粒
長
齋
。
非
服
流
霞
。
若
飡
朝
沅
。
太
守
王
烋
、
言
其
詭
詐
、
乃
使
邦
佐
、
幽
諸
後
曹
。
迄
至
兼
旬
。
曾
無
段
食
。
於

是
州
郷
媿
伏
。
遠
邇
歸
依
。
逃
迹
山
林
、
肆
行
蘭
若

と
松
山
雙
林
寺
か
ら
太
守
王
烋
と
の
因
縁
を
経
て
逃
迹
山
林
ま
で
を
実
に
簡
略
に
記
す
だ
け
で
あ
る
。

　
嵩
頭
陀
と
傅
大
士
の
因
縁
は
、
碑
文
で
は
記
載
が
な
く
、
現
存
資
料
で
は
「
還
珠
留
書
記
」（
八
二
六
）
に
「
年
二
十
四
、
猶

為
漁
。
因
異
僧
嵩
謂
曰
、
爾
彌
勒
化
身
、
何
為
漁
。
遂
令
自
鑒
於
水
、
廼
見
圓
光
異
狀
。
夫
西
人
所
謂
為
佛
者
。」
と
あ
る
に

始
ま
る
。
ま
た
唐
代
九
世
紀
の
『
善
慧
大
士
語
録
序
』（
樓
頴
撰
）
に
「
如
大
士
之
時
。
比
丘
僧
則
有
智
者
（
慧
約
）、
頭
陀
」
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と
あ
る
が
、
嵩
頭
陀
と
の
明
言
は
な
い
。

　
そ
れ
が
『
善
慧
大
士
語
録
』
巻
一
で
は
、

　
　
　
普
通
元
年
（
五
二
〇
）、
年
二
十
四
、
泝
水
取
魚
於
稽
停
塘
下
。
遇
一
胡
僧
、
號
嵩
頭
陀
。
語
大
士
曰
、
我
昔
與
汝
於
毗

婆
尸
佛
前
、
發
願
度
眾
生
。
汝
今
兜
率
宮
中
、
受
用
悉
在
。
何
時
當
還
。
大
士
瞪
目
而
已
。
頭
陀
曰
、
汝
試
臨
水
觀
影
。

大
士
從
之
、
乃
見
圓
光
寶

。
便
悟
前
因
、
乃
曰
、
鑪
韛
之
所
多
鈍
鐵
。

　
　
　
良
醫
門
下
足
病
人
。
當
度
眾
生
為
急
。
何
暇
思
天
宮
之
樂
乎
。
於
是
棄
魚
具
。
携
行
歸
舍
。
因
問
、
修
道
之
地
。
頭
陀

指
松
山
下
、
雙
檮
樹
曰
、
此
可
矣
。
即
今
雙
林
寺
是
。
大
士
於
此
結
菴
。
自
號
雙
林
樹
下
當
來
解
脱
善
慧
大
士
。

　
一
般
に
流
布
し
た
諸
録
の
伝
記
で
は
、
傅
大
士
は
梁
天
監
十
一
年
（
五
一
二
）、
十
六
歳
で
妙
光
を
娶
り
、
普
建
、
普
成
の
二

子
が
あ
っ
た
。
普
通
元
年
（
五
二
〇
）
二
十
四
歳
の
と
き
、
漁
を
し
て
い
た
が
、「
一
胡
僧　
号
嵩
頭
陀
」
と
遭
遇
し
、
前
世
の

因
縁
を
知
ら
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
松
山
下
雙
檮
樹
に
結
庵
し
て
仏
道
修
行
の
道
に
入
る
。

　
そ
れ
が
嵩
頭
陀
と
の
因
縁
譚
と
な
っ
て
定
着
し
て
行
き
、『
語
録
』
巻
四
で
「
法
師
名
達
摩
、
不
知
何
國
人
」
と
し
て
嵩
頭

陀
の
立
伝
と
な
る
。
九
世
紀
に
は
嵩
頭
陀
（
達
摩
）
と
傅
大
士
の
因
縁
は
広
く
知
ら
れ
た
が
、
と
も
あ
れ
傅
大
士
は
そ
れ
以
降
、

隱
居
松
山
雙
林
寺
の
修
道
生
活
に
入
る
の
で
あ
り
、
現
存
文
献
中
で
は
傅
大
士
の
唯
一
人
の
師
に
当
た
る
が
、
嵩
頭
陀
の
下
で

得
度
、
修
行
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
嵩
頭
陀
は
菩
提
達
磨
（
？
～
五
二
八
？
）
と
は
区
別
さ
れ
る
（
仏
祖
統
記
）
の
だ
が
、『
語
録
』
巻
一
で
は
、
嵩
頭
陀
入
滅
を
天

嘉
五
年
（
五
六
四
）
の
こ
と
と
し
て
、

　
　
　
嵩
頭
陀
入
滅
。
大
士
心
自
知
之
。
乃
集
諸
弟
子
曰
、
嵩
公
已
還
兜
率
天
宮
待
我
。
我
同
度
眾
生
之
人
、
去
已
盡
矣
。
我

決
不
久
住
於
世
、
乃
作
「
還
源
詩
」
十
二
章
。
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傅
大
士
は
嵩
頭
陀
の
遷
化
を
感
知
し
て
、
下
生
菩
薩
で
あ
る
嵩
頭
陀
が
兜
率
天
宮
に
還
り
、
自
ら
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
暗

示
し
て
、
還
源
詩
を
作
っ
た
と
す
る
。

　

す
で
に
妻
子
も
あ
っ
た
彼
が
、
修
道
生
活
に
入
り　

解
脱
善
慧
大
士
と
称
す
る
に
至
る
経
過
を
ど
う
理
解
す
る
か
。『
語

録
』
巻
一
で
は
、

　
　
　
大
士
於
此
結
菴
。
自
號
雙
林
樹
下
當
來
解
脱
善
慧
大
士
。
種
植
蔬
果
。
為
人
傭
作
。
與
妻
玅
光
、
晝
作
夜
歸
、
敷
演
佛

法
。
苦
行
七
年
、
一
日
、
宴
坐
次
、
見
釋
迦
、
金
粟
、
定
光
三
佛
。
來
自
東
方
、
放
光
如
日
。
復
見
金
色
自
天
而
下
、
集

大
士
身
。
從
是
身
常
出
玅
香
。
每
聞
空
中
唱
言
、
成
道
之
日
、
當
代
釋
迦
坐
道
場
。

　
嵩
頭
陀
の
語
に
従
っ
て
結
庵
し
て
、
す
ぐ
に
「
自
號
雙
林
樹
下
當
來
解
脱
善
慧
大
士
。」
と
あ
り
、
そ
の
後
に
「
苦
行
七
年
、

一
日
宴
坐
之
間
、
見
釈
迦
金
粟
定
光
三
佛
、
…
」（『
仏
祖
統
記
』
巻
第
二
十
二
）
と
い
う
記
述
に
な
る
が
、
碑
文
で
は
梁
武
に
致

書
を
呈
す
る
段
に
至
っ
て
「
雙
林
樹
下
當
來
解
脱
善
慧
大
士
」
と
名
乗
る
の
で
あ
り
、
成
道
後
の
こ
と
と
理
解
で
き
る
。

　
『
語
録
』（
及
『
仏
祖
統
記
』）
は
苦
行
七
年
を
経
て
、
釈
迦
等
三
仏
を
見
る
の
だ
が
、
碑
文
に
は
修
道
期
間
の
如
き
記
述
も
な

い
。
し
か
し
『
語
録
』『
仏
祖
統
記
』
は
こ
の
と
き
を
「
成
道
之
日
」
と
し
て
お
り
、
傅
大
士
を
無
師
独
悟
の
解
脱
者
と
見
な

す
に
は
、
何
よ
り
菩
薩
戒
自
誓
受
戒
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
即
ち
菩
薩
戒
の
授
受
、
或
い
は
自
誓
受
戒
が
あ

っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
が
『
梵
網
経
』
自
誓
自
受
に
い
う
好
相
の
出
現
で
あ
る
。
先
の
『
梵
網
経
』
で
は
最
長
一
年
を
云
う
だ
け
だ
が
、
慧
皎

『
高
僧
伝
』
第
二
曇
無
讖
第
七
「
沙
門
道
進
」（T50-336c

）
は
弟
子
道
進
が
三
年
を
要
し
て
好
相
を
得
て
菩
薩
戒
を
受
戒
で
き

た
と
い
う
例
も
あ
る
。
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『
梵
網
経
』
巻
下
第
二
十
三
軽
戒
も
、

　
　
　
若
佛
子
、
佛
滅
度
後
、
欲
心
好
心
受
菩
薩
戒
時
、
於
佛
菩
薩
形
像
前
、
自
誓
受
戒
。
當
七
日
佛
前
懺
悔
、
得
見
好
相
便

得
戒
。
若
不
得
好
相
、
應
二
七
三
七
乃
至
一
年
、
要
得
好
相
。
得
好
相
已
、
便
得
佛
菩
薩
形
像
前
受
戒
。
若
不
得
好
相
、

雖
佛
像
前
受
戒
不
得
戒
。（T24-1006c

）

と
、
仏
滅
度
後
の
仏
菩
薩
形
像
前
の
自
誓
受
戒
を
仏
前
懺
悔
と
見
好
相
を
条
件
に
認
め
て
い
る
（
同
経
四
十
一
軽
戒
で
は
懺
悔
が

好
相
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
）（
19
）。

　
碑
は
続
け
て
、

　
　
逃
迹
山
林
。
肆
行
蘭
若
。
又
自
敘
云
、
七
佛
如
來
、
十
方
竝
現
、
釋
尊
摩
頂
。
願
受
深
法
、
毎
至
犍
槌
應
節
。

　
こ
こ
に
云
う
「
釋
尊
摩
頂
」
と
は
好
相
の
意
味
で
あ
る
。『
梵
網
経
』
第
四
十
一
軽
戒
の
懺
悔
を
説
く
段
に
、

　
　
好
相
者
、
佛
來
摩
頂
、
見
光
見
華
、
種
種
異
相
。
便
得
滅
罪
。

と
あ
る
。
傅
大
士
は
好
相
を
得
た
の
で
あ
り
、
自
誓
受
戒
は
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
も
菩
薩
戒
自
誓
受
戒
と
は
仏
位

に
昇
っ
た
成
道
の
日
を
意
味
す
る
こ
と
に
も
な
る（
20
）。

　
先
の
『
語
録
』
は
苦
行
七
年
を
経
て
、
釈
迦
等
三
仏
を
見
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
『
梵
網
経
』
自
誓
自
受
に
い
う
好
相
の
出
現

と
見
な
せ
る
。

　
傅
大
士
は
自
誓
自
受
の
菩
薩
が
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
こ
に
嵩
頭
陀
の
存
在
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
嵩
頭
陀

は
記
録
か
ら
は
授
戒
の
記
録
は
無
く
、
傅
大
士
に
授
記
を
与
え
た
と
理
解
で
き
る
だ
け
だ
が
、『
梵
網
経
』
巻
下
第
二
十
三
軽

戒
は
続
け
て
、

　
　
　
若
現
前
先
受
菩
薩
戒
法
師
前
受
戒
時
、
不
須
要
見
好
相
。
何
以
故
。
以
是
法
師
師
師
相
授
故
、
不
須
好
相
。
是
以
法
師
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前
受
戒
、
即
得
戒
。
以
生
重
心
故
、
便
得
戒
。
若
千
里
内
無
能
授
戒
師
、
得
佛
菩
薩
形
像
前
受
戒
、
而
要
見
好
相
。

（T24-1006c

）

と
あ
っ
て
「
師
師
相
授
し
た
先
受
菩
薩
戒
法
師
の
前
」
で
受
戒
す
れ
ば
、
好
相
を
見
ず
と
も
可
能
に
な
る
と
い
う（
21
）。

　
嵩
頭
陀
と
傅
大
士
の
因
縁
も
、『
梵
網
経
』（
第
二
三
軽
戒
）
の
こ
の
一
段
を
想
定
す
る
と
、
傅
大
士
の
自
誓
受
戒
に
対
し
、

嵩
頭
陀
と
の
嗣
法
関
係
（
従
他
受
戒
の
菩
薩
戒
の
授
受
）
と
い
う
性
格
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
傅
大
士
は
、「
師

師
相
授
し
た
菩
薩
戒
法
師
」
と
し
て
弟
子
た
ち
へ
の
授
戒
も
可
能
に
な
る
と
い
え
る
。
傅
大
士
の
三
帰
依
、
七
年
修
道
は
出
家

受
戒
と
は
異
な
る
菩
薩
戒
を
前
提
と
せ
ね
ば
理
解
で
き
な
い
が
、
傅
大
士
は
好
相
を
得
た
仏
菩
薩
形
像
前
の
自
誓
受
戒
か
、
嵩

頭
陀
と
傅
大
士
の
間
の
菩
薩
戒
授
受
か
。
諸
記
録
か
ら
嵩
頭
陀
は
傅
大
士
の
唯
一
の
師
と
な
る
の
だ
が
、
嵩
頭
陀
が
最
初
に
登

場
し
て
授
記
を
な
し
、
次
い
で
傅
大
士
は
自
誓
自
受
の
菩
薩
戒
を
得
た
の
か
、
そ
れ
と
も
嵩
頭
陀
か
ら
受
戒
し
た
（
従
他
受
戒
）

な
の
か
。

　
嵩
頭
陀
と
傅
大
士
の
因
縁
は
、「
還
珠
留
書
記
」（
八
二
六
）
に
「
年
二
十
四
、
猶
為
漁
。
因
異
僧
嵩
」
と
あ
る
の
が
最
も
古

く
、『
語
録
』
巻
一
に
、「
遇
一
胡
僧
。
號
嵩
頭
陀
」
と
な
る
。
九
世
紀
に
は
嵩
頭
陀
と
傅
大
士
の
因
縁
は
定
着
し
た
よ
う
だ
が
、

嵩
頭
陀
は
随
所
で
兜
率
天
、
弥
勒
信
仰
の
因
縁
を
語
っ
て
い
る
が
、
嵩
頭
陀
の
登
場
が
碑
文
以
降
の
付
加
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

弥
勒
信
仰
も
傅
大
士
の
彌
勒
説
を
遡
行
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
嵩
頭
陀
（
達
磨
）
は
禅
宗
の
菩
提
達
摩
と
混
同
さ
れ
つ
つ
、
嵩
頭

陀
の
授
記
は
後
世
の
付
加
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い（
22
）。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
を
機
に
傅
大
士
は
修
道
に
入
る
の
だ
が
、
傅
大
士
が
「
雙
林
樹
下
當
來
解
脱
善
慧
大
士
」
と
称
し
た
記

録
は
、
碑
文
に
依
れ
ば
、
中
大
通
六
年
（
五
三
四
）
の
こ
と
と
し
て
、

　
　
以
正
月
十
八
日
。
遣
弟
子
傅
暀
、
奉
書
於
梁
武
帝
。
曰
雙
林
樹
下
當
來
解
脱
善
慧
大
士
。
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と
あ
る
の
が
初
出
で
あ
り
、
伝
記
的
に
は
自
誓
受
戒
か
依
他
受
戒
か
、『
瓔
珞
経
』
か
『
梵
網
経
』
か
は
何
れ
と
も
決
定
は
で

き
な
い
。

　
自
誓
受
戒
を
『
瓔
珞
経
』
に
即
し
て
言
を
加
え
る
な
ら
『
瓔
珞
経
』
巻
下
「
大
衆
受
学
品
第
七
」
に
い
う
、

　
　
　
仏
子
、
受
戒
有
三
種
戒
。
一
者
諸
佛
菩
薩
現
在
前
受
、
得
眞
實
上
品
戒
。

　
　
二
者
諸
佛
菩
薩
滅
度
後
、
千
里
内
有
先
受
戒
菩
薩
者
、
請
爲
法
師
、
教
授
我
戒
、
我
先
禮
足
、
應
如
是
語
。
請
大
尊
者
、

爲
師
授
與
我
戒
。
其
弟
子
得
正
法
戒
。
是
中
品
戒
。

　
　
三
佛
滅
度
後
、
千
里
内
無
法
師
之
時
、
應
在
諸
佛
菩
薩
形
像
前
、
胡
跪
合
掌
、
自
誓
受
戒
。
應
如
是
言
、
我
某
甲
白
十
方

佛
及
大
地
菩
薩
等
、
我
學
一
切
菩
薩
戒
者
。
是
下
品
戒
。
第
二
第
三
亦
如
是
説
。

　
　
　
…
若
一
切
佛
一
切
菩
薩
、
不
入
此
法
戒
門
、
得
無
上
道
果
虚
空
平
等
地
者
、
無
有
是
處
。（T24-1020c

）

　
『
瓔
珞
経
』
が
三
聚
浄
戒
を
説
き
、
三
種
戒
の
内
、
諸
佛
菩
薩
形
像
前
の
自
誓
受
戒
を
説
く
一
段
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
自
誓

受
戒
は
下
品
戒
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。『
大
乗
法
苑
義
林
章
』
巻
第
三
も
「
瓔
珞
経
云
、
若
千
里
内
無
戒
師
時
。
方
得
自
受
者
。

令
尊
重
戒
千
里
尋
師
。
非
要
定
爾
。
如
一
女
人
身
不
自
在
。
或
貧
病
身
欲
受
菩
薩
戒
。
豈
要
千
里
。
故
知
但
是
一
相
之
語
。
瑜

伽
不
論
処
近
遠
、
故
但
許
自
受
。」（T45-306c

）。

　
『
瓔
珞
経
』
で
は
自
誓
受
戒
は
下
品
戒
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
ま
だ
菩
薩
戒
優
位
を
納
得
す
る
こ
と
は
困
難
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
『
瑜
伽
師
地
論
』「
若
不
会
遇
具
足
功
徳
補
特
伽
羅
…
」（T30-521b

）
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
自
誓
受
戒
の
位
置
づ

け
は
経
典
の
所
説
で
あ
り
、『
梵
綱
経
』
の
第
二
十
三
軽
戒
（
自
誓
受
戒
）
も
併
せ
て
考
え
る
と
き
、
中
国
仏
教
の
現
実
の
場
面

で
は
上
中
下
三
品
分
類
が
実
際
に
意
味
を
持
っ
た
か
は
疑
わ
れ
る
。
つ
ま
り
菩
薩
戒
の
自
誓
受
戒
は
充
分
機
能
し
た
と
思
わ
れ

る
。
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２
　
傅
大
士
と
菩
薩
戒
弟
子
集
団

　
天
監
十
一
年
（
五
一
二
）、
同
十
八
年
（
五
一
九
）
慧
約
（
智
者
大
師 

四
五
二
～
五
三
五
、
善
慧
語
録　
巻
四
）
が
梁
武
帝
（
四
六

四
～
五
四
九
）
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
。
ま
た
後
の
智
顗
も
開
皇
十
一
年
（
五
九
一
）
晋
王
に
菩
薩
戒
を
授
け
た
よ
う
に
、
高
僧
が

菩
薩
戒
を
授
戒
し
た
記
録
は
特
別
で
は
な
い
。
先
の
慧
約
は
傅
大
士
と
も
梁
武
帝
へ
の
「
致
書
」（
五
三
四
）
を
契
機
に
接
触
が

あ
っ
た
が
、
慧
約
自
身
も
『
梵
網
経
』
に
依
拠
し
て
独
自
の
菩
薩
戒
布
教
を
展
開
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
（『
語
録
』
巻
四
智
者

大
士　
松
「
南
朝
仏
教
に
」）。『
梵
網
経
』
に
依
っ
て
文
字
通
り
四
衆
の
在
家
二
衆
に
む
け
た
菩
薩
戒
授
受
も
当
然
あ
っ
た
だ
ろ

う
か
ら
、
菩
薩
戒
の
性
格
の
判
断
は
難
し
い
が
、
少
な
く
と
も
傅
大
士
は
沙
門
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
彼
の
弟
子
と
は
い
か
な

る
存
在
か
。

　
『
瓔
珞
経
』
の
独
自
の
主
張
を
挙
げ
て
み
る
。『
瓔
珞
経
』
は
傅
大
士
自
身
の
場
合
に
想
定
し
た
よ
う
に
自
誓
自
受
を
認
め
る

立
場
だ
が
、
先
の
三
種
戒
に
「
請
大
尊
者
、
爲
師
授
與
我
戒
。
其
弟
子
得
正
法
戒
。
是
中
品
戒
」（T24-1020c

）
と
従
他
受
戒

を
正
法
戒
と
す
る
。
し
か
し
菩
薩
戒
の
授
受
に
も
特
異
な
形
を
承
認
す
る
。
即
ち
、

　
　
其
師
者
、
夫
婦
六
親
、
得
互
爲
師
授
。
其
受
戒
者
、
入
諸
佛
界
菩
薩
數
中
。
超
過
三
劫
生
死
之
苦
。
是
故
應
受
。
有
而
犯

者
勝
無
不
犯
。
有
犯
名
菩
薩
。（T24-1021b

）

と
い
う
よ
う
に
、『
瓔
珞
経
』
は
教
誡
法
師
を
律
師
（
出
家
）
に
限
ら
な
く
て
も
、「
夫
婦
六
親
、
得
互
爲
師
授
」
と
親
族
縁
者

へ
の
授
戒
は
可
能
で
あ
る
と
し
た
。

　
吉
蔵
も
『
勝
鬘
寶
窟
』
巻
上
末
（T37-20c

）
に
「
夫
婦
六
親
、
得
互
爲
師
授
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、
他
経
に
見
な
い
『
瓔

珞
経
』
独
自
の
見
解
で
、
そ
の
意
図
は
道
俗
区
別
の
打
破
を
打
破
し
て
在
家
者
優
位
の
仏
教
運
動
を
推
進
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

か
。
そ
れ
を
佐
藤
説
で
は
吉
蔵
は
「
摂
受
正
法
有
二
。
一
者
摂
行
、
…
二
者
摂
縁
…
皆
得
悟
道
入
正
法
中
」（T37-34c

）
と
い
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い
、
大
乗
思
想
と
菩
薩
戒
と
を
会
通
せ
し
め
た
、
と
す
る（
23
）。

　
こ
の
『
瓔
珞
経
』
の
一
段
を
念
頭
に
、
先
の
傅
大
士
周
辺
の
人
々
の
行
実
を
見
る
と
、
碑
に
は
「
大
士
亦
還
其
里
舍
、
貨
貿

妻
兒
、
營
締
支
提
」
と
あ
り
（「
大
智
度
論
」
第
十
二　
布
施
有
上
中
下　
頭
目
血
肉
、
国
財
妻
子
の
布
施
を
上
と
す
る
）、「
語
録
」
巻

一
に
は
「
大
士
欲
導
群
品
、
先
化
妻
子
、
令
発
道
心
」
と
あ
り
、
最
初
の
弟
子
と
さ
れ
る
の
は
妻
妙
光
、
子
の
普
建
、
普
成
で

あ
っ
た
。

　
そ
れ
以
後
も
傅
姓
の
親
族
た
ち
が
「
信
服
的
信
徒
」
と
な
っ
た
。
即
ち
、
同
宗
傅
姓
の
人
士
、
同
里
傅
昉
、
傅
子
良
、
傅
重

昌
、
傅
僧
舉
母
、
傅
暀
、
其
叔
、
從
祖
孚
公
、
傅
大
士
同
族
の
者
が
帰
依
し
、
さ
ら
に
僧
俗
多
数
の
弟
子
が
生
ま
れ
た
。
そ
の

よ
う
な
集
団
を
可
能
に
す
る
の
は
菩
薩
戒
授
受
に
よ
る
師
弟
関
係
の
形
成
を
お
い
て
他
に
は
な
い
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
ら
投
じ
た
沙
門
と
し
て
慧
集
、
比
丘
僧
朔
と
そ
の
仲
間
、
比
丘
智
勰
、
優
婆
夷
銭
満
願
（
依
碑
文
）
が
見
え
る
が
、
彼
ら
沙

門
は
「
重
受
」
と
な
る
が
、
や
は
り
菩
薩
戒
の
思
想
的
優
位
を
想
定
し
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
。

　
そ
の
他
、『
語
録
序
』
12　
大
建
四
年
（
五
七
二
）
九
月
十
九
日
。
弟
子
沙
門
法
璿
、
菩
提
、
智
瓚
等
、
中
で
も
、
傅
普
敏
、

沙
門
慧
和
、
慧
集
上
人
、
昌
居
士
の
四
人
は
中
心
人
物
で
あ
っ
た（
24
）。

　
先
の
傅
暀
は
、
す
で
に
徐
陵
「
碑
文
」
に
記
す
と
こ
ろ
、

　
　
　
中
大
通
六
年
（
五
三
四
）
正
月
二
十
八
日
。
遣
弟
子
傅
暀
出
都
、
致
書
高
祖
。
其
辭
曰
、
雙
林
樹
下
當
來
解
脱
、
善
慧

大
士
、
白
國
主
救
世
菩
薩
、
今
條
上
中
下
善
。
希
能
受
持
。
其
上
善
、
以
虗
懷
為
本
、
不
著
為
宗
、
妄
想
為
因
、
涅
槃
為

果
。
其
中
善
、
以
治
身
為
本
、
治
國
為
宗
。
天
上
人
間
、
果
報
安
樂
。

　
　
　
其
下
善
、
以
護
養
眾
生
、
勝
殘
去
殺
、
普
令
百
姓
俱
稟
六
齋
。
夫
以
四
海
之
君
。
萬
邦
之
主
。
預
居
王
士
、
莫
不
祇
肅
。

　
　
　
爾
時
、
國
師
智
者
法
師
（
慧
約 

四
五
二
～
五
三
五
）
與
名
德
諸
眾
僧
等
。
言
辭
謹
敬
。
多
乖
釋
遠
之
書
。
文
牒
卑
恭
。
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翻
豫
山
公
之

。

　
　
　
大
士
年
非
長
老
、
位
匪
（
非
）
沙
門
。
通
疏
乘
輿
、
過
無
虔
恪
。
京
都
道
俗
、
莫
不
嗟
疑
。
暀
至
都
、
投
太
樂
令
何
昌
、

并
有
弘
誓
。
誓
在
御
路
、
燒
其
左
手
。（『
語
録
』
巻
一
）

　
梁
武
帝
に
致
書
し
て
上
中
下
三
善
を
説
い
た
が
、
沙
門
で
は
な
い
傅
大
士
は
世
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
期
に
使
者
の

傅
暀
は
「
燒
其
左
手
」
で
誓
約
し
た
。
時
に
応
接
に
当
た
っ
た
の
が
智
者
（
慧
約
）
で
あ
る
（『
続
高
僧
伝
』
巻
25
傅
大
士
伝
も
同

様
）。
ま
た
、
太
清
二
年
（
五
四
八
）
の
こ
と
と
し
て
傅
大
士
自
ら
の
捨
身
供
養
の
誓
願
に
対
し
、
弟
子
た
ち
が
誓
願
し
て
、

　
　
　
至
四
月
八
日
。
弟
子
留
堅
意
。
范
難
陀
等
十
有
九
人
。
各
請
奉
代
師
主
。
持
不
食
上
齋
、
及
燒
身
供
養
三
寶
。
又
弟
子

朱
堅
固
、
燒
一
指
為
燈
。
陳
超
捨
身
自
賣
。
姚
普
薰
。
智
朗
等
傭
賃
。
各
以
得
直
供
養
師
主
。
普
願
一
切
捨
身
。
受
身
常

諸
佛
。
聞
法
悟
道
。
竝
證
無
生
。
是
月
九
日
。
弟
子
留
和
睦
。
周
堅
固
二
人
、
燒
一
指
燈
。
弟
子
樓
寶
印
刺
心
。
葛
玄

杲
割
左
右
耳
。
比
丘
菩
提
。
優
婆
夷
駱
玅
德
二
人
割
左
耳
。
比
丘
智
朗
。
智
品
等
二
十
二
人
割
右
耳
。（『
語
録
』
巻
一
）

　
ま
た
「
碑
文
」
は
、

　
　
　
紹
泰
元
年
（
五
五
五
）
四
月
二
十
日
。
大
士
告
眾
曰
、
我
聞
大
覺
世
尊
曠
劫
以
來
、
捨
頭
目
財
寶
、
利
安
六
道
。
又
聞

經
言
、
佛
法
欲
滅
、
先
有
眾
災
雲
集
。
人
民
困
苦
、
死
亡
者
多
。
次
有
水
災
。
如
今
所
見
、
次
第
當
至
。
誰
能
普
為
一
切

眾
生
。
不
惜
身
命
。

と
い
い
、
こ
の
時
を
き
っ
か
け
に
し
て
傅
大
士
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
供
養
を
献
じ
て
い
る
。

　
　
　
於
是
學
眾
悲
號
。
山
門
踊
叫
。
弟
子
居
士
徐
普
拔
。
潘
普
成
等
九
人
。
求
輸
己
命
。
願
代
宗
師
。
其
中
或
馘
耳
而
刊
鼻
。

或
焚
臂
而
燒
手
。
…
大
士
乃
延
其
教
化
。
更
住
閻
浮
。
弘
訓
門
人
、
備
行
眾
善
。
於
是
弟
子
居
士
范
難
陀
、
弟
子
比
丘
法

曠
、
弟
子
優
婆
夷
嚴
比
丘
、
各
在
山
林
、
燒
身
現
滅
。
次
有
比
丘
寶
月
等
二
人
、
窮
身
繫
索
。
挂
錠
為
燈
。
次
有
比
丘
慧
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海
、
菩
提
等
八
人
、
燒
指
供
養
。
次
有
比
丘
尼
曇
展
、
慧
光
、
法
纖
等
四
十
九
人
、
行
不
食
齋
法
。
次
有
比
丘
僧
拔
、
慧

品
等
六
十
二
人
、
割
耳
出
血
。
用
和
名
香
、
奉
依
師
教
、
竝
載
在
碑
陰
、
書
其
名
品
。（『
語
録
』
巻
四　
碑
文
）

　
燒
身
現
滅
（
居
士
范
難
陀
、
比
丘
法
曠
、
優
婆
夷
嚴
比
丘
、）、
燒
指
供
養
（
朱
堅
固
、
比
丘
慧
海
、
菩
提
、
法
解
、
居
士
普
成　
等
）、

行
不
食
齋
法
（
比
丘
尼
曇
展
、
慧
光
、
法
纖
等
四
十
九
人
）、
割
耳
出
血
（
比
丘
僧
拔
、
慧
品
等
六
十
二
人
）
と
い
う
燒
身
、
燒
指
、
行

不
食
齋
法
、
割
耳
出
血
等
を
以
て
供
養
と
す
る
特
異
な
記
録
も
あ
り
、
同
様
の
記
述
は
、「
陳
永
定
元
年
（
五
五
七
）
二
月
十
八

日
。
…
時
有
比
丘
慧
海
、
菩
提
、
法
解
、
居
士
普
成
等
八
人
謹
奉
命
。
比
丘
法
如
。
居
士
寶
月
（
比
丘
）
二
人
鈎
身
懸

燈
。（
25
）」
と
続
く
。
彼
ら
の
信
仰
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
の
信
憑
性
は
と
も
あ
れ
、「
三
宝
供
養
」
の
意
で
心
立
誓
燒
手
、

劓
鼻
燒
指
、
燒
身
現
滅
、
鈎
身
懸
燈
と
い
っ
た
激
烈
な
も
の
と
し
て
記
録
（
語
録 

七
～
九
）
さ
れ
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
『
梵
網

経
』
第
十
六
軽
戒
の
若
不
焼
身
臂
指
供
养

佛
、
非
出
家
菩
薩
。
や
、
法
華
経
第
六
の
薬
王
菩
薩
本
事
品
「
若
有
発
心
、
欲
得

阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
者
、
能
燃
頭
指
」
を
連
想
さ
せ
る
（
張
勇
も
法
華
経
の
同
品
を
引
く
）
が
、
単
な
る
篤
信
な
帰
依
者
の
集

団
で
は
済
ま
な
い
傅
大
士
を
中
心
と
し
た
教
団
的
性
格
を
見
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
結
社
的
性
格
を
も
っ
た
傅
大
師
の
集
団
は
、

い
か
な
る
原
理
で
傅
大
士
と
弟
子
た
ち
は
結
束
し
た
の
で
あ
る
か（
26
）。

　
先
ず
慧
集
法
師
（
四
九
二
～
五
三
八
『
語
録
』
巻
四
、『
高
僧
伝
』
巻
八
に
録
さ
れ
る
釈
慧
集
と
さ
れ
る
）
の
場
合
を
見
る
と
、
天
台

山
に
隠
れ
て
出
家
し
、
諸
国
遊
歴
の
頭
陀
行
者
で
あ
っ
た
。
常
に
官
事
を
避
け
、
一
所
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。

　
　
「
逃
匿
天
台
山
。
鬀
髮
為
僧
。
頭
陀
苦
行
。
精
勤
佛
法
、
既
避
官
事
、
不
恒
一
處
」「
既
避
官
事
、
不
恒
一
處
。」

　
『
巻
第
一
』
に
、「
時
有
沙
門
慧
集
、
來
至
雙
林
。
大
士
為
説
、
無
上
菩
提
。
慧
集
願
為
弟
子
。」
と
あ
り
、
慧
集
法
師
は
、
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既
に
出
家
で
あ
っ
た
が
、
傅
大
士
を
尋
ね
て
改
め
て
弟
子
と
な
り
解
脱
法
門
を
学
ん
だ
。「
大
士
與
解
脱
法
門
、
遂
朗
然
開

悟
」（
語
録 

四
八
）
す
る
が
、
し
か
し
沙
門
で
あ
る
慧
集
が
在
家
居
士
（
白
衣
）
傅
翕
に
帰
依
す
る
こ
と
へ
の
非
難
が
記
さ
れ
る
。

即
ち
、『
同
書
』
巻
第
四
に
、

　
　
（
慧
集
）
後
得
還
山
、
道
俗
謂
、
大
士
是
白
衣
人
、
却
（
而
）
有
沙
門
弟
子
、
多
生
疑
惑
、
及
興
毀
謗
（
甚
至
加
以
毀
謗
）。

と
あ
る
。
出
家
沙
門
が
白
衣
の
傅
大
士
に
帰
依
す
る
事
態
は
容
易
に
は
理
解
さ
れ
な
い
。
更
に
都
に
上
っ
て
慧
集
が
大
士
の
行

願
を
布
教
し
よ
う
と
し
た
際
に
も
「
因
被
呵
責
」（『
語
録
』）
と
あ
り
、
そ
も
そ
も
、
碑
文
に
は
、

　
　
　
太
守
王
烋
、
言
其
詭
詐
、
乃
使
邦
佐
。
幽
諸
後
曹
、
迄
至
兼
旬
、
曾
無
段
（
飲
）
食
。
於
是
州
郷
媿
伏
、
遠
邇
歸
依
。

逃
迹
山
林
。
肆
行
蘭
若
。

と
あ
り
、『
語
録
』
巻
一
に
、
傅
大
士
の
苦
行
七
年
（
五
二
〇
～
五
二
六
？
）
後
の
成
道
も
、「
郡
守
王
烋
謂
、
是
妖
妄
囚
之
數

旬
」
と
い
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
ら
、
傅
大
士
の
仏
法
と
そ
の
僧
俗
弟
子
集
団
に
対
す
る
批
判
者
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
梁
武
へ
の
致
書
（
五
三
四
）
の
際
も
慧
約
か
ら
は
「
大
士
年
非
長
老
。
位
匪
（
非
）
沙
門
」
と
指
摘
さ
れ
た
。
一
貫
し

て
傅
大
士
は
居
士
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
傅
大
士
は
崇
拝
さ
れ
る
一
方
で
社
会
的
な
認
知
が
得
ら
れ
な
い
側
面

を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
慧
集
法
師
に
対
し
、「
白
衣
人
却
有
沙
門
弟
子
、
多
生
疑
惑　
甚
至
加
以
毀
謗
」（『
語
録
』
巻
四
）

と
い
う
意
味
も
、
傅
大
士
と
そ
の
集
団
の
信
仰
形
態
を
特
異
な
菩
薩
戒
思
想
と
、
菩
薩
戒
授
受
（
従
他
受
戒
）
に
お
い
て
形
成

さ
れ
た
僧
俗
一
体
の
菩
薩
戒
集
団
で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
彼
ら
に
対
す
る
批
判
も
ま
さ
に
菩
薩
戒

授
受
の
集
団
で
あ
る
点
に
あ
っ
た（
27
）。

　
そ
の
よ
う
な
傅
大
士
が
慧
集
を
「
大
士
與
解
脱
法
門
、
遂
朗
然
開
悟
」（『
語
録
』
卷
四
）
さ
せ
た
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な

意
味
か
。
語
録
卷
四
の
一
段
は
歴
史
的
に
古
層
を
留
め
て
い
る
か
疑
念
は
否
め
な
い
が
、
し
か
し
傅
大
士
仏
教
の
特
徴
が
他
の
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い
か
な
る
教
説
で
も
な
い
「
解
脱
法
門
」
の
教
授
に
よ
っ
て
「
朗
然
開
悟
」
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
は
、
大
き
な
特
徴
と
し

て
古
形
を
留
め
る
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
先
の
「
佛
菩
薩
戒
」
が
「
共
同
解
脱
」
を
可
能
に
す
る
「
併
抜
」
の

戒
で
あ
り
、
た
と
え
ば
『
梵
網
経
』
の
仏
性
戒
が
受
戒
者
を
仏
位
に
上
ら
せ
る
よ
う
に
、
理
の
頓
悟
成
仏
を
認
め
る
こ
と
で
可

能
と
な
る
教
説
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る（
28
）。

　
次
に
慧
和
法
師
（『
語
録
』
巻
四
）
に
つ
い
て
、
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
沙
門
慧
和
、
是
我
解
義
弟
子
、
亦
是
聖
人
、
然
行
位
不
高
。
慧
集
上
人
、
是
觀
世
音
。
與
我
作
弟
子
昌
居
士
、
是
阿
難
。

昌
在
世
形
容
行
業
、
還
示
闇
劣
。
世
人
不
免
輕
之
。

　
　
　
法
師
俗
姓
馬
氏
。
本
扶
風
茂
陵
人
。
遠
祖
以
衣
冠
世
族
。
晉
永
嘉
年
中
。
隨
五
王
南
遷
蘭
陵
。
子
孫
居
焉
。
法
師
年
數

歲
時
。
舉
家
不
在
。
獨
處
私
室
。
忽
見
有
一
人
金
色
。
與
之
共
戲
。

　
　
爾
後
行
遊
。
金
人
輒
與
出
入
。
至
十
餘
歲
。
遊
興
皇
寺
。
志
公
見
之
。
旋
繞
三
帀
。
歎
伏
久
之
。
年
二
十
得
度
。
居
敬
愛

寺
。
於
是
考
論
經
律
微
玅
奧
義
。
靡
不
周
究
。
時
有
雲
法
師
者
。
法
門
博
贍
。
道
俗
所
歸
。
一
見
法
師
。
深
相
賞
遇
。

『
語
録
』
に
依
る
と
、
慧
和
は
二
十
歳
で
得
度
し
、
三
十
歳
前
に
頭
陀
寺
隱
法
師
（
曇
智
）
に
師
事
し
た
。
そ
こ
で
首
楞
厳
三

昧
（
依
『
首
楞
厳
三
昧
経
』）
を
修
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
隱
法
師
の
遷
化
に
及
ん
で
当
時
、
梁
武
の
下
に
あ
っ
た
傅
大
士

に
参
ず
る
こ
と
を
指
示
さ
れ
る
。

　
　
　
又
講
大
乘
義
一
百
二
十
遍
、
大
涅
槃
五
十
遍
、
首
楞
嚴
四
十
餘
遍
。
在
廣
陵
誦
出
大
乘
義
六
十
九
科
。
諸
學
徒
共
執
筆

錄
出
、
為
十
八
卷
。
名
教
一
卷
。
并
序
一
卷
。
合
二
十
卷
。
法
華
義
疏
十
卷
、
傳
於
世
。

と
解
義
弟
子
と
称
さ
れ
る
所
以
だ
が
、『
語
録
』
末
部
に
、
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為
人
受
戒
得
嚫
。
悉
還
世
尊
曰
、
受
此
戒
者
是
佛
、
慧
和
奉
述
而
已
。
豈
可
受
施
。

の
記
事
が
見
え
る
。
授
戒
を
行
っ
た
よ
う
だ
が
、
授
受
戒
者
の
い
ず
れ
が
仏
な
の
か
、
疑
問
も
残
る
が
、
こ
の
戒
が
菩
薩
戒
で

あ
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
ま
た
慧
和
自
ら
、
傅
大
士
に
対
し
て
弟
子
（
菩
薩
戒
弟
子
）
の
礼
を
と
っ
た
の
は
、
そ
こ
に
菩
薩

戒
授
受
が
存
在
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
、
傅
大
士
に
は
僧
俗
を
問
わ
ず
弟
子
や
帰
依
者
が
あ
っ
た
が
、
妻
子
を
化
し
た
り
、「
大
士
與
解
脱
法
門
、
遂
朗
然
開

悟
」（
語
録 

四
八
、
慧
集
）
と
い
っ
た
教
化
に
は
菩
薩
戒
の
授
受
を
想
定
し
な
け
れ
ば
、
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
具
足
戒

教
団
仏
教
に
対
し
て
菩
薩
戒
に
思
想
的
優
位
を
認
め
る
僧
俗
を
包
摂
し
た
集
団
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る（
29
）。

　
傅
大
士
の
自
誓
自
受
や
依
他
受
戒
の
所
依
経
典
は
『
瓔
珞
経
』
が
中
心
と
見
ら
れ
る
が
、
嵩
頭
陀
と
の
遭
遇
に
授
記
の
意
味

を
認
め
れ
ば
『
梵
網
経
』
の
影
響
も
否
定
で
き
ず
、
い
ず
れ
か
決
定
し
難
い
。
慧
思
撰
『
授
菩
薩
戒
儀
』（Z105p.1

）
で
も

『
梵
網
経
』『
瓔
珞
経
』
他
諸
経
を
引
用
し
て
「
全
心
是
戒
、
全
戒
是
心
」（Z105p1

）
を
根
拠
づ
け
る
か
ら
、
諸
菩
薩
戒
経
の

一
体
的
理
解
は
特
異
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
傅
大
士
下
の
集
団
の
行
為
に
は
慧
皎
（
四
九
七
～
五
五
四
）『
梁
高
僧
伝
』
巻
第
十
二
「
亡
身
」
編
と
も
親
近
性
が
伺
え

る
。
特
に
亡
身
末
尾
の
「
論
」
に
、

　
　
　
然
聖
教
不
同
、
開
遮
亦
異
。
若
是
大
權
爲
物
、
適
時
而
動
。
利
現
萬
端
、
非
教
所
制
。
故
經
云
、
能
然
手
足
一
指
廼
勝

國
城
布
施
。
若
是
出
家
凡
僧
、
本
以
威
儀
攝
物
、
而
今
殘
毀
形
骸
、
壞
福
田
相
。
考
而
爲
談
有
得
有
失
。
得
在
忘
身
。
失

在
遠
違
戒
。

　
　
　
故
龍
樹
云
、
新
行
菩
薩
不
能
一
時
備
行
諸
度
。
或
滿
檀
而
乖
孝
。
如
王
子
投
虎
。
或
滿
慧
而
乖
。
如
檢
他
斷
食
等
。
皆
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由
行
未
全
美
不
無
盈
缺
。

　
単
に
具
足
戒
を
墨
守
す
る
「
出
家
凡
僧
」
よ
り
も
「
大
權
爲
物
」
の
行
為
が
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
道
宣
（
五
九
六
～
六

六
七
）『
続
高
僧
伝
』
慧
皎
伝
で
は
慧
皎
に
『
梵
網
経
疏
』
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
慧
皎
に
は
菩
薩
戒
と
そ
の
思
想
へ
の
共
感

が
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
ま
た
そ
の
前
段
に
は
「
皆
灰
燼
形
骸
棄
捨
物
。
或
以
情
祈
安
養
。
或
以
願
生
知
足
。」
そ
の

亡
身
供
養
が
知
足
（
兜
率
天
）
往
生
で
あ
る
と
い
う
。

　
さ
て
、
徐
陵
碑
に
「
自
叙
元
系
、
則
云
補
処
菩
薩
、
仰
嗣
釈
迦
、
法
王
眞
子
、
是
号
彌
勒
」
と
い
い
、
嵩
頭
陀
か
ら
彌
勒
の

授
記
を
得
た
こ
と
に
始
ま
っ
て
、
當
来
解
脱　
弥
勒
仏
と
証
さ
れ
る
ま
で
、
傅
大
士
と
彌
勒
信
仰
に
深
い
因
縁
が
あ
る
こ
と
は

随
所
に
説
か
れ
、「
彌
勒
下
生
説
」
を
堅
持
し
た
と
す
る（
30
）。

　
こ
の
彌
勒
は
授
戒
儀
に
あ
っ
て
は
三
師
七
証
の
三
師
の
内
の
一
人
で
あ
る
。
同
時
代
の
慧
思
作
『
授
菩
薩
戒
儀
』
の
受
戒
儀

に
あ
っ
て
も
三
師
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
弥
勒
仏
は
教
授
阿
闍
梨
を
勤
め
、
五
門
授
戒
儀
の
形
式
の
中
で
當
來
彌
勒
尊
佛
、
作

教
授
阿
闍
梨
と
い
い
、
彌
勒
仏
を
授
戒
師
と
す
る
三
師
（
釈
迦
、
文
殊
、
彌
勒
）
の
配
置
は
後
の
湛
然
の
『
授
菩
薩
戒
儀
』

（Z105pp.10-11

）
と
変
わ
ら
な
い
。
教
授
阿
闍
梨
は
実
際
に
戒
を
授
け
る
役
割
が
あ
る
上
に
、
大
乗
菩
薩
戒
の
従
他
受
戒
は
、

小
乗
戒
受
戒
の
三
師
七
証
を
要
せ
ず
、
伝
戒
師
一
人
で
可
能
で
あ
っ
た
。
菩
薩
戒
の
授
戒
儀
は
相
当
の
可
変
性
を
持
っ
て
い
た

こ
と
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
傅
大
士
が
彌
勒
仏
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
背
景
に
は
彌
勒
仏
た
る
菩
薩
戒
の
授
戒
師
と
し

て
理
解
さ
れ
た
と
い
う
推
理
は
無
理
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
傅
大
士
が
菩
薩
戒
授
戒
を
行
っ
た
記
録
は
な
い
が
、
傅
大
士
と
帰
依

者
と
の
間
に
強
固
な
集
団
が
形
成
さ
れ
た
理
由
を
考
え
る
と
き
、
慧
思
撰
『
授
菩
薩
戒
儀
』
に
先
行
す
る
か
た
ち
で
『
梵
網

経
』『
瓔
珞
経
』
の
直
接
的
な
影
響
下
に
傅
大
士
の
菩
薩
戒
授
受
は
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
彌
勒
仏
と
菩
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薩
戒
の
関
係
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
、
伝
記
や
説
話
の
中
で
傅
大
士
が
彌
勒
仏
と
し
て
登
場
す
る
理
由
が
推
測
で
き
る
だ
ろ

う
。
菩
薩
戒
授
受
に
あ
っ
て
傅
大
士
自
身
は
、
彌
勒
下
生
仏
と
し
て
の
授
戒
師
の
振
る
舞
い
に
重
な
る（
31
）。

５
　『
心
王
銘
』
と
戒
体
論

　
大
乗
戒
の
戒
体
論
は
智
顗
『
菩
薩
戒
疏
』
が
『
梵
網
経
』
を
中
心
に
本
格
的
な
考
察
が
開
始
さ
れ
る
の
が
最
初
と
い
う
の
が

通
説
で
あ
る（
32
）。
一
方
、
同
系
統
の
『
瓔
珞
経
』
は
六
朝
期
に
は
伝
播
の
形
跡
が
見
え
な
い
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
特
徴
的
な

教
説
は
傅
大
士
を
考
え
る
上
で
い
く
つ
か
の
手
掛
か
り
を
与
え
る
。

　
『
瓔
珞
経
』「
大
衆
受
学
品
第
七
」
に
云
う
、

　
　
　
故
知
菩
薩
戒
、
有
受
法
而
無
捨
法
。
有
犯
不
失
、
盡
未
來
際
。
若
有
人
欲
來
受
者
、
菩
薩
法
師
、
先
爲
解
説
讀
誦
、
使

其
人
心
開
、
意
解
生
樂
著
心
、
然
後
爲
受
。
…
（T24-1021b

）

と
い
い
、「
一
得
永
不
失
」（
慧
思
『
菩
薩
戒
儀
』
も
）（
33
）と
さ
れ
、
三
聚
浄
戒
の
内
容
充
填
の
外
に
、「
菩
薩
戒
有
受
法
而
無
捨
法
。

有
犯
不
失
、
尽
未
来
際
」（T24-1021b

）　
小
乗
戒
の
形
式
的
な
律
条
遵
守
の
危
脆
な
る
も
の
と
違
う
こ
と
を
告
げ（
34
）、『
瓔
珞

経
』
同
品
は
、
こ
の
直
後
に
三
聚
浄
戒
を
説
き
、
次
の
一
段
で
、

　
　
　
一
切
菩
薩
凡
聖
戒
、
盡
心
為
體
。
是
故
心
亦
盡
、
戒
亦
盡
。
心
無
盡
故
、
戒
亦
無
盡
。
六
道
衆
生
受
得
戒
、
但
解
語
、

得
戒
不
失
。
佛
子
、
三
世
劫
中
一
切
佛
、
常
作
是
説（
35
）。（T24-1021b

）

　
即
ち
「
一
切
菩
薩
凡
聖
の
戒
は
尽
く
心
を
以
て
体
と
為
」
す
「
心
為
戒
体
」
の
心
法
戒
体
説
で
あ
る
が
、
中
国
仏
教
は
『
梵

網
経
』（
仏
性
戒
）、『
瓔
珞
經
』（
心
即
体
）
の
所
謂
「
心
法
戒
体
説
」
が
主
流
と
な
っ
た（
36
）。
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そ
こ
で
は
、
心
を
体
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、「
但
解
語
、
得
戒
不
失
」
と
は
、
授
戒
の
場
で
授
受
の
次
第
（
身
口
業
）
を
了

解
さ
え
す
れ
ば
受
戒
が
成
立
し
、
戒
体
が
獲
得
で
き
る
の
で
あ
り（
37
）、
そ
の
意
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
受
戒
の
機
を
解
放
し

た
」
こ
と
と
共
に
「
三
聚
浄
戒
」
や
「
有
受
法
而
無
捨
法
」
や
「
相
互
戒
師
」
の
説
と
共
に
『
瓔
珞
経
』
特
有
の
説
と
さ
れ
る
。

　
今
は
『
瓔
珞
経
』
が
「
心
法
戒
体
説
」
を
唱
え
る
こ
と
に
留
意
し
て
智
顗
に
先
行
す
る
傅
大
士
『
心
王
銘
』
の
課
題
を
考
え

て
み
た
い（
38
）。

　
傅
大
士
作
と
さ
れ
る
『
心
王
銘
』
は
、
後
の
禅
宗
に
も
広
く
知
ら
れ
、
達
磨
『
略
辨
大
乗
入
道
四
行
』
よ
り
優
位
に
置
か
れ

る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
す
で
に
松
本
文
三
郎
「
善
慧
大
士
小
録
並
心
王
論
」
及
び
椎
名
論
文
「
傅
大
師
と
心
王
銘
」
で
は
「
心
王

論
」
と
「
心
王
銘
」
を
比
較
検
討
し
、「
明
ら
か
に
『
論
』
は
『
銘
』
に
先
行
す
る
」
と
す
る（
39
）。

　
椎
名
論
文
に
依
る
と
、『
善
慧
大
師
小
録
』
は
、
そ
の
奥
書
に
依
れ
ば
北
宋
の
擁
凞
二
年
（
九
八
五
）
の
編
で
あ
」
る
。「
八

世
紀
以
降
に
及
ぶ
や
、
大
士
の
作
と
さ
れ
る
歌
頌
の
類
が
天
台
や
禅
宗
の
文
献
の
上
に
続
々
と
登
場
し
て
来
る
」
が
、「
今
日

伝
え
ら
れ
る
著
述
の
類
の
殆
ん
ど
が
後
世
仮
託
せ
ら
れ
た
も
の
と
推
察
せ
ら
れ
」
る
が
、「『
心
王
銘
』
も
『
心
王
論
』
の
南
宗

的
に
改
竄
さ
れ
た
一
作
品
と
し
て
把
捉
出
来
る
の
で
は
」
な
い
か
。「
在
家
の
居
士
た
る
傅
大
士
に
対
す
る
そ
れ
は
、
む
し
ろ

禅
思
想
史
的
要
請
に
基
づ
く
も
の
」
で
あ
る（
40
）。

　
こ
の
心
王
論
か
ら
心
王
銘
へ
の
変
更
は
、
論
か
ら
銘
が
単
に
北
宗
か
ら
南
宗
へ
の
思
想
的
展
開
を
意
味
す
る
と
い
う
解
釈
で
、

確
か
に
改
竄
の
可
能
性
は
極
め
て
高
い
が
、
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
禅
思
想
の
根
幹
的
問
題
が
伏
在
す
る
。『
心
王
銘
』『
心
王

論
』（「
心
王
頌
」）
を
貫
く
心
王
は
、
心
體
性
清
淨
、
體
與
佛
同
と
い
う
菩
薩
戒
の
根
本
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
、
菩
薩
戒
授
受

に
お
い
て
生
ず
る
戒
体
の
性
格
を
帯
び
る
か
ら
で
あ
る
。
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そ
の
菩
薩
戒
は
仏
性
戒
（『
梵
網
経
』）
で
あ
り
、
心
即
体
（『
瓔
珞
経
』）
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
を
更
に
「
心
王
」
と
同
義
に
理

解
で
き
る
例
を
傅
大
士
の
別
説
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。「
心
王
」
と
い
う
体
は
、
菩
薩
戒
思
想
か
ら
見
れ
ば
「
戒
体
」
に

他
な
ら
な
い（
41
）。

　
心
王
は
後
の
北
宗
大
安
淨
覺
禪
師
碑
（
全
唐
文
三
二
七
）
に
「
心
王
之
四
履
」
と
い
い
、『
宗
鏡
録
』
九
十
八
龍
牙
和
尚
示
衆

が
「
今
言
法
者
」
に
始
ま
る
「
衆
生
体
性
」
の
同
義
語
と
し
て
真
如
解
脱
や
菩
提
涅
槃
と
共
に
挙
げ
ら
れ
る
（T48-945c

）。
そ

れ
は
す
で
に
心
王
・
心
所
の
教
学
的
意
味
を
失
っ
て
、「
百
千
異
号
皆
是
仮
名
」（T48-945c

）
で
あ
る
よ
う
な
仏
性
、
法
性
の

意
で
あ
り
、
慧
忠
の
批
判
対
象
と
な
る
よ
う
な
性
格
だ
が
、
そ
れ
は
『
瓔
珞
経
』
以
来
の
一
得
永
不
失
と
い
っ
た
戒
体
の
性
格

が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る（
42
）。

　
『
心
王
銘
』
が
「
水
中
盬
味　
色
裡
膠
清　
決
定
是
有　
不
見
其
形　
心
王
亦
爾　
身
內
居
停　
面
門
出
入
」
と
い
う
の
は
、

菩
薩
戒
の
授
受
に
お
い
て
誕
生
す
る
「
不
見
其
形
」
だ
が
「
決
定
是
有
」
の
戒
体
で
あ
り
、「
戒
心
自
律　
淨
律
淨
心　
心
即

是
佛　
除
此
心
王　
更
無
別
佛
」
と
心
法
戒
体
説
の
菩
薩
戒
を
指
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
何
れ
も
『
梵
網
経
』
仏
性
戒
と

同
様
、
性
徳
本
有
の
戒
の
性
格
を
述
べ
て
い
る
。「
是
心
是
佛　
是
佛
是
心
」（「
即
心
是
佛
、
即
佛
即
心
」）
は
単
な
る
教
説
（
思

想
）
に
留
ま
ら
ず
、
菩
薩
戒
の
授
受
と
い
う
行
為
を
前
提
と
し
て
始
め
て
生
じ
る
戒
体
論
に
他
な
ら
な
い（
43
）。
菩
薩
戒
受
戒

か
ら
戒
体
（
仏
性
＝
心
王
）
発
得
を
経
て
、
よ
う
や
く
見
仏
性
は
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
了
本
識
心　
識
心
見
仏
」
と
い
う
見
仏
は
、
す
で
に
好
相
観
仏
、
念
仏
で
は
な
い
。
傅
大
士
は
仏
性
や
見
仏
性
の
語
は
見

え
な
い
が
、
心
即
戒
体
説
で
は
「
即
心
是
佛
、
即
佛
即
心
」
で
あ
り
、
受
戒
に
於
い
て
「
即
入
佛
位
」（『
梵
網
経
』
序
説
）
と

い
う
理
の
本
覚
（
本
来
成
仏
）
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
椎
名
論
文
の
結
論
は
、
心
王
銘
に
は
後
の
南
宗
的
仮
託
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
し
か
し
心
王
銘
（
論
）
の
本
来
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の
主
題
は
「
心
法
戒
体
説
」
に
依
拠
し
た
「
心
王
亦
爾　
身
內
居
停　
面
門
出
入　
應
物
隨
情
」
…
「
除
此
心
王　
更
無
別

佛
」
や
「
即
心
是
佛　
即
佛
即
心
」
の
宣
揚
に
あ
り
、「
是
故
今
勸　
好
自
防
心　

邦
悪
念　
還
却
瓢
沈
」
と
い
っ
た
「
論
」

の
主
題
は
、
道
信
（
五
八
〇
～
六
五
一
）
の
守
一
説
に
始
ま
り
東
山
法
門
に
ま
で
継
承
さ
れ
る
「
持
戒
」
主
義
、
菩
薩
戒
＝
見
仏

性
の
論
理
に
近
い
と
理
解
で
き
る
。

　
戒
体
の
発
得（
44
）と
は
、『
梵
網
経
』
の
冒
頭
頌
の
仏
性
戒
の
よ
う
に
戒
体
を
根
拠
に
仏
位
を
認
め
る
、
理
戒
、
性
戒
の
立
場

で
あ
る
。
受
菩
薩
戒
儀
の
実
行
を
通
し
て
戒
体
の
発
得
を
確
信
す
る
の
で
あ
り
、
理
の
本
覚
、
本
来
成
仏
の
立
場
は
、
受
戒
に

お
い
て
頓
悟
（
＝
解
悟
）
成
仏
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
（『
梵
網
経
』
の
仏
位
、『
瓔
珞
経
』
仏
母
品
第
五
の
「
頓
覚
」「
頓
覺
如
來
」
説

等
）。
し
か
し
こ
の
理
の
本
覚
は
、
必
ず
事
の
始
覚
に
翻
展
し
て
、
そ
こ
か
ら
修
道
の
問
題
が
不
可
避
と
な
る
の
が
中
国
仏
教

の
常
で
あ
る
。
仏
教
は
修
道
を
必
要
と
す
る
と
い
う
認
識
は
一
般
的
で
あ
る
か
ら
、
後
世
、
頓
漸
修
証
を
め
ぐ
っ
て
頓
悟
漸
修

説
が
生
ま
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
後
世
の
南
北
禅
宗
に
お
け
る
思
想
問
題
で
は
な
く
、
菩
薩
戒
が
受
戒
に
お
い

て
戒
体
発
得
（
仏
位
＝
理
の
本
覚
）
を
実
現
す
る
以
上
、
論
理
的
に
生
ず
る
問
題
と
い
え
、
六
朝
期
に
菩
薩
戒
が
流
布
し
て
行
く

歴
史
状
況
と
別
の
問
題
で
は
な
い
起
源
の
古
さ
を
物
語
る
。
菩
薩
戒
の
理
戒
と
し
て
の
本
来
成
仏
か
ら
、
事
戒
と
し
て
修
道
の

問
題
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
実
践
し
て
い
く
か
、
そ
れ
が
そ
の
後
の
菩
薩
戒
仏
教
の
課
題
と
し
て
、
理
と
事
、
性
戒
と
禁
戒
、

本
覚
と
始
覚
、
解
悟
と
証
悟
ま
で
含
む
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
と
実
践
の
試
み
に
展
開
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
傅
大
士
の
仏

教
に
お
い
て
後
世
の
南
宗
禅
と
の
類
同
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
、
こ
の
六
朝
期
の
菩
薩
戒
思
想
の
運
動
が
到
達
し
て
い
た

菩
薩
戒
受
戒
に
於
け
る
頓
悟
成
仏
の
思
想
、
見
性
成
仏
の
修
道
に
こ
そ
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
後
世
、
南
禅
宗
は
心
（
心
王
）
を
戒
体
と
し
て
理
解
す
る
菩
薩
戒
の
自
覚
的
な
把
握
が
後
退
し
て
行
き
、
戒
と
し
て
の
意
味

は
失
わ
れ
て
、
仏
性
や
心
と
い
っ
た
よ
り
抽
象
的
な
唯
心
説
に
変
容
し
て
ゆ
く
。
そ
の
変
容
は
禅
宗
の
成
立
過
程
と
別
の
軌
跡
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で
は
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
変
容
に
も
拘
わ
ら
ず
、
心
即
戒
体
論
は
南
宗
禅
の
思
想
表
現
の
根
拠
と
し
て
機
能
し
続
け
る
。
こ

こ
に
傅
大
士
心
王
銘
（
論
）
と
道
信
（
五
八
〇
～
六
五
一
）
東
山
法
門
の
守
心
守
一
と
の
継
承
関
係
が
看
取
で
き
る
の
だ
が
、
そ

れ
は
こ
の
戒
体
と
し
て
の
自
性
清
浄
心
の
墨
守
と
で
も
い
う
べ
き
、
自
性
戒
（
心
法
戒
体
説
）
に
よ
る
菩
薩
戒
優
位
思
想
の
継

承
こ
そ
禅
宗
の
根
本
原
理
を
成
す
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
傅
大
士
と
『
梵
網
経
』『
瓔
珞
経
』
等
菩
薩
戒
経
と
の
思
想
的
関
連
を
指
摘
し
た
。

　
傅
大
士
の
仏
教
は
、
菩
薩
戒
経
の
所
説
に
多
く
を
負
う
「
菩
薩
戒
仏
教
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
運
動
で
あ
り
、
そ
こ
に
菩
薩
戒

仏
教
集
団
が
形
成
さ
れ
た
可
能
性
を
提
案
し
た
。
禅
的
と
称
さ
れ
る
諸
特
徴
は
『
梵
網
経
』『
瓔
珞
経
』
の
心
法
戒
体
論
（
性

戒
）
を
根
拠
と
し
て
、
非
相
に
向
か
う
菩
薩
戒
思
想
の
特
性
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

６
　
結
語
―
傅
大
士
の
菩
薩
戒
優
位
思
想
の
淵
源
―

　
『
梵
網
経
』
と
『
瓔
珞
経
』
と
、
両
経
は
類
縁
関
係
に
あ
る
以
上
、
傅
大
士
の
菩
薩
戒
思
想
と
し
て
は
菩
薩
戒
教
典
が
全
体

と
し
て
一
体
的
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
ま
で
し
か
云
え
な
い
。

　
ペ
リ
オ
本
「
出
家
人
受
菩
薩
戒
法
」
に
「
今
所
撰
次　
不
定
一
経　
随
経
所
出　
採
以
為
証
」
と
い
う
例
が
あ
る
よ
う
に
、

菩
薩
戒
思
想
と
い
っ
て
も
所
依
経
典
が
『
梵
網
経
』
か
『
瓔
珞
経
』
か
、
菩
薩
戒
思
想
と
し
て
の
徹
底
ぶ
り
で
は
『
瓔
絡
経
』

に
特
徴
が
あ
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
か
に
直
接
の
影
響
関
係
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
で
は
な
ぜ
菩
薩
戒
な
の
か
。
菩
薩
戒
に
絶
対
的
な
思
想
的
優
位
を
認
め
、
か
つ
禅
観
を
通
し
て
解
脱
に
至
ら
し
め
る
論
理
は
、

ど
こ
に
源
泉
が
あ
る
の
か
。
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湯
用
彤
は
北
方
禅
の
影
響
を
四
つ
あ
げ
て
、
二
番
目
に
慧
思
や
智
顗
の
東
趨
や
、
慧
可
以
降
璨
や
道
信
の
入
山
が
南
地
に
禅

が
盛
ん
に
な
る
理
由
で
あ
り
、
し
か
も
北
方
の
大
禅
師
は
「
兼
立
義
学
」「
定
慧
双
修
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
三
つ
め
に
挙
げ
て

い
る（
45
）。
し
か
し
、
傅
大
士
（
四
九
七
～
五
六
九
）
に
限
っ
て
云
え
ば
、
慧
思
は
ほ
ぼ
同
時
代
で
あ
る
が
、
智
顗
（
五
三
八
～
五

九
七
）
は
傅
大
士
よ
り
後
代
に
属
す
る
。
嵩
頭
陀
（
達
磨
）
と
の
遭
遇
も
説
話
的
で
あ
る
し
、
禅
宗
の
菩
提
達
磨
（
？
～
五
二

八
？
）
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
（
後
世
の
仮
託
の
可
能
性
）。
そ
れ
ら
は
傅
大
士
の
「
頓
證
的
」
悟
達
の
源
流
と
す
る
に
は

難
し
い
。
傅
大
士
に
は
別
の
思
想
的
源
泉
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
梁
代
に
先
行
す
る
『
涅
槃
經
解
義
』
に
お
い
て
「
見
性
成
仏
」（
僧
亮
）
の
語
は
登
場
し
た
が
、
そ
れ
は
義
学
に
終
始
し
て

い
た
と
い
え
、
そ
の
後
、
こ
の
「
見
性
成
仏
」
説
が
南
地
で
深
め
ら
れ
た
形
跡
は
た
ど
れ
な
い
。

　
し
か
し
菩
薩
戒
絶
対
優
位
説
の
背
後
に
は
菩
薩
戒
経
と
共
に
『
涅
槃
経
』
の
存
在
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
り
わ
け

『
涅
槃
経
』
獅
子
吼
品
の
菩
薩
戒
思
想
は
注
目
で
き
る
。

　
次
の
一
段
は
菩
薩
戒
と
見
仏
性
の
一
体
関
係
、
ま
さ
に
戒
禅
関
係
を
端
的
に
説
き
明
か
す
。

　
　
　
戒
復
有
二
種
。
一
声
聞
戒
。
二
菩
薩
戒
。
従
初
発
心
乃
至
、
得
成
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
、
是
名
菩
薩
戒
。
若
観
白
骨
、

乃
至
証
得
阿
羅
漢
果
、
是
名
声
聞
戒
。
若
有
受
持
声
聞
戒
者
、
当
知
是
人
不
見
仏
性
及
以
如
来
。
若
有
受
持
菩
薩
戒
者
、

当
知
是
人
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
、
能
見
仏
性
如
来
涅
槃
。

　
　
　
師
子
吼
菩
薩
言
、
世
尊
、
何
因
縁
故
、
受
持
禁
戒
。
…　
（T12-774a

）

　
獅
子
吼
品
の
主
張
は
、
小
乗
声
聞
戒
（
禁
戒
）
は
、
仏
性
及
以
如
來
を
見
な
い
。
菩
薩
戒
だ
け
が
阿
耨
菩
提
を
得
て
、
見
仏

性
を
可
能
に
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
、
菩
薩
戒
優
位
思
想
の
さ
ら
な
る
淵
源
は
、『
涅
槃
經
』
に
あ
っ
た
。

　
『
涅
槃
経
』
は
続
け
て
、
一
切
衆
生
有
仏
性
と
は
い
え
、
持
戒
に
よ
っ
て
、
然
る
後
に
よ
う
や
く
仏
性
を
見
る
と
説
く
。
し
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か
も
見
仏
性
を
可
能
に
す
る
の
は
、
菩
薩
戒
で
あ
る
。
そ
の
戒
は
声
聞
戒
で
は
な
く
、
菩
薩
戒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
菩
薩

は
性
戒
を
自
覚
し
修
戒
に
は
げ
む
が
、
声
聞
比
丘
は
修
戒
だ
け
で
、
性
戒
へ
の
自
覚
が
な
い
か
ら
で
あ
る（
46
）。

　
こ
の
よ
う
な
見
仏
性
を
導
く
方
法
が
『
涅
槃
経
』
獅
子
吼
菩
薩
品
で
は
首
楞
嚴
三
昧
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
首
楞
嚴
三

昧
は
傅
大
士
の
禅
定
思
想
の
特
徴
と
し
て
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
は
『
語
録
巻
一
』
の
記
述
（
故
知
大
士
是

住
十
地
菩
薩
）
に
従
っ
て
、
羅
什
訳
『
首
楞
厳
三
昧
経
』（T15

）
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
の
が
定
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ

は
『
首
楞
厳
三
昧
経
』
が
十
地
菩
薩
の
三
昧
と
規
定
す
る
の
に
影
響
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
湯
用
彤
も
指
摘
す
る
が（
47
）、
首

楞
厳
三
昧
は
ま
た
『
涅
槃
經
』
獅
子
吼
品
が
「
佛
性
者
即
首
楞
嚴
三
昧
」（T12-769b

）
と
説
く
と
こ
ろ
で
も
あ
る
（
但
し
涅
槃

経
に
詳
説
は
無
い
）（
48
）。

　
『
涅
槃
経
』
に
あ
っ
て
「
首
楞
厳
三
昧
」
は
、
何
か
特
定
の
三
昧
の
と
い
う
よ
り
仏
性
と
同
義
で
あ
り
、
し
か
も
十
住
菩
薩

は
十
分
中
に
一
分
の
仏
性
を
見
る
だ
け
だ
が
、
諸
仏
世
尊
の
首
楞
厳
三
昧
は
完
全
に
仏
性
を
見
る
の
で
、
畢
竟
と
い
う
。
つ
ま

り
諸
仏
の
三
昧
で
あ
る
か
ら
見
仏
性
な
の
で
あ
る
。

　
菩
薩
戒
優
位
思
想
の
す
べ
て
の
構
成
要
素
は
『
涅
槃
経
』
獅
子
吼
品
に
あ
り
、『
梵
網
経
』『
瓔
珞
経
』
と
『
涅
槃
経
』
は
い

わ
ば
共
通
の
菩
薩
戒
思
想
圏
（「
菩
薩
戒
と
受
戒
＝
見
仏
性
＝
首
楞
厳
三
昧
の
一
体
論
理
」）
を
作
っ
て
い
る
。

　
傅
大
士
語
録
が
仏
性
と
仏
性
戒
に
直
接
言
及
し
た
段
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
傅
大
士
の
小
乗
声
聞
戒
に
対
す
る
絶
対
的

な
菩
薩
戒
優
位
の
主
張
は
、
傅
大
士
の
首
楞
厳
三
昧
に
つ
い
て
も
、『
首
楞
厳
三
昧
経
』
の
「
三
乗
調
和
的
傾
向
」（
49
）と
は
異

な
っ
て
、『
涅
槃
経
』
の
菩
薩
戒
優
位
思
想
と
見
仏
性
、
見
仏
性
の
た
め
の
首
楞
厳
三
昧
と
い
う
強
固
な
関
連
の
う
ち
に
根
拠

を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
天
嘉
五
年
（
五
六
四
）
二
月
に
は
法
華
経
と
共
に
「
轉
涅
槃
經
一
部
」（
語
録
巻
一
）
と
い
う
記
録
も
見
え
る
）。

　
確
か
に
仏
性
（
見
仏
性
）
の
用
例
は
見
え
な
い
が
、
心
王
論
や
心
王
銘
が
い
う
心
王
は
戒
体
（
心
即
戒
体
）
を
意
味
す
る
以
上
、
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そ
れ
は
仏
性
と
仏
性
戒
に
他
な
ら
な
い（
50
）。
詳
細
は
別
稿
を
準
備
し
た
い
が
、
こ
の
『
涅
槃
経
』
の
新
た
な
側
面
へ
の
関
心

を
背
景
に
、
そ
の
起
点
と
な
る
菩
薩
戒
の
授
受
獲
得
が
、
本
稿
で
考
え
た
傅
大
士
の
自
誓
自
受
と
、
従
他
受
戒
（
彌
勒
授
戒
）

で
あ
る
。
傅
大
士
に
は
六
朝
義
学
の
一
定
の
克
服
と
い
う
意
味
で
、
次
の
隋
唐
期
に
は
断
絶
し
て
し
ま
う
六
朝
涅
槃
学
の
最
終

的
到
達
点
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。

　
寶
誌
、
傅
大
士
等
六
朝
散
聖
の
思
想
は
、
多
く
が
後
世
の
南
宗
禅
の
特
徴
を
彼
ら
に
ま
で
遡
行
さ
せ
、
仮
託
し
た
と
す
る
理

解
が
支
配
的
だ
が
、
む
し
ろ
彼
ら
は
南
宗
禅
の
原
理
を
先
取
り
し
て
い
た
側
面
が
あ
り
、
そ
の
核
心
が
菩
薩
戒
思
想
に
他
な
ら

な
い
。
傅
大
士
の
思
想
的
特
性
の
多
く
は
菩
薩
戒
経
に
依
る
僧
俗
一
貫
の
理
戒
の
立
場
、
僧
俗
を
問
わ
な
い
菩
薩
戒
受
戒
に
よ

る
成
仏
（
理
の
本
覚
＝
解
悟
）
説
に
根
拠
が
あ
る
。
し
か
し
六
朝
仏
教
の
中
で
展
開
さ
れ
た
こ
の
菩
薩
戒
思
想
は
、
次
世
代
の
智

顗
（
五
三
八
～
五
九
七
）、
吉
蔵
（
五
四
九
～
六
二
三
）、
道
宣
（
五
九
六
～
六
六
七
）
と
い
っ
た
隋
唐
教
学
仏
教
の
隆
盛
の
中
で
変

容
を
遂
げ
て
ゆ
く
。
菩
薩
戒
思
想
の
本
質
は
一
端
、
隠
蔽
、
修
正
さ
れ
て
出
家
教
団
仏
教
に
収
斂
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
ま
さ

に
傅
大
師
に
仮
託
さ
れ
る
よ
う
な
菩
薩
戒
思
想
の
核
心
部
分
、
菩
薩
戒
に
よ
る
成
仏
（
解
悟
に
し
て
頓
悟
）
説
こ
そ
、
道
信
と
東

山
法
門
に
復
活
し
継
承
さ
れ
た
中
心
課
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
傅
大
士
と
道
信
の
段
階
で
は
ま
だ
菩
薩
戒
思
想
と
し
て
「
理
の
本

覚
」
だ
け
が
中
心
課
題
で
あ
っ
た
が
、
次
の
南
北
禅
宗
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
頓
漸
修
証
を
め
ぐ
る
立
場
の
分
化
（
傅
大
士
自
身

は
頓
悟
漸
修
と
理
解
で
き
る
）
と
し
て
先
鋭
化
し
て
行
く
。
禅
宗
の
宗
派
的
形
成
と
は
、
菩
薩
戒
仏
教
と
し
て
出
発
し
た
集
団
が
、

歴
史
的
に
具
足
戒
出
家
教
団
に
収
斂
し
た
こ
と
で
あ
り
、
南
朝
菩
薩
戒
仏
教
が
隔
世
的
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
す

べ
て
菩
薩
戒
思
想
の
文
脈
と
し
て
提
案
で
き
る
の
で
あ
る
。
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注（
1
）	

柳
田
聖
山
『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』（
宝
蔵
館 

一
九
六
九
）
二
六
三
頁
。
八
世
紀
後
半
の
禅
詩
文
の
登
場
に
言
及
が
あ
る
。

（
2
）	

道
信
が
傅
大
士
の
守
一
説
を
承
け
る
と
い
う
『
楞
伽
師
資
記
』
の
記
述
を
承
認
す
る
の
が
通
説
だ
が
印
順
『
中
国
禅
宗
史
』（
第

二
章
第
二
節　
中
華
書
局 

二
〇
一
〇 

六
四
頁
）
は
、「
伝
大
師
所
説
」
と
読
む
が
、
説
得
的
な
根
拠
は
な
い
。
石
井
公
成
「『
金
剛

三
昧
経
』
の
成
立
事
情
」（
一
九
九
八
印
仏 

四
二
～
二
三
四
頁
）
に
指
摘
が
あ
る
。
杜
継
文
・
魏
道
儒
『
中
国
禅
宗
通
史
』（
江
蘇

人
民
出
版
社 

二
〇
〇
七
）
一
二
八
頁
、
張
勇
『
傅
大
士
研
究
』（
四
川
大
学 

一
九
九
五
法
蔵
文
庫　
中
国
仏
教
学
術
論
典
24
。
台

北
仏
光
山 
二
〇
〇
一
）
三
九
〇
頁
。
い
ず
れ
も
傅
大
士
継
承
説
を
と
る
。

（
3
）	

湯
用
彤
『
漢
魏
両
晋
南
北
朝
仏
教
史
巻
下
』
第
十
六
章 

竺
道
生 

六
〇
一
～
七
一
七
頁
、
第
十
九
章 

八
二
一
～
八
二
四
頁
、
忽

滑
谷
快
天
『
禅
学
思
想
史
』
上
巻 

三
三
五
～
三
四
三
頁
、
関
口
真
大
『
達
磨
の
研
究
』（
岩
波
書
店 

一
九
六
七
）『
達
磨
大
師
の
研

究
』（
春
秋
社 

一
九
六
九
）
等
。
松
崎
清
浩
に
は
資
料
と
研
究
を
総
括
し
た
「
傅
大
士
像
の
一
展
開
」（
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集

第
十
四
号　
一
九
八
三
）
を
始
め
一
連
の
論
考
が
あ
る
。

	

　
忽
滑
谷
快
天
『
同
書
』
三
三
五
～
三
四
三
頁
に
、
傅
翕
を
論
じ
て
、「
傅
翕
無
師
自
悟
、
自
ら
彌
勒
の
化
身
と
信
じ
、
…
其
説
六

祖
慧
能
以
後
の
禅
者
の
説
に
近
似
す
。
…
即
心
即
仏
の
語
は
達
磨
に
始
ま
る
に
あ
ら
ず
。
梁
代
の
一
思
想
た
る
の
み
。」
と
括
る
。

印
順
『
中
国
禅
宗
史
』
七
一
頁
、
張
勇
『
傅
大
士
研
究
』
一
三
七
頁
及
び
「
実
際
上
在
南
朝
已
有
可
能
出
現
、
並
不
是
到
南
宗
方
始

具
有
」
一
五
五
頁
、
蔡
日
新
『
中
国
禅
宗
的
形
成
』
七
〇
～
九
〇
頁
「
在
寶
公　
便
已
見
雛
形
了
。」
等
い
ず
れ
も
南
宗
禅
と
の
言

説
の
類
似
を
指
摘
す
る
に
留
ま
る
。

（
4
）	

大
野
法
道
『
国
訳
一
切
経　
律
部
十
二
』「
菩
薩
瓔
珞
本
業
解
題
」（
大
蔵
出
版 

一
九
三
〇
）
一
頁
ｃ
、
道
端
良
秀
『
中
国
仏
教

史
全
集　
第
七
巻
』（
書
苑 

一
九
八
五
）
二
九
頁
。

（
5
）	

恵
谷
隆
戒
『
円
頓
戒
概
論
』（
大
東
出
版 

一
九
三
七
）
二
〇
～
二
一
頁
。

（
6
）	

境
野
黄
洋
『
支
那
仏
教
史
講
話
巻
下
』
六
一
四
頁
、
平
川
彰
「
解
説
大
乗
戒
経
」『
国
訳
一
切
経　
律
部
十
二
』
三
五
三
頁
。

（
7
）	

六
朝
期
の
菩
薩
戒
流
布
状
況
に
つ
い
て
は
、
船
山
撤
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
菩
薩
戒
の
受
容
過
程
―
劉
宋
・
南
斉
期
を
中
心
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に
―
」（『
東
方
学
報
』
第
六
十
七
冊 

一
九
九
五
）、
諏
訪
義
純
『
中
国
南
北
朝
仏
教
史
の
研
究
』（
法
蔵
館 

一
九
九
七
）
八
八
～
九

五
頁
等
参
照
。

（
8
）	

関
口
真
大
『
達
磨
の
研
究
』（
岩
波
書
店 

一
九
六
七
）
二
九
九
頁
。
後
の
禅
宗
系
菩
薩
戒
儀
と
の
類
似
性
が
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
当
然
で
あ
っ
て
、
思
想
史
的
に
は
こ
の
菩
薩
戒
を
原
理
と
す
る
仏
教
こ
そ
禅
宗
の
前
段
階
的
運
動
で
あ
る
。

（
9
）	
土
橋
秀
高
『
戒
律
の
研
究
』（
永
田
文
昌
堂 

一
九
八
〇
）
八
四
一
頁
、
諏
訪
義
純
『
前
掲
書
』
九
八
頁
。

（
10
）	

張
勇
『
前
掲
書
』
三
七
八
頁
参
照
、
水
野
弘
元
「
南
山
道
宣
と
大
乗
戒
」「
た
だ
具
足
戒
を
受
け
て
比
丘
に
な
る
た
め
に
は
、
小

乗
戒
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
…
大
乗
戒
は
む
し
ろ
理
念
的
の
も
の
で
、
…
具
体
的
の
も
の
で
は
な
い
」（
一
九
七
二
『
戒
律
の
世

界
』
所
収　
五
〇
五
頁
）
と
い
う
の
が
中
国
仏
教
の
事
実
で
あ
る
が
、
理
念
的
な
大
乗
戒
が
、
そ
の
ま
ま
現
実
化
さ
れ
る
可
能
性

（
そ
れ
は
極
少
数
だ
が
事
実
と
し
て
存
在
し
た
）
こ
そ
大
乗
戒
の
本
領
で
あ
る
。

（
11
）	

佐
々
木
憲
徳
『
漢
魏
六
朝
禅
観
発
展
史
論
』（
一
九
三
五
／
一
九
七
八　
ピ
タ
カ
）
二
二
九
～
二
三
二
頁
。
実
相
無
相
の
第
一
義

絶
対
の
境
（
理
出
家
）
と
入
家
で
は
、
出
家
が
従
因
至
果
で
あ
る
に
対
し
、
入
家
は
従
果
降
因
の
辺
で
、
大
乗
の
真
面
目
」
と
大
乗

の
定
義
に
言
及
す
る
が
、
過
激
に
過
ぎ
て
宛
然
立
川
流
の
口
吻
に
似
た
る
…
禅
観
的
帰
結
と
し
て
…
在
俗
生
活
の
…
根
本
原
理
た
る

な
り
。
こ
れ
ら
の
大
乗
的
態
度
は
在
家
的
生
活
が
即
ち
大
乗
菩
薩
」
と
な
る
と
、
禅
宗
（
居
士
禅
）
の
特
徴
（
在
家
へ
の
回
帰
）
と

し
て
理
解
し
て
い
る
。
張
勇
も
『
菩
薩
善
戒
経
』
…
蓋
以
菩
薩
戒
為
其
戒
行
之
極
巴
、
巻
三
且
有
「
勧
諭
詩
」
以
明
持
戒
、
破
戒
的

不
同
帰
趣
（
参
見
本
書
第
九
章
第
三
節
）」（『
前
掲
書
』
一
三
八
頁
）
と
、『
菩
薩
善
戒
経
』
を
引
い
て
菩
薩
戒
を
極
則
と
認
め
る
が
、

そ
の
思
想
的
意
味
を
分
析
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

（
12
）	

池
田
魯
山
「
菩
薩
戒
思
想
の
形
成
と
展
開
」（『
戒
律
の
世
界
』
所
収
）
が
概
観
し
て
い
る
。
四
五
二
頁
参
照
。

（
13
）	

蔡
日
新
『
仏
学
叢
書
5　
中
国
禅
宗
的
形
成
』
八
〇
頁
は
、
坐
禅
の
執
ら
わ
れ
を
否
定
す
る
主
張
、
石
頭
希
遷
『
参
同
契
』
へ
の

影
響
例
。
賈
晋
華
『
古
典
禅
研
究
』（
オ
ッ
ク
ス
フ
オ
ー
ド 

二
〇
一
一
）
後
世
、
馬
祖
下
の
仮
託
と
す
る
。

　
　
　
誌
公
和
尚
十
四
科
頌
の
「
不
二
法
門
」
中
「
解
縛
不
二
」
に
、
維
摩
居
士
を
規
範
と
し
て
掲
げ
る
。

律
師
持
律
自
縛
、
自
縛
亦
能
縛
他
。
外
作
威
儀
恬
靜
、
心
内
恰
似
洪
波
。
不
駕
生
死
船
筏
。
如
何
渡
得
愛
河
。
不
解
眞
宗
正
理
、
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邪
見
言
辭
繁
多
。
有
二
比
丘
犯
律
。
便
卻
往
問
優
波
。
優
波
依
律
説
罪
。
轉
増
比
丘
網
羅
。
方
丈
室
中
居
士
。
維
摩
便
即
來
呵
。

優
波
默
然
無
對
。
淨
名
説
法
無
過
。
而
彼
戒
性
如
空
。
不
在
内
外
娑
婆
。
勸
除
生
滅
不
肯
。
忽
悟
還
同
釋
迦
。（
景
徳
傳
燈
録

巻
29
）

（
14
）	
『
瓔
珞
経
』（
四
二
六
～
）
竺
仏
念
訳
『
梵
網
経
』（
四
二
六
～
四
八
二
）
鳩
摩
羅
什
訳
は
中
国
撰
述
戒
経
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

大
野
法
道
『
前
掲
書
』
解
説
「
宋
（
四
二
〇
～
四
七
九
）
斉
（
四
七
九
～
五
〇
二
）
の
成
立
…
『
梵
網
経
』
は
四
五
〇
年
頃
に
は
存

在
し
た
。」
境
野
黄
洋
『
支
那
仏
教
史
講
話
下
巻
』
六
一
二
頁
、
平
川
彰
『
国
訳
一
切
経　
律
部
十
二
』「
解
説
大
乗
戒
経
」
三
五
三

～
三
五
六
頁
。
中
国
に
お
け
る
『
菩
薩
地
持
経
』
の
流
行
に
対
抗
し
た
『
梵
網
経
』『
瓔
珞
經
』
の
連
結
と
『
瓔
珞
経
』
の
流
行
を

分
析
し
て
い
る
。
佐
藤
哲
英
『
天
台
大
師
の
研
究
』『
瓔
珞
経
』
は
南
斉
（
四
七
九
～
五
〇
二
）
の
時
代
（
七
〇
三
頁
）
等
そ
れ
ぞ

れ
言
及
が
あ
る
。

　
　
　
竹
田
暢
典
「
自
誓
受
戒
の
意
義
」（『
勝
又
俊
教
博
士
古
稀
記
念
論
集　
大
乗
か
ら
密
教
へ
』
一
九
八
一
春
秋
社
）
一
一
六
七
～
一

一
八
〇
頁
。

（
15
）	

佐
藤
哲
英
『
前
掲
書
』
六
九
九
～
七
〇
三
頁
、
関
口
真
大
『
達
摩
大
師
の
研
究
』
三
八
八
頁
、
多
田
孝
正
「
傅
翕
と
荊
渓
に
つ
い

て
」（
印
仏
研
二
八
―
二 

三
一
六
頁
、
一
九
八
〇
）
参
照
。

（
16
）	

傅
大
士
を
天
台
の
相
承
に
組
み
入
れ
る
の
は
、
湛
然
の
相
承
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
湛
然
が
独
自
詩
二
十
章
を
傅
大
士
作

と
す
る
の
は
左
渓
玄
朗
の
影
響
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
多
田
孝
正
「
前
掲
論
文
」
参
照
、　
佐
藤
哲
英
『
前
掲
書
』
七
〇
三
～
七

一
七
頁
、
智
顗
は
「
三
観
名
出
瓔
珞
」
と
云
う
。
湛
然
『
止
観
義
例
』
巻
下
（T46-452c3a

）
の
該
当
箇
所
は
、

　
十
九
問
。
有
人
問
云
、
此
土
真
詮
稟
承
有
緒
。
雖
教
科
開
広
而
本
味
仍
存
。
尋
求
宗
源
自
可
会
本
。
何
須
復
立
一
心
三
観
。

四
運
推
検
溷
我
清
流
。
答
濬
流
本
清
撓
之
未
濁
。
真
源
體
浄
混
也
詎
妨
。
設
使
印
度
一
聖
来
儀
、
未
若
兜
率
二
生
垂
降
。
故
東

陽
大
士
、
位
居
等
覚
、
尚
以
三
観
四
運
、
而
為
心
要
。
故
「
独
自
詩
」
云
、
独
自
精
、
其
実
離
声
名
。
三
観
一
心
融
萬
品
、
荊

棘
叢
林
、
何
処
生
。
独
自
作
、
問
我
心
中
何
所
着
。
推
撿
四
運
併
無
生
。
千
端
萬
累
何
能
縛
。
況
復
三
観
本
宗
纓
絡
、
補
処
大

士
、
金
口
親
承
。
故
知
一
家
教
門
、
遠
稟
佛
経
。
復
與
大
士
、
宛
如
符
契
。（T46-452c3a

）
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及
び
『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』
巻
二
―
三
（T46-197bc

）、
四
（T46-208b

）
等
に
傅
大
士
言
及
箇
所
が
あ
る
。

　
　
　
「
賢
聖
学
観
品
第
三
」
冒
頭
（1012b

）
に
は
一
切
諸
仏
皆
な
、
六
明
焰
三
三
昧
を
説
く
が
、
三
三
昧
と
は
、
空
、
無
相
、
無
作

の
三
昧
門
（
三
解
脱
門
）
で
あ
る
。
佐
藤
哲
英
『
天
台
大
師
の
研
究
』（
七
一
七
頁
）
関
口
真
大
『
達
磨
大
師
の
研
究
』
共
に
同
様

の
指
摘
を
し
て
い
る
。
そ
の
『
瓔
珞
経
』
を
承
け
て
傅
大
師
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
湛
然
『
止
観
義
例
』
に
「
独
自
詩
」
の
一

節
を
引
い
て
、「
三
観
一
心
融
万
品
」
の
三
観
は
本
と
「
瓔
珞
」
を
宗
と
す
、
と
記
す
。

　
　
　
元
暁
『
金
剛
三
昧
経
論
』
経
曰
、
大
力
菩
薩
言
、
何
謂
存
三
守
一
、
入
如
来
禅
、
佛
言
存
三
者
、
存
三
解
脱
。
守
一
者
守
一
心
如
。

入
如
来
禅
者
、
理
観
心
如
、
入
如
是
地
、
即
入
実
際　
…
故
言
守
一
、
如
本
業
経　
（T34-987b

）
と
瓔
絡
の
三
一
論
理
を
引
い
て

い
る
。

（
17
）	

本
経
の
天
台
智
顗
へ
の
影
響
は
重
要
で
、『
梵
網
経
』
と
共
に
本
経
を
大
乗
戒
思
想
の
根
幹
に
位
置
づ
け
た
の
も
智
顗
に
始
ま
る

と
さ
れ
、『
梵
網
経
義
疏
』
は
菩
薩
戒
法
の
一
と
し
て
『
瓔
絡
経
』
と
授
戒
儀
を
挙
げ
る
（T40-565c

）。

（
18
）	

佐
藤
達
玄
『
中
国
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
研
究
』（
木
耳
社 

一
九
八
六
）
四
〇
四
頁
に
吉
蔵
が
『
瓔
珞
経
』
大
衆
受
学
品
の
自
誓

受
戒
を
高
く
評
価
し
て
い
る
指
摘
が
あ
る
。

（
19
）	

竹
田
暢
典
「
前
掲
論
文
」
一
一
七
一
頁
、『
仏
典
講
座　
梵
網
経
』
一
八
七
頁
参
照
。

（
20
）	

池
田
魯
山
「
菩
薩
戒
思
想
の
形
成
と
展
開
」（『
戒
律
の
世
界
』
所
収
）
四
四
一
～
四
五
六
頁
。

　
　
　
「
菩
薩
戒
の
立
場
は
…
持
経
が
す
な
わ
ち
持
戒
」
で
あ
る
が
、「
慧
光
－
法
上
－
慧
遠
な
ど
の
僧
制
は
、
む
し
ろ
菩
薩
戒
の
立
場
に

対
立
す
る
思
想
の
系
譜
に
あ
る
」
と
指
摘
。
同
書
四
六
三
頁
、
註
74
参
照
。
ま
た
、
道
端
良
秀
『
前
掲
書
』「
第
四
章　
大
乗
菩
薩

戒
と
在
家
仏
教　
五
『
梵
網
経
』
と
在
家
菩
薩
」
一
八
一
～
一
八
三
頁
、「
具
足
戒
を
受
け
な
い
、
菩
薩
戒
だ
け
の
出
家
菩
薩
が
い

た
で
あ
ろ
う
」
こ
と
は
、
傅
大
士
の
仏
教
も
例
外
で
は
な
く
、
六
朝
菩
薩
戒
思
想
の
一
特
徴
と
云
え
る
。
そ
れ
は
次
世
代
お
い
て
反

省
さ
れ
、
出
家
身
分
の
厳
格
化
が
中
国
仏
教
の
主
流
と
な
る
。

　
　
　
徳
田
明
本
「
南
山
律
師
の
戒
律
観
に
つ
い
て
」（『
佐
藤
密
雄
博
士
仏
教
思
想
論
叢
』
五
四
五
～
五
四
九
頁
）
は
、
道
信
（
五
八
〇

～
六
五
一
）
の
同
時
代
者
慧
旻
（
五
七
二
～
六
四
九
）
の
記
録
と
し
て
、
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『
続
高
僧
伝
』
巻
22　
明
律
下
。
唐
蘇
州
通
玄
寺
釈
慧
旻
伝
九
。
…
当
時
無
得
遂
埋
神
於
地
。
故
世
中
迷
学
其
流
四
焉
。
試
略
挙

之
。
想
当
迷
責
楽
大
乗
者
、
志
尚
浮
虚
、
情
専
貧
附
。
故
有
排
委
戒
網
、
捐
縦
威
儀
。
見
奉
律
者
、
軽
為
小
乗
。
毀
浄
戒
者
、
重
為

大
道
。
…
謂
捧
鉢
為
鈍
丁
。
号
持
瓶
為
堅
子
。
半
月
説
戒
、
惟
列
麁
言
。（T50-621b-22a

）

　
　
　
道
宣
『
比
丘
尼
鈔
』
上
之
上
に
『
涅
槃
經
』
を
引
い
て
「
欲
見
仏
性
證
大
涅
槃
、
必
須
深
心
修
持
浄
戒
。
若
持
是
経
而
毀
浄
戒
、

是
魔
眷
属
非
我
弟
子
。
我
亦
不
聴
受
持
是
経
」（
卍
続64-26

）
と
持
戒
の
意
義
を
説
き
、「
此
四
分
宗
義
当
大
乗
。
戒
本
文
云
有
自

為
身
欲
求
当
尊
重
正
戒
、
及
廻
施
衆
生
共
成
仏
道
」（『
行
事
鈔
』
受
戒
縁
集
篇
第
八　
卍
続79-178

）
と
、
律
蔵
こ
そ
大
乗
相
応
の

律
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
21
）	

佐
藤
達
玄
『
前
掲
書
』
四
〇
七
頁
、「『
瓔
珞
経
』
の
自
誓
受
戒
は
好
相
を
条
件
と
せ
ず
、「『
梵
網
経
』
が
「
好
相
」
を
条
件
と
す

る
の
と
違
っ
て
…
単
に
心
で
受
戒
を
決
意
す
る
だ
け
で
、
得
戒
で
き
る
云
々
」
と
や
が
て
戒
体
の
問
題
に
発
展
す
る
。

（
22
）	

張
勇
『
前
掲
書
』
四
六
七
～
四
七
五
頁
参
照
。
一
方
、
湛
然
は
達
磨
に
対
抗
す
る
傅
大
士
を
賞
賛
す
る
の
で
あ
り
、
禅
へ
の
対
抗

意
識
が
顕
著
で
あ
る
（
多
田
孝
正
「
前
掲
論
文
」
三
一
六
頁
）。
湛
然
の
天
台
優
位
説
か
ら
す
る
禅
批
判
と
も
取
れ
る
傅
大
士
宣
揚

に
、
禅
宗
が
反
応
し
て
嵩
頭
陀
（
達
磨
）
が
登
場
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
こ
れ
は
傅
大
士
六
代
孫
と
い
わ
れ
た
左
渓
の
碑
（
七
九
五
？
）
が
、
達
磨
を
菩
薩
僧
と
記
す
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
禅
宗
の
達
磨

と
混
同
さ
れ
て
行
く
問
題
が
残
る
。

（
23
）	

佐
藤
達
玄
『
前
掲
書
』（「
吉
蔵
と
大
乗
戒
」
四
〇
五
～
四
〇
六
頁
）『
普
賢
観
経
』
と
『
瓔
珞
経
』
の
重
視
の
一
方
で
「
安
易
な

受
戒
形
式
が
認
め
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
評
（『
同
書
』
三
六
〇
～
三
六
二
頁
）
に
も
な
る
菩
薩
戒
の
危
う
さ
は
傅
大
士
の
仏
教
に

も
常
に
同
様
の
誤
解
は
あ
り
得
た
と
い
う
意
味
で
菩
薩
戒
の
本
質
的
な
問
題
と
い
え
る
。

（
24
）	

『
語
録
』
巻
一
「
如
弟
子
傅
普
敏
則
是
文
殊
。
沙
門
慧
和
、
是
我
解
義
弟
子
、
亦
是
聖
人
、
然
行
位
不
高
。
慧
集
上
人
、
是
觀
世

音
。
與
我
作
弟
子
昌
居
士
、
是
阿
難
。
昌
在
世
形
容
行
業
、
還
示
闇
劣
。
世
人
不
免
輕
之
。」
張
勇
『
前
掲
書
』
二
八
頁
、
四
六
～

四
九
頁
参
照
。

（
25
）	

張
勇
『
前
掲
書
』
四
七
七
頁
、
佐
々
木
憲
徳
『
前
掲
書
』
二
二
五
頁
参
照
。
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（
26
）	

張
勇
『
前
掲
書
』「
焼
身
考
」（
三
三
〇
～
三
三
六
頁
、
四
八
八
頁
参
照
）
で
、『
法
華
経
』（T9-54a

）
に
依
っ
て
「
焚
身
は
小

乗
の
破
戒
、
大
乗
の
菩
薩
持
戒
と
す
る
竺
道
生
『
法
華
疏
』
の
無
上
功
徳
を
指
摘
す
る
。
ま
た
水
尾
現
誠
「
戒
律
の
上
か
ら
見
た
捨

身
」（
印
仏
研
究
十
四
―
二
・
一
九
六
六
）、
船
山
撤
「
捨
身
の
思
想
―
六
朝
仏
教
史
の
一
断
面
―
」（『
東
方
学
報
』
第
七
十
四

冊 

二
〇
〇
二
）
三
一
一
～
三
五
八
頁
も
参
照
。

（
27
）	
前
注
24
参
照
。
南
北
朝
の
居
士
に
つ
い
て
は
佐
藤
哲
英
『
天
台
大
師
の
研
究
』（
一
五
六
頁
）
に
廬
山
慧
遠
の
白
蓮
社
の
居
士
に

言
及
が
あ
る
。

（
28
）	

『
梵
網
経
』
の
受
戒
即
仏
位
、『
瓔
絡
経
』
の
頓
覚
如
来
説
（
仏
母
品
第
五
）
等
、
菩
薩
戒
経
の
複
合
的
な
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

注
⑳
道
端
良
秀
『
前
掲
書
』「
中
国
仏
教
と
大
乗
戒
壇
」
五
九
四
頁
参
照
。
戒
壇
は
律
に
従
っ
て
も
、
堂
宇
を
必
要
と
せ
ず
、
屋
外

で
結
界
を
標
示
す
れ
ば
設
置
が
可
能
で
あ
っ
た
。

　
　
　
横
超
慧
日
『
法
華
思
想
』
九
四
頁
、
佐
藤
達
玄
『
前
掲
書
』
一
九
五
頁
に
、
戒
体
説
の
分
析
が
あ
る
。
徳
田
明
本
「
南
山
律
師
の

戒
律
観
に
つ
い
て
」『
佐
藤
密
雄
博
士
仏
教
思
想
論
叢
』
五
四
五
頁
、
張
勇
『
前
掲
書
』
四
七
八
頁
、
松
崎
清
浩
「
傅
大
士
に
お
け

る
禅
観
思
想
の
考
察
」（
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
研
究
紀
要　
第
十
六 

一
九
八
四　
曹
洞
宗
宗
務
庁
）
一
一
七
～
一
四
一
頁
等
参
照
。

（
29
）	

後
の
智
顗
『
法
華
玄
義
』
巻
一
上
「
若
觀
心
人
、
謂
即
心
而
、
是
已
則
均
佛
。
都
不
尋
經
論
、
墮
増
上
慢
。
此
則
抱
炬
自
燒
。
行

牽
惡
道
、
由
不
習
聞
也
」（686a

）、
或
は
吉
蔵
の
『
百
論
疏
』
巻
上
に
見
ら
れ
る
菩
薩
戒
に
対
す
る
慎
重
な
態
度
も
、
前
世
代
の

傅
大
士
集
団
の
よ
う
な
菩
薩
戒
集
団
と
菩
薩
僧
に
対
す
る
批
判
的
意
識
と
理
解
で
き
る
。
佐
藤
達
玄
『
前
掲
書
』
四
〇
六
～
四
〇
八

頁
参
照
。

（
30
）	

松
本
文
三
郎
『
仏
典
批
評
論
』
四
七
七
頁
、「
小
録
」
で
は
、
弟
子
の
慧
集
が
「
我
師
彌
勒
応
身
」
と
讃
え
る
こ
と
を
許
さ
な
か

っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
傅
大
士
自
ら
が
弥
勒
と
公
言
し
た
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
ま
た
寳
誌
『
十
四
歌
頌
』「
斷
除
不
二
」
に
も　
身
中
の
弥
勒
を
云
う
、

五
欲
貪
嗔
是
佛
。
地
獄
不
異
天
堂
。
愚
人
妄
生
分
別
。
流
浪
生
死
猖
狂
。
智
者
達
色
無
碍
。
聲
説
無
不PH

惶
。
法
性
本
無
瑕

翳
。
衆
生
妄
執
青
黄
。
如
來
引
接
迷
愚
。
或
説
地
獄
天
堂
。
彌
勒
身
中
自
有
。
何
須
別
處
思
量
。
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（
31
）	

『
瓔
珞
経
』
の
授
戒
儀
（T24-1020c

）
に
つ
い
て
、
佐
藤
達
玄
『
前
掲
書
』
三
六
〇
～
三
六
二
頁
。

　
　
　
慧
思
撰
『
受
菩
薩
戒
儀
』
の
一
段
は
、
奉
請
、
釋
迦
牟
尼
佛
、
作
和
尚
。
奉
請
、
文
殊
師
利
龍
種
上
尊
王
佛
、
作
羯
磨
阿
闍
梨
。

奉
請
、
當
來
彌
勒
尊
佛
、
作
教
授
阿
闍
梨
。
奉
請
、
十
方
現
在
諸
佛
、
作
證
戒
師
。
奉
請
、
十
方
諸
大
菩
薩
、
作
同
學
等
侶
。
已
上

三
説
。（Z102-3a

）

　
　
　
道
端
良
秀
『
前
掲
書
』
三
一
頁
、
仏
典
講
座
『
梵
網
経
』（
大
藏
出
版
）
二
四
一
頁
、
四
十
一
軽
戒
解
説
参
照
。

（
32
）	

平
川
彰
『
前
掲
書
』
解
説
参
照
、
恵
谷
隆
戒
『
円
頓
戒
概
論
』
三
一
頁
、「
仏
母
品
」
の
頓
漸
問
題
？
頓
覚
如
来

（
33
）	

恵
谷
隆
戒
『
前
掲
書
』
二
四
四
～
二
四
六
頁
、
佐
藤
達
玄
『
前
掲
書
』
四
〇
四
頁
、
ま
た
同
書
（
四
一
五
頁
）
は
、「
智
顗
の
智

所
讃
戒
は
、
十
戒
中
の
第
七
番
目
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
…
智
顗
は
『
梵
網
経
』
が
…
（
菩
薩
戒
＝
仏
性
戒
）
最
上
至
極
の
地

位
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
よ
り
低
い
次
元
で
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
…
。『
法
華
玄
義
』
巻
第
三
下
に
お
い
て
、

十
種
戒
を
藏
通
別
円
の
四
教
判
に
分
類
し
て
…
梵
網
戒
は
、
別
教
の
摂
と
し
て
、
…
対
立
的
差
別
観
を
強
調
し
た
も
の
と
み
て
お
り
、

円
教
に
は
遠
く
及
ば
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
…
『
梵
網
経
』
が
極
端
な
ま
で
に
小
乗
戒
を
否
定
す
る
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と

か
ら
み
れ
ば
、
智
顗
の
戒
学
を
導
き
出
す
思
想
的
流
れ
を
、『
梵
網
経
』
に
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
の
点
こ
そ
隋
唐
仏
教
に
至
っ
て
菩
薩
戒
の
意
味
が
変
容
す
る
と
い
う
視
点
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
34
）	

大
野
法
道
『
前
掲
書
』
解
題
二
頁
参
照
。
佐
藤
哲
英
『
前
掲
書
』
七
〇
一
頁
、
道
端
良
秀
「
中
国
仏
と
大
乗
戒
壇
」『
前
掲
書
』

三
一
頁
参
照
。

（
35
）	

恵
谷
隆
戒
『
前
掲
書
』
二
四
七
頁
。

（
36
）	

土
橋
秀
高
『
戒
律
の
研
究
第
二
』
五
四
頁
。

（
37
）	

そ
の
「
戒
体
」
に
つ
い
て
、
後
に
智
顗
『
菩
薩
戒
義
疏
』
二
巻

　
　
　
第
二
出
体
に
「
戒
体
と
は
起
さ
ず
ん
ば
已
み
な
ん
。
起
さ
ば
即
ち
性
な
る
無
作
の
仮
色
な
り
」（T40-565c6a

）
と
い
う
「
性
無

作
の
仮
色
を
戒
体
と
す
る
」『
戒
疏
第
二
』（
色
心
不
二
の
色
法
戒
体
説
＝
発
得
戒
体
）
の
「
色
法
戒
体
説
」
を
唱
え
る
。
吉
蔵
『
法

華
義
疏
』
巻
二
に
三
戒
（
三
聚
浄
戒
）
並
以
止
悪
為
体
（
四
〇
一
頁
）
と
い
い
、
自
ら
の
戒
律
観
を
展
開
し
た
『
勝
鬘
寶
窟
』
で
も
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「
無
尽
の
心
」
を
三
聚
浄
戒
の
戒
体
と
み
て
い
た
。
佐
藤
達
玄
『
前
掲
書
』
四
〇
八
頁
。

（
38
）	

平
川
彰
『
前
掲
書
』
解
説　
三
五
四
頁
、「
八
萬
威
儀
戒
、
盡
名
輕
。
有
犯
、
得
使
悔
過
對
首
、
悔
滅
」（T24-1021b

）

　
　
　
恵
谷
隆
戒
『
前
掲
書
』
七
二
頁
、
二
四
三
～
二
四
六
頁
、
小
寺
文
頴
『
天
台
円
戒
概
説
』
一
六
頁
参
照
、『
瓔
珞
経
』（
心
法
戒
体

説
）
は
性
戒
＝
仏
性
戒
（
性
徳
本
有
戒　
金
剛
宝
戒
、
虚
空
不
動
戒
）
で
あ
る
。

　
　
　
『
摩
訶
止
観
』
四
上
「
大
（
智
度
）
論
云
、
性
戒
者
是
尸
羅
身
口
等
八
種
…
」36a

、「
性
戒
者
莫
問
受
与
不
受
、
犯
即
是
罪
…
」

36b
、『
次
第
法
門
』484b

等
『
瓔
珞
経
』「
心
無
尽
戒
無
尽
」
の
心
法
戒
体
説
を
承
け
る
。

　
　
　
恵
谷
隆
戒
『
前
掲
書
』
六
九
頁
、
三
帰
五
戒
二
百
五
十
戒
等
の
戒
法
は
皆
遮
戒
に
し
て
、
総
べ
て
こ
の
性
戒
を
根
本
と
す
る
…
正

戒
の
本
質
的
な
も
の
を
戒
体
と
呼
び
、
小
乗
は
無
策
作
を
以
て
戒
体
と
す
る
が
、
大
乗
は
心
法
を
以
て
戒
体
と
す
る
…
「
更
に
大
乗

戒
は
他
律
的
に
規
定
し
た
条
目
で
は
決
し
て
無
く
、
人
心
の
中
に
戒
体
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、「
一
切
菩
薩
凡
聖
の
戒
は
盡
心
為
体

…
」
の
戒
体
説
を
唱
え
て
い
る
。（
大
野
法
道
「
解
題
」
一
九
三
〇 

二
頁
）

　
　
　
佐
々
木
憲
徳
『
前
掲
書
』
二
二
三
～
二
二
四
頁
。
浄
律
浄
心
の
三
学
実
践
を
成
仏
の
要
契
と
見
た
り
。

　
　
　
寶
誌
「
大
乗
讃
」
十
四
歌
頌
の
小
乗
戒
批
判
も
軌
一
で
あ
る
。
後
の
禅
宗
史
書
『
歴
代
法
宝
記
』（
筑
摩
本 

二
九
五
頁
）
で
も
保

唐
寺
無
住
が
戒
体
を
め
ぐ
っ
て
律
師
と
論
争
す
る
。
戒
は
衆
生
の
本
性
と
す
る
思
想
が
継
承
さ
れ
る
。

（
39
）	

松
本
文
三
郎
「
善
慧
大
士
小
録
並
心
王
論
」（『
仏
典
批
評
論
』
一
九
二
七　
弘
文
堂
）
四
六
二
～
四
八
二
頁
。

　
　
　
こ
れ
を
承
け
て
椎
名
宏
雄
「
傅
大
士
と
『
心
王
銘
』」（
印
度
学
仏
教
学
研
究
一
六
―
一　
一
九
六
八　
一
三
〇
～
一
三
一
頁
）
が

論
と
銘
の
背
景
を
分
析
し
た
。
張
勇
『
前
掲
書
』
一
二
九
～
一
三
一
頁
参
照
。

（
40
）	

松
本
文
三
郎
「
前
掲
論
文
」
は
、
心
王
銘
と
の
異
同
を
整
理
し
て
い
る
（『
前
掲
書
』
四
八
三
～
四
八
四
頁
）。

　
　
　
傳
燈
録
巻
三
十
の
『
銘
』
と
『
語
録
』
は
同
文
（
傳
燈
録
が
原
形
か
）。
今
、
戒
や
心
王
に
拘
わ
る
銘
と
論
の
異
同
を
一
部
だ
が

示
す
。
心
王
銘
の
現
行
本
（
心
王
論
）
の
順
に
示
す
。

　
爲
大
法
將
、
心
戒
傳
經
（
持
戒
傳
經
）、
了
本
識
心
（
了
々
識
心
）　
識
心
見
佛
（
惺
惺
見
佛
）　
欲
得
早
成
戒
心
自
律
（
戒

心
以
律
）、
淨
律
淨
心
（
淨
戒
淨
心
）　
心
即
是
佛
（
浄
心
即
佛
）、
除
此
心
王　
更
無
別
佛
欲
求
成
佛
（
欲
求
妙
法
）　
莫
染
一
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物
…
是
故
相
勸
（
是
故
今
勸
）　
好
自
防
慎
（
好
自
防
心
）　

邦
造
作
（

邦
悪
念
）　
還
復
漂
沈
（
還
却
瓢
沈
）

　
　
張
勇
『
前
掲
書
』
一
四
五
頁
参
照
。

　
　
　
松
本
、
椎
名
論
文
に
指
摘
す
る
よ
う
に
特
徴
的
な
変
更
は
い
く
つ
か
あ
り
、『
心
王
論
』
か
ら
『
心
王
銘
』
へ
の
変
更
に
は
南
宗

禅
に
よ
る
後
世
の
付
加
も
十
分
あ
り
得
る
が
、
張
説
は
「
但
並
不
関
宏
旨
」
と
理
解
し
て
、
論
と
銘
に
趣
旨
の
大
き
な
断
絶
は
認
め

な
い
立
場
を
と
る
（
張
勇
『
前
掲
書
』
一
五
五
頁
）。
筆
者
は
根
本
原
理
で
あ
る
菩
薩
戒
思
想
（
戒
体
説
）
の
継
続
と
い
う
意
味
で

張
説
を
支
持
し
た
い
。

（
41
）	

菩
薩
戒
授
受
と
戒
体
発
得
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
達
玄
『
前
掲
書
』
四
〇
七
頁
参
照
。

（
42
）	

柳
田
聖
山
『
前
掲
書
』
が
「
心
王
銘
」
と
淨
覺
碑
の
親
し
さ
に
言
及
し
て
い
る
（
一
六
六
、
五
一
七
頁
）。

　
　
　
心
王
に
つ
い
て
後
の
元
暁
（
六
一
七
～
六
八
六
）『
金
剛
三
昧
経
論
』
は
「
心
王
菩
薩
者
、
従
體
立
名
。
然
心
王
之
義
、
略
有
二

種
。
一
者
八
識
之
心
、
御
諸
心
数
故
名
心
王
。
二
者
一
心
之
法
、
総
御
衆
徳
故
名
心
王
」（T34-973bc

）
と
両
説
を
併
記
し
て
い
る
。

（
43
）	

荊
渓
『
止
観
義
例
』（T46-452c
）
に
も
引
か
れ
る
『
還
源
詩
十
二
章
』（
五
六
八
年
頃
）
の
次
の
句
節
、

還
源
去　
心
性
不
浮
沈
、
安
住
王
三
昧
、
万
行
悉
円
収　
（
語
録
巻
三　
宗
鏡T48-568a

）

還
源
去　
何
須
次
第
求　
法
性
無
前
後　
一
念
一
時
修　
（
語
録
巻
三
）

　
　
も
同
趣
旨
で
あ
る
。
関
口
真
大
『
達
磨
大
師
の
研
究
』
三
八
八
頁
、
佐
々
木
『
前
掲
書
』
二
二
八
頁
参
照
。

　
　
　
張
勇
『
前
掲
書
』
一
四
六
頁
は
、
心
王
、
心
所
の
意
で
、
精
神
作
用
の
主
体
と
理
解
し
、
心
王
論
の
核
心
を
「
是
仏
是
心
、
是
心

是
佛
」
と
し
て
華
厳
経
に
依
る
と
す
る
。
さ
ら
に
「
心
王
論
」
が
極
重
戒
律
を
説
く
が
、
そ
れ
は
傅
大
士
開
山
祖
の
双
林
寺
僧
志
鴻

の
所
補
と
す
る
（
同
書 

一
三
六
～
一
三
八
頁
）。
し
か
し
元
暁
『
金
剛
三
昧
経
論
』
が
い
う
よ
う
に
心
王
は
ま
た
一
心
之
法
と
し
て

「
総
御
衆
徳
」（T34-973c

）
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
性
と
同
義
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
心
王
は
ま
た
心
法
戒
体
説
と
し
て
菩
薩
戒

経
と
『
涅
槃
経
』
の
菩
薩
戒
思
想
の
文
脈
で
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
44
）	

土
橋
秀
高
『
戒
律
の
研
究
』（
永
田
文
昌
堂 

一
九
八
〇
）
八
四
七
頁
。

（
45
）	

湯
用
彤
『
前
掲
書
』
巻
下　
七
九
七
頁
。
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（
46
）	

吉
蔵
『
勝
鬘
寶
窟　
巻
上
之
末
』「
涅
槃
経
云
、
要
持
戒
然
後
見
性
。
戒
即
是
引
出
仏
性
」（T37-20b

）
と
、
持
戒
の
後
の
見
仏

性
を
い
う
が
、
し
か
し
「
菩
薩
戒
の
故
に
」
と
い
う
論
点
は
伏
せ
ら
れ
て
い
る
。
土
橋
秀
高
『
前
掲
書
』「
仏
性
戒
」
二
四
四
～
二

四
五
頁
参
照
。

（
47
）	
湯
用
彤
『
前
掲
書
』
巻
下　
七
六
九
頁
。

（
48
）	
境
野
黄
洋
『
支
那
仏
教
精
史
』（
一
九
三
五
／
一
九
七
二　
国
書
刊
行
会
）
八
九
二
～
九
〇
五
頁
「
首
楞
厳
三
昧
」
参
照
。

　
　
　
『
涅
槃
經
』
獅
子
吼
品
他
の
首
楞
厳
三
昧
と
は
、

佛
性
者
即
首
楞
嚴
三
昧
。
性
如
醍
醐
、
即
是
一
切
諸
佛
之
母
。
以
首
楞
厳
三
昧
力
故
、
而
令
諸
佛
常
樂
我
淨
。
一
切
眾
生
悉
有

首
楞
嚴
三
昧
、
以
不
修
行
故
不
得
見
、
是
故
不
能
得
成
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
善
男
子
、
首
楞
嚴
三
昧
者
、
有
五
種
名
。
一

者
首
楞
厳
三
昧
、
二
者
般
若
波
羅
蜜
、
三
者
金
剛
三
昧
、
四
者
師
子
吼
三
昧
、
五
者
佛
性
。
隨
其
所
作
處
處
得
名
。
善
男
子
、

如
一
三
昧
得
種
種
名
、
如
禪
名
四
禪
、
根
名
定
根
、
力
名
定
力
、
覺
名
定
覺
、
正
名
正
定
、
八
大
人
覺
名
為
定
覺
、
首
楞
嚴
定
、

亦
復
如
是
。
…
善
男
子
、
首
楞
者
名
一
切
畢
竟
、
厳
者
名
堅
、
一
切
畢
竟
而
得
堅
固
、
名
首
楞
厳
、
以
是
故
言
、
首
楞
厳
定
名

為
仏
性
。（T12-0769b-70b
）

（
49
）	

常
盤
大
定
『
首
楞
厳
三
昧
経
』
解
題
（
国
訳
一
切
経
経
集
部
七　
大
東
出
版
社 

一
九
三
二
）
二
頁
。

（
50
）	

『
瓔
珞
経
』
の
「
心
即
戒
体
説
」
も
や
は
り
「
仏
性
」（
仏
性
妙
果T24-1010b

の
一
例
だ
け
）
の
語
を
取
ら
な
い
こ
と
と
関
連

が
あ
る
か
？
『
涅
槃
経
』
獅
子
吼
品
の
一
段
、
即
ち
菩
薩
戒
＝
見
仏
性
、
そ
し
て
仏
性
＝
首
楞
厳
定
と
い
う
構
成
要
素
は
傅
大
士
仏

教
の
背
景
と
思
わ
れ
、
六
朝
涅
槃
学
の
新
た
な
局
面
と
し
て
論
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

※
校
正
段
階
で
、
池
田
魯
山
『
国
清
百
録
の
研
究
』（
八
六
頁
）
に
徐
陵
の
詳
し
い
伝
記
が
あ
る
こ
と
を
教
示
い
た
だ
い
た
。
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『
花
園
天
皇
日
記
（
花
園
院
宸
記
）』
正
和
二
年
四
月
記

―
訓
読
と
注
釈
―

花
園
天
皇
日
記
研
究
会
編

例
　
言

一
、
本
稿
は
、
花
園
天
皇
（
永
仁
五
年
〔
一
二
九
七
〕
～
貞
和
四
年
・
正
平
三
年
〔
一
三
四
八
〕。
以
下
、
花
園
と
略
す
）
の
日
記
で
あ

る
『
花
園
天
皇
日
記
（
花
園
院
宸
記
）』
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
四
月
記
の
本
文
に
つ
い
て
、
訓
読
・
注
釈
を
加
え
た
も
の
で
あ

る
。

一
、
日
記
本
文
の
形
式
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ア　
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
花
園
院
宸
記 

巻
六
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
年
）
の
自
筆
本
コ
ロ
タ
イ
プ
複
製
（
便
利
堂
製
造
）
を

底
本
と
し
た
。
な
お
、
翻
印
に
あ
た
っ
て
は
、
村
田
正
志
校
訂
『
史
料
纂
集 

花
園
天
皇
宸
記 

一
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
八
二
年
）
お
よ
び
コ
ロ
タ
イ
プ
複
製
の
付
録
釈
文
を
参
照
し
た
。

イ　
字
体
は
、
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

ウ　
私
意
を
以
て
句
点
（
。
）・
読
点
（
、
）・
並
列
点
（
・
）・
返
り
点
を
付
し
、
く
り
か
え
し
記
号
は
「
々
」
を
以
て
示
し
た
。

エ　
塗
抹
に
よ
る
判
読
不
能
の
文
字
は
、

記
号
を
以
て
示
し
、
抹
消
さ
れ
た
文
字
は
、
左
傍
に
〻
記
号
を
付
し
た
。
ま
た
文
字
の

上
に
重
ね
て
別
の
文
字
を
書
い
た
箇
所
は
、
後
に
書
か
れ
た
文
字
の
右
傍
に
傍
点
を
付
し
、
訂
正
前
の
文
字
を
左
傍
の
〔　
〕

記
号
の
中
に
×
を
冠
し
て
注
し
た
。
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オ　
原
本
に
お
い
て
、
挿
入
記
号
を
以
て
文
字
を
補
っ
た
部
分
や
、
文
脈
上
本
文
に
挿
入
す
べ
き
傍
書
は
、
す
べ
て
本
文
に
入
れ
込

ん
だ
。

カ　
頭
書
お
よ
び
裏
書
は
、
そ
の
位
置
に
も
っ
と
も
近
い
本
文
の
文
字
に
＊
記
号
（
裏
書
は
＊
＊
記
号
）
を
付
し
、
日
付
ご
と
に
本

文
の
末
尾
に
移
し
た
。

キ　
底
本
と
す
る
自
筆
本
は
、
正
和
二
年
具
注
暦
（
上
下
二
巻
、
間
明
き
三
行
）
に
記
入
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
日
記
の

本
文
を
具
注
暦
よ
り
分
か
ち
、
便
宜
上
本
文
に
は
〔
四
月
小
建
丁巳

〕〔
一
日
、
辛
酉
、〕
の
よ
う
に
、
日
と
そ
の
干
支
を
加
え
た
。

ク　
文
字
に
関
わ
る
注
は
〔　
〕
記
号
、
参
考
・
説
明
に
わ
た
る
注
は
（　
）
記
号
を
以
て
示
し
た
。

ケ　
一
部
の
人
名
に
付
し
た
注
は
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』
を
参
照
し
、
便
宜
上
、
後
世
の
家
名
を
記
し
た
も
の
が
あ

る
。

コ　
記
事
を
検
出
し
や
す
く
す
る
た
め
、
日
付
に
つ
い
て
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
を
使
用
し
た
。

一
、
訓
読
は
、
本
文
の
抹
消
・
訂
正
等
を
反
映
さ
せ
た
上
で
、
本
文
に
付
し
た
返
り
点
に
添
っ
て
行
い
、
内
容
に
応
じ
て
改
行
し
た
。
ま

た
、
村
田
正
志
『
和
訳 

花
園
天
皇
宸
記 

一
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
し
た
。
な
お
〈
用
言
連
体
形
＋
之

＋
体
言
〉
の
句
形
に
つ
い
て
は
、
小
林
芳
規
「「
花
を
見
る
の
記
」
の
言
い
方
の
成
立
追
考
」（『
文
学
論
藻
』
一
四
、
一
九
五
九

年
）
に
代
表
さ
れ
る
国
語
学
の
研
究
に
従
い
、「
之
」
字
を
不
読
と
す
る
。

一
、
注
釈
に
は
、『
古
事
類
苑
』、
和
田
英
松
註
解
・
所
功
校
訂
『
新
訂 

建
武
年
中
行
事
註
解
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
九
年
。
初

出
一
九
三
〇
年
）
を
始
め
と
し
て
、『
朝
日 

日
本
歴
史
人
物
事
典
』『
岩
波 

仏
教
辞
典
』、『
角
川
古
語
大
辞
典
』、『
鎌
倉
・
室
町
人

名
事
典
』、『
国
史
大
辞
典
』、『
国
書
人
名
辞
典
』、『
古
語
大
鑑
』、『
大
漢
和
辞
典
』、『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』、『
日
本
史
大

事
典
』、『
日
本
仏
教
人
名
辞
典
』、『
平
安
時
代
史
事
典
』、『
有
識
故
実
大
辞
典
』
な
ど
を
参
照
し
た
が
、
一
々
の
記
載
は
省
略
し
た
。

ま
た
、
藤
井
譲
治
・
吉
岡
眞
之
監
修
・
解
説
『
天
皇
皇
族
実
録
』（
ゆ
ま
に
書
房
）
の
各
巻
を
示
す
際
は
、『
○
○
天
皇
実
録
』
の
よ

う
に
略
す
る
。
な
お
、
引
用
史
料
中
の
改
行
は
、
／
記
号
を
以
て
示
し
た
。

一
、
注
釈
に
示
し
た
史
料
は
、
以
下
の
も
の
に
拠
っ
た
（
五
十
音
順
。
他
に
参
照
し
た
写
本
・
刊
本
な
ど
の
情
報
も
適
宜
付
記
し
た
）。
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一
部
の
叢
書
（
史
料
纂
集
・
新
訂
増
補
国
史
大
系
・
新
訂
増
補
故
実
叢
書
・
神
道
大
系
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
新
編
国
歌
大
観

・
増
補
史
料
大
成
・
増
補
続
史
料
大
成
・
続
神
道
大
系
・
大
日
本
古
記
録
・
図
書
寮
叢
刊
・
日
本
古
典
文
学
大
系
）
に
収
め
ら
れ
た

史
料
や
漢
籍
・
仏
書
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
記
載
を
省
略
し
た
。
な
お
、
和
歌
の
歌
番
号
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。

・『
医
陰
系
図
』
→
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
壬
生
本
（〔
函
号
〕
四
一
五
―
二
二
〇
）。

・『
医
心
方
』
→
日
本
古
典
全
集

・『
医
心
方
一
本
奥
書
写
』
→
石
原
明
氏
所
蔵
本
。『
大
日
本
史
料
』
一
―
二
一
、
永
観
二
年
十
一
月
二
十
八
日
条

・『
色
葉
字
類
抄
』
→
中
田
祝
男
・
峰
岸
明
編
『
色
葉
字
類
抄 

研
究
並
び
に
索
引 

影
印
篇
・
索
引
篇
』（
風
間
書
房
、一
九
六
四
年
）

・『
院
司
補
任
』
→
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
皇
室
制
度
史
料 

太
上
天
皇
二
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
、
二
四
二
～
二
五
〇
頁
）

・『
右
近
衛
中
将
某
日
記
』
→
湯
浅
吉
美
「
天
理
図
書
館
蔵
『
元
亨
三
年
具
注
暦
』
調
査
報
告
─
未
紹
介
『
右
近
衛
中
将
某
日
記
』

を
付
す
―
」（
同
『
暦
と
天
文
の
古
代
中
世
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
。
初
出
一
九
九
二
年
）

・『
臼
杵
三
島
神
社
記
録
』
→
林
陸
朗
「『
三
島
宮
御
鎮
座
本
縁
』
解
説
」（
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
大
山
祇
神
社
史

料 

縁
起
・
由
緒
篇
』
大
山
祇
神
社
社
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
）

・『
衛
生
秘
要
抄
』
→
続
群
書
類
従
雑
部
。
石
原
明
解
説
『
衛
生
秘
要
抄
』（
大
東
急
記
念
文
庫
、
出
版
年
不
明
）
も
参
照
。

・『
大
山
祇
神
社
本
社
及
摂
末
社
明
細
図
書
』
→
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
大
山
祇
神
社
史
料 

縁
起
・
由
緒
篇
』（
前
掲
）

・『
大
山
積
神
社
文
書
』
→
景
浦
勉
編
『
伊
予
史
料
集
成
五 

大
山
積
神
社
関
係
文
書
』（
伊
予
史
料
集
成
刊
行
会
、
一
九
七
七
年
）

第
九
号
。『
鎌
倉
遺
文
』
三
二
―
二
四
五
六
三
も
参
照
。

・『
暇
服
事
』
→
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
影
写
本
（〔
請
求
記
号
〕
三
〇
五
七
―
一
五
）

・『
官
務
家
勘
要
古
文
書
』
→
『
図
書
寮
叢
刊 

壬
生
家
文
書
』
一
―
一
三

・『
翰
林
五
鳳
集
』
→
大
日
本
仏
教
全
書

・『
禁
秘
抄
』
→
群
書
類
従
雑
部

・『
継
塵
記
』
→
歴
代
残
闕
日
記
一
六
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・『
外
記
日
記
（
新
抄
）』
→
続
史
籍
集
覧
一

・『
剣
璽
渡
御
記
』
→
群
書
類
従
雑
部

・『
広
義
門
院
御
産
御
記
（
後
伏
見
天
皇
日
記
）』
→
皇
室
制
度
調
査
室
「
伏
見
宮
本
『
広
義
門
院
御
産
御
記　
後
伏
見
天
皇
宸
記
』

翻
刻
（
上
）」（『
書
陵
部
紀
要
』
六
三
、
二
〇
一
二
年
）

・『
御
侍
読
次
第
』
→
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
清
家
文
庫
本
（〔
請
求
記
号
〕
一
―
六
九
／
コ
／
一
貴
）

・『
御
鎮
座
本
縁
並
宝
基
伝
後
世
記
録
』
→
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
大
山
祇
神
社
史
料 

縁
起
・
由
緒
篇
』（
前
掲
）

・『
後
伏
見
院
御
文
類
』
→
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
伏
見
宮
本
（〔
函
号
〕
伏
―
七
五
四
）。『
宸
翰
英
華
』
一
―
一
二
八
、『
鎌
倉
遺

文
』
三
五
―
二
七
二
〇
九
も
参
照
。

・『
古
来
風
体
抄
』
→
阪
本
龍
門
文
庫
所
蔵
本
（〔
善
本
書
目
番
号
〕
一
二
〇
）

・『
職
事
補
任
』
→
群
書
類
従
補
任
部

・『
拾
珠
抄
』
→
『
天
台
宗
全
書
二
〇 

法
則
類
聚
・
故
実
類
聚
』。
山
崎
誠
「
三
井
寺
流
唱
導
遺
響
―
「
拾
珠
抄
」
を
繞
っ
て
―
」

（
同
『
中
世
学
問
史
の
基
底
と
展
開
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
三
年
。
初
出
一
九
九
〇
年
）
も
参
照
。

・『
駿
牛
絵
詞
』
→
群
書
類
従
雑
部
。
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
伏
見
宮
本
（〔
函
号
〕
伏
―
四
九
八
）
も
参
照
。

・『
白
川
家
文
書
』
→
曾
根
研
三
『
伯
家
記
録
考
』（
西
宮
神
社
社
務
所
、
一
九
三
三
年
）

・『
夕
拝
備
急
至
要
抄
』
→
群
書
類
従
公
事
部
。
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
菊
亭
文
庫
本
（〔
請
求
記
号
〕
菊
／
セ
／
七
）
も
参
照
。

・『
尊
性
法
親
王
消
息
集
（
飜
摺
法
華
経
紙
背
文
書
）』
→
『
鎌
倉
遺
文
』
七
―
四
四
六
〇
／
四
六
二
八
。『
向
日
市
史 

史
料
編
』
中

世 

尊
性
法
親
王
消
息
集
二
四
・
七
三
（
京
都
府
向
日
市
、
一
九
八
八
年
）
も
参
照
。

・『
大
徳
寺
文
書
』
三
八
八
八
→
『
大
日
本
古
文
書 

大
徳
寺
文
書
』
一
二
―
三
〇
六
二
、
同
三
八
九
〇
→
『
大
日
本
古
文
書 

大
徳

寺
文
書
』
一
二
―
三
〇
六
四
。

・『
丹
波
氏
系
図
』
→
群
書
類
従
系
譜
部
、
続
群
書
類
従
系
図
部

・『
柱
史
抄
』
→
群
書
類
従
公
事
部
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・『
塵
袋
』
→
大
西
晴
隆
・
木
村
紀
子
校
注
『
塵
袋
』
全
二
巻
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）

・『
天
祚
礼
祀
職
掌
録
』
→
群
書
類
従
帝
王
部

・『
典
薬
頭
補
任
次
第
』
→
改
訂
史
籍
集
覧
二
四

・『
春
宮
坊
官
補
任
』
→
続
群
書
類
従
補
任
部

・『
日
中
行
事
』
→
和
田
英
松
註
解
・
所
功
校
訂
『
新
訂 

建
武
年
中
行
事
註
解
』（
前
掲
）

・『〔
仁
和
寺
本
〕
系
図
』
→
関
口
力
「
仁
和
寺
本
『
系
図
』
の
研
究
・
翻
刻
（
二
）」（『
仁
和
寺
研
究
』
五
、
二
〇
〇
五
年
）

・『
後
常
瑜
伽
院
御
室
日
記
』
→
村
山
修
一
「
後
常
瑜
伽
院
御
室
日
記 

仁
和
寺
蔵
」（
同
『
古
代
仏
教
の
中
世
的
展
開
』
法
蔵
館
、

一
九
七
六
年
。
初
出
一
九
六
五
～
一
九
六
六
年
）

・『
伯
家
部
類
』
→
『
神
道
大
系 

論
説
編 

伯
家
神
道
』

・『
宝
積
経
要
品
』
→
財
団
法
人
前
田
育
徳
会
編
『
国
宝 

宝
積
経
要
品
―
高
野
山
金
剛
三
昧
院
奉
納
和
歌
短
冊
―
』（
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
一
年
）

・『
北
条
顕
時
十
三
廻
忌
諷
誦
文
』
→
永
井
晋
「
北
条
顕
時
十
三
回
忌
諷
誦
文
と
そ
の
紙
背
文
書
」（
同
『
金
沢
北
条
氏
の
研
究
』
八

木
書
店
、
二
〇
〇
六
年
。
初
出
二
〇
〇
〇
年
）

・『
妙
法
蓮
華
経
巻
第
四
紙
背
文
書
』
→
羽
田
秀
典
「
鳥
取
大
雲
院
蔵 

伏
見
天
皇
宸
翰
に
就
い
て
」（『
史
林
』
二
七
―
一
、
一
九
四

二
年
）

・『
明
月
記
』
→
国
書
刊
行
会
叢
書
。
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
も
参
照
。

・『
八
雲
御
抄
』
→
片
桐
洋
一
編
『
八
雲
御
抄
の
研
究　
正
義
部
作
法
部
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）

・『
柳
原
家
記
録
』
→
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
（〔
請
求
記
号
〕
二
〇
〇
一
―
一
〇
）

・『
和
歌
書
様
』
→
川
平
ひ
と
し
「
定
家
著
『
和
歌
書
様
』『
和
歌
会
次
第
』
に
つ
い
て
―
付
・
本
文
翻
刻
―
」（『
跡
見
学
園
女
子
大

学
紀
要
』
二
一
、
一
九
八
八
年
）

・『
和
気
氏
系
図
』
→
群
書
類
従
系
譜
部
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一
、
注
釈
に
頻
出
す
る
典
拠
の
表
示
に
は
、
以
下
の
略
号
を
用
い
た
。
勅
撰
集
の
書
名
に
つ
い
て
は
略
称
し
た
。

　
　
『
花
園
天
皇
日
記
』
＝
『
花
園
』、『
尊
卑
分
脈
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
○
巻
△
頁
＝
『
尊
卑
』
○
―
△
、『
公
卿
補
任
』
＝
『
公

補
』、
橋
本
政
宣
編
『
公
家
事
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
＝
『
公
事
』、『
建
武
年
中
行
事
』
＝
『
建
武
』

一
、
注
釈
に
お
い
て
、
次
の
既
発
表
の
注
釈
に
説
明
を
譲
る
べ
き
内
容
が
あ
る
場
合
は
、
例
え
ば
「
正
月
一
日
条
注
釈
参
照
」
な
ど
と
記

す
。
適
宜
参
看
さ
れ
た
い
。

・
花
園
天
皇
日
記
研
究
会
編
「『
花
園
天
皇
日
記
（
花
園
院
宸
記
）』
正
和
二
年
正
月
記
―
訓
読
と
注
釈
―
」（『
花
園
大
学
国
際
禅
学

研
究
所
論
叢
』
四
、
二
〇
〇
九
年
）

・
同
「『
花
園
天
皇
日
記
（
花
園
院
宸
記
）』
正
和
二
年
二
月
記
（
一
）（
二
）
―
訓
読
と
注
釈
―
」（『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所

論
叢
』
五
・
六
、
二
〇
一
〇
～
二
〇
一
一
年
）

・
同
「『
花
園
天
皇
日
記
（
花
園
院
宸
記
）』
正
和
二
年
三
月
記
―
訓
読
と
注
釈
―
」（『
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
論
叢
』
七
、
二

〇
一
二
年
）

一
、
本
稿
は
、
本
研
究
会
の
輪
読
の
成
果
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
研
究
会
の
会
員
は
、
阿
尾
あ
す
か
、
窪
田
頌
、
坂
口
太
郎
、
中
村

健
史
、
長
村
祥
知
、
花
田
卓
司
、
横
澤
大
典
、
芳
澤
元
、
米
澤
隼
人
で
あ
る
（
五
十
音
順
）。

　
　
　
執
筆
の
担
当
箇
所
は
以
下
の
通
り
。
本
文
校
訂
・
訓
読
の
担
当
は
坂
口
、
注
釈
の
担
当
は
、
四
月
一
日
・
二
十
五
日
条
が
花
田
、

四
日
・
五
日
・
六
日
・
七
日
・
十
日
（
部
分
）
条
が
窪
田
、
八
日
・
二
十
三
日
条
が
横
澤
、
九
日
・
十
日
（
部
分
）・
十
一
日
・
十

三
日
・
十
四
日
・
十
八
日
（
部
分
）・
二
十
日
・
二
十
六
日
条
が
坂
口
、
十
日
（
部
分
）・
二
十
二
日
（
部
分
）・
二
十
四
日
条
が
米

澤
、
十
二
日
・
十
八
日
（
部
分
）・
二
十
一
日
・
二
十
二
日
（
部
分
）・
二
十
八
日
条
が
阿
尾
、
十
五
日
・
十
七
日
・
十
九
日
条
が
中

村
、
十
六
日
条
が
長
村
、
十
八
日
条
（
部
分
）
が
芳
澤
で
あ
る
。
各
担
当
の
原
稿
を
数
度
の
検
討
会
に
お
い
て
吟
味
し
、
阿
尾
・
坂

口
・
中
村
が
内
容
を
加
筆
・
調
整
し
た
。
ま
た
、
校
正
の
取
り
ま
と
め
は
坂
口
が
行
っ
た
。

一
、
本
研
究
会
の
運
営
や
本
稿
の
発
表
に
あ
た
っ
て
は
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
な
ら
び
に
同
研
究
所
の
芳
澤
勝
弘
氏
、
冨
増
健
太

郎
氏
よ
り
格
別
の
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
記
し
て
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
。
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〔
四
月
小
建
丁巳
〕

 

〔
一
日
、
辛
酉
、〕
天＊

晴
。
改
二

冬
御
装
束
一、
供
二

夏
装
束
一

了
。
亥
刻
、
平
座
。
上
卿
土（
中
院
）御
門
中
納
言
通
顕
。
参
議

雅（
壬
生
）康
、
同
刻
奏
二
見
参
一。
今
日
、
依
二
神
事
一
無
二
勧
盃
一。

　「（
＊
頭
書
）
又
有
二
小
除
目
一。
任
人
六
人
。
栄
爵＊
＊
一
人
。
梅
宮
祭
。
内
侍
遠（
高
階
）子
。」

　「（
＊
＊
裏
書
）

今
日
、
朕
有
二
小
雑
熱
一。
仍
召
二
全（
和
気
）成
朝
臣
一
付
レ
薬
。」

 

【
訓
読
】

　
天
晴
る
。
冬
の
御
装
束
を
改
め
、
夏
の
装
束
を
供
し
了
ん
ぬ
。

　
亥
の
刻
、
平
座
。
上
卿
土
御
門
中
納
言

通
顕
。

参
議
雅
康
、
同
刻
に
見
参
を
奏
す
。
今
日
、
神
事
に
依
り
勧
盃
無
し
。

　
「（

頭
書
）ま

た
小
除
目
あ
り
。
任
人
六
人
。
栄
爵
一
人
。
梅
宮
祭
。
内
侍
遠
子
。」

　
「（

裏
書
）今

日
、
朕
、
小
雑
熱
あ
り
。
よ
っ
て
全
成
朝
臣
を
召
し
、
薬
を
付
く
。」

 

【
注
釈
】

改
冬
御
装
束
、
供
夏
装
束
了　
更こ

ろ
も
が
え

衣
の
こ
と
。
季
節
に
応
じ
、

衣
服
や
調
度
品
・
敷
物
を
改
め
る
こ
と
。
宮
中
で
は
、
四

月
一
日
に
御
帳
台
の
御
帳
を
夏
物
に
か
え
、
壁
代
を
撤
し
、

灯
籠
に
か
け
た
蘇
芳
の
綱
や
畳
も
新
し
く
す
る
な
ど
し
た
。

同
様
に
、
十
月
一
日
に
は
冬
装
束
に
改
め
た
（『
建
武
』

〔
更
衣
〕）。

亥
刻
　
午
後
九
時
～
十
一
時
。

平ひ
ら
座ざ　
天
皇
が
紫
宸
殿
に
出
御
し
て
行
う
べ
き
儀
式
・
節
会
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な
ど
を
、
天
皇
が
出
御
せ
ず
略
儀
に
行
う
こ
と
。
勅
命
に

よ
り
公
卿
以
下
侍
臣
が
宜
陽
殿
西
廂
の
平
敷
の
座
に
着
し

て
行
っ
た
た
め
、
平
座
と
呼
ば
れ
る
。
天
皇
の
居
処
が
里

内
裏
に
あ
る
時
は
、
陣
座
が
用
い
ら
れ
た
。

	

　

こ
こ
で
は
、
四
月
一
日
の
旬し

ゅ
ん
せ
い

政
（
孟
夏
旬
）
が
平
座
で

行
わ
れ
た
こ
と
を
さ
す
。
旬
政
は
本
来
毎
月
一
日
・
十
一

日
・
十
六
日
・
二
十
一
日
に
天
皇
が
紫
宸
殿
に
出
御
し
て

政
を
聴
く
儀
式
で
、
そ
の
後
に
宴
が
行
わ
れ
、
禄
を
支
給

し
た
。
平
安
中
期
以
降
は
四
月
一
日
の
孟
夏
旬
と
十
月
一

日
の
孟
冬
旬
の
二
孟
旬
だ
け
が
恒
例
と
な
り
、
天
皇
の
出

御
も
ほ
と
ん
ど
な
く
、
平
座
の
形
式
で
行
わ
れ
た
（『
建

武
』〔
旬
〕）。

上
卿
土
御
門
中
納
言
通
顕　

中
院
通
顕
。
こ
の
と
き
正
二
位
、

権
中
納
言
。
二
十
三
歳
。
二
月
六
日
条
注
釈
「
権
中
納
言

源
通
顕
朝
臣
」
参
照
。

参
議
雅
康　
壬
生
雅
康
。
こ
の
と
き
、
従
三
位
、
参
議
。
二

十
八
歳
。
二
月
七
日
条
注
釈
「
参
議
雅
康
卿
」
参
照
。

奏
見
参　
孟
夏
旬
の
列
席
者
、
つ
ま
り
禄
を
賜
る
者
の
交
名

を
奏
す
る
意
。

依
神
事
無
勧
盃
　
こ
こ
で
い
う
「
神
事
」
と
は
、
梅
宮
祭
の

当
日
に
行
わ
れ
る
心
身
潔
斎
を
さ
す
（『
禁
秘
抄
』
上
〔
神

事
次
第
〕）。「
勧
盃
」
は
、
盃
を
差
し
出
し
て
酒
を
勧
め

る
こ
と
。

小
除
目　
春
秋
の
定
ま
っ
た
除
目
の
ほ
か
、
臨
時
に
行
わ
れ

る
除
目
。
正
月
十
六
日
条
注
釈
参
照
。

任
人
　
小
除
目
で
任
官
の
対
象
と
な
っ
た
人
。
な
お
、
こ
の

日
は
あ
わ
せ
て
叙
位
も
行
わ
れ
た
。

栄え
い
し
ゃ
く
爵
　
従
五
位
下
の
別
称
。
律
令
制
下
で
は
、
五
位
以
上
は

六
位
以
下
と
身
分
上
の
隔
た
り
が
あ
っ
た
た
め
、
栄
誉
あ

る
位
の
意
で
栄
爵
と
称
し
た
。
平
安
中
期
以
後
は
買
官
や

成
功
の
対
象
と
さ
れ
た
。
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
に
は
、

栄
爵
料
は
諸
国
権
守
や
衛
門
尉
の
任
料
と
同
じ
最
高
額
の

千
五
百
疋
と
さ
れ
て
い
る
（『
勘
仲
記
』
五
月
十
一
日
条
、

『
外
記
日
記
（
新
抄
）』
五
月
二
十
四
日
条
）。

　
　

竹
内
理
三
「
成
功
・
栄
爵
考
」（『
竹
内
理
三
著
作

集 

五 
貴
族
政
治
の
展
開
』
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
。
初
出
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一
九
三
五
年
）
参
照
。

梅う
め
の
み
や
の
ま
つ
り

宮
祭　

梅
宮
社
（
現
京
都
市
右
京
区
梅
津
フ
ケ
ノ
川
町
）
の

例
祭
。
四
月
・
十
一
月
の
上
の
酉
の
日
に
行
わ
れ
た
。
梅

宮
社
は
天
子
の
「
外
家
神
」、
橘
氏
氏
神
と
し
て
尊
崇
さ

れ
た
が
、
橘
氏
の
栄
枯
に
応
じ
て
祭
も
停
廃
を
繰
り
返
し
、

寛
和
二
年
（
九
八
六
）
に
至
っ
て
旧
に
復
し
、
以
後
は
藤

原
氏
の
是
定
に
よ
り
執
行
さ
れ
た
。

内
侍
遠
子　
高
階
遠
子
（
女
房
名
は
「
兵
衛
督
」）。
こ
の
と
き

勾
当
内
侍
。
二
月
二
十
日
条
注
釈
「
遠
子
」
参
照
。「
内

侍
」
に
つ
い
て
は
、
正
月
七
日
条
注
釈
、
二
月
七
日
条
注

釈
「
掌
侍
」
参
照
。

朕
有
小
雑ぞ

う
熱ね

つ
。
仍
召
全
成
朝
臣
付
薬　
「
雑
熱
」
は
、
腫
物

・
で
き
も
の
、
の
意
。「
小
さ
な
腫
物
が
で
き
た
た
め
、

和
気
全
成
を
召
し
て
患
部
に
膏
薬
を
塗
布
し
た
」
と
解
釈

す
る
の
が
正
し
い
。
四
月
九
日
に
も
花
園
は
「
雑
熱
」
に

よ
り
沐
浴
を
止
め
る
よ
う
、
和
気
全
成
に
進
言
さ
れ
て
お

り
、
四
月
十
一
日
に
は
和
気
英
成
・
全
成
両
人
が
花
園
の

「
腫
物
」
に
針
を
立
て
て
治
療
を
行
っ
て
い
る
。
位
藤
邦

生
「
小
さ
な
語
誌
―
「
雑
熱
」
に
つ
い
て
―
」（『
国
文
学

攷
』
一
五
六
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

全
成
朝
臣　
和
気
全
成
。
こ
の
と
き
典
薬
医
師
。
二
月
九
日

条
注
釈
「
和
気
全
成
朝
臣
」
参
照
。

 

〔
二
日
、
壬
戌
、〕
天
晴
。
如（
如
縁
房
阿
一
）

円
上
人
参
。
授4

〔
×
授
〕二
五
戒
一。

 

【
訓
読
】

　
天
晴
る
。
如
円
上
人
参
る
。
五
戒
を
授
く
。

 

【
注
釈
】

如
円
上
人　
如
縁
房
阿
一
。
西
大
寺
流
律
僧
。
こ
の
と
き
河

内
教
興
寺
長
老
。
二
月
八
日
条
注
釈
参
照
。
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五
戒　
二
月
八
日
条
注
釈
参
照
。

 

〔
三
日
、
癸
亥
、〕
天
晴
。
子
刻
、
関（

鷹
司
冬
平
）
白
参
上
。
丑
刻
、
退
出
。

 

【
訓
読
】

　
天
晴
る
。
子
の
刻
、
関
白
参
上
す
。
丑
の
刻
、
退
出
す
。

 

【
注
釈
】

子
刻
　
午
後
十
一
時
～
午
前
一
時
。

関
白　
鷹
司
冬
平
。
こ
の
と
き
従
一
位
。
三
十
九
歳
。
正
月

十
二
日
条
注
釈
参
照
。

丑
刻　
午
前
一
時
～
三
時
。

 

〔
四
日
、
甲
子
、〕
天
晴
。
広
瀬
・
龍
田
祭
。
大〻
神〻
祭〻
使〻
立〻

 

【
訓
読
】

　
天
晴
る
。
広
瀬
・
龍
田
祭
。

 

【
注
釈
】

広ひ
ろ
瀬せ

・
龍た

つ
田た

の
祭ま

つ
り　「

大
忌
・
風
神
祭
」
と
も
。
大
和
国
広
瀬

郡
（
現
奈
良
県
北
葛
城
郡
河
合
町
）
に
あ
る
広
瀬
神
社
と
、

大
和
国
平
群
郡
（
現
奈
良
県
生
駒
郡
斑
鳩
町
）
に
あ
る
龍
田

神
社
の
祭
礼
。
四
月
四
日
・
七
月
四
日
に
行
わ
れ
、
風
水

の
難
を
鎮
め
、
五
穀
の
豊
穣
を
祈
る
。
こ
の
際
、
朝
廷
は

広
瀬
・
龍
田
両
社
へ
使
者
を
派
遣
し
て
奉
幣
を
行
う
。
ま
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た
、
こ
の
日
は
廃
務
で
あ
り
、
諸
司
の
事
務
は
行
わ
な
い

（『
建
武
』〔
広
瀬
・
竜
田
の
祭
〕）。

 

〔
五
日
、
乙
丑
、〕
大
神
祭
使4

〔
×
祭
〕立
。
終
日
冷
然
無4

〔
×
也
〕レ
極
者
也
。

 

【
訓
読
】

　
大
神
祭
の
使
立
つ
。
終
日
冷
然
極
ま
り
無
き
も
の
な
り
。

 

【
注
釈
】

大お
お
み
わ
の
ま
つ
り

神
祭
使
立
　「
大
神
祭
」
に
つ
い
て
は
、
四
月
七
日
条
注

釈
参
照
。
大
神
祭
は
、
四
月
・
十
二
月
に
行
わ
れ
る
。
そ

の
う
ち
四
月
は
卯
の
日
の
暁
に
行
わ
れ
る
た
め
丑
の
日
に

使
い
を
立
て
、
十
二
月
は
卯
の
日
の
夕
に
行
わ
れ
る
の
で

寅
の
日
に
使
い
を
立
て
る
。
使
い
が
立
つ
日
に
は
、
天
皇

は
心
身
潔
斎
を
行
う
（『
禁
秘
抄
』
上
〔
神
事
次
第
〕、『
建

武
』〔
大
神
の
祭
〕）。

終
日
冷れ

い
然ぜ

ん
無
極
者
也
　「
冷
然
」
は
、
物
憂
い
、
退
屈
で
あ

る
と
い
っ
た
心
情
を
表
す
。「
徒と

然ぜ
ん

」
と
ほ
ぼ
同
義
。
尾

崎
雄
二
郎
・
島
津
忠
夫
・
佐
竹
昭
広
『
和
語
と
漢
語
の
あ

い
だ
―
宗
祇
畳
字
百
韻
会
読
―
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五

年
、
五
二
～
五
三
頁
）
参
照
。「
徒
然
」
の
語
義
・
読
み
に

つ
い
て
は
、
四
月
六
日
条
注
釈
「
徒
然
無
極
」
参
照
。

　
　
『
花
園
』
に
お
け
る
「
冷
然
」
の
用
例
は
、
例
え
ば
、

元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
九
月
十
三
日
条
の
「
今
夜
良
辰
。

明
月
不
晴
。
空
望
陰
雲
。
無
人
無
極
。
今
日
供
花
無
人

0

0

0

0

。

冷
然
無
極

0

0

0

0

」
に
見
ら
れ
、「
物
憂
い
さ
ま
、
退
屈
な
さ

ま
」
を
表
す
語
句
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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〔
六
日
、
丙
寅
、〕
今
日
、
如
円
上
人
参
。
受
二
印
・
真
言
少
一々。
又
受
二
五
戒
一。
物
忌
。
徒
然
無
レ
極
。
終〻
日〻

 
【
訓
読
】

　
今
日
、
如
円
上
人
参
る
。
印
・
真
言
少
々
を
受
く
。
ま
た
五
戒
を
受
く
。

　
物
忌
な
り
。
徒
然
極
ま
り
無
し
。

 

【
注
釈
】

如
円
上
人
　
如
縁
房
阿
一
。
二
月
八
日
条
・
四
月
二
日
条
注

釈
参
照
。

印
　
仏
語
（
梵
語m

udrā

の
訳
）。「
印い

ん
げ
い契

」「
印い

ん
相そ

う
」
と
も
。

本
来
、
封
印
ま
た
は
標ひ

ょ
う
じ識

の
意
。
彫
刻
・
絵
画
に
あ
ら
わ

さ
れ
た
仏
像
類
の
手
の
指
の
屈
伸
に
よ
る
特
殊
な
形
（
手

印
）
を
指
す
。
密
教
で
は
、
行
者
が
本
尊
に
印
相
を
結
ぶ

こ
と
に
よ
り
そ
の
尊
格
と
一
体
と
な
る
身
密
行
が
重
視
さ

れ
た
。

真
言
　
仏
語
（
梵
語m

antra

の
訳
）。「
呪じ

ゅ
」「
陀だ

羅ら

尼に

」
と
も
。

本
来
は
『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
を
形
成
す
る
神
聖
な
呪
句

で
あ
り
、
バ
ラ
モ
ン
僧
に
誦
唱
さ
れ
た
。
こ
の
呪
句
の
誦

持
の
習
俗
が
密
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
災
い

を
除
き
、
功
徳
を
得
る
霊
験
が
期
待
さ
れ
た
。

五
戒
　
二
月
八
日
条
注
釈
参
照
。

物
忌　
三
月
十
九
日
条
注
釈
参
照
。

徒と

然ぜ
ん
無
極
　「
退
屈
き
わ
ま
り
な
か
っ
た
」
の
意
。「
徒
然
」

は
、
何
か
を
し
て
取
り
除
か
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
心

情
、
永
続
性
の
な
い
不
安
定
な
心
情
を
示
す
。「
つ
れ
づ

れ
」「
冷
然
」
と
同
義
。
元
来
、
漢
語
に
お
い
て
「
い
た

ず
ら
に
」「
む
な
し
い
」
な
ど
の
意
味
で
あ
っ
た
が
、
平

安
中
期
以
降
、
新
た
に
「
つ
れ
づ
れ
」
の
意
が
生
ま
れ
た
。

　
　
「
徒
然
」
の
語
義
や
読
み
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
好
英

「
和
化
漢
語
「
徒
然
」
の
意
味
変
化
」（
同
『
平
安
時
代
の

記
録
語
の
文
体
史
的
研
究
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
年
。
初
出
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一
九
九
九
年
）、
尾
崎
雄
二
郎
・
島
津
忠
夫
・
佐
竹
昭
広

『
和
語
と
漢
語
の
あ
い
だ
―
宗
祇
畳
字
百
韻
会
読
―
』（
四

月
五
日
条
注
釈
前
掲
、
四
九
～
五
三
頁
）
参
照
。

〔
七
日
、
丁
卯
、〕
今
日
、
大
神
祭
矣
。
物
忌
。
終
日
徒
然
無
レ
極
。

 

【
訓
読
】

　
今
日
、
大
神
祭
な
り
。

　
物
忌
な
り
。
終
日
徒
然
極
ま
り
無
し
。

 

【
注
釈
】

大お
お
み
わ
の
ま
つ
り

神
祭
　
大
和
国
城し

き
の
か
み

上
郡
（
現
奈
良
県
桜
井
市
三
輪
）
に
所
在

す
る
大
神
神
社
の
例
祭
。
四
月
・
十
二
月
の
上
の
卯
の
日

に
行
わ
れ
る
（
月
に
三
度
卯
の
日
が
あ
れ
ば
、
中
の
卯
の
日
）。

天
皇
の
ほ
か
、
中
宮
・
東
宮
も
使
い
を
遣
わ
し
て
奉
幣
が

行
わ
れ
た
が
、
室
町
時
代
以
降
、
使
い
な
ど
の
参
向
は
廃

絶
し
た
（『
建
武
』〔
大
神
の
祭
〕）。

物
忌
　
三
月
十
九
日
条
注
釈
参
照
。

徒
然
無
極　
四
月
六
日
条
注
釈
「
徒
然
無
極
」
参
照
。

〔
八
日
、
戊
辰
、〕
晴
。
灌
仏
如
レ
例
。
公
卿
権
中
納
言
通（

中
院
）顕
・
参
議
雅（

壬
生
）康
。
今
日
、
有
二
僧
事
一。
如
円
上
人
参
。
受
二 

五
戒
一。
七
日
・
今
日
精
進
也
。
灌
仏
以
前
、
非
二
神
事
一。
仍
如
レ
此
。

 

【
訓
読
】
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晴
る
。
灌
仏
、
例
の
如
し
。
公
卿
権
中
納
言
通
顕
・
参
議
雅
康
。

　
今
日
、
僧
事
あ
り
。

　
如
円
上
人
参
る
。
五
戒
を
受
く
。

　
七
日
・
今
日
、
精
進
な
り
。
灌
仏
以
前
は
、
神
事
に
あ
ら
ず
。
よ
っ
て
か
く
の
如
し
。

 

【
注
釈
】

灌か
ん
ぶ
つ仏

　
灌
仏
会
。「
仏ぶ

っ
し
ょ
う
え

生
会
」「
誕
生
会
」「
降
誕
会
」
と
も
。

釈
迦
の
誕
生
日
の
四
月
八
日
に
、
誕
生
釈
迦
仏
に
香
水
を

注
ぎ
か
け
て
洗
浴
し
、
そ
の
誕
生
を
祝
う
法
会
。
釈
迦
が

誕
生
し
た
際
、
帝
釈
天
・
梵
天
が
香
水
で
洗
浴
し
た
と
い

う
逸
話
に
基
づ
く
。
日
本
で
は
、
承
和
七
年
（
八
四
〇
）、

内
裏
清
涼
殿
で
行
わ
れ
た
の
が
確
実
な
初
例
で
あ
る
（『
続

日
本
後
紀
』
同
年
夏
四
月
癸
丑
条
）。
以
後
、
年
中
行
事
と
な

り
、
諸
院
宮
や
摂
関
家
で
も
行
わ
れ
た
。

　
　
内
裏
の
灌
仏
会
で
は
、
清
涼
殿
の
昼
御
座
を
徹
し
て
仏

台
や
誕
生
仏
な
ど
を
設
置
し
、
導
師
の
僧
、
参
仕
の
公
卿

や
蔵
人
・
女
房
ら
が
、
五
色
の
香
水
を
用
い
て
順
番
に
灌

仏
を
行
う
。
こ
の
次
第
は
、『
建
武
』〔
灌
仏
〕
に
詳
し
い
。

　
　
『
花
園
』
で
は
、
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
や
文
保
元
年

（
一
三
一
七
）
各
四
月
八
日
条
に
詳
細
な
記
事
が
あ
り
、
後

者
で
は
、
在
位
中
の
花
園
自
身
も
杓
を
取
り
、
灌
仏
を
行

っ
た
こ
と
が
見
え
る
。
ま
た
、
花
園
は
譲
位
後
も
院
御
所

の
南
殿
で
灌
仏
会
を
実
施
し
、
自
身
で
も
灌
仏
を
行
っ
て

い
る
。
こ
の
と
き
自
ら
灌
仏
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、

「
此
事
旧
例
不
詳
。
然
而
近
代
流
例
也
」
と
述
べ
て
い
る

（『
花
園
』
元
亨
元
年
〔
一
三
二
一
〕
四
月
八
日
条
）。
な
お
、

四
月
は
諸
社
の
祭
が
多
い
た
め
、
八
日
に
諸
社
に
使
者
を

発
遣
す
る
際
は
、
灌
仏
会
は
行
わ
れ
な
い
（『
建
武
』〔
灌

仏
〕）。

　
　

灌
仏
会
に
つ
い
て
は
、
山
中
裕
『
平
安
朝
の
年
中
行

事
』（
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
）、
三
橋
正
『
平
安
時
代
の
信

仰
と
宗
教
儀
礼
』
第
二
篇
第
一
章
「
平
安
時
代
の
仏
教
信
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仰
」・
第
三
篇
第
一
章
「
日
本
的
信
仰
構
造
の
形
成
―
神

仏
関
係
論
―
」（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

権
中
納
言
通
顕
　
中
院
通
顕
。
二
月
六
日
条
注
釈
「
権
中
納

言
源
通
顕
朝
臣
」、
四
月
一
日
条
注
釈
「
上
卿
土
御
門
中

納
言
通
顕

」
参
照
。

参
議
雅
康
　
壬
生
雅
康
。
二
月
七
日
条
注
釈
「
参
議
雅
康

卿
」、
四
月
一
日
条
注
釈
参
照
。

僧
事　
二
月
六
日
条
注
釈
参
照
。

如
円
上
人
　
如
縁
房
阿
一
。
二
月
八
日
条
・
四
月
二
日
条
注

釈
参
照
。

五
戒　
二
月
八
日
条
注
釈
参
照
。

七
日
・
今
日
精
進
也
。
灌
仏
以
前
、非
神
事
。
仍
如
此
　「
昨

日
七
日
と
今
日
八
日
は
、
精
進
を
行
っ
た
。（
今
月
は
賀
茂

祭
に
よ
り
精
進
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
が
）
灌
仏
会
以
前
は
、

（
賀
茂
祭
の
）
神
事
に
あ
た
ら
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
し

た
」
の
意
。「
精
進
」
に
つ
い
て
は
正
月
八
日
条
注
釈
参

照
。

　
　
こ
こ
で
の
「
神
事
」
が
い
か
な
る
神
祭
に
関
わ
る
の
か

は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
禁
秘
抄
』
上
〔
神
事
次

第
〕
の
「
賀
茂
祭
」
の
割
書
が
参
考
と
な
る
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
①
賀
茂
祭
の
神
事
は
通
例
一
日
よ
り
行
う
が
、
八

日
の
灌
仏
会
が
あ
る
年
に
は
九
日
よ
り
行
う
こ
と
（「
或

説
」
で
は
、
灌
仏
会
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
九
日
よ
り
神
事
を
行

う
）、
②
神
事
は
神
今
食
と
同
様
に
行
わ
れ
る
こ
と
、
③

神
事
は
一
日
よ
り
行
わ
れ
る
が
、
天
皇
は
賀
茂
祭
の
前
日

の
申
の
日
に
念
入
り
に
心
身
潔
斎
を
行
う
こ
と
、
な
ど
が

分
か
る
。
以
上
か
ら
、
本
日
条
の
「
神
事
」
は
、
賀
茂
祭

の
神
事
と
考
え
ら
れ
る
。『
花
園
』
四
月
二
十
三
日
条
に

も
「
今
月
中
、
祭
以
前
不
精
進
也
」
と
あ
る
。

　
　

な
お
、『
花
園
』
に
よ
れ
ば
、
四
月
一
日
に
神
事
が
行

わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
日
の
梅
宮
祭
の
「
当
日
神

事
」（『
禁
秘
抄
』
上
〔
神
事
次
第
〕）
で
あ
る
。
八
日
に
灌

仏
会
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
賀
茂
祭
の
神
事
は
、『
花

園
』
に
記
事
を
欠
く
も
の
の
、
翌
九
日
に
始
め
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
（
た
だ
し
、
九
日
に
雑
熱
に
よ
っ
て
沐
浴
を
避
け
た

こ
と
、
ま
た
十
二
日
に
雑
熱
が
理
由
で
梅
宮
祭
な
ど
の
御
禊
が
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行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
賀
茂
祭
の
神
事
は
、

九
日
か
ら
十
二
日
の
間
に
全
く
行
わ
れ
ず
、
十
三
日
か
ら
行
わ

れ
た
可
能
性
も
あ
る
）。

　
　

ち
な
み
に
、『
禁
秘
抄
』
と
同
様
の
内
容
が
、
藤
原
忠

実
の
談
話
録
『
中
外
抄
』
上
三
六
・
六
四
に
も
見
え
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
灌
仏
会
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
九
日
よ
り

神
事
を
行
う
と
い
う
「
或
説
」
は
、
白
河
法
皇
の
説
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
忠
実
の
日
記
『
殿
暦
』
天

仁
二
年
（
一
一
〇
九
）
四
月
五
日
条
に
は
、
白
河
が
「
故

院
」、
す
な
わ
ち
後
三
条
天
皇
の
所
説
と
し
て
こ
れ
を
忠

実
に
語
っ
た
と
あ
る
。

 

〔
九
日
、
己
巳
、〕
晴
。
今
日
、
依
二
朕
雑
熱
一、
不
レ
可
二
沐
浴
一
之
由
、
全4

〔
×
　〕成
申
之
間
、
自4

〔
×
依
〕二
今
日
一
止
レ
之
。
又〻
全〻
仍〻

毎
日
之
拝
、
止
レ
之
。
毎4

〔
×
者
也
〕日4

・
二
間
念
誦
、
同
止
レ
之
。

 

【
訓
読
】

　
晴
る
。
今
日
、
朕
雑
熱
に
依
り
、
沐
浴
す
べ
か
ら
ざ
る
由
、
全
成
申
す
間
、
今
日
よ
り
こ
れ
を
止
む
。

　
毎
日
の
拝
、
こ
れ
を
止
む
。

　
毎
日
・
二
間
の
念
誦
、
同
じ
く
こ
れ
を
止
む
。

 

【
注
釈
】

雑
熱　
四
月
一
日
条
注
釈
「
朕
有
小
雑
熱
。
…
…
」
参
照
。

沐
浴
　
髪
を
洗
い
、
か
ら
だ
を
洗
う
こ
と
。
湯
浴
み
。
天
皇

は
、
毎
朝
早
朝
に
清
涼
殿
の
御
湯
殿
に
お
い
て
、
湯
浴
み

を
行
う
の
を
例
と
し
た
。
ま
ず
、
釜
殿
か
ら
湯
が
運
ば
れ
、

御
槽
一
つ
と
桶
二
つ
を
備
え
、
内
侍
が
垢
す
り
を
奉
仕
す

る
。
湯
浴
み
が
終
る
と
、
典
侍
（
あ
る
い
は
上
臈
女
房
）
が
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湯
帷
と
河
薬
（
米
糠
を
袋
に
入
れ
た
も
の
。
あ
る
い
は
香
薬
と

も
）
を
奉
る
。
さ
ら
に
、
典
侍
が
河
薬
を
入
れ
た
土
器
を

板
に
投
げ
て
音
を
立
て
、
そ
れ
を
合
図
と
し
て
外
で
は
蔵

人
が
邪
気
を
払
う
鳴
弦
を
行
っ
た
（『
禁
秘
抄
』
上
〔
恒
例

毎
日
次
第
〕、『
日
中
行
事
』、『
侍
中
群
要
』
四
〔
御
湯
殿
事
〕）。

　
　
こ
こ
で
は
、
雑
熱
（
腫
物
）
に
よ
っ
て
沐
浴
す
べ
き
で

は
な
い
と
い
う
和
気
全
成
の
意
見
に
よ
り
、
花
園
は
沐
浴

を
止
め
て
い
る
。

全
成　
和
気
全
成
。
こ
の
と
き
典
薬
医
師
。
二
月
九
日
条
注

釈
「
和
気
全
成
朝
臣
」、
四
月
一
日
条
注
釈
「
全
成
朝

臣
」
参
照
。

毎
日
之
拝
、
止
之
。
毎
日
・
二
間
念
誦
、
同
止
之
　「
毎
日

之
拝
」
に
つ
い
て
は
、
正
月
一
日
条
注
釈
「
毎
日
拝
」
参

照
。
ま
た
、
花
園
の
念
誦
に
つ
い
て
は
、
正
月
一
日
条
注

釈
「
念
誦
」、
正
月
六
日
条
注
釈
「
是
自
去
年
七
月
毎
日

不
闕
。
…
…
」、
三
月
一
日
条
注
釈
「
毎
日
念
誦
不
止
之
。

又
其
外
念
誦
」
参
照
。

　
　
こ
こ
で
は
、
花
園
は
雑
熱
（
腫
物
）
に
よ
っ
て
、
毎
日

拝
・
毎
日
念
誦
・
二
間
念
誦
を
止
め
て
い
る
。

 

〔
十
日
、
庚
午
、〕
晴
。
権
中
納
言
通（
中
院
）顕
、
令
三
冬（
中
御
門
）定朝
臣
奏
二
伊〔
予
〕与国〔
三
島
脱
カ
〕

　
　
社
内
上
津
宮
造
営
日
時
文
一。
今
月
廿
四

日
・
廿
八

日
。
来
月
十
二
・
十
三

・
廿
七
・
廿
八
日
。

又
同
朝
臣
、
令
三

冬
定
奏
二

賀
茂
一
社
奉
幣
日
時
文
、
同4

〔
×
今
月
十
日
〕
奉4

幣
使
定
文
一。
参
議
雅（
壬
生
）康
。
五
位

一
人
。
又
良4

〔
×
々
〕久
奏
二
除
目
一。
従
二
位
通（
松
殿
）輔
・
清（
鷹
司
）雅
。
少
将
隆（
四
条
）蔭
。
今
日
、
物
忌
。
依
二
貴
布
禰
恠
異
事
一
也
。

 

【
訓
読
】

　
晴
る
。
権
中
納
言
通
顕
、
冬
定
朝
臣
を
し
て
伊
与
国〔

三
島
脱
力
〕

　
　
社
の
内
の
上
津
宮
の
造
営
の
日
時
文
を
奏
せ
し
む
。今
月
廿
四
日
・
廿

八
日
。
来
月
十
二

・
十
三
・
廿
七

・
廿
八
日
。　
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ま
た
同
朝
臣
、
冬
定
を
し
て
賀
茂
一
社
奉
幣
の
日
時
文
、
同
奉
幣
使
の
定
文
を
奏
せ
し
む
。
参
議
雅
康
。
五
位
一
人
。

　
ま
た
や
や
久
し
く
し
て
除
目
を
奏
す
。
従
二
位
通
輔
・
清
雅
。
少
将
隆
蔭
。

　
今
日
、
物
忌
な
り
。
貴
布
禰
の
恠
異
の
事
に
依
る
な
り
。

 

【
注
釈
】

権
中
納
言
通
顕　
中
院
通
顕
。
二
月
六
日
条
注
釈
「
権
中
納

言
源
通
顕
朝
臣
」、
四
月
一
日
条
注
釈
「
上
卿
土
御
門
中

納
言
通
顕

」
参
照
。

冬
定
朝
臣
　
中
御
門
冬
定
。
こ
の
と
き
正
四
位
上
、
右
兵
衛

督
・
蔵
人
頭
。
三
十
二
歳
。
正
月
一
日
条
注
釈
参
照
。

伊
与〔

予
〕国〔
三
島
脱
カ
〕

　
　
社
内
上か

み
津つ

宮み
や　

伊
予
国
越
智
郡
大
三
島
に
あ
る

一
宮
・
大お

お

山や
ま

祇づ
み

神じ
ん

社じ
ゃ

（
三
島
社
、
現
愛
媛
県
今
治
市
大
三
島

町
宮
浦
）
の
摂
社
で
あ
る
上
津
宮
の
こ
と
か
。

　
　
社
伝
に
よ
れ
ば
、
保
延
元
年
（
一
一
三
五
）、
三
島
社
が

新
た
に
雷
神
・
高た

か
お
か
み
の
か
み

龗
神
を
合
祀
し
た
。
そ
の
後
、
康
治
元

年
（
一
一
四
二
）
八
月
に
下
津
宮
を
造
営
し
て
高
龗
神
を

祀
り
、
続
い
て
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
六
月
に
上
津
宮

を
造
営
し
て
大
雷
神
を
祀
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

院
政
期
に
は
上
津
宮
が
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。「
上
津ノ

姫
宮
」
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
神
は

姫
神
で
あ
る
と
も
さ
れ
、
神
事
に
関
し
て
は
大
祝
家
の
女

子
の
み
が
こ
れ
を
執
り
行
っ
た
。

　
　

建
保
五
年
（
一
二
一
七
）・
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
の

二
度
に
わ
た
っ
て
大
山
祇
神
社
は
焼
亡
し
た
が
、
こ
の
際

に
摂
社
の
上
津
宮
も
ま
た
焼
亡
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

後
、
大
山
祇
神
社
は
長
く
仮
殿
が
置
か
れ
た
。
応
長
二
年

（
一
三
一
二
）
三
月
、「
院
宣
・
国
宣
・
関
東
御
教
書
幷
六

波
羅
殿
御
施
行
」
に
基
づ
い
て
、
造
営
料
が
一
国
平
均
役

と
し
て
伊
予
国
内
に
充
て
ら
れ
た
（「
伊
予
大
山
積
神
社
造

営
段
米
支
配
状
」〔『
大
山
積
神
社
文
書
』〕）。
本
日
条
に
見
え

る
上
津
宮
の
「
造
営
日
時
文
」
は
、
こ
の
応
長
の
再
建
の

一
貫
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
大
山
祇
神
社
に
つ
い
て
は
『
臼
杵
三
島
神
社
記
録
』、
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『
御
鎮
座
本
縁
並
宝
基
伝
後
世
記
録
』、『
大
山
祇
神
社
本

社
及
摂
末
社
明
細
図
書
』
な
ど
参
照
。

造
営
日
時
文
　「
日
時
文
」
は
、
日
時
勘
文
の
こ
と
。
二
月

十
二
日
条
注
釈
参
照
。
こ
こ
で
の
「
造
営
日
時
文
」
と
は
、

上
津
宮
の
造
営
を
行
う
べ
き
吉
日
・
吉
時
に
つ
い
て
陰
陽

道
の
諸
家
よ
り
上
申
さ
れ
た
文
書
を
い
う
。

賀
茂
一
社
奉
幣
日
時
文
、
同
奉
幣
使
定さ

だ
め
ぶ
み
文
　
賀
茂
社
は
賀
茂

別
雷
神
社
（
上
賀
茂
神
社
）
と
賀
茂
御
祖
神
社
（
下
鴨
神

社
）
の
総
称
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
正
月
十
五
日
条
注
釈

「
賀
茂
社
」、
後
者
に
つ
い
て
は
、
二
月
十
五
日
条
注
釈

「
幸
賀
茂
・
北
野
社
云
々
。
…
…
」
参
照
。

　
　
「
奉
幣
」
は
、
神
社
に
幣
帛
を
奉
る
こ
と
。
こ
の
奉
幣

の
経
緯
は
未
詳
。「
日
時
文
」
に
つ
い
て
は
、
二
月
十
二

日
条
注
釈
参
照
。「
奉
幣
使
」
は
、
朝
廷
か
ら
神
社
に
幣

帛
を
奉
献
す
る
使
者
。「
定
文
」
は
、
公
事
の
執
行
日
時
、

諸
官
の
担
当
割
当
て
、
執
行
の
順
序
、
雑
務
の
指
示
・
規

定
な
ど
を
取
り
決
め
た
文
書
の
こ
と
。
冒
頭
に
「
定
文
」

「
定
」「
定
…
…
事
」
な
ど
と
記
す
形
式
を
と
る
。
相
田
二

郎
『
日
本
の
古
文
書 

上
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
、
三

五
五
～
三
五
六
頁
）
参
照
。

参
議
雅
康
　
壬
生
雅
康
。
二
月
七
日
条
注
釈
「
参
議
雅
康

卿
」、
四
月
一
日
条
注
釈
参
照
。

五
位　
五
位
蔵
人
の
こ
と
。

良
久
　
相
当
な
時
間
が
経
過
し
た
さ
ま
。『
塵
袋
』
一
〇
―

七
一
に
、「
ヤ
ヽ
ヒ
サ
シ
ト
ハ
、
良
久
ノ
二
字
也
。
ハ
ナ

ハ
ダ
ヒ
サ
シ
キ
ヲ
云
也
」
と
見
え
る
。

奏
除
目
　
蔵
人
が
大お

お
ま
が
き

間
書
を
天
皇
に
奏
覧
す
る
こ
と
。
三
月

九
日
条
注
釈
参
照
。

従
二
位
通
輔
　
松
殿
通
輔
。
初
名
兼
輔
。
生
没
年
未
詳
。
こ

の
と
き
左
中
将
。『
尊
卑
』
一
―
八
三
。『
公
補
』
正
安
二

～
元
亨
三
（『
公
事
』
九
九
頁
）。
父
は
兼
嗣
、
母
は
藤
原

実
春
女
。

　
　

弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
十
二
月
、
叙
爵
。
延
慶
三
年

（
一
三
一
〇
）
四
月
、
左
中
将
。
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）

四
月
、
従
二
位
。『
公
補
』
に
よ
れ
ば
、
前
年
二
月
に
源

親
平
が
通
輔
を
超
越
し
て
臈
次
に
乱
れ
が
生
じ
た
た
め
、
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同
日
位
記
を
賜
っ
た
と
あ
る
。
同
年
八
月
、
参
議
。
左
中

将
を
兼
帯
。

　
　

正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
四
月
、
春
日
社
に
お
け
る
詠

法
華
経
和
歌
に
出
詠
（『
公
衡
公
記
』
四
月
二
十
四
日
条
所
引

「
覚
円
僧
正
注
送
記
」）。
同
月
、
衣
笠
殿
の
如
法
経
十
種
供

養
に
琵
琶
の
所
作
を
所
望
す
る
が
、
許
さ
れ
な
か
っ
た

（『
公
衡
公
記
』
四
月
十
一
日
条
）。
た
だ
し
、
元
応
元
年
（
一

三
一
九
）
八
月
に
衣
笠
殿
に
お
い
て
行
わ
れ
た
如
法
経
十

種
供
養
（
伏
見
天
皇
三
回
忌
）
で
は
、
琵
琶
の
所
作
人
と
し

て
召
さ
れ
て
い
る
（
元
応
元
年
八
月
十
四
日
「
後
伏
見
上
皇

書
状
」〔『
後
伏
見
院
御
文
類
』〕）。

清
雅
　
鷹
司
清
雅
。
生
没
年
未
詳
。
こ
の
と
き
前
参
議
。

『
尊
卑
』
一
―
一
九
九
。『
公
補
』
延
慶
元
～
正
慶
二
・
元

弘
三
（『
公
事
』
三
〇
一
～
三
〇
二
頁
）。
父
は
花
山
院
定
長
。

母
は
、
中
将
忠
雅
女
（『
尊
卑
』）
と
も
、
院
女
房
宰
相
局

と
も
（『
公
補
』）。
花
山
院
家
雅
の
甥
。『
公
補
』
に
よ
れ

ば
、
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
生
ま
れ
だ
が
、
父
定
長
の

没
年
が
弘
安
四
年
で
あ
る
た
め
、
未
詳
と
し
た
。

　
　

弘
安
十
年
正
月
、
叙
爵
。
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
七

月
、
左
中
将
。
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
八
月
、
富
仁
親

王
（
の
ち
の
花
園
）
の
春
宮
権
亮
と
な
る
。
延
慶
元
年
（
一

三
〇
八
）
八
月
、
花
園
の
即
位
に
と
も
な
い
内
昇
殿
を
許

さ
れ
る
。
同
年
九
月
、
蔵
人
頭
（『
職
事
補
任
』〔
花
園
院
〕）。

同
年
十
二
月
、
従
三
位
・
参
議
。
同
四
年
五
月
、
参
議
を

辞
す
。
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
七
月
、
本
座
を
許
さ
れ

る
。
花
園
に
近
侍
し
た
様
子
が
、『
花
園
』
に
散
見
す
る
。

　
　

乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
と
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）、

持
明
院
殿
で
催
さ
れ
た
歌
合
に
参
加
（『
歌
合 

乾
元
二
年
五

月
』、『
歌
合 

嘉
元
三
年
三
月
』）。
ま
た
、『
玉
葉
集
』
と

『
風
雅
集
』
に
各
二
首
ず
つ
入
集
し
て
い
る
。
嘉
元
元
年

の
『
伏
見
院
三
十
首
歌
（
散
逸
）』
の
詠
者
に
も
加
わ
っ

て
お
り
、
前
期
京
極
派
歌
壇
の
歌
人
と
し
て
活
躍
し
た
。

岩
佐
美
代
子
「
京
極
派
歌
人
一
覧
」（
同
『
京
極
派
歌
人
の

研
究 

改
訂
新
装
版
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
。
初
刊
一
九
七

四
年
）
参
照
。

少
将
隆
蔭
　
四
条
隆
蔭
。
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
～
貞
治
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三
年
（
一
三
六
四
）。
こ
の
と
き
、
従
四
位
下
。
こ
の
日
、

左
少
将
と
な
る
（『
公
補
』）。
十
七
歳
。
四
条
家
の
支
流
油

小
路
家
の
祖
。『
尊
卑
』
二
―
三
七
一
。『
公
補
』
元
弘
元

～
正
慶
二
、
建
武
元
～
貞
治
三
（『
公
事
』
六
〇
一
頁
）。
父

は
隆
政
。
母
は
家
女
房
。

　
　
隆
蔭
は
四
条
家
の
庶
流
に
属
し
た
が
、
一
門
の
要
で
あ

る
善
勝
寺
長
者
を
つ
と
め
た
（『
尊
卑
』）。
同
じ
く
四
条
家

の
隆
資
が
大
覚
寺
統
の
側
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
隆
蔭

は
持
明
院
統
に
属
し
、
兄
の
隆
有
と
と
も
に
後
伏
見
上
皇

の
院
庁
年
預
で
あ
っ
た
（『
院
司
補
任
』）。

　
　
元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
四
月
、
東
宮
量
仁
親
王
（
の
ち

の
光
厳
天
皇
）
の
春
宮
亮
と
な
り
、
元
弘
元
年
（
一
三
三

一
）
九
月
の
量
仁
践
祚
と
と
も
に
、
蔵
人
頭
と
な
る
（『
職

事
補
任
』〔
光
厳
院
〕）。
同
年
十
月
六
日
、
六
波
羅
探
題
に

赴
き
、
鎌
倉
幕
府
が
後
醍
醐
天
皇
か
ら
回
収
し
た
神
璽
・

宝
剣
を
受
け
取
っ
た
（『
剣
璽
渡
御
記
』、『
花
園
』）。
正
慶

元
年
（
一
三
三
二
）
に
は
、
後
伏
見
上
皇
の
使
者
と
し
て

関
東
に
下
向
し
、
践
祚
・
政
務
・
政
道
興
行
・
諸
国
興
行

・
関
所
な
ど
に
関
す
る
幕
府
の
返
事
を
持
ち
帰
っ
て
い
る

（『
花
園
』
六
月
三
日
条
）。
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
の
後
醍

醐
還
京
に
際
し
て
、
元
弘
の
乱
以
前
の
官
位
に
復
さ
れ
た
。

　
　
南
北
朝
期
に
は
北
朝
に
仕
え
、建
武
三
年
（
一
三
三
六
）

十
一
月
に
参
議
に
再
任
さ
れ
た
。
同
四
年
七
月
、
権
中
納

言
。
康
永
元
年
（
一
三
四
二
）
十
二
月
、
検
非
違
使
別
当

を
兼
ね
る
。
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
十
一
月
、
権
大
納

言
。
光
厳
上
皇
の
信
任
厚
く
、
評
定
衆
・
伝
奏
と
し
て
雑

訴
沙
汰
に
関
与
し
た
。
ま
た
、
正
平
一
統
後
の
後
光
厳
親

政
に
お
い
て
も
引
続
き
伝
奏
の
任
に
あ
り
、
議
定
衆
や
神

宮
伝
奏
も
つ
と
め
た
。
森
茂
暁
『
増
補
改
訂 

南
北
朝
期

公
武
関
係
史
の
研
究
』
第
三
章
「
北
朝
の
政
務
運
営
」

（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。
初
刊
一
九
八
四
年
）
参
照
。

　
　

貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
二
月
二
十
一
日
、
病
に
よ
っ

て
出
家
。
戒
師
は
光
厳
法
皇
が
つ
と
め
た
。
法
名
は
観
乗

（『
師
守
記
』）。
同
年
三
月
十
四
日
、
死
去
。
出
家
以
前
に

一
品
を
所
望
し
た
が
、
光
厳
の
推
挙
に
も
関
わ
ら
ず
、
勧

修
寺
経
顕
の
反
対
に
よ
っ
て
叶
わ
な
か
っ
た
（『
後
愚
昧
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記
』
三
月
十
四
日
条
）。

　
　
『
花
園
』
で
は
持
明
院
統
に
奉
仕
す
る
姿
が
随
所
に
見

え
、
後
伏
見
・
花
園
の
御
幸
の
供
奉
人
や
、
行
事
の
奉
行

を
つ
と
め
て
い
る
。
若
年
時
代
は
故
実
に
疎
か
っ
た
よ
う

で
あ
り
、
賀
茂
祭
の
儀
式
の
際
に
舞
踏
を
忘
れ
、
兄
隆
有

の
咳
払
い
で
慌
て
て
舞
踏
し
た
こ
と
が
『
花
園
』
文
保
元

年
（
一
三
一
七
）
四
月
二
十
五
日
条
に
見
え
る
。
ま
た
、

四
条
家
は
包
丁
道
の
家
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
隆
蔭
は
後

伏
見
や
花
園
の
前
で
し
ば
し
ば
料
理
の
腕
を
振
っ
て
い
る

（『
花
園
』
文
保
三
年
四
月
十
六
日
条
、元
亨
二
年
〔
一
三
二
二
〕

四
月
十
日
条
・
九
月
五
日
条
、
同
三
年
十
月
十
八
日
条
、
元
弘

元
年
〔
一
三
三
三
〕
十
一
月
二
十
三
日
条
）。

　
　

日
記
に
『
後
伏
見
院
御
除
服
記
』、『
広
義
門
院
御
産

記
』、『
剣
璽
渡
御
記
』
な
ど
が
あ
り
、
前
二
者
は
古
写
本

が
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
る
（
伏
見
宮
本
）。

今
日
、
物
忌
。
依
貴き

布ぶ

禰ね

恠
異
事
也
　「
物
忌
」
に
つ
い
て

は
、
三
月
十
九
日
条
注
釈
参
照
。「
貴
布
禰
」
は
、
貴
布

禰
神
社
（
現
在
の
貴
船
神
社
）
の
こ
と
。
山
城
国
愛
宕
郡

（
現
京
都
市
左
京
区
鞍
馬
貴
船
町
）
に
所
在
。
二
十
二
社
の
一

つ
。
祭
神
は
、
高た

か
お
か
み
の
か
み

龗
神
。
雨
乞
・
止
雨
の
神
と
し
て
崇
敬

を
受
け
た
。
炎
旱
霖
雨
の
あ
る
ご
と
に
、
奉
幣
使
が
派
遣

さ
れ
た
。

　
　
「
恠
異
」
は
、
不
吉
な
予
兆
を
示
す
異
常
現
象
。「
変

異
」
と
同
義
。
時
候
の
異
常
、
火
災
、
陵
墓
の
鳴
動
な
ど

に
つ
い
て
言
わ
れ
る
。
正
月
十
三
日
条
注
釈
「
変
異
」
参

照
。
本
日
条
に
見
え
る
貴
布
禰
神
社
の
恠
異
に
つ
い
て
は

不
明
。

〔
十
一
日
、
辛
未
、〕
晴
。
英（

和
気
）成
朝
臣
・
全（

和
気
）成
朝
臣
、
朕
腫
物
針
立
。
血
多
出
。
後
痛
頗
休
。
今
日
、
物
忌
。

 

【
訓
読
】
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晴
る
。
英
成
朝
臣
・
全
成
朝
臣
、
朕
の
腫
物
に
針
を
立
つ
。
血
、
多
く
出
づ
。
後
に
痛
み
す
こ
ぶ
る
休
む
。

　
今
日
、
物
忌
な
り
。

 
【
注
釈
】

英
成
朝
臣　
和
気
英
成
。
生
没
年
未
詳
。
こ
の
と
き
典
薬
医

師
。『
医
陰
系
図
』〔
医
道
和
気
氏
〕、『
和
気
氏
系
図
』。

父
は
夏
成
。

　
　
『
医
陰
系
図
』〔
医
道
和
気
氏
〕
に
「
院（

朱
合
点
）昇

殿
、
修
理
権

大
夫
／
正
四
下
／
医
博
士
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
広
義
門

院
御
産
愚
記
（
公
衡
公
記
）』
延
慶
四
年
（
一
三
一
一
）
三

月
二
十
五
日
条
に
「
医
師
英
成
」
と
見
え
る
の
で
、
こ
れ

以
前
に
典
薬
医
師
に
補
任
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
英
成
の

官
歴
に
つ
い
て
は
、
新
村
拓
「
中
世
の
典
薬
寮
補
任
官
人

の
検
討
」（
同
『
古
代
医
療
官
人
制
の
研
究
―
典
薬
寮
の
構

造
―
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
三
年
、
三
八
三
頁
）
参
照
。

　
　
『
花
園
』
で
は
本
日
条
が
初
見
で
あ
り
、
こ
の
後
、
花

園
の
発
病
や
体
調
不
良
の
際
に
召
さ
れ
て
診
察
・
治
療
し
、

あ
る
い
は
薬
を
進
め
た
こ
と
が
散
見
す
る
。
と
く
に
、
正

和
三
年
（
一
三
一
四
）
閏
三
月
、
花
園
が
上
気
に
よ
っ
て

「
心
神
悩
苦
」
と
な
っ
た
際
に
召
さ
れ
て
診
察
し
、
花
園

の
本
復
後
に
石
清
水
八
幡
宮
守
護
の
武
士
の
み
た
霊
夢
を

語
っ
て
い
る
（『
花
園
』
閏
三
月
二
十
九
日
条
）。

　
　
ま
た
、
正
和
三
年
二
月
、
丹
波
長
直
と
と
も
に
後
伏
見

上
皇
の
疱
瘡
の
治
病
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
と
き
、
英
成
と

長
直
と
の
間
で
治
療
に
関
し
て
相
論
が
発
生
し
た
が
、
英

成
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、
英
成
に
は
勧
賞
以
外
に
馬
・
女

房
装
束
が
与
え
ら
れ
た
（『
花
園
』
二
月
三
日
・
六
日
条
）。

元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
八
月
に
は
、
丹
波
尚
康
と
共
に

衣
笠
殿
に
召
さ
れ
て
永
福
門
院
の
病
気
に
つ
い
て
評
定
し

（『
花
園
』
八
月
三
日
条
）、
同
年
十
一
月
に
も
、
後
伏
見
の

皇
女
の
病
状
を
診
察
し
て
薬
を
進
め
て
い
る
（『
花
園
』
十

一
月
二
十
一
日
条
）。

　
　
な
お
、
後
伏
見
上
皇
宛
と
考
え
ら
れ
る
「
伏
見
上
皇
自

筆
消
息
」（
鳥
取
県
大
雲
院
所
蔵
『
妙
法
蓮
華
経
巻
第
四
紙
背
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文
書
』
第
十
三
紙
）
に
は
、
後
伏
見
の
腹
痛
を
診
察
し
た

英
成
が
そ
の
病
状
を
伏
見
に
言
上
し
た
こ
と
が
見
え
る
。

全
成
朝
臣　
和
気
全
成
。
こ
の
と
き
典
薬
医
師
。
二
月
九
日

条
注
釈
「
和
気
全
成
朝
臣
」、
四
月
一
日
条
注
釈
参
照
。

腫
物　

花
園
は
四
月
一
日
に
「
小
雑
熱
」（
腫
物
）
を
患
い
、

和
気
全
成
の
診
察
を
受
け
た
。
こ
の
た
め
九
日
に
は
沐
浴

・
毎
日
拝
・
毎
日
念
誦
・
二
間
念
誦
な
ど
を
止
め
、
十
二

日
に
も
梅
宮
祭
・
松
尾
祭
・
平
野
祭
・
平
野
臨
時
祭
な
ど

の
御
禊
を
行
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
日
、
和
気
英
成
・
全
成

が
針
治
療
を
施
し
た
が
、
病
状
は
全
快
し
な
か
っ
た
よ
う

で
、
二
十
二
日
に
丹
波
長
直
が
、
二
十
四
日
に
同
行
長
が

召
さ
れ
て
蛭
飼
の
治
療
法
の
相
談
が
行
わ
れ
て
い
る
（
以

上
『
花
園
』）。

針
立　
「
針
」
は
こ
こ
で
は
針
治
療
に
用
い
る
道
具
。
日
本

古
代
・
中
世
前
期
に
お
け
る
針
治
療
は
、
中
国
に
比
べ
る

と
技
術
が
低
水
準
で
あ
り
、
疼
血
（
悪
血
）
を
取
り
出
す

刺
絡
（
瀉
血
）
や
、
膿
汁
を
排
出
す
る
腫
物
の
切
開
な
ど

の
外
科
的
な
処
置
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
経

穴
に
針
を
刺
入
し
経
絡
の
異
常
を
調
整
す
る
よ
う
な
高
度

な
針
治
療
は
、
中
世
後
期
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
鎌
倉
時
代
に
は
、
赤
く
焼
い
た
針
で
腫
物
を
刺
し
て
排

膿
す
る
「
火
針
」
と
い
う
過
渡
的
な
針
治
療
が
行
わ
れ
、

『
花
園
』
に
も
京
極
為
兼
や
後
宇
多
法
皇
が
こ
れ
を
受
け

た
こ
と
が
見
え
る
（
正
和
二
年
〔
一
三
一
三
〕
六
月
四
日
条
、

元
亨
二
年
〔
一
三
二
二
〕
九
月
十
二
日
・
十
五
日
条
）。

　
　
新
村
拓
「
医
師
の
開
業
と
診
療
」（
同
『
日
本
医
療
社
会

史
の
研
究
―
古
代
中
世
の
民
衆
生
活
と
医
療
―
』
法
政
大
学
出

版
局
、
一
九
八
五
年
、
一
〇
六
～
一
〇
九
頁
）
参
照
。

物も
の
い
み忌　

三
月
十
九
日
条
注
釈
参
照
。

〔
十
二
日
、
壬
申
、〕
晴
。
梅
宮
祭
。
内
侍
名（

藤
原
）子
。
松
尾
祭
。
内
侍
遠
子
。
平
野
祭
幷〻
同
臨
時
祭
也
。
然
而
依
二

雑
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熱
事
一、
無
二
御
禊
一。
権
中
納
言
通（

中
院
）顕
、
奏
二
宣
命
一
如
レ
例
。
丑
刻
、
関
白
参
入
。

 
【
訓
読
】

　
晴
る
。
梅
宮
祭
。
内
侍
名
子
。
松
尾
祭
。
内
侍
遠
子
。
平
野
祭
、
同
じ
く
臨
時
祭
な
り
。
し
か
れ
ど
も
雑
熱
の
事
に
依
り
御

禊
無
し
。
権
中
納
言
通
顕
、
宣
命
を
奏
す
る
こ
と
例
の
ご
と
し
。

　
丑
の
刻
、
関
白
参
入
す
。

 

【
注
釈
】

梅
宮
祭　

四
月
一
日
条
注
釈
参
照
。
既
に
四
月
一
日
（
辛

酉
）
条
の
頭
書
に
「
梅
宮
祭
。
内
侍
遠（

高
階
）子

」
と
あ
る
。
同

日
条
と
本
日
条
の
い
ず
れ
か
は
記
載
の
誤
り
か
、
も
し
く

は
こ
の
日
に
延
引
し
た
も
の
か
。
不
審
。

内
侍
名
子
　「
内
侍
」
に
つ
い
て
は
、
正
月
七
日
条
注
釈
、

二
月
七
日
条
注
釈
「
掌
侍
」
参
照
。

　
　
「
名
子
」
に
つ
い
て
は
、
不
明
。『
花
園
』
正
和
二
年

（
一
三
一
三
）
十
一
月
十
五
日
条
に
「
内
侍
藤
名
子
」
が
園

韓
神
祭
に
参
行
し
、
同
三
年
二
月
一
日
条
に
も
「
掌
侍
藤

名
子
」
が
大
原
野
祭
に
参
行
し
た
こ
と
が
見
え
る
。

　
　
「
藤
名
子
」
に
該
当
す
る
人
物
と
し
て
は
、
日
野
資
名

女
で
西
園
寺
公
宗
室
の
日
野
名
子
（
生
年
未
詳
、『
竹
む
き

が
記
』
作
者
）
が
い
る
が
、
延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
没
、

正
慶
二
年
（
一
三
三
三
）
結
婚
の
経
歴
か
ら
逆
算
す
れ
ば
、

正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
は
一
～
十
歳
ご
ろ
に
相
当
し
、

内
侍
を
勤
め
る
に
は
無
理
が
生
じ
る
。
従
っ
て
、
別
の
人

物
と
考
え
る
の
が
妥
当
か
。
な
お
、
松
薗
斉
「
中
世
女
房

の
基
礎
的
研
究
―
内
侍
を
中
心
に
―
」（『
愛
知
学
院
大
学

文
学
部
紀
要
』
三
四
、
二
〇
〇
四
年
）
も
不
明
と
す
る
。

松ま
つ
の
お
の
ま
つ
り

尾
祭
　
山
城
国
葛
野
郡
に
あ
る
松
尾
神
社
（
現
京
都
市
西

京
区
嵐
山
宮
町
）
の
例
祭
。
四
月
の
上
の
申
の
日
に
行
わ
れ
、

後
に
十
一
月
の
上
の
酉
の
日
に
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
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た
。
弁
・
内
侍
・
官
外
記
が
参
仕
し
、
上
卿
の
参
向
は
な

い
（『
夕
拝
備
急
至
要
抄
』
上
〔
四
月 

松
尾
祭
〕）。

内
侍
遠
子
　
高
階
遠
子
（
女
房
名
は
「
兵
衛
督
」）。
二
月
二
十

日
条
注
釈
「
遠
子
」、
四
月
一
日
条
注
釈
参
照
。

平ひ
ら
の
の
ま
つ
り

野
祭
　
山
城
国
葛
野
郡
に
あ
る
平
野
神
社
（
現
京
都
市
上

京
区
平
野
宮
本
町
）
の
例
祭
。
四
月
・
十
一
月
の
上
の
申

の
日
に
行
わ
れ
た
。
上
卿
・
弁
・
官
外
記
・
内
侍
が
参
向

し
、
近
衛
将
監
が
見
参
を
取
り
奏
上
す
る
（『
建
武
』〔
平

野
の
祭
〕、『
夕
拝
備
急
至
要
抄
』
上
〔
四
月 

平
野
祭
〕）。

同
臨
時
祭
　
平
野
臨
時
祭
の
こ
と
。
平
野
祭
と
同
じ
く
四
月

・
十
一
月
の
上
の
申
の
日
に
行
わ
れ
る
が
、
全
く
の
別
の

儀
式
で
あ
る
。
天
皇
が
御
禊
を
行
っ
た
後
、
上
卿
に
よ
っ

て
宣
命
が
奏
上
さ
れ
使
い
の
五
位
殿
上
人
に
下
さ
れ
る
。

使
い
が
社
頭
に
参
向
し
て
奉
幣
の
の
ち
、
宣
命
が
読
み
上

げ
ら
れ
、
近
衛
の
舞
人
に
よ
る
歌
舞
（
東
遊
）
や
走
馬
が

奉
ら
れ
る
。
一
脚
の
案
に
御
幣
を
二
本
置
く
点
な
ど
は
、

賀
茂
臨
時
祭
と
同
様
で
あ
る
（『
江
次
第
』
六
、『
建
武
』

〔（
平
野
）
臨
時
祭
〕）。

依
雑
熱
事
、
無
御
禊　
「
雑
熱
」
は
、
四
月
一
日
条
注
釈

「
朕
有
小
雑
熱
。
…
…
」
参
照
。
前
日
の
腫
物
の
治
療
に

よ
る
出
血
に
よ
り
、
梅
宮
・
松
尾
・
平
野
祭
、
平
野
臨
時

祭
な
ど
の
御
禊
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
言
う
。
な
お
、

『
禁
秘
抄
』
上
〔
神
事
次
第
〕
参
照
。

権
中
納
言
通
顕　
中
院
通
顕
。
二
月
六
日
条
注
釈
「
権
中
納

言
源
通
顕
朝
臣
」、
四
月
一
日
条
注
釈
「
上
卿
土
御
門
中

納
言
通
顕

」
参
照
。

奏
宣
命
如
例　
「
宣
命
」
は
、
天
皇
の
勅
命
を
記
し
た
文
書
。

漢
文
体
で
書
か
れ
た
詔
・
勅
に
対
し
、
和
文
体
の
宣
命
書

き
で
書
か
れ
る
。
文
案
は
通
常
、
内
記
が
起
草
し
た
。
相

田
二
郎
『
日
本
の
古
文
書 

上
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
、

一
七
三
～
一
七
八
頁
）
参
照
。

　
　
平
野
臨
時
祭
に
お
い
て
は
、
上
卿
が
陣
に
着
し
、
内
記

に
宣
命
を
持
た
せ
、
弓
場
殿
に
て
蔵
人
に
付
し
て
奏
上
さ

せ
る
。
そ
の
の
ち
上
卿
は
殿
上
に
候
し
、
蔵
人
よ
り
宣
命

を
受
け
取
り
、
小
板
敷
に
て
使
い
に
宣
命
を
与
え
る
（『
江

次
第
』
六
、『
柱
史
抄
』
上
〔
四
月 

上
申
日
平
野
祭
〕）。
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丑
刻　
午
前
一
時
～
三
時
。

関
白
　
鷹
司
冬
平
。
こ
の
と
き
従
一
位
。
三
十
九
歳
。
正
月

十
二
日
条
注
釈
参
照
。

〔
十
三
日
、
癸
酉
、〕
晴
。
無
事
。
依
二
神
事
一
不
二
精
進
一。
先
々
依
二
虚
空
蔵
縁
日
一、
自
二
幼
少
一
毎
月
精
進
也
。

 

【
訓
読
】

　
晴
る
。
無
事
な
り
。
神
事
に
依
り
精
進
せ
ず
。
先
々
虚
空
蔵
の
縁
日
に
依
り
、
幼
少
よ
り
毎
月
精
進
す
る
な
り
。

 

【
注
釈
】

依
神
事
不
精
進
　「
神
事
」
は
、
神
祭
に
先
だ
っ
て
天
皇
が

行
う
心
身
潔
斎
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
賀
茂
祭
の
神
事
を
い

う
（
四
月
八
日
条
注
釈
「
七
日
・
今
日
精
進
也
。
…
…
」
参
照
）。

「
精
進
」
に
つ
い
て
は
、
正
月
八
日
条
注
釈
参
照
。
神
事

で
は
僧
尼
や
重
軽
服
の
人
の
参
内
、
ま
た
は
仏
経
は
憚
ら

れ
る
の
で
、
花
園
は
仏
事
の
精
進
を
避
け
て
い
る
。

先
々
依
虚
空
蔵
縁
日
、
自
幼
少
毎
月
精
進
也
　「
前
々
よ
り

（
十
三
日
は
）
虚
空
蔵
菩
薩
の
縁
日
で
あ
る
の
で
、（
花
園

は
）
幼
少
よ
り
毎
月
精
進
を
し
て
き
た
」
の
意
。
虚
空
蔵

菩
薩
に
つ
い
て
は
、
正
月
十
三
日
条
注
釈
「
虚
空
蔵
」
参

照
。「
縁
日
」
も
同
日
条
注
釈
参
照
。

 

〔
十
四
日
、
甲
戌
、〕
晴
。
物
忌
。
是
依
二
稲
荷
社
恠
異
事
一
也
。
此4

〔
×
今
〕間
所
々
奇4

〔
×
恠
異
〕恠4

、
連
々
変
異
、
尤
可
レ
驚
。
諸
事

謹
慎
。
依
二
神
事
一

不4

〔
×
止
〕二
精
進
一。
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【
訓
読
】

　
晴
る
。
物
忌
な
り
。
こ
れ
稲
荷
社
の
恠
異
の
事
に
依
る
な
り
。
こ
の
間
、
所
々
の
奇
恠
、
連
々
の
変
異
、
も
っ
と
も
驚
く
べ

し
。
諸
事
謹
慎
す
。

　
神
事
に
依
り
精
進
せ
ず
。

 

【
注
釈
】

物
忌　
三
月
十
九
日
条
注
釈
参
照
。
こ
の
と
き
の
物
忌
は
、

本
日
か
ら
十
七
日
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
。

稲い
な
り荷
社し

ゃ
恠
異　
「
稲
荷
社
」
は
、
現
在
の
伏
見
稲
荷
大
社
の

こ
と
。
山
城
国
紀
伊
郡
稲
荷
山
に
所
在
（
現
京
都
市
伏
見

区
深
草
）。
祭
神
は
、
下
社
が
宇
迦
之
御
魂
大
神
、
中
社

が
佐
田
彦
大
神
、
上
社
が
大
宮
能
売
大
神
で
、
の
ち
に
田

中
大
神
、
四
大
神
が
加
え
祀
ら
れ
た
。
祈
雨
の
神
と
し
て

朝
廷
の
崇
敬
を
受
け
、
の
ち
に
二
十
二
社
の
一
つ
に
列
せ

ら
れ
た
。
東
寺
の
鎮
守
神
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

　
　
「
恠
異
」
に
つ
い
て
は
、
四
月
十
日
条
注
釈
「
今
日
、

物
忌
。
…
…
」
参
照
。
稲
荷
社
は
、
正
和
元
年
（
一
三
一

二
）
に
京
都
五
条
以
南
の
祭
礼
敷
地
役
を
め
ぐ
っ
て
東
大

寺
と
争
論
を
起
こ
し
、
同
年
十
二
月
、
東
大
寺
衆
徒
が
稲

荷
社
旅
所
を
閉
門
し
て
稲
荷
祭
の
開
催
を
妨
害
す
る
な
ど
、

混
乱
状
態
に
あ
っ
た
。
本
日
条
の
「
恠
異
」
に
つ
い
て
も
、

こ
の
騒
動
と
の
何
ら
か
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
小
島
鉦

作
「
京
都
五
条
以
南
の
稲
荷
社
祭
礼
敷
地
役
と
東
大
寺
―

祭
礼
敷
地
役
に
関
す
る
十
通
の
『
東
大
寺
文
書
』
を
中
心

と
し
て
―
」（『
小
島
鉦
作
著
作
集 

三 

神
社
の
社
会
経
済
史
的

研
究
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
八
七
年
。
初
出
一
九
七
四
年
）
参
照
。

此
間
所
々
奇
恠
、
連
々
変
異
、
尤
可
驚　
「
こ
こ
の
と
こ
ろ
、

あ
ち
こ
ち
で
不
思
議
な
こ
と
が
あ
り
、
絶
え
ず
異
常
現
象

が
起
き
て
い
る
の
は
、
た
い
へ
ん
驚
く
べ
き
こ
と
だ
」
の

意
。「
奇
恠
」
は
、「
人
知
で
は
思
い
も
よ
ら
な
い
怪
し
い

こ
と
」
や
「
不
思
議
な
こ
と
」
の
意
。「
連
々
」
は
、「
引

き
続
い
て
絶
え
る
こ
と
の
な
い
さ
ま
」
の
意
。「
変
異
」
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に
つ
い
て
は
、
正
月
十
三
日
条
注
釈
参
照
。

　
　
正
和
二
年
は
、
恠
異
や
変
異
が
頻
繁
に
起
き
た
年
で
あ

っ
た
。『
花
園
』
で
は
本
日
条
以
外
に
も
、
五
月
五
日
条

や
九
月
二
十
九
日
条
に
同
様
の
記
事
が
見
え
る
。

依
神
事
不
精
進
　
前
日
に
引
き
続
い
て
賀
茂
祭
の
神
事
の
た

め
に
仏
事
を
避
け
て
い
る
。「
精
進
」
に
つ
い
て
は
、
正

月
八
日
条
注
釈
参
照
。

 

〔
十
五
日
、
乙
亥
、〕
晴
。
今
日
、
猶
物
忌
。
今
日
、
如
法
内
々
哥
会
。
短
冊
也
。
密
々
披
構〔
講
〕。
梵
網
経
不
レ
読
レ
之
。

依
二
神
事
一
也
。

 

【
訓
読
】

　
晴
る
。
今
日
、
な
ほ
物
忌
な
り
。

　
今
日
、
如
法
内
々
の
哥
会
。
短
冊
な
り
。

密
々
の
披
構〔

講
〕。

　
梵
網
経
、
こ
れ
を
読
ま
ず
。
神
事
に
依
る
な
り
。

 

【
注
釈
】

物
忌
　
三
月
十
九
日
条
注
釈
参
照
。

如
法
　
こ
こ
で
は
「
い
つ
も
の
よ
う
に
」
の
意
。
正
月
九
日

条
注
釈
「
如
法
密
儀
」
参
照
。

内
々
哥
会
。
短
冊
也
　「
内
々
哥
会
」
は
、
天
皇
と
内
々
の
近

臣
が
行
う
歌
会
。
公
卿
が
出
席
し
、
晴
儀
と
し
て
行
わ
れ

る
「
御
会
」
と
は
別
種
の
性
格
を
持
つ
。
藤
原
定
家
『
和

歌
書
様
』
で
は
「
中
殿
」（
清
涼
殿
で
行
う
晴
儀
の
御
会
）

と
は
別
に
「
内
々
常
之
御
会
」
と
い
う
項
目
を
立
て
て
お

り
、
こ
れ
に
相
当
す
る
。

　
　
「
短
冊
也
」
は
、
短
冊
に
よ
っ
て
歌
を
提
出
す
る
略
式
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の
歌
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
歌
会
で
は
懐
紙
を
用
い

る
の
が
正
式
だ
が
、
鎌
倉
時
代
中
頃
か
ら
は
短
冊
で
代
用

す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
な
お
、
早
い
時
期
の
短
冊
の
遺
品

と
し
て
、
光
明
上
皇
以
下
二
十
六
人
の
も
の
が
尊
経
閣
文

庫
所
蔵
『
宝
積
経
要
品
』（
国
宝
）
の
紙
背
に
存
す
る
。

披〔
講
〕構　

正
月
九
日
条
注
釈
参
照
。

梵
網
経
不
読
之
。
依
神
事
也
　「
神
事
で
あ
る
た
め
、
日
課

の
梵
網
経
読
誦
を
行
わ
な
か
っ
た
」
の
意
。
こ
こ
で
の

「
神
事
」
は
、
前
日
と
同
じ
く
賀
茂
祭
の
そ
れ
を
指
す
。

正
月
十
五
日
条
注
釈
「
梵
網
経
、
如
恒
読
之
」
参
照
。

 

〔
十
六
日
、
丙
子
、〕
今＊

日
、
又
物
忌
也
。
今
夜
、
俊（
藤
原
）言
朝
臣
語
云4

〔
×
言
〕、
今
日
、
院（
伏
見
上
皇
）
御
二

幸
六
条
殿
一

之
間
、
花
山
院

大（
師
信
）納
言
宿
所
前
ニ
テ
、
御
牛
飼
七
王
丸
。
追
レ
牛
云
々
。
即
顛
倒
。
三
町
牛
走
行
。
御
牛
飼
共
、
更
留
不
レ
得
。
是

実（
三
条
）躬
卿
所
レ
預
御
牛
云
々
。
件
卿
牛
飼
童
、
取
二
牛
鼻
一。
仍
無
為
。
此
童
高
名
也
。

　「（
＊
頭
書
）
今
日
、
自
（
伏
見
上
皇
）

二
仙
洞
一
給
二
人
左
記
一
合
一。
順
徳
院
　

御
記
也
。
」

 

【
訓
読
】

　
今
日
、
ま
た
物
忌
な
り
。

　
今
夜
、
俊
言
朝
臣
語
り
て
云
は
く
、
今
日
、
院
、
六
条
殿
に
御
幸
す
る
間
、
花
山
院
大
納
言
の
宿
所
の
前
に
て
、
御
牛
飼
七

王
丸
。

牛
を
追
ふ
と
云
々
。
す
な
は
ち
顛
倒
す
。
三
町
を
牛
走
り
行
く
。
御
牛
飼
共
、
さ
ら
に
留
む
る
を
得
ず
。
こ
れ
実
躬
卿

預
か
る
所
の
御
牛
と
云
々
。
件
の
卿
の
牛
飼
童
、
牛
の
鼻
を
取
る
。
よ
っ
て
無
為
。
こ
の
童
の
高
名
な
り
。

　
「（

頭
書
）今

日
、
仙
洞
よ
り
人
左
記
一
合
を
給
は
る
。
順
徳
院
御

記
な
り
。
」
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【
注
釈
】

物
忌
　
三
月
十
九
日
条
注
釈
参
照
。

俊
言
朝
臣
　
藤
原
俊
言
。
こ
の
と
き
正
四
位
下
、
蔵
人
頭
・

右
中
将
。
正
月
一
日
条
注
釈
参
照
。

院（
仙
洞
）　
伏
見
上
皇
。
花
園
の
父
。
四
十
九
歳
。
二
月
三

日
条
注
釈
参
照
。

六
条
殿
　
六
条
大
路
北
・
西
洞
院
西
。
寿
永
二
年
（
一
一
八

三
）
十
二
月
、
平
業
忠
の
邸
を
後
白
河
法
皇
が
御
所
と
し
、

域
内
に
持
仏
堂
と
し
て
長
講
堂
を
建
立
。
三
月
十
三
日
条

注
釈
「
長
講
堂
」
参
照
。
後
伏
見
・
花
園
は
、
後
白
河
・

後
深
草
院
の
忌
日
に
六
条
殿
に
参
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

花
山
院
大
納
言
　
花
山
院
師
信
。
文
永
十
一
年（
一
二
七
四
）

～
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）。
こ
の
と
き
正
二
位
、
大
納
言
。

四
十
歳
。『
尊
卑
』
一
―
二
〇
〇
。『
公
補
』
正
応
四
～
元

亨
元
（『
公
事
』
三
〇
〇
頁
）。
父
は
内
大
臣
師
継
。
母
は
家

女
房
（
大
江
季
光
女
。『
尊
卑
』
四
―
一
〇
五
）。

　
　

弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
十
二
月
、
叙
爵
。
正
応
四
年

（
一
二
九
一
）
三
月
、
蔵
人
頭
（『
職
事
補
任
』〔
伏
見
院
〕）。

同
年
七
月
、
参
議
。
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）
十
月
、
権

大
納
言
。
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
十
月
、
内
大
臣
。
そ

の
間
、
尊
治
親
王
（
の
ち
の
後
醍
醐
天
皇
）
の
春
宮
大
夫

（『
春
宮
坊
官
補
任
』）
や
乳
父
（『
継
塵
記
』
文
保
二
年
〔
一
三

一
八
〕
三
月
二
日
条
）、
邦
良
親
王
の
皇
太
子
傅
（『
公
補
』）

を
つ
と
め
る
。

　
　
若
年
よ
り
後
宇
多
上
皇
に
近
侍
し
、
第
一
次
・
第
二
次

後
宇
多
院
政
期
に
伝
奏
を
つ
と
め
た
。
持
明
院
統
で
も
重

ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
死
没
時
に
は
花
園
も
「
和
漢
之
才
、
不

恥
於
時
輩
。
可
謂
良
佐
。
尤
可
惜
々
々
。
依
之
、
明
日
舞

幷
今
夜
内
々
可
有
御
遊
之
由
、
雖
有
沙
汰
、
被
止
之
」

（『
花
園
』
元
亨
元
年
十
一
月
一
日
条
）
と
記
し
て
い
る
。
和

歌
で
は
、『
新
後
撰
集
』
以
下
に
一
七
首
入
集
し
、『
文
保

百
首
』
に
出
詠
し
た
。
ま
た
、
漢
学
に
独
自
の
見
識
を
有

し
た
（『
園
太
暦
』
延
慶
四
年
〔
一
三
一
一
〕
二
月
五
日
条
）。

　
　
な
お
、
生
年
・
年
齢
は
『
公
補
』
正
和
二
年
以
降
の
尻

付
に
よ
る
が
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
以
前
の
尻
付
に
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は
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
生
ま
れ
と
な
る
年
齢
が
記
載

さ
れ
る
。

宿
所
　
本
日
条
か
ら
、
花
山
院
師
信
の
宿
所
は
、
当
時
の
伏

見
上
皇
御
所
で
あ
る
持
明
院
殿
か
ら
六
条
殿
に
至
る
経
路

上
に
存
し
た
こ
と
に
な
る
。
次
の
史
料
所
見
か
ら
、
師
信

の
宿
所
は
大
炊
御
門
堀
川
に
位
置
し
、
伏
見
の
御
幸
に
は

堀
川
小
路
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
『
妙
槐
記
』
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
四
月
十
八
日
条
に

は
、
師
信
の
父
師
継
（
一
二
二
二
～
一
二
八
一
）
の
宿
所
に

「
大
炊
御
門
蓬
屋
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
、『
暇
服
事
』

所
引
『
妙
槐
記
』
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
七
月
二
十
六

日
条
に
も
、
師
継
の
宿
所
が
「
大
炊
御
門
北
、
堀
河
東
」

に
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
。
師
継
の
死
後
、
弘
安
十
年
（
一

二
八
七
）
八
月
に
亀
山
上
皇
の
院
宣
に
よ
っ
て
師
信
が
管

領
し
た
（『
勘
仲
記
』
八
月
六
日
条
）。

牛う
し
か
い飼

　
牛
飼
童
。「
牛
童
」
と
も
。
牛
車
の
牛
を
引
く
小
者
。

狩
衣
や
水
干
を
着
用
す
る
が
、
老
齢
に
及
ん
で
も
髪
は
垂

髪
の
ま
ま
、
童
名
で
呼
ば
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
網

野
善
彦
「
童
形
・
鹿
杖
・
門
前
―
再
刊
『
絵
引
』
に
よ
せ

て
―
」（
同
『
異
形
の
王
権
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九

九
三
年
、
六
〇
～
六
六
頁
。
初
出
一
九
八
四
年
）
参
照
。

　
　
丹
生
谷
哲
一
「
中
世
牛
飼
童
の
存
在
形
態
―
『
看
聞
日

記
』
を
中
心
に
―
」（
同
『
身
分
・
差
別
と
中
世
社
会
』
塙
書

房
、
二
〇
〇
五
年
。
初
出
一
九
九
七
年
）
は
、『
看
聞
日
記
』

を
用
い
て
、
牛
飼
と
貴
人
の
主
従
関
係
や
牛
飼
の
諸
方
兼

参
を
論
じ
る
。

七
王
丸
　『
後
伏
見
院
御
幸
始
記
（
公
衡
公
記
）』
正
安
三
年

（
一
三
〇
一
）
二
月
八
日
条
に
、
後
伏
見
上
皇
の
御
牛
飼
と

し
て
所
見
。
や
や
時
期
は
遡
る
が
、
大
炊
御
門
頼
実
の
孫

が
鎌
倉
後
期
に
著
し
た
『
駿
牛
絵
詞
』
に
、「
角
総
河
内
牛　

七
王
丸
／
…
…
／
常（

西
園
寺
実
氏
）

盤
井
入
道
大
相
国
、
仙
洞
へ
進
せ
ら

る
。
…
…
後
に
は
女
院
へ
進
せ
ら
る
」
と
あ
る
の
も
、
同

人
か
。

実
躬
卿　

三
条
実
躬
。
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
～
？
。
こ

の
と
き
正
二
位
、
前
権
中
納
言
・
按
察
使
。
五
十
歳
。

『
尊
卑
』
一
―
一
四
〇
。『
公
補
』
永
仁
六
～
文
保
元
（『
公
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事
』
一
八
三
～
一
八
四
頁
）。
父
は
権
大
納
言
公
貫
。
母
は

権
中
納
言
吉
田
為
経
女
。

　
　

文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
正
月
、
叙
爵
。
右
兵
衛
佐
・

左
少
将
・
右
少
将
・
右
中
将
を
経
て
、
永
仁
三
年
（
一
二

九
五
）
六
月
、
蔵
人
頭
（『
職
事
補
任
』〔
伏
見
院
〕）。
同
六

年
六
月
、
参
議
。
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）
十
月
、
権
中

納
言
と
な
る
が
、
同
三
年
三
月
に
辞
す
。
正
和
五
年
（
一

三
一
六
）
七
月
、
権
大
納
言
。
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
二

月
、
出
家
。
法
名
は
実
円
。

　
　
大
覚
寺
統
の
亀
山
上
皇
の
近
臣
で
あ
る
が
、
伏
見
天
皇

の
蔵
人
頭
を
つ
と
め
、
両
統
に
奉
公
し
た
。『
花
園
』
文

保
三
年
（
一
三
一
九
）
二
月
十
九
日
条
、
元
応
二
年
（
一
三

二
〇
）
三
月
三
日
条
、
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
三
月
三
日

条
に
よ
れ
ば
、
実
躬
は
伏
見
の
子
と
思
わ
れ
る
若
宮
を
養

っ
て
い
た
。

　
　
装
束
故
実
に
通
暁
し
、
日
記
に
『
実
躬
卿
記
』
が
あ
る
。

今
江
広
道
「
実
躬
卿
記
―
嘉
元
四
年
五
月
巻
―
」（『
書
陵

部
紀
要
』
二
九
、
一
九
七
七
年
）、
菊
地
大
樹
「「
実
躬
卿

記
」
紙
背
文
書
と
鎌
倉
時
代
の
羽
林
家
」（
鎌
倉
遺
文
研
究

会
編
『
鎌
倉
遺
文
研
究 

Ⅲ 

鎌
倉
期
社
会
と
史
料
論
』
東
京
堂

出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
参
照
。

無ぶ

為い

　「
ブ
」
は
漢
音
。
無
事
平
穏
の
意
。

人
左
記
一
合
順
徳
院

御
記
也
　
順
徳
天
皇
の
日
記
。「
人
左
」
は
佐
渡

院
（「
順
徳
」
と
追
号
さ
れ
る
前
の
呼
称
）
の
「
佐
」
字
の
偏

と
旁
を
分
け
て
後
人
が
名
付
け
た
称
。「
一
合
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
複
数
巻
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
四
月
二

十
日
条
、
五
月
二
十
一
日
条
に
伏
見
上
皇
へ
の
返
却
の
記

事
が
見
え
る
。『
花
園
』
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
六
月
七

日
条
裏
書
に
、「
建
保
仏
名
出
居
相
論
時
」
の
先
例
を

「
順
徳
院
御
記
」
に
確
認
し
た
と
あ
る
。
同
記
は
、
大
覚

寺
統
の
万
里
小
路
殿
文
庫
に
も
あ
っ
た
（『
花
園
』
元
弘
元

年
〔
一
三
三
一
〕
十
月
十
五
日
条
別
記
）。

　
　
現
存
の
逸
文
は
、
和
歌
・
芸
能
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。

和
田
英
松
編
『
御
記
纂
』（『
列
聖
全
集 

宸
記
集 

上
』。
の
ち

『
増
補
史
料
大
成 

歴
代
宸
記
』）、
藤
本
孝
一
「『
順
徳
天
皇

御
記
』
建
保
六
年
八
月
十
三
日
条
―
中
殿
和
歌
管
絃
御
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会
―
」（『
国
書
逸
文
研
究
』
二
五
、
一
九
九
二
年
）、
辻
浩
和

「
天
理
図
書
館
蔵
『
蹴
鞠
記
』
抄
出
―
『
順
徳
院
御
記
』

逸
文
と
成
通
説
話
―
」（『
日
本
史
研
究
』
五
五
二
、
二
〇
〇

八
年
）
に
所
収
。

　
　
和
田
英
松
『
皇
室
御
撰
之
研
究
』（
明
治
書
院
、
一
九
三

三
年
）、『
歴
代
宸
記
』
解
題
、
米
田
雄
介
『
歴
代
天
皇
の

記
録
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。

順
徳
院
　
諱
は
守
成
。
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）
～
仁
治
三

年
（
一
二
四
二
）。
在
位
は
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
～
承

久
三
年
（
一
二
二
一
）。
父
は
後
鳥
羽
天
皇
。
母
は
藤
原
範

季
の
女
、
修
明
門
院
重
子
。

　
　
在
位
中
は
後
鳥
羽
院
政
の
下
で
政
務
に
あ
ず
か
ら
ず
、

有
職
故
実
の
研
究
や
和
歌
・
詩
・
管
絃
な
ど
芸
能
の
修
練

に
傾
倒
し
た
。
著
作
に
故
実
書
『
禁
秘
抄
』、
歌
集
『
順

徳
院
御
集
』、
歌
論
書
『
八
雲
御
抄
』
が
あ
る
。
父
後
鳥

羽
が
承
久
の
乱
に
敗
北
し
た
こ
と
に
よ
り
、
佐
渡
に
流
さ

れ
、
同
地
で
没
し
た
。
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
七
月
、

佐
渡
院
を
改
め
順
徳
院
と
追
号
。

　
　
藝
林
会
編
『
順
徳
天
皇
と
そ
の
周
辺
』（
臨
川
書
店
、
一

九
九
二
年
）、『
明
月
記
研
究
』
七
［
特
集
・
順
徳
院
］（
二

〇
〇
二
年
）
参
照
。

 

〔
十
七
日
、
丁
丑
、〕
猶
物
忌
。
今
日
、
内
々
哥4

〔
×
内
〕会
。
只
短
冊
也
。

当
時
詩
謌
会
、
為
二
練
習
一
也
。
更
不
レ
及

レ

広
者
也
。
此
間
、
殊
為
二

神
木4

〔
×
事
〕御
在
京
一

之
間
、
仍
詩
会
雖
二

内
一々

止
レ

之
。
於
レ

哥
者
、
不4

〔
×
内
〕レ

及
二

懐
帋
一、
只
短

冊
也
。
仍
不
レ
及
レ
止
レ
之
。

 

【
訓
読
】

　
な
ほ
物
忌
な
り
。
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今
日
、
内
々
の
哥
会
。
た
だ
短
冊
な
り
。
当
時
の
詩
謌
会
は
、
練
習
の
た
め
な
り
。
さ
ら
に
広
む
る
に
及
ば
ざ
る
も
の
な
り
。

こ
の
間
、
殊
に
神
木
御
在
京
た
る
間
、
す
な
は
ち
詩
会
は
内
々
と
雖
も
こ
れ
を
止
む
。
哥
に
お
い
て
は
、
懐
帋
に
及
ば
ず
、
た

だ
短
冊
な
り
。
よ
っ
て
こ
れ
を
止
む
る
に
及
ば
ず
。

 

【
注
釈
】

物
忌
　
三
月
十
九
日
条
注
釈
参
照
。

内
々
哥
会
。
只
短
冊
也
　
四
月
十
五
日
条
注
釈
「
内
々
哥
会
。

短
冊
也

」
参
照
。

当
時
詩
謌
会
、
為
練
習
也
。
更
不
及
広
者
也
　「
現
在
の
詩

会
・
歌
会
は
、
詩
作
・
歌
作
の
練
習
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
作
品
を
披
露
（
披
講
）
す
る
に
は
及
ば
な

い
」
の
意
。「
詩
謌
会
」
は
詩
歌
合
を
指
す
場
合
も
あ
る

が
（
四
月
十
八
日
条
注
釈
「
詩
謌
会
」
参
照
）、
こ
こ
で
は
、

「
詩
会
は
行
わ
な
い
が
、
歌
会
は
行
う
」
と
す
る
後
文
と

の
関
係
か
ら
、「
詩
会
と
歌
会
」
と
解
す
。

此
間
、
殊
為
神
木
御
在
京
之
間
、
仍
詩
会
雖
内
々
止
之
。
於

哥
者
、
不
及
懐
帋
、
只
短
冊
也
。
仍
不
及
止
之
　「
こ
の
と

　
こ
ろ
、（
春
日
社
の
）
神
木
在
京
の
た
め
、（
こ
れ
を
は
ば
か

っ
て
）
詩
会
は
内
々
の
も
の
で
も
中
止
し
た
が
、
歌
会
に

つ
い
て
は
懐
紙
で
は
な
く
、
短
冊
の
略
儀
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
中
止
す
る
に
は
及
ば
な
い
」
の
意
。

『
花
園
』
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
六
月
十
三
日
条
に
も
同

様
の
記
事
が
見
え
る
。
ま
た
、
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）

八
月
十
五
日
に
も
、
同
じ
く
神
木
在
京
を
理
由
と
し
て
、

後
醍
醐
天
皇
が
管
絃
の
御
会
を
行
わ
ず
、
内
々
の
歌
合
の

み
を
催
し
た
こ
と
が
『
増
鏡
』
一
三
〔
秋
の
み
山
〕
に
記

さ
れ
る
。

　
　
「
懐
帋
」（
懐
紙
、
会
紙
）
は
和
歌
な
ど
を
正
式
に
詠
進

す
る
際
に
用
い
る
紙
。
室
町
時
代
中
期
ご
ろ
の
歌
会
で
は
、

兼
日
題
を
懐
紙
、
当
座
題
を
短
冊
で
提
出
す
る
形
が
一
般

的
で
あ
っ
た
（
山
本
啓
介
「
和
歌
会
の
様
相
―
作
法
書
か
ら
見

た
和
歌
会
の
場
と
行
為
を
中
心
に
―
」〔
同
『
詠
歌
と
し
て
の
和

歌　

和
歌
会
作
法
・
字
余
り
歌
』
論
考
篇
第
一
章
六
、
新
典
社
、
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二
〇
〇
九
年
〕）。
し
た
が
っ
て「
不
及
懐
帋
、
只
短
冊
也
」

を
「
兼
日
題
は
な
く
、
当
座
題
の
み
の
歌
会
で
あ
っ
た
」

と
解
釈
で
き
な
く
も
な
い
が
、
た
と
え
ば
『
花
園
』
正
和

三
年
（
一
三
一
四
）
三
月
三
日
条
に
は
「
入
夜
密
々
詩
会
。

只
短
冊
也
。
是
依
大
分
宮
・
香
椎
社
等
事
也
。
雖
内
々
、

懐
帋
依
有
憚
也
」
と
あ
っ
て
、
懐
紙
を
用
い
る
こ
と
自
体

に
憚
り
が
あ
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
や
は
り
「
懐
紙
に
よ
る
正
式
の
歌
会
を
行
う
こ

と
は
憚
ら
れ
る
の
で
、
短
冊
を
用
い
た
」
と
理
解
す
る
ほ

う
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

 

〔
十
八
日
、
戊
寅
、〕
晴＊

。
今
日
、
依4

〔
×
無
〕二
賀
茂
祭
神
事
一、
毎
月
二
間
観
音
供
無4
〔
×
止
之
〕

レ

之4

。
於
二
真
言
院
一
修＊
＊

レ
之
。
今
日
、

和
哥
会
。
其
後
又
有
二
詩
謌
会
一。
短
冊
。
参
議
資（
源
）栄
卿
、
俊4〔
×
公
躬
朝
臣
〕

言
朝
臣

4

4

4

、
公（
三
条
）躬
・
資（
源
）清
・
為
基
等4

〔
×
顕
親
〕朝4

臣
、
顕（
藤
原
）親
。
又

女
房
少
々
読
レ
之
。

　「（
＊
頭
書
）
今
日
、
資
栄
卿
持
二
参
杜
甫
影
一。
唐
絵
也
。
有
二
山
水
一。
先
日
連
句
勝
負
、
依
レ
負
也
。」

　「（
＊
＊
裏
書
）

依
二
神
事
一
不
二
精
進
一。」

 

【
訓
読
】

　
晴
る
。
今
日
、
賀
茂
祭
の
神
事
に
依
り
、
毎
月
の
二
間
観
音
供
、
こ
れ
な
し
。
真
言
院
に
お
い
て
こ
れ
を
修
す
。

　
今
日
、
和
哥
会
、
そ
の
後
に
ま
た
詩
謌
会
有
り
。
短
冊
。

参
議
資
栄
卿
、
俊
言
朝
臣
、
公
躬
・
資
清
・
為
基
等
の
朝
臣
、
顕

親
。
ま
た
女
房
少
々
、
こ
れ
を
読
む
。

　
「（

頭
書
）今

日
、
資
栄
卿
、
杜
甫
の
影
を
持
参
す
。
唐
絵
な
り
。
山
水
有
り
。
先
日
の
連
句
の
勝
負
、
負
く
る
に
依
る
な
り
。」
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「（

裏
書
）神

事
に
依
り
、
精
進
せ
ず
。」

 
【
注
釈
】

賀か
も
の
ま
つ
り
の
し
ん
じ

茂
祭
神
事　
賀
茂
祭
の
神
事
に
つ
い
て
は
、
四
月
八
日
条

注
釈
「
七
日
・
今
日
精
進
也
。
…
…
」
参
照
。
こ
の
年
の

賀
茂
祭
は
、
四
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
た
（『
花
園
』
同
日

条
）。

二ふ
た
ま
の
か
ん
の
ん

間
観
音
供ぐ　
「
二
間
」
に
つ
い
て
は
、
正
月
十
四
日
条
注

釈
参
照
。「
観
音
供
」
は
、
毎
月
十
八
日
、
天
皇
の
観
音

像
を
本
尊
と
す
る
仏
事
。「
十
八
日
観
音
供
」
と
も
。
東

寺
長
者
が
勤
仕
し
、
天
皇
護
持
の
仏
事
と
し
て
重
視
さ
れ

た
。
本
日
条
の
よ
う
に
、
神
事
の
際
に
は
場
所
を
大
内
裏

真
言
院
に
移
し
た
。

　
　
本
来
は
内
裏
仁
寿
殿
に
お
い
て
行
わ
れ
、「
仁
寿
殿
観

音
供
」
と
称
さ
れ
た
。
延
喜
十
六
年
（
九
一
六
）
七
月
に

観
賢
が
勤
修
し
た
の
が
初
見
で
あ
り
、
十
世
紀
後
半
に
は

定
例
化
す
る
。
当
初
の
本
尊
は
十
一
面
観
音
で
あ
っ
た
が
、

度
々
の
内
裏
焼
亡
に
よ
っ
て
、
新
造
の
聖
観
音
や
如
意
輪

観
音
が
本
尊
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
尊
格
は
一
定

し
て
い
な
か
っ
た
。
院
政
期
に
は
、
仁
寿
殿
観
音
供
は
清

涼
殿
二
間
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
た
め
、「
二
間
観

音
供
」
と
い
う
呼
称
が
現
れ
る
。
ま
た
、
後
三
条
天
皇
の

代
に
は
、
仁
寿
殿
の
観
音
像
と
は
別
に
、
二
間
で
も
天
皇

の
観
音
像
が
安
置
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
現
象
は
絡
み
合

い
、
観
音
像
や
観
音
供
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
解
を
妨
げ

る
原
因
と
な
る
。

　
　

承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
七
月
、
仁
寿
殿
の
観
音
像
は

焼
失
し
た
（『
花
園
』
文
保
元
年
〔
一
三
一
七
〕
四
月
二
十
七

日
条
）。
観
音
供
は
、
新
造
の
観
音
像
を
本
尊
と
し
て
続

け
ら
れ
た
が
、
後
嵯
峨
天
皇
の
代
に
別
の
観
音
像
新
造
の

沙
汰
が
あ
り
、
康
元
元
年
（
一
二
五
六
）
八
月
に
至
っ
て
、

造
立
さ
れ
た
（『
経
俊
卿
記
』
八
月
八
日
・
十
四
日
条
）。
そ

の
後
、
観
音
供
は
二
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
（『
伏
見
天
皇

日
記
』
正
応
三
年
〔
一
二
九
〇
〕
正
月
十
八
日
条
な
ど
）。
元

弘
の
乱
の
際
、
二
間
観
音
は
持
明
院
殿
に
移
さ
れ
た
が
、



282

盗
難
に
遭
う
。
た
だ
し
、
程
な
く
発
見
さ
れ
た
（『
花
園
』

元
弘
元
年
〔
一
三
三
一
〕
十
月
十
四
日
条
別
記
）。

　
　
東
密
・
台
密
に
お
い
て
は
、
観
音
像
・
観
音
供
に
関
す

る
多
く
の
秘
説
が
生
み
出
さ
れ
、
と
く
に
、
二
間
の
観
音

像
は
内
侍
所
神
鏡
（
＝
天
照
大
神
）
と
同
体
視
さ
れ
た
。

　
　
伊
藤
聡
「
二
間
観
音
と
天
照
大
神
―
天
皇
の
念
持
仏
と

の
習
合
―
」（
同
『
中
世
天
照
大
神
信
仰
の
研
究
』
法
蔵
館
、

二
〇
一
一
年
。
初
出
二
〇
〇
一
年
）、
斎
木
涼
子
「
仁
寿
殿
観

音
供
と
二
間
御
本
尊
―
天
皇
の
私
的
仏
事
の
変
貌
―
」

（『
史
林
』
九
一
―
二
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

真し
ん
ご
ん
い
ん

言
院
　
大
内
裏
の
西
南
、
中
和
院
の
西
、
朝
堂
院
の
北
に

位
置
す
る
修
法
道
場
。
承
和
元
年
（
八
三
四
）
十
二
月
、

空
海
の
奏
請
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
翌
二
年

正
月
、
後
七
日
御
修
法
が
始
め
ら
れ
、
以
後
年
中
行
事
と

し
て
定
着
し
た
。
ま
た
、
観
音
供
、
祈
雨
・
息
災
修
法
、

天
皇
の
元
服
祈
禱
な
ど
も
行
わ
れ
た
。
大
風
や
火
災
な
ど

に
よ
っ
て
度
々
被
害
を
受
け
た
が
、
そ
の
つ
ど
修
造
さ
れ

た
。
鎌
倉
・
南
北
朝
時
代
に
お
い
て
も
、
破
壊
が
起
こ
る

た
び
に
修
造
さ
れ
て
い
る
。

　
　
栗
本
徳
子
「
平
安
時
代
の
宮
中
真
言
院
と
五
大
尊
・
十

二
天
画
像
―
大
治
二
年
画
像
焼
失
以
前
を
中
心
に
―
」

（『
文
化
史
学
』
四
一
、
一
九
八
五
年
）、
斎
木
涼
子
「
後
七
日

御
修
法
と
「
玉
体
安
穏
」
―
十
一
・
十
二
世
紀
に
お
け
る

展
開
―
」（『
南
都
仏
教
』
九
〇
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

和
哥
会　
四
月
十
五
日
条
注
釈
「
内
々
哥
会
。
短
冊
也

」
参
照
。

詩
謌
会　
こ
こ
で
は
、
詩
歌
合
の
会
を
指
す
か
。
四
月
二
十

二
日
条
に
「
詩
哥
合
会
」
と
見
え
る
。

　
　
詩
歌
合
は
、
漢
詩
と
和
歌
を
番
え
て
優
劣
を
争
う
文
芸

形
式
。
同
題
に
よ
っ
て
一
方
が
漢
詩
を
、
一
方
が
和
歌
を

詠
み
、判
を
行
う
。
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
成
立
の
『
相

撲
立
詩
歌
合
』（
た
だ
し
先
人
の
詩
歌
を
改
め
て
詩
歌
合
の
か

た
ち
に
番
え
た
も
の
）
を
嚆
矢
と
し
、
和
漢
兼
作
の
流
行
し

た
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
隆
盛
を
迎
え
、『
元
久
詩
歌
合
』

（
藤
原
良
経
催
行
、
元
久
二
年
〔
一
二
〇
五
〕）
な
ど
優
れ
た
作

品
を
残
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
衰
退
し
た
。

　
　
花
園
が
加
わ
っ
た
詩
歌
合
と
し
て
は
、
康
永
二
年
（
一
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三
四
三
）
の
『
五
十
四
番
詩
歌
合
』（
花
園
は
詩
方
）
が
現

存
す
る
。
詩
歌
合
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
峯
岸
義
秋
『
歌

合
の
研
究
』（
パ
ル
ト
ス
社
、
一
九
九
五
年
。
初
刊
一
九
五
四

年
）
参
照
。

短
冊　
四
月
十
五
日
条
注
釈
「
内
々
哥
会
。
短
冊
也

」
参
照
。

参
議
資
栄
卿　
源
資
栄
。
こ
の
と
き
従
三
位
、
参
議
。
二
月

四
日
条
注
釈
「
参
議
資
栄
」
参
照
。

俊
言
朝
臣　
藤
原
俊
言
。
正
月
一
日
条
・
四
月
十
六
日
条
注

釈
参
照
。

公
躬
　
三
条
公
躬
。
こ
の
と
き
正
四
位
下
、
右
中
将
。
二
十

四
歳
。
二
月
十
六
日
条
注
釈
「
公
躬
朝
臣
」
参
照
。

資
清
　
白
川
資
清
。
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
～
元
徳
二
年

（
一
三
三
〇
）。
こ
の
と
き
正
四
位
下
、
右
中
将
。
二
十
五

歳
。『
尊
卑
』
三
―
五
五
二
。『
公
補
』
文
保
元
～
元
徳
二

（『
公
事
』
七
四
三
頁
）。
父
は
業
顕
。

　
　
白
川
家
（
伯
家
）
は
、
鎌
倉
前
期
に
資
清
の
曽
祖
父
資

光
を
祖
と
す
る
資
光
流
と
、
資
光
の
叔
父
資
宗
を
祖
と
す

る
資
宗
流
に
分
か
れ
、
両
流
は
神
祇
伯
の
地
位
と
摂
津
国

広
田
社
領
の
管
領
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
た
。
資
光
流

は
持
明
院
統
に
、
資
宗
流
は
大
覚
寺
統
に
そ
れ
ぞ
れ
親
近

し
た
。
両
流
の
対
立
は
、
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
と
推

定
さ
れ
る
四
月
十
一
日
「
白
川
資
邦
訴
状
」（『
白
川
家
文

書
』。『
鎌
倉
遺
文
』
に
は
脱
漏
）
に
詳
し
い
。

　
　

資
清
は
花
園
在
位
期
の
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
九
月

に
右
中
将
と
な
っ
た
た
め
、『
花
園
』
で
は
儀
式
の
記
事

に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
正
月
、

神
祇
伯
（『
花
園
』
正
月
九
日
条
）。
同
年
十
二
月
、
非
参
議

・
従
三
位
。
同
二
年
四
月
、
神
祇
伯
を
辞
す
。

　
　

正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
閏
正
月
、
花
園
の
命
に
よ
っ

て
、
院
政
期
の
藤
原
顕
時
の
日
記
で
あ
る
「
顕
時
卿
記
一

合
」
を
進
上
し
て
い
る
。
花
園
が
同
記
を
召
し
た
の
は
、

「
院
中
事
記
之
故
」
で
あ
り
、
資
清
は
「
外
家
之
故
」
に

相
伝
し
て
い
た
と
い
う
。
資
清
の
室
は
、
顕
時
の
同
族
の

子
孫
葉
室
長
隆
の
女
で
あ
り
（『
尊
卑
』
二
―
一
一
〇
）、
こ

の
関
係
か
ら
資
清
は
『
顕
時
卿
記
』
を
伝
領
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、
資
清
所
持
の
日
記
は
、
正
本
で
は
な
か
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っ
た
よ
う
で
あ
る
（『
花
園
』
閏
正
月
六
日
条
）。

　
　
正
中
二
年
閏
正
月
、
量
仁
親
王
（
の
ち
の
光
厳
天
皇
）
の

蹴
鞠
に
祗
候
す
る
（『
花
園
』
閏
正
月
十
九
日
条
）。
ま
た
、

元
徳
元
年
（
一
三
二
九
）
十
一
月
、
量
仁
親
王
の
加
冠
の

儀
に
参
仕
し
た
（『
花
園
』
十
一
月
二
十
九
日
カ
条
別
記
）。

同
二
年
正
月
、
正
三
位
。
同
年
五
月
十
一
日
、
死
去
。

　
　
資
清
の
所
領
に
は
、
先
祖
仲
資
が
西
園
寺
公
経
の
要
望

に
よ
っ
て
洛
北
北
山
の
家
地
と
交
換
し
て
得
た
尾
張
国
松

枝
荘
が
あ
っ
た
。
松
枝
荘
は
一
時
違
乱
が
生
じ
た
が
、
元

亨
三
年
（
一
三
二
三
）
二
月
、
後
醍
醐
天
皇
の
勅
裁
に
よ

っ
て
違
乱
が
停
止
さ
れ
た
（『
右
近
衛
中
将
某
日
記
』
二
月
十

六
日
条
、
元
亨
三
年
二
月
二
十
二
日
「
式
部
卿
宮
久
明
親
王
令

旨
」〔『
大
徳
寺
文
書
』
三
八
八
八
。『
鎌
倉
遺
文
』
に
は
脱
漏
〕）。

正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
四
月
、資
清
は
次
男
業
清
を
「
嫡

子
」
と
し
、「
三
代
記
録
已
下
家
之
文
書
」
と
松
枝
荘
を

譲
与
し
て
い
る
（
正
中
二
年
四
月
九
日
「
白
川
資
清
譲
状
」

〔『
大
徳
寺
文
書
』
三
八
九
〇
。『
鎌
倉
遺
文
』
に
は
脱
漏
〕）。

　
　

資
清
の
記
録
に
、
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
二
月
十
一

日
の
神
祇
官
庁
始
・
拝
賀
の
次
第
を
記
し
た
『
庁
始
並
伯

拝
賀
等
之
事
（
神
祇
伯
資
清
王
記
）』（『
柳
原
家
記
録
』
八
一
、

『
伯
家
部
類
』〔
神
祇
官
之
事
〕
に
も
所
収
）
が
あ
る
。

　
　
な
お
、
資
清
の
妹
で
養
女
の
資
子
は
、
花
園
の
典
侍
で

あ
り
（『
花
園
』
正
和
三
年
〔
一
三
一
四
〕
四
月
十
二
日
条
）、

光
厳
・
光
明
両
天
皇
の
即
位
式
の
褰
帳
女
王
を
つ
と
め
た

（『
天
祚
礼
祀
職
掌
録
』）、

　
　

曾
根
研
三
『
伯
家
記
録
考
』（
西
宮
神
社
社
務
所
、
一
九

三
三
年
）、
久
保
田
収
「
伯
家
の
成
立
と
分
流
」（
同
『
神

道
史
の
研
究 

遺
芳
編
』
皇
學
館
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
年
。

初
出
一
九
七
五
年
）、
松
原
誠
司
「
中
世
白
川
家
の
職
掌
と

系
譜
」（『
中
世
内
乱
史
研
究
』
一
七
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

為
基
　
二
条
為
基
。
生
没
年
未
詳
。
こ
の
と
き
正
四
位
下
、

内
蔵
頭
。『
尊
卑
』
一
―
二
八
二
・
二
九
八
。『
尊
卑
』
で

は
父
を
俊
言
と
す
る
が
、『
公
補
』
正
和
二
年
条
（
一
三

一
三
）
の
俊
言
の
尻
付
に
、「
左
馬
頭
為
言
朝
臣
男
」
や

「
二

（
応
長
）三

三
、去
内
蔵
頭
（
譲
舎
弟
為
基
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

俊
言
は
兄
で
、
父
は
為
言
と
考
え
ら
れ
る
。
俊
言
と
同
じ
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く
伯
父
為
雄
の
養
子
と
な
り
、
後
に
京
極
為
兼
の
養
子
と

な
る
。

　
　

為
基
は
京
極
派
歌
人
で
、
勅
撰
集
は
、『
風
雅
集
』
に

の
み
二
二
首
入
集
す
る
。
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
四
月

の
為
兼
の
南
都
下
向
に
も
同
行
し
た
。
為
兼
が
失
脚
す
る

と
、
こ
れ
に
連
座
し
て
官
を
解
か
れ
籠
居
し
た
。
こ
の
籠

居
は
、
文
保
・
正
中
年
間
（
一
三
一
七
～
一
三
二
六
）
に
ま

で
及
ん
だ
（『
風
雅
集
』
一
八
七
三
番
、『
古
来
風
体
抄
』
正
中

二
年
奥
書
）。
正
慶
二
年
（
元
弘
三
年
、
一
三
三
三
）、
出
家

遁
世
（『
風
雅
集
』
一
六
二
一
・
一
九
〇
六
・
一
九
〇
七
番
）。

法
名
は
玄
哲
（
玄
誓
と
も
）。『
風
雅
集
』
撰
集
の
際
に
は
、

和
歌
所
寄
人
と
し
て
、
校
合
作
業
に
加
わ
っ
た
。
観
応
元

年
（
一
三
五
〇
）
四
月
二
十
一
日
披
講
の
『
玄
恵
法
印
追

善
詩
歌
』
を
最
後
と
し
て
、
以
後
事
跡
が
見
え
な
く
な
る
。

　
　
為
基
と
花
園
の
関
係
は
親
密
で
あ
り
、
正
中
二
年
（
一

三
二
五
）
六
月
に
『
古
来
風
体
抄
』
を
花
園
よ
り
借
り
て

書
写
し
（
同
書
奥
書
）、
ま
た
和
歌
に
つ
い
て
談
じ
た
こ
と

が
『
花
園
』
同
年
十
二
月
十
九
日
条
に
見
え
る
。
元
弘
元

年
（
一
三
三
一
）
の
こ
ろ
、
宥
免
さ
れ
て
和
泉
国
に
い
た

為
兼
の
も
と
へ
、
花
園
の
「
近
年
以
来
詠
哥
一
巻
」
を
届

け
、
そ
の
添
削
を
求
め
た
（『
花
園
』
元
弘
二
年
三
月
二
十
四

日
条
）。
花
園
の
長
福
寺
御
幸
の
折
に
も
同
行
し
て
歌
に

唱
和
す
る
な
ど
（『
風
雅
集
』
二
〇
七
四
番
）、
花
園
近
臣
の

一
人
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
出
家
遁
世
し
て

い
た
た
め
か
、
歌
壇
の
中
央
で
大
き
な
活
動
を
行
う
こ
と

は
な
か
っ
た
。

　
　
『
花
園
』
に
は
、
他
に
も
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
六
月

一
日
条
、
七
月
十
七
日
条
、
十
月
十
三
日
条
、
十
二
月
二

十
二
日
条
、
同
三
年
二
月
十
一
日
条
な
ど
に
所
見
が
あ
る
。

　
　
な
お
、『
尊
卑
』
に
よ
れ
ば
、
女
に
今
出
河
実
尹
室
（
公

直
母
）
が
い
る
が
、
実
尹
室
で
は
な
く
、
実
尹
の
父
兼
季

の
妾
で
あ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
岩
佐
美
代

子
「
竹
む
き
が
記
作
者
と
登
場
歌
人
達
」〔
同
『
京
極
派
歌
人
の

研
究 

改
訂
新
装
版
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
。
初
刊
一
九
七

四
年
〕）。

　
　

井
上
宗
雄
『
京
極
為
兼
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
。
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二
四
二
～
二
四
四
頁
）、
同
「
和
歌
の
家
の
消
長
―
鎌
倉
末

期
～
室
町
初
期
―
」
2
（
同
『
中
世
歌
壇
と
歌
人
伝
の
研
究
』

笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）、
川
添
昭
二
「
今
川
了
俊
の
教

養
形
成
」（
同
『
中
世
九
州
の
政
治
・
文
化
史
』
海
鳥
社
、
二

〇
〇
三
年
、
七
八
～
八
二
頁
。
初
出
一
九
六
三
年
）
参
照
。

顕
親
　
藤
原
顕
親
。
こ
の
と
き
正
五
位
下
、
民
部
大
輔
・
蔵

人
。
三
十
歳
。
二
月
三
十
日
条
注
釈
参
照
。

杜
甫
　
中
国
盛
唐
時
代
の
詩
人
。
先
天
元
年
（
七
一
二
）
～

大
暦
五
年
（
七
七
〇
）。
字
は
子
美
、
少
陵
・
杜
陵
と
も
呼

ば
れ
る
。
河
南
の
出
身
。
斉
・
呉
・
越
を
渡
り
歩
き
、
洛

陽
で
科
挙
の
進
士
の
試
験
に
失
敗
し
、
そ
の
後
も
官
職
を

求
め
苦
心
す
る
。
至
徳
元
年
（
七
五
六
）、
安
禄
山
の
乱
に

遭
遇
し
、
捕
ま
り
幽
閉
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
粛
宗
へ
の
士

官
が
叶
う
が
、
乾
元
元
年
（
七
五
八
）、
華
州
に
左
遷
さ
れ

た
後
、
妻
子
と
と
も
に
流
浪
漂
泊
の
旅
を
つ
づ
け
た
。
律

詩
に
優
れ
、「
詩
仙
」
李
白
に
対
し
て
「
詩
聖
」
と
称
さ

れ
た
。

唐か
ら
え絵

　
平
安
時
代
以
降
、
近
世
ま
で
用
い
ら
れ
た
絵
画
用
語
。

第
一
に
は
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
舶
来
の
絵
画
（
唐
物
の

一
部
）、
第
二
に
は
日
本
製
の
中
国
風
絵
画
を
も
指
す
。

後
者
は
大
和
絵
に
対
す
る
呼
称
。
定
義
は
時
代
に
よ
っ
て

異
な
り
、
中
国
の
故
事
・
人
物
・
風
俗
を
題
材
と
す
る
絵

画
、
宋
元
の
水
墨
画
技
法
に
基
づ
く
絵
画
様
式
な
ど
を
さ

す
。
鎌
倉
時
代
以
降
、
と
く
に
宋
元
の
絵
画
が
珍
重
さ
れ
、

徽
宗
皇
帝
や
馬
遠
・
李
迪
・
牧
渓
ら
の
作
品
が
人
気
を
博

し
た
。

　
　
公
家
社
会
で
の
唐
物
の
受
容
は
盛
ん
で
あ
り
、
花
園
も

廷
臣
か
ら
た
び
た
び
唐
絵
の
進
上
を
う
け
た
。
二
条
資
藤

か
ら
は
虎
一
対
の
唐
絵
を
（『
花
園
』
正
和
二
年
〔
一
三
一

三
〕
十
一
月
二
日
条
）、
二
条
道
平
か
ら
も
唐
絵
一
対
を

（『
花
園
』
元
応
元
年
〔
一
三
一
九
〕
七
月
二
十
九
日
条
）、
日

野
俊
光
か
ら
は
岩
石
の
唐
絵
を
献
上
さ
れ
た
（『
花
園
』
元

亨
二
年
〔
一
三
二
二
〕
十
二
月
二
十
二
日
条
）。

山
水
　
山
水
画
。
人
物
画
・
花
鳥
画
と
並
ぶ
、
中
国
に
始
ま

る
東
洋
画
の
主
要
画
題
。
人
物
よ
り
も
山
岳
河
水
な
ど
の

景
観
が
中
心
に
描
か
れ
る
の
が
最
大
の
特
徴
で
、
送
別
図
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・
訪
友
図
・
書
斎
図
な
ど
に
分
類
さ
れ
る
。
北
宋
で
は
山

水
画
専
門
の
画
家
が
多
く
登
場
し
、
文
人
官
僚
な
ど
を
中

心
に
受
容
さ
れ
、
元
代
に
は
一
種
の
理
想
郷
・
心
象
風
景

と
し
て
確
立
し
た
。

　
　
本
日
条
の
「
山
水
」
は
、
あ
く
ま
で
杜
甫
影
像
の
背
景

画
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
室
町
時
代
の
禅
僧
の
漢
詩
文

を
集
成
し
た
『
翰
林
五
鳳
集
』
や
、
漢
画
の
画
題
集
『
後

素
集
』
な
ど
に
は
、「
杜
甫
騎
驢
像
」、「
杜
甫
九
月
正
冠

図
」
な
ど
、
漂
泊
の
姿
を
描
写
し
た
画
題
が
散
見
さ
れ
、

こ
れ
ら
の
画
題
は
大
半
が
杜
甫
の
実
際
の
詩
句
に
基
づ
い

て
形
成
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
山
水
を
伴
う
本
日
条
の
杜

甫
影
像
も
、
詳
細
は
不
明
だ
が
、
同
様
の
画
題
だ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

先
日
連
句
勝
負
、
依
負
也
　「
連
句
」
に
つ
い
て
は
、
正
月

九
日
条
注
釈
参
照
。
当
時
の
連
歌
や
連
句
勝
負
に
賭
博
が

付
随
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
酒
井
欣
『
日
本
遊
戯

史
』（
第
一
書
房
、
一
九
八
三
年
、
初
刊
一
九
三
三
年
）
第
三

編
第
一
一
章
に
指
摘
が
あ
る
。
賭
物
に
は
扇
や
小
箱
な
ど

様
々
あ
っ
た
（『
徒
然
草
』
第
八
九
段
）。

　
　
花
園
主
催
の
連
句
・
歌
合
・
文
字
合
・
囲
碁
勝
負
に
お

け
る
賭
物
に
は
、
絵
画
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

荻
野
三
七
彦
「
花
園
天
皇
と
御
絵
画
（
下
）」（『
歴
史
と
地

理
』
二
六
―
四
、
一
九
三
〇
年
）
は
、
花
園
の
絵
画
鑑
賞
の

欲
求
に
理
由
を
求
め
て
い
る
。

依
神
事
不
精
進
　
こ
こ
で
は
、
賀
茂
祭
の
神
事
の
た
め
に
仏

事
を
避
け
て
い
る
。
四
月
八
日
条
注
釈
「
七
日
・
今
日
精

進
也
。
…
…
」
参
照
。
ま
た
「
精
進
」
に
つ
い
て
は
、
正

月
八
日
条
注
釈
参
照
。

 

〔
十
九
日
、
己
卯
、〕
晴〻
此〻
間〻
朝〻
毎〻
日〻
拝〻
依〻
雑〻
熱〻
事〻
止〻
之〻
尤〻
所〻
恐〻
也〻
未〻
及〻
起〻
居〻
仍〻
拝〻
所〻
止〻
也〻
如〻
此〻
之〻
間〻
此
十
余
日

雑
熱
。
起
居
不
レ

叶
。
仍
毎
日
拝
不
二

奉4

〔
×
勤
仕
〕仕4

一。
雖
レ

為
二

無
力
之
次
第
一、
尤
可
レ

恐
〳
〵
。
和
哥
会
。
又
詩
哥
会
。
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皆
短
冊
也
。

 
【
訓
読
】

　
こ
の
十
余
日
、
雑
熱
。
起
居
叶
は
ず
。
よ
っ
て
毎
日
の
拝
、
奉
仕
せ
ず
。
無
力
の
次
第
た
り
と
雖
も
、
も
っ
と
も
恐
る
べ
し

〳
〵
。

　
和
哥
会
。
ま
た
詩
哥
会
。
皆
短
冊
な
り
。

 

【
注
釈
】

此
十
余
日
雑
熱
。
起
居
不
叶
。
仍
毎
日
拝
不
奉
仕
。
雖
為
無

力
之
次
第
、尤
可
恐
〳
〵
　「
こ
の
十
日
あ
ま
り
雑
熱（
腫
物
）

　
の
た
め
、
起
き
あ
が
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
毎
日
の
拝
を
行
わ
な
か
っ
た
が
、
病
の
た
め
と
は

い
え
、
畏
れ
多
い
こ
と
で
あ
る
」
の
意
。
花
園
が
四
月
に

入
っ
て
「
雑
熱
」
を
患
っ
た
こ
と
、
ま
た
「
雑
熱
」
の
語

義
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
条
注
釈
「
朕
有
小
雑
熱
。

…
…
」
参
照
。「
毎
日
拝
」
は
正
月
一
日
条
注
釈
参
照
。

和
哥
会
　
四
月
十
五
日
条
注
釈
「
内
々
哥
会
。
短
冊
也

」
参
照
。

詩
哥
会
　
こ
こ
で
は
詩
歌
合
の
会
を
指
す
。
四
月
十
八
日
条

注
釈
「
詩
謌
会
」
参
照
。

皆
短
冊
也
　「
短
冊
」
に
つ
い
て
は
、
四
月
十
五
日
条
注
釈

「
内
々
哥
会
。
短
冊
也

」
参
照
。

 

〔
廿
日
、
庚
辰
、〕
天＊

晴
。
連
句
。
如
法
内
々
。
資（
源
）栄
卿
・
冬（
中
御
門
）定朝
臣
・
公（
三
条
）躬
朝
臣
・
顕（
藤
原
）親
・
公（
菅
原
）時
。
執
筆
。
廿
韻
也
。

又〻
昨
日
、
自
二
仙
（
伏
見
上
皇
）
洞
一
所
レ
給
之
絵
、
蓮
花〔
華
〕王
院
　
　

宝
蔵
第
十
七
。
握
二
翫
之
一。
予4

〔
×
自
本
予
〕自
二
幼
年
之
時
一
好
レ
絵
者
也
。
仍
抛
二
万
事
一
見 
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レ
之
。殊
勝
者
也
。

　
又〻
予〻

也〻
先〻
年〻

然〻
而〻
神〻
木〻

左〻
道〻
事〻

也〻
　「（

＊
頭
書
）
自
レ
院（
伏
見
上
皇
）
被
レ
召
二
順
徳
院
御
記
一。
号
人 

左
記
。
承
久
元
・
二
年
巻
、即
進
レ
之
。」

 

【
訓
読
】

　
天
晴
る
。
連
句
。
如
法
内
々
。

資
栄
卿
・
冬
定
朝
臣
・
公
躬
朝
臣
・
顕
親
・
公
時
。
執
筆
。

廿
韻
な
り
。

　
昨
日
、
仙
洞
よ
り
給
は
る
所
の
絵
、蓮
花〔

華
〕王

院
の
宝

蔵
の
第
十
七
。
こ
れ
を
握
翫
す
。
予
、
幼
年
の
時
よ
り
絵
を
好
む
も
の
な
り
。
よ
っ
て
万

事
を
抛
ち
、
こ
れ
を
見
る
。
殊
勝
の
も
の
な
り
。

　
「（

頭
書
）院

よ
り
順
徳
院
御
記
を
召
さ
る
。
人
左
記
と

号
す
。　

承
久
元
・
二
年
の
巻
、す
な
は
ち
こ
れ
を
進
ら
す
。」

 

【
注
釈
】

連
句
　
正
月
九
日
条
注
釈
参
照
。

如
法
内
々
　
こ
こ
で
は
「
い
つ
も
の
よ
う
に
内
々
で
あ
る
」

の
意
。「
如
法
」
に
つ
い
て
は
、
正
月
九
日
条
注
釈
「
如

法
密
儀
」
参
照
。

資
栄
卿
　
源
資
栄
。
二
月
四
日
条
注
釈
「
参
議
資
栄
」、
四

月
十
八
日
条
注
釈
「
参
議
資
栄
卿
」
参
照
。

冬
定
朝
臣
　
中
御
門
冬
定
。
正
月
一
日
条
・
四
月
十
日
条
注

釈
参
照
。

公
躬
朝
臣
　
三
条
公
躬
。
二
月
十
六
日
条
注
釈
「
公
躬
朝

臣
」、
四
月
十
八
日
条
注
釈
「
公
躬
」
参
照
。

顕
親
　
藤
原
顕
親
。
二
月
三
十
日
条
・
四
月
十
八
日
条
注
釈

参
照
。

公
時
　
菅
原
公
時
。
こ
の
と
き
正
五
位
下
、
大
学
頭
。
三
十

歳
。
二
月
十
二
日
条
注
釈
参
照
。
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執し
ゅ
ひ
つ筆

　
連
句
・
連
歌
な
ど
の
席
で
、
参
会
者
の
出
す
句
を
懐

紙
に
記
入
し
て
披
露
す
る
役
。
執
筆
は
、
故
実
・
作
法
に

通
じ
、
出
さ
れ
た
句
の
採
否
や
規
則
違
反
の
指
摘
な
ど
を

行
っ
た
。
能
勢
朝
次
『
聯
句
と
連
歌
』
第
五
章
一
「
王
沢

不
渇
抄
に
見
え
る
鎌
倉
中
期
の
聯
句
」（『
能
勢
朝
次
著
作

集 

七 

連
歌
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
一
年
。
初
刊
一
九

五
〇
年
）
参
照
。

　
　
こ
こ
で
執
筆
に
選
ば
れ
た
菅
原
公
時
は
、「
連
句
者
」

（『
花
園
』
正
和
二
年
五
月
二
十
七
日
条
）
と
称
さ
れ
、
連
句

を
得
意
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

仙
洞（
院
）　
伏
見
上
皇
。
花
園
の
父
。
四
十
九
歳
。
二
月
三

日
条
注
釈
、
四
月
十
六
日
条
注
釈
「
院
（
仙
洞
）」
参
照
。

絵
　
蓮
華
王
院
宝
蔵
に
収
蔵
さ
れ
た
絵
。
巻
子
か
。

蓮
花〔

華
〕王
院
　
後
白
河
上
皇
の
院
御
所
で
あ
る
法
住
寺
殿
の
一

郭
に
造
営
さ
れ
た
御
堂
。「
三
十
三
間
堂
」
と
も
。
長
寛

二
年
（
一
一
六
四
）、
平
清
盛
が
造
進
し
、
同
年
十
二
月
に

供
養
が
行
わ
れ
た
（『
愚
管
抄
』
五
）。
付
属
施
設
に
宝
蔵

や
惣
社
が
あ
っ
た
。

　
　
の
ち
に
後
白
河
よ
り
後
鳥
羽
天
皇
に
伝
領
さ
れ
、
歴
代

の
治
天
の
君
に
よ
っ
て
管
領
さ
れ
た
。
建
長
元
年
（
一
二

四
九
）
三
月
、
蓮
華
王
院
は
焼
失
し
た
が
、
後
嵯
峨
上
皇

が
再
建
事
業
を
進
め
、
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
四
月
、

後
嵯
峨
・
後
深
草
両
上
皇
、
大
宮
院
臨
席
の
も
と
供
養
が

行
わ
れ
た
（『
外
記
日
記
（
新
抄
）』
四
月
二
十
七
日
条
）。

　
　

田
中
教
忠
『
蓮
華
王
院
三
十
三
間
御
堂
考
』
全
三
巻

（
私
家
版
、
一
九
三
二
年
）、
三
崎
義
泉
編
輯
・
赤
松
俊
秀
監

修
『
三
十
三
間
堂
』（
三
十
三
間
堂
奉
賛
会
、
一
九
六
一
年
）

参
照
。

宝
蔵
　
蓮
華
王
院
の
付
属
施
設
の
一
つ
。
鳥
羽
勝
光
明
院
の

宝
蔵
と
並
ん
で
王
家
の
重
宝
を
納
め
る
ク
ラ
と
し
て
重
要

な
位
置
を
占
め
、
後
白
河
上
皇
秘
蔵
の
重
宝
が
納
め
ら
れ

た
。
と
り
わ
け
典
籍
や
絵
巻
の
収
蔵
品
に
つ
い
て
は
、
質

・
量
を
兼
ね
た
。

　
　

蓮
華
王
院
は
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
三
月
に
焼
失
し

た
が
、
宝
蔵
は
そ
の
被
害
を
免
れ
た
（『
増
鏡
』
六
〔
煙
の

末
々
〕）。
宝
蔵
は
た
び
た
び
盗
賊
の
難
に
遭
っ
た
（『
勘
仲
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記
』
正
応
二
年
〔
一
二
八
九
〕
十
月
二
十
九
日
条
な
ど
）
が
、

代
々
の
治
天
の
君
の
命
に
よ
っ
て
出
納
や
整
理
が
行
わ
れ
、

多
く
の
重
宝
が
利
用
さ
れ
て
い
る
（『
実
躬
卿
記
』
嘉
元
三

年
〔
一
三
〇
五
〕
五
月
二
十
三
日
条
な
ど
）。
宝
蔵
は
鎌
倉
後

期
ま
で
続
い
た
が
、
南
北
朝
期
に
入
る
と
廃
絶
し
、
重
宝

の
一
部
は
仁
和
寺
の
宝
蔵
に
移
さ
れ
た
（『
後
常
瑜
伽
院
御

室
日
記
』
応
永
九
年
〔
一
四
〇
二
〕
四
月
二
十
一
日
条
）。

　
　
両
統
分
立
期
に
お
け
る
蓮
華
王
院
宝
蔵
の
管
領
主
体
に

つ
い
て
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
見
解
の
相
違
を
見
る
が
、

勝
光
明
院
宝
蔵
と
と
も
に
治
天
の
君
に
相
伝
さ
れ
る
「
渡

物
」
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
、
松
薗
斉
『
日
記

の
家
―
中
世
国
家
の
記
録
組
織
―
』
第
二
部
第
六
章
「
天

皇
家
」（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
。
初
出
一
九
九
二
年
）

の
意
見
を
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
き
に
『
花
園
』
二

月
五
日
条
に
お
い
て
、
伏
見
上
皇
が
花
園
に
勝
光
明
院
宝

蔵
の
沈
香
を
与
え
た
こ
と
が
見
え
た
が
、
そ
れ
と
同
様
に

本
日
条
の
蓮
華
王
院
宝
蔵
の
絵
も
、
伏
見
が
治
天
の
君
と

し
て
花
園
に
与
え
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　
　

池
田
亀
鑑
『
古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研

究 

一
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
、
二
二
～
四
〇
頁
）、
小

野
則
秋
『
日
本
文
庫
史
研
究 

上
』（
大
雅
堂
、
一
九
四
四
年
、

四
六
四
～
四
七
七
頁
）、
竹
居
明
男
「
寺
院
の
宝
蔵
（
経
蔵
）

と
院
政
期
の
文
化
」（
同
『
日
本
古
代
仏
教
の
文
化
史
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
八
年
。
初
出
一
九
九
三
年
）、
田
島
公
「
中

世
天
皇
家
の
文
庫
・
宝
蔵
の
変
遷
―
蔵
書
目
録
の
紹
介
と

収
蔵
品
の
行
方
―
」（
同
編
『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究 

二
』

思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
。
初
出
二
〇
〇
一
年
）、
美
川
圭

「
後
白
河
院
政
と
文
化
・
外
交
―
蓮
華
王
院
宝
蔵
を
め
ぐ

っ
て
―
」（『
立
命
館
文
学
』
六
二
四
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

第
十
七
　
絵
を
収
納
し
た
櫃
の
番
号
。
蓮
華
王
院
宝
蔵
の
絵

巻
は
、
櫃
に
入
れ
て
保
管
さ
れ
、「
第
○
櫃
」
な
ど
と
種

類
別
に
通
し
番
号
が
付
さ
れ
て
い
た
（『
民
経
記
』
天
福
元

年
〔
一
二
三
三
〕
五
月
二
十
二
日
条
、貞
永
二
年
〔
一
二
三
三
〕

三
月
二
十
二
日
「
尊
性
法
親
王
消
息
」・
天
福
二
年
三
月
十
日

「
尊
性
法
親
王
消
息
」〔『
尊
性
法
親
王
消
息
集
（
飜
摺
法
華
経
紙

背
文
書
）』〕）。
田
島
公
「
中
世
天
皇
家
の
文
庫
・
宝
蔵
の



292

変
遷
―
蔵
書
目
録
の
紹
介
と
収
蔵
品
の
行
方
―
」（
前
掲
、

五
〇
～
五
二
頁
）
参
照
。

握あ
く
が
ん翫

　
詩
文
や
絵
な
ど
を
大
切
に
し
、
握
る
よ
う
に
愛
好
す

る
こ
と
。

予
自
幼
年
之
時
好
絵
者
也
。
仍
抛
万
事
見
之
　
花
園
の
絵
画

に
対
す
る
関
心
の
深
さ
を
示
す
一
文
。
こ
の
他
に
も
『
花

園
』
に
は
、「
予
好
絵
事
過
法
」（
正
和
二
年
〔
一
三
一
三
〕

五
月
三
日
条
）
や
「
余
自
幼
年
好
画
」（
元
亨
二
年
〔
一
三
二

二
〕
八
月
二
十
三
日
条
）
な
ど
の
記
事
が
あ
る
。

　
　
こ
の
こ
ろ
の
花
園
は
、
絵
巻
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
本
日
条
以
外
に
も
、
五
月
三
日
と
三
十
日
に
そ
れ

ぞ
れ
「
宝

（
蓮
華
王
院
）

蔵
絵
一
合
」
を
伏
見
よ
り
賜
わ
り
、
六
月
二
十

一
日
に
は
「
年
中
行
事
絵
」
を
平
経
親
か
ら
進
献
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
十
一
月
二
日
に
も
二
条
資
藤
よ
り
「
唐
絵

虎
一

対

」
の
進
覧
を
受
け
て
い
る
（
以
上
、『
花
園
』）。

　
　
こ
の
よ
う
な
絵
巻
の
鑑
賞
に
留
ま
ら
ず
、
花
園
は
自
ら

筆
を
取
っ
て
絵
を
描
く
こ
と
を
好
ん
だ
。
そ
の
画
技
の
一

端
は
、『
花
園
』
応
長
二
年
（
一
三
一
二
）
二
月
十
八
日
条

裏
書
に
見
え
る
神
璽
筥
の
図
や
、正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）

十
月
二
十
八
日
カ
条
別
記
に
収
め
ら
れ
た
光
厳
天
皇
大
嘗

会
御
禊
行
幸
の
見
物
指
図
な
ど
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
他
に
も
、
譲
位
後
に
し
ば
し
ば
仏
画
な
ど
を
描
い
た

こ
と
が
『
花
園
』
に
散
見
す
る
。
な
お
、
職
人
歌
合
の
逸

品
で
あ
る
『
東
北
院
職
人
歌
合
絵
巻
』
は
、
花
園
に
よ
っ

て
描
か
れ
た
と
い
う
説
も
あ
る
（
荻
野
三
七
彦
「
曼
殊
院
の

「
東
北
院
歌
合
絵
巻
」」〔
同
『
日
本
古
文
書
学
と
中
世
文
化
史
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
。
初
出
一
九
三
四
年
〕）。

　
　
花
園
の
絵
画
に
対
す
る
趣
味
や
そ
の
造
詣
の
深
さ
に
つ

い
て
は
、
荻
野
三
七
彦
「
花
園
天
皇
と
御
絵
画
（
上
）

（
下
）」（『
歴
史
と
地
理
』
二
六
―
三
、
四
、
一
九
三
〇
年
）
参

照
。
ま
た
、『
花
園
』
に
お
け
る
絵
画
関
係
記
事
の
検
出

に
は
、
徳
川
義
宣
「『
歴
代
宸
記
』・『
伏
見
天
皇
宸
記
』・

『
花
園
天
皇
宸
記
』
に
見
ら
れ
る
美
術
・
工
芸
・
芸
能
史

料
の
検
討
」「
美
術
・
工
芸
・
遊
芸
関
係
記
事
抜
萃
」「
項

目
索
引
」（『
金
鯱
叢
書 

史
学
美
術
史
論
文
集
』
一
六
、
徳
川

黎
明
会
・
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
九
年
）
が
有
用
で
あ
る
。
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殊
勝
　
い
ち
だ
ん
と
優
れ
て
い
る
こ
と
。
格
別
。

順
徳
院
御
記
号
人
左
記
　
四
月
十
六
日
条
注
釈
「
人
左
記
一
合

順
徳
院

御
記
也
」
参
照
。

承
久
元
・
二
年
巻
、
即
進
之
　
花
園
は
四
月
十
六
日
に
伏
見

上
皇
よ
り
「
人
左
記
一
合
」
を
借
り
た
が
、
こ
こ
で
は
伏

見
の
求
め
に
応
じ
て
、
承
久
元
年
・
同
二
年
の
巻
を
返
し

て
い
る
。
五
月
二
十
一
日
に
も
返
却
の
記
事
が
見
え
る

（『
花
園
』
同
日
条
）。

　
　
『
順
徳
院
御
記
（
人
左
記
）』
の
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）

・
同
二
年
の
巻
は
伝
存
し
な
い
が
、
詩
歌
に
関
す
る
記
事

を
抄
出
し
た
『
順
徳
院
御
記
詩
歌
事
』
に
承
久
元
年
正
月

二
十
七
日
条
、
同
二
年
二
月
十
三
日
条
、
七
月
二
十
三
日

条
・
三
十
日
条
、
八
月
十
五
日
条
の
逸
文
が
あ
る
。
ま
た
、

『
春
除
目
略
抄
』
に
よ
れ
ば
、
承
久
元
年
十
月
二
十
日
条

の
記
事
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 

〔
廿
一
日
、
辛
巳
、〕
天
陰
雨
降
。
詩
哥
会
。
題
年
中
行
事
也〻
之
中
、
可
レ

然
之
公
事
ヲ
為
レ

題
。
或
詩
、
或
哥
也
。

予
一
向
哥
。
詩
未
練
無
レ

極
故
也
。
人
数
、
公（
三
条
）躬
朝
臣
・
為（
二
条
）基
朝
臣
・
仲（
平
）定
・
公（
菅
原
）時
等
也
。
此
裏
召
二

加
医
師

全（
和
気
）成

一。
歌
等
、
比
興
也
。

 

【
訓
読
】

天
陰
り
雨
降
る
。
詩
哥
会
。
題
は
年
中
行
事
の
中
、
然
る
べ
き
公
事
を
題
と
な
す
。
或
い
は
詩
、
或
い
は
哥
な
り
。
予
は
一

向
に
哥
。
詩
は
未
練
極
ま
り
な
き
故
な
り
。
人
数
は
、
公
躬
朝
臣
・
為
基
朝
臣
・
仲
定
・
公
時
等
な
り
。
こ
の
裏
に
医
師
全

成
を
召
し
加
ふ
。
歌
等
、
比
興
な
り
。

 

【
注
釈
】
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詩
哥
会
　
四
月
十
八
日
条
注
釈
「
詩
謌
会
」
参
照
。

題
年
中
行
事
之
中
、
可
然
之
公
事
ヲ
為
題
　
年
中
行
事
の
う

ち
、
節
会
・
神
祭
な
ど
の
重
要
な
朝
儀
を
、
詩
歌
会
の
題

と
し
た
こ
と
を
い
う
。

　
　

公
事
を
題
と
し
た
詩
歌
は
、
早
く
『
永
久
百
首
』
や

『
六
百
番
歌
合
』
の
季
題
に
見
え
、『
正
治
後
度
百
首
』
に

お
い
て
も
、
禁
中
・
宴
遊
・
公
事
の
三
部
が
設
け
ら
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
本
日
条
の
詩
歌
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
は

あ
く
ま
で
歌
題
の
一
素
材
で
あ
り
、
貞
治
五
年
（
一
三
六

六
）
十
二
月
二
十
二
日
催
行
の
『
年
中
行
事
歌
合
（
公
事

五
十
番
歌
合
）』
の
よ
う
に
、
公
事
を
網
羅
し
て
有
職
学
的

に
取
り
上
げ
た
も
の
と
は
性
質
を
異
に
す
る
と
い
う
。

　
　
し
か
し
、
朝
儀
の
復
興
に
意
欲
を
も
っ
た
後
鳥
羽
上
皇

や
亀
山
上
皇
、
後
醍
醐
天
皇
の
治
世
下
に
お
い
て
、
故
実

の
問
答
・
談
義
が
行
わ
れ
た
り
、『
建
武
年
中
行
事
』
が

編
纂
さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
日
条
の

詩
歌
会
も
、
花
園
の
意
欲
の
現
れ
か
と
思
わ
れ
る
。『
花

園
』
本
年
六
月
二
十
一
日
条
に
は
、
平
経
親
が
花
園
に

「
年
中
行
事
絵
」
を
進
献
し
た
こ
と
が
見
え
、
や
は
り
花

園
の
公
事
へ
の
強
い
関
心
の
表
れ
を
窺
わ
せ
る
。

　
　
小
川
剛
生
「
有
職
学
と
古
典
学
―
年
中
行
事
歌
合
―
」

（
同
『
二
条
良
基
研
究
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
。
初
出
一
九

九
九
年
・
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

或
詩
、
或
哥
也
　
参
加
者
が
詩
歌
い
ず
れ
か
を
選
び
出
詠
し

た
こ
と
を
い
う
。

予
一
向
哥
。
詩
未
練
無
極
故
也
　「
一
向
」
は
、「
ひ
た
す
ら

に
」
の
意
。「
未
練
」
は
、
未
熟
で
あ
る
こ
と
。
花
園
は
、

翌
二
十
二
日
条
の
詩
歌
合
の
記
事
で
も
、「
詩
未
練
也
」

と
い
う
謙
辞
を
記
し
て
い
る
。
詩
作
が
未
熟
な
の
で
、
い

ず
れ
の
題
で
も
詩
は
選
択
せ
ず
に
歌
ば
か
り
詠
ん
だ
こ
と

を
い
う
。

公
躬
朝
臣　
三
条
公
躬
。
二
月
十
六
日
条
注
釈
、
四
月
十
八

日
条
注
釈
「
公
躬
」
参
照
。

為
基
朝
臣
　
二
条
為
基
。
四
月
十
八
日
条
注
釈
「
為
基
」
参

照
。

仲
定
　
平
仲
定
。
こ
の
と
き
正
五
位
下
、
勘
解
由
次
官
・
少
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納
言
・
蔵
人
。
二
月
十
二
日
条
注
釈
参
照
。

公
時
　
菅
原
公
時
。
二
月
十
二
日
条
・
四
月
二
十
日
条
注
釈

参
照
。

裏う
ち

　
こ
こ
で
の
「
裏
」
は
、「（
詩
歌
会
の
参
加
者
）
の
な
か

に
」
の
意
味
（
黒
川
本
『
色
葉
字
類
抄
』
巻
中
参
照
）。
一
座

に
和
気
全
成
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

医
師
全
成
　
和
気
全
成
。
二
月
九
日
条
注
釈
「
和
気
全
成
朝

臣
」、
四
月
一
日
条
注
釈
「
全
成
朝
臣
」
参
照
。

比ひ

興き
ょ
う　「

非
興
」
と
も
。
つ
ま
ら
な
い
、
と
る
に
足
ら
な
い

こ
と
。『
花
園
』
本
年
九
月
十
九
日
条
に
も
「
今
日
、
侍

臣
等
蹴
鞠
。
皆
以
比
興

0

0

也
。
…
…
上
手
無
一
人

0

0

0

0

0

」
と
あ
り
、

下
手
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
全
成
の
歌
が

下
手
だ
と
言
っ
て
い
る
。「
比
興
」
に
つ
い
て
は
、
佐
藤

喜
代
治
『
日
本
の
漢
語
―
そ
の
源
流
と
変
遷
―
』（
角
川

書
店
、
一
九
七
九
年
、
三
三
四
～
三
三
七
頁
）
参
照
。

 

〔
廿
二
日
、
壬
午
、〕
天
晴
。
天
陰
雨
降
。
今
日
、
帝
範
談
義
也
。
資（
源
）栄
卿
・
冬（
中
御
門
）定朝
臣
已
下
也
。
其
後
、
有
二
詩

哥
合
会
一。
内
々
中
内
々
也
。
衆〔
議
〕儀判
也
。
予
哥
方
也
。
詩
未
練
也
。
仍
如
レ

此
。
今
日
、
成（
葉
室
）隆
申
曰
、
明
後
日
、

伊
勢
一
社
奉
幣
也
。
而4

〔
×
然
〕御
拝
有
無
如
何
。
仰4

〔
×
　事
〕云
、
明
後
日
、
猶
沐
浴
不
レ

可
レ

叶
。
然
者
、
拝
難4

〔
×
顔
〕レ

叶
也
。
是
依〻

雑
熱
下〻

雖〻
大
略
雖
レ
癒
、
沐
浴
可
レ
憚
之
由
、
医
師
等
申4

〔
×
依
熱
〕之4

故
也
。
又
今
日
、
丹
波
長4

〔
×
丞
〕直
参
。
令
レ
見
二
雑
熱
一、

仰
二
合
蛭
飼
事
一。
尤
可
レ
然
之
由
、
同
申
二
于
英（
和
気
）成
・
全（
和
気
）成

一、
退
下
了
。

 

【
訓
読
】

　
天
晴
る
。
天
陰
り
雨
降
る
。
今
日
、
帝
範
の
談
義
な
り
。
資
栄
卿
・
冬
定
朝
臣
已
下
な
り
。
そ
の
後
、
詩
哥
合
の
会
有
り
。
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内
々
の
中
の
内
々
な
り
。
衆〔

議
〕儀

判
な
り
。
予
哥
方
な
り
。
詩
は
未
練
な
り
。
よ
っ
て
か
く
の
如
し
。

　
今
日
、
成
隆
申
し
て
曰
く
、
明
後
日
、
伊
勢
一
社
奉
幣
な
り
。
し
か
る
に
御
拝
の
有
無
如
何
。
仰
せ
て
云
は
く
、
明
後
日
、

な
ほ
沐
浴
叶
ふ
べ
か
ら
ず
。
し
か
れ
ば
、
拝
叶
ひ
難
き
な
り
。
こ
れ
雑
熱
大
略
癒
ゆ
と
雖
も
、
沐
浴
憚
る
べ
き
由
、
医
師
等
申

す
故
な
り
。

　
ま
た
今
日
、
丹
波
長
直
参
る
。
雑
熱
を
見
せ
し
め
、
蛭
飼
の
事
を
仰
せ
合
は
す
。
も
っ
と
も
し
か
る
べ
き
由
、
同
じ
く
英
成

・
全
成
に
申
し
、
退
下
し
了
ん
ぬ
。

 

【
注
釈
】

帝
範
　
二
月
十
二
日
条
注
釈
参
照
。

談
義
　
二
月
十
五
日
条
注
釈
参
照
。

資
栄
卿
　
源
資
栄
。
二
月
四
日
条
注
釈
「
参
議
資
栄
」、
四

月
十
八
日
条
注
釈
「
参
議
資
栄
卿
」
参
照
。

冬
定
朝
臣
　
中
御
門
冬
定
。
正
月
一
日
条
・
四
月
十
日
条
注

釈
参
照
。

詩
哥
合
会
　
四
月
十
八
日
条
注
釈
「
詩
謌
会
」
参
照
。

内
々
中
内
々
也
　「
全
く
内
輪
の
こ
と
だ
」
の
意
。
四
月
十

五
日
条
注
釈
「
内
々
哥
会
。
短
冊
也

」
参
照
。

衆〔
議
〕儀判

　
歌
合
・
詩
歌
合
で
左
右
双
方
の
歌
人
が
、
和
歌
の

優
劣
に
つ
い
て
論
じ
判
を
下
す
こ
と
。
特
定
の
判
者
や
主

催
者
が
お
り
、
最
終
的
に
人
々
の
意
見
を
ま
と
め
評
定
を

下
す
場
合
は
「
難
陳
」
と
い
い
、
区
別
さ
れ
る
。
康
和
二

年
（
一
一
〇
〇
）
の
『
源
宰
相
中
将
家
国
信
和
歌
合
』、

『
備
中
守
仲
実
朝
臣
女
子
根
合
』
で
確
立
し
た
と
さ
れ
る
。

歌
合
の
文
芸
性
が
強
く
な
る
と
と
も
に
、
院
政
期
か
ら
鎌

倉
時
代
に
か
け
て
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
京
極
派
内
部
の
歌
合
も
、
衆
議
判
も
し
く
は
衆
議
の
形

式
を
と
る
も
の
が
多
く
、
前
者
で
は
『
正（

一
二
九
九
）

安
元
年
五
種
歌

合
』、『
歌
合
（
乾（

一
三
〇
三
）

元
二
年
五
月
四
日
）』
が
、
後
者
で
は

『
三
十
番
歌
合
』、『
仙
洞
五
十
番
歌
合
（
乾
元
二
年
閏
四
月

二
十
九
日
）』、『
光
厳
院
三
十
六
番
歌
合
』
等
が
あ
る
。
峯
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岸
義
秋
『
歌
合
の
研
究
』（
四
月
十
八
日
条
注
釈
前
掲
）、
萩

谷
朴
『
平
安
朝
歌
合
大
成 

増
補
新
訂
』
全
五
巻
（
同
朋
舎
、

一
九
九
五
～
九
六
年
）、
石
村
雍
子
「
歌
合
の
衆
議
判
に
つ

い
て
」（『
文
学
』
二
九
―
四
、
一
九
六
一
年
）
参
照
。

予
哥
方
也
。
詩
未
練
也
。
仍
如
此
　「
私
（
花
園
）
は
歌
方

で
あ
る
。
詩
は
未
熟
だ
か
ら
で
あ
る
」
の
意
。
四
月
二
十

一
日
条
注
釈
「
予
一
向
哥
。
詩
未
練
無
極
故
也
」
参
照
。

成
隆
申
曰
、
明
後
日
、
伊
勢
一
社
奉
幣
也
。
而
御
拝
有
無
如

何
　「
成
隆
が
申
し
て
言
う
に
は
『
明
後
日
は
伊
勢
一
社
奉

幣
で
す
が
、
御
拝
は
な
さ
れ
ま
す
か
』」
の
意
。
奉
幣
に

つ
い
て
は
、
四
月
十
日
条
注
釈
「
賀
茂
一
社
奉
幣
日
時
文
、

同
奉
幣
使
定
文
」
参
照
。

成
隆　
葉
室
成
隆
。
こ
の
と
き
正
五
位
下
、
民
部
大
輔
・
蔵

人
。
二
十
四
歳
。
二
月
十
六
日
条
注
釈
参
照
。

仰
云
、
明
後
日
、
猶
沐
浴
不
可
叶
。
然
者
、
拝
難
叶
也
。
是

雑
熱
大
略
雖
癒
、
沐
浴
可
憚
之
由
、
医
師
等
申
之
故
也
　「（
花

園
が
）
仰
せ
て
言
う
に
は
、『
明
後
日
は
、
ま
だ
沐
浴
で

き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
御
拝
も
で
き
な
い
』
と
。
こ
れ

は
、『
腫
物
が
大
方
治
癒
し
て
も
、
沐
浴
は
控
え
る
べ
き

だ
』
と
、
医
師
等
が
申
し
た
か
ら
で
あ
る
」
の
意
。

　
　
花
園
は
四
月
初
旬
か
ら
雑
熱
（
腫
物
）
を
患
っ
て
お
り
、

医
師
の
診
断
に
よ
り
、
御
拝
の
た
め
の
斎
戒
沐
浴
が
で
き

な
い
た
め
、
伊
勢
一
社
奉
幣
は
、
い
っ
た
ん
五
月
五
日
に

延
期
さ
れ
た
（『
花
園
』
同
日
条
）。
し
か
し
、
こ
の
日
、

犬
死
穢
が
生
じ
た
た
め
、
再
び
延
期
さ
れ
、
五
月
十
二
日

に
実
施
さ
れ
た
（『
花
園
』
同
日
条
）。
伊
勢
一
社
奉
幣
の

理
由
は
未
詳
だ
が
、
柳
原
紀
光
編
『
続
史
愚
抄
』
正
和
二

年
五
月
十
二
日
条
は
、「
若
彗
星
御
祈
歟
」
と
推
測
す
る
。

彗
星
に
つ
い
て
は
、『
花
園
』
三
月
十
九
日
・
二
十
九
日

条
に
見
え
る
。

　
　
「
雑
熱
」
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
条
注
釈
「
朕
有
小

雑
熱
。
…
…
」
参
照
。「
沐
浴
」
に
つ
い
て
は
、
四
月
九

日
条
注
釈
参
照
。

丹
波
長
直
　
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
～
康
永
元
年
（
一
三
四

二
）。
こ
の
と
き
正
四
位
下
、
宮
内
大
輔
。
三
十
七
歳
。

『
医
陰
系
図
』〔
医
道 

丹
波
氏
〕、『
丹
波
氏
系
図
』。『
公
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補
』
元
弘
元
～
康
永
元
（『
公
事
』
八
七
六
頁
）。
父
は
篤
基
。

は
じ
め
長
高
・
長
職
と
名
乗
る
。

　
　
『
医
陰
系
図
』〔
医
道　
丹
波
氏
〕
に
「
内
蔵
頭
／
施
薬

使
／
従
三
位
／
典
薬
頭
」。
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
二
月
、

典
薬
権
助
（『
勘
仲
記
』
二
月
二
十
四
日
条
）。
永
仁
四
年
（
一

二
九
六
）
正
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
『
医
心
方
』
を
書
写

し
、
同
六
年
、
父
篤
基
か
ら
医
道
の
秘
説
を
授
け
ら
れ
た

（『
医
心
方
一
本
奥
書
写
』）。
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
五
月
、

父
篤
基
が
亀
山
法
皇
の
治
療
に
あ
た
り
、
そ
の
賞
と
し
て
、

長
高
（
長
直
）
が
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
た
（『
実
躬
卿
記
』

五
月
七
日
条
）。
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
正
月
、
伏
見
上

皇
の
治
療
の
賞
と
し
て
、
正
四
位
下
に
叙
さ
れ
、
丹
波
忠

守
を
超
越
（『
公
補
』）。
同
三
年
二
月
、
後
伏
見
上
皇
が
疱

瘡
に
罹
患
し
た
際
、
そ
の
治
療
方
法
を
め
ぐ
り
、
和
気
英

成
と
対
立
し
た
（『
花
園
』
二
月
三
日
・
六
日
条
、
四
月
十
一

日
条
注
釈
「
英
成
朝
臣
」
参
照
）。
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）

五
月
、
後
醍
醐
天
皇
が
病
気
と
な
っ
た
折
（『
増
鏡
』
一
五

〔
む
ら
時
雨
〕）
に
そ
の
治
療
に
当
た
り
、
六
月
十
二
日
、

療
治
賞
と
し
て
従
三
位
に
叙
さ
れ
た
（『
公
補
』、『
玉
英
記

抄
』〔
官
位
部
〕
元
弘
元
年
六
月
十
五
日
条
）。
明
応
元
年
（
一

四
九
二
）
八
月
日
「
壬
生
晴
富
申
状
案
」（『
官
務
家
勘
要
古

文
書
』）
に
よ
れ
ば
、
医
陰
両
道
で
三
位
と
な
っ
た
の
は

長
直
が
最
初
で
あ
っ
た
。

　
　

な
お
長
直
は
、『
花
園
』
正
和
二
年
～
正
中
二
年
（
一

三
二
五
）
条
に
散
見
し
、
し
ば
し
ば
花
園
ら
の
治
療
に
あ

た
っ
て
い
る
。

　
　
長
直
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
新
村
拓
「
中
世
医
療
体
制

の
構
造
」（
同
『
古
代
医
療
官
人
制
の
研
究
―
典
薬
寮
の
構

造
―
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
三
年
）
参
照
。

蛭ひ
る
飼か

い
　「
蛭
食
」
と
も
。
蛭
を
用
い
て
瘡
腫
の
悪
血
を
瀉
血

さ
せ
る
治
療
法
。『
医
心
方
』
一
五
〔
治
癰
疽
未
膿
方
〕

に
施
術
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
治
療
法
は
、
鎌
倉
時

代
半
ば
以
降
、
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
新
村

拓
「
古
代
医
療
に
お
け
る
蛭
食
治
・
針
灸
治
・
湯
治
」

（
前
掲『
古
代
医
療
官
人
制
の
研
究
』。
初
出
一
九
七
四
年
）
参
照
。

英
成
　
和
気
英
成
。
四
月
十
一
日
条
注
釈
「
英
成
朝
臣
」
参



『花園天皇日記（花園院宸記）』正和二年四月記

299

照
。

全
成
　
和
気
全
成
。
二
月
九
日
条
注
釈
「
和
気
全
成
朝
臣
」、

四
月
一
日
条
注
釈
「
全
成
朝
臣
」
参
照
。

 

〔
廿
三
日
、
癸
未
、〕
晴＊

。
今
日
、
無
二
殊
事
一。
毎
日
拝
、
此
間
久
不
二
奉
仕
一。
尤4〔
×
即
恐
入
〕

為4

レ
恐4

者
也
。
今
夜
、 

警4

〔
×
堅
〕固
召
仰

事
有
レ
之
。
只
二
府
云
々
。
中
将
資（
源
）清
朝
臣
、
蔵
人
右
兵
衛
尉
永（
高
倉
）広
也
。
又
有
二
小
除
目
一。
任4

〔
×
十
〕人＊

＊
十
余
人
也
。
皆

雑
任
也
。
上
卿
権
中
納
言
親（
北
畠
）房
。
参
議
雅（
壬
生
）康
。

　「（
＊
頭
書
）
有〻
精〻
進〻
於〻
二〻
間〻
念〻
誦〻
」

　「（
＊
＊
裏
書
）

今
日
、
依
二
神
事
一
不
二
精
進
一。
猶
今
月
中
、
祭
以
前
不
二
精
進
一
也
。」

 

【
訓
読
】

　
晴
る
。
今
日
、
殊
な
る
事
無
し
。

　
毎
日
の
拝
、
こ
の
間
久
し
く
奉
仕
せ
ず
。
も
っ
と
も
恐
れ
を
な
す
者
な
り
。

　
今
夜
、
警
固
の
召
し
仰
せ
の
事
、
こ
れ
有
り
。
た
だ
二
府
と
云
々
。
中
将
資
清
朝
臣
、
蔵
人
右
兵
衛
尉
永
広
な
り
。

　
ま
た
小
除
目
有
り
。
任
人
十
余
人
な
り
。
皆
雑
任
な
り
。
上
卿
権
中
納
言
親
房
。
参
議
雅
康
。

　
「（

裏
書
）今

日
、
神
事
に
依
り
精
進
せ
ず
。
な
ほ
今
月
中
、
祭
以
前
は
精
進
せ
ざ
る
な
り
。」

 

【
注
釈
】

毎
日
拝
、
此
間
久
不
奉
仕
。
尤
為
恐
者
也　
「
毎
日
拝
は
、

最
近
久
し
く
行
っ
て
い
な
い
。
た
い
へ
ん
恐
れ
多
く
思
っ
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て
い
る
」
の
意
。「
毎
日
拝
」
に
つ
い
て
は
、
正
月
一
日

条
注
釈
参
照
。
こ
の
当
時
、
花
園
は
し
ば
ら
く
雑
熱
（
腫

物
）
が
続
い
て
体
調
が
よ
く
な
か
っ
た
た
め
、
毎
日
拝
を

行
わ
な
か
っ
た
（『
花
園
』
四
月
九
日
・
十
九
日
条
な
ど
）。

警け
い
ご
の
め
し
お
お
せ

固
召
仰
　
賀
茂
祭
の
直
前
に
あ
た
る
中
の
未（
ま
た
は
申
）

の
日
、
内
裏
に
て
上
卿
が
六
衛
府
（
左
右
近
衛
府
・
左
右
衛

門
府
・
左
右
兵
衛
府
）
の
佐
以
上
（
不
在
の
場
合
は
尉
）
各
一

人
を
召
し
、
名な

だ
い
め
ん

謁
を
行
っ
た
後
、
諸
衛
府
に
内
裏
の
警
固

を
始
め
る
よ
う
命
じ
る
儀
式
。「
召
仰
」
と
は
、
朝
廷
で

公
事
を
行
う
際
、
あ
ら
か
じ
め
諸
臣
を
召
し
て
、
当
日
の

役
職
な
ど
を
命
じ
る
こ
と
を
い
う
。『
建
武
』〔
賀
茂
の

祭
〕
に
「
未
の
日
、
上
卿
陣
の
座
に
つ
き
て
、
六
府
を
め

し
て
け
い
ご
の
よ
し
を
仰
す
」
と
あ
る
。
こ
の
警
固
召
仰

の
儀
の
後
、
諸
衛
府
は
内
裏
所
々
に
幄
を
立
て
て
警
固
を

始
め
た
。
そ
し
て
中
の
酉
の
日
に
賀
茂
祭
が
行
わ
れ
た
後
、

中
の
戌
の
日
に
再
び
六
衛
府
が
召
さ
れ
、
警
固
の
陣
を
解

く
よ
う
命
じ
る
解げ

陣じ
ん

の
儀
が
行
わ
れ
た
。
今
回
は
二
十
六

日
に
行
わ
れ
て
い
る
（『
花
園
』
同
日
条
）。

　
　
警
固
の
召
仰
や
解
陣
の
儀
の
次
第
に
つ
い
て
は
、『
内

裏
式
』
中
〔
賀
茂
祭
日
警
固
式
〕、『
江
次
第
』
六
〔
賀
茂

祭
警
固
〕
な
ど
に
詳
し
い
。

二
府
　
こ
の
日
、
警
固
の
召
仰
に
あ
た
り
上
卿
の
も
と
に
参

仕
し
た
の
が
、
右
近
衛
府
・
右
兵
衛
府
の
二
府
の
み
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
す
。

中
将
資
清
朝
臣　

白
川
資
清
。
四
月
十
八
日
条
注
釈
「
資

清
」
参
照
。

蔵
人
右
兵
衛
尉
永
広
　
高
倉
永
広
。
こ
の
と
き
六
位
蔵
人
。

三
月
十
六
日
条
注
釈
「
永
広
」
参
照
。

小
除
目
　
臨
時
除
目
を
指
す
。
正
月
十
六
日
条
・
四
月
一
日

条
注
釈
参
照
。

雑ぞ
う
に
ん任

　
律
令
官
制
で
、
四
等
官
や
品
官
（
特
殊
技
能
を
要
す
る

専
門
職
）
よ
り
下
位
の
下
級
職
員
を
総
称
し
て
い
う
。
官

掌
・
史
生
・
舎
人
な
ど
。

上
卿
権
中
納
言
親
房
　
北
畠
親
房
。
こ
の
と
き
従
二
位
、
権

中
納
言
。
二
十
一
歳
。
正
月
九
日
条
注
釈
「
権
中
納
言
親

房
」
参
照
。
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参
議
雅
康　

壬
生
雅
康
。
二
月
七
日
条
注
釈
「
参
議
雅
康

卿
」、
四
月
一
日
条
注
釈
参
照
。

今
日
、
依
神
事
不
精
進
。
猶
今
月
中
、
祭
以
前
不
精
進
也
　

「
今
日
は
（
賀
茂
祭
の
）
神
事
に
よ
っ
て
精
進
を
行
わ
な
か

っ
た
。
な
お
今
月
中
は
、
賀
茂
祭
以
前
は
精
進
を
行
っ
て

い
な
い
」
の
意
。
実
際
に
は
、
灌
仏
会
が
行
わ
れ
た
八
日

ま
で
は
精
進
を
続
け
、
翌
九
日
か
ら
こ
れ
を
止
め
て
い
る
。

な
お
、「
賀
茂
祭
神
事
」
に
つ
い
て
は
四
月
八
日
条
注
釈

「
七
日
・
今
日
精
進
也
。
…
…
」、「
精
進
」
に
つ
い
て
は

正
月
八
日
条
注
釈
参
照
。

 

〔
廿
四
日
、
甲
申
、〕
晴〻
今〻
日〻
勾〻
当〻
内〻
侍〻
奏〻

此〻
宣〻
命〻
明〻
日〻
賀〻
茂〻
祭〻
宣〻
命〻
也〻

又
丹
波
行
長
参
。
仰
二

合
蛭
飼
事
一。
申
云
、
飼
も

不
レ
飼
も
不
レ
可
レ
苦
云
々
。
長（
丹
波
）直
・
行
長
、
依4

〔
×
自
〕二
院
仰
一
所
レ
参
也
。

 

【
訓
読
】

　
ま
た
丹
波
行
長
参
る
。
蛭
飼
の
事
を
仰
せ
合
は
す
。
申
し
て
云
は
く
、
飼
ふ
も
飼
は
ざ
る
も
苦
し
か
る
べ
か
ら
ず
と
云
々
。

長
直
・
行
長
、
院
の
仰
せ
に
依
り
て
参
る
と
こ
ろ
な
り
。

 

【
注
釈
】

丹
波
行
長　

生
没
年
未
詳
。
こ
の
と
き
施
薬
院
使
。『
医
陰

系
図
』〔
医
道 

丹
波
氏
〕、『
丹
波
氏
系
図
』。
父
は
尚
長
。

　
　
『
医
陰
系
図
』〔
医
道 

丹
波
氏
〕
に
「
典（

朱
合
点
）施

兼
帯
／
左

〔
右
ヵ
〕

京
大
夫
／
穀
倉
院
別
当
／
施
薬
院
使
三
ケ
度

補
之

／
正
四
下
／

典
薬
頭
／
院（

朱
合
点
）内

昇
殿
」
と
あ
る
。
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）

六
月
、
父
尚
長
の
譲
り
に
よ
り
、
施
薬
院
使
と
な
り
、
正

応
元
年
（
一
二
八
八
）
二
月
ま
で
在
任
。

　
　
祖
父
の
経
長
以
来
、
西
園
寺
家
と
の
関
係
が
深
い
家
系
。
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正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
五
月
、
父
尚
長
が
大
宮
院
姞
子

（
西
園
寺
実
氏
女
、
後
嵯
峨
天
皇
中
宮
）
の
治
療
に
あ
た
り
、

そ
の
賞
と
し
て
、
行
長
が
刑
部
権
少
輔
に
任
じ
ら
れ
た

（『
実
躬
卿
記
』
五
月
一
日
条
）。
後
二
条
天
皇
の
即
位
に
と

も
な
い
、
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
五
月
、
後
二
条
の
降

誕
賞
と
し
て
、
施
薬
院
使
に
還
補
し
、
嘉
元
元
年
（
一
三

〇
三
）
七
月
ま
で
つ
と
め
る
。
こ
の
間
、
昭
訓
門
院
瑛
子

（
西
園
寺
実
兼
女
、
亀
山
法
皇
妃
）
の
懐
妊
に
際
し
、
管
領
医

師
と
し
て
祗
候
し
た
（『
昭
訓
門
院
御
産
愚
記
（
公
衡
公
記
）』

嘉
元
元
年
五
月
九
日
条
ほ
か
）。
ま
た
、
嘉
元
三
年
五
月
、

亀
山
法
皇
の
不
例
に
際
し
、
管
領
医
師
と
し
て
治
療
に
あ

た
っ
た
（『
実
躬
卿
記
』
五
月
七
日
条
）。

　
　

広
義
門
院
寧
子
（
西
園
寺
公
衡
女
、
後
伏
見
上
皇
女
御
）

の
管
領
医
師
で
も
あ
り
、
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
の
広

義
門
院
の
懐
妊
に
際
し
御
産
管
領
医
師
と
な
る
が
、
無
官

が
問
題
視
さ
れ
、
同
年
十
月
、「
希
代
之
例
」
な
が
ら
、

三
た
び
施
薬
院
使
に
補
任
さ
れ
た
（『
広
義
門
院
御
産
御
記

（
後
伏
見
天
皇
日
記
）』
九
月
一
日
条
、『
広
義
門
院
御
着
帯
記

（
公
衡
公
記
）』
十
月
二
十
三
日
条
）。
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）、

広
義
門
院
が
再
び
懐
妊
し
た
際
、
仙
沼
子
を
献
じ
て
い
る

（
二
月
二
十
二
日
条
注
釈
「
御
着
帯
」
参
照
）。
同
三
年
三
月
、

典
薬
頭
を
兼
帯
す
る
が
、
直
後
に
出
家
し
、
辞
官
し
た
。

　
　

行
長
の
施
薬
院
使
・
典
薬
頭
の
在
任
に
つ
い
て
は
、

『
典
薬
頭
補
任
次
第
』
参
照
。
ま
た
、
新
村
拓
「
悲
田
院

と
施
薬
院
」（
同
『
日
本
医
療
社
会
史
の
研
究
―
古
代
中
世
の

民
衆
生
活
と
医
療
―
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
年
。
初

出
一
九
七
六
年
）、
同
「
中
世
医
療
体
制
の
構
造
」（
四
月
二

十
二
日
条
注
釈
前
掲
）、
小
川
剛
生
「
医
道
と
歌
道
の
あ
い

だ
―
丹
波
忠
守
の
事
蹟
を
考
証
し
、
徒
然
草
第
一
〇
三
段

の
解
釈
に
及
ぶ
―
」（『
芸
文
研
究
』
一
〇
〇
、二
〇
一
一
年
）

も
参
照
。

　
　

著
書
に
、
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
八
月
、
西
園
寺
公

衡
の
求
め
に
応
じ
て
家
の
秘
説
を
抄
出
編
纂
し
、
撰
進
し

た
『
衛
生
秘
要
抄
』
が
あ
る
。
石
原
明
「
衛
生
秘
要
抄
」

（
続
群
書
類
従
完
成
会
編
『
群
書
解
題 

八 

雑
部
』
続
群
書
類
従

完
成
会
、
一
九
八
二
年
。
初
刊
一
九
六
一
年
）、
同
解
説
『
衛
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生
秘
要
抄
』（
大
東
急
記
念
文
庫
、
出
版
年
不
明
）
参
照
。

蛭
飼
　
四
月
二
十
二
日
条
注
釈
参
照
。

長
直　
丹
波
長
直
。
四
月
二
十
二
日
条
注
釈
参
照
。

院　
伏
見
上
皇
。
二
月
三
日
条
注
釈
、
四
月
十
六
日
条
注
釈

「
院
（
仙
洞
）」
参
照
。

 

〔
廿
五
日
、
乙
酉
、〕
晴
。
賀
茂
祭
也
。
使
国（
源
）資
朝
臣
、
参
二
於
弓
場
所〻
一。
于
時
未
終
。
予〻
即
内
々
於
二
東
対
之
妻
一
見
レ
之
。

職
事
・
殿
上
人
等
、
門
辺
徘
徊
不
レ
居
。
是
無
二
北
陣
之
儀
一
也
。
暫4

〔
×
同
〕冬（

中
御
門
）定朝
臣
申
云
、
四
足
門
番
衆
与
二
小
舎
人

下
人
一
有
二
喧
嘩
事
一。
小4
〔
×

舎4

人4〕

下
人
被
二
刄
傷
一
云
々
。
同
刻
、
使
渡
。
次
典
侍
高
階
典
子
給
レ
禄
。
蔵4

〔
×
六
御
〕人4

説（
藤
原
）綱
懸

レ
轅
。
女
官
取
レ
之
。

命
婦
・
蔵
人
等4〔
×不4

レ
参4〕

。

 

【
訓
読
】

　
晴
る
。
賀
茂
祭
な
り
。
使
国
資
朝
臣
、
弓
場
に
参
る
。
時
に
未

の
終
。
す
な
は
ち
内
々
に
東
対
の
妻
に
お
い
て
こ
れ
を
見
る
。
職
事
・

殿
上
人
等
、
門
の
辺
に
徘
徊
し
て
居
ら
ず
。
こ
れ
北
陣
の
儀
無
き
な
り
。
暫
し
て
冬
定
朝
臣
申
し
て
云
は
く
、
四
足
門
の
番
衆

と
小
舎
人
下
人
と
喧
嘩
の
事
有
り
。
小
舎
人
下
人
、
刄
傷
せ
ら
る
る
と
云
々
。
同
刻
、
使
渡
る
。
次
に
典
侍
高
階
典
子
、
禄
を

給
ふ
。
蔵
人
説
綱
、
轅
に
懸
く
。
女
官
こ
れ
を
取
る
。
命
婦
・
蔵
人
等
参
ら
ず
。

 

【
注
釈
】

賀か
も
の
ま
つ
り

茂
祭
　
賀
茂
別
雷
神
社
（
上
賀
茂
神
社
）
と
賀
茂
御
祖
神

社
（
下
鴨
神
社
）
の
祭
。
石
清
水
八
幡
宮
の
「
南
祭
」
に

対
し
て
「
北
祭
」
と
も
い
い
、
古
来
葵
の
葉
を
「
か
ざ

し
」
と
し
て
用
い
た
こ
と
か
ら
「
葵
祭
」
と
も
い
う
。
祭
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日
は
、
四
月
の
中
の
酉
の
日
、
も
し
く
は
下
の
酉
の
日
。

路
頭
の
儀
、
社
頭
の
儀
、
還
立
の
儀
（
翌
日
）
が
行
わ
れ

る
。
と
く
に
路
頭
の
儀
が
盛
大
で
あ
り
、
多
く
の
見
物
人

が
集
っ
た
。

使
国
資
朝
臣
　
源
国
資
。
初
名
信
資
。
生
没
年
不
詳
。
こ
の

と
き
従
四
位
上
、
右
近
中
将
。『
尊
卑
』
三
―
五
三
〇
。

『
公
補
』
嘉
暦
元
～
建
武
二
（『
公
事
』
六
六
三
～
六
六
四
頁
）。

父
は
参
議
親
平
。

　
　
『
花
園
』
で
は
、
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
十
二
月
二
十

一
日
条
に
右
少
将
か
ら
左
中
将
に
転
じ
た
こ
と
、
正
中
二

年
（
一
三
二
五
）
正
月
二
日
条
に
御
薬
儀
で
役
送
を
つ
と

め
た
こ
と
、
同
年
六
月
三
十
日
条
に
六
月
祓
の
陪
膳
を
つ

と
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
本
日
条
で
は
、
右
中
将
と
し

て
賀
茂
祭
の
近
衛
使
を
つ
と
め
て
い
る
。
な
お
、
嘉
暦
二

年
（
一
三
二
七
）
正
月
の
白
馬
節
会
に
参
仕
し
た
こ
と
が

『
増
鏡
』
一
四
〔
春
の
別
れ
〕
に
見
え
る
。

弓ゆ

場ば

　
紫
宸
殿
の
西
、
清
涼
殿
の
南
。
殿
上
の
沓
脱
よ
り
降

り
て
、
神
仙
門
を
過
ぎ
、
小
庭
か
ら
無
名
門
を
出
た
と
こ

ろ
に
あ
る
。

未
終
　
未
刻
は
午
後
一
時
か
ら
三
時
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
は
午
後
三
時
前
ご
ろ
。

東ひ
が
し
の
た
い

対
之
妻の

つ
ま　「

東
対
」
と
は
、
寝
殿
造
に
お
い
て
正
殿
で
あ

る
寝
殿
に
対
し
て
東
に
あ
る
対
屋
の
こ
と
。
対
屋
は
、
東

対
・
西
対
・
北
対
な
ど
と
呼
ば
れ
、
渡
殿
に
よ
っ
て
寝
殿

と
結
ば
れ
る
。「
妻
」
と
は
、
棟
の
方
向
（
建
物
の
正
面
）

に
対
し
て
直
角
な
面
（
側
面
）
の
こ
と
。
東
対
は
南
北
棟

な
の
で
、
妻
は
東
対
の
南
側
と
北
側
に
あ
た
る
。

北き
た
の
じ
ん
陣
之
儀
　「
北
陣
」
と
は
、
朔
平
門
の
内
、
縫
殿
陣
の
こ

と
。
祭
使
や
か
ざ
り
馬
が
北
陣
を
渡
る
際
に
、
こ
れ
を
天

皇
が
観
覧
し
た
。

冬
定
朝
臣
　
中
御
門
冬
定
。
正
月
一
日
条
・
四
月
十
日
条
注

釈
参
照
。

申
云
、
四し

足そ
く
門も

ん
番
衆
与
小
舎
人
下
人
有
喧
嘩
事
。
小
舎
人
下

人
被
刄
傷
云
々
　「
四
足
門
」
は
、
扉
筋
の
本
柱
の
前
後
に

　
二
本
ず
つ
の
控
柱
（
副
柱
）
を
立
て
た
門
。
四
脚
門
と
も

い
う
。
こ
こ
で
は
二
条
富
小
路
内
裏
の
四
足
門
の
こ
と
。
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二
条
富
小
路
内
裏
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
閑
院
内
裏
で
は
東

西
両
面
に
四
足
門
・
棟
門
が
配
置
さ
れ
た
が
、
二
条
富
小

路
内
裏
は
東
面
が
洛
外
に
面
す
る
た
め
、
四
足
門
が
配
置

さ
れ
た
の
は
西
面
の
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

川
上
貢
「
二
条
富
小
路
内
裏
に
つ
い
て
」（
同
『
日
本
中
世

住
宅
の
研
究
〔
新
訂
〕』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
二
年
、

一
〇
一
頁
。
初
刊
一
九
六
七
年
）
参
照
。

　
　
「
番
衆
」
は
、
四
足
門
を
警
固
す
る
大
番
役
勤
仕
の
御

家
人
の
こ
と
。『
花
園
』
に
は
、
延
慶
四
年
（
一
三
一
一
）

正
月
十
六
日
条
・
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
八
月
二
十
五

日
条
・
本
日
条
・
同
三
年
三
月
十
七
日
条
・
同
年
閏
三
月

四
日
条
・
同
六
年
正
月
十
一
日
条
・
文
保
元
年
（
一
三
一

七
）
二
月
十
三
日
条
・
同
年
五
月
九
日
条
に
、
内
裏
大
番

役
を
勤
め
た
番
衆
の
記
事
が
み
え
る
。
木
村
英
一
「
鎌
倉

幕
府
京
都
大
番
役
の
勤
仕
先
に
つ
い
て
」（『
待
兼
山
論

叢 

史
学
篇
』
三
六
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

　
　
中
御
門
冬
定
の
報
告
で
は
、
番
衆
と
小
舎
人
の
下
人
と

が
喧
嘩
し
、
小
舎
人
の
下
人
が
刃
物
で
傷
を
負
わ
さ
れ
た

と
い
う
。
こ
の
騒
動
に
よ
り
北
陣
の
儀
が
な
か
っ
た
。

使
渡 

近
衛
使
以
下
が
北
陣
を
通
過
し
、
一
条
大
路
を
渡
る

こ
と
を
さ
す
。

次
典
侍
高
階
典
子
給
禄
。
蔵
人
説
綱
懸
轅な

が
え。
女
官
取
之
　
典

侍
は
祭
使
と
し
て
賀
茂
社
に
参
向
す
る
前
に
参
内
し
て
禄

を
賜
る
。
禄
は
内
蔵
寮
が
沙
汰
し
（『
夕
拝
備
急
至
要
抄
』

上
〔
四
月 

賀
茂
祭
〕）、
蔵
人
が
轅
（
車
の
前
面
左
右
か
ら
水

平
に
出
て
い
る
二
本
の
棒
）
に
懸
け
、
女
官
が
こ
れ
を
取
っ

た
（『
建
武
』〔
賀
茂
の
祭
〕）。

典
侍　
二
月
二
十
日
条
注
釈
参
照
。

高
階
典
子　
花
園
の
典
侍
。
三
月
九
日
条
注
釈
参
照
。

蔵
人
説
綱　
藤
原
説
綱
。
こ
の
と
き
六
位
蔵
人
。
二
月
十
六

日
条
注
釈
「
説
綱
」
参
照
。

命み
ょ
う
ぶ婦
・
蔵
人
等
不
参　
「
命
婦
」
は
、
四
位
・
五
位
の
無
官

の
中
級
女
官
の
こ
と
。
典
侍
と
同
じ
く
、
命
婦
・
蔵
人
も

祭
使
と
し
て
賀
茂
社
に
参
向
す
る
前
に
参
内
し
て
禄
を
賜

る
が
、
こ
の
日
は
命
婦
・
蔵
人
の
参
内
は
な
か
っ
た
。
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〔
廿
六
日
、
丙
戌
、〕
解
陣
也
。
上
卿
権
中
納
言
親（
北
畠
）房
。
近
衛
伊（
藤
原
）家
朝
臣
、
兵
衛
家（
菅
原
）高
。
前
左
大
弁
在（
菅
原
）兼
卿
参
。

連
句
。
三
十
。
在
兼
卿
・
資（
源
）栄
卿
已
下
也
。
次
又
有
二
詩
哥
合
会
一。
左
衛
門
督
公（
洞
院
）賢
卿
・
資
栄
卿
等
也
。
天
明
之

後
、
衆
議
判
了
。
抑〻
是
如
法
内
々
儀
也
。

 

【
訓
読
】

　
解
陣
な
り
。
上
卿
権
中
納
言
親
房
。
近
衛
伊
家
朝
臣
、
兵
衛
家
高
。

　
前
左
大
弁
在
兼
卿
参
る
。
連
句
。
三
十
。

在
兼
卿
・
資
栄
卿
已
下
な
り
。
次
い
で
ま
た
、
詩
哥
合
の
会
あ
り
。
左
衛
門
督
公

賢
卿
・
資
栄
卿
等
な
り
。
天
明
く
る
後
、
衆
議
判
じ
了
ん
ぬ
。
こ
れ
如
法
内
々
の
儀
な
り
。

 

【
注
釈
】

解げ

陣じ
ん　

朝
儀
・
践
祚
・
行
幸
な
ど
の
儀
式
、
お
よ
び
雷
鳴
な

ど
の
変
事
に
際
し
て
、
六
衛
府
が
行
っ
た
警
固
の
体
制
を

解
く
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
四
月
二
十
五
日
の
賀
茂
祭
に
あ

た
り
、
二
十
三
日
か
ら
始
ま
っ
た
警
固
の
解
除
を
さ
す
。

　
　
賀
茂
祭
で
は
、
祭
の
翌
日
に
あ
た
る
戌
の
日
の
早
朝
に
、

上
卿
が
六
衛
府
を
召
し
て
解
陣
の
旨
を
通
達
し
た
。
次
第

は
警
固
の
召
仰
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
、
弓
箭
を
帯
し

た
六
衛
府
の
将
佐
ら
が
日
華
門
よ
り
入
っ
て
軒
廊
の
南
に

並
び
、
上
卿
が
「
陣
解
け
」
と
仰
す
（『
江
次
第
』
六
〔
賀

茂
祭
警
固
〕、『
明
月
記
』
建
暦
三
年
〔
一
二
一
三
〕
四
月
十
五

日
条
）。
こ
の
日
の
解
陣
で
は
、
右
近
衛
府
と
左
右
い
ず

れ
か
の
兵
衛
府
の
二
府
が
参
っ
て
い
る
。

上
卿
権
中
納
言
親
房
　
北
畠
親
房
。
正
月
九
日
条
注
釈
「
権

中
納
言
親
房
」、
四
月
二
十
三
日
条
注
釈
参
照
。

近
衛
　
召
さ
れ
た
藤
原
伊
家
が
右
中
将
で
あ
る
の
で
、
こ
こ

で
は
右
近
衛
府
の
こ
と
を
指
す
。
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伊
家
朝
臣
　
藤
原
伊
家
。
三
月
十
五
日
条
注
釈
参
照
。
こ
の

と
き
正
四
位
下
、
右
中
将
。

兵
衛
　
召
さ
れ
た
菅
原
家
高
が
い
か
な
る
官
途
に
つ
い
て
い

た
か
は
不
明
で
あ
る
た
め
、
左
兵
衛
府
・
右
兵
衛
府
の
い

ず
れ
か
に
特
定
で
き
な
い
。

家
高　
菅
原
家
高
。
生
没
年
未
詳
。
こ
の
と
き
正
五
位
下
。

『
尊
卑
』
四
―
六
六
。『
尊
卑
』
は
父
を
在
経
と
す
る
が
、

「
実
祖
父
之
子
云
々
。
可
尋
決
之
」
と
注
す
る
。『
新
訂
増

補
国
史
大
系
』
の
校
勘
記
に
「
按
前
田
本
系
図
上
文
在
兼

卿
子
」
と
あ
る
こ
と
や
、
室
町
時
代
の
書
写
に
か
か
る

『〔
仁
和
寺
本
〕
系
図
』
菅
原
氏
の
項
に
在
兼
の
子
と
す
る

こ
と
も
勘
案
す
る
と
、
実
父
は
在
兼
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
十
一
月
十
六
日
、
花
園
の
即

位
式
に
お
い
て
擬
侍
従
を
つ
と
め
る
。
こ
の
と
き
少
納
言

（『
後
伏
見
天
皇
日
記
』）。
同
四
年
二
月
、
正
五
位
下
。
正
和

二
年
（
一
三
一
三
）
十
二
月
、
右
兵
衛
佐
（『
花
園
』
十
二
月

二
十
八
日
条
）。
同
四
年
三
月
一
日
、
後
伏
見
上
皇
が
開
い

た
三
席
御
会
に
文
人
と
し
て
参
仕
（『
後
伏
見
天
皇
日
記
』）。

元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
六
月
二
十
日
、
後
醍
醐
天
皇
が

開
い
た
中
殿
作
文
に
参
仕
し
（『
花
園
』）、
さ
ら
に
同
四
年

正
月
十
九
日
、
後
醍
醐
が
開
い
た
作
文
の
年
始
会
に
も
参

仕
し
た
。
こ
の
と
き
大
学
頭
（『
冬
平
公
記
』）。

　
　

花
園
・
後
醍
醐
二
代
の
侍
読
を
つ
と
め
た
。『
御
侍
読

次
第
』〔
菅
儒
侍
読
臣
之
年
譜
〕
に
、「（

朱
筆
　
以
下
同
ジ
）

○
花、

園
院
徳
治
三

年
閏
八
月
廿
六
日
、
加
侍
読
。
于
時
散
位
従
五
下

受（
朱
合
点
）

禅
夜
昇
殿
。

／
○
後
醍
醐
院
文
保
三
年
二
月
日
、
被
仰
侍

読
。
于
時
勘
解
由
長
官
従
四
下
」
と
あ
る
。
ま
た
、
花
園

・
光
厳
両
天
皇
の
東
宮
時
代
に
、
そ
の
東
宮
学
士
を
つ
と

め
た
（『
御
侍
読
次
第
』〔
立
坊
学
士
〕）。

　
　
以
上
の
経
歴
は
、
永
井
晋 

『
式
部
省
補
任
』（
八
木
書
店
、

二
〇
〇
八
年
、
三
三
一
～
三
三
二
頁
）
参
照
。

　
　
家
高
は
、
花
園
の
詩
会
に
お
い
て
詩
題
を
献
じ
、
あ
る

い
は
聯
句
や
『
貞
観
政
要
』、『
論
語
』、『
尚
書
』
な
ど
の

談
義
に
頻
繁
に
参
仕
し
た
。
花
園
に
と
っ
て
家
高
は
気
の

置
け
な
い
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
酒
に
酔
っ
た
際

に
家
高
・
菅
原
公
時
・
日
野
行
氏
ら
の
文
章
を
批
評
し
、
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傍
に
い
た
家
高
に
向
か
っ
て
「
汝
得
文
骨
過
両
人
。
但
学

猶
不
至
。
能
々
可
励
」
と
述
べ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る

（『
花
園
』
元
亨
四
年
〔
一
三
二
四
〕
二
月
十
日
条
）。
文
保
三

年
（
一
三
一
九
）
正
月
、
花
園
は
自
身
の
御
給
を
以
て
家

高
を
従
四
位
上
に
つ
け
よ
う
と
し
た
が
、
家
高
に
超
越
さ

れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
同
族
や
同
輩
の
反
対
に
よ
っ
て
こ

れ
を
止
め
た
（『
花
園
』
正
月
五
日
・
七
日
条
）。
ま
た
、
家

高
は
、
花
園
の
甥
量
仁
親
王
（
の
ち
の
光
厳
天
皇
）
の
教
育

に
も
力
を
注
ぎ
、『
千
字
文
』
を
授
け
る
（『
花
園
』
文
保

三
年
正
月
十
九
日
条
）
ほ
か
、
花
園
が
量
仁
の
た
め
に
催
し

た
聯
句
の
会
に
も
参
仕
し
た
。

　
　
貴
顕
の
求
め
に
応
じ
て
文
章
を
作
成
し
た
こ
と
も
多
く
、

元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
十
月
、
後
伏
見
上
皇
が
行
っ
た

西
園
寺
実
兼
供
養
に
お
い
て
願
文
を
草
し
た
（『
花
園
』
十

月
十
三
日
・
二
十
一
日
条
）。
ま
た
、
同
三
年
十
二
月
、
坊

城
定
資
が
亡
父
俊
定
の
供
養
を
行
っ
た
際
に
も
願
文
を
草

し
、
こ
れ
は
『
拾
珠
抄
』
九
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

前
左
大
弁
在
兼
卿　

菅
原
在
兼
。
初
名
在
緒
。
建
長
元
年

（
一
二
四
九
）
～
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）。
こ
の
と
き
従
二

位
、
勘
解
由
長
官
。
六
十
五
歳
。『
尊
卑
』
四
―
六
五
。

『
公
補
』
乾
元
元
～
元
亨
元
（『
公
事
』
七
七
七
頁
）。
父
は

在
嗣
。

　
　

正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
三
月
、
御
書
所
別
当
（『
伏
見

天
皇
日
記
』
三
月
二
日
条
）。
同
三
年
二
月
、
大
学
頭
を
兼

ね
る
。
同
四
年
十
二
月
、
文
章
博
士
を
兼
ね
た
。
乾
元
元

年
（
一
三
〇
二
）
正
月
、
非
参
議
従
三
位
。
正
和
五
年
（
一

三
一
六
）
十
二
月
、
正
二
位
。
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
九

月
、
式
部
大
輔
。
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
三
月
、
参
議

と
な
る
が
程
な
く
こ
れ
を
辞
し
、
六
月
二
十
三
日
に
死
去
。

最
晩
年
は
、
菅
原
氏
長
者
（
北
野
長
者
）
で
あ
っ
た
（『
花

園
』
六
月
二
十
三
日
条
）。
以
上
の
経
歴
は
、
永
井
晋 

『
式

部
省
補
任
』（
前
掲
、
三
一
七
～
三
一
八
頁
）
参
照
。

　
　
伏
見
・
後
伏
見
・
後
二
条
・
花
園
・
後
醍
醐
五
代
の
天

皇
の
侍
読
を
務
め
た
。『
御
侍
読
次
第
』〔
菅
儒
侍
読
臣
之

年
譜
〕
に
、「
○（

朱
筆
　
以
下
同
ジ
）

伏、

見
院
弘
安
十
年
十
一
月
七
日
、
加
侍

読
。
于
時
散
位
従
四
位
上
受（

朱
合
点
）

禅
日
、
聴

昇
殿
。　

／
○
後
伏
見
院
永
仁
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六
年
七
月
廿
五
日
、
奉
授
文
選
。
…
…
／
○
後
二
条
院
正

安
四
年
二
月　
日
、
加
侍
読
。
…
…
／
○
花
園
院
延
慶
二

年
五
月
、
加
侍
読
。
…
…
／
○
後
醍
醐
院
文
保
二
年
三
月

廿
五
日
、
被
仰
侍
読
。
於
昼
御
座
、
奉
授
五
帝
本
紀
。

…
…
」
と
あ
る
。
ま
た
、
伏
見
・
後
伏
見
両
天
皇
の
東
宮

時
代
に
、
東
宮
学
士
を
務
め
た
（『
御
侍
読
次
第
』〔
立
坊
学

士
〕、『
春
宮
坊
官
補
任
』）。

　
　
在
兼
は
伏
見
天
皇
の
信
任
厚
く
、
御
書
所
作
文
や
詩
宴

に
幾
度
も
列
し
た
。
伏
見
の
皇
子
で
あ
る
花
園
に
も
重
用

さ
れ
、『
史
記
』
や
『
貞
観
政
要
』
な
ど
を
伝
授
す
る
ほ

か
、
詩
会
へ
の
出
題
や
、
聯
句
の
点
者
を
頻
繁
に
つ
と
め

た
。
花
園
は
在
兼
の
訃
報
に
接
し
た
際
、「
文
之
衰
微
、

道
之
陵
夷
、
歎
而
有
余
。
嗟
乎
命
哉
々
々
」
と
哀
悼
の
意

を
表
し
た
（
な
お
、
こ
の
文
辞
は
『
論
語
』
雍
也
篇
の
一
節
を

意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
）。
そ
の
悲
嘆
は
止
ま
ず
、
翌
日

に
も
「
猶
在
兼
卿
事
、
悲
歎
無
極
。
風
月
文
遊
之
席
、
以

誰
為
師
乎
。
思
慕
無
止
。
仍
止
興
遊
、
不
臨
遊
逸
。
慟
哭

有
余
者
也
」
と
記
し
て
い
る
（
以
上
、『
花
園
』
元
亨
元
年

六
月
二
十
三
・
二
十
四
日
条
）。

　
　
文
藻
に
秀
で
、
貴
顕
の
求
め
に
応
じ
て
諷
誦
文
・
願
文

・
祭
文
を
起
草
し
た
（
一
部
は
『
本
朝
文
集
』
六
九
に
収
載
）。

ま
た
、
改
元
に
際
し
て
年
号
勘
文
を
撰
進
す
る
こ
と
五
度

に
及
び
、
延
慶
四
年
（
一
三
一
一
）
四
月
の
改
元
で
は
、

在
兼
の
勘
申
案
の
う
ち
「
応
長
」
が
採
用
さ
れ
た
（『
伏

見
天
皇
日
記
』
四
月
二
十
七
日
条
）。
森
本
角
蔵
『
日
本
年
号

大
観
』（
目
黒
書
店
、
一
九
三
三
年
、
四
三
五
頁
）
参
照
。

　
　
な
お
、
在
兼
は
、
鎌
倉
幕
府
の
要
人
で
あ
っ
た
金
沢
貞

顕
と
親
密
で
あ
り
、
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
三
月
に
行

わ
れ
た
貞
顕
の
亡
父
顕
時
の
十
三
回
忌
に
諷
誦
文
を
草
し

た
（『
北
条
顕
時
十
三
廻
忌
諷
誦
文
』）。
さ
ら
に
、
貞
顕
が
修

造
し
た
京
都
東
山
常
在
光
院
の
撞
鐘
銘
を
草
し
た
こ
と
が
、

『
徒
然
草
』
二
三
八
段
に
見
え
る
。

連
句
。
三
十
　「
三
十
」
は
三
十
韻
の
こ
と
。
正
月
九
日
条

注
釈
「
連
句
」、
二
月
十
二
日
条
注
釈
「
三
十
韻
」
参
照
。

資
栄
卿
　
源
資
栄
。
二
月
四
日
条
注
釈
「
参
議
資
栄
」、
四

月
十
八
日
条
注
釈
「
参
議
資
栄
卿
」
参
照
。
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詩
哥
合
会　
四
月
二
十
二
日
条
注
釈
参
照
。

左
衛
門
督
公
賢
卿　
洞
院
公
賢
。
こ
の
と
き
従
二
位
、
権
中

納
言
・
左
衛
門
督
。
二
十
三
歳
。
二
月
十
四
日
条
注
釈

「
左
衛
門
督
公
賢
朝
臣
」
参
照
。

衆
議
判
　
四
月
二
十
二
日
条
注
釈
「
衆〔

議
〕儀

判
」
参
照
。

是
如
法
内
々
儀
也　
「
こ
れ
は
い
つ
も
の
よ
う
に
内
々
の
儀

で
あ
る
」
の
意
。「
如
法
」
に
つ
い
て
は
、
正
月
九
日
条

注
釈
「
如
法
密
儀
」
参
照
。

 

〔
廿
七
日
、
丁
亥
、〕
天
晴
。
物
忌
。

 

【
訓
読
】

　
天
晴
る
。
物
忌
な
り
。

 

【
注
釈
】

物
忌　
三
月
十
九
日
条
注
釈
参
照
。

 

〔
廿
八
日
、
戊
子
、〕
天
陰
雨
降
。
藤（
藤
原
為
子
）
大
納
言
三
位
参
。
自
院
　
　

御
所
也
。
此
程
哥
合
結
構
、
令
レ
判
レ
之
。
如
法
内
々
也
。

其
後
聊4

〔
×
頃
〕有
二
詩
会
一。
短
冊
。

 

【
訓
読
】

　
天
陰
り
雨
降
る
。
藤
大
納
言
三
位
参
る
。
院
の
御
所　

よ
り
な
り
。
こ
の
程
の
哥
合
の
結
構
、
こ
れ
を
判
ぜ
し
む
。
如
法
内
々
な
り
。
そ
の

後
、
い
さ
さ
か
詩
会
あ
り
。
短
冊
。



『花園天皇日記（花園院宸記）』正和二年四月記

311

 
【
注
釈
】

藤
大
納
言
三
位　

藤
原
（
京
極
）
為
子
。
建
長
元
年
（
一
二

四
九
）
？
～
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
以
後
。
こ
の
と
き
、

従
三
位
。
父
は
為
教
。
母
は
三
善
雅
衡
女
。
弟
に
為
兼
が

い
る
。

　
　

文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
頃
、
後
嵯
峨
上
皇
中
宮
の
大

宮
院
姞
子
に
出
仕
。
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
成
立
の
『
続

古
今
集
』
に
入
集
。
弘
安
末
年
（
一
二
八
八
）
頃
ま
で
の

称
呼
は
、「
大
宮
院
権
中
納
言
」。
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）

に
は
、
大
宮
院
の
女
房
か
ら
転
じ
て
伏
見
天
皇
の
中
宮
鏱

子
（
永
福
門
院
）
に
出
仕
（
女
房
名
は
「
中
宮
藤
大
納
言
」）。

同
二
年
四
月
以
後
、
同
三
年
九
月
以
前
に
、
中
宮
女
房
か

ら
伏
見
の
典
侍
に
補
せ
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
（
岩
佐
美

代
子
氏
後
掲
論
文
）。
典
侍
在
職
中
は
、「
藤
大
納
言
典
侍
」

と
称
す
。
伏
見
や
永
福
門
院
の
申
次
と
し
て
重
用
さ
れ
た
。

延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
十
一
月
十
六
日
、
花
園
即
位
式

の
際
に
は
褰
帳
典
侍
を
勤
め
、
こ
の
功
績
に
よ
り
従
三
位

に
叙
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
花
園
の
乳
母
で
も
あ
っ
た
。
正

和
三
年
（
一
三
一
四
）
正
月
、
従
二
位
（『
花
園
』
正
月
二
十

四
日
条
）。
持
明
院
統
宮
廷
で
、
弟
の
為
兼
と
と
も
に
権

威
を
振
る
っ
た
（『
花
園
』
元
弘
二
年
〔
一
三
三
二
〕
三
月
二

十
四
日
条
）
が
、
為
兼
の
二
度
の
失
脚
に
は
、
処
遇
を
問

題
に
さ
れ
な
が
ら
も
二
度
と
も
縁
座
を
免
れ
て
い
る
。

『
玉
葉
集
』
に
六
〇
首
、『
風
雅
集
』
に
三
九
首
入
集
。

　
　
若
い
頃
よ
り
歌
才
を
認
め
ら
れ
、
為
兼
と
と
も
に
祖
父

為
家
よ
り
三
代
集
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
阿
仏
尼
と
も
交

流
が
あ
っ
た
。
前
期
京
極
派
歌
壇
の
中
心
的
メ
ン
バ
ー
で

あ
り
、
主
要
な
歌
合
・
歌
会
に
は
殆
ど
参
加
し
て
い
る
。

永
仁
勅
撰
の
議
の
際
に
ま
と
め
ら
れ
た
家
集
『
為
子
集

（
藤
大
納
言
典
侍
集
）』
が
あ
る
。『
玉
葉
集
』
撰
定
の
際
に

は
、
独
撰
の
為
兼
を
助
け
た
と
さ
れ
る
。
嘉
元
元
年
（
一

三
〇
三
）
八
月
二
十
八
日
に
、
為
兼
が
伏
見
・
後
伏
見
両

上
皇
に
『
古
今
集
序
』
を
伝
授
し
た
際
に
は
、
こ
れ
を
聴

聞
し
た
永
福
門
院
に
祗
候
し
て
お
り
、
弟
と
と
も
に
御
子

左
家
の
血
を
ひ
く
歌
人
と
し
て
持
明
院
統
か
ら
別
格
視
さ
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れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
　

花
園
も
そ
の
才
能
を
認
め
て
お
り
、「
為
和
哥
之
堪

能
」（『
花
園
』
元
弘
二
年
三
月
二
十
四
日
条
）
と
評
し
て
い
る
。

ま
た
、
花
園
の
内
裏
に
局
を
与
え
ら
れ
、
花
園
が
そ
の
局

を
使
っ
た
こ
と
が
『
花
園
』
正
和
二
年
五
月
二
十
二
日
条

に
見
え
る
。

　
　
為
子
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
、
櫻
井
秀
「
大
納
言
典
侍
為

子
考
（
上
）（
下
）」（『
国
学
院
雑
誌
』
一
九
―
九
・
一
一
、
一

九
一
三
年
）、
小
屋
洋
子
「
従
二
位
為
子
年
譜
考
」（『
立
教

大
学
日
本
文
学
』
一
八
、
一
九
六
七
年
）、
小
原
幹
雄
「
藤
原

為
子
年
譜
小
考
」（『
島
大
国
文
』
九
、
一
九
八
〇
年
）、
岩
佐

美
代
子
「
大
宮
院
権
中
納
言
―
若
き
日
の
従
二
位
為

子
―
」（
森
本
元
子
編
『
和
歌
文
学
新
論
』
明
治
書
院
、
一
九

八
二
年
）、
井
上
宗
雄
『
京
極
為
兼
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

〇
六
年
）
参
照
。
な
お
、
生
没
年
に
つ
い
て
は
、
小
原
・

岩
佐
・
井
上
三
氏
の
推
定
に
よ
る
。

　
　
ま
た
、
歌
風
研
究
に
つ
い
て
は
、
小
原
幹
雄
「
玉
葉
集

所
載
藤
原
為
子
の
歌
―
叙
景
歌
を
中
心
と
し
て
―
」（『
島

大
国
文
』
一
三
、
一
九
八
四
年
）、
内
田
麻
子
「
従
二
位
為

子
の
生
涯
と
そ
の
歌
」（『
連
』
三
、
一
九
八
四
年
）、
村
尾

美
恵
「『
十
六
夜
日
記
』
の
阿
仏
と
若
き
日
の
為
子
―
阿

仏
・
為
子
贈
答
歌
、『
弘
安
百
首
』
を
中
心
に
―
」（『
武

庫
川
国
文
』
六
四
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
が
あ
る
。

院
御
所
　
伏
見
上
皇
の
居
住
し
た
持
明
院
殿
を
指
す
。
三
月

二
十
八
日
条
注
釈
「
仙
洞
」
参
照
。

此
程
哥
合
結け

っ
構こ

う
、
令
判
之
　「
こ
の
た
び
の
歌
合
に
出
詠
さ

れ
た
歌
の
出
来
の
良
し
悪
し
に
つ
い
て
、（
為
子
に
）
加
判

さ
せ
た
」
の
意
。
為
子
は
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
正
月

十
五
日
の
歌
合
で
も
判
者
を
つ
と
め
て
い
る
（『
花
園
』）。

京
極
派
歌
壇
の
長
老
と
し
て
、
後
進
の
指
導
に
当
た
っ
た

も
の
か
。

　
　
『
八
雲
御
抄
』〔
作
法
部
〕
に
「
女
房
為
判
者
事
、
非
普

通
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
女
房
が
判
者
を
す
る
の
は
希
で
、

内
々
の
女
房
歌
合
ぐ
ら
い
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

渡
邉
裕
美
子
「「
女
の
歌
詠
み
」
の
存
在
形
態
―
『
八
雲

御
抄
』
に
探
る
―
」（『
明
月
記
研
究
』
七
、
二
〇
〇
二
年
）
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参
照
。

　
　
一
方
、
京
極
派
歌
壇
で
は
、
永
福
門
院
が
判
者
を
務
め

る
（『
花
園
』
元
応
元
年
〔
一
三
一
九
〕
六
月
二
日
・
三
日
条
）

な
ど
、
内
々
の
歌
合
で
は
、
女
性
で
も
判
者
を
務
め
た
。

岩
佐
美
代
子
「
永
福
門
院
の
後
半
生
―
花
園
院
宸
記
か
ら

竹
む
き
が
記
へ
―
」（
同
『
京
極
派
歌
人
の
研
究 

改
訂
新
装

版
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
。
初
出
一
九
六
六
年
）
参
照
。

如
法
内
々
也
　「
い
つ
も
の
よ
う
に
内
々
で
あ
る
」
の
意
。

「
如
法
」
に
つ
い
て
は
、
正
月
九
日
条
注
釈
「
如
法
密

儀
」
参
照
。

短
冊
　
四
月
十
五
日
条
注
釈
「
内
々
哥
会
。
短
冊
也

」
参
照
。

〔
廿
九
日
、
己
丑
、〕
陰
雨
降
。
和
哥
会
。
毎〻
月〻
梵
網
経
読
レ
之
。
又
念
誦
等
如
レ
常
。

 

【
訓
読
】

　
陰
り
雨
降
る
。
和
哥
会
な
り
。

　
梵
網
経
、
こ
れ
を
読
む
。
ま
た
念
誦
等
、
常
の
如
し
。

 

【
注
釈
】

和
哥
会　
四
月
十
五
日
条
注
釈
「
内
々
哥
会
。
短
冊
也

」
参
照
。

梵
網
経　
正
月
十
五
日
条
注
釈
「
梵
網
経
、
如
恒
読
之
」
参

照
。

念
誦
　
四
月
九
日
条
注
釈
「
毎
日
之
拝
、
止
之
。
…
…
」
参

照
。
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欧米における白隠禅画の受容
―鈴木大拙による禅画解釈とその影響（1）―

ヤン C.・ベッカー

は じ め に

　白隠慧鶴（1686―1769）は一般的に臨済宗の中興の祖と見なされている。
白隠の影響については、この白隠とその弟子達抜きでは、臨済宗の今日の
発展は語れないほど重要なものであると言われている。十年ほど前に私が
白隠に対して学問的な興味を持ちはじめた頃は、西洋において、白隠につ
いて詳しく研究した学術的な書籍はほとんどなかった。例えば、図書館や
インターネットで白隠に関する文献を検索しても、検索で出てくるのは、
主に白隠の禅画についての本だった。そのほとんどの本においても、白隠
のことはあまり詳しく書かれておらず、白隠の自伝から一般的な情報だけ
を繰り返し述べているものばかりだった。白隠については、質素な生活を
おくったこと、彼が臨済宗の公案を新しく体系化したこと、民衆にも分か
りやすいような言葉で仏の教えを広めたこと、それから禅画の有名な描き
手であったこと、というような決まった記述にとどまっていることが多い
のだ。このような見方は基本的には間違ってはいないが、しかしそれは白
隠の多面的な人物像のほんの一部分であるにすぎず、真の白隠の人物像を
すべて伝えているとは言えない。
　白隠の主な著作、例えば『遠羅天釜』、『辺鄙以知吾』、『壁生草』などは、
最も古いものはすでに40年以上前に英語に翻訳されているが、欧米の研究
者は、白隠のテキストを分析することは今まであまりなかった（2）。また、
それらがどのような社会的、政治的、歴史的な文脈において書かれたのか、
つまり、白隠がどのような時代背景のもとで生き、書物を書き残したのか
ということが考えられることはなかった。白隠についての詳しい欧米の文
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献が少ないので、日本語で書かれた白隠についての文献であれば絶対ある
はずだと思って探してみたが、残念ながら、日本語で書かれた学問的な文
献も実は少ないということが判明した。その代わりに、日本では特に白隠
の伝記についての本や、健康を増進する内観法を説明する一般読者向けの
本は多い。そして、欧米と同じように、白隠の禅画についての文献も多い。
　白隠を学問的な研究対象として取り上げた幾つかの重要な文献が現れ始
めたのはつい最近のことであり、その中には、数年前に出版された芳澤勝
弘による書籍も含まれることは言うまでもない（3）。これ以前には、1963年
に陸川堆雲によって書かれた『考証白隠和尚詳伝』が学術的に耐えうるも
のであると言える（4）。日本において白隠の生涯とその著作をその時代背景
に沿って考察した学問的な文献が少ないのであれば、欧米ではなおさら学
問的な白隠に関する文献が少ないということは納得できる。
　このように白隠についての情報が比較的少ない状況であるにもかかわら
ず、欧米において、とりわけ白隠の禅画に関する書籍が大変多く出版され
ていることは驚嘆に値する。これはおそらく、日本においてまず、白隠が
一般に知られるようになったのは明治時代以降であり、その時点において
も白隠への関心は主にその禅画に限られていたからだと言えるだろう。そ
れゆえ、欧米においても白隠への関心はまずその禅画にあらわれ、1950年
代のいわゆる「禅ブーム」に始まった。この傾向は、現在もなお健在であ
る。

欧米においての「禅ブーム」

　ここで、なぜ欧米では白隠の禅画が人気なのか、また、欧米で白隠の禅
画がどのように見られて、どのように解釈されているのかを説明したい。
それにはまず、欧米において禅と禅画がどのように受け入れられてきたか
を簡単に述べる必要がある。というのも、白隠とその禅画が欧米における
禅の理解のために果たした役割を理解するには、まずこのような背景につ
いて知ることが重要であるからだ。
　禅ブームの最盛期、つまり1960年代の初めには、欧米において禅は一般
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の人々にかなり浸透していた。以下の記述にその当時の状況がよく表れて
いる。

　その広がりは、例えば、駅のキオスクで、禅の入門書が安い
文庫本で売られ、大学都市の中心地の大きな書店では、ショー
ケースや棚いっぱいに禅についての、ドイツ語、英語、フラン
ス語の本が並べられていた。このような禅ブームに乗ったのは、
書籍出版社だけではなく、ポストカードやリトグラフなどの出
版社も、日本や中国の禅画あるいは墨絵の複製を大量に売り出
していた。当時すでに、禅はヨーロッパやアメリカにおいて、
哲学、心理学、精神療法に大きな影響を与えていたこともあり、
欧米において禅の広がりはかなり重要な位置を占めていた（5）。

　このような禅ブームについて、批判的な目を向けたのが、1950年代から
1960年代において、禅を論理的に論じるだけでなく、日本人の禅僧のもと
で個人的に修行を積んだ日本人や欧米人達であった。彼らの著作を読むと、
欧米における禅は、もはや日本の禅とは全く異なったものである、つまり、
欧米における禅はもはや宗教と見なされていないという批判的な見解がな
されている。欧米ではむしろ、禅が心理主義的で異国趣味を感じさせる経
験の一種として見なされてしまい、もとの禅のもつ日本での宗教的、歴史
的、社会的な文脈から離脱し、全く関係がないものになってしまったとい
っても過言ではないであろう。今日においても、欧米では禅に対して心理
主義的で異国趣味的な感じを抱く人々が少なからず存在しており、この批
判は今でも妥当である。そして、禅に対するこのような見方は、禅画の解
釈にも用いられているのが実際のところでもあるのだ。
　一方で、そもそもなぜこのような禅ブームが20世紀の半ばに急に起こっ
たのか、という疑問が湧く。第一次世界大戦後、西洋が東洋の精神世界を
発見し、それに対する大きな関心が人々の間で起こったが、禅もその中に
含まれていたと考えられる。しかし、その時には中国哲学とインドの精神
世界に対する関心が高く、日本の仏教はそれらの単なる模倣であり、上座
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部仏教の亜流であると見られていた。上座部仏教の瞑想法が仏教の正統な
瞑想であるのに対して、日本の禅は単に邪道なものであると見られていた
のは非常に特徴的である（6）。このような日本の禅仏教に対する見方は、日
本の仏教者と欧米の学者の間の親密な関係が生まれることによって変わり
始めた。例えば、自ら禅仏教についての理解を得るために日本に来日した
ドイツ人の学者が何人かいた。
　第二次世界大戦前に来日したドイツ人の学者の中で、おそらく最も有名
なのは、宗教学者ルドルフ・オットー（1869―1937）と哲学者オイゲン・
ヘリゲル（1884―1955）だろう。ヘリゲルの著作『弓術における禅』は、
日本語をはじめ多くの言語に翻訳され、今日においても少なくとも欧米諸
国ではベストセラーになっている（7）。この著作は今日の研究者によって、
ヘリゲルの禅に対する解釈があまりにも神秘主義的であって十分に学問的
ではないとの批判がなされているものの、それでもこの著作は今も多くの
人々によって読まれているため、欧米における禅の理解の仕方に強い影響
を与えている（8）。この著作はその後に続く1950年代の禅ブームの最初の発
端であったと言ってもよいであろう。

禅ブームの火付け役としての鈴木大拙

　第二次世界大戦後において、禅ブームの火付け役として有名であるのが、
鈴木大拙（1870―1966）である。鈴木は戦前から既に主に米国において禅
の伝道者として活動しており、禅学に関する様々な文献を英語に翻訳して
いた。当時、言語知識が不足していた欧米の研究者達にとって、重要な禅
学の文献を読むことができるようになったことは、鈴木の翻訳の仕事のお
かげであるといってよい。しかしながら、そのことが結果として、鈴木の
禅に関する解釈が西洋における禅の理解に独占的な影響を及ぼしたことは
否めない。これについては、例えば、当時仏教学の分野で有力な研究者で
あったライス・デヴィズによる次のような見解に見られる。“A Manual 
of Buddhism” において彼女は、「鈴木は最近、楞

りょう
伽

が
経

きょう
の英訳を出版した

［…］。これがとりもなおさず［西洋においては］禅仏教として知られてい
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るものであり、主にこの経典に基づいているのである。」と書いている（9）。
また、著名な仏教学者であるエドワード・コーンズも、鈴木がもたらした
西洋の禅の理解に対する影響について、「1930年代に鈴木は禅という研究
テーマをもたらしたが、長い間、彼は西洋で我々がいわゆる禅と考えてい
るものの唯一の情報源であった」と述べている（10）。
　鈴木の影響は西洋において、大衆文化に至るまで浸透していた。1950年
代において、禅仏教に関する書籍は、米国および西欧で幅広い一般大衆に
読まれていた。とりわけ、いわゆる「ビート・ジェネレーション」は鈴木
の禅に関する本に多大なインスピレーションを受けている。アレン・ギン
スバーグ（1926―1997）、ジャック・ケルアック（1922―1969）、ウィリアム
・バロウズ（1914―1997）などが、その前衛的な文学運動の主唱者として
活躍した。彼らは自ら、自由を求めるために中国の禅僧である寒山や拾得
が辿った道に従う者であると主張した。同様に、鈴木の禅解釈に大きな影
響を受けたのは、作曲家のジョン・ケージ（1912―1992）である。彼は前
衛的芸術運動の創始に加わり、西洋の音楽界において最も議論を呼び起こ
し影響力を持った人物のうちの一人である。彼の初期の作曲においてすで
に、東洋に対する一般的な関心が見てとれるのだが、後に彼は禅仏教に深
い関心を寄せた。まず、1940年代後半にケージは日本にいる鈴木を何度か
訪れ、鈴木のもとで禅を学んだ。ケージの出版した書籍の中には、鈴木か
ら学んだ何人かの老師の話や、日本で出会った日本人の学者達との個人的
な経験について書かれている。ケージの美学的視点の核となる部分は、主
に、鈴木の書籍に関する彼の解釈に基づいている。このことについて、か
つてケージは自ら、「私が禅にかかわること（すなわち、アラン・ワットや鈴
木の講演に赴き、禅に関する書籍を読むこと）がなかったら、私が今までやっ
てきたような成果をあげていたかどうかは分からない」と述べている（11）。
　一方で、鈴木の禅仏教に関する叙述に対しての批判は幾つかあった。当
時の研究者達によって、鈴木の禅についての見解は、非歴史的で、非学問
的で、神秘主義的であると批判されたのである（12）。とりわけ辛辣な批判
を行ったのが、著名な作家でジャーナリストであるアーサー・ケストラー
である。鈴木が読者に、論理と理性的な思考を続けることによって、理性
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を超えるある一点に到達するように言っていることが、ケストラーにとっ
て耐え難い矛盾に思えたのである。ケストラーは、1960年に “The Lotus 
and the Robot” を出版し、一連の記事において、鈴木の禅に関する叙述
に対して激しい論駁を繰り広げた（13）。
　しかし、このような激しい批判にもかかわらず、鈴木の禅に関する書籍
は人気を博し、鈴木自らがある種のカリスマ的存在にまでなり、米国や西
欧の数々の名立たる大学で招聘されるに至った。

鈴木大拙の禅画に対する考え

　禅画についての鈴木の解釈も、その後の西洋における禅画がどのように
受容されたかに大きな影響を与えた。鈴木によれば、禅画は、「無」に関
する禅的な経験の自明の具現化であり、暗示や非対称（不均整）、即興性な
どを表すものである。また、禅画は、欧米における意味での芸術ではなく、
むしろその「無芸術性における完全性」が重要なのであって、禅画を描く
時には、論理や熟考によってではなく、芸術的なインスピレーションによ
って即興で紙に描き表すものである。したがって、禅画を見る時にも、集
中して合理的に解釈するのではなく、直観的に捉えることが必要になる。
書き手と筆が一体になって、まるで筆がひとりでに紙の上を動くように、
すなわち書き手の意思が入らないように描くことが重要で、「形の無いも
のに形を与える」ことに努めるように鈴木は言った（14）。

欧米におけるアンフォルメル運動（1940年代～1960年代）

　始めに述べたように、欧米では白隠は主に禅画家として知られている。
とすると問題になるのは、白隠のどのような絵が欧米で特に人気であるの
か、そしてそれはなぜなのか、ということである。1960年代末までの禅
ブームの間、西洋人から見て、「抽象的」で「暗示的」な禅画が特に好ま
れた。漢字を書いた書や円相などである。これは、当時「抽象絵画」、す
なわちアンフォルメルがモダンアートとして西洋を席巻していた時と重な
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る。アンフォルメル運動は、1940年代から60年代にかけてパリで起こり、
特に西欧に広がった。この絵画の特徴は、形式が無く、無意識的に絵を創
作することが挙げられる。それに対し、いわゆる「具象絵画」はナイーブ
で時代遅れと見なされた。これは逆に言えば、人物を色で描いた絵画など、
白隠も多く描いた具象画を無視する理由ともなる。
　同時に、当時一般的に広がっていた、鈴木とその後継者達による、禅画
において「直観」と「無意識」を重視する、または「形の無いものに形を
与える」という解釈が、ちょうどアンフォルメル運動の主義主張と合致し
た（15）。鈴木によるこのような禅画に対する価値判断が、西欧や米国の多
くの芸術家によってこぞって取り上げられ、西洋芸術の中に統合されてし
まった。白隠のような禅画の描き手は、直観的で、すべてのドグマから解
放された絵を創作した芸術家と考えられ、しかも、西洋よりも数百年も先
にそれを成し遂げた先駆者と見なされてしまったのだ。禅画は西欧におい
てより高度な個人の自由と精神的な完成度を表すものと見なされたのだ。

鈴木大拙の禅画の見方の問題点：「脱文脈化」

　私は鈴木の禅画に対する考えに全く反対するのではない。もちろん、い
くつかの禅画や白隠の禅画には、見る人にその描き手の即興性と表現力を
印象付けるものはある。また、幾つかの禅画の高い表現力は、西洋美術に
見ることができない非常に特殊な芸術性をもつものである。このような性
質が、おそらく西洋人の視点から見た禅画の魅力であり、西欧や米国で禅
画が人気である所以でもあるのだ。
　しかし、鈴木の禅画に対する考えに対して一点だけ批判するとすれば、
禅画を直観的に理解するという主張についてである。というのも、それに
よって、絵のモチーフやシンボルやメタファーを読み解いたり、実際に多
くの禅画にある画賛を理解したりすることはそれほど重要ではないと欧米
人が誤解する危険性があるからである。禅画の解釈において「直観的な理
解」があまりに強調されると、これらの禅画が描かれた宗教的および文化
的な背景が抜け落ちてしまう。すなわち、禅画がその宗教的、文化的背景
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から「脱文脈化」されて西洋に伝えられてしまうのである。このような禅
画の「脱文脈化」の土台においては、禅そのものが、西洋において各人が
自らの思い描く理想像や自由への希求を投影する対象となり、本来の禅の
もつ本質が失われていると言ってもよいだろう。 
　禅画を正しく解釈しようと思うなら、このような背景を理解することは
必要不可欠である。これは特に白隠の禅画では、物を対象にした絵に当て
はまる。このような絵は、西洋人による、審美的な絵の見方のみでは見る
ことができないのである。白隠は芸術のために絵を描いたのではない。つ
まり、有名なフランスの芸術家マルセル・デュシャンが20世紀の始めに主
張した「芸術のための芸術」といった言葉にみられるような西洋芸術にお
ける概念によって描いたのではないのだ。
　鈴木は生涯にわたって、禅および禅画において「直観」が重要な位置を
占めるということを確信していたが、彼自身はこのことが、欧米人にしば
しば誤解されていることを認識していた。1958年に書かれた批判的な論説
の中で鈴木は、「いまや禅は、音楽、絵画、文学、意味論、宗教哲学、精
神分析など、西洋文化の様々な分野において予想もしなかった反響を引き
起こしている。しかしながら、禅はしばしば非常に間違って叙述され解釈
されているので、私はここで（この論説において）、禅が何を目指している
のか、現代において禅はどのような意味をもっているのか、について言葉
が許す限り、簡単に説明しようと思う。これをするのはとりもなおさず、
禅が戯画化されてしまうのを防ごうという期待があるからである。」と述
べる（16）。
　残念ながら、鈴木による上記のような批判的な見解が出されたのは、鈴
木の晩年においてであり西洋において知られることはほとんど無かった。

白隠禅画における研究の現状

　1980年代に入ってようやく、それまでの禅画の直観的な理解の仕方は一
面的なものであって、禅画の歴史的、宗教的な背景がより重要な意味をも
つということが理解され始めた。そして、このような背景について、少し
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ずつ、学問的な考察がなされるようになって来た。特に、物を対象とした
白隠の絵について理解するのが難しいのは、白隠の著作をもとにして白隠
の思想について深く知ることがなければ理解できないからだ。というのも、
白隠は、絵にして描いたものは、白隠の著作の中でもよく述べている。つ
まり、絵は常にテキストといっしょに、その「文脈」の中で読み取る必要
があり、別々に見て解釈すべきではないのである。
　また、白隠にとって禅画は、人々が禅の教えに関心を抱くよう、仏教の
教えを幅広い民衆に広めるための手段であった。白隠の絵はすなわち、仏
教では「方便」と言われているように、人々に仏教を教えるための適切な
手段である。それらは仏教の教えの内容と密接に関わっており、このよう
な背景を知ることなしにそれらを理解することはほぼ不可能なのだ。白隠
の禅画では、例えば、本来ならばテキストに書かれている仏教の教義の中
心である概念が、絵で視覚的に表現されている。
　白隠の絵を読み解くのは、西洋人だけではなく日本人の研究者にとって
も大きな問題である。というのも、白隠の著作を読んで理解する際の言語
的な難しさに加えて、仏教の経典などに由来する背景を把握したり、その
当時の様々な日常生活の側面について述べられていることを理解したりし
なければならないからだ。それゆえに、白隠の全著作および白隠の豊かな
知的遺産の全容を理解するには、できるだけ多くの異なる分野の研究者が
協力して研究することが必要ではないか。白隠学はまだまだこれから発展
する分野として大いに期待できる。

注
（1） 本稿は2011年12月の「白隠フォーラム」での講演「欧米人の視点から見

た白隠」に訂正・加筆したものである。
（2） 例 え ば 次 の 文 献 を 参 照 の こ と。 Shaw, R.D.M. “The Embossed Tea 

Kettle: Orate Gama and Other Works of Hakuin Zenji” （Allen & 
Unwin, 1963）

 Yampolsky, Philip B. “The Zen Master Hakuin: Selected Writings”  
（Columbia University Press, 1971）

（3） 芳澤勝弘『白隠禅師法語全集』全14巻、（禅文化研究所、1999-2003）
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 同上『白隠 禅画の世界』（中公新書、2005）
 同上『白隱禪画墨蹟』全 3 冊、（二玄社、2009）

（4） 陸川堆雲『考証白隠禅師詳伝』（山喜房仏書林、1963）
（5） Benz, Ernst “Zen in westlicher Sicht” （Barth, 1962）, p.5より引用意訳
（6） 同上 p.6 
（7） Herrigel, Eugen “Zen in der Kunst des Bogenschiessens” （Weller, 

1948）
（8） 例 え ば 次 の 文 献 を 参 照 の こ と。Yamada, Shôji “The Myth of Zen in 

the Art of Archery” （Japanese Journal of Religious Studies 28 （1-2）, 
2001）, p.1-30所収

 同 上 “Shots in the Dark: Japan, Zen, and the West” （University of 
Chicago Press, 2009）

（9） Davids, C. A. Rhys “A Manual of Buddhism” （Sheldon Press, 1932）, 
p.33より引用翻訳

 Suzuki, D.T. “The Lankavatara Sutra: A Mahayana Text” （Routledge 
& Kegan, 1932）

（10） Conze, Edward “Thirty Years of Buddhist Studies: Selected Essays”
（University of South Carolina Press, 1968）, p.27より引用翻訳

（11） Cage, John “Silence” （Wesleyan University Press, 1961）, p.xiよ り 引
用翻訳

（12） 例えば中国の哲学者胡適の著作を参照のこと。
（13） Koestler, Arthur “The Lotus and the Robot” （Hutchinson, 1960）
（14） Suzuki, D.T. “Zen and Japanese Culture” （Pantheon Books, 1959）, 

p.17, 31-36より引用翻訳
 同 上 “Essays in Zen Buddhism” （Rider & Co., 1949-53）, p.307-309, 

315より引用翻訳
（15） 例えば日本の哲学者 久松真一の著作を参照のこと。
（16） Suzuki,  D. T.  “Zen in the Modern World” （Japan Quarterly 5, 

1958）, p.452より引用翻訳
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